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表紙の説明  

本県では、令和４（２０２２）年３月に「第五次福岡県環境総合基本計画

（福岡県環境総合ビジョン）」を策定しました。福岡県環境総合ビジョンでは、

本県の環境の将来像として「環境と経済の好循環を実現する持続可能な社会

へ」を掲げ、将来像の実現のため相互に関連する７つの柱を設定しています。

（詳細は第２部第１章に記載） 







 

 

環境白書の刊行に当たって 

 

本県では、「誰もが安心して、たくさんの笑顔で暮らせる福岡県」を目指

し、さまざまな施策を展開しており、その実現のためには、快適な環境を維

持、保全していくことが重要です。 

本県の環境行政におきましては、本年３月に、基本的な施策の大綱とし

て、「第五次福岡県環境総合基本計画（福岡県環境総合ビジョン）」を策定

しました。環境総合ビジョンでは、第四次計画に引き続き SDGｓの考え方

を取り入れるとともに、「環境と経済の好循環を実現する持続可能な社会

へ」を将来像に掲げ、グリーン社会の実現を推し進めるため、脱炭素社会

への移行、ワンヘルスの理念に沿った自然共生社会の推進など７つの柱を設定しています。 

この環境総合ビジョンに基づき、特に脱炭素社会への移行に関しては、「２０５０年度までに福岡県の

温室効果ガス排出の実質ゼロ」を目指し、再生可能エネルギーの導入拡大、省エネルギー対策の強

化、森林の適正管理などの温室効果ガスの排出削減と吸収源対策、気候変動の影響に適応するため

の対策に取り組んでいます。 

また、自然共生社会の推進に関しては、新たに策定した「福岡県生物多様性戦略」において、2050

年に実現を目指す将来像に、「生きものを支え、生きものに支えられる幸せを共感できる社会」を掲

げ、希少野生動植物種の保護、鳥獣被害防止対策などに取り組んでいます。 

今後も、これらの取り組みをはじめ、環境総合ビジョンの７つの柱に基づく施策に取り組むことによ

り、快適な環境の維持、保全を図ってまいります。このことは、人と動物の健康と環境の健全性を一つ

と捉え、一体的に守ろうとする考え方であるワンヘルスの実践につながるものです。 

本書は、環境に関する年次報告として公表するものであり、本県の環境の現状や施策の概要などを

取りまとめています。 

次世代に豊かな自然や美しいまち、限りある資源を引き継いでいくことは、私たちの重要な責務で

す。本書を多くの皆さまに活用していただき、環境保全活動の輪がさらに広がっていくことを期待して

います。 

 

   令和４年 12 月  
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《用語の解説について》 

本文中、※印のある用語については、当該ページ下欄で解

説しています。 

《根拠法令について》 

各項目の下部に〔 〕書きで当該施策の根拠となる法令

（略称）を記載しています。 
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エコトン 

 

 

 

エコトンファミリー 

 

 

平成 21（2009）年度に本県の地球温暖化対策マスコット 

キャラクターとして誕生した「エコトン」とその家族です。 

 



第１部 

総 説 





 

 

第１章 福岡県の環境の現状と取組のあらまし 

 

私たち人類はその誕生以来、この地球上で環境がもたら

す豊かな恵みを享受してきました。これらの地球の恵みは、

未来の世代から借りている大切なものです。しかしながら、

現在の私たちの世代がこれらの恵みを消費し尽くすおそれ

に直面しています。 

特に近年では、先進国を中心とした、大量生産・大量消

費・大量廃棄を前提とした産業構造や生活様式が、温室効果

ガスや汚染物質の大量排出、天然資源の大量消費、自然環

境の破壊など、地球環境に多大な負荷を与えています。私た

ちの世代がこれまでのような社会経済活動を続ければ、将

来の世代は豊かな地球の恵みを享受できなくなるでしょう。 

私たちは、地球の豊かな恵みを将来の世代に引き継ぐた

め、地球環境への負荷を減らし、社会経済活動が持続可能

となるような社会を構築していかなければなりません。本県

は、県環境総合基本計画に基づく各種施策を通じ、“持続可

能な”福岡県を目指しています。 

１ 経済・社会のグリーン化 

社会・経済活動の発展に伴って増大する環境負荷を低減するためには、環境負荷の低減に寄与

する技術・産業の振興が重要となります。 

県内には、低燃費車や様々な機器の電力消費を抑えるパワー半導体等の省エネルギー・省資源

型の製品を生産する産業があり、北九州市、大牟田市の両エコタウンにはリサイクル関連産業の集

積が図られています。このため、グリーンアジア国際戦略総合特区において省エネルギー・省資源に

大きく寄与する環境配慮型製品の開発・生産拠点の構築を進めています。 

さらに、本県の試験研究機関において、環境保全に関する調査研究に取り組むとともに、福岡県リ

サイクル総合研究事業化センターでは、産学官民の連携によるリサイクル技術と社会システムの開

発を進めています。 

 

○現在取り組んでいる主な施策 

 エコ事業所やエコファミリーにおける省エネルギー・省資源の取組の促進 

 グリーン購入の推進 

 グリーンアジア国際戦略総合特区における環境配慮型製品の開発・生産拠点の構築 

 水素製造のイノベーションを推進するとともに、幅広い分野での水素利用の拡大を促進し、成

長分野である水素関連産業の集積を図る、「福岡県水素グリーン成長戦略」の推進 

 試験研究機関における環境負荷低減に資する調査・研究、福岡県リサイクル総合研究事業化

センターにおける産学官民による共同研究 

 

第五次福岡県環境総合基本計画を 
令和４年３月に策定 

（詳細は第２部第２章（４２頁～）参照） 

総
　
説
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国内の環境産業の市場規模の推移 

資料：2020年版環境産業の市場規模推移（環境省） 

※ 端数処理により合計が合わない場合がある。  

２ 持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり 

地球温暖化や大量生産・大量消費・大量廃棄による最終処分場の逼迫など、今日の環境問題は、

我々の日常生活に伴って発生するものであり、それらの問題を解決するためには、一人ひとりが環

境の現状や課題について正しく理解し、自らの日常行動を変えていく必要があります。環境教育は、

環境に対する関心を喚起するとともに、共通の理解を深め、問題解決能力を育成することを通じ、各

主体の自主的な環境問題への取組を促進するものとして重要です。 

本県では、「ふくおか環境ひろば」、「ふくおかエコライフ応援サイト」などを通じ、各主体の自主的

な環境保全の取組やネットワーク化を促進していきます。 

また、地域における取組を通じて本県の望ましい環境を創出し、地球環境の保全に貢献するため、

平成 8（1996）年に「福岡県環境県民会議」を設置し、県民・事業者・行政が一体となって、福岡県環

境総合基本計画（福岡県環境総合ビジョン）の推進を図っています。 

さらに、県内の各保健福祉環境事務所に「地域環境協議会」を設置し、地域の実情に応じた地球

温暖化対策・３Ｒ・自然共生の推進等の事業を実施しています。地域の住民や子どもたち、事業者の

環境を考え行動する意識を育むとともに、地域住民・事業者等が事業に参画することにより、地域の

環境活動の担い手となることを目指しています。 

加えて、子どもたちが環境保全活動や環境学習を行う「こどもエコクラブ」の活動を支援するため、

環境学習会を開催しています。 

 

○現在取り組んでいる主な施策 

 ウェブサイトを利用した環境情報の発信 

「ふくおか環境ひろば」（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hiroba1.html） 

「ふくおかエコライフ応援サイト」（https://www.ecofukuoka.jp/） 

 環境県民会議や地域環境協議会による県民・事業者・行政が一体となった環境保全への取組 
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（詳細は第２部第３章（５６頁～）参照） 
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 小学生向け環境教育副読本の作成・配布、小中学生向け地球温暖化対策ワークブックの提供 

 こどもエコクラブ活動の支援 

３ 脱炭素社会への移行 

地球温暖化は、気温や海水温の上昇、異常気象、生態系の変化など様々な分野に影響をもたらし

ています。特に近年、国内外で深刻な気象災害が多発するなど、地球温暖化による気候変動により、

今後このような災害リスクが更に高まると予測されています。 

このような状況に対処するため、平成 27（2015）年にパリで開催された国連気候変動枠組条約

第 21 回締約国会議（ＣＯＰ21）において、平均気温上昇を産業革命以前に比べ 2℃未満に抑え、

1.5℃以下に抑える努力をすることを世界共通目標とした「パリ協定」が採択され、令和2（2020）年

から国際的な地球温暖化（気候変動）対策の取組として本格的な運用が開始されています。 

我が国では、令和２（2020）年に「２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、

脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言し、3（2021）年４月の気候サミットで「日本の 2030 年度

の温室効果ガス排出を2013年度から46％削減することを目指す。さらに50％の高みに向け、挑

戦を続ける」ことを表明しました。 

本県では、令和 4（2022）年 3 月、「福岡

県地球温暖化対策実行計画」を改定し、32

（2050）年度までに本県の温室効果ガス

排出の実質ゼロを目指し、12（2030）年

度の温室効果ガス排出量を平成 25

（2013）年度比で 46％削減することを目

標に掲げ、県民、事業者、市町村などと連

携・協力し、温室効果ガスの排出削減や吸

収源に関する対策（緩和策）と気候変動の

影響を防止・軽減する対策（適応策）を総

合的・計画的に推進しています。 

令和元（2019）年度の本県の温室効果

ガス排出量は 4,630 万トンであり、平成

25（2013）年度比で 25.2％減少（前年

度比3.0％減少）しています。 

 

○現在取り組んでいる主な施策 

 再生可能エネルギーの普及促進 

 福岡県地球温暖化防止活動推進センターや福岡県地球温暖化防止活動推進員による地域に

おける省エネルギー・省資源の普及啓発 

 エコファミリーやエコ事業所における省エネルギー・省資源の取組の促進 

 都市づくり、交通、建築物、住宅等における省エネルギー化 

 福岡県気候変動適応センターにおける気候変動影響や適応情報の収集・分析・発信 

  

福岡県の温室効果ガス総排出量 

（詳細は第２部第４章（６４頁～）参照） 
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４ 循環型社会の推進 

高度経済成長を支えた大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会は、私たちに大きな豊かさや便利

さを与えると同時に、地球上の有限な資源を大量に消費し、天然資源を巡る争い、廃棄物の不適正

処理や環境汚染など、社会経済活動の持続的な発展を阻害する事態をもたらしました。 

これらの流れに歯止めをかけるには、資源大量消費型の社会構造から、資源循環利用を基調とし

た社会システムへと転換を図ることが必要です。特に、プラスチックは、その有用性から幅広い製品

に利用されている一方で、不適正な処理のために少なくとも世界で年間約８００万トンが陸上から海

洋に流出していると推計され、地球規模での環境汚染が懸念されています。 

我が国では、令和4（2022）年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施

行され、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体における資源循環の取組を促進するた

めの措置が定められました。本県では、令和２（２０２０）年７月に「ふくおかプラスチック資源循環憲

章」を策定し、事業者、県民及び行政が一体となってプラスチックごみの削減をすすめています。 

また、本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品（食品ロス）が、食品の製造・流通、外

食・販売、消費の各段階において日常的に発生しています。本県では、平成 28（2016）年度からい

ち早く食品ロス削減推進事業を県の重点施策に掲げ、県民運動としてその削減に取り組んでいます。 

また、令和 4（2022）年 3 月に「福岡県食品ロス削減推進計

画」を策定し、計画期間（令和4(2022)年度から8（2026）年度

まで）で食品ロス年間発生量を 1 万トン（5％）削減することを目標に

掲げ、各段階ごとの施策を実施しています。 

廃棄物の処理については、「福岡県廃棄物処理計画」により３Ｒ

（廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用

（Recycle））の推進や、廃棄物処理の適正化に取り組んでいます。 

令和３（202１）年度（速報値）の県内の一般廃棄物（ごみ）の総排

出量は 17３万 1 千トンであり、前年度から減少しています。２（２０２

０）年度の県内の産業廃棄物の排出量は 1,４４７万５千トン、発生量

は１,６５５万８千トンであり、資源化・減量化量は 1,６０１万７千トンで

す。 

一般廃棄物の適正処理推進のため、各市町村は一般廃棄物処理

計画を策定し、計画に従って処理を行っています。本県では、市町村等の処理施設の維持管理が適

正に行われるよう適宜立入検査を行うほか、施設の維持管理に関する定期的な報告により実態把

握を行い、必要に応じて改善指導を行っています。また、福岡県災害廃棄物処理計画に基づき、災

害廃棄物の処理について県内廃棄物関係事業者団体や九州・山口各県と相互支援協定を締結し、

広域的な災害廃棄物処理に係る連携体制を構築しています。さらに、市町村職員等関係者に対する

研修等により実践的な対応能力の向上を図っています。 

産業廃棄物については、事業者処理責任の原則を踏まえ、排出事業者等への講習会や立入検査

等を行っています。また、不適正処理の早期発見・早期対応のため、安定型最終処分場に対する掘

削調査の実施、赤外線カメラ搭載ドローンやウェアラブルカメラの活用、平日夜間及び休日昼間の

監視パトロール、県警察の協力によるヘリコプターを使用した空からのパトロールなど、監視指導を

強化しています。 

（詳細は第２部第５章（８７頁～）参照） 

福岡県食品ロス削減推進計画表紙 
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福岡県一般廃棄物（ごみ）の総排出量並びに資源化量、減量化量及び最終処分量 

 
福岡県産業廃棄物の発生量並びに資源化量、減量化量及び最終処分量 

 

○現在取り組んでいる主な施策 

 ３R啓発等による廃棄物減量化の促進 

 福岡県リサイクル総合研究事業化センターにおける産学官民による共同研究 

 リサイクル製品認定制度によるリサイクル製品の普及促進 

 フードバンク活動や食べ物余らせん隊の促進等による食品ロス削減の推進 

 ふくおかプラごみ削減キャンペーン等によるプラスチック資源循環の促進 

 一般廃棄物処理施設の整備・維持管理等に関する市町村等への情報提供や助言 

 災害廃棄物処理に携わる市町村職員等に対する研修の実施 

 福岡県不法投棄マッピングシステムを活用した不法投棄事案の情報共有 

 赤外線カメラ搭載ドローンやウェアラブルカメラ、遠隔操作対応監視カメラによる産業廃棄物

処理施設等への監視指導の強化 

 安定型最終処分場に対する掘削調査 

 

５ 自然共生社会の推進 

地球の長い歴史の中で、生物は様々な進化を遂げて現在の生態系を形成しています。多種多様

(千トン) 

（詳細は第２部第６章（１２２頁～）参照） 

(千トン) 
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な生物からなる生態系は、人類の生存にとって重要な生物多様性の恵みをもたらします。また、「人

と動物の健康と環境の健全性は一つ」というワンヘルスの理念の推進において生物多様性の保全は

重要な取組です。しかし、環境汚染、地球温暖化などの影響により、生物多様性が失われつつありま

す。 

県内でも、開発や里地里山の荒廃による生物多様性の衰退などのほか、外来生物による在来生

態系のかく乱や生息環境の変化に起因したイノシシ、シカ、サルなどの野生鳥獣による農作物被害

などが生じています。 

本県では、令和 4（2022）年 3 月に「福岡県生物多様性戦略 2022-2026」を策定し、2050 年

に「生きものを支え、生きものに支えられる幸せを共感できる社会」の実現を目指し、生物多様性の

保全と持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとしており、鳥獣保護や有

害鳥獣対策、森林整備などに取り組んでいます。 

また、希少野生動植物の保護を図ることにより生物多様性を確保するため、令和 3（2021）年 5

月に「福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例」を施行しました。条例に基づき特に保護が必

要な 20 種を指定希少野生動植物種に指定しています。 

これらの取組により、豊かな自然の恵みを持続的に享受できる自然共生社会の実現や、人と野生

動植物とが共生する豊かな自然環境の次代への継承を目指します。 

森林（照葉樹林）        水辺（クリーク）         草原（二次草原） 

 

○現在取り組んでいる主な施策 

 シカの食害による生態系への被害が著しい英彦山及び犬ヶ岳に

おけるシカの捕獲及び絶滅危惧植物の保護対策 

 外来種防除講習会の実施、外来種防除リーフレットによる啓発 

 希少野生動植物に係る基礎調査の実施及びレッドデータブック

の改訂 

 野生動物の重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルス感染

状況の調査 

 公共事業における生物多様性への配慮の推進 

 総合的な鳥獣被害対策、荒廃森林の整備 

 

６ 健康で快適に暮らせる生活環境の形成 

本県では、安全・安心な環境の確保に向けて、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染などに対する各種

施策を推進するとともに、市町村と協力して騒音・振動・悪臭などの公害対策にも取り組んできまし

た。このほか、環境大気中の放射性物質に関する常時測定及び緊急時を想定したモニタリング体制

（詳細は第２部第７章（１４７頁～）参照） 

鳥獣被害対策 
（シカによる苗木食害防止） 
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を確保しています。 

今後も大気環境、水環境について、監視体制を構築することにより、環境保全への各種対策の実

施と情報の提供及び大気汚染物質の越境問題対策を行い、健康で快適に暮らせる生活環境の確保

を図ります。 

 

ア 大気環境の保全 

大気環境の常時監視は、大気汚染防止対策上、最も基本となるものであり、県内55局の常時監

視測定局で測定されたデータはテレメータシステム（遠隔監視装置）により、県保健環境研究所及び

県庁に集約され、県ホームページで公開されるとともに、大気保全行政に活用されています。 

代表的な大気汚染物質には、二酸化硫黄（ＳＯ2）、二酸化窒素（ＮＯ2）、一酸化炭素（ＣＯ）、浮遊粒

子状物質（ＳＰＭ）、光化学オキシダント（Ｏx）、微小粒子状物質（ＰＭ2.5）などがあり、これらの物質に

は環境基準が定められています。 

令和3（2021）年度の測定結果によると、ＳＯ2、ＮＯ2、ＣＯ及びＳＰＭは全測定局で環境基準を達

成しています。ＯＸは、全国的に環境基準達成率が非常に低く、本県においても全測定局で環境基準

を達成できていません。なお、ＰＭ2.5は平成26（2014）年度まで環境基準を達成できていませんで

したが、徐々に改善し、令和3（2021）年度は全測定局で環境基準を達成しました。 

また、保健環境研究所が開発した大気汚染予測システムを用いて、県内（４地域別）における光化

学オキシダントやPM2.5の独自予測を毎日実施しており、高濃度の光化学オキシダントやPM2.5の発

生が予測される場合には、県公式ＬＩＮＥアカウントにより県民に対し高濃度予測情報を配信していま

す。（令和４年２月１５日から開始） 

発生源対策として、大気汚染防止法や福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例等に基づ

き、令和 3（2021）年度には延べ 431 件の工場・事業場の監視指導を行うとともに自動車排出ガス

対策を進めています。 

建築物等の解体、改造又は補修に伴う石綿飛散防止対策として、令和元(2019)年度に測定機器

（アスベストアナライザー）を整備するとともに、3(2021)年度には延べ382件の特定粉じん排出等

作業現場に立入検査を行い、作業基準の遵守の徹底等を指導しました。また、石綿含有建材の調査

に従事する事業者等の能力向上を目的に、3(2021)年度からＶＲ技術を活用し講習会を開催して
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います。さらに、災害に備え、九州・山口９県とアスベスト調査専門家団体（２団体）との間で、被災建

築物等の石綿調査に関する支援協定を４年６月１３日に締結しました。 

○現在取り組んでいる主な施策 

 大気環境状況の把握 

 ＰＭ2.5やＯＸの注意喚起等の実施 

 ＰＭ2.5やＯＸの高濃度予測情報の配信 

 工場・事業場に対する監視指導の実施（ばいじん、ＶＯＣ、ダイオキシン、水銀等） 

 解体等工事現場に対する監視指導の実施（石綿飛散防止対策）、ＶＲ技術を活用した石綿含有

建材の調査に係る講習会の実施 

 低公害車等の普及促進 

 

イ 水環境の保全 

本県の河川、海域及び湖沼の水質については、水質測定計画に基づき、県、国、政令市等が環境

基準の達成状況を監視しています。 

本県では、水質汚濁防止法等に基づき、工場・事業場の排水を規制し、水質汚濁の防止に努めて

います。また、環境基準の達成維持を図るため、全国一律の排水基準に比べ、より厳しい上乗せ排

水基準を設定しています。水質汚濁の代表的指標であるＢＯＤ（河川）又はＣＯＤ（海域、湖沼）の環

境基準達成率を公共用水域全体で見ると、平成元（1989）年度の 57.0％から改善傾向にあり、令

和3（2021）年度は 71.7％となっています。 

水環境の保全には、流域ごとの特性に応じた対策が必要であり、各水系の河川整備基本方針や

河川整備計画等において健全な水循環に向けた取組を行っています。 

○現在取り組んでいる主な施策 

 公共用水域や地下水の水質汚濁状況の監視 

 立入検査による特定施設の実態把握及び排出基準順守状況の確認 

 有害物質使用・貯蔵事業場情報の集約と共有 
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７ 国際環境協力の推進 

急激な経済発展を遂げているアジア諸地域においては、人口の増大に伴う廃棄物排出量の増大

や河川等水質の悪化、大気汚染などの環境問題が顕在化しています。 

本県では、アジア諸地域の環境問題の解決に貢献するため、本県に蓄積された環境技術やノウハ

ウを活用し、アジア諸地域への環境協力を推進しています。 

本県は、環境分野における人材育成、技術交流、産業交流などを骨子とする環境協力協定を締結

し、具体的な環境協力事業を推進しています。また、アジア太平洋地域において、安全な水の確保、

廃棄物の適正な処理など居住環境の改善を推進している国連ハビタット福岡本部の活動を支援し

ています。 

 

○現在取り組んでいる主な施策 

 アジア諸地域の環境分野の行政官を対象とした国際環境人材育成研修の実施 

 ベトナムにおける福岡方式廃棄物処分場の整備及び普及展開への支援 

 タイにおける福岡方式廃棄物処分場の維持管理及び普及展開への支援 

 タイ・バンコク都における 3R 分野での住民への環境意識啓発支援 

 中国・江蘇省の南京環境展示会における県内環境関連企業への出展支援 

 インド・デリー準州の大気環境改善に向けた協力 

（詳細は第２部第８章（２０２頁～）参照） 

 

ベトナム・ハノイ市 

・平成20年2月、友好協定締結 

・平成22年10月、環境協力協定締結 

・平成25年8月、福岡方式廃棄物処分場 

整備に係る覚書締結 

・平成27年6月、スァンソン処分場竣工 

ベトナム・中央政府 

・平成30年10月、福岡方式廃棄物 

処分場整備に係る覚書締結 

タイ・中央政府 

（天然資源環境省公害対策局） 

・平成24年度～、福岡方式廃棄物処分場 

整備に係る支援 

・平成27年9月、シーキウ市処分場竣工 

・平成28年8月、環境協力協定締結 

タイ・バンコク都 

・平成18年2月、友好協定締結 

・平成24年2月、環境協力協定締結 

・平成25年度～、環境教育に関する協力 

インド・デリー準州 

・平成19年3月、友好協定締結 

・平成30年1月、友好協定更新 

（大気汚染への協力を追加） 

・令和元年度～、大気環境改善に向けた協力 

 

大気環境セミナー 環境教育 福岡方式廃棄物処分場 環境展示会 

中国・江蘇省 

・平成4年11月、友好協定締結 

・平成23年3月、環境協力協定締結 

・平成23年度～、環境展示会の出展支援 

国際環境協力の相手先 
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 環境技術ビジネス WEBセミナーの実施 

 国連ハビタット福岡本部への支援 

第２章 県内の主な取組

第１節 ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標) 

平成２７（2015）年９月に開催された国連サミットにおいて、ＳＤＧｓ（Sustainable Development 

Goals：持続可能な開発目標）が採択されました。 

ＳＤＧｓは、先進国を含む国際社会全体の開発目標として、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経

済・社会・環境を巡る広範な課題に取り組むため、「気候変動への具体的な対策」など１７のゴールと 169 のタ

ーゲットが示されています。 

ＳＤＧｓの多くのゴールが環境施策と関連があります。「県内の主な取組」においては各取組に関連のあるＳ

ＤＧｓの主なゴール・ターゲットを明示しています。 

ＳＤＧｓ １７のゴール 

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打

つ  
国内および国家間の不平等を是正する 

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態

の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進

する  

都市と人間の居住地を包摂的１）、安全、レジリエント
５）かつ持続可能にする

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確

保し、福祉を推進する  
持続可能な消費と生産のパターンを確保する 

すべての人々に包摂的１）かつ公平で質の高い教育

を提供し、生涯学習の機会を促進する  

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を

取る 

ジェンダーの平等２）を達成し、すべての女性と女児

のエンパワーメント３）を図る  

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、

持続可能な形で利用する 

すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な

管理を確保する  

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の

推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土

地劣化の阻止および逆転ならびに生物多様性損失

の阻止を図る

すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近

代的なエネルギーへのアクセスを確保する  

持続可能な開発に向けて平和で包摂的１）な社会を

推進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供す

るとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任

ある包摂的１）な制度を構築する 

すべての人々のための持続的、包摂的１）かつ持続

可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディー

セント・ワーク４）を推進する

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グロー

バル・パートナーシップ 6）を活性化する 

レジリエント 5）なインフラを整備し、包摂的１）で持続

可能な産業化を推進するとともに、イノベーション

の拡大を図る

 【ＳＤＧｓ関連用語の説明】 

1) 包摂的 … 誰一人取り残されることなく、世界の構成員の一人一人が社会のシステムに参画できること。

2) ジェンダー平等 … 男性と女性の役割の違いによって生まれる社会的・文化的性差をジェンダーと呼び、この性差に起因する差別を撤廃すること

をジェンダー平等という。

3) エンパワーメント … 関係者に権限の付与や各種支援を行い、目標の達成のための自律的な行動を促すこと。

4) ディーセント・ワーク … 働きがいのある人間らしい仕事のこと。
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能力を指す。
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総
　
説
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１ 地域脱炭素化の推進に向けた取組 

環境保全課 

本県は、令和 4（２０２２）年 3 月に「福岡県地球温

暖化対策実行計画」を改定し、３２（2050）年度まで

に本県の温室効果ガス排出の実質ゼロを目指し、

12（2030）年度の温室効果ガス排出量を 46%削

減（2013 年度比）することを目標に掲げました。 

これまでの取組により、令和元（2019）年度の福

岡県における温室効果ガス排出量は、４,６３０万トン

と、基準年度の２０１３年度から２５％減少していま

す。 

目標である２０５０年カーボンニュートラルを達成

するためには、令和１２（2030）年度までに更なる対

策で 21％削減する必要があります。 

 

このため、エネルギー、家庭、業務、産業といった

あらゆる部門において、県民や事業者、行政といっ

た全ての主体が連携し、積極的な取組を行う必要が

あることから、以下の取組を実施しています。 

 

１ 県の率先導入 

県自らが、地球温暖化対策をはじめ環境負荷の

低減に率先して取り組んでいくため、「福岡県地球温

暖化対策実行計画」に合わせて、「福岡県環境保全

実行計画」を改定し、新築及び既存の県有施設への

太陽光発電設備の導入、省エネルギー改修等の重

点的取組を新たに実施することとしています。 

令和４年度は、効果的な施設改修に繋げるため、

県有施設における太陽光発電設備の導入可能性及

び省エネ改修についての調査を実施しています。 

２ 市町村支援 

国は、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上

させる地方創生に資する脱炭素に国全体で取り組

み、さらに世界へと広げるため、令和３（２０２１）年６

月に「地域脱炭素ロードマップ」を策定し、特に１２

（2030）年までに集中して行う取組・施策を中心に、

地域の成長戦略ともなる地域脱炭素の行程と具体

策を示しました。脱炭素社会の実現に向けて、今後5

年間に政策を総動員し、１００か所以上の脱炭素先

行地域づくりを実施するとともに、全国で脱炭素の

基盤となる重点対策を実施することとしています。 

地域脱炭素の推進にあたっては、基礎自治体であ

る市町村の役割が大きいことから、令和４年５月のト

ップセミナーを皮切りに、研修会等を開催し、多くの

市町村が地域脱炭素に取り組むことができるよう支

援しています。 

３ 家庭支援 

令和元（２０19）年度の家庭部門の二酸化炭素排

出量は、県全体の１0％を占めています。 

県民の省エネルギー型ライフスタイルへの転換を

促進するため、省エネルギー・省資源に取り組む家

庭を「エコファミリー」として募集し、「九州エコファミ

リー応援アプリ（エコふぁみ）」を通じて、その活動を

支援しています。 

令和４（２０２２）年度は、特に若い世代に向け、脱

炭素に向けた行動変容を促す啓発ＣＭを制作し、街

頭ビジョンやＳＮＳ等で配信することとしています。 

 

 

４ 事業所支援 

令和元（２０19）年度の業務部門の二酸化炭素排 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 脱炭素特集 

「九州エコファミリー応援アプリ（エコふぁみ）」 

福岡県の温室効果ガス削減目標(イメージ) 
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月に「地域脱炭素ロードマップ」を策定し、特に１２

（2030）年までに集中して行う取組・施策を中心に、

地域の成長戦略ともなる地域脱炭素の行程と具体

策を示しました。脱炭素社会の実現に向けて、今後5

年間に政策を総動員し、１００か所以上の脱炭素先

行地域づくりを実施するとともに、全国で脱炭素の

基盤となる重点対策を実施することとしています。 

地域脱炭素の推進にあたっては、基礎自治体であ

る市町村の役割が大きいことから、令和４年５月のト

ップセミナーを皮切りに、研修会等を開催し、多くの

市町村が地域脱炭素に取り組むことができるよう支

援しています。 

３ 家庭支援 

令和元（２０19）年度の家庭部門の二酸化炭素排

出量は、県全体の１0％を占めています。 
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庭を「エコファミリー」として募集し、「九州エコファミ

リー応援アプリ（エコふぁみ）」を通じて、その活動を

支援しています。 

令和４（２０２２）年度は、特に若い世代に向け、脱

炭素に向けた行動変容を促す啓発ＣＭを制作し、街

頭ビジョンやＳＮＳ等で配信することとしています。 
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出量は、県全体の１4％を占めています。 
本県では、中小企業の省エネ対策を促進するため、

セミナーの開催や現地に専門家を派遣して助言や提

案を行う省エネ診断を実施してきました。 

令和４（２０２２）年度は、省エネ診断を受診した中

小企業等に対し、省エネ効果が期待できる既存設備

の更新やＬＥＤ等の機器の導入を支援する補助金を

新たに創設し、県内事業者の脱炭素化を推し進めて

います。 

＜九州電力株式会社との連携協定締結＞ 

令和４（２０22）年７月２５日、九州電力株式会社と

「地球温暖化対策に関する連携協定」を締結しまし

た。 

温室効果ガス排出量のうち、エネルギー起源の二

酸化炭素は、8 割以上を占めています。 

本協定に基づき、省エネや電化の推進に取り組む

九州電力と、家庭部門や産業・業務部門における省

エネルギー及び電化を中心としたエネルギーシフト

の推進などについて連携を図り、脱炭素社会の実現

に向けて取り組んでいくこととしています。 
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効果
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小企業等に対し、省エネ効果が期待できる既存設備

の更新やＬＥＤ等の機器の導入を支援する補助金を

新たに創設し、県内事業者の脱炭素化を推し進めて

います。 

＜九州電力株式会社との連携協定締結＞ 

令和４（２０22）年７月２５日、九州電力株式会社と

「地球温暖化対策に関する連携協定」を締結しまし

た。 

温室効果ガス排出量のうち、エネルギー起源の二

酸化炭素は、8 割以上を占めています。 

本協定に基づき、省エネや電化の推進に取り組む

九州電力と、家庭部門や産業・業務部門における省

エネルギー及び電化を中心としたエネルギーシフト

の推進などについて連携を図り、脱炭素社会の実現

に向けて取り組んでいくこととしています。 

 
 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

4.7 知識及び技能の習得

17.17 パートナーシップを奨励・
推進

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減等の改善

11.6  大気の質及び廃棄物の管理

効果

温暖化対策に関する正
確な知識の習得により
省エネ行動を促進

効果

効果

気候変動に関する知識の
習得により、気候変動の緩
和、適応、影響軽減等を促進

省エネルギー・省資源化が進
み、化石燃料の使用や廃棄物
が減少し、大気の質が向上

家庭、企業、行政
が協力して省エ
ネに取り組む

同時達成

太陽光発電設備の導入をはじめ、省エネ活
動に取り組むことにより、低炭素社会の実
現及び気候変動対策を促進

7.3 エネルギー効率の改
善

効果

12.8 自然と調和したライフスタイルに関する普及啓
発

効果

環境負荷の小さい商品・サービ
スの選択など、省エネルギー型
ライフスタイルへの転換を促進

脱炭素特集 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

省エネ相談事業（現地指導） 

- 13 -



２ 風力発電の普及に向けた取組 

総合政策課エネルギー政策室 

国は、２０５０年までにカーボンニュートラル、脱炭

素社会を実現するため、再生可能エネルギーの主力

電源化を進めており、その中でも洋上風力について

は、四方を海に囲まれている我が国に適した電源と

して期待を集めています。 

本県では、風力発電の普及に向けて、以下の取組

を実施しています。 

 

１ 洋上風力発電の導入と産業集積の促進 

洋上風力発電の導入拡大を図る「再エネ海域利

用法」に基づき、福岡県響灘沖が洋上風力発電の

「促進区域」に早期指定されるよう、関係者との意見

交換会等を実施します。 

また、風力発電産業の集積及び県内企業の参入

促進に向け、産学官で構成する「福岡県風力発電産

業振興会議」において、風力発電産業に関する最新

情報の提供や参入促進に向けた勉強会の開催、展

示会における関連企業等の PR を行います。 

２ 風車メンテナンス技術者の育成支援 

風力発電は風車の故障や不具合による稼働率の

低下を防ぐため、適切なメンテナンスが不可欠です。

しかし、国内における風力発電の導入拡大による風

車メンテナンス技術者の不足が懸念されており、確

保・育成が急務となっています。 

本県では、離職者に対する公共職業訓練及び県

内高等専門学校の学生に対するインターンシップを

実施することにより、風車メンテナンス技術者の育成

に取り組みます。 

 

 
 

 
 

高等専門学校の学生に対するインターンシップの様子 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

4.7 知識及び技能の習得

9 .1 持続可能かつ強靭なインフラの開発

13.1 気候関連災害等へ
の対応力強化
13.3 気候変動の緩和、
適応、影響軽減等の改善

17.14 政策の一貫性を強化
17.17  パートナーシップを奨
励・推進

12.2  天然資源の持続可能な管理
と効率的な利用

効果

効果

効果

同時達成

効果

11.3  持続可能な都市化の促進
11.6  大気の質及び廃棄物の管理

効果

15.1 生態系サービスの回復
と持続可能な利用の確保

効果

地域の多様なエネルギー源に関する
知識を習得することで、クリーンエネ
ルギーの利活用が促進される

エネルギーの地産
地消が促進され、
インフラの改良に
つながる

クリーンエネルギー
が普及し、化石燃料
の使用が減少し、大
気の質が向上

地域住民の理解のもと、行政や事
業者が協働することで、エネル
ギーの地産地消が促進される

クリーンエネルギーの普及
が進むことで、化石燃料の
消費が抑制される

化石燃料の
使用が削減
され、生物
多様性の持
続的な利用
が確保され
る

再エネ発電設備などの
普及により、自然災害
や気候変動に対する対
応力が強化される

8.3 中小企業の支援

関連産業の集積
が雇用促進につ
ながる

同時達成

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 脱炭素特集 

２ 風力発電の普及に向けた取組 

総合政策課エネルギー政策室 

国は、２０５０年までにカーボンニュートラル、脱炭

素社会を実現するため、再生可能エネルギーの主力

電源化を進めており、その中でも洋上風力について

は、四方を海に囲まれている我が国に適した電源と

して期待を集めています。 

本県では、風力発電の普及に向けて、以下の取組

を実施しています。 

 

１ 洋上風力発電の導入と産業集積の促進 

洋上風力発電の導入拡大を図る「再エネ海域利

用法」に基づき、福岡県響灘沖が洋上風力発電の

「促進区域」に早期指定されるよう、関係者との意見

交換会等を実施します。 

また、風力発電産業の集積及び県内企業の参入

促進に向け、産学官で構成する「福岡県風力発電産

業振興会議」において、風力発電産業に関する最新

情報の提供や参入促進に向けた勉強会の開催、展

示会における関連企業等の PR を行います。 

２ 風車メンテナンス技術者の育成支援 

風力発電は風車の故障や不具合による稼働率の

低下を防ぐため、適切なメンテナンスが不可欠です。

しかし、国内における風力発電の導入拡大による風

車メンテナンス技術者の不足が懸念されており、確

保・育成が急務となっています。 

本県では、離職者に対する公共職業訓練及び県

内高等専門学校の学生に対するインターンシップを

実施することにより、風車メンテナンス技術者の育成

に取り組みます。 
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SDGs ゴール・ターゲット関連図 
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13.1 気候関連災害等へ
の対応力強化
13.3 気候変動の緩和、
適応、影響軽減等の改善

17.14 政策の一貫性を強化
17.17  パートナーシップを奨
励・推進

12.2  天然資源の持続可能な管理
と効率的な利用

効果

効果

効果

同時達成
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11.3  持続可能な都市化の促進
11.6  大気の質及び廃棄物の管理

効果

15.1 生態系サービスの回復
と持続可能な利用の確保

効果

地域の多様なエネルギー源に関する
知識を習得することで、クリーンエネ
ルギーの利活用が促進される

エネルギーの地産
地消が促進され、
インフラの改良に
つながる

クリーンエネルギー
が普及し、化石燃料
の使用が減少し、大
気の質が向上

地域住民の理解のもと、行政や事
業者が協働することで、エネル
ギーの地産地消が促進される

クリーンエネルギーの普及
が進むことで、化石燃料の
消費が抑制される

化石燃料の
使用が削減
され、生物
多様性の持
続的な利用
が確保され
る

再エネ発電設備などの
普及により、自然災害
や気候変動に対する対
応力が強化される

8.3 中小企業の支援

関連産業の集積
が雇用促進につ
ながる

同時達成

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 脱炭素特集 

- 14 -



２ 風力発電の普及に向けた取組 

総合政策課エネルギー政策室 

国は、２０５０年までにカーボンニュートラル、脱炭

素社会を実現するため、再生可能エネルギーの主力

電源化を進めており、その中でも洋上風力について

は、四方を海に囲まれている我が国に適した電源と

して期待を集めています。 

本県では、風力発電の普及に向けて、以下の取組

を実施しています。 

 

１ 洋上風力発電の導入と産業集積の促進 

洋上風力発電の導入拡大を図る「再エネ海域利

用法」に基づき、福岡県響灘沖が洋上風力発電の

「促進区域」に早期指定されるよう、関係者との意見

交換会等を実施します。 

また、風力発電産業の集積及び県内企業の参入

促進に向け、産学官で構成する「福岡県風力発電産

業振興会議」において、風力発電産業に関する最新

情報の提供や参入促進に向けた勉強会の開催、展

示会における関連企業等の PR を行います。 

２ 風車メンテナンス技術者の育成支援 

風力発電は風車の故障や不具合による稼働率の

低下を防ぐため、適切なメンテナンスが不可欠です。

しかし、国内における風力発電の導入拡大による風

車メンテナンス技術者の不足が懸念されており、確

保・育成が急務となっています。 

本県では、離職者に対する公共職業訓練及び県

内高等専門学校の学生に対するインターンシップを

実施することにより、風車メンテナンス技術者の育成

に取り組みます。 

 

 
 

 
 

高等専門学校の学生に対するインターンシップの様子 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

4.7 知識及び技能の習得

9 .1 持続可能かつ強靭なインフラの開発

13.1 気候関連災害等へ
の対応力強化
13.3 気候変動の緩和、
適応、影響軽減等の改善

17.14 政策の一貫性を強化
17.17  パートナーシップを奨
励・推進

12.2  天然資源の持続可能な管理
と効率的な利用

効果

効果

効果

同時達成

効果

11.3  持続可能な都市化の促進
11.6  大気の質及び廃棄物の管理

効果

15.1 生態系サービスの回復
と持続可能な利用の確保

効果

地域の多様なエネルギー源に関する
知識を習得することで、クリーンエネ
ルギーの利活用が促進される

エネルギーの地産
地消が促進され、
インフラの改良に
つながる

クリーンエネルギー
が普及し、化石燃料
の使用が減少し、大
気の質が向上

地域住民の理解のもと、行政や事
業者が協働することで、エネル
ギーの地産地消が促進される

クリーンエネルギーの普及
が進むことで、化石燃料の
消費が抑制される

化石燃料の
使用が削減
され、生物
多様性の持
続的な利用
が確保され
る

再エネ発電設備などの
普及により、自然災害
や気候変動に対する対
応力が強化される

8.3 中小企業の支援

関連産業の集積
が雇用促進につ
ながる

同時達成

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 脱炭素特集 

３ ＣＯ２フリー水素の普及促進に向けた取組 

自動車・水素産業振興課 

再生可能エネルギーは天候により出力が変動する

不安定な電源であるため、その導入拡大に当たって

は、季節変動や天候、昼夜の出力変化に対応するた

めの電力貯蔵設備が必要になります。その役割とし

て注目を集めているのが“水素”です。水素は大規模

かつ長期間の貯蔵が可能でエネルギー効率も高い

ことに加え、利用時には水しか排出しないという環境

に優しいエネルギーです。 

このような水素の特性を活かして、本県では、環

境省の委託事業を活用し、北九州市等とともに、北

九州市響灘地区等の再生可能エネルギーを有効活

用してＣＯ₂フリー水素を製造・利用する実証事業に

取り組んでいます。 

この事業では、複数の再エネの余剰電力を効率よ

く調達するエネルギーマネジメントシステムを開発し、

余剰電力で水を電気分解して水素を製造することで、

ＣＯ₂フリー水素製造の低コスト化を図ります。また、

製造した水素を北九州市内の物流施設や水素パイ

プライン、県内各地の水素ステーション等で活用する

など、水素の製造・貯蔵から、輸送、利用まで、一連

のサプライチェーンを実際に運用し、低コストなＣＯ₂

フリー水素の製造・供給モデルを構築します。 

令和 3 年１１月には、実証施設の本格稼働開始に

併せ、実証施設の開所式及び CO₂フリー水素普及

フォーラムを開催しました。

 

 
 

同時達成

効果

効果

効果
効果

効果

効果

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

13.1 気候関連災害等への適応能力強化

8.3 中小企業支援
11.6 大気の質及び廃
棄物の管理

12.2 天然資源の持続可能な管理
と効率的な利用

7.2 エネルギー消費量に占める再
エネ比率の拡大

3.9  有害化学物質、大気、水質、及び土
壌汚染対策

省エネルギー化が進み、
化石燃料の使用が減少

効
果

気候や自然災害に影響されな
いエネルギー供給の実現

産学官連携の技術開発によ
る新産業の進展

クリーンエネルギーへの転換により
ＣＯ2排出量削減

水素の貯蔵・利用技術を活かした
再エネの効率的な活用

産業化が進み、技術力を持つ
中小企業が成長発展

クリーンエ
ネルギーへ
の転換によ
りＣＯ2排出
量削減

 

CO₂フリー水素製造実証設備開所式 
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SDGs ゴール・ターゲット関連図 
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２ 風力発電の普及に向けた取組 

総合政策課エネルギー政策室 

国は、２０５０年までにカーボンニュートラル、脱炭

素社会を実現するため、再生可能エネルギーの主力

電源化を進めており、その中でも洋上風力について

は、四方を海に囲まれている我が国に適した電源と

して期待を集めています。 

本県では、風力発電の普及に向けて、以下の取組

を実施しています。 

 

１ 洋上風力発電の導入と産業集積の促進 

洋上風力発電の導入拡大を図る「再エネ海域利

用法」に基づき、福岡県響灘沖が洋上風力発電の

「促進区域」に早期指定されるよう、関係者との意見

交換会等を実施します。 

また、風力発電産業の集積及び県内企業の参入

促進に向け、産学官で構成する「福岡県風力発電産

業振興会議」において、風力発電産業に関する最新

情報の提供や参入促進に向けた勉強会の開催、展

示会における関連企業等の PR を行います。 

２ 風車メンテナンス技術者の育成支援 

風力発電は風車の故障や不具合による稼働率の

低下を防ぐため、適切なメンテナンスが不可欠です。

しかし、国内における風力発電の導入拡大による風

車メンテナンス技術者の不足が懸念されており、確

保・育成が急務となっています。 

本県では、離職者に対する公共職業訓練及び県

内高等専門学校の学生に対するインターンシップを

実施することにより、風車メンテナンス技術者の育成

に取り組みます。 
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15.1 生態系サービスの回復
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効果

地域の多様なエネルギー源に関する
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第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 脱炭素特集 
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17.17 パートナーシップを奨励・推進

13.1 気候関連災害等への適応能力強化

8.3 中小企業支援
11.6 大気の質及び廃
棄物の管理

12.2 天然資源の持続可能な管理
と効率的な利用

7.2 エネルギー消費量に占める再
エネ比率の拡大

3.9  有害化学物質、大気、水質、及び土
壌汚染対策

省エネルギー化が進み、
化石燃料の使用が減少

効
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気候や自然災害に影響されな
いエネルギー供給の実現
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クリーンエネルギーへの転換により
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水素の貯蔵・利用技術を活かした
再エネの効率的な活用

産業化が進み、技術力を持つ
中小企業が成長発展

クリーンエ
ネルギーへ
の転換によ
りＣＯ2排出
量削減

 

CO₂フリー水素製造実証設備開所式 
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苅田港の航空写真 

４ 苅田港におけるＣＮＰ※形成に向けて 

港湾課 

１ 苅田港ＣＮＰの検討 

2020 年 10 月、政府は 2050 年までに温室効果

ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュー

トラルを目指すことを宣言しました。 

カーボンニュートラルの達成のためには、温室効

果ガスの排出量の削減並びに、吸収作用の保全及

び強化をする必要があります。 

本県では、脱炭素社会の実現に貢献するため、苅

田港において、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度

化「カーボンニュートラルポート（CNP）」の形成を目

指し、国と福岡県（港湾管理者）が事務局となり、民

間事業者等で構成される「苅田港カーボンニュートラ

ルポート（CNP）検討会」を開催しました。 

２ ＣＮＰ形成に向けた取組の方向性 

苅田港は、陸、海、空の交通インフラの結節点とい

う好条件の地域にあって、自動車、セメント、電力等

の国内主要企業を中心に数多くの工場が集積する

臨海工業団地を形成しています。 

苅田港においては、太陽光発電の導入、製品を製

造する過程で発生した廃熱を利用した自家発電、再

生可能エネルギー由来のグリーン電力の利活用等、

既に CO2排出量の削減に関する取組が進められて

います。 

 

 

現在、バイオマス発電所３社が、順次、操業を開始

しており、合計で 20 万 kW の発電を行う計画です。 

また今後は、水素・燃料アンモニア等を用いた脱

炭素化の取り組みが検討されており、これらを通じ

て、港湾地域の面的・効率的な脱炭素化を図ります。 

将来的には、水素・燃料アンモニア等の大量かつ

安定的・安価な調達に向け、水素・燃料アンモニア等

の実需要の掘り起こし等を行ったうえで、行政と企

業等が連携して需要に応じたインフラや供給体制等

の受け入れ環境整備を検討します。 
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※カーボンニュートラルポート ５ 省エネルギー住宅の普及に向けた取組 

住宅計画課 

我が国におけるエネルギー消費の約３割を、住宅・

建築物分野（業務・家庭部門）が占めています。脱炭

素社会の実現に向けて、省エネルギー性能に優れた

住宅の普及が必要です。 

令和元年時点では、新築戸建住宅のうち約８５％

が現行の省エネルギー基準に適合していますが、既

存住宅については約１3％しか同基準に適合してお

らず、既存住宅の省エネルギー化は特に重要な課題

となっています。 

そのため本県では、以下の取組を令和４（２０２２）

年度から開始しました。 

１ 省エネ改修工事業者向け講習会 

既存住宅の省エネ改修に携わる各地域の工務店

等を対象に、省エネ改修の手法や省エネ計算の方法

等に関する講習会を実施します。 

効率的な省エネ改修を行える事業者を増やすとと

もに、県民の皆様が安心して省エネ改修工事を依頼

できるよう、講習会を受講した事業者のリストを県の

ホームページに掲載します。 

２ 木造戸建て住宅性能向上改修費補助金 

耐震性のない木造戸建て住宅を対象に、耐震化と 

併せて省エネ化する際に要する工事費の一部を、市

町村を通じて補助します。 

床断熱

窓断熱

外壁断熱

天井断熱

高効率設備
（空調・給湯等）

 

 

 

３ 既存戸建て住宅断熱改修費補助金 

耐震性のある既存住宅を対象に、断熱性能を一

定レベル※以上に改修する際に要する工事費の一部

を県が直接補助します。 

また、省エネルギー効率の高い空調設備等を導入

する際の費用についても補助の対象としています。 

県民の皆様に対し、これらの取組や住宅の省エネ

ルギー化の重要性について広く情報提供していくこ

とで、省エネルギー住宅の普及を進めて参ります。 

※ 基準一次エネルギー消費量からの消費量削減率（冷暖房エネルギ

ーに限る）が 15％以上 
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排出量や廃棄物を削減し、大気質が向上
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を促進
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び強化をする必要があります。 

本県では、脱炭素社会の実現に貢献するため、苅

田港において、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度

化「カーボンニュートラルポート（CNP）」の形成を目

指し、国と福岡県（港湾管理者）が事務局となり、民

間事業者等で構成される「苅田港カーボンニュートラ

ルポート（CNP）検討会」を開催しました。 

２ ＣＮＰ形成に向けた取組の方向性 

苅田港は、陸、海、空の交通インフラの結節点とい

う好条件の地域にあって、自動車、セメント、電力等

の国内主要企業を中心に数多くの工場が集積する

臨海工業団地を形成しています。 

苅田港においては、太陽光発電の導入、製品を製

造する過程で発生した廃熱を利用した自家発電、再

生可能エネルギー由来のグリーン電力の利活用等、

既に CO2排出量の削減に関する取組が進められて

います。 

 

 

現在、バイオマス発電所３社が、順次、操業を開始

しており、合計で 20 万 kW の発電を行う計画です。 

また今後は、水素・燃料アンモニア等を用いた脱

炭素化の取り組みが検討されており、これらを通じ

て、港湾地域の面的・効率的な脱炭素化を図ります。 

将来的には、水素・燃料アンモニア等の大量かつ

安定的・安価な調達に向け、水素・燃料アンモニア等

の実需要の掘り起こし等を行ったうえで、行政と企

業等が連携して需要に応じたインフラや供給体制等

の受け入れ環境整備を検討します。 
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SDGs ゴール・ターゲット関連図 

同時達成

効果

効果
効果

効果

効果

効果

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

13.1 気候関連災害等へ
の適応能力強化

8.3 中小企業支援

11.6 大気の質及
び廃棄物の管理

12.2 天然資源の持続可
能な管理と効率的な利用

7.2 エネルギー消費量に
占める再エネ比率の拡大

3.9  有害化学物質、大気、水
質、及び土壌汚染対策

省エネルギー化が進み、化石燃料の使用
が減少

気候や自然災害に影響され
ないエネルギー供給の実現

産業界との連携によるＣＮＰの運営

クリーンエネルギーへの転換
によりＣＯ2排出量削減

水素の貯蔵・利用技術を活かした再
エネの効率的な活用

産業化が進み、技術力を
持つ中小企業が成長発展

エネルギーの
転換により
ＣＯ2排出削減

効果

脱炭素特集 

※カーボンニュートラルポート ５ 省エネルギー住宅の普及に向けた取組 

住宅計画課 

我が国におけるエネルギー消費の約３割を、住宅・

建築物分野（業務・家庭部門）が占めています。脱炭

素社会の実現に向けて、省エネルギー性能に優れた

住宅の普及が必要です。 

令和元年時点では、新築戸建住宅のうち約８５％

が現行の省エネルギー基準に適合していますが、既

存住宅については約１3％しか同基準に適合してお

らず、既存住宅の省エネルギー化は特に重要な課題

となっています。 

そのため本県では、以下の取組を令和４（２０２２）

年度から開始しました。 

１ 省エネ改修工事業者向け講習会 

既存住宅の省エネ改修に携わる各地域の工務店

等を対象に、省エネ改修の手法や省エネ計算の方法

等に関する講習会を実施します。 

効率的な省エネ改修を行える事業者を増やすとと

もに、県民の皆様が安心して省エネ改修工事を依頼

できるよう、講習会を受講した事業者のリストを県の

ホームページに掲載します。 

２ 木造戸建て住宅性能向上改修費補助金 

耐震性のない木造戸建て住宅を対象に、耐震化と 

併せて省エネ化する際に要する工事費の一部を、市

町村を通じて補助します。 

床断熱

窓断熱

外壁断熱

天井断熱

高効率設備
（空調・給湯等）

 

 

 

３ 既存戸建て住宅断熱改修費補助金 

耐震性のある既存住宅を対象に、断熱性能を一

定レベル※以上に改修する際に要する工事費の一部

を県が直接補助します。 

また、省エネルギー効率の高い空調設備等を導入

する際の費用についても補助の対象としています。 

県民の皆様に対し、これらの取組や住宅の省エネ

ルギー化の重要性について広く情報提供していくこ

とで、省エネルギー住宅の普及を進めて参ります。 

※ 基準一次エネルギー消費量からの消費量削減率（冷暖房エネルギ

ーに限る）が 15％以上 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

断熱改修のイメージ 

4.7 知識及び技能の習得

9.4 インフラ改良や産業改善により、
持続可能性を向上

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減等の改善

11.6  大気の質及び廃棄物の管理

効果

省エネ住宅の知識の習得
により省エネ行動を促進

効果

効果

気候変動に関する知識の
習得により、気候変動の緩
和等を促進

脱炭素に資する建材として、県産木材等を使
用することにより、建設から解体までのCO2

排出量や廃棄物を削減し、大気質が向上

省エネに取り組む住宅関連事業者が
増加することで、質の高い既存住宅
ストックが普及し、気候変動の緩和等
を促進

同時達成

7.2 エネルギー消費に占める再エネ比率の拡大

効果

12.8 自然と調和したライフスタイルに関する普及啓発

効果

省エネルギー型ライフスタイルへの
転換を促進

省エネ住宅の普及促進により、脱炭素社会
の実現及び気候変動影響への適応を促進

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

脱炭素特集 
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６ 食品ロス削減推進事業 

循環型社会推進課 

我が国では、食品ロス（食べられるのに捨てら

れてしまう食品）が製造・流通、外食・販売、消

費の各段階で発生しており、その量は全国で年間

522 万トン（事業系 275 万トン、家庭系 247 万ト

ン）になります。 

本県は、令和 4 年 3 月、「福岡県食品ロス削減

推進計画」を策定し、製造・流通、外食・販売、

消費の各段階で発生する食品ロスの更なる削減

に取り組んでいます。 

製造・流通段階においては、フードバンク活動

の普及促進を図るため、食品提供者の開拓やフー

ドバンク活動の周知を行うほか、企業等が新規に

食品を提供する際の輸送に係る支援や継続的に

食品を提供する企業等へのフードバンク協力証

の贈呈を行っています。 

外食・販売段階においては、食品ロス削減に取

り組む飲食店や小売店等を「福岡県食品ロス削減

県民運動協力店（愛称：食べもの余らせん隊）」

として登録し、食品ロス削減に取り組む環境に優

しい店舗として県ホームページ等に掲載して紹

介しています。 

消費段階においては、県民への普及啓発を目的

として、「食品ロス削減ガイドブック」等の啓発

資材の作成や宴会時の食べ残しを減らす３０・１

０（さんまる・いちまる）運動の推進、食品ロス

削減に関する優れた取組の表彰等に取り組んで

います。また、食品ロス削減関して専門的・実践

的な内容を教えることができる人材として「食品

ロス削減マイスター」を養成し、地域の学習会等

に派遣しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

フードバンク団体への食品提供 

食品ロス削減ガイドブック 

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

正しい知識が習得され食品
ロスを削減しようと意識し、
行動につながることにより、
食品ロス削減の取組が推進
される

12.3 食品ロスの減少
12.2 天然資源の持続可能な管理と効率的な利用
12.5 廃棄物の発生の大幅削減

効果

4.7 知識及び技能の習得

8.2 高いレベルの経済生産性
8.4 資源効率を漸進的に改善

9.4 インフラ改良や産業改善
により、持続可能性を向上

食品ロスの削減に努めることは、食料と
いう資源の効率的利用につながる

「福岡県食品ロス削減推進協議会」で、事業者・関係
団体・県民・行政が連携することで、食品ロス削減に
つながる

フードバンク活動により、食事に困って
いる方や福祉施設等に食料を無償で
提供可能

効果

効果

効果

2.1 飢餓の撲滅
2.2 栄養不良の解消
2.4 持続可能な食料生産
システムの確保

食品ロスの削減に協力する飲食店が増
加することで食品ロス削減につながる

同時達成

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

６ 食品ロス削減推進事業 

循環型社会推進課 

我が国では、食品ロス（食べられるのに捨てら

れてしまう食品）が製造・流通、外食・販売、消

費の各段階で発生しており、その量は全国で年間

522 万トン（事業系 275 万トン、家庭系 247 万ト

ン）になります。 

本県は、令和 4 年 3 月、「福岡県食品ロス削減

推進計画」を策定し、製造・流通、外食・販売、

消費の各段階で発生する食品ロスの更なる削減

に取り組んでいます。 

製造・流通段階においては、フードバンク活動

の普及促進を図るため、食品提供者の開拓やフー

ドバンク活動の周知を行うほか、企業等が新規に

食品を提供する際の輸送に係る支援や継続的に

食品を提供する企業等へのフードバンク協力証

の贈呈を行っています。 

外食・販売段階においては、食品ロス削減に取

り組む飲食店や小売店等を「福岡県食品ロス削減

県民運動協力店（愛称：食べもの余らせん隊）」

として登録し、食品ロス削減に取り組む環境に優

しい店舗として県ホームページ等に掲載して紹

介しています。 

消費段階においては、県民への普及啓発を目的

として、「食品ロス削減ガイドブック」等の啓発

資材の作成や宴会時の食べ残しを減らす３０・１

０（さんまる・いちまる）運動の推進、食品ロス

削減に関する優れた取組の表彰等に取り組んで

います。また、食品ロス削減関して専門的・実践

的な内容を教えることができる人材として「食品

ロス削減マイスター」を養成し、地域の学習会等

に派遣しています。 
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フードバンク団体への食品提供 

食品ロス削減ガイドブック 

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

正しい知識が習得され食品
ロスを削減しようと意識し、
行動につながることにより、
食品ロス削減の取組が推進
される

12.3 食品ロスの減少
12.2 天然資源の持続可能な管理と効率的な利用
12.5 廃棄物の発生の大幅削減

効果

4.7 知識及び技能の習得

8.2 高いレベルの経済生産性
8.4 資源効率を漸進的に改善

9.4 インフラ改良や産業改善
により、持続可能性を向上

食品ロスの削減に努めることは、食料と
いう資源の効率的利用につながる

「福岡県食品ロス削減推進協議会」で、事業者・関係
団体・県民・行政が連携することで、食品ロス削減に
つながる

フードバンク活動により、食事に困って
いる方や福祉施設等に食料を無償で
提供可能

効果

効果

効果

2.1 飢餓の撲滅
2.2 栄養不良の解消
2.4 持続可能な食料生産
システムの確保

食品ロスの削減に協力する飲食店が増
加することで食品ロス削減につながる

同時達成

SDGs ゴール・ターゲット関連図 
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６ 食品ロス削減推進事業 

循環型社会推進課 

我が国では、食品ロス（食べられるのに捨てら

れてしまう食品）が製造・流通、外食・販売、消

費の各段階で発生しており、その量は全国で年間

522 万トン（事業系 275 万トン、家庭系 247 万ト

ン）になります。 

本県は、令和 4 年 3 月、「福岡県食品ロス削減

推進計画」を策定し、製造・流通、外食・販売、

消費の各段階で発生する食品ロスの更なる削減

に取り組んでいます。 

製造・流通段階においては、フードバンク活動

の普及促進を図るため、食品提供者の開拓やフー

ドバンク活動の周知を行うほか、企業等が新規に

食品を提供する際の輸送に係る支援や継続的に

食品を提供する企業等へのフードバンク協力証

の贈呈を行っています。 

外食・販売段階においては、食品ロス削減に取

り組む飲食店や小売店等を「福岡県食品ロス削減

県民運動協力店（愛称：食べもの余らせん隊）」

として登録し、食品ロス削減に取り組む環境に優

しい店舗として県ホームページ等に掲載して紹

介しています。 

消費段階においては、県民への普及啓発を目的

として、「食品ロス削減ガイドブック」等の啓発

資材の作成や宴会時の食べ残しを減らす３０・１

０（さんまる・いちまる）運動の推進、食品ロス

削減に関する優れた取組の表彰等に取り組んで

います。また、食品ロス削減関して専門的・実践

的な内容を教えることができる人材として「食品

ロス削減マイスター」を養成し、地域の学習会等

に派遣しています。 
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フードバンク団体への食品提供 

食品ロス削減ガイドブック 

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

正しい知識が習得され食品
ロスを削減しようと意識し、
行動につながることにより、
食品ロス削減の取組が推進
される

12.3 食品ロスの減少
12.2 天然資源の持続可能な管理と効率的な利用
12.5 廃棄物の発生の大幅削減

効果

4.7 知識及び技能の習得

8.2 高いレベルの経済生産性
8.4 資源効率を漸進的に改善

9.4 インフラ改良や産業改善
により、持続可能性を向上

食品ロスの削減に努めることは、食料と
いう資源の効率的利用につながる

「福岡県食品ロス削減推進協議会」で、事業者・関係
団体・県民・行政が連携することで、食品ロス削減に
つながる

フードバンク活動により、食事に困って
いる方や福祉施設等に食料を無償で
提供可能

効果

効果

効果

2.1 飢餓の撲滅
2.2 栄養不良の解消
2.4 持続可能な食料生産
システムの確保

食品ロスの削減に協力する飲食店が増
加することで食品ロス削減につながる

同時達成

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

７ プラスチック資源循環推進事業 

循環型社会推進課 

世界全体では、毎年約８００万トンのプラスチック

ごみが海洋に流出し、このままでは２０５０年には海

洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超える

と試算する報告があります。 

このようなプラスチックごみ問題を背景に令和 4

（2022）年４月に、製品の設計からプラスチック廃棄

物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラス

チック資源循環等の取組を促進するため「プラスチッ

クに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行さ

れました。 

県では、プラスチックごみ削減の重要性を訴え、県

内企業のプラスチック代替品（生分解性食品容器や

紙製弁当容器など）をＰＲするため、令和３（2021）

年度から、小売・中食・外食業界を対象とした大規模

商談展示会に出展しています。 

また、コロナ禍で増加している飲食店のテイクアウ

ト用ワンウェイプラスチックの使用削減を図るため、

令和４（2022）年度から、テイクアウト容器などをプ

ラスチック代替品へ切り替える飲食店に対する助成

を行うとともに、SNS や九州エコファミリー応援アプ

リ「エコふぁみ」を活用し、消費者へ代替品使用店舗

の利用を促進しています。この取組をさらに進めるた

め、令和４（2022）年７月に、㈱出前館と連携協定を

締結し、飲食店及び消費者への代替品の認知度・理

解度向上などにつながる広報活動を行うことで、代

替品の利用促進に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、使用済プラスチックの回収・再資源化に資

するため、令和 4（2022）年度から、クリーニングの

衣類用カバー及び医薬品のボトルを対象に、関係者

（排出者、収集運搬業者、リサイクル業者等）のマッ

チングを行い、新たな自主回収・再資源化スキーム

を構築する実証事業を実施します。

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

12.2 天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用
12.4 化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出削減
12.5 廃棄物の発生防止、削減、再生利用
12.8 自然と調和したライフスタイルに関する普及啓発

効果

3.9 有害化学物質、大気、水質、及び
土壌汚染対策

14.1 陸上活動による海洋汚染の防止
14.2 海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組

プラスチックごみ削減は、海洋に
流出するプラスチックごみを減少
させ、海洋汚染防止につながる

プラスチックごみ削減は、海洋に
流出するプラスチックごみを減少
させ、海洋汚染防止につながる

県民、事業者、行政が連携する
ことにより、プラスチックの資
源循環を促進

効果

効果

プラスチックごみ削減の啓発・
広報は、消費者・事業者の意
識・行動変容につながる

4.7 知識及び技能の習得

効果

プラスチック代替品 
取扱店 PR ステッカー 

 

プラスチック代替品一例 
（紙でできた弁当容器） 

 

６ 食品ロス削減推進事業 

循環型社会推進課 

我が国では、食品ロス（食べられるのに捨てら

れてしまう食品）が製造・流通、外食・販売、消

費の各段階で発生しており、その量は全国で年間

522 万トン（事業系 275 万トン、家庭系 247 万ト

ン）になります。 

本県は、令和 4 年 3 月、「福岡県食品ロス削減

推進計画」を策定し、製造・流通、外食・販売、

消費の各段階で発生する食品ロスの更なる削減

に取り組んでいます。 

製造・流通段階においては、フードバンク活動

の普及促進を図るため、食品提供者の開拓やフー

ドバンク活動の周知を行うほか、企業等が新規に

食品を提供する際の輸送に係る支援や継続的に

食品を提供する企業等へのフードバンク協力証

の贈呈を行っています。 

外食・販売段階においては、食品ロス削減に取

り組む飲食店や小売店等を「福岡県食品ロス削減

県民運動協力店（愛称：食べもの余らせん隊）」

として登録し、食品ロス削減に取り組む環境に優

しい店舗として県ホームページ等に掲載して紹

介しています。 

消費段階においては、県民への普及啓発を目的

として、「食品ロス削減ガイドブック」等の啓発

資材の作成や宴会時の食べ残しを減らす３０・１

０（さんまる・いちまる）運動の推進、食品ロス

削減に関する優れた取組の表彰等に取り組んで

います。また、食品ロス削減関して専門的・実践

的な内容を教えることができる人材として「食品

ロス削減マイスター」を養成し、地域の学習会等

に派遣しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

フードバンク団体への食品提供 

食品ロス削減ガイドブック 

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

正しい知識が習得され食品
ロスを削減しようと意識し、
行動につながることにより、
食品ロス削減の取組が推進
される

12.3 食品ロスの減少
12.2 天然資源の持続可能な管理と効率的な利用
12.5 廃棄物の発生の大幅削減

効果

4.7 知識及び技能の習得

8.2 高いレベルの経済生産性
8.4 資源効率を漸進的に改善

9.4 インフラ改良や産業改善
により、持続可能性を向上

食品ロスの削減に努めることは、食料と
いう資源の効率的利用につながる

「福岡県食品ロス削減推進協議会」で、事業者・関係
団体・県民・行政が連携することで、食品ロス削減に
つながる

フードバンク活動により、食事に困って
いる方や福祉施設等に食料を無償で
提供可能

効果

効果

効果

2.1 飢餓の撲滅
2.2 栄養不良の解消
2.4 持続可能な食料生産
システムの確保

食品ロスの削減に協力する飲食店が増
加することで食品ロス削減につながる

同時達成

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

７ プラスチック資源循環推進事業 

循環型社会推進課 

世界全体では、毎年約８００万トンのプラスチック

ごみが海洋に流出し、このままでは２０５０年には海

洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超える

と試算する報告があります。 

このようなプラスチックごみ問題を背景に令和 4

（2022）年４月に、製品の設計からプラスチック廃棄

物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラス

チック資源循環等の取組を促進するため「プラスチッ

クに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行さ

れました。 

県では、プラスチックごみ削減の重要性を訴え、県

内企業のプラスチック代替品（生分解性食品容器や

紙製弁当容器など）をＰＲするため、令和３（2021）

年度から、小売・中食・外食業界を対象とした大規模

商談展示会に出展しています。 

また、コロナ禍で増加している飲食店のテイクアウ

ト用ワンウェイプラスチックの使用削減を図るため、

令和４（2022）年度から、テイクアウト容器などをプ

ラスチック代替品へ切り替える飲食店に対する助成

を行うとともに、SNS や九州エコファミリー応援アプ

リ「エコふぁみ」を活用し、消費者へ代替品使用店舗

の利用を促進しています。この取組をさらに進めるた

め、令和４（2022）年７月に、㈱出前館と連携協定を

締結し、飲食店及び消費者への代替品の認知度・理

解度向上などにつながる広報活動を行うことで、代

替品の利用促進に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、使用済プラスチックの回収・再資源化に資

するため、令和 4（2022）年度から、クリーニングの

衣類用カバー及び医薬品のボトルを対象に、関係者

（排出者、収集運搬業者、リサイクル業者等）のマッ

チングを行い、新たな自主回収・再資源化スキーム

を構築する実証事業を実施します。

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

12.2 天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用
12.4 化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出削減
12.5 廃棄物の発生防止、削減、再生利用
12.8 自然と調和したライフスタイルに関する普及啓発

効果

3.9 有害化学物質、大気、水質、及び
土壌汚染対策

14.1 陸上活動による海洋汚染の防止
14.2 海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組

プラスチックごみ削減は、海洋に
流出するプラスチックごみを減少
させ、海洋汚染防止につながる

プラスチックごみ削減は、海洋に
流出するプラスチックごみを減少
させ、海洋汚染防止につながる

県民、事業者、行政が連携する
ことにより、プラスチックの資
源循環を促進

効果

効果

プラスチックごみ削減の啓発・
広報は、消費者・事業者の意
識・行動変容につながる

4.7 知識及び技能の習得

効果

プラスチック代替品 
取扱店 PR ステッカー 

 

プラスチック代替品一例 
（紙でできた弁当容器） 
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８ リサイクル総合研究事業化センターの最新の取組 

循環型社会推進課 

本県が平成13（2001）年に設立した福岡県リサイ

クル総合研究事業化センターでは、産学官民による

共同研究開発の支援や地域展開に向けた事業化支

援、環境・リサイクル情報の発信を行っています。 

本センターによる最新の取組を紹介します。  

 

１ シュレッダー古紙等をリサイクルした園芸用

培養土を販売開始 

事務所等で発生したシュレッダー古紙や浄水場で

発生した浄水ケーキはこれまで主に焼却・埋立処分

されていました。 

本センターの支援のもと、九州大

学と㈱大石物産は、これらを原料に

九州大学で発見された有用微生物

「トリコデルマ911菌」を添加して、作

物の生育に効果がある土壌改良資

材（土壌サプリメント）を開発しまし

た。 

また、この土壌サプリメントを配合した一般家庭向

けの園芸培養土を㈱大石物産が製造し、県内ホーム

センターでの販売が開始されました。 

 

２ キノコの酵素と廃棄農産物から天然ヒト型セ

ラミドを製造する技術を開発 

ヒト型セラミドは、人の皮膚の成分で、化粧品等の

原料となり、化学合成品や植物に含まれる糖セラミド

よりも保湿力に優れています。 

本センターの支援のもと、㈱ジェヌイン R&D を代

表とする研究チームは、廃棄キノコの酵素反応を利

用して、廃棄農産物から天然由来のヒト型セラミドを

製造する技術を、世界で初めて開発しました。 

 

３ AI による廃電池仕分け作業の自動化を実現 

様々な電子機器に使用されている小型充電式電

池は、種類ごとに異なる希少金属のリサイクルのため、

手作業で仕分けされてきました。 

本センターの支援のもと、日本磁力選鉱㈱と北九

州市立大学は、将来の排出量増加への対応のため、

AI 及びセンサーによって廃電池を種類別・用途別に

自動的に仕分けするシステムを、全国で初めて開発

しました。

 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

シュレッダー古紙と浄水ケーキ等から 

土壌改良資材を開発 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

ＡＩ及びセンサーによる廃電池仕分けシステム 

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

9.2 持続可能な産業化の促進
9.4 インフラ改良や産業改善による持続可能性の向上
9.6 イノベーションの促進による技術能力の向上

効果 リサイクル技術の開発により、
持続可能な産業化を促進し、
持続可能性及び技術能力を向上

官民連携の取組により、
資源の持続可能な管理
と効果的な利用を促進

同時達成

15.1 生態系サービスの回復と
持続可能な利用の確保

12.2 天然資源の持続可能な管理と効率的な利用
12.6 企業に対する情報の提供

リサイクル技術の開発により、
生態系サービスの回復と
持続可能な利用の確保につながる

効果 効果

８ リサイクル総合研究事業化センターの最新の取組 

循環型社会推進課 

本県が平成13（2001）年に設立した福岡県リサイ

クル総合研究事業化センターでは、産学官民による

共同研究開発の支援や地域展開に向けた事業化支

援、環境・リサイクル情報の発信を行っています。 

本センターによる最新の取組を紹介します。  

 

１ シュレッダー古紙等をリサイクルした園芸用

培養土を販売開始 

事務所等で発生したシュレッダー古紙や浄水場で

発生した浄水ケーキはこれまで主に焼却・埋立処分

されていました。 

本センターの支援のもと、九州大

学と㈱大石物産は、これらを原料に

九州大学で発見された有用微生物

「トリコデルマ911菌」を添加して、作

物の生育に効果がある土壌改良資

材（土壌サプリメント）を開発しまし

た。 

また、この土壌サプリメントを配合した一般家庭向

けの園芸培養土を㈱大石物産が製造し、県内ホーム

センターでの販売が開始されました。 

 

２ キノコの酵素と廃棄農産物から天然ヒト型セ

ラミドを製造する技術を開発 

ヒト型セラミドは、人の皮膚の成分で、化粧品等の

原料となり、化学合成品や植物に含まれる糖セラミド

よりも保湿力に優れています。 

本センターの支援のもと、㈱ジェヌイン R&D を代

表とする研究チームは、廃棄キノコの酵素反応を利

用して、廃棄農産物から天然由来のヒト型セラミドを

製造する技術を、世界で初めて開発しました。 

 

３ AI による廃電池仕分け作業の自動化を実現 

様々な電子機器に使用されている小型充電式電

池は、種類ごとに異なる希少金属のリサイクルのため、

手作業で仕分けされてきました。 

本センターの支援のもと、日本磁力選鉱㈱と北九

州市立大学は、将来の排出量増加への対応のため、

AI 及びセンサーによって廃電池を種類別・用途別に

自動的に仕分けするシステムを、全国で初めて開発

しました。

 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

シュレッダー古紙と浄水ケーキ等から 

土壌改良資材を開発 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

ＡＩ及びセンサーによる廃電池仕分けシステム 

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

9.2 持続可能な産業化の促進
9.4 インフラ改良や産業改善による持続可能性の向上
9.6 イノベーションの促進による技術能力の向上

効果 リサイクル技術の開発により、
持続可能な産業化を促進し、
持続可能性及び技術能力を向上

官民連携の取組により、
資源の持続可能な管理
と効果的な利用を促進

同時達成

15.1 生態系サービスの回復と
持続可能な利用の確保

12.2 天然資源の持続可能な管理と効率的な利用
12.6 企業に対する情報の提供

リサイクル技術の開発により、
生態系サービスの回復と
持続可能な利用の確保につながる

効果 効果
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８ リサイクル総合研究事業化センターの最新の取組 

循環型社会推進課 

本県が平成13（2001）年に設立した福岡県リサイ

クル総合研究事業化センターでは、産学官民による

共同研究開発の支援や地域展開に向けた事業化支

援、環境・リサイクル情報の発信を行っています。 

本センターによる最新の取組を紹介します。  

 

１ シュレッダー古紙等をリサイクルした園芸用

培養土を販売開始 

事務所等で発生したシュレッダー古紙や浄水場で

発生した浄水ケーキはこれまで主に焼却・埋立処分

されていました。 

本センターの支援のもと、九州大

学と㈱大石物産は、これらを原料に

九州大学で発見された有用微生物

「トリコデルマ911菌」を添加して、作

物の生育に効果がある土壌改良資

材（土壌サプリメント）を開発しまし

た。 

また、この土壌サプリメントを配合した一般家庭向

けの園芸培養土を㈱大石物産が製造し、県内ホーム

センターでの販売が開始されました。 

 

２ キノコの酵素と廃棄農産物から天然ヒト型セ

ラミドを製造する技術を開発 

ヒト型セラミドは、人の皮膚の成分で、化粧品等の

原料となり、化学合成品や植物に含まれる糖セラミド

よりも保湿力に優れています。 

本センターの支援のもと、㈱ジェヌイン R&D を代

表とする研究チームは、廃棄キノコの酵素反応を利

用して、廃棄農産物から天然由来のヒト型セラミドを

製造する技術を、世界で初めて開発しました。 

 

３ AI による廃電池仕分け作業の自動化を実現 

様々な電子機器に使用されている小型充電式電

池は、種類ごとに異なる希少金属のリサイクルのため、

手作業で仕分けされてきました。 

本センターの支援のもと、日本磁力選鉱㈱と北九

州市立大学は、将来の排出量増加への対応のため、

AI 及びセンサーによって廃電池を種類別・用途別に

自動的に仕分けするシステムを、全国で初めて開発

しました。

 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

シュレッダー古紙と浄水ケーキ等から 

土壌改良資材を開発 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

ＡＩ及びセンサーによる廃電池仕分けシステム 

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

9.2 持続可能な産業化の促進
9.4 インフラ改良や産業改善による持続可能性の向上
9.6 イノベーションの促進による技術能力の向上

効果 リサイクル技術の開発により、
持続可能な産業化を促進し、
持続可能性及び技術能力を向上

官民連携の取組により、
資源の持続可能な管理
と効果的な利用を促進

同時達成

15.1 生態系サービスの回復と
持続可能な利用の確保

12.2 天然資源の持続可能な管理と効率的な利用
12.6 企業に対する情報の提供

リサイクル技術の開発により、
生態系サービスの回復と
持続可能な利用の確保につながる

効果 効果

９ 海岸漂着物等対策 

廃棄物対策課

本県は、玄界灘、周防灘及び有明海によって三方

を海に囲まれており、海岸線の総延長は約 651km

を有しています。 

海岸は陸と海が接し、砂浜、岩礁、干潟など多種

多様な生物が生息・生育する貴重な場となっている

ほか、漁業活動や港として利用されるなど重要な役

割も果たしています。 

しかしながら、近年、本県の海岸にも国内や周辺

の国から大量の漂着物が押し寄せています。 

そのため、平成24年（2012）年に「海岸漂着物処

理推進法」に基づき「福岡県海岸漂着物対策地域計

画」を策定（28（2016）年改訂）し、県内の海岸の良

好な景観、多様な生物の保全、生活環境の確保等総

合的な海岸観光の保全を図っています。 

具体的には、国の「海岸漂着物等地域対策推進事

業」を活用して、港湾や漁港など海岸における海洋ご

みの回収・処理を行っているほか、海洋ごみの発生

抑制に向けた取組を行っています。 

発生抑制の取組としては、ポスターやチラシを作

成・配布しているほか、平成 27（2015）年度からは、

チームでごみを拾い、集めたごみの量や種類でポイ

ントを競う「スポーツごみ拾い（スポ GOMI）」として、

地元自治体や住民の方々等と協力して海岸清掃活

動を行うなど、海岸環境の保全に努めるとともに、海

洋ごみの発生抑制に向けた啓発活動を行っていま

す。 

また、本県の海岸に漂着しているごみの実態を把

握し、海洋ごみの効果的な発生抑制対策の検討に活

用するため、県内の沿岸において海岸漂着物組成調

査を実施しています。 

令和３（2021）年度には、環境問題への理解を深

めてもらい、海岸漂着物の更なる発生抑制につなげ

ることを目的として、世界文化遺産である「宗像・沖

ノ島」を有する本県と「富士山」を有する静岡県をオ

ンラインで繋ぎ、環境に関する講演や、海洋ごみの回

収等を行っている環境団体の活動報告、意見交換

等を行いました。

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

スポーツごみ拾い（スポ GOMI）の様子 

 

12.4 化学物質や廃棄物の大
気、水、土壌への放出削減

3.9 有害化学物質、大気、
水質、及び土壌汚染対策

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

4.7 知識及び技能の習得
14.1 ゴミによる海洋汚染の防止

効果

効果

効果

効果

海洋ごみの撤去により有害物質
の流出が減少する

廃棄物の放出削減により、海洋
に流れ出る廃棄物が減少する

周知・啓発活動により海洋ご
みに対する知識を習得する
ことで、廃棄物削減が促進さ
れる

県民、事業者、行政が互いに
協力し、海洋ごみの対策を実
施することにより廃棄物の
削減につながる

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

８ リサイクル総合研究事業化センターの最新の取組 

循環型社会推進課 

本県が平成13（2001）年に設立した福岡県リサイ

クル総合研究事業化センターでは、産学官民による

共同研究開発の支援や地域展開に向けた事業化支

援、環境・リサイクル情報の発信を行っています。 

本センターによる最新の取組を紹介します。  

 

１ シュレッダー古紙等をリサイクルした園芸用

培養土を販売開始 

事務所等で発生したシュレッダー古紙や浄水場で

発生した浄水ケーキはこれまで主に焼却・埋立処分

されていました。 

本センターの支援のもと、九州大

学と㈱大石物産は、これらを原料に

九州大学で発見された有用微生物

「トリコデルマ911菌」を添加して、作

物の生育に効果がある土壌改良資

材（土壌サプリメント）を開発しまし

た。 

また、この土壌サプリメントを配合した一般家庭向

けの園芸培養土を㈱大石物産が製造し、県内ホーム

センターでの販売が開始されました。 

 

２ キノコの酵素と廃棄農産物から天然ヒト型セ

ラミドを製造する技術を開発 

ヒト型セラミドは、人の皮膚の成分で、化粧品等の

原料となり、化学合成品や植物に含まれる糖セラミド

よりも保湿力に優れています。 

本センターの支援のもと、㈱ジェヌイン R&D を代

表とする研究チームは、廃棄キノコの酵素反応を利

用して、廃棄農産物から天然由来のヒト型セラミドを

製造する技術を、世界で初めて開発しました。 

 

３ AI による廃電池仕分け作業の自動化を実現 

様々な電子機器に使用されている小型充電式電

池は、種類ごとに異なる希少金属のリサイクルのため、

手作業で仕分けされてきました。 

本センターの支援のもと、日本磁力選鉱㈱と北九

州市立大学は、将来の排出量増加への対応のため、

AI 及びセンサーによって廃電池を種類別・用途別に

自動的に仕分けするシステムを、全国で初めて開発

しました。
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シュレッダー古紙と浄水ケーキ等から 

土壌改良資材を開発 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

ＡＩ及びセンサーによる廃電池仕分けシステム 

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

9.2 持続可能な産業化の促進
9.4 インフラ改良や産業改善による持続可能性の向上
9.6 イノベーションの促進による技術能力の向上

効果 リサイクル技術の開発により、
持続可能な産業化を促進し、
持続可能性及び技術能力を向上

官民連携の取組により、
資源の持続可能な管理
と効果的な利用を促進

同時達成

15.1 生態系サービスの回復と
持続可能な利用の確保

12.2 天然資源の持続可能な管理と効率的な利用
12.6 企業に対する情報の提供

リサイクル技術の開発により、
生態系サービスの回復と
持続可能な利用の確保につながる

効果 効果

９ 海岸漂着物等対策 

廃棄物対策課

本県は、玄界灘、周防灘及び有明海によって三方

を海に囲まれており、海岸線の総延長は約 651km

を有しています。 

海岸は陸と海が接し、砂浜、岩礁、干潟など多種

多様な生物が生息・生育する貴重な場となっている

ほか、漁業活動や港として利用されるなど重要な役

割も果たしています。 

しかしながら、近年、本県の海岸にも国内や周辺

の国から大量の漂着物が押し寄せています。 

そのため、平成24年（2012）年に「海岸漂着物処

理推進法」に基づき「福岡県海岸漂着物対策地域計

画」を策定（28（2016）年改訂）し、県内の海岸の良

好な景観、多様な生物の保全、生活環境の確保等総

合的な海岸観光の保全を図っています。 

具体的には、国の「海岸漂着物等地域対策推進事

業」を活用して、港湾や漁港など海岸における海洋ご

みの回収・処理を行っているほか、海洋ごみの発生

抑制に向けた取組を行っています。 

発生抑制の取組としては、ポスターやチラシを作

成・配布しているほか、平成 27（2015）年度からは、

チームでごみを拾い、集めたごみの量や種類でポイ

ントを競う「スポーツごみ拾い（スポ GOMI）」として、

地元自治体や住民の方々等と協力して海岸清掃活

動を行うなど、海岸環境の保全に努めるとともに、海

洋ごみの発生抑制に向けた啓発活動を行っていま

す。 

また、本県の海岸に漂着しているごみの実態を把

握し、海洋ごみの効果的な発生抑制対策の検討に活

用するため、県内の沿岸において海岸漂着物組成調

査を実施しています。 

令和３（2021）年度には、環境問題への理解を深

めてもらい、海岸漂着物の更なる発生抑制につなげ

ることを目的として、世界文化遺産である「宗像・沖

ノ島」を有する本県と「富士山」を有する静岡県をオ

ンラインで繋ぎ、環境に関する講演や、海洋ごみの回

収等を行っている環境団体の活動報告、意見交換

等を行いました。

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

スポーツごみ拾い（スポ GOMI）の様子 

 

12.4 化学物質や廃棄物の大
気、水、土壌への放出削減

3.9 有害化学物質、大気、
水質、及び土壌汚染対策

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

4.7 知識及び技能の習得
14.1 ゴミによる海洋汚染の防止

効果

効果

効果

効果

海洋ごみの撤去により有害物質
の流出が減少する

廃棄物の放出削減により、海洋
に流れ出る廃棄物が減少する

周知・啓発活動により海洋ご
みに対する知識を習得する
ことで、廃棄物削減が促進さ
れる

県民、事業者、行政が互いに
協力し、海洋ごみの対策を実
施することにより廃棄物の
削減につながる

SDGs ゴール・ターゲット関連図 
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１０ 県立青少年教育施設に関する取組 

社会教育課 

子どもボランティアサークル「タイミング」 

（福岡県立少年自然の家「玄海の家」） 

本事業は、小学４年生から中学３年生を対象に、

ボランティアマインドの育成をねらいとして１泊２日

の日程で実施しています。令和３(2021)年度は、

「玄海の家を使う人のために」「海の生き物や環境

のために」をテーマに、ボランティアの心構えを学

んだ上で、自分たちにできるボランティアについて

グループで話し合いながら実践しました。 

１ 「玄海の家を使う人のために」 

このテーマについては、最初のボランティア活動

という位置づけで、グループで施設内を見て回っ

たり、職員に困っていること等を聴き取ったりして

ニーズに応じたボランティア活動を検討し実践しま

した。活動は、砂かき、松葉の清掃、松ぼっくり拾

いといった施設周りの環境整備や利用者が使うク

ラフトの材料集めを行いました。 

 

 

 

 

 

２ 「海の生き物や環境のために」 

このテーマについては、福岡 ECO 動物海洋専

門学校の学生を講師に「イルカの K ちゃん」という

読み物教材から海ごみが海洋生物に与える影響

を学び、さらに、将来予想される影響についてもク

イズを交え考えました。その後、今の自分たちにで

きることを話し合い、海浜清掃に取り組みました。

人間が出した多種多様なゴミを目にした危機感か

ら、環境を守る活動の必要性を感じることができ

ました。また、海ごみや流木を活用してプレートを

作り施設の環境整備の充実にもつなげました。 

３ 活動後の振り返りから 

ボランティアとして他者や環境のためとなった充

実感や達成感、そして今

後もボランティアをやっ

ていきたいという参加者

の感想がありました。こ

れらのことからも、ボラン

ティアマインドを醸成す

ることができ、最初の

一歩を促す事業とする

ことができました。 

 

 

 

 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

【海浜清掃の様子と 
海ゴミで作ったプレート】 

【施設入口の砂かきに取り組む参加者の様子】 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

4.7 知識及び技能の習得

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

12.8 自然と調和したライフスタイル
に関する普及啓発

効果

同時達成

14.2 持続的な管理や保護
15.1 生態系サービスの回復と持続可能な利用の確保
15.2  森林の持続可能な経営の促進 効果

効果

河川における水質調査や森林整備体験活動を通して
環境問題に関する知識の習得や意識の向上

エコファミリーの登録により、家
庭で協力して省エネに取り組む

環境再生が促進され、自然と調和した
ライフスタイルに関する普及啓発が進む

同時に森林や河川及び海洋
の環境保全活動を主体的に
取り組む

11.3 持続可能な都市化の促進

効果

環境保全活動を通してボランティアマイン
ドが育った人材によるまちづくり

１０ 県立青少年教育施設に関する取組 

社会教育課 

子どもボランティアサークル「タイミング」 

（福岡県立少年自然の家「玄海の家」） 

本事業は、小学４年生から中学３年生を対象に、

ボランティアマインドの育成をねらいとして１泊２日

の日程で実施しています。令和３(2021)年度は、

「玄海の家を使う人のために」「海の生き物や環境

のために」をテーマに、ボランティアの心構えを学

んだ上で、自分たちにできるボランティアについて

グループで話し合いながら実践しました。 

１ 「玄海の家を使う人のために」 

このテーマについては、最初のボランティア活動

という位置づけで、グループで施設内を見て回っ

たり、職員に困っていること等を聴き取ったりして

ニーズに応じたボランティア活動を検討し実践しま

した。活動は、砂かき、松葉の清掃、松ぼっくり拾

いといった施設周りの環境整備や利用者が使うク

ラフトの材料集めを行いました。 

 

 

 

 

 

２ 「海の生き物や環境のために」 

このテーマについては、福岡 ECO 動物海洋専

門学校の学生を講師に「イルカの K ちゃん」という

読み物教材から海ごみが海洋生物に与える影響

を学び、さらに、将来予想される影響についてもク

イズを交え考えました。その後、今の自分たちにで

きることを話し合い、海浜清掃に取り組みました。

人間が出した多種多様なゴミを目にした危機感か

ら、環境を守る活動の必要性を感じることができ

ました。また、海ごみや流木を活用してプレートを

作り施設の環境整備の充実にもつなげました。 

３ 活動後の振り返りから 

ボランティアとして他者や環境のためとなった充

実感や達成感、そして今

後もボランティアをやっ

ていきたいという参加者

の感想がありました。こ

れらのことからも、ボラン

ティアマインドを醸成す

ることができ、最初の

一歩を促す事業とする

ことができました。 

 

 

 

 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

【海浜清掃の様子と 
海ゴミで作ったプレート】 

【施設入口の砂かきに取り組む参加者の様子】 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

4.7 知識及び技能の習得

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

12.8 自然と調和したライフスタイル
に関する普及啓発

効果

同時達成

14.2 持続的な管理や保護
15.1 生態系サービスの回復と持続可能な利用の確保
15.2  森林の持続可能な経営の促進 効果

効果

河川における水質調査や森林整備体験活動を通して
環境問題に関する知識の習得や意識の向上

エコファミリーの登録により、家
庭で協力して省エネに取り組む

環境再生が促進され、自然と調和した
ライフスタイルに関する普及啓発が進む

同時に森林や河川及び海洋
の環境保全活動を主体的に
取り組む

11.3 持続可能な都市化の促進

効果

環境保全活動を通してボランティアマイン
ドが育った人材によるまちづくり

- 22 -



１０ 県立青少年教育施設に関する取組 

社会教育課 

子どもボランティアサークル「タイミング」 

（福岡県立少年自然の家「玄海の家」） 

本事業は、小学４年生から中学３年生を対象に、

ボランティアマインドの育成をねらいとして１泊２日

の日程で実施しています。令和３(2021)年度は、

「玄海の家を使う人のために」「海の生き物や環境

のために」をテーマに、ボランティアの心構えを学

んだ上で、自分たちにできるボランティアについて

グループで話し合いながら実践しました。 

１ 「玄海の家を使う人のために」 

このテーマについては、最初のボランティア活動

という位置づけで、グループで施設内を見て回っ

たり、職員に困っていること等を聴き取ったりして

ニーズに応じたボランティア活動を検討し実践しま

した。活動は、砂かき、松葉の清掃、松ぼっくり拾

いといった施設周りの環境整備や利用者が使うク

ラフトの材料集めを行いました。 

 

 

 

 

 

２ 「海の生き物や環境のために」 

このテーマについては、福岡 ECO 動物海洋専

門学校の学生を講師に「イルカの K ちゃん」という

読み物教材から海ごみが海洋生物に与える影響

を学び、さらに、将来予想される影響についてもク

イズを交え考えました。その後、今の自分たちにで

きることを話し合い、海浜清掃に取り組みました。

人間が出した多種多様なゴミを目にした危機感か

ら、環境を守る活動の必要性を感じることができ

ました。また、海ごみや流木を活用してプレートを

作り施設の環境整備の充実にもつなげました。 

３ 活動後の振り返りから 

ボランティアとして他者や環境のためとなった充

実感や達成感、そして今

後もボランティアをやっ

ていきたいという参加者

の感想がありました。こ

れらのことからも、ボラン

ティアマインドを醸成す

ることができ、最初の

一歩を促す事業とする

ことができました。 
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4.7 知識及び技能の習得

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを奨励・推進

12.8 自然と調和したライフスタイル
に関する普及啓発

効果

同時達成

14.2 持続的な管理や保護
15.1 生態系サービスの回復と持続可能な利用の確保
15.2  森林の持続可能な経営の促進 効果

効果

河川における水質調査や森林整備体験活動を通して
環境問題に関する知識の習得や意識の向上

エコファミリーの登録により、家
庭で協力して省エネに取り組む

環境再生が促進され、自然と調和した
ライフスタイルに関する普及啓発が進む

同時に森林や河川及び海洋
の環境保全活動を主体的に
取り組む

11.3 持続可能な都市化の促進

効果

環境保全活動を通してボランティアマイン
ドが育った人材によるまちづくり

１１ ワンヘルスの推進 

保健医療介護総務課ワンヘルス総合推進室 

新型コロナウイルス感染症をはじめとする人と動物

双方に感染する「人獣共通感染症」は、いまや人の感染

症の約 60％を占めると言われています。これに対応

するためには、「人と動物の健康と環境の健全性は

一つ」と考えるワンへルスの理念に基づく総合的な取

組が重要です。 

本県では、平成 28(2016)年 11 月、北九州市で

開催されたワンへルスに関する国際会議において、

ワンへルスの理念を実践する礎となる「福岡宣言」が

採択されて以降、ワンへルスの推進に取り組んでき

ました。 

令和 2(2020)年 12 月には、議員提案により、全

国で初めて、「福岡県ワンヘルス推進基本条例」を制

定し、令和４(202２)年１０月には、ワンヘルスの取組

の実効性を確保するため、県や市町村、事業者、県

民が担うべき責務などを定めた「環境と人と動物の

より良い関係づくり等福岡県におけるワンヘルスの

実践促進に関する条例」を制定しました。 

これらの条例に基づきながら、「福岡県ワンヘルス

推進行動計画」に掲げる施策に取り組んでいます。 

具体的な取組としては、人獣共通感染症などに対

して、医療、獣医療、環境など各分野の世界トップク

ラスの研究者がワンヘルスアプローチにより解決す

ることを目指し、研究成果などを世界に向けて発信

する福岡県“One Health”国際フォーラムを開催し

ており、令和４(202２)年度は、第２１回アジア獣医師

会連合（FAVA）大会と同時開催しました。また、県

民にワンヘルスについて理解を深めていただけるよ

う、参加型啓発イベントを開催します。さらに、ワンヘ

ルス推進のロゴマークの作成、ワンヘルス宣言事業

者登録制度による事業者におけるワンヘルスの活動

促進のほか、テレビや交通広告の活用など、ワンヘル

スの普及啓発を進めてまいります。
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3.3 伝染病の根絶と感染症 への対処
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汚染対策

6.3  汚染等の減少による水質の改善
6.6 水に関する生態系の保護・回復

医療、獣医療等の連携によ
り、人獣共通感染症対策が
推進する

水質の改善や生態系の回復
は、食を通じて、人と動物の
健康の保護につながる

持続可能な生産により、化学物
質等が低減し、人や動物への健
康被害が防止される
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新型コロナウイルス感染症をはじめとする人と動物

双方に感染する「人獣共通感染症」は、いまや人の感染

症の約 60％を占めると言われています。これに対応

するためには、「人と動物の健康と環境の健全性は

一つ」と考えるワンへルスの理念に基づく総合的な取

組が重要です。 

本県では、平成 28(2016)年 11 月、北九州市で

開催されたワンへルスに関する国際会議において、

ワンへルスの理念を実践する礎となる「福岡宣言」が

採択されて以降、ワンへルスの推進に取り組んでき

ました。 

令和 2(2020)年 12 月には、議員提案により、全

国で初めて、「福岡県ワンヘルス推進基本条例」を制

定し、令和４(202２)年１０月には、ワンヘルスの取組

の実効性を確保するため、県や市町村、事業者、県

民が担うべき責務などを定めた「環境と人と動物の
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して、医療、獣医療、環境など各分野の世界トップク

ラスの研究者がワンヘルスアプローチにより解決す

ることを目指し、研究成果などを世界に向けて発信

する福岡県“One Health”国際フォーラムを開催し

ており、令和４(202２)年度は、第２１回アジア獣医師

会連合（FAVA）大会と同時開催しました。また、県

民にワンヘルスについて理解を深めていただけるよ

う、参加型啓発イベントを開催します。さらに、ワンヘ

ルス推進のロゴマークの作成、ワンヘルス宣言事業

者登録制度による事業者におけるワンヘルスの活動

促進のほか、テレビや交通広告の活用など、ワンヘル

スの普及啓発を進めてまいります。
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持続可能な生産により、化学物
質等が低減し、人や動物への健
康被害が防止される
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る。また、有害化学物質等の汚染対策に
より、人と動物の健康が守られる

同時
達成

同時
達成

気候変動の緩和等に
より、熱中症対策、熱
帯系感染症等の発生
が予防が図られる

ライフスタイルの変
化により省エネル
ギー対策が進む

効果

12.4  持続可能
な食料生産シス
テムの確保

同時達成

環境負荷の低い農業が浸
透することで、土壌や水質
が改善され、生態系の回
復が進む

同時達成
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１２ ワンヘルスセンターの整備 

保健医療介護総務課ワンヘルス総合推進室 

新興感染症や地球温暖化等のワンヘルスに関す

る課題に対応するため、保健環境研究所と動物保健

衛生所とが相互に連携したワンヘルスセンターを整

備することとしています。 

ワンヘルスセンターの中核施設となる保健環境研

究所は、県民の健康と快適な環境を守るため、保健・

環境行政を科学的・技術的側面から支える試験・研

究機関として、新たな課題解決に向けた調査・研究、

試験・検査、教育・研修及び情報発信を行い、県の

保健・環境行政に貢献しています。 

一方、現在の保健環境研究所の機能を充実させ

るとともに、ワンヘルスを推進するためには、調査・研

究機能の拡充や、組織・運営体制の検討、施設設備

の再整備が必要です。このため、保健環境研究所を、

太宰府市からみやま市に移転・建設し、再整備する

こととしました。 

併せて、動物保健衛生所（仮称）を保健環境研究

所と同敷地に建設することを決定しました。 

動物保健衛生所（仮称）は、各種動物の病気の動

向を一元的に把握し、その予防に役立てるために設

置するものであり、筑後地域の家畜の保健衛生を担

う筑後家畜保健衛生所を筑後市から移転し、新たに

野生動物、愛玩動物及び展示動物の保健衛生業務 

を付加した機関として整備します。 

両者を同敷地に建設することにより、他に類を見

ない「人」、「動物」、「環境」の各分野に関する一体的

な試験・検査、調査・研究ができる特徴を生かして、

先進的な調査・研究や専門人材の育成などを進めて

まいります。 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

太宰府市の保健環境研究所 

 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

4.7 知識及び技能の習得

17.17 パートナーシップ
を奨励・推進

13.3 気候変動の緩
和、適応、影響軽減等
の改善

効果

ワンへルスの普及啓
発により、感染症防止
や生態系保全の意識
が高まる

効果
効果

12.4  化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出削減
12.8 自然と調和したライフスタイルに関する普及啓発

15.1 陸域生態系の保全
15.4 山地生態系の保全

3.3 伝染病の根絶と感染症 への対処
3.9 有害化学物質、大気、水質及び土壌
汚染対策

6.3  汚染等の減少による水質の改善
6.6 水に関する生態系の保護・回復

医療、獣医療等の連携によ
り、人獣共通感染症対策が
推進する

水質の改善や生態系の回復
は、食を通じて、人と動物の
健康の保護につながる

持続可能な生産により、化学物
質等が低減し、人や動物への健
康被害が防止される

効果

気候変動の緩和等により、
各生態系が回復が進む
また、森林の保全等は、気
候変動の緩和につながる

野生動物等の生息域が確保されること
で、人獣共通感染症のリスクが低減す
る。また、有害化学物質等の汚染対策に
より、人と動物の健康が守られる

同時
達成

同時
達成

気候変動の緩和等に
より、熱中症対策、熱
帯系感染症等の発生
が予防が図られる

ライフスタイルの変
化により省エネル
ギー対策が進む

効果

12.4  持続可能
な食料生産シス
テムの確保

同時達成

環境負荷の低い農業が浸
透することで、土壌や水質
が改善され、生態系の回
復が進む

同時達成

１２ ワンヘルスセンターの整備 

保健医療介護総務課ワンヘルス総合推進室 

新興感染症や地球温暖化等のワンヘルスに関す

る課題に対応するため、保健環境研究所と動物保健

衛生所とが相互に連携したワンヘルスセンターを整

備することとしています。 

ワンヘルスセンターの中核施設となる保健環境研

究所は、県民の健康と快適な環境を守るため、保健・

環境行政を科学的・技術的側面から支える試験・研

究機関として、新たな課題解決に向けた調査・研究、

試験・検査、教育・研修及び情報発信を行い、県の

保健・環境行政に貢献しています。 

一方、現在の保健環境研究所の機能を充実させ

るとともに、ワンヘルスを推進するためには、調査・研

究機能の拡充や、組織・運営体制の検討、施設設備

の再整備が必要です。このため、保健環境研究所を、

太宰府市からみやま市に移転・建設し、再整備する

こととしました。 

併せて、動物保健衛生所（仮称）を保健環境研究

所と同敷地に建設することを決定しました。 

動物保健衛生所（仮称）は、各種動物の病気の動

向を一元的に把握し、その予防に役立てるために設

置するものであり、筑後地域の家畜の保健衛生を担

う筑後家畜保健衛生所を筑後市から移転し、新たに

野生動物、愛玩動物及び展示動物の保健衛生業務 

を付加した機関として整備します。 

両者を同敷地に建設することにより、他に類を見

ない「人」、「動物」、「環境」の各分野に関する一体的

な試験・検査、調査・研究ができる特徴を生かして、

先進的な調査・研究や専門人材の育成などを進めて

まいります。 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

太宰府市の保健環境研究所 

 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

4.7 知識及び技能の習得

17.17 パートナーシップ
を奨励・推進

13.3 気候変動の緩
和、適応、影響軽減等
の改善

効果

ワンへルスの普及啓
発により、感染症防止
や生態系保全の意識
が高まる

効果
効果

12.4  化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出削減
12.8 自然と調和したライフスタイルに関する普及啓発

15.1 陸域生態系の保全
15.4 山地生態系の保全

3.3 伝染病の根絶と感染症 への対処
3.9 有害化学物質、大気、水質及び土壌
汚染対策

6.3  汚染等の減少による水質の改善
6.6 水に関する生態系の保護・回復

医療、獣医療等の連携によ
り、人獣共通感染症対策が
推進する

水質の改善や生態系の回復
は、食を通じて、人と動物の
健康の保護につながる

持続可能な生産により、化学物
質等が低減し、人や動物への健
康被害が防止される

効果

気候変動の緩和等により、
各生態系が回復が進む
また、森林の保全等は、気
候変動の緩和につながる

野生動物等の生息域が確保されること
で、人獣共通感染症のリスクが低減す
る。また、有害化学物質等の汚染対策に
より、人と動物の健康が守られる

同時
達成

同時
達成

気候変動の緩和等に
より、熱中症対策、熱
帯系感染症等の発生
が予防が図られる

ライフスタイルの変
化により省エネル
ギー対策が進む

効果

12.4  持続可能
な食料生産シス
テムの確保

同時達成

環境負荷の低い農業が浸
透することで、土壌や水質
が改善され、生態系の回
復が進む

同時達成
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１２ ワンヘルスセンターの整備 

保健医療介護総務課ワンヘルス総合推進室 

新興感染症や地球温暖化等のワンヘルスに関す

る課題に対応するため、保健環境研究所と動物保健

衛生所とが相互に連携したワンヘルスセンターを整

備することとしています。 

ワンヘルスセンターの中核施設となる保健環境研

究所は、県民の健康と快適な環境を守るため、保健・

環境行政を科学的・技術的側面から支える試験・研

究機関として、新たな課題解決に向けた調査・研究、

試験・検査、教育・研修及び情報発信を行い、県の

保健・環境行政に貢献しています。 

一方、現在の保健環境研究所の機能を充実させ

るとともに、ワンヘルスを推進するためには、調査・研

究機能の拡充や、組織・運営体制の検討、施設設備

の再整備が必要です。このため、保健環境研究所を、

太宰府市からみやま市に移転・建設し、再整備する

こととしました。 

併せて、動物保健衛生所（仮称）を保健環境研究

所と同敷地に建設することを決定しました。 

動物保健衛生所（仮称）は、各種動物の病気の動

向を一元的に把握し、その予防に役立てるために設

置するものであり、筑後地域の家畜の保健衛生を担

う筑後家畜保健衛生所を筑後市から移転し、新たに

野生動物、愛玩動物及び展示動物の保健衛生業務 

を付加した機関として整備します。 

両者を同敷地に建設することにより、他に類を見

ない「人」、「動物」、「環境」の各分野に関する一体的

な試験・検査、調査・研究ができる特徴を生かして、

先進的な調査・研究や専門人材の育成などを進めて

まいります。 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

太宰府市の保健環境研究所 

 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

4.7 知識及び技能の習得

17.17 パートナーシップ
を奨励・推進

13.3 気候変動の緩
和、適応、影響軽減等
の改善

効果

ワンへルスの普及啓
発により、感染症防止
や生態系保全の意識
が高まる

効果
効果

12.4  化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出削減
12.8 自然と調和したライフスタイルに関する普及啓発

15.1 陸域生態系の保全
15.4 山地生態系の保全

3.3 伝染病の根絶と感染症 への対処
3.9 有害化学物質、大気、水質及び土壌
汚染対策

6.3  汚染等の減少による水質の改善
6.6 水に関する生態系の保護・回復

医療、獣医療等の連携によ
り、人獣共通感染症対策が
推進する

水質の改善や生態系の回復
は、食を通じて、人と動物の
健康の保護につながる

持続可能な生産により、化学物
質等が低減し、人や動物への健
康被害が防止される

効果

気候変動の緩和等により、
各生態系が回復が進む
また、森林の保全等は、気
候変動の緩和につながる

野生動物等の生息域が確保されること
で、人獣共通感染症のリスクが低減す
る。また、有害化学物質等の汚染対策に
より、人と動物の健康が守られる

同時
達成

同時
達成

気候変動の緩和等に
より、熱中症対策、熱
帯系感染症等の発生
が予防が図られる

ライフスタイルの変
化により省エネル
ギー対策が進む

効果

12.4  持続可能
な食料生産シス
テムの確保

同時達成

環境負荷の低い農業が浸
透することで、土壌や水質
が改善され、生態系の回
復が進む

同時達成

１３ 野生動物 SFTS 感染状況調査事業 

自然環境課 

「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」は人獣共

通感染症の一つで、主に SFTS ウイルスを保有する

マダニに刺咬されることで感染します。感染すると発

熱、頭痛、筋肉痛、神経症状、消化器症状、呼吸不

全症状などが現れ、致死率は 10～30％に上るとさ

れています。西日本を中心に感染者報告数が年々

増加傾向にあり、本県においても死亡例が確認され

ており、感染拡大防止に努める必要があります。 

SFTS は野生動物と人との接触、野生動物と家

畜・ペットとの接触機会の増加が感染拡大の要因の

一つとされており、人への感染経路において野生動

物が重要な位置を占めているとされています。その

ため、SFTS の感染拡大を防ぐには、野生動物への

対策が必要です。 

本県では、感染拡大の要因の一つとして考えられ

る野生動物（シカ、イノシシ）を対象に、SFTS ウイル

スの感染状況を調査しています。この調査結果に基

づき、市町村、医療機関、県民等に対する情報提供

や注意喚起を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

SFTS 症例の届出地域（2021 年 7 月 28 日現在） 

出典：国立感染症研究所 

4.7 知識及び技能の習得

17.17 パートナーシップを奨励・推進

効果

感染状況等の知識
習得により、感染
症対策の意識が高
まる

15.1 陸域生態系の保全
15.4 山地生態系の保全

3.3 伝染病の根絶と
感染症 への対処

県、市町村、医療機関
等の連携により、多方
面から感染症対策を推
進する

効果

野生動物等の生息域が確保されるこ
とで、人獣共通感染症のリスクが低減
する

同時
達成

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

１２ ワンヘルスセンターの整備 

保健医療介護総務課ワンヘルス総合推進室 

新興感染症や地球温暖化等のワンヘルスに関す

る課題に対応するため、保健環境研究所と動物保健

衛生所とが相互に連携したワンヘルスセンターを整

備することとしています。 

ワンヘルスセンターの中核施設となる保健環境研

究所は、県民の健康と快適な環境を守るため、保健・

環境行政を科学的・技術的側面から支える試験・研

究機関として、新たな課題解決に向けた調査・研究、

試験・検査、教育・研修及び情報発信を行い、県の

保健・環境行政に貢献しています。 

一方、現在の保健環境研究所の機能を充実させ

るとともに、ワンヘルスを推進するためには、調査・研

究機能の拡充や、組織・運営体制の検討、施設設備

の再整備が必要です。このため、保健環境研究所を、

太宰府市からみやま市に移転・建設し、再整備する

こととしました。 

併せて、動物保健衛生所（仮称）を保健環境研究

所と同敷地に建設することを決定しました。 

動物保健衛生所（仮称）は、各種動物の病気の動

向を一元的に把握し、その予防に役立てるために設

置するものであり、筑後地域の家畜の保健衛生を担

う筑後家畜保健衛生所を筑後市から移転し、新たに

野生動物、愛玩動物及び展示動物の保健衛生業務 

を付加した機関として整備します。 

両者を同敷地に建設することにより、他に類を見

ない「人」、「動物」、「環境」の各分野に関する一体的

な試験・検査、調査・研究ができる特徴を生かして、

先進的な調査・研究や専門人材の育成などを進めて

まいります。 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

太宰府市の保健環境研究所 

 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

4.7 知識及び技能の習得

17.17 パートナーシップ
を奨励・推進

13.3 気候変動の緩
和、適応、影響軽減等
の改善

効果

ワンへルスの普及啓
発により、感染症防止
や生態系保全の意識
が高まる

効果
効果

12.4  化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出削減
12.8 自然と調和したライフスタイルに関する普及啓発

15.1 陸域生態系の保全
15.4 山地生態系の保全

3.3 伝染病の根絶と感染症 への対処
3.9 有害化学物質、大気、水質及び土壌
汚染対策

6.3  汚染等の減少による水質の改善
6.6 水に関する生態系の保護・回復

医療、獣医療等の連携によ
り、人獣共通感染症対策が
推進する

水質の改善や生態系の回復
は、食を通じて、人と動物の
健康の保護につながる
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第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

SFTS 症例の届出地域（2021 年 7 月 28 日現在） 

出典：国立感染症研究所 

4.7 知識及び技能の習得

17.17 パートナーシップを奨励・推進

効果
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習得により、感染
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15.4 山地生態系の保全

3.3 伝染病の根絶と
感染症 への対処

県、市町村、医療機関
等の連携により、多方
面から感染症対策を推
進する

効果

野生動物等の生息域が確保されるこ
とで、人獣共通感染症のリスクが低減
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同時
達成

SDGs ゴール・ターゲット関連図 
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１４ 石綿飛散防止を強化するためのＶＲ講習会の開催 

環境保全課 

令和 2（２０２０）年 6 月に公布された「改正大気汚

染防止法」により、3 年（2021）年４月からすべての

石綿含有建材が規制対象とされ、また 4 年（2022）

年 4 月からは石綿事前調査結果の都道府県等への

報告が義務付けられるなど、建築物等の解体や補修

等の作業に伴う石綿飛散防止を図るための措置が

大幅に強化されました。さらに、５（２０２３）年 10 月か

らは石綿事前調査を有資格者など一定の知識を有

する者に実施させることも義務付けられます。 

県では、これらの規制強化に対応した人材育成の

ため、建築物中の石綿事前調査をバーチャル空間で

体験できるコンテンツを令和 2(2020)年度に作成

しており、このコンテンツを活用した VR 講習会を３

（２０２１）年度から県内各地で開催しています。 

 

県では、ＶＲ講習会の開催などを通じて、県内の解

体業者等の石綿事前調査能力の向上を図るととも

に、県職員の監視能力の向上により、解体現場等か

らの石綿飛散を防止していきます。 

ＶＲ講習会の特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

・次々と現場移動が可能で、短時間で多くの現場 
体験が可能 

・現実の実地講習では体験できない天井裏、壁裏の
調査や事故の体験が可能 

・バーチャル空間で自由に質疑応答ができ、受講者
の理解度に応じた講習が可能 

・「言語」、「数式」、「図表」では表せない経験からく
る勘や洞察力といった「暗黙知」のトレーニングが
可能 

VR 講習会の様子 VR コンテンツの主な映像 

SDGs ゴール・ターゲット関連図 

4.4 技術的・職業的スキルなど
を備えた若者と成人の割合の増
加

12.4 化学物質や廃棄物の大
気、水、土壌への放出の削減

11.6 都市の環境上の悪影響の軽減

13.1 気候関連災害等に
対する強靭性及び適応能
力の強化

17.14 政策の一貫性を強化
17.17 パートナーシップを推奨・推進

効果

同時達成

同時達成

解体現場等からの石綿飛
散を防止することで、環境
上の悪影響が軽減される

8.2 高いレベルの経済生産性

石綿含有建材の調査能力向上
と県職員の監視能力向上

解体現場等からの石綿飛散
を防止することで、大気への
石綿飛散が削減される

自然災害による倒壊建築物の建
材調査に基づく適切な石綿飛散
防止対策が実施される

団体、企業、行政が協力して
石綿飛散防止に取り組む

解体業者等、県職員の石綿含有建材の
調査能力を向上させ、解体現場等から
の石綿飛散を防止する

効果

効果

同時達成

3.9 有害化学物質、大気、
水質、及び土壌汚染対策
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3.9 有害化学物質、大気、
水質、及び土壌汚染対策

１５ アジア諸地域との環境協力の推進 

環境政策課 

本県では、経済発展が進むアジア諸地域の環境

問題の解決に貢献するため、アジア諸地域との環境

協力を推進しています。 

１ 脱炭素技術導入促進事業の実施（ベトナム・ハノ

イ） 

令和３（20２１）年度から、環境省事業「脱炭素社

会実現のための都市間連携事業」に参画し、県内環

境関連企業の脱炭素技術の導入可能性調査を実施

する「ハノイ市の環境改善に向けた脱炭素技術導入

促進事業」を実施しています。3（2021）年度には、

県内企業が有する脱炭素技術や環境改善に係る取

組の紹介、民間企業のビジネスマッチングを目的と

したオンラインワークショップを開催しました。 

ハノイ市の環境改善に向けて、高効率空調機器や

営農型太陽光発電、小型風力発電などの「福岡県環

境関連企業技術ガイドブック」掲載技術を発信し、県

内環境関連企業の海外展開につなげます。 

 

 

２ 人材育成研修の実施 

平成18（2006）年度から、「福岡県国際環境人材

育成研修」として、環境協力協定締結地域を中心に

アジア諸地域の環境施策の中核を担う行政官を招

き、研修を行っています。 

研修では、大気汚染や廃棄物処理など、現地で必

要とされる分野について、制度や技術の紹介、視察

等を行っており、これまでに２３１人の研修員を受け

入れています。 

令和２（20２0）年度・３（2021）年度は新型コロナ

ウイルスの影響によりオンラインで実施しましたが、

今後も研修を通じてアジアの環境人材を育成すると

ともに、環境分野における人的ネットワークを充実強

化します。 

 

令和３年度人材育成研修の様子（研修員・講師） 

 

第２章 県内の主な取組 第２節 福岡県の取組 

オンラインワークショップの様子 

効果

効
果 12.2 天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用

12.4 化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出削減
12.5 廃棄物の発生防止、削減、再生利用
12.8 自然と調和したライフスタイルに関する普及啓発9.4 環境に配慮した技術の導入

3.9 有害化学物質、大気、
水質、及び土壌汚染対策

効果

処分場の適正化に資する協力や、環境技術の
導入により、大気、水質、土壌汚染対策が進む

福岡方式廃棄物処分場や環境技
術の導入により、廃棄物の再利用
や削減につながる福岡方式廃棄物処分場の普及展

開や技術ガイドブックにより、環
境に配慮した技術の導入が進む
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効
果
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可能 
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4.4 技術的・職業的スキルなど
を備えた若者と成人の割合の増
加

12.4 化学物質や廃棄物の大
気、水、土壌への放出の削減
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13.1 気候関連災害等に
対する強靭性及び適応能
力の強化
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効果

同時達成
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解体現場等からの石綿飛
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上の悪影響が軽減される
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水質、及び土壌汚染対策
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環境政策課 

本県では、経済発展が進むアジア諸地域の環境

問題の解決に貢献するため、アジア諸地域との環境

協力を推進しています。 

１ 脱炭素技術導入促進事業の実施（ベトナム・ハノ

イ） 

令和３（20２１）年度から、環境省事業「脱炭素社

会実現のための都市間連携事業」に参画し、県内環

境関連企業の脱炭素技術の導入可能性調査を実施

する「ハノイ市の環境改善に向けた脱炭素技術導入

促進事業」を実施しています。3（2021）年度には、

県内企業が有する脱炭素技術や環境改善に係る取

組の紹介、民間企業のビジネスマッチングを目的と

したオンラインワークショップを開催しました。 

ハノイ市の環境改善に向けて、高効率空調機器や

営農型太陽光発電、小型風力発電などの「福岡県環

境関連企業技術ガイドブック」掲載技術を発信し、県

内環境関連企業の海外展開につなげます。 

 

 

２ 人材育成研修の実施 

平成18（2006）年度から、「福岡県国際環境人材

育成研修」として、環境協力協定締結地域を中心に

アジア諸地域の環境施策の中核を担う行政官を招

き、研修を行っています。 

研修では、大気汚染や廃棄物処理など、現地で必

要とされる分野について、制度や技術の紹介、視察

等を行っており、これまでに２３１人の研修員を受け

入れています。 

令和２（20２0）年度・３（2021）年度は新型コロナ

ウイルスの影響によりオンラインで実施しましたが、

今後も研修を通じてアジアの環境人材を育成すると

ともに、環境分野における人的ネットワークを充実強

化します。 

 

令和３年度人材育成研修の様子（研修員・講師） 
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効
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SDGs ゴール・ターゲット関連図 
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北九州市の取組 

 

脱炭素先行地域への選定           
環境局グリーン成長推進課 

令和４年４月２６日、北九州都市圏域と連携した北九州市

の提案内容が、「脱炭素先行地域」に選定されました。 

脱炭素先行地域では、北九州都市圏域 18 市町の公共施

設群及び北九州エコタウンのリサイクル企業群において、第

三者所有方式による太陽光パネル・省エネ設備等を導入し、

最速かつ最大の再エネ導入モデルの構築を目指します。 

加えて、第三者所有モデルを中小企業へ戦略的に展開す

るとともに、洋上風力発電関連産業の総合拠点化や水素の

供給・利活用等、脱炭素エネルギーの拠点化に取り組むこと

で、産業の競争力強化に繋げていきます。 

 

 

 

 

 

 

脱炭素先行地域選定証 

授与式（令和 4 年 6 月 1 日） 

 

 

北九州市洋上風力キャンプ×ＳＤＧｓの開催                   
環境局再生可能エネルギー導入推進課 
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それを支える人材の「育成」と「確保」に取り組んでいます。 

令和４年度から人材の「育成」をさらに進めるため、次世代
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な講義から専門的な議論まで複数の洋上風力発電に係る研

修等を 7～9 月に集中的に行う「北九州市洋上風力キャンプ

×SDGs」を開催しました。具体的には、「洋上風力発電自治

体連絡会」、「洋上風力発電シンポジウム」、「高校・高専・大学

向け洋上風力発電研修」を産学官連携で実施することとしま

した。 

これらの取組を通じて、本市のみならず全国の風力発電の

人材育成に貢献することを目指します。 

 

響灘地区の風力発電 
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福岡市の取組 

 

脱炭素社会への貢献                   
脱炭素社会推進課 

福岡市は、世界や日本がめざすカーボンニュートラルに積極的に

取り組むこととし、「２０４０年度 温室効果ガス排出量 実質ゼロ」の

チャレンジを掲げています。目標の実現に向けて、２０３０年度の福

岡市域における温室効果ガス排出削減目標を２０１３年度比で５０％

削減、福岡市役所における削減目標（エネルギー起源二酸化炭素

排出量）を７０％削減としており、いずれも国の削減目標よりも高い

目標としています。 

８月に策定した「福岡市地球温暖化対策実行計画」に基づき、市

民、事業者の皆様と一体となって脱炭素社会の実現に向けて取り組

んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市地球温暖化対策 

実行計画 

（広報用リーフレット） 

雑がみリサイクルの推進                   
 ごみ減量推進課 

福岡市では、家庭系可燃ごみに含まれる資源化可能な古紙の

うち、約 9 割を占める雑がみの回収促進に取り組んでいます。 

令和 3 年度は、さらなる雑がみの認知度向上を図るため、多く

の人が利用する朝の通勤時間帯の駅前で、雑がみの回収を実施

しました。２日間で約 300kg の雑がみを回収し、参加者からは

「初めて雑がみを分別したが、ごみの量が明らかに減った」「通勤

途中でリサイクルに参加できてよかった」との感想をいただきまし

た。 

 

  

 

千早駅前での雑がみ回収 

福岡市環境市民活動交流サイト                  
 環境政策課 

市民の皆様の環境活動への参加を広げるため、市内の環境活

動情報がワンストップで入手できる、福岡市環境市民活動交流サ

イトを令和３年１０月に開設しました。市内で活動されている団体

の皆様は、サイトにご登録いただくと、団体の活動内容や開催す

るイベント情報及びボランティア募集をサイト内で広報することが

できます。市民の皆様は、開催予定のイベントやそのほか環境に

関する情報を確認することができます。 
サイトＴＯＰページ 
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大牟田市の取組 

 

ＥＳＤ※環境学習支援事業                   
 環境保全課 

市立小学校で行われる野外・校内環境学習に、環境保全課職

員が講師を務めるなどの支援を実施しています。 

野外環境学習では、諏訪川の上流、中流域で、川に棲む生き物

の採取・同定を行い、下流域では上流、中流、下流域で採水した

川の水について、それぞれの色や臭いのほかに、透視度計や

COD パックテスト等を使用して違いを確認します。 

校内環境学習では、「どうして川の水が汚れるのか」、「川の水

を汚さないために必要なことはなにか」、「川の水をきれいにする

ためにできることはなにか」等を児童と一緒に考えます。 

小学校と連携して環境学習を行うことで、より身近な生活の中

の環境について、児童が気づき、考え、行動する機会にしてもらい

たいと考えています。 

 

 

 

野外学習の様子 

校内での学習の様子 

※ESD（Education for Sustainable Development）とは「持続可能な開発のための教育」という 

意味で、持続可能な未来や社会づくりのために行動できる人の育成を目的とした教育のことを言います。 
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未就学児向け環境教育協働プログラム                   
 環境部環境政策課 

NPO 法人筑後川流域連携倶楽部が主体となり、市（環境政策

課）と協働して市内の保育園に対して環境教育プログラムを開始し

ました。本事業の目的は以下の３つです。 

①保育園児の環境問題に対する意識や行動の変化を促す 

②地域に根差した環境配慮活動の振興 

③園児をきっかけに周囲の大人の気づきや交流の機会をつくる 

市内の保育園２園を選定し、地域コミュニティの関係者も参加し

ながら５回のプログラムを実施します。 

地域の特性を知るために、ドローンを飛ばしてみたり、生態系を

知るために、植物や昆虫を探しながら散歩したり、様々な人やツー

ルによる体験活動を通じて、環境保全の大切さを学ぶプログラム

です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイボトル推奨店事業                 
 環境部資源循環推進課 

 

久留米市では、使い捨てプラスチック製品の使用を減らすた

め、来店客が持参したマイボトルやタンブラーに販売している飲

み物を提供できる店舗をマイボトル推奨店として登録し、市民の

皆さんに紹介しています。現在１５店舗に登録していただいてお

り、今後も登録店を増やし、市民の皆さんの利用を啓発してまい

ります。（マイボトル推奨店：タリーズコーヒー西鉄久留米駅店、ド

トールコーヒーショップ久留米大学病院店、ローソン久留米国分

店、ローソン久留米けやき通店、ローソン久留米国分バイパス

店、ローソン久留米大学前店、ローソン久留米中央町店、牛島製

茶 JR 久留米店、喫茶ざぼん、かうひいや  しらい、23 

COFFEE、カパテリア、無印良品 ゆめタウン久留米、お茶の石

松園、ノナカマチクレープ） 

プログラムの様子 
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事業ポスター 
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第 3 次飯塚市環境基本計画の策定                        
 市民環境部環境整備課 

飯塚市では、「人＋自然＋やさしいまち＝いいづか」の将来像

の実現を目指し、２０１２年３月に策定した「第２次飯塚市環境基本

計画」の推進に努めてまいりました。 

「第２次飯塚市環境基本計画」の計画期間が２０２２年度末を以

て終了することから、２０２２年３月に「第３次飯塚市環境基本計

画」を策定しました。 

この計画では、新たに SDGｓ（持続可能な開発目標）の１７のゴ

ールを踏まえた施策を定めるほか、２０２１年１０月に閣議決定され

た「地球温暖化対策計画」に基づき、市内の温室効果ガス排出量

について、２０３０年度までの４６％削減（２０１３年度比）、２０５０年

度までの実質排出量ゼロの実現を目指しており、計画の公表を以

て、飯塚市として「ゼロカーボンシティ表明」を行っています。 

 

 

 

 

 

 

第 3 次飯塚市環境基本計画 

田川市の取組 

 

浄化槽情報Ｗｅｂサイトを作成                   
 環境政策課 

令和４年４月１日から、浄化槽設置の普及、啓発を促進すること

を目的に、田川市浄化槽技術向上協議会の Web サイトを公開し

ました。 

このサイトでは、浄化槽になじみがない方でも、浄化槽を身近

に感じてもらうため、浄化槽工事の事例や、浄化槽工事の工程、

浄化槽維持管理作業の手順、田川市の浄化槽設置費補助金を活

用して浄化槽工事を行った場合の概算の自己負担額を算出する

ことができる「工事費シミュレーター」などを公開しています。 

今後も、維持管理作業の動画を公開するなど、浄化槽に関する

様々な情報を発信していきます。 

Web サイトトップページ 

Web サイト QR コード 

                      

 

第２章 県内の主な取組 第３節 市町村の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯塚市の取組 

 

第 3 次飯塚市環境基本計画の策定                        
 市民環境部環境整備課 

飯塚市では、「人＋自然＋やさしいまち＝いいづか」の将来像

の実現を目指し、２０１２年３月に策定した「第２次飯塚市環境基本

計画」の推進に努めてまいりました。 

「第２次飯塚市環境基本計画」の計画期間が２０２２年度末を以

て終了することから、２０２２年３月に「第３次飯塚市環境基本計

画」を策定しました。 

この計画では、新たに SDGｓ（持続可能な開発目標）の１７のゴ

ールを踏まえた施策を定めるほか、２０２１年１０月に閣議決定され

た「地球温暖化対策計画」に基づき、市内の温室効果ガス排出量

について、２０３０年度までの４６％削減（２０１３年度比）、２０５０年

度までの実質排出量ゼロの実現を目指しており、計画の公表を以

て、飯塚市として「ゼロカーボンシティ表明」を行っています。 

 

 

 

 

 

 

第 3 次飯塚市環境基本計画 

田川市の取組 

 

浄化槽情報Ｗｅｂサイトを作成                   
 環境政策課 

令和４年４月１日から、浄化槽設置の普及、啓発を促進すること

を目的に、田川市浄化槽技術向上協議会の Web サイトを公開し

ました。 

このサイトでは、浄化槽になじみがない方でも、浄化槽を身近

に感じてもらうため、浄化槽工事の事例や、浄化槽工事の工程、

浄化槽維持管理作業の手順、田川市の浄化槽設置費補助金を活

用して浄化槽工事を行った場合の概算の自己負担額を算出する

ことができる「工事費シミュレーター」などを公開しています。 

今後も、維持管理作業の動画を公開するなど、浄化槽に関する

様々な情報を発信していきます。 

Web サイトトップページ 

Web サイト QR コード 

- 32 -



                      

 

第２章 県内の主な取組 第３節 市町村の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯塚市の取組 

 

第 3 次飯塚市環境基本計画の策定                        
 市民環境部環境整備課 

飯塚市では、「人＋自然＋やさしいまち＝いいづか」の将来像

の実現を目指し、２０１２年３月に策定した「第２次飯塚市環境基本

計画」の推進に努めてまいりました。 

「第２次飯塚市環境基本計画」の計画期間が２０２２年度末を以

て終了することから、２０２２年３月に「第３次飯塚市環境基本計

画」を策定しました。 

この計画では、新たに SDGｓ（持続可能な開発目標）の１７のゴ

ールを踏まえた施策を定めるほか、２０２１年１０月に閣議決定され

た「地球温暖化対策計画」に基づき、市内の温室効果ガス排出量

について、２０３０年度までの４６％削減（２０１３年度比）、２０５０年

度までの実質排出量ゼロの実現を目指しており、計画の公表を以

て、飯塚市として「ゼロカーボンシティ表明」を行っています。 

 

 

 

 

 

 

第 3 次飯塚市環境基本計画 

田川市の取組 

 

浄化槽情報Ｗｅｂサイトを作成                   
 環境政策課 

令和４年４月１日から、浄化槽設置の普及、啓発を促進すること

を目的に、田川市浄化槽技術向上協議会の Web サイトを公開し

ました。 

このサイトでは、浄化槽になじみがない方でも、浄化槽を身近

に感じてもらうため、浄化槽工事の事例や、浄化槽工事の工程、

浄化槽維持管理作業の手順、田川市の浄化槽設置費補助金を活

用して浄化槽工事を行った場合の概算の自己負担額を算出する

ことができる「工事費シミュレーター」などを公開しています。 

今後も、維持管理作業の動画を公開するなど、浄化槽に関する

様々な情報を発信していきます。 

Web サイトトップページ 

Web サイト QR コード 

                      

 

第２章 県内の主な取組 第３節 市町村の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古賀市の取組 

 
古賀市環境人材バンク                  

 市民部環境課環境整備係 

古賀市では、市民一人ひとりが自覚と責任を持ち、環境に配慮

した行動ができるような環境教育を推進するため「古賀市環境人

材バンク」制度を創設しました。 

自然環境やごみ・リサイクル、地球温暖化など、環境に関するそ

れぞれの分野において豊富な知識や経験を有する個人や団体を

「環境アドバイザー」として登録し、地域や学校、企業などでの学

習会、研修会などに講師として派遣しています。また必要に応じ

て、活動のサポートや参加者の安全を守るために、お手伝いをし

てくれる「環境サポーター」も派遣します。（派遣に係る費用は市が

負担。教材費等の実費は利用者が負担） 

今後は、新型コロナウイルス対策のため、オンラインでの実施な

ど、利用しやすい環境の整備を図っていきます。 

 

 

 

環境アドバイザー派遣の様子 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ減量化推進優良事業所及び最優良事業所認定  
市民部環境課資源循環推進係 

古賀市では、事業所から排出される廃棄物の発生抑制・再使

用・再生利用その他の減量化に取り組む市内の事業所を「古賀

市ごみ減量化推進事業所」として認定しています。 

令和３年度は、商品の包装材のリサイクルや、社員へのマイボ

トル配布によるごみ減量の啓発、会議資料等のペーパーレス化

を実施する事業所を認定しました。 

今後も「優良事業所」の認定を継続して行い、おおむね３年に

１回の頻度で、顕著な取組みを行う事業所を「最優良事業所」と

して表彰を行います。 

この活動を通して、これまでの認定事業所の更なる活動の活

性化のみならず、他の事業所及び市民のごみ減量の意識向上

を図り、廃棄物処理に係る使用エネルギーの削減に取組みま

す。 

 

 

 

 

 

最優良事業所表彰プレート 

認定証授与の様子 

                      

 

第２章 県内の主な取組 第３節 市町村の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯塚市の取組 

 

第 3 次飯塚市環境基本計画の策定                        
 市民環境部環境整備課 

飯塚市では、「人＋自然＋やさしいまち＝いいづか」の将来像

の実現を目指し、２０１２年３月に策定した「第２次飯塚市環境基本

計画」の推進に努めてまいりました。 

「第２次飯塚市環境基本計画」の計画期間が２０２２年度末を以

て終了することから、２０２２年３月に「第３次飯塚市環境基本計

画」を策定しました。 

この計画では、新たに SDGｓ（持続可能な開発目標）の１７のゴ

ールを踏まえた施策を定めるほか、２０２１年１０月に閣議決定され

た「地球温暖化対策計画」に基づき、市内の温室効果ガス排出量

について、２０３０年度までの４６％削減（２０１３年度比）、２０５０年

度までの実質排出量ゼロの実現を目指しており、計画の公表を以

て、飯塚市として「ゼロカーボンシティ表明」を行っています。 

 

 

 

 

 

 

第 3 次飯塚市環境基本計画 

田川市の取組 

 

浄化槽情報Ｗｅｂサイトを作成                   
 環境政策課 

令和４年４月１日から、浄化槽設置の普及、啓発を促進すること

を目的に、田川市浄化槽技術向上協議会の Web サイトを公開し

ました。 

このサイトでは、浄化槽になじみがない方でも、浄化槽を身近

に感じてもらうため、浄化槽工事の事例や、浄化槽工事の工程、

浄化槽維持管理作業の手順、田川市の浄化槽設置費補助金を活

用して浄化槽工事を行った場合の概算の自己負担額を算出する

ことができる「工事費シミュレーター」などを公開しています。 

今後も、維持管理作業の動画を公開するなど、浄化槽に関する

様々な情報を発信していきます。 

Web サイトトップページ 

Web サイト QR コード 

                      

 

第２章 県内の主な取組 第３節 市町村の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古賀市の取組 

 
古賀市環境人材バンク                  

 市民部環境課環境整備係 

古賀市では、市民一人ひとりが自覚と責任を持ち、環境に配慮

した行動ができるような環境教育を推進するため「古賀市環境人

材バンク」制度を創設しました。 

自然環境やごみ・リサイクル、地球温暖化など、環境に関するそ

れぞれの分野において豊富な知識や経験を有する個人や団体を

「環境アドバイザー」として登録し、地域や学校、企業などでの学

習会、研修会などに講師として派遣しています。また必要に応じ

て、活動のサポートや参加者の安全を守るために、お手伝いをし

てくれる「環境サポーター」も派遣します。（派遣に係る費用は市が

負担。教材費等の実費は利用者が負担） 

今後は、新型コロナウイルス対策のため、オンラインでの実施な

ど、利用しやすい環境の整備を図っていきます。 
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ごみ減量化推進優良事業所及び最優良事業所認定  
市民部環境課資源循環推進係 

古賀市では、事業所から排出される廃棄物の発生抑制・再使

用・再生利用その他の減量化に取り組む市内の事業所を「古賀

市ごみ減量化推進事業所」として認定しています。 

令和３年度は、商品の包装材のリサイクルや、社員へのマイボ

トル配布によるごみ減量の啓発、会議資料等のペーパーレス化

を実施する事業所を認定しました。 

今後も「優良事業所」の認定を継続して行い、おおむね３年に

１回の頻度で、顕著な取組みを行う事業所を「最優良事業所」と

して表彰を行います。 

この活動を通して、これまでの認定事業所の更なる活動の活

性化のみならず、他の事業所及び市民のごみ減量の意識向上

を図り、廃棄物処理に係る使用エネルギーの削減に取組みま

す。 

 

 

 

 

 

最優良事業所表彰プレート 

認定証授与の様子 
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第２章 県内の主な取組 第３節 市町村の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那珂川市の取組 

 

ゼロカーボンシティ那珂川を宣言しました                   
 環境課 

本市では、令和４年2月28日、那珂川市議会第 1回定例会で

市長が「ゼロカーボンシティ那珂川」を宣言し、行政、事業者、市

民が一丸となって、温室効果ガス削減に取り組む決意をしまし

た。 

この宣言に合わせまして、令和4年度に環境省補助事業である

「令和 3 年度（補正予算）二酸化炭素排出抑制対策事業費補助

金」を活用し、再生可能エネルギーの導入目標や導入戦略を定め

ます「那珂川市再生可能エネルギー導入戦略」を策定するととも

に、「地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）」の改

定及び策定を行い、市民や事業者などとともにカーボンニュートラ

ル社会に向けて取り組みを加速していくこととしました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

「ゼロカーボンシティ那珂川」 

宣言都市 

岡垣町の取組 

 

ラブアース・クリーンアップ２０２２       
 住民環境課 

岡垣町では、住民・企業・行政が連携する協働の取組として、海

岸線の一斉清掃「ラブアース・クリーンアップ」を行っています。 

令和２、３年度については新型コロナウイルス感染症の影響で

中止となりましたが、令和４年６月５日に、３年ぶり２９回目となる

「ラブアース・クリーンアップ２０２２」を開催しました。三里松原海

岸一帯５会場であわせて約７００人のボランティアが参加し、約４ト

ンの漂着ごみを回収することができました。 

岡垣町の三里松原海岸は、日本の白砂青松１００選に選ばれ、

また絶滅危惧種に指定されたアカウミガメが産卵に訪れる場所で

もあります。きれいな海岸を次世代に引き継ぎ、いつまでもウミガ

メが産卵に帰ってくるように、今後も海岸線の清掃活動を継続し、

この活動を通して参加者の町の環境に対する意識向上を図って

いきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ラブアース・クリーンアップ 

の実施の様子 

                      

 

第２章 県内の主な取組 第３節 市町村の取組 
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ゼロカーボンシティ那珂川を宣言しました                   
 環境課 

本市では、令和４年2月28日、那珂川市議会第 1回定例会で

市長が「ゼロカーボンシティ那珂川」を宣言し、行政、事業者、市

民が一丸となって、温室効果ガス削減に取り組む決意をしまし
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この宣言に合わせまして、令和4年度に環境省補助事業である

「令和 3 年度（補正予算）二酸化炭素排出抑制対策事業費補助

金」を活用し、再生可能エネルギーの導入目標や導入戦略を定め

ます「那珂川市再生可能エネルギー導入戦略」を策定するととも

に、「地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）」の改

定及び策定を行い、市民や事業者などとともにカーボンニュートラ

ル社会に向けて取り組みを加速していくこととしました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

「ゼロカーボンシティ那珂川」 

宣言都市 

岡垣町の取組 

 

ラブアース・クリーンアップ２０２２       
 住民環境課 

岡垣町では、住民・企業・行政が連携する協働の取組として、海

岸線の一斉清掃「ラブアース・クリーンアップ」を行っています。 

令和２、３年度については新型コロナウイルス感染症の影響で

中止となりましたが、令和４年６月５日に、３年ぶり２９回目となる

「ラブアース・クリーンアップ２０２２」を開催しました。三里松原海

岸一帯５会場であわせて約７００人のボランティアが参加し、約４ト

ンの漂着ごみを回収することができました。 

岡垣町の三里松原海岸は、日本の白砂青松１００選に選ばれ、

また絶滅危惧種に指定されたアカウミガメが産卵に訪れる場所で

もあります。きれいな海岸を次世代に引き継ぎ、いつまでもウミガ

メが産卵に帰ってくるように、今後も海岸線の清掃活動を継続し、

この活動を通して参加者の町の環境に対する意識向上を図って

いきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ラブアース・クリーンアップ 

の実施の様子 
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第２章 県内の主な取組 第３節 市町村の取組 
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ゼロカーボンシティ那珂川を宣言しました                   
 環境課 

本市では、令和４年2月28日、那珂川市議会第 1回定例会で

市長が「ゼロカーボンシティ那珂川」を宣言し、行政、事業者、市

民が一丸となって、温室効果ガス削減に取り組む決意をしまし

た。 

この宣言に合わせまして、令和4年度に環境省補助事業である

「令和 3 年度（補正予算）二酸化炭素排出抑制対策事業費補助

金」を活用し、再生可能エネルギーの導入目標や導入戦略を定め

ます「那珂川市再生可能エネルギー導入戦略」を策定するととも

に、「地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）」の改

定及び策定を行い、市民や事業者などとともにカーボンニュートラ

ル社会に向けて取り組みを加速していくこととしました。 
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また絶滅危惧種に指定されたアカウミガメが産卵に訪れる場所で

もあります。きれいな海岸を次世代に引き継ぎ、いつまでもウミガ

メが産卵に帰ってくるように、今後も海岸線の清掃活動を継続し、

この活動を通して参加者の町の環境に対する意識向上を図って

いきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ラブアース・クリーンアップ 
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第２章 県内の主な取組 第３節 市町村の取組 
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この活動を通して参加者の町の環境に対する意識向上を図って

いきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ラブアース・クリーンアップ 

の実施の様子 

第２部 

環境の現況と対策 





第１章 福岡県環境総合ビジョンの概要 

本県では、『豊かな環境が支える県民幸福度日本一の福岡県』を目指す「福岡県環境総合ビジ

ョン（第四次福岡県環境総合基本計画）」を平成 29（2017）年度に策定し、これまで各種施策を推

進してきました。 

その結果、令和３（2021）年度末時点で、当該計画で設定した 20 の指標のうち、１２項目で目

標を達成しました。一方で、国内外では様々な状況の変化が生じていることから、これまでの成果

を踏まえつつ、このような状況の変化に的確に対応するため、第四次計画を前倒しで見直し、４（２

０２２）年３月に新たな福岡県環境総合ビジョン（第五次福岡県環境総合基本計画）を策定しました。 

１ 位置付けと役割 

県政運営の基本である福岡県総合計画（計画期間：令和 4（2022）年度からの 5 年間）を踏ま

え、環境面に関する事項を実現していくためのものであり、以下の 2 つの役割を持っています。 

 本県において持続可能な社会を目指すための環境に関する施策の基本的な方向性を示し、

環境の面から総合的・計画的に県行政を推進するための施策大綱 

 県民・事業者・行政など、全ての主体が環境について考え行動する際の指針 

２ 将来像と施策体系 

環境・経済・社会の 3 つの側面を調和させつつ、前計画に引き続きＳＤＧｓの考え方を活用し、分

野横断的に課題に取り組むことにより、環境と経済の好循環を実現する持続可能な社会の構築を

目指します。 

一方、地球温暖化（気候変動）やプラスチックごみ等、近年の環境問題を取り巻く状況は大き

く変化していることに留意する必要があります。 

このことから、環境の将来像を実現するため、相互に関連する 7 つの柱を設定し、柱ごとに目

指す姿を示した上で、全体として持続可能な社会を目指します。 

ビ
ジ
ョ
ン
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【7つの柱の目指す姿】 

① 経済・社会のグリーン化 

－技術・システム・ライフスタイルのイノベーション－ 

 事業者が、環境配慮型のビジネススタイルへの転換、商品・サービスの開発・普及に努め、

県民一人一人が、環境配慮型のライフスタイルを選択する経済・社会のグリーン化が進ん

だ社会。 

 環境負荷の低減に寄与する産業が発展し、新たな価値の創出や社会システムの変革等グ

リーンイノベーションが進んだ社会。 

 環境負荷低減努力が利益に結び付き、環境関連産業が基幹産業の一つとなっている社会。 

② 持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり 

－多様な主体による環境啓発活動や環境教育－ 

 県民誰もが環境負荷の少ない行動を実践することで、持続可能な社会を実現している暮ら

しやすい地域。 

 個々に行われていた環境教育、環境学習等が広がり、地域に根差した環境保全の取組の

ネットワークが拡大した社会。 

③ 脱炭素社会への移行 

－地球温暖化防止と気候変動への適応－ 

 省エネルギー型のライフスタイル・ビジネススタイルが浸透し、地域の特性を活かした太陽

光、風力等の再生可能エネルギーや水素エネルギーの活用、森林の適正管理が進む等、脱

炭素化に向けて温室効果ガスの排出削減と吸収源に関する対策（緩和策）が進んだ社会。  

 集中豪雨等の自然災害に備えたインフラ整備や、高温に強い農作物の品種開発・普及等の

対策（適応策）が進み、気候変動の影響による被害を防止・軽減することにより、迅速に回

復できる社会。 

④ 循環型社会の推進 

－資源の効率的活用と廃棄物の適正処理－ 

 県民や事業者等の活動により、製品のライフサイクル全体での効果的・効率的な資源循環

が進み、限られた資源が有効に利用される社会。 

 廃棄物の不法投棄がなく、適正に処理され、県民が快適に暮らせる社会。 

⑤ 自然共生社会の推進 

－生物多様性の保全・利用と「ワンヘルス」の実現－ 

 県民一人一人や事業者が生物多様性の重要性を認識し、暮らしの中や事業活動において

常に生物多様性に配慮した行動がとられている社会。  

 豊かな自然の保全と社会経済活動が両立し、人と生きものが環境の中で一つにつながり、

健やかにともに生きることにより成立した里地里山や里海等の地域、文化が保全される等、

生物多様性の恵みを持続的に享受できる社会。 

⑥ 健康で快適に暮らせる生活環境の形成 

－心地よい空気・水・土・居住環境の保全－ 

 きれいな空気・清らかな水・安全な土壌・静かな居住環境等が守られた、県民が健康で心地

よく暮らせる社会。 

 個性豊かで、美しいまち並みと景観の保全形成に取り組み、誇りを持って次の世代に継承
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【7つの柱の目指す姿】 
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 事業者が、環境配慮型のビジネススタイルへの転換、商品・サービスの開発・普及に努め、

県民一人一人が、環境配慮型のライフスタイルを選択する経済・社会のグリーン化が進ん
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 個々に行われていた環境教育、環境学習等が広がり、地域に根差した環境保全の取組の
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－地球温暖化防止と気候変動への適応－ 
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 集中豪雨等の自然災害に備えたインフラ整備や、高温に強い農作物の品種開発・普及等の

対策（適応策）が進み、気候変動の影響による被害を防止・軽減することにより、迅速に回

復できる社会。 

④ 循環型社会の推進 

－資源の効率的活用と廃棄物の適正処理－ 

 県民や事業者等の活動により、製品のライフサイクル全体での効果的・効率的な資源循環

が進み、限られた資源が有効に利用される社会。 

 廃棄物の不法投棄がなく、適正に処理され、県民が快適に暮らせる社会。 

⑤ 自然共生社会の推進 

－生物多様性の保全・利用と「ワンヘルス」の実現－ 

 県民一人一人や事業者が生物多様性の重要性を認識し、暮らしの中や事業活動において

常に生物多様性に配慮した行動がとられている社会。  

 豊かな自然の保全と社会経済活動が両立し、人と生きものが環境の中で一つにつながり、

健やかにともに生きることにより成立した里地里山や里海等の地域、文化が保全される等、

生物多様性の恵みを持続的に享受できる社会。 

⑥ 健康で快適に暮らせる生活環境の形成 

－心地よい空気・水・土・居住環境の保全－ 

 きれいな空気・清らかな水・安全な土壌・静かな居住環境等が守られた、県民が健康で心地

よく暮らせる社会。 

 個性豊かで、美しいまち並みと景観の保全形成に取り組み、誇りを持って次の世代に継承

 

 

することができる社会。 

⑦ 国際環境協力の推進 

－県内の環境技術によるアジアの環境問題の改善－ 

 アジア諸地域と構築した人的ネットワークや、県内に蓄積された環境技術・ノウハウ等を活

用し、アジアの環境問題の改善、持続可能な社会の構築を促進する社会。 

 ＮＰＯや事業者等の民間における国際環境協力が活性化している社会。 

 

３ 推進体制・進行管理 

(1) 推進体制 

 福岡県における総合的な計画推進 

 ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善を図るため、庁内協議機関である「福岡県環境対策協

議会」（会長:副知事、委員:各部長及び教育長）を活用し、全庁的な進捗状況・問題点等の共

有を行い、計画の推進を図るとともに、必要に応じて施策の見直し・強化等を検討します。 

 県民や事業者、行政等各主体との連携による計画推進 

 県民団体や事業者団体、行政（市長会、町村会、政令市）が参加する「福岡県環境県民会議」

を活用し、各主体の活動テーマに反映させ、県民・事業者・市町村・本県が一体となって計画

の推進を図ります。 

 地域連携による計画推進 

 県内市町村等と連携するとともに、本環境総合ビジョンや環境に関する優良事例等の情報

発信を行います。また、市町村等に対しても、地域において様々な主体との連携や情報発信

を促します。 

 さらに、各保健福祉環境事務所に設置されている「地域環境協議会」を活用し、地域が一体

となって計画の推進を図ります。 

 広域連携による計画推進 

 大気汚染物質の移流や海岸漂着物対策等、県境や国境を越えた環境問題に対処するため、

隣接する佐賀県や熊本県、大分県をはじめとした九州内各県その他関係自治体や他国自治

体との連携、国への働きかけ等を行い、計画の推進を図ります。 

 

(2) 進行管理 

 進捗状況の点検及び公表 

 指標の動向やその要因、施策の実施状況調査、さらに環境に関する県民意識調査を実施

する等により点検を行い、計画の進捗状況について取りまとめ、福岡県環境対策協議会及び

福岡県環境審議会に報告するとともに、環境白書により公表します。 

 環境の状況変化に応じた計画の見直し等 

 環境の状況変化、国内外の環境政策の動向等を踏まえ、必要に応じて計画期間中であっ

ても見直しを行います。 
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【環境総合ビジョン指標一覧】 

 

 

柱 指標項目 目標 現状 

経済・社会の 

グリーン化 

「エコ事業所」登録事業所数 2,974 事業所 

令和 8（2026）年度 

2,374 事業所 

令和 3（2021）年度当初 

新たに電動化や情報通信等の次世代技術に
取り組む自動車関連企業数 

75 社・団体 
（5 年間累計） 

令和 8（2026）年度 

9 社・団体/年 
 

令和 2（2020）年度 

特区制度を活用して設備投資を行った企業
数 

累計 300 社 

令和 8（2026）年度 

累計 16４ 社 

令和 2（2020）年度 

リサイクル技術の実用化件数 累計 49 件 

令和 8（2026）年度 

累計 37 件 

令和 2（2020）年度 

持続可能な社

会を実現するた

めの地域づく

り・人づくり 

こどもエコクラブ登録団体数 200 クラブ 

令和 8（2026）年度 

143 クラブ 

令和 2（2020）年度 

環境講座・環境イベント等の開催数 1,560 件 

令和 8（2026）年度 

1,043 件 

令和 2（2020）年度 

脱炭素社会 

への移行 

再生可能エネルギー発電設備導入容量 405 万 kW 

令和 8（2026）年度 

269 万 kW 

令和 2（2020）年度 

家庭（１世帯当たり）における 

エネルギー消費量 1 

23.3 GJ／世帯 

令和 8（2026）年度 

26.9 GJ／世帯 

平成 30（2018）年度 

事業所（床面積当たり）における 

エネルギー消費量 1 

1.04 GJ／㎡ 

令和 8（2026）年度 

1.13 GJ／㎡ 

平成 30（2018）年度 

公共建築物等における木材利用量 累計 55,000 ㎥ 

令和 8（2026）年度までの 
5 年間 

累計 46,227 ㎥ 

令和 2（2020）年度までの 
5 年間 

 

  

                                        
1 GJ（ギガジュール）：J（ジュール）はエネルギーの単位。1GJ は、エアコン 1 台（2020 年式、冷暖房兼用、冷房能力 2.8kW）の 1 年間

の消費電力量（815kW）の約 1/3 に相当する。 
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【環境総合ビジョン指標一覧】 

 

 

柱 指標項目 目標 現状 

経済・社会の 

グリーン化 

「エコ事業所」登録事業所数 2,974 事業所 

令和 8（2026）年度 

2,374 事業所 

令和 3（2021）年度当初 

新たに電動化や情報通信等の次世代技術に
取り組む自動車関連企業数 

75 社・団体 
（5 年間累計） 

令和 8（2026）年度 

9 社・団体/年 
 

令和 2（2020）年度 

特区制度を活用して設備投資を行った企業
数 

累計 300 社 

令和 8（2026）年度 

累計 16４ 社 

令和 2（2020）年度 

リサイクル技術の実用化件数 累計 49 件 

令和 8（2026）年度 

累計 37 件 

令和 2（2020）年度 

持続可能な社

会を実現するた

めの地域づく

り・人づくり 

こどもエコクラブ登録団体数 200 クラブ 

令和 8（2026）年度 

143 クラブ 

令和 2（2020）年度 

環境講座・環境イベント等の開催数 1,560 件 

令和 8（2026）年度 

1,043 件 

令和 2（2020）年度 

脱炭素社会 

への移行 

再生可能エネルギー発電設備導入容量 405 万 kW 

令和 8（2026）年度 

269 万 kW 

令和 2（2020）年度 

家庭（１世帯当たり）における 

エネルギー消費量 1 

23.3 GJ／世帯 

令和 8（2026）年度 

26.9 GJ／世帯 

平成 30（2018）年度 

事業所（床面積当たり）における 

エネルギー消費量 1 

1.04 GJ／㎡ 

令和 8（2026）年度 

1.13 GJ／㎡ 

平成 30（2018）年度 

公共建築物等における木材利用量 累計 55,000 ㎥ 

令和 8（2026）年度までの 
5 年間 

累計 46,227 ㎥ 

令和 2（2020）年度までの 
5 年間 

 

  

                                        
1 GJ（ギガジュール）：J（ジュール）はエネルギーの単位。1GJ は、エアコン 1 台（2020 年式、冷暖房兼用、冷房能力 2.8kW）の 1 年間

の消費電力量（815kW）の約 1/3 に相当する。 

 

 

 

 

柱 指標項目 目標 現状 

循環型社会の

推進 

一般廃棄物最終処分量 171 千トン以下 

令和 7（2025）年度 

176 千トン 

令和 2（2020）年度 

産業廃棄物最終処分量 526 千トン以下 

令和 7（2025）年度 

510 千トン 

令和元（2019）年度 

食品ロス削減県民運動協力店 

（食べもの余らせん隊）登録店舗数 

1,500 店舗 

令和 8（2026）年度 

1,192 店舗 

令和 2（2020）年度 

自然共生 

社会の推進 

生物多様性プラットフォーム（ホームページ）
のアクセス数 

266,100 件 

令和 8（2026）年度 

177,391 件 

令和 2（2020）年度 

平尾台自然観察センターの利用者数 44,000 人 

令和 8（2026）年度 

39,980 人 

平成 30（2018）年度 

農地等の維持・保全に取り組む面積 42,180 ha 

令和 8（2026）年度 

41,545 ha 

令和 2（2020）年度 

健康で快適に

暮らせる生活環

境の形成 

 

 

 

環境基準の達成率 

 

 

 

 

環境基準達成率の 

向上・達成維持を 

図る 

 
 
 

令和 8（2026）年度 

大気 
（SPM、NO₂：100％） 

水質 
（BOD、COD：76.1％） 

DXN類 
（大気、公共用水域水質、公共用

水域底質、地下水、土壌：
100％） 

騒音 
（航空機：97.6%、新幹線： 
70.5%、自動車：96.2%） 

令和 2（2020）年度 

河川及び海岸愛護団体登録数 700 団体 

令和 8（2026）年度 

511 団体 

令和 2（2020）年度 

国際環境 

協力の推進 

本県が行う国際環境協力の案件数 累計 27 件 

令和 8（2026）年度 

累計 14 件 

令和 2（2020）年度 

本県が行う国際環境協力に係る研修への参
加者数 

累計 315 人 

令和 8（2026）年度 

累計 231 人 

令和 2（2020）年度 
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【環境総合ビジョンとＳＤＧｓ １７のゴールとの関連】 

※7 つの柱及び施策の方向に関連する主な SDGs ゴールを示しています。

柱 
SDGs ゴール→ 

施策の方向↓ 

1 2 3 4 5 

１ 経済・社会のグリ

ーン化 

経済・社会のグリーン化の推進 ○ ○ ○ ○ 

グリーンイノベーションの推進 ○ ○ 

２ 持続可能な社会を実

現するための地域づく

り・人づくり 

地域資源を活かした魅力ある地域づくりの推進 ○ ○ 

環境を考えて行動する人づくりの推進 ○ ○ ○ 

3 脱炭素社会への

移行 

温室効果ガスの排出削減（緩和策） ○ ○ ○ ○ 

温室効果ガスの吸収源対策（緩和策） 

気候変動の影響への適応（適応策） ○ ○ ○ ○ 

４ 循環型社会の推

進 

限りある資源の効率的な利用 ○ ○ 

資源循環利用の推進 ○ 

廃棄物の適正処理による環境負荷の低減 ○ ○ ○ ○ 

5 自然共生社会の

推進 

生物多様性の保全と自然再生の推進 ○ ○ ○ ○ 

生物多様性の持続可能な利用 ○ ○ ○ 

６ 健康で快適に暮ら

せる生活環境の形成 

統合的な対策 ○ ○ ○ 

大気環境の保全 ○ ○ 

水環境の保全 ○ 

土壌環境の保全 ○ 

化学物質等による環境・健康影響対策 ○ ○ 

その他の生活環境の保全 ○ 

７ 国際環境協力の

推進 

環境技術・ノウハウを活用した国際協力の推進 ○ 

民間及び国連機関と連携した国際環境協力の促進 
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【環境総合ビジョンとＳＤＧｓ １７のゴールとの関連】 

※7 つの柱及び施策の方向に関連する主な SDGs ゴールを示しています。

柱 
SDGs ゴール→ 

施策の方向↓ 

1 2 3 4 5 

１ 経済・社会のグリ

ーン化 

経済・社会のグリーン化の推進 ○ ○ ○ ○ 

グリーンイノベーションの推進 ○ ○ 

２ 持続可能な社会を実

現するための地域づく

り・人づくり 

地域資源を活かした魅力ある地域づくりの推進 ○ ○ 

環境を考えて行動する人づくりの推進 ○ ○ ○ 

3 脱炭素社会への

移行 

温室効果ガスの排出削減（緩和策） ○ ○ ○ ○ 

温室効果ガスの吸収源対策（緩和策） 

気候変動の影響への適応（適応策） ○ ○ ○ ○ 

４ 循環型社会の推

進 

限りある資源の効率的な利用 ○ ○ 

資源循環利用の推進 ○ 

廃棄物の適正処理による環境負荷の低減 ○ ○ ○ ○ 

5 自然共生社会の

推進 

生物多様性の保全と自然再生の推進 ○ ○ ○ ○ 

生物多様性の持続可能な利用 ○ ○ ○ 

６ 健康で快適に暮ら

せる生活環境の形成 

統合的な対策 ○ ○ ○ 

大気環境の保全 ○ ○ 

水環境の保全 ○ 

土壌環境の保全 ○ 

化学物質等による環境・健康影響対策 ○ ○ 

その他の生活環境の保全 ○ 

７ 国際環境協力の

推進 

環境技術・ノウハウを活用した国際協力の推進 ○ 

民間及び国連機関と連携した国際環境協力の促進 

 

 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

     ○  ○  ○   

○   ○  ○  ○ ○ ○  ○ 

○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○ 

○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

○  ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

○   ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○     ○ ○  ○ ○  ○ 

○   ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

○   ○  ○ ○   ○ ○ ○ 

○   ○  ○ ○ ○    ○ 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ 
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第２章 経済・社会のグリーン化

 

 

 

 

◆目指す姿

事業者が、環境配慮型のビジネススタイルへの転換、商品・サービスの開発・普及に努め、県民

一人一人が、環境配慮型のライフスタイルを選択する経済・社会のグリーン化が進んだ社会。 

環境負荷の低減に寄与する産業が発展し、新たな価値の創出や社会システムの変革等グリー

ンイノベーションが進んだ社会。 

環境負荷低減努力が利益に結び付き、環境関連産業が基幹産業の一つとなっている社会。 

◆指標

指標項目 目標 計画策定時 

「エコ事業所」登録事業所数 
2,974 事業所 

令和 8（2026）年度 
2,374 事業所 

令和 3（2021）年度当初 

新たに電動化や情報通信等の 
次世代技術に取り組む 
自動車関連企業数 

75 社・団体 
（5年間累計） 

令和 8（2026）年度 

9 社・団体/年 

令和 2（2020）年度 

特区制度を活用して 
設備投資を行った企業数 

累計 300 社 
令和 8（2026）年度 

累計 164 社 
令和 2（2020）年度 

リサイクル技術の実用化件数 
累計 49 件 

令和 8（2026）年度 
累計 37 件 

令和 2（2020）年度 

第２章では、経済・社会のグリーン化とグリーンイノベーションを支援する取組について掲載

しています。本県では、関連産業技術の実用化・普及促進や環境関連産業の振興、グリーンエ

ネルギーの普及促進、環境に配慮した農林水産業の振興などのため、様々な施策を行ってい

ます。 
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１ 環境配慮型ビジネススタイルの普及 

(1) エコ事業所応援事業 

【環境保全課】 

事業所における地球温暖化対策を推進す

るため、平成19（2007）年度から電気やガソ

リン使用量の削減などの省エネルギー・省資

源の取組を促進する「エコ事業所応援事業」

を実施しています。令和４（202２）年度当初

で 2,387 の事業所が参加しています。 

また、事業所における環境マネジメントシス

テムの取組を支援するため、エコアクション

21 の導入セミナーや認証取得に向けた無料

のコンサルティング会を開催しています。 

(2) グリーン購入法及びそれに基づく基本方

針について 

【環境保全課】 

循環型社会の形成のためには、「再生品等

の供給面の取組」に加え、「需要面からの取

組が重要である」という観点から、平成 12

（2000）年度に循環型社会形成推進基本法

の個別法の一つとして、「グリーン購入法」が

制定されました。同法は、国等の公的機関が

率先して環境物品等（環境負荷低減に資する

製品・サービス）の調達を推進するとともに、

環境物品等に関する適切な情報提供を促進

することにより、需要の転換を図り、持続的発

展が可能な社会の構築を推進することを目

指しています。 

国、独立行政法人及び特殊法人は、グリー

ン購入法第６条の規定に基づき、環境物品等

の調達を総合的かつ計画的に推進するため、

環境物品等の調達の推進に関する基本方針

を定めています。基本方針には、国等の機関

が特に重点的に調達を推進する環境物品等

の種類である特定調達品目及びその判断基

準についても規定しています。 

(3) 九州グリーン購入ネットワーク 

【環境保全課】 

平成 1８（200６）年度に、県内におけるグリ

ーン購入の取組を拡大することを目的として、

企業、環境団体、消費者団体、行政等によっ

て「九州グリーン購入ネットワーク・福岡」が設

立されました。その後、活動範囲を九州全域

へと拡大するため、20（2008）年度に「九州

グリーン購入ネットワーク」へと名称を変更し、

ネットワークの拡大を図っています。令和 4

（2022）年度当初で 73 団体・企業が会員と

なっており、グリーン購入の普及啓発活動や

各種情報提供、研修セミナー、地域のエコ商

品の紹介、環境学習支援・教材開発などの活

動を行っています。 

(4) リサイクル製品の利用促進 

【循環型社会推進課】 

再生資源を原材料とし、一定の基準を満た

す製品に対し、県が認定を行う建設資材対象

の「福岡県リサイクル製品認定制度」及び生

活関連用品対象の「福岡県県産リサイクル製

品認定制度」について、その利用を促進して

令和３（２０２１）年６月、地球温暖化への対応を経済成長の制約でなく成長の機会と捉え、

「経済と環境の好循環」を実現するための産業政策「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグ

リーン成長戦略」が策定されました。本県では、グリーン成長戦略で示された１４の重要分野

のうち、既に風力産業や水素産業のほか、自動車産業、農林水産業等の分野に取り組んで

いるほか、産業用ロボットやパワー半導体等、省エネルギー・省資源型の製品を生産する産

業も集積しており、これらの取組をさらに進めていく必要があります。 

第１節 経済・社会のグリーン化の推進 

〔グリーン購入法〕 
グ
リ
ー
ン
化
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います。（詳細は第 5 章に記載） 

(5) 民間活力を活用した再生可能エネルギー

の導入 

【総合政策課エネルギー政策室】 

本県では、市町村や民間事業者の取組を

支援するため、再生可能エネルギー導入検

討に必要となる日照時間や風況などの基本

データをワンストップで提供する、全国初の

「再生可能エネルギー導入支援システム」（U

RL:https://www.f-energy.jp/search

/）の公開や、「福岡県再生可能エネルギー導

入支援アドバイザー」の派遣などにより、民間

活力を活用した再生可能エネルギーの導入

を促進しています。（詳細は第４章に記載） 

(6) 福岡県公共工事生物多様性配慮指針 

【自然環境課】 

「福岡県生物多様性戦略」の生物多様性の

保全と再生を図るという行動指針に基づいた

施策の１つとして、本県が率先して「生物多様

性に配慮した公共工事の推進」に取り組むこ

とを目的とした「福岡県公共工事生物多様性

配慮指針」を策定し、生物多様性を保全する

ために配慮すべき視点などを明確に示し、本

県が実施する公共工事が、より生物多様性に

配慮したものとなるよう、取組を進めていきま

す。（詳細は第 6 章に記載） 

(7) 福岡県環境物品等調達方針 

【環境保全課】 

本県では、平成 13（2001）年度に「福岡県

環境物品等調達方針」を作成し、県の全機関

を挙げて環境に配慮した物品等の調達に取

り組んでいます。 

令和３（202１）年度の環境物品等調達方

針では、19 分類 19４品目について調達率

100％の目標を掲げて取組を行い、その目

標達成状況は、99.9％となっています。 

福岡県環境物品等調達方針の 
目標達成状況 (単位：％) 

年 度 
 

H30 R1 R2 R3 

紙類 99.9 99.9 99.8 99.9 

納入印刷物 99.8 100 100 100 

文具類 99.9 99.9 99.9 99.9 

オフィス家具等 99.9 99.5 99.8 99.8 

画像機器等 100 99.9 99.9 99.9 

電子計算機等 100 99.9 100 99.6 

オフィス機器等 99.9 99.9 99.9 100 

移動電話等 100 100 100 100 

家電製品 100 100 100 100 

エアコンディショナー等 100 100 100 99.4 

温水器等 100 100 100 100 

消火器 100 100 100 100 

照明 100 100 99.9 100 

自動車等 100 100 100 100 

制服・作業服等 100 99.9 100 100 

インテリア等 100 100 100 99.8 

防災備蓄用品 100 100 100 99.8 

設備 100 100 100 100 

計 99.9 99.9 99.9 99.9 

目標達成率の算定方法：金額ベースで算定。 

 

２ 環境配慮型ライフスタイルの普及 

(1) エコファミリー応援事業 

【環境保全課】 

家庭における地球温暖化対策を推進する

ため、電気やガス、水道、ガソリン使用量の削

減などの省エネルギー・省資源の取組を促進

する「エコファミリー応援事業」を実施してい

ます。 

エコファミリーの活動を支援するため、「九

州エコファミリー応援アプリ（エコふぁみ）」を

運用、アプリに登録したエコファミリーが、協

賛店で割引等を受けることができるパスポー

トの取得や、アプリに掲載されている活動に

取り組みポイントを貯めることで県産品の抽

選に参加できる特典をもうけています。また、

本アプリや「ふくおかエコライフ応援 book

（福岡県環境家計簿）」を用いて、上半期（4

月～9 月）及び下半期（10 月～翌年 3 月）に

おける家庭での電気、ガス、水道、ガソリン等

の使用量を報告した世帯に、抽選で協賛企

業から提供いただいた賞品を進呈していま

す。 
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九州エコファミリー応援アプリ 

(2) その他の県民参加型事業 

【環境政策課】 

【循環型社会推進課】 

子どもたちが地域の中で楽しみながら自

主的に環境保全活動・学習を行うことを支援

する「こどもエコクラブ事業」や、プラスチック

の使用削減等に取り組む事業所を応援する

「ふくおかプラごみ削減協力店」の登録、事業

者や県民による使い捨てプラスチックの使用

削減を推進する「ふくおかプラごみ削減キャ

ンペーン」の実施など、環境配慮型のライフス

タイルの普及啓発を進めています。（第３部

（資料）に年間を通じて募集している県民参

加型事業の一覧表を掲載） 

(3) 建築物・住宅の省エネルギー化 

【建築指導課】 

【住宅計画課】 

省エネ性能や創エネ機器の効果的な活用

に関する技術や効果に関する情報提供を進

める「住宅情報提供推進事業」や、良質な住

宅供給促進のための「ふくおか型長期優良住

宅ローン制度」、また「建築物省エネ法」「エコ

まち法」による新規・既存建築物の省エネ化

促進などを通して、建築物・住宅における省

エネルギー化の促進を図っています。（詳細

は第４章に記載） 

 

３ 環境負荷低減に寄与する産業の育成

と環境関連産業の集積 

(1) エネルギー関連産業の育成・支援 

【総合政策課エネルギー政策室】 

エネルギーに関する製品、技術等を紹介す

る展示会の開催やエネルギーの地産地消に

取り組む市町村・事業者への支援等を通じ、

エネルギー関連産業の育成・支援及び再生

可能エネルギーの導入を促進しています。 

令和３（２０２１）年度は、市町村の再生可能

エネルギー等の導入可能性調査に対し、助成

を行いました。（助成件数２件） 

(2) 洋上風力発電の導入と産業集積の促進 

【総合政策課エネルギー政策室】 

ア 洋上風力発電の導入促進 

福岡県響灘沖が「再エネ海域利用法」に基

づく洋上風力発電の「促進区域」に早期指定

されるよう、関係者との意見交換会等を実施

します。 

イ 風力発電産業の集積 

将来の成長が期待される風力発電産業の

集積及び県内企業の参入促進に向け、産学

官で構成する「福岡県風力発電産業振興会

議」において、風力発電産業に関する最新情

報の提供や参入促進に向けた勉強会の開催、

展示会における関連企業等のＰＲを行います。 

ウ 風車メンテナンス技術者の育成支援 

風力発電は風車の故障や不具合による稼

働率の低下を防ぐため、適切なメンテナンス

が不可欠です。しかし、国内における風力発

電の導入拡大による風車メンテナンス技術者

の不足が懸念されており、確保・育成が急務

となっています。 

本県では、離職者に対する公共職業訓練

及び県内高等専門学校の学生に対するイン

ターンシップを実施することにより、風車メン

テナンス技術者の育成に取り組みます。 

(3) エコタウン事業 

【循環型社会推進課】 

エコタウン事業は、地域の産業蓄積などを

活かし、環境産業の振興を通じた地域振興を

図りつつ、地域の独自性を踏まえた廃棄物の

発生抑制・リサイクルの推進を通じた資源循

環型経済社会を構築することを目的として、

国において平成 9（1997）年度に創設された

制度です。 

グ
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本県では、平成9（1997）年7月に北九州

市が、10（1998）年7月に大牟田市がエコタ

ウンの承認を受けています。それぞれの地域

の持つポテンシャルを活かしながら、環境・リ

サイクル産業の集積促進が積極的に図られ

ています。（詳細は第 5 章に掲載） 

(4) グリーンアジア国際戦略総合特区 

【商工政策課産業特区推進室】 

〔総合特別区域法〕 

平成 23（2011）年 12 月、本県は北九州

市、福岡市とともに、「グリーンアジア国際戦

略総合特区」の指定を受けました。 

本県は、我が国においてアジアに最も近い

大都市圏であり、古くからの交流の歴史と緊

密なネットワークを有しています。また、高度

成長期の公害問題を克服した技術やノウハ

ウがあり、環境に優しい低燃費車や生産プロ

セスの効率化を図る産業用ロボット、家電製

品等の電力消費を抑えるパワー半導体など、

環境に関わる先端技術や産業の集積があり

ます。 

本特区は、これらの強みを活かして、環境

を軸とした産業の国際競争力を強化し、アジ

アから世界に展開する産業拠点の構築を図

り、アジアの資源問題や環境問題の解決にも

貢献し、アジアとともに発展することを目指し

ています。 

本特区では、「都市環境インフラのパッケー

ジ化によるアジア展開」、「環境配慮型製品の

開発・生産拠点の構築」、「資源リサイクル等

に関する次世代拠点の形成」、「アジアとのシ

ームレスなビジネス環境の実現」の 4 つの柱

に沿って事業を展開しています。 

国による税制・金融面の支援に加え、本県

による企業立地促進交付金の上乗せや不動

産取得税の課税免除、両政令市による固定

資産税の課税免除など様々な支援施策を講

じてきました。 

これらの取組により、特区指定から現在ま

でに、多くの企業が特区の支援制度を活用し、

活発な設備投資を行っています。 

引き続き、環境を軸とした産業拠点の形成

に向けた取組を進めていきます。 
産業用ロボット 

(5) グリーンデバイス開発・生産拠点の形成 

【新産業振興課】 

半導体市場は、デジタル化社会の進展に

伴い右肩上がりで成長すると予想されていま

す。 

特に、カーボンニュートラル実現の「鍵」と

も言われる“グリーンデバイス”（省エネに直

結するパワー半導体や低消費電力化を実現

する半導体）に注目が集まっています。 
半導体（グリーンデバイス） 

県内には、ソニーや三菱電機など世界トッ

プシェアを誇る企業をはじめ、約400社の半

導体関連企業が集積しています。また、大学

や高専、半導体分野の公的支援機関、半導

体の輸出入拠点である福岡空港や北九州空

港などが集積しています。 

こうした強みを活かし、カーボンニュートラ

ル時代の製造業を支える“グリーンデバイス”

の一大開発・生産拠点を形成するため、令和

４年２月に「福岡県グリーンデバイス開発・生

産拠点協議会」を設立しました。 

本協議会の下、「製造業を支える半導体安

定供給」「サプライチェーンの強化」「企業誘
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致」「人材の育成・確保」の４つの柱に沿って

各種事業を戦略的に展開し、拠点形成を推

進していきます。 

(6) 北部九州自動車産業グリーン先進拠点プ

ロジェクト 

【自動車・水素産業振興課】 

北部九州は、産学官が一体となったこれま

での取組により、年間 154 万台の生産能力

を持つ自動車産業の拠点に成長しました。 

一方で近年、自動車産業は、脱炭素化の

流れや「電動化」、「自動運転」といった

CASE と呼ばれる技術革新など、100 年に

一度といわれる大変革期を迎えています。 

このような流れに対応するため、令和４

（2022）年５月、産学官が一体となり、「世界

に選ばれる電動車開発・生産拠点の形成」、

「CASE に対応したサプライヤーの集積」、

「工場や輸送分野における脱炭素化の実現」、

「先進的なクルマ・モビリティの実証の推進」

の4つの目標からなる「北部九州自動車産業

グリーン先進拠点推進構想」を策定していま

す。今後はこの構想の下、地元サプライヤー

の電動化分野への業態転換の促進、自動運

転といった次世代技術への参入支援、生産

工場のカーボンニュートラルの促進などに取

り組み、北部九州自動車産業のグリーン先進

拠点化を目指します。 

(7) 水素エネルギー 

【自動車・水素産業振興課】 

資源に乏しい我が国は、自前のエネルギー

源と技術によってエネルギーの安定供給を図

る必要があります。 

水素は、①燃料電池を用いることでエネル

ギー効率が高く、②クリーンで（利用段階で

排出するのは水のみ）、 ③多様な供給源が

ある（再生可能エネルギー、製鉄所・製油所

からの副生ガス、下水処理場の活性汚泥、化

石燃料等）というメリットを持ち、日本のエネ

ルギー問題解決のキーテクノロジーとして期

待されています。 

また、水素は、製造、輸送・貯蔵、利用まで

の過程で数多くの企業が関連する裾野の広

い産業です。我が国が得意とする「すり合わ

せ型」の技術を活かすことができるため、産

業政策の観点からも国や地域経済の活性化

にも貢献します。 

さらに、水素は、災害に強い地域づくりに

大きな役割を果たします。災害により系統電

力が停止した場合でも燃料電池自動車（ＦＣ

Ｖ）から、家庭や公民館・体育館などの災害時

の拠点施設に給電できる分散型の電源とし

て期待されています。 

(8) 福岡県水素グリーン成長戦略 

ア ＦＣモビリティ普及と水素ステーショ

ン整備の一体的推進 

【自動車・水素産業振興課】 

本県では、地元の産学官が一体となって設

立した「ふくおかＦＣＶクラブ」を核に、ＦＣモビ

リティの普及と水素ステーションの整備を一

体的に推進しています。 

現在、安定的かつ大量の水素需要を見込

める商用車の普及に期待が寄せられていま

す。そこでＦＣトラックの県内における早期普

及に向け、県トラック協会の会員事業者等に

おいて、FCトラックの導入を目指す研究会を

実施します。 

また、物流業界の脱炭素化に向けて、走行

時にCO2を排出せず、走行距離が長く、充填

時間が短い FC トラックを導入する県内物流

事業者に対し、導入費用の一部を補助する

事業を実施します。 

水素ステーションについては、候補地の紹

介から地権者との交渉まで一貫したサポート

を行うほか、国補助金の案内を通じて民間事

業者の整備を促進しています。 
県庁水素ステーション 
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イ 水素エネルギーの実用化・産業化に向

けた支援の強化 

【自動車・水素産業振興課】 

本県では、水素関連分野への参入や水素

エネルギーの利用に意欲を持つ企業等から

の相談に対応する「福岡県水素グリーンイノ

ベーションサポート窓口」を開設し、アドバイ

ザーによる助言や、九州大学との連携による

研究者と企業とのマッチングを行っています。

さらに、水素関連製品について情報提供を行

う研究会の開催や製品開発への助成、人材

育成に取り組んでいます。また、世界最先端

の水素材料研究拠点「九州大学水素材料先

端科学研究センター（HYDROGENIUS）」

や、世界最高性能の試験設備を備えた水素

関連製品試験施設「水素エネルギー製品研

究試験センター（HyTReC）」を県内に有す

る強みを活かし、安全かつ低コストな製品の

開発を支援するとともに、ＦＣＶや水素ステー

ションの規制見直しの加速や国際標準化へ

貢献しています。 
九州大学水素材料先端科学研究センター 

 
水素エネルギー製品研究試験センター 
 

 

 

 

 

 

ウ 産学官による水素利用技術の実用化・

産業化の加速 

【自動車・水素産業振興課】 

「九州大学次世代燃料電池産学連携研究

センター（NEXT-FC）」では、高効率な次世

代型燃料電池の研究開発が進められていま

す。次世代型燃料電池は、家庭用から業務用、

大規模発電まで幅広い用途での活用が可能

であり、市場の創出により、大きな経済・環境

効果が期待されることから、早期実用化に向

けた研究開発を推進しています。 

４ 環境に配慮した農林水産業の振興 

(1) 環境に配慮した農業の推進について 

【食の安全・地産地消課】 

本県では、環境に配慮した農業を進めるた

め、農薬の適正使用や、減農薬・減化学肥料

栽培を推進しています。 

減農薬栽培を推進するため、天敵を利用し

た防除体系の開発や、水稲種子の温湯消毒

など化学農薬の代替技術の普及に取り組ん

でいます。 

また、減化学肥料栽培では、たい肥投入に

よる土づくりや有機質肥料の施用を推進して

います。 

こうした減農薬・減化学肥料栽培を更に進

めるため、「ふくおかエコ農産物認証制度」を

創設し、エコ農産物の生産拡大や販売拡大
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のため、直売所や量販店などでのＰＲにも取

り組んでいます。 

(2) 環境に調和した林業の推進について 

【林業振興課】 

森林は温室効果ガスの吸収のほか、木材

の供給や水源のかん養、土砂災害の防止と

いった多面的な機能を有しています。 

本県では、こうした森林の持つ多面的機能

の持続的発揮を図るため、健全な森林づくり

を推進しています。（詳細は第 4 章に掲載） 

(3) 環境に調和した水産業の推進について 

ア 漁場の整備 

【水産振興課】 

本県には、外海性の筑前海、内湾性の有明

海、内海性の豊前海の３つの海と筑後川、矢

部川などの多くの河川や湖沼などの内水面

があります。 

本県では、それぞれの海域特性に合わせ

た漁場の整備や漁場環境の改善を実施して

います。 

筑前海においては、広範囲にわたる大規模

な魚礁設置による漁場の整備や投石による

藻場造成、増殖礁設置による幼稚魚の育成

場の造成を行っています。 
覆砂漁場に発生したアサリ 

有明海や豊前海においては、漁場環境の

悪化により生産性が低下した漁場の生産力

を回復させるための覆砂を実施しています。 

イ 資源管理型漁業 

【水産振興課】 

水産物は限りある資源であることから、無

計画に取り尽くしてしまうと枯渇してしまいま

す。水産資源を持続的に利用していくために

は、産卵期の魚介類を保護するための禁漁

期間の設定や、魚を獲る網の目合いを大きく

し、小型魚は再度海に帰すといった、水産資

源を管理しながら漁獲する資源管理型漁業

の取組が重要です。そこで、本県では漁業者

との協議や調整を図りながら資源管理型漁

業を推進し、水産資源の持続的利用に努め

ています。 

ウ 漁業者による藻場の保全活動 

【漁業管理課】 

沿岸の浅海域において、様々な海藻が繁

茂する藻場は、アワビやサザエなどの漁場と

してだけでなく、魚介類の産卵や育成の場と

しても重要です。しかし、近年、海藻の食害生

物であるウニ類が増加しており、藻場が減少

する要因となっています。 

そのため、県内では、漁業者を主体とする

グループが、ウニ類の除去や母藻の投入など

による藻場の保全活動に取り組んでおり、本

県では、このような活動を支援しています。 
漁業者によるウニの除去 

 

  

５ 税制のグリーン化 

(1) 福岡県森林環境税 

【林業振興課】 

森林を健全な状態で次世代へ引き継ぐた

め、福岡県森林環境税を活用し、森林の有す

る公益的機能の発揮に向けた施策や、森林

を守り育てる機運の向上に向けた施策を実

施しています。 

(2) 産業廃棄物税 

【循環型社会推進課】 

産業廃棄物税は、産業廃棄物の焼却施設

又は最終処分場への搬入に対して課税する

もので、排出事業者を産業廃棄物の排出抑
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制とリサイクルに向けた取組に誘導すること

を目的とするものです。本県では、平成 17

（2005）年度から産業廃棄物税を導入し、そ

の財源で循環型社会の構築に向けた取組を

進めています。 

(3) グリーンアジア国際戦略総合特区 

【商工政策課産業特区推進室】 

環境を軸とした産業の拠点化を目指すグ

リーンアジア国際戦略総合特区を推進するた

め、国による法人税の軽減措置に加え、特区

に係る事業の用に供するため取得した建物

及びその敷地に係る不動産取得税の課税免

除を行っています。 

(4) 自動車税 

【税務課】 

自動車環境対策として、環境負荷の大きな

自動車の税率を重くし、一方で環境負荷の小

さな自動車の税率を軽くする、自動車税のグ

リーン化の取組を推進します。 
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第２節 グリーンイノベーションの推進 

１ 県試験研究機関を活用した環境関連技術実用化の推進 

(1) 保健環境研究所の取組 

【保健環境研究所】 

ア 保健環境研究所の概要 

関係機関との連携 

 

保健環境研究所では、県民の健康と環境を守るため、保健衛生及び環境保全に関する試験

検査や調査研究等を行っています。得られた成果等は、保健・環境行政への科学的根拠として

活用されるとともに、県民への情報提供も行っています。近年は、社会的にも関心が高いPM2.5

などの大気汚染や水質保全の調査研究に加え、気候変動や生物多様性などの課題にも取り組

んでいます。また県リサイクル総合研究事業化センターと連携し技術開発に取り組んでいます。 

その他、工業技術センター、農林業総合試験場、水産海洋技術センターにおいても、環境保

全に関する取組を行っています。 

 

 
保健環境研究所の組織機構と業務概要 

 

試験検査、調査研究、研修等に関する連携

研究等に関する連携（共同研究等）

福岡県
保健福祉環境事務所

福岡県保健環境研究所

公益財団法人
福岡県リサイクル総合研究事業化センター

公設・民間研究機関
及び大学等

福岡県
保健医療介護部

環境部

管理部 ・ ： テレメータによる大気汚染の測定・解析
　総務課 気候変動適応センターの運営
　企画情報管理課
　計測技術課 ・ ： ダイオキシン類等有害化学物質の試験研究
保健科学部
　病理細菌課 ・ ： 大気、放射能等に関する試験研究
　ウイルス課
　生活化学課 ・ ： 公共用水、工場排水、地下水、土壌等の試験研究
環境科学部
　大気課 ・ ： 廃棄物、リサイクルに関する試験研究
　水質課
　廃棄物課 ・ ： 動植物の分布・生態・環境研究等の試験研究
　環境生物課

環 境 生 物 課

企 画 情 報 管 理 課

計 測 技 術 課

大 気 課

水 質 課

廃 棄 物 課

組 織 機 構 環 境 関 連 業 務 概 要
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イ 保健環境研究所取組例 

(ｱ) 大気シミュレーションモデルによる県

独自予測情報の配信等 

我が国における光化学オキシダントの環境

基準達成率（令和元年度）は、一般環境大気

測定局が 0.2％、自動車排出ガス測定局が

0％と極めて低い水準となっています。また、

微小粒子状物質（PM2.5）の環境基準達成率

は改善傾向にはありますが、中国・四国地方

の瀬戸内海に面する地域や九州地方の有明

海に面する地域では依然として環境基準達

成率の低い地域が存在します。 

光化学オキシダントやPM2.5の濃度削減対

策を実施するためには、主要な発生源等を推

定することが必要ですが、現状では推定でき

る発生源の種類が少なく、また越境汚染の判

断や国内外の地域毎の寄与率などは定量的

な推定が困難な状況にあります。 

これらの課題を解決するため、保健環境研

究所では、平成３０（２０１８）年度から、気象デ

ータと大気汚染物質の排出量データを基に、

大気汚染物質の化学反応や移流・拡散状況

を計算する大気シミュレーションモデルを活

用した大気汚染予測システムの研究開発を

行っています。また、令和３（２０２１）年度から

は、開発した大気汚染予測システムを用いて、

県内（４地域別）における光化学オキシダント

やPM2.5の独自予測を毎日実施しています。 

県では、保健環境研究所の独自予測で高

濃度の光化学オキシダントやPM2.5の発生が

予測される場合には、県公式ＬＩＮＥアカウント

により県民に対し高濃度予測情報を配信して

います。（令和４年２月１５日から開始） 
高濃度予測情報の配信イメージ 

また、高濃度の光化学オキシダントが発生

した際には、大気シミュレーションモデルによ

る解析結果も参考に、越境汚染の影響を判

断しています。（越境汚染の影響が大きい場

合には、工場等への排ガス削減要請を行わ

ないこととしています。） 
越境汚染の解析イメージ 

（左：濃度分布、右：越境汚染寄与濃度） 

今後も大気汚染予測システムの研究開発

を進め、予測の精度を高めるとともに、県民

に対してより詳細な大気汚染予測情報を提供

することを目指します。 

 

(ｲ) 全排水毒性（WET）における生物応答試

験の簡易化に関する研究 

全排水毒性（Whole Effluent Toxicity

（WET））は藻類、甲殻類、魚類などの水生生

物を用いた排水評価手法のことです。WET

では水生生物の生死、繁殖といった生物応答

によって排水中の化学物質の影響を総体的

に把握できるだけでなく、化学物質同士の複

合影響を捉えることも可能です。米国では

1995年頃からこのWET手法を用いた排水

管理が導入されています。我が国では平成２

２（2010）年度より環境省において「生物応

答を用いた排水管理（日本版 WET）」が技術

面と制度面で検討され、令和元（2019）年 3

月に「生物応答試験を用いた排水の評価手

法とその活用の手引き」が公開されました。こ

の手引きでは事業者の自主的な取組として

日本版 WET の活用方法が記載されていま

す。しかし、日本版WETは高額な試験コスト

が問題視され簡易試験法の導入が望まれて

います。さらに生物応答試験として淡水種を

用いた試験法が提案されていますが、我が

国では海域へ排出される事業所も多く存在し、

高濃度低濃度
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淡水種では海域における影響評価ができな

いことも指摘されています。 

そこで本研究では日常的な排水管理に用

いるために日本版WETにおける生物応答試

験の簡易化法と海産種を用いた試験の導入

を目指し研究を実施しました。 

簡易化法として藻類（ムレミカヅキモ）を用

いた簡易培養装置の開発などを行い、従来

法と比較して試験結果に問題ないことを確認

しました。さらに海産種として海産シアノバク

テリアを用いた試験法を導入して化学物質の

感受性試験を実施し、試験法として問題ない

ことを確認しました。また、甲殻類、魚類の簡

易試験法として従来の短期慢性毒性試験か

らオオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験、

ゼブラフィッシュ胚を用いた魚類胚期急性毒

性試験に変更して事業場排水評価を実施し、

知見の集積を行いました。 

本研究の成果は日常的な排水管理だけで

なく突発的に発生する水質事故など「緊急時」

における安全確認への応用や、動物（水生生

物）と環境の健全性を評価できるツールとし

て福岡県が推進している「ワンヘルス」への活

用が期待されます。 

 

(ｳ) 英彦山ブナ林生態系の回復を目指した

調査研究 

英彦山は県内で最大面積を誇るブナ自然

林とシオジ自然林を有しており、希少動植物

が多く生息・生育する生物多様性が豊かな場

所として、耶馬日田英彦山国定公園に指定さ

れています。しかし、平成 3（１９９１）年の台風

19 号による風害で、山頂や尾根付近に生育

していたブナなどの高木が倒れてしまいまし

た。その後も年々ブナの枯死が続き、かつて

見られた木深いブナ林の姿が消えつつあり

ます。これに加え、英彦山の周辺ではシカの

生息密度が増加しており、ブナの稚樹や希少

種を含む多くの植物が食害を受けたり、裸地

化が生じるなど、生態系の悪化に拍車がかか

っています。そこで本県では、自然公園の生

態系維持回復事業の一環でシカ防護柵の設

置を行い、その効果を検証してきました。 

これまでの研究から、潜在的なブナ林域内

に、ブナなどの高木（＝母樹）がほとんど残存

していない衰退激甚エリアと、高木の枯死は

目立つものの、かろうじて母樹が残存する衰

退中程度エリアの 2 タイプが点在しているこ

とが明らかになり、それぞれのエリアで調査

を行いました。 

衰退中程度エリアでは、設置されたシカ防

護柵の内外において、設置前 1年間と設置後

5 年間にわたって林床植生調査を行いました。

その結果、防護柵内では、外に比べて植物の

種数と被覆率が有意に増加し、ブナやイヌシ

デ、コハウチワカエデなどのブナ林高木層を

構成する樹種が順調に伸長していることがわ

かりました。一方の衰退激甚エリアでは、柵

の設置後にシカが好んで採食するクマイザサ

が急速に勢力を拡大し、植物の種数は増加に

至りませんでした。また、クマイザサの急速な

繁茂はブナなどの樹木の成長を抑制すること

が予想されたため、下草刈りや土壌深 10～

15cm 程度のかき起こしを行って植生を除去

しましたが、これら除去実験の効果もあまり

見られませんでした。さらに、衰退激甚エリア

では樹木の実生（芽生え）の発生数がもとも

と非常に少なく、柵の設置後にさらに発生数

が減少する事態となってしまいました。しかし、

地域の環境保全活動団体と協力して地域性

種苗を植栽したところ、2年間で74%が生残

するという好成績を示し、最大で46cm伸長

した個体もありました。衰退激甚エリアでは、

シカ防護柵の設置だけではブナ林が自然に

回復する見込みが非常に低いことから、植栽

による補完が必要であることがわかりました。 
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本研究の成果を踏まえて、今後も地域の保

全団体等と連携しながらブナ林生態系の回

復に向けた取組を支援していきます。 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

英彦山の潜在的なブナ林域と衰退激甚エリア及び
衰退中程度エリアの位置と写真  

  

(2) 環境保全に関する調査研究 

研究機関名 主な調査研究の内容（研究期間） 

保健環境研究所 

マルチコプターを活用した新たな観測体制の整備とその応用（R3-5） 

気候変動による暑熱・健康等への影響に関する研究（R3-5） 

大気中ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤の分析法開発と汚染状況の把握（R4-6） 

大気シミュレーションモデルによる大気汚染対策効果の評価に関する研究（R3-5） 

生物応答試験と網羅分析の迅速化による化学物質スクリーニング法の開発（R4-6） 

堆積物微生物燃料電池を用いた閉鎖性水域の底質改善に関する研究（R4-6） 

福岡県内の河川におけるマイクロプラスチックの実態把握（R2-4） 

廃棄物の循環利用に関する研究（R3-5） 

産業廃棄物最終処分場における有害物質の挙動に関する研究（R3-5） 

環境ＤＮＡを用いた侵略的外来種検出法に関する研究（R2-4） 

里山の保全・再生に及ぼす野生動物の影響（R2-4） 

ワンヘルス・アプローチに向けた生態系把握への環境DNAの適用に関する研究（R4-6） 

 

工業技術センター 

 

高圧水素用長寿命ゴムの開発（R2-3） 

乾留技術を利用したタイヤ部材リサイクルの事業化研究（R２-３） 

バイオマス発電所焼却灰有効利用プロジェクト（R３-４） 
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研究機関名 主な調査研究の内容（研究期間） 

農林業総合試験場 

農産物及び土壌放射能性核種のバックグラウンドレベルの監視（H27-）  

農地土壌炭素貯留等基礎調査（H29-R3）  

促成トマトにおける IPM体系の構築（R1-3）  

バラ生産に適応した害虫管理技術の開発（R2-4）  

バイオマス燃料燃焼灰と鶏ふんを利用した肥料製造技術の開発（R2-3）  

木質バイオマス燃料燃焼灰と家畜ふんを利用した肥料製造技術の開発（R3-４）  

放置竹林拡大抑制技術の開発（R3-5） 

災害リスクを増加させない森林管理技術の開発（R3-７） 

樹木根系の分布特性の多様性を考慮した防災林配置技術の開発（H30-R3） 

シカモニタリング調査手法の高度化（R2-4） 

スギ花粉発生源調査（H18-） 

荒廃森林整備事業効果調査（H21-） 

雄花着花特性と実際の雄花着花量との関係の調査（H29-R3） 

無花粉スギの生産・増殖効率の改善（R2-６） 

松くい虫の防除に関する調査（S48-） 

薬剤防除自然環境等影響調査（S５２-） 

水産海洋技術センター 

指定海域の水質基準達成状況の調査（S52-） 

赤潮発生に関する調査及び研究（S51-） 

藻場の変遷と増殖手法に関する調査及び研究（H29-） 

干潟域の生物生産に関する調査及び研究（H21-） 

覆砂等による干潟環境改善に関する調査（S62-） 

貝毒による被害防止に関する調査（S51-） 

県内主要河川等での水質環境及び生物分布に関する調査（S51-） 

河川における外来生物の駆除に関する調査（H14-） 

２ 事業者における技術開発の支援 

(1) リサイクル総合研究事業化センター 

【循環型社会推進課】 

福岡県リサイクル総合研究事業化センターに

おいては、廃棄物の特性に応じた、リサイクル

技術や分別回収等の社会システムの研究開発

及び実用化を産学官民の連携により推進する

とともに、北九州、大牟田のエコタウンと連携し

て、研究開発支援や研究成果を活用した事業

化を進めます。また、企業連携による研究開発

を促進するため、企業間のネットワークづくりに

取り組みます。（詳細は第５章に掲載） 

(2) 福岡県水素グリーン成長戦略会議 

【自動車・水素産業振興課】 

福岡水素エネルギー戦略会議は、平成 16

（2004）年8月に、本県と九州大学が中心とな

って設立されました。今年度からは、新たに福

岡県水素グリーン成長戦略会議として、水素製

造のイノベーションの推進、幅広い分野での水

素利用の拡大、水素関連産業の集積を図って

いきます。 
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第３章 持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり

  

  

  

  

◆目指す姿

県民誰もが環境負荷の少ない行動を実践することで、持続可能な社会を実現している暮らし

やすい地域。 

個々に行われていた環境教育・環境学習等が広がり、地域に根差した環境保全の取組のネット

ワークが拡大した社会。 

ニーズに応じた環境関連情報が行き渡り、各主体が積極的に地域課題解決に向け連携してい

る社会。 

経済・社会活動が「環境」をキーワードにして動き、豊かな環境を持続的に利用できている社会。 

◆指標

指標項目 目標 計画策定時 

こどもエコクラブ 

登録団体数 

200 クラブ 

令和8（2026）年度 

143 クラブ 

令和2（2020）年度 

環境講座・環境イベント等の 

開催数 

1,560 件 

令和8（2026）年度 

1,043 件 

令和2（2020）年度 

第3 章では、持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくりの取組について掲載して

います。本県では、今日の環境問題を解決するために、県民・事業者の自主的な環境保全活動

を促進するための取組を実施するとともに、環境教育の推進や環境啓発活動の実施等により、

県民の環境保全に対する意識を高めるため、様々な施策を行っています。 
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第１節 地域資源を活かした魅力ある地域づくりの推進 

 

１ 県民、ＮＰＯ、事業者等の各主体が行

う自主的な取組への支援 

(1) 地域環境協議会 

【環境政策課】 

地域環境協議会は、地域における地球温暖

化対策・３Ｒ・自然共生の推進母体となって、地

域の住民・事業所等と協働で地域の実情に応

じた事業を行い、地域の活動の担い手を育成

するため、各保健福祉環境事務所に設置され

ています。令和 3（2021）年度は、管内の市町

村や地域の地球温暖化防止活動推進員、ＮＰ

Ｏ等と連携して、環境イベントへの参画や水辺

教室、学校や公民館等での地球温暖化対策の

講演・講座、地域の特性に合わせた環境保全プ

ロジェクトなど３０事業を実施しました。 
各地域環境協議会における環境保全プロジェクト 

事務所名 プロジェクト名 内容 

筑紫 自然体験活動 

自然を活用した体験活動や自然観

察会を開催し、生物多様性保全の

ための啓発等を行う。 

宗像・ 

遠賀 

自然とともに生

きていく人材育

成プロジェクト 

イン テビカ 

福津市手光ビオトープにおいて、

自然観察会、環境整備・維持管理

活動等を行い、環境を考えて行動

する人材の育成を図る。 

嘉穂・ 

鞍手 

生きものにぎ

わいの森づくり

in英彦山 

英彦山をフィールドとして活用し、

自然体験・環境教育イベントを実

施する。 

北筑後 
生物多様性保

全啓発事業 

うきは市において、水辺教室や自

然観察会を実施する。 

南筑後 

八女高校と連

携したアサザ保

全 

八女高校と協働した系統栽培や観

察活動を通じ、絶滅危惧種アサザ

の保全活動を行う。 

京築 

平尾台広谷湿

原観察会・再生

事業・リーダー

育成事業 

広谷湿原の希少植物の観察会や

湿原再生のためのかき起こし作業

を実施する。 

(2) 環境関連福岡県知事表彰 

【環境政策課】 

本県は環境関連の活動に顕著な功績のあっ

た個人、団体、企業又は地区について、その活

動に応じ、環境保全功労者知事表彰、エコファ

ミリー表彰、エコ事業所表彰、循環型社会形成

推進功労者知事表彰、鳥獣保護功績者表彰及

び環境美化推進功労者等知事表彰を実施して

います。（詳細は第3部に記載） 

(3) ふくおか農林漁業応援団づくり 

【食の安全・地産地消課】 

本県では、農林水産業への県民の理解促進

を図るため、「いただきます！福岡のおいしい

幸せ」を県民スローガンに掲げ、県産農林水産

物を応援する「地産地消応援ファミリー」への

登録を推進しています。また、飲食店では「地

産地消応援の店」、企業や団体では「応援団体」

への登録を働きかけることで、農林漁業の応援

団づくりを進めています。 

これらの取組により、「応援ファミリー」は令

和3（２０２1）年度末現在で50,402 世帯、「応

援の店」は 1,733店、「応援団体」は658団体

に拡大しました。 

また、体験を重視した交流等により、県民の

理解促進を図っています。応援ファミリーを対

象とした農林漁業体験ツアーを、令和

3(2021)年度には 11 回実施し、270 人が参

加しました。さらに、コロナ禍に対応した取り組

みとして、オンラインによる農林漁業体験ツア

ーを初めて開催し、全 10 回のツアーで、延べ

308 人が参加しました。そのほか、まち（都市

部）とむら（農山漁村）の交流を促進する団体

等の活動支援では、３(202１)年度は２２団体

を支援しました。 

地球環境問題や廃棄物の問題など、今日の環境問題を解決するために、県民・事業者の自主的

な環境保全活動を促進するための取組を実施するとともに、環境啓発活動の実施等により、県民

の環境保全に対する意識を高めるように努めています。 地
域
・

人
づ
く
り
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(4) ちくご子どもキャンパス 

【政策支援課】 

自然豊かな筑後地域を学びの場として、ＮＰ

Ｏ法人などの地域づくり団体や大学等が企画・

運営する体験型学習プログラム「ちくご子ども

キャンパス」のチラシ製作・配布を行っています。 

プログラムの内容は、川で見つけた魚を記

録し、指標生物表と照合しながら、川の水質に

ついて学んだり、田植えから稲刈り、しめ縄づ

くりを通して農業を体験したりします。また、専

門家と一緒に筑後川河川敷でフィールドワーク

をし、昆虫について調査研究した結果を発表す

る「ちくご川子ども学芸員養成講座」（6 回連続

講座）は、平成29（2017）年度及び30（2018）

年度と、2 年連続で日本自然保護大賞に入選

するとともに、30(2018)年度生物多様性アク

ション大賞の審査委員賞を受賞しました。 

この活動を通じて、子どもたちが地元に愛着

を持ってもらうこと、自然豊かな環境とともに

大きく成長することを願っています。 

(5)河川・海岸清掃の推進 

【河川管理課】 

【港湾課】 

本県では、「クリーンリバー推進対策事業」及

び「クリーンビーチ推進事業」として、県が管理

する河川や海岸において、清掃、除草などの愛

護活動に取り組むボランティア団体、ＮＰＯ法

人、地元企業、学校等を愛護団体等として登録

し、活動に対する報償、活動のための需用品の

支給等により、その活動を支援しています。 

 

２ 各主体の情報提供や連携等のネットワ

ーク構築 

(1) 環境情報の整備・提供 

【環境政策課】 

本県では、平成 16（2014）年度から環境の

総合的なホームページ「ふくおか環境ひろば」

（URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp

/contents/hiroba1.html）を開設し、本県

が保有している環境に関する情報、イベント情

報等を公開し、各各主体の環境保全活動の促

進を図っています。 
ふくおか環境ひろば 

 

(2) 環境月間 

【環境政策課】 

昭和 47（1972）年 6 月にストックホルムで

開催された国連人間環境会議を記念して、6月

5 日が「世界環境デー」と定められました。また、

環境基本法では 6 月 5 日を「環境の日」とし、

国及び地方公共団体はこの趣旨にふさわしい

事業を実施することを定めており、環境省では、

環境の日を中心とする 6 月の 1 か月間を「環

境月間」として呼びかけを行っています。 

本県においてもこの環境月間に合わせ、広く

環境保全についての関心と理解を深め、意欲

を高めるような事業や啓発活動を実施してい

ます。 

令和 4（2022）年度は、街頭啓発活動として

福岡市中央区でキックオフイベントを開催する

とともに、本県の環境関連事業の紹介パネルや

リサイクル総合研究事業化センターの研究成

果品等を県庁ロビーに展示する「環境月間県

庁ロビー展」を実施しました。 
環境月間の街頭啓発活動の様子 

(3) 環境教育ガイド（データベース）の作成 

【環境政策課】 

学校等における環境教育の取組を支援する

- 58 -



 

 

ため、本県の各担当部局が保有する環境教育

関連の事業、教材、人材等の情報を取りまとめ、

「環境教育ガイド（データベース）」（URL：

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/conte

nts/envdatabase.html）として県ホームペ

ージに掲載しています。 
環境教育ガイド（データベース） 

(4) ＮＰＯ等との協働 

【社会活動推進課】 

NPO 等との協働を進めるため、NPO・ボラ

ンティアと企業、行政で構成する会議を開催し、

協働を進めるにあたっての具体的な課題や目

標について意見交換を行っています。 

また、NPO 等から企業への協働の企画案を

募集し、両者の面談の場を設定した上で、マッ

チングを実施しています。 

(5) 災害廃棄物処理に係る連携 

【廃棄物対策課】 

災害に伴い発生する災害廃棄物について、

迅速かつ適切な処理を可能にするため、関係

者間の連携強化や人材育成に努めます。（詳細

は第５章に掲載） 

(6) 福岡県生物多様性情報総合プラットフォ

ーム「福岡生きものステーション」 

【自然環境課】 

希少野生生物や外来種等の情報、環境保護

団体の活動状況等、生物多様性に関する情報

を一元的に発信・提供するプラットフォーム（ホ

ームページ）を活用し、生物多様性への関心や

理解を深める取組を進めます。（詳細は第６章

に掲載） 

  

３ 持続可能な地域づくりの推進 

(1) 地域循環共生圏 

【環境政策課】 

脱炭素、循環、自然共生の統合的アプローチ

に基づき、地域の循環資源を中心に、再生可能

資源、ストック資源の活用、森・里・川・海が生

み出す自然的なつながり、資源循環や人口交

流等による経済的なつながりを深めていく地

域循環共生圏の考え方を踏まえ、それぞれの

地域の特性を生かした持続可能な地域づくり

を推進します。 

(2) 地域づくり関連事業 

【総合政策課エネルギー政策室】 

【林業振興課】 

環境に係る各分野における地域づくりを推

進するため、次のような取組を行っています。

（詳細は各分野の章にそれぞれ記載） 
地域づくりを推進する各分野の取組 

分野 内容 詳細 

再エネ・

省エネ 

エネルギーに関する展示会 

エネルギーの地産地消支援 
第２章 

自然環境 森林づくり活動支援 第６章 

  

４ 環境に関する観光ブランドの推進 

【観光振興課】 

豊かな自然に恵まれ、環境問題に長年の経

験と技術を持つ北九州市や大牟田市などと連

携して、環境関連施設に関する情報発信や同

施設をめぐる修学旅行の誘致など、環境に焦

点を当てた観光ブランドの推進に取り組みます。  
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第２節 環境を考えて行動する人づくりの推進 

〔環境教育等促進法〕 

 

１ 「持続可能な開発のための教育（ＥＳ

Ｄ）」の推進 

(1) 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ） 

【環境政策課】 

平成 17（2005）年から始まった「国連持続

可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の 10 年」の

動きなどに対応するため、24（2012）年 10 月

に「環境教育等による環境保全の取組の促進

に関する法律（環境教育等促進法）」が完全施

行されました。 

本県では、「福岡県環境総合ビジョン」を環

境教育等促進法に基づく「行動計画」と位置付

け、更なる環境教育の充実を図る取組を進め

ています。 

(2) 義務教育における取組 

ア 環境教育副読本等環境教育教材の作成 

【環境政策課】 

次世代を担う子どもたちに地球環境問題を

はじめとする環境問題を紹介するとともに、こ

れらの環境問題が私たちの日常生活と深く関

わっていることを明らかにし、その解決のため

に自らできることを学んでもらうため、環境教

育副読本「みんなの環境」（A4 判、52 頁、

28,500部）を作成し、県内の小学校5年生の

児童に配布しています。 

また、副読本を使用して環境教育を行う教員

のため、副読本の内容を補完するデータや解

説等を掲載した「環境教育副読本資料編」（A4

判、64頁、2,000部）を作成しています。 

さらに、平成 30（2018）年度から令和 2

（2020）年度にかけて、地球温暖化対策に係

るワークブック（小学校 3・4 年生用、5・6 年生

用、中学生用及び教員・保護者用）を作成し、学

校や社会教育施設等での活用により、地球温

暖化への理解を深めることで、家庭における地

球温暖化対策への取組を促進することとして

います。 
環境教育副読本「みんなの環境」 

 
地球温暖化対策ワークブック 

 
５・６年生用      中学生用 

 

 

 

 

 

環境教育は、環境に対する関心を喚起するとともに、各主体の行動への環境配慮を促進するも

のとして、今日、その重要性は、ますます高まっています。 

中でも、人格形成過程にある子どもに対する環境教育は、その効果の大きさや、その後の取組

の広がりが期待できることなどから、特に重点的に取り組んでいるところです。 

３・４年生用 
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イ 総合的な学習の時間等の取組 

【義務教育課】 

県内の小・中学校では、生活の基盤となる環

境の役割や大切さの理解、環境保全のための

実践的な態度や能力等を育成することを目的

に、総合的な学習の時間等をはじめ学校の教

育活動全体を通して環境教育が行われていま

す。 

学校での取組では、樹木観察やネイチャーク

ラフトを通して森林の働きの大切さや、河川等

の生き物調査、水質調査や清掃等の活動を通

して自然環境への認識を深め、環境保護につ

いて学んでいます。 

また、古紙や空き缶、ペットボトル等の回収

を通して、身の回りにある環境問題について考

える活動も行っています。  

(3) 高等学校における取組 

【高校教育課】 

高等学校学習指導要領（平成３０（20１８）年

３月告示）で「環境の保全に貢献し未来を拓く

主体性のある日本人の育成に資することとなる

よう特に留意すること」と明記されており、義務

教育段階までの環境教育に関する学習や体験

活動を基礎に、生徒自らが環境教育の振興・広

報・環境保全活動への意欲を増進させる取組

や主体的な探究活動を進めています。 

教科の学習として、地理歴史科において「地

球環境問題」、「資源・エネルギー問題」、公民

科において「私たちと社会」、「環境倫理」、理科

において「生態系とその保全」、「日本の自然環

境」などを学習し、環境問題について理解を深

め、主体的に環境に配慮し、行動できる生徒の

育成を行っています。 

また、総合的な探究の時間や課題研究にお

いて、環境に関する観察・実験・実習、調査・研

究、発表や討論などの学習活動を行い、講演会

や地域の環境保全に係る体験活動等を実施し

ている学校もあります。 

(4) 県立社会教育施設における取組 

【社会教育課】 

県立社会教育施設（社会教育総合センター、

英彦山青年の家、少年自然の家「玄海の家」）

では、小学生を対象とした環境教育学習会

「空！山！海！ふくおか地球環境応援隊」を実

施しました。この学習会では、各施設の特徴を

活かした自然体験プログラムを通して、参加者

が環境や環境保全についての理解を深め、自

ら環境を保全しようとする意欲の向上と、最も

身近な家庭において地球温暖化対策に取り組

む実践的な態度の育成を図ることができました。 
野外炊飯で出た生ごみを 

堆肥にする活動の様子（令和元年度事業） 

 

  

２ 人づくりを支える拠点・場の整備 

(1) 福岡県環境県民会議 

【環境政策課】 

福岡県環境県民会議は、本県の望ましい環

境を創出し、地域における環境への取組を通じ

て地球環境の保全に貢献することを目的に平

成8（1996）年2月に設置されたものです。 

平成25（2013）年8月には、「ごみと資源を

考える福岡県民会議」と一本化し、それまでの

地球温暖化防止が中心となっていた活動テー

マを環境全般に広げました。 

県民、事業者及び行政が一体となって福岡

県環境総合ビジョンの推進を図っています。 

 

 

 

地
域
・

人
づ
く
り

- 61 -



 

 

福岡県環境県民会議で取り組んでいる 
環境総合ビジョンに沿った活動テーマ 

 

１．地域づくり ・ 人づくりの推進 

２．グリーン化の推進 

３．環境保全に係る各構成団体の自主的取組の推進 

(1) 脱炭素社会についての取組 

(2) 循環型社会についての取組 

(3) 自然共生社会・ワンヘルスについての取組 

(4) 快適な生活環境の形成 

 

(2) こどもエコクラブ 

【環境政策課】 

こどもエコクラブ事業は、子どもたちが地域

の中で楽しみながら自主的に環境保全活動・

学習を行うことを支援する事業です。 

令和３（202１）年度は、県内で 168 クラブ、

5,866名の子どもたちがこどもエコクラブに登

録し、リサイクル活動や環境調査など地域の中

で自主的な環境保全活動・学習に取り組みまし

た。 

こどもエコクラブに対しては、協賛企業から

クラブの活動に使用する物品の提供等の御協

力をいただいています。 

(3) 自然共生社会に関する啓発・環境学習 

【自然環境課】 

ア 環境ものさしの作成 

平成 22（2010）年度に、淡水魚を使った環

境ものさし（環境指標下敷き）を作成しました。 

この下敷きを用いると、それぞれの魚がすむ

環境の生物多様性の豊かさをポイント化し、計

ることができます。 

河川での自然観察会などで活用されており、

子どもたちがゲーム感覚で生物多様性を理解

することができるものとなっています。 

イ 平尾台自然観察センター 

平成 12（2000）年度に開館した北九州国定

公園の平尾台自然観察センターは、カルスト台

地の展示解説やジオラマ、ハイビジョンシアタ

ーなどを備えており、自然の仕組みや自然との

ふれあいを学ぶ施設として多くの県民に利用

されています。また、センターでは野外観察会

等を開催し、県民が平尾台の自然により親しめ

る機会を作っています。さらに、地元のボランテ

ィアとともに外来生物の駆除や散策コースの整

備を行うなど、平尾台の環境整備を通じてボラ

ンティア意識の醸成にも貢献しています。 

ウ ふくおか生きもの見つけ隊の実施 

県民の皆さんに、身近な自然に触れてもらう

ために、平成 26（2014）年度から小学生の高

学年を主な対象とし、県民参加型生きもの調査

「ふくおか生きもの見つけ隊」を実施していま

す。 

平成 26（2014）年度は初級編としてツバメ

やカブトムシ、クマゼミなどの身近な自然で見

かけることができる生き物 15種類、27（2015）

年度は中級編（里山）としてどんぐりやセミの仲

間などじっくり観察することで種の判別ができ

る里山の生き物19種類、28（2016）年度は中

級編（水辺と草地）としてカラスウリやカエルの

仲間など２２種類を調査対象種とし、28（2016）

年12月時点で２,９９７人が参加、３年間の合計

で9,488件の報告がありました。 

平成２９（2017）年度は、引き続き調査対象

の５６種の生きものを調査するとともに、隊員

を対象とした自然観察会を県内 3 か所で実施

しました。 

平成 30（2018）年度からは小学生を対象と

した自然観察会を実施しています。 

エ 地域環境協議会における取組 

県内 6 か所の保健福祉環境事務所では、関

係市町村や住民団体、事業者などの多様な主

平尾台自然観察センター 
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体で組織する地域環境協議会を設置し、生物

多様性に関する普及啓発事業や地域の生物多

様性保全活動の推進などに取り組んでいます。 

オ 市町村の取組 

福岡市では、多様な生物の生息・生育場で

ある今津干潟の環境を保全するため、地元小

学生を対象としたカブトガニ産卵幼生調査を

行っています。 

また、久留米市などが、出前講座による生物

多様性に関する普及啓発を行っているほか、

地域の自然を活用した水辺教室などの自然観

察会をはじめ、様々な取組が実施されていま

す。 

 

３ 人づくりを支える人材・機会等の提供 

(1) 環境教育に係る人材派遣制度 

「ふくおか環境マイスター」「エコアドバイザ

ー」「３Ｒの達人」の派遣等、環境教育に係る人

材を派遣する制度を活用し、地域や学校にお

ける環境教育の推進を図っています。（第３部

（資料）に制度一覧表を掲載） 

(2) 人づくり関連事業 

環境に係る各分野における人づくりを推進

するため、次のような取組を行っています。（詳

細は各分野の章に記載） 
人づくりを推進する各分野の取組 

分野 内容 詳細 

省エネ・

脱炭素 

エコファミリー応援事業 

エコ事業所応援事業 
第２章 

３R 
福岡県食品ロス削減県民運動 

ふくおかプラごみ削減キャンペーン 
第５章 

水環境 
生活排水や水生生物に係る啓発資材

の作成・配布 
第７章 
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第４章 脱炭素社会への移行

◆目指す姿

省エネルギー型のライフスタイル・ビジネススタイルが浸透し、地域の特性を活かした太陽光、

風力等の再生可能エネルギーや水素エネルギーの活用、森林の適正管理が進む等、脱炭素化

に向けて温室効果ガスの排出削減と吸収源に関する対策（緩和策）が進んだ社会。 

集中豪雨等の自然災害に備えたインフラ整備や、高温に強い農作物の品種開発・普及等の対

策（適応策）が進み、気候変動の影響による被害を防止・軽減することにより、迅速に回復でき

る社会。 

◆指標

1 GJ（ギガジュール）：J（ジュール）はエネルギーの単位。1GJは、エアコン 1台（2020年式、冷暖房兼用、冷房能力2.8kW）の 1年間の消費

電力量（815kW）の約1/3に相当する。 

指標項目 目標 計画策定時 

再生可能エネルギー 

発電設備導入容量 

405 万kW 

令和8（2026）年度 

269 万kW 

令和2（2020）年度 

家庭（１世帯当たり）における 

エネルギー消費量 1 

23.3 GJ／世帯 

令和8（2026）年度 

26.9 GJ／世帯 

平成30（2018）年度 

事業所（床面積当たり）における 

エネルギー消費量 1 

1.04 GJ／㎡ 

令和8（2026）年度 

1.13 GJ／㎡ 

平成30（2018）年度 

公共建築物等における 

木材利用量 

累計 55,000㎥ 

令和8（2026）年度 
までの5年間 

累計 46,227㎥ 

令和2（2020）年度 
までの5年間 

第4章では、脱炭素社会への移行に向けた取組について掲載しています。 

地球温暖化は、気象災害だけでなく、熱中症の増加、農作物の品質低下、動植物の生態系の

変化など、様々な分野で影響をもたらしています。このような温暖化の影響に対処するため、令

和 32（2050）年度に本県の温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指し、温室効果ガス排出削

減・吸収源対策である「緩和策」や気候変動の影響を防止・軽減する「適応策」に関する様々な施

策を行っています。 
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第４章 脱炭素社会への移行

◆目指す姿

省エネルギー型のライフスタイル・ビジネススタイルが浸透し、地域の特性を活かした太陽光、

風力等の再生可能エネルギーや水素エネルギーの活用、森林の適正管理が進む等、脱炭素化

に向けて温室効果ガスの排出削減と吸収源に関する対策（緩和策）が進んだ社会。 

集中豪雨等の自然災害に備えたインフラ整備や、高温に強い農作物の品種開発・普及等の対

策（適応策）が進み、気候変動の影響による被害を防止・軽減することにより、迅速に回復でき

る社会。 

◆指標

1 GJ（ギガジュール）：J（ジュール）はエネルギーの単位。1GJは、エアコン 1台（2020年式、冷暖房兼用、冷房能力2.8kW）の 1年間の消費

電力量（815kW）の約1/3に相当する。 

指標項目 目標 計画策定時 

再生可能エネルギー 

発電設備導入容量 

405 万kW 

令和8（2026）年度 

269 万kW 

令和2（2020）年度 

家庭（１世帯当たり）における 

エネルギー消費量 1 

23.3 GJ／世帯 

令和8（2026）年度 

26.9 GJ／世帯 

平成30（2018）年度 

事業所（床面積当たり）における 

エネルギー消費量 1 

1.04 GJ／㎡ 

令和8（2026）年度 

1.13 GJ／㎡ 

平成30（2018）年度 

公共建築物等における 

木材利用量 

累計 55,000㎥ 

令和8（2026）年度 
までの5年間 

累計 46,227㎥ 

令和2（2020）年度 
までの5年間 

第4章では、脱炭素社会への移行に向けた取組について掲載しています。 

地球温暖化は、気象災害だけでなく、熱中症の増加、農作物の品質低下、動植物の生態系の

変化など、様々な分野で影響をもたらしています。このような温暖化の影響に対処するため、令

和 32（2050）年度に本県の温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指し、温室効果ガス排出削

減・吸収源対策である「緩和策」や気候変動の影響を防止・軽減する「適応策」に関する様々な施

策を行っています。 

 

 

第１節 地球温暖化問題の現状 

【環境保全課】 

〔地球温暖化対策の推進に関する法律、気候変動適応法〕 

 

 

 

 

１ 地球温暖化問題の概要 

工業化以降、人為起源の二酸化炭素やメタ

ン等の温室効果ガスが大量に排出されること

で、地球温暖化がもたらされています。特に二

酸化炭素は、化石燃料の燃焼などによって膨

大な量が排出されており、今世紀末の世界平

均気温は、令和３２（２０５０）年頃に二酸化炭素

排出量が正味ゼロとなるシナリオでも、産業革

命以前に比べ 1.0～1.8℃上昇すると予想され、

最も温室効果ガス排出量が多いシナリオでは

3.3～5.7℃上昇する可能性が非常に高いとさ

れています。 

また、近年、世界各地で人類がこれまでに経

験したことがない異常気象による災害が発生し、

本県においても地球温暖化が原因の一つと思

われる大雨による災害が平成 29（2017）年度

から 5 年連続で発生しました。地球温暖化は、

気象災害だけでなく熱中症の増加、農作物の

品質低下、動植物の生態系の変化など、様々な

分野で影響をもたらしています。生態系の崩壊

が進み、人と野生動物の生存領域が近接する

ことで、新たな人獣共通感染症が発生するおそ

れもあることから、ワンヘルスの観点からも地

球温暖化対策は重要な課題です。 

このような気候変動の影響に対処するため、

温室効果ガスの排出削減や吸収源に関する対

策（緩和策）とともに、気候変動の影響を防止・

軽減する対策（適応策）に積極的に取り組むこ

とが求められています。 

気候変動の影響 

分野 予測される気候変動の影響 

農林水産業 

米の収量・品質の低下（白未熟粒の発生、一等比率の低下） 

水ストレス増大によるスギ林の衰退 

マアジ等の回遊性の浮魚類の分布や漁獲量の変化 

水環境・水資源 
水温の上昇 

無降水・少雨が続くこと等による渇水の発生 

自然生態系 
ニホンジカの生息域の拡大 

低温性の種から高温性の種への遷移 

自然災害・沿岸域 

短時間強雨の発生頻度の増加などに伴う水害の頻発化・激甚化 

海面上昇や高潮等による浸水被害の拡大 

土石流や地すべり等の発生頻度の増加や規模の拡大 

健康 
熱中症搬送者数の増加 

暑熱による高齢者への影響 

産業・経済活動 
企業の生産過程、生産物の販売、生産施設の立地などへの直接的、物理的な

影響 

国民生活・都市生活 
大雨、台風、渇水等による各種インフラ・ライフラインへの影響 

都市域でのより大幅な気温の上昇 

【「気候変動影響評価書」（環境省）、「気候変動の影響への適応に向けた将来展望」（農林水産省）を参考に県作成】

地球温暖化は、私たち人間の活動によって排出される二酸化炭素をはじめとする温室効果ガ

スの増加によって引き起こされます。世界の年平均気温は、100年あたり0.73℃の割合で上昇

しており、大きな社会問題となっています。 
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緩和と適応 

【出典：中央環境審議会 第129回地球環境部会資料（環境省）】  
  

２ 国際的な枠組みの下での日本の取組 

(1)パリ協定 

平成２７（2015）年にパリで開催された国連

気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ

21）において、令和２（2020）年以降の温室効

果ガスの排出量削減等に先進国・途上国の区

別なく、全ての締約国が参加して取り組むこと

に合意した、新たな国際枠組であるパリ協定が

採択されました。 

パリ協定では、「平均気温上昇を産業革命以

前に比べ 2℃未満に抑え、1.5℃以下に抑える

努力をする」ことが世界共通目標とされました。 

令和２（２０２０）年からは、国際的な地球温暖

化（気候変動）対策の取組として、本格的な運

用が開始されています。 

(2)気候サミット 

令和3（2021）年4月には、米国主催の下で

気候サミットが開催され、参加各国が、12

（2030）年を目標年とする「自国の貢献する決

定（ＮＤＣ）」のさらなる引上げや、脱炭素化に

向けた取組を発表し、世界の脱炭素化に向け

た国際協調を呼びかけました。 

また、今後重要とされる 10 年間の取組、クリ

ーンエネルギーへの移行、イノベーションの促

進などについて議論が行われました。 

(3)気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ） 

平成３０（２０１８）年にIPCCは「1.5℃特別報

告書」をとりまとめました。この報告書では、地

球温暖化を1.5℃に抑制するためには、二酸化

炭素排出量が令和１２（２０３０）年までに４５％

削減され、３２（2050）年頃には正味ゼロに達

する必要があることなどが示されました。 

令和3（2021）年8月にＩＰＣＣが公表した第

6 次評価報告書第 1 作業部会報告書では、温

暖化は人間の影響であることは「疑いの余地

がない」こと、たとえ 1.5℃の気温上昇であって

も高温などの極端現象の頻度や強度が増加す

ることなどが示されました。 

また、その後開催された国連気候変動枠組

条約第26回締約国会議（ＣＯＰ26）において、

「産業革命前からの気温上昇を１．５℃に抑える

努力を追求する」ことや「２０２２年末までに各

国の２０３０年の排出削減目標を強化」すること

などを盛り込んだ決定文書「グラスゴー気候合

意」が採択されました。 

(4)日本の取組 

我が国は、パリ協定に基づいて、平成 28

（2016）年度に「地球温暖化対策計画」を閣議

決定し、温室効果ガス排出量を令和１２（2030）

年度までに基準年度（2013年度）比で２６％削

減する目標を掲げました。 

平成３０（2018）年度には、「気候変動適応

法」が施行され、適応策が法的に位置づけられ、

関係者が一丸となって適応策を強力に推進す

ることが規定されました。 

令和元（2019）年度には、「パリ協定に基づ

く成長戦略としての長期戦略」が閣議決定され、

今世紀後半のできるだけ早期に脱炭素社会の

実現を目指すことが掲げられました。 

令和２（2020）年度には、「２０５０年までに

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」

すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭

素社会の実現を目指すことが宣言されました。 

また、国と地方の協働・共創による地域にお

ける 2050 年脱炭素社会の実現に向けて、特

に地域の取組と密接に関わる「暮らし」「社会」

分野を中心に、国民・生活者目線での2050年

脱炭素社会実現に向けたロードマップ及びそ

れを実現するための関係府省・自治体等の連

携の在り方等について検討するため、「国・地

- 66 -



 

 

方脱炭素実現会議」が開催されました。 

令和 3（2021）年 6 月には、「地域脱炭素ロ

ードマップ」が策定され、少なくとも 100 か所

の脱炭素先行地域で、７（2025）年度までに、

脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な

取組実施の道筋をつける方針が示されました。 

令和 3（2021）年 4 月には、気候サミットに

おいて、「日本の2030年度の温室効果ガス排

出を2013年度から46％削減することを目指

す。さらに 50％の高みに向け、挑戦を続ける」

ことが表明されました。これを受け、6月に地球

温暖化対策の推進に関する法律が改正、公布

され、10 月に我が国の地球温暖化対策の総合

的かつ計画的な推進をはかるための国の総合

計画である「地球温暖化対策計画」、エネルギ

ー需給に関する国の中長期的政策の基本指針

である「エネルギー基本計画」及び「パリ協定に

基づく成長戦略としての長期戦略」が改定され

ました。 

  

３ 日本の温室効果ガスの排出状況 

平成 23(2011)年に発生した東日本大震災

による東京電力福島第一原子力発電所の事故

以降は、我が国のエネルギーを巡る環境が大

きく変化し、原子力発電所停止による火力発電

所の稼働増によって発電の際に発生する二酸

化炭素が増加することとなりました。 

日本の令和元(2019)年度の温室効果ガス

総排出量＊は、約１２億１,２００万トンであり、基

準年の平成 25(2013)年度比で 14.0％減少

（前年度比2.9％減少）しています。 

この要因は、省エネルギー等によるエネルギ

ー消費量の減少に加え、再生可能エネルギー

の導入拡大や原発の再稼働等に伴う電力由来

の二酸化炭素排出量が減少したことなどが考

えられます。 
＊二酸化炭素換算量。以下同じ。 

 

日本の温室効果ガス総排出量 
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第２節 総合的な地球温暖化対策の推進 

【環境保全課】 

〔地球温暖化対策の推進に関する法律、気候変動適応法〕 

  

  

  

  

１ 福岡県地球温暖化対策実行計画 

本県は、国内外の動向、福岡県の温室効果

ガス排出量の将来予測やエネルギーの需給見

通しを踏まえ、平成28（2016）年度に策定した

「福岡県地球温暖化対策実行計画」を改定しま

した。 

この計画では、令和３２（２０５０）年度までに

本県の温室効果ガス排出の実質ゼロを目指し、

12（2030）年度の温室効果ガス排出量を平成

25（2013）年度比46％削減することを目標に

掲げています。 

本計画を地球温暖化対策の推進に関する法

律第21条第3項に基づく「地方公共団体実行

計画(区域施策編)」、気候変動適応法第 12 条

に基づく「地域気候変動適応計画」に位置づけ、

県民、事業者、市町村などと連携・協力し、温室

効果ガスの排出削減や吸収源に関する対策で

ある「緩和策」と気候変動の影響を防止・軽減

する対策である「適応策」を総合的・計画的に

推進しています。 
福岡県地球温暖化対策実行計画（第 2次）の施策体系 

温室効果ガスの

排出削減と吸収

源対策（緩和策） 

温室効果ガスの排出削減 

 

再生可能エネルギー等の

導入拡大・利用促進 

再生可能エネルギーの導入の促進 

再生可能エネルギーの利用の促進 

水素エネルギー利活用の推進 

省エネルギー対策の強化 

運輸（自動車）における取組 

家庭における取組 

オフィスビル・店舗・中小企業の工場等における取組 

公共施設における取組 

農林水産業における取組 

脱炭素型の都市・地域づくりの推進 

温暖化対策に資する取組

の促進 

循環型社会の推進 

環境教育の推進 

国際環境協力の推進 

CO2以外の温室効果ガス排出削減の推進 

吸収源対策 

 

森林の保全 

都市の緑化 

二酸化炭素固定化のための県産木材の長期的利用 

農地土壌炭素吸収源対策 

気候変動の影響

への適応（適応

策） 

農林水産業に関する対策 

水環境・水資源に関する対策 

自然生態系に関する対策 

自然災害・沿岸域に関する対策 

健康に関する対策 

産業・経済活動に関する対策 

県民生活・都市生活に関する対策 

分野を横断した施策 

本県では、福岡県地球温暖化対策実行計画（第２次）に基づき、エネルギー、家庭、業務、産業な

どあらゆる部門において、県民や事業者、行政といった全ての主体と連携し、地球温暖化対策を

総合的・計画的に推進しています。 
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この目標を達成するためには、エネルギー、

家庭、業務、産業などあらゆる部門において、

県民や事業者、行政といった全ての主体が連

携し、積極的な取組を行う必要があります。 

このため、地球温暖化対策やエネルギー政

策を全庁的に推進する「福岡県地球温暖化対

策施策連絡調整会議」、「福岡県エネルギー政

策推進本部」及び「福岡県環境対策協議会」に

おいて、多岐にわたる地球温暖化対策の推進・

進行管理に関する検討・調整を行うとともに、

県内 6 か所に設置する「地域環境協議会」にお

いて、地域における地球温暖化対策に取り組

んでいます。 

また、多様な主体との連携するため、環境審

議会、環境県民会議、地球温暖化防止活動推

進センター、気候変動適応センター等を活用し

つつ、県民、事業者、国、市町村、教育・研究機

関、NPO・民間団体との連携・協働により、計

画の推進を図っています。 

 

２ 福岡県地球温暖化対策実行計画の進捗

状況 

本県では、毎年度、取組の進捗状況の把握

や、県内の温室効果ガス排出量の算定を行い、

削減目標の達成状況を点検・評価するとともに、

環境審議会、環境県民会議、省エネルギー推

進会議に報告を行っています。 

令和元（2019）年度の本県温室効果ガス排

出量は４,６３０万トンであり、基準年度の平成

25（2013）年度比で２５.２％減少（前年度比

3.0％減少）しています。（関連：第１部第１章 

表「福岡県の温室効果ガス総排出量」（３頁）参

照）

福岡県の温室効果ガス総排出量 

 

温室効果ガス排出区分 

基準年度 

(2013年度) 

排出量 

前年度 

（2018年度） 

排出量 

現況（2019年度） 削減目標 

（2030年度） 
排出量 前年度比 基準年度比 

合計 6,187 4,772 4,630 ▲3.0 ▲25.2 ▲46.0% 

二酸化炭素 6,100 4,690 4,543 ▲3.1 ▲25.5 － 

 エネルギー転換部門 

(発電所等) 

 

65 44 37 ▲15.2 ▲42.6 － 

家庭部門 1,009 499 477 ▲4.4 ▲52.7 － 

業務部門 

（商業・サービス・事業所等） 
1,113 584 614 5.0 ▲44.9 － 

産業部門 

（工場等） 
2,247 1,916 1,857 ▲3.0 ▲17.3 － 

運輸部門 

（自動車・船舶等） 
969 921 906 ▲1.6 ▲6.5 － 

工業プロセス分野 

（セメント製造等） 
613 582 565 ▲2.8 ▲7.8 － 

廃棄物分野 

（一廃・産廃） 
85 145 87 ▲39.9 3.4 － 

メタン 36 33 32 ▲0.7   ▲9.3 － 

一酸化二窒素 44 41 46 12.4   5.7 － 

代替フロン等４ガス 

（HFC、PFC、SF6、NF3） 
7 8 8 ▲2.5    5.0 － 

（単位：万 t-CO2） 

脱
炭
素

社
　
会

- 69 -



 

 

下表は、令和元（2019）年度の本県の部門

別温室効果ガス排出量及びエネルギー消費量

を表したもので、温室効果ガス排出量につい

ては、基準年度の平成25（2013 年）年度に比

べ、家庭部門における1世帯当たりの排出量で

55.6％減少、業務部門における事業所床面積

当たりの排出量で 45.9％減少、自動車部門に

おける 1 台当たりの排出量で 9.0％減少して

います。 

また、電力の排出係数※の影響を受けないエ

ネルギー消費量についても、家庭部門における

１世帯当たりの消費量で 28.1％減少、業務部

門における事業所床面積当たりの消費量で

11.4％減少しています。 

この要因は、国同様、省エネルギー等による

エネルギー消費量の減少に加え、再生可能エ

ネルギーの導入拡大や原発の再稼働等に伴う

電力由来の二酸化炭素排出量が減少したこと

などが考えられます。 

 

福岡県における部門別温室効果ガス排出量及びエネルギー消費量の状況 

部門 
削減目標 

(2030 年度) 

基準年度 

(2013 年度) 
2018 年度 2019 年度 

排出・消費量 排出・消費量 排出・消費量 前年度比 基準年度比 

全体 
温室効果ガス排出量 ▲46％ 6,187 万 t 4,772 万 t 4,630 万 t ▲3.0% ▲25.2% 

エネルギー消費量 － 556 PJ 522 PJ 500 PJ ▲4.1% ▲9.3% 

家庭 
(1 世帯当たり)CO2排出量 ▲69％ 4,400 kg 2,065 kg 1,953 kg ▲5.4% ▲55.6% 

(同上)エネルギー消費量 ▲37％ 34.1 GJ/世帯 27.0 GJ/世帯 24.5 GJ/世帯 ▲9.0% ▲28.1% 

業務 
(床面積当たり)CO2排出量 ▲60％ 176 kg 91.1 kg 95.3 kg 4.7% ▲45.9% 

(同上)エネルギー消費量 ▲20％ 1.24 GJ/m2 1.12 GJ/m2 1.10 GJ/m2 ▲1.9% ▲11.4% 

自動車 (1 台当たり)CO2排出量 ▲37％ 2,629 kg 2,451 kg 2,393 kg ▲2.4% ▲9.0% 

※1kWh 発電時に排出される二酸化炭素排出量。 
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第３節 温室効果ガスの排出削減に関する対策（緩和策） 

〔建築物省エネ法、エコまち法〕 

 

１ 再生可能エネルギーの導入促進 

【総合政策課エネルギー政策室】 

(1) 本県における再生可能エネルギーの導入状

況 

平成 24（2012）年 7 月 1 日に再生可能エ

ネルギー固定価格買取制度が施行されました。 

本制度による認定を受けた県内の発電設備

の導入容量は、令和３（202１）年度末現在、全

国第７位（約2９1万kW）となっています。 

本県による推計では、令和３（202１）年度末

現在の再生可能エネルギー発電設備の導入容

量は約2９９万 kW となっており、８（202６）年

度末までに４０5万kWとする県総合計画の目

標達成に向け、順調に推移しています。 

今後も、再生可能エネルギーの更なる導入促

進に向けた各種の取組を推進していきます。 

 
再生可能エネルギー固定価格買取制度認定状況 
（発電設備の導入容量（運転開始済み分）） 

順位 都道府県名 導入容量 

1 茨城県 4,529,634kW  

2 愛知県 3,345,831kW 

3 千葉県 3,288,389kW  

4 北海道 3,160,781kW 

5 福島県 3,023,251kW 

７ 福岡県 2,906,497kW 
（令和３（202１）年度末現在） 

 【出典：資源エネルギー庁資料（FIT 導入容量）から県作成】 

 

再生可能エネルギー発電の種類 
導入容量（kW） 

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 

太陽光

発電 

10kW未満(住宅用) 547,695 581,233 ６１８,892 

10kW以上(非住宅用） 1,594,225 1,730,552 1,794,527 

風力発電 30,738 38,736 38,736 

水力発電 23,478 23,478 25,734 

地熱発電 0 0 0 

バイオマス発電（※） 293,963 312,887 508,199 

合計 2,490,098 2,686,886 2,986,088 

 

 

 

(2) 再生可能エネルギーの普及に向けた取組 

ア 本県における率先導入 

地域におけるエネルギー問題への意識改革

を進め、地域の資源や特性を活かした再生可

能エネルギーの導入を県内各地に拡げるため、

県有施設への再生可能エネルギーの導入を率

先して進めています。 

これまでに、水力発電設備を５か所（計

14,600kW）に導入したほか、県有施設 6６か

所（計 1,096kW）に太陽光発電設備等を導入

してきました。 

 

本県では、温室効果ガスの排出量を削減するため、再生可能エネルギー等の導入拡大・

利用促進、家庭・事業者等における省エネルギー対策の強化、循環型社会の推進など温暖

化対策に資する取組の強化、二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量削減の推進に取り組

んでいます。 

福岡県内の再生可能エネルギー発電設備の導入容量 

【出典：県における推計値（資源エネルギー庁資料（FIT 導入容量）等を基に独自に推計）】 

※廃棄物発電含む。また、導入容量については、設備容量にバイオマス比率を乗じて算出。 

※端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。 
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イ 地域の特性を活かしたエネルギー地産地

消モデルの構築 

地域の特性を活かしたエネルギー地産地消

モデルの構築を促進するため、本県では、令和

３（２０２１）年度まで市町村が自ら又は民間事

業者・ＮＰＯ等と協働して行う再生可能エネル

ギー等の導入可能性調査に対する支援を行っ

てきました。 
再生可能エネルギー等導入可能性調査支援実績 

（直近 3年間） 

導
入
可
能
性
調
査 

令
和
元
年
度 

久末ダム小水力発電可能性調査事業 福津市 

ZEB 庁舎の実現に向けた再生可能エネ

ルギー等導入可能性調査事業 
糸島市 

既存公共建築物 ZEB 化可能性調査事

業 
久留米市 

令
和
２
年
度 

山神水道企業団浄水場における小水力 

発電可能性調査事業 

山神水道 

企業団 

乙石川での小水力発電導入可能性調査

事業 
朝倉市 

令
和
３
年
度 

古賀市汚泥再生処理センター海津木苑

（仮称）の地域防災機能の向上に向けた

再生可能エネルギー導入可能性調査事

業 

古賀市 

八女市における災害対応型再生可能エ

ネルギー設備導入可能性調査事業 
八女市 

このほか、県管理ダムの放流水を活用した

中小水力発電の導入や、施設園芸において、

竹チップの発酵熱を活用した暖房費の削減と

発酵熱の収量が増加する技術の開発、工場に

おいて太陽光発電から水素を製造し、利活用

する取組を行うなど、エネルギー地産地消モデ

ルの構築に向けた幅広い取組を県において進

めています。 

ウ 民間活力を活用した再生可能エネルギー

の導入 

本県では、市町村や民間事業者の取組を支

援するため、再生可能エネルギー導入検討に

必要となる基本データ（日照時間・風況など）を

ワンストップで提供する、全国初の「再生可能

エネルギー導入支援システム」（URL:https:/

/www.f-energy.jp/search/）を平成 24

（2012）年7月から公開しています。 

平成 28（2016）年度から、県内の民間事業

者等を対象に、専門的な知識や豊富な経験を

有する人材を派遣し、課題解決を図ることによ

り再生可能エネルギーの導入等を支援する「福

岡県再生可能エネルギー導入支援アドバイザ

ー派遣事業」を実施しています。 
再生可能エネルギー導入支援 
アドバイザー派遣事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本県では、分散型エネルギーに関する

総合相談窓口を開設し、民間事業者等からの

再生可能エネルギー導入に関する各種相談に

対応しています。 

さらに、県有財産の有効活用を図るとともに、

民間活力による再生可能エネルギー導入を促

進するため、県有未利用地や学校など県有施

設の屋根を民間事業者に貸し付け、太陽光発

電設備を整備する取組を行っています。 

エ エネルギーに関する情報発信 

本県では、ホームページ「ふくおかのエネル

ギー（福岡県エネルギー総合情報ポータルサイ

ト）」において、エネルギーに関する公募･助成

情報や、セミナー・イベント開催情報などを発信

しています。 

エネルギーに関する最新情報については、

ホームページ「ふくおかのエネルギー」（URL：

https://www.f-energy.jp）で御確認くだ

さい。 

オ コージェネレーションの導入促進 

コージェネレーション（熱電併給システム）と

は、天然ガスや石油、ＬＰガス等を燃料として発

1.対象者 
  県内に事業所を有する民間事業者、自治会、 
ＮＰＯ法人等 

2.対象事業 
  ①再生可能エネルギーの導入検討 
  ②既に導入している再生可能エネルギー設備のメ

ンテナンス、安全対策の検討 

3.対象分野 
  ①太陽光発電（設備のメンテナンス、安全対策に

係る相談に限る）、②小水力発電、③風力発電、
④バイオマス発電・熱利用、⑤地中熱利用 

4.利用料 
  無料（1案件につき原則2回まで） 
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電を行い、その際に生じる廃熱も回収し、給湯

や冷暖房などに有効利用するシステムであり、

令和３（20２１）年１０月に国が策定した第６次エ

ネルギー基本計画においても、「エネルギーを

最も効率的に活用することができる方法の一

つ」とされています。 

本県では、システムの特長や、最新の技術・

導入事例、国や県の導入支援制度などを紹介

する民間事業者向けのセミナーを開催するな

ど、コージェネレーションの普及に向けた取組

を推進しています。 

 

コージェネレーションの仕組み 

 

(3) エネルギー対策特別融資制度の運用 

民間事業者においては、「電力コストの上昇」

や「原油・原材料価格の高騰」などが経営上の

懸念事項となっています。生産コストの低減や

産業競争力の強化を図る観点からも、省エネ

ルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入

が必要とされていますが、その導入に当たって

多額の費用を伴うことが課題となっています。 

このような現状を踏まえ、本県では、24の取

扱金融機関及び信用保証協会と連携して、中

小企業者を対象とした「福岡県エネルギー対策

特別融資制度」を運用しています。 

エネルギー対策特別融資制度の概要 

(4) カーボンニュートラルポートの取組 

【港湾課】 

脱炭素社会の実現に貢献するため、県が管

理する苅田港において、脱炭素化に配慮した

港湾機能の高度化「カーボンニュートラルポー

ト（CNP）」の形成を目指し、行政と企業等が連

携して取組を進めています（詳細は第１部第２

章に掲載） 

 

２ 再生可能エネルギーの利用の促進 

【環境保全課】 

公共施設において、再生可能エネルギーか

ら発電した電力を率先して利用します。 

令和4（２０２２）年度は、事業者における再生

可能エネルギーの利用を促進するため、地球

温暖化対策に関する情報を広く掲載したポー

1.融資対象者 

県内に事業所を有する中小企業者 

2.融資対象設備等 

省エネルギー設備 

再生可能エネルギー設備 

コージェネレーション、エネルギーマネジメント

システム、蓄電池 

建築物の省エネ改修 

水素ステーション  など 

（県内に設置する場合に限る） 

3.融資限度額 

再生可能エネルギー設備及び 

水素ステーション ：2億円以内 

その他の設備等  ：1億円以内 

4.融資期間 

再生可能エネルギー設備及び 

水素ステーション ：15年以内 

その他の設備等  ：10年以内 

5.融資利率 

1.1～1.3％ 

6.保証料率 

再生可能エネルギー設備、蓄電池、水素 

ステーション：0.25～1.62％ 

省エネルギー設備、コージェネレーショ 

ン、エネルギーマネジメントシステム、 

建築物の省エネ改修：0.13～1.56％ 
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タルサイト「ふくおかエコライフ応援サイト」

(URL ： https://www.ecofukuoka.jp)を

改修し、利用促進に関する情報発信を行うこと

としています。 

 

３ 水素エネルギー利活用の推進 

【自動車・水素産業振興課】 

産学官が一体となった「福岡県水素グリーン

成長戦略会議」を中核として、水素製造のイノ

ベーションを推進するとともに、幅広い分野で

の水素利用の拡大を促進し、成長分野である

水素関連産業の集積を図る、「福岡県水素グリ

ーン成長戦略」を推進します。（詳細は第２章に

掲載） 

 

４ 運輸における取組 

(1) 電動車の率先導入 

【環境保全課、自動車・水素産業振興課】 

福岡県環境保全実行計画(第５期改定版)の

目標達成に向けて、新規導入・更新する公用車

については、代替可能な電動車等がない場合

を除きすべて電動車等とし、２０３０年度までに

公用車を全て電動車等にすることとしています。 

また、電動車購入における補助金の案内や、

電動車の展示・試乗会を実施し、電動車の普

及・促進に取り組みます。 

(2) エコドライブの普及・促進 

【環境保全課】 

ふくおかエコライフ応援サイトや県ホームペ

ージで、「急発進や急加速をやめる」など、環境

負荷軽減に配慮した運転であるエコドライブの

具体的な方法を示し、普及・促進を図っていま

す。 

(3) 交通の円滑化 

ア 道路 

【公園街路課、道路維持課、 

道路建設課、警察本部】 

本県の都市活動における二酸化炭素排出量

の約2割を運輸部門が占め、運輸部門のうち、

約 9 割を自動車が占めている状況であり、二

酸化炭素排出量の削減が求められています。 

円滑な交通を確保し、排出ガスの抑制を図

るため、以下の交通環境対策に取り組み、省エ

ネルギー化を推進しています。 

・踏切での渋滞解消のための鉄道と道路の

立体交差化 

・幹線道路をはじめとする体系的な道路ネッ

トワークの整備 

・交差点の改良 

警察本部交通管制センターでは、テレビカメ

ラや車両感知器などにより、主要幹線道路の交

通量や交通渋滞などの情報を収集するととも

に、収集した情報をコンピューターで解析して

信号機のコントロールを行うなど、交通状況に

応じた最適な信号制御を行っています。また、

渋滞情報や交通情報を交通情報板、ラジオ放

送、カーナビゲーション、インターネット等を通

じてドライバーに提供することにより、交通渋滞

の軽減に取り組んでいます。 

これらの対策により、 

 交通渋滞による車両の停止回数が少なく

なるため停止中や発進時に排出される排

気ガスや騒音が減少する 

 スムーズな車の流れを作ることにより走行

時間が大幅に短縮する 

など、エネルギーの省力化により、人・地球に優

しい環境づくりを推進しています。 

(4) 公共交通・自転車の利用促進 

【交通政策課】 

バスや鉄道などの公共交通は、輸送量当た

りの二酸化炭素排出量が自家用車よりも少な

く、自転車は、二酸化炭素を排出しないなど、と

もに地球環境に優しい移動手段です。しかし、
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モータリゼーションの進展等により自家用車利

用が増え、都市部での交通渋滞や、公共交通

の利用減少によるバスや鉄道の減便などが発

生しています。 

本県では、国、市町村、交通事業者等と連携

し、公共交通網の整備、公共交通利用促進の

啓発活動、自転車の活用推進等に取り組んで

います。 

〔主な取組〕 

 路線バス、コミュニティバス（デマンド交通

を含む）維持・確保のための補助 

 第三セクター鉄道等への安全輸送設備整

備等に対する補助 

 公共交通利用促進キャンペーンの実施 

 県ホームページでの情報提供 

 自転車の活用推進 

(5) トンネル照明、信号機のＬＥＤ化 

【道路維持課、警察本部】 

道路照明のＬＥＤ化は、平成30（2018）年度

で完了しており、新設の道路照明灯は原則とし

てＬＥＤ照明を採用することでエネルギー効率

の向上ひいては環境負荷の低減を図っていま

す。 

現在は、トンネル照明のＬＥＤ化を推進してい

ます。 

公安委員会が管理する信号機のＬＥＤ化は、

平成 30（2018）年度で全て完了し、環境負荷

の低減を図っています。 

５ 家庭における取組 

【環境保全課】 

(1) 福岡県地球温暖化防止活動推進センター 

地球温暖化対策の普及啓発活動の拠点とし

て、（一財）九州環境管理協会を「福岡県地球温

暖化防止活動推進センター」（温防センター）に

指定しています。温防センターでは、地球温暖

化防止活動推進員等と連携し、以下の取組を

行っています。 

 ホームページや広報誌による情報発信 

 県民等からの照会・相談への対応 

 学習教材や啓発資材の作成・貸出 

 各種講師の派遣 

 地球温暖化防止活動推進員の活動支援 

 うちエコ診断の実施 

 環境家計簿の作成・普及 

 温室効果ガス排出量の調査・算定 

(2) 地球温暖化防止活動推進員 

地域に密着した地球温暖化対策を進めるた

め、各市町村長からの推薦に基づき、福岡県地

球温暖化防止活動推進員を委嘱しています。 

家庭や地域における地球温暖化対策の取組

を促進するため、現在、９２名の推進員が県、温

防センター、市町村と連携し、県内各地で以下

の取組を展開しています。 

 環境学習会・研修会等の開催 

 児童・生徒等を対象とした出前講座 

 市町村主催イベント等でのブース出展 

 地域住民等からの相談対応 

地地球球温温暖暖化化防防止止活活動動推推進進員員にによよるる街街頭頭啓啓発発活活動動  

お祭りなどの地域のイベントで、クイズや実験を交えながら省エネ・節電を呼びかけたり、幼

稚園や小学校へ講師として出向き、環境に関する講座を行ったりしています。 

【推進員の活動報告】https://www.ecofukuoka.jp/advice/4121.html 
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(3) エコファミリー応援事業 

家庭における地球温暖化対策を推進するた

め、省エネルギー・省資源に取り組む県民をエ

コファミリーとして募集し、その活動を支援する

「エコファミリー応援事業」を実施しています。

（詳細は第２章に掲載） 

(4) 省エネルギー型ライフスタイルへの転換に

向けた情報発信 

地球温暖化対策に関する情報を広く掲載し

たポータルサイト「ふくおかエコライフ応援サイ

ト」(URL：https://www.ecofukuoka.jp)

を運用し、県の取組や家庭における取組の参

考となる各種情報、県内の環境関連イベント情

報などを掲載し、情報発信を行っています。 

令和４（２０２２）年度は、特に若い世代に向け、

脱炭素に向けた行動変容を促すため、啓発Ｃ

Ｍを制作し、街頭ビジョンやＳＮＳ等で配信す

ることとしています。 

(5）住宅の省エネルギー化 

【住宅計画課】 

本県では、脱炭素社会に資する住まいづくり

の促進のため、新築住宅、既存住宅の省エネ

ルギー性能の向上や県産木材等を活用した木

造住宅の普及に向けて、ＺＥＨなどの省エネ性

能の高い住宅に関する情報発信や既存住宅の

省エネリフォームの促進などの取組を行ってい

ます。 

＜住宅情報提供推進事業＞ 

県民の住宅における環境負荷低減の必要性

の理解を深めるため、「生涯あんしん住宅」に

おいて省エネ性能や創エネ機器について展示

し、効果的な活用に関する技術や効果に関する

情報提供を進めています。 

６ 事業所における取組 

(1) エコ事業所応援事業 

【環境保全課】 

事業所における地球温暖化対策を推進する

ため、省エネルギー・省資源に取り組む事業所

をエコ事業所として募集し、その取組を促進す

る「エコ事業所応援事業」を実施しています。

（詳細は第２章に掲載） 

また、事業所における環境マネジメントシス

テムの取組を支援するため、エコアクション 21

の導入セミナーや認証取得に向けた無料のコ

ンサルティング会を開催しています。 

(2) 中小企業のための脱炭素化促進 

【環境保全課】 

平成22（2010）年度に県内中小企業等によ

る省エネルギーの取組を促進する事業の実施

を通じて、地球温暖化防止及び企業振興に貢

献することを目的として、省エネ技術等保有企

業、事業者団体及び行政機関等の 26 団体で

構成する「福岡県省エネルギー推進会議」を設

置しました。 

以下の事業を県と共同で実施し、中小企業

等のエネルギーコストの低減や温室効果ガス

排出量の削減を推進しています。 

ア 省エネルギー相談事業 

省エネルギー型設備・機器の導入又は現有

設備の運用改善を検討している中小企業等の

相談に応じ、運用面・投資面での助言や提案を

行うことにより、中小企業の省エネルギー対策

の促進を図るため、省エネルギーに関する無

料の相談窓口を開設しています。 

必要に応じて専門家を派遣し、現地相談を

行っており、令和 3（２０２１）年度は 70 件の相

談を実施しました。 

イ 脱炭素化情報発信事業 

地球温暖化に関する情報を広く掲載したポ

ータルサイト「ふくおかエコライフ応援サイト」

(URL ： https://www.ecofukuoka.jp)を

運用し、県の取組や家庭における取組の参考と

なる各種情報、県内の環境関連イベント情報な
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どを掲載し、情報発信を行っています。 

また、地域における省エネルギーの取組促進

と環境ビジネスの拡大を図るため、省エネルギ

ー技術等の機器展示を行うエコテクノの中で、

環境保全に資する優良な技術・製品等を紹介

する展示商談会を開催しています。 

令和４(2022)年度は、中小企業の脱炭素化

への取組の参考となるよう、事例集を作成し、

公表することとしています。 

ウ 脱炭素化人材育成事業 

県内事業者を対象に、企業の経営層・経営ス

タッフを対象に環境経営に取り組むメリットや

先進企業の事例紹介を行う講座、各種機器・設

備の運用改善手法等に関する技術者向け講座、

国が実施する省エネ補助金の紹介や申請に向

けた準備のポイントなどを解説する講座といっ

た脱炭素に関する各種講座等を開催し、脱炭

素に係る人材の育成を支援しています。 

令和４（２０２２）年度は、補助金に関する講座

の参加者を対象に、優れた ZEB（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）の取組を行っている企業の

現地視察等を実施することとしています。 
講座の様子 

エ 中小企業等省エネ支援補助事業 

県内中小企業等の脱炭素化を推進するため、

令和 4（２０２２）年度は、省エネ診断を受診した

中小企業等が、省エネ効果が期待できる既存

設備の更新や機器の導入経費の一部を補助し

ています。 

(3) 病院及び診療所の省エネルギー化の促進 

【医療指導課】 

病院及び診療所における地球温暖化対策の

取組を推進し、省エネルギー化を促進するため、

温室効果ガス総排出量の削減が見込まれる設

備整備を実施する病院及び診療所に対し助成

を行っています。 

 

７ 公共施設における取組 

【環境保全課】 

(1) 福岡県環境保全実行計画の概要 

本県では、県自らが一事業者として環境保

全に配慮した行動を行い、環境負荷の低減に

取り組むため「福岡県庁環境保全行動計画」を

策定し、平成 10（1998）年度から知事部局で

取組を開始しました。その後、対象機関を県の

全機関に拡げた「福岡県環境保全実行計画」を

策定、第２期～第５期に渡って取組を推進しま

した。さらに令和 4（2022）年３月には、引き続

き県自らが、地球温暖化対策等に率先して取り

組んでいくため、第５期計画を改定しました。 

(2) 福岡県環境保全実行計画の実績 

第５期計画については、令和３（202１）年度

の実績を次頁の表にまとめています。 

令和 3（2021）年度の実績は、新型コロナウ

イルス感染症対応業務のため、土日も含め庁

舎稼働時間が増加したこと、又、平日において

も感染症拡大防止のため業務中の外気取込回

数増加による空調効率悪化などによる電気・都

市ガスの使用量増加などのため、温室効果ガ

ス総排出量が前年度より増加したものの、基準

年度比では7.0%減少となりました。 

(3) 計画推進に向けた取組 

本県では、新たな目標達成に向け、令和4年

度は、優先的に省エネ改修及び太陽光発電設

備を導入すべき県有施設について調査を実施

します。 

令和５年度以降は、本調査結果を基に県有

施設の省エネ改修及び太陽光発電設備の導入

に重点的に取り組みます。 
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環境保全実行計画 令和 3（2021）年度実績 

重点取組項目 令和３年度実績 
令和３年度増減率 

（平成25年度比） 

令和12年度 

目標増減率 

(平成25年度比) 

温室効果ガス総排出量 (kg-CO2) 110,823,455 -7.0% -32% 

電気使用量 (kWh) 141,900,931 0.9% -32% 

都市ガス使用量 (㎥) 3,038,813 27.7% -32% 

ＬＰＧ・ＬＮＧ使用量 (kg) 204,534 0.8% -32% 

Ａ重油使用量 (L) 1,064,795 -35.9% -32% 

軽油使用量 (L) 616,714 -40.2% -32% 

灯油使用量 (L) 675,429 -34.4% -32% 

ガソリン使用量 (L) 4,762,826 -23.2% -32% 
 
※基準年度は原則、平成25年度（指定管理者分の基準年度は平成27年度であり、基準年度比についてはその分反映済み。） 
※温室効果ガス総排出量は、取組の成果を適切に把握するために基準年度（平成25年度）の排出係数を用いて算定。 

 

８ 農林水産業における取組 

(1) 木質バイオマスのエネルギー利用の促進 

【林業振興課】 

本県では、化石燃料の代替資源として間

伐材等に由来する木質チップを利用するた

め、木材チッパーや木質バイオマスボイラー

の導入を推進しています。 

木質チップの原料には、主に建築廃材や傷

が入った低質材等が活用されますが、造材時

に発生する梢端材や根元材等は、搬出コスト

がかかることから大部分が利用されず林地に

残されています。 

この林地残材の利用拡大を図るため、林

業経営体を対象に研修会を実施し、令和

3(2021)年度は 51 人が参加しました。研修

会では、林地残材を活用する必要性や効率

的な搬出方法などについて情報提供を行い

ました。 
研修会の様子 

 

今後も、林地残材の利用拡大に努め、木質

バイオマスのエネルギー利用を促進します。 

 (2) 農林水産物の地産地消 

【食の安全・地産地消課】 

地産地消は、輸送にかかるエネルギーの削

減など環境負荷低減にも寄与します。本県で

は、地産地消を推進するため、積極的に県産

農林水産物を利用し、農林水産業を応援す

る「ふくおか農林漁業応援団」づくりを実施し

ています。（詳細は第３章に記載） 

 

９ 脱炭素型の都市・地域づくりの推進 

(1) 持続可能な都市づくり 

【都市計画課】 

都市づくりにおいては、人口減少・超高齢

社会の到来、地球環境の保全、財政上の制

約など様々な課題に対応し、将来にわたって

持続可能な都市を構築するために、環境負

荷が少なく、多様な世代が快適で魅力ある都

市生活を身近な街なかで送ることのできる

「持続可能な都市づくり」が求められています。 

本県では、都市づくりの基本的な方針を示

し、今後の県や市町村が取り組むべき施策の

考え方を示した「福岡県都市計画基本方針」

(平成27（2015）年 10月改定)に基づき、持

続可能な都市づくりを推進しています。 

 

- 78 -



 

 

(2) 建築物・住宅の省エネルギー化、長寿命

化の促進 

ア 建築物の省エネルギー化の促進 

【建築指導課】 

〔建築物省エネ法、エコまち法〕 

我が国における全エネルギー消費量のうち、

3 割以上を建築物部門が占めており、産業、

運輸部門が減少する中、建築部門の増加が

著しいため、省エネ対策の強化が求められて

います。 

本県では、建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律（以下「建築物省エネ法」

という。）及び都市の低炭素化の促進に関す

る法律（以下「エコまち法」という。）の施行を

通して、建築物における省エネルギー化の促

進を図っています。 

＜規制的措置＞ 

建築物省エネ法により、一定規模以上の非

住宅建築物の新築・増改築等については、省

エネ基準の適合が義務化されています。 

適合義務化の対象規模は、法改正（令和３

（2021）年４月１日施行）により、延べ床面積

300 ㎡以上となっています。 

また、適合義務化の非住宅建築物を除く延

べ床面積 300 ㎡以上の建築物の新築・増改

築等については、省エネ計画の届出書の提

出が義務化されています。提出された省エネ

計画が省エネ基準に満たない場合は、指示・

勧告等により規制しています。これらの規制

的措置を円滑に施行するため、届出者等に

対し、制度や評価方法、適合基準等について

の説明や、省エネ性能を向上させる省エネ計

画の作成方法についての指導・助言を行って

います。 

＜誘導的措置＞ 

建築物省エネ法及びエコまち法に基づき、

建築物の新築計画が省エネ基準をより向上

させた基準に適合しているか、既存建築物が

省エネ基準に適合しているかについて、審

査・認定業務を行っています。また、認定され

た計画については、建築行為が正しく行われ

たか報告を求めるなど、確実な履行に取り組

んでいます。 

イ 住宅の省エネルギー化、長寿命化の促

進 

【住宅計画課】 

地球環境保護と持続可能な社会の実現の

ため、限りある資源を有効活用する循環型社

会の形成に寄与し、環境に配慮した住宅の供

給促進が求められています。 

本県では、長期優良住宅などの良質な住

宅の供給促進、省エネルギー性など環境に配

慮した住宅の普及促進や県産木材等を活用

した木造住宅の普及などにより「良質な住宅

ストックを将来世代に継承できる環境づくり」

を目指しています。 

＜長期優良住宅普及促進事業＞ 

長期優良住宅等の良質な住宅の供給促進

のため、県内金融機関と提携し、一定の基準

を満たした住宅を取得する方に向け、ローン

の優遇制度「ふくおか型長期優良住宅ローン

制度」を実施しています。 

＜省エネルギー住宅普及促進事業＞ 

脱炭素社会実現のため、県内中小企業等

の技術力向上を行うとともに、耐震改修と併

せた省エネ改修や耐震性のある住宅への省

エネ改修を支援することで住宅の省エネ化を

促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱
炭
素

社
　
会

- 79 -



 

 

１０ 温暖化対策に資する取組の促進 

環境に係る各分野において、温暖化対策

にも有効な次のような取組を行っています。

（詳細は各分野の章にそれぞれ記載） 
温暖化対策にも有効な各分野の取組 

分野 内容 詳細 

３R 
福岡県食品ロス削減県民運動 

ふくおかプラごみ削減キャンペーン 
第５章 

環境 

教育 

環境教育副読本 

こどもエコクラブ 
第３章 

国際 

協力 
アジア自治体間環境協力推進事業 第８章 

  

１１ 二酸化炭素以外の温室効果ガス排

出削減の推進 

【環境保全課、循環型社会推進課、 

廃棄物対策課】 

オゾン層は破壊しないものの強力な温室

効果ガスである代替フロンについては、冷凍

空調機器の冷媒用途を中心に排出量が増加

傾向にあり、冷凍空調機器の廃棄時のみで

はなく、使用中においても経年劣化等により

冷媒フロン類が機器から漏えいするため、排

出量が急増すると見込まれています。 

このため、フロン排出抑制法に基づき業務

用冷凍空調機器の冷媒フロンの排出抑制が

図られてきましたが、機器廃棄時の冷媒回収

率は 4 割弱程度に低迷しています。こうした

状況を踏まえ、令和元(2019)年 6 月に同法

が改正され、2(2020)年から廃棄物・リサイ

クル業者に対する機器の引取制限が新たに

規定されるなど、機器廃棄時の取組が大幅に

強化されました。 

県では、関係者に対し、法改正の周知を図

るとともに、立入検査等によりフロン類の排

出抑制に取り組んでいます。 

また、ノンフロン製品本体の購入や買替え

を支援する融資を行っています。 

メタン、一酸化二窒素の排出抑制について

は、住民・事業者によるごみの分別の徹底を

促進します。 
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第４節 温室効果ガスの吸収源に関する対策（緩和策） 

 

 

 

 

１ 森林の保全 

【林業振興課】 

森林は木材の供給や水源のかん養、土砂

災害の防止といった機能を有しています。 

本県では、こうした森林の持つ多面的機能

の持続的発揮を図るため、間伐などの森林整

備を推進しています。 

令和 3(2021)年度は、福岡県森林環境税

を活用した強度間伐等の取組が定着したこと

に加え、温室効果ガスの削減等に向け元年

度から譲与が開始された国の「森林環境譲

与税」を活用した間伐が進んだ結果、前年度

に比べ 13％増の3,353haの森林整備が実

施されました。 

今後も、森林の持つ多面的機能の持続的

な発揮に向け、適正管理を推進します。 
強度間伐※直後の林内 

また、森林を県民共有の財産として守り育

てていくため、福岡県森林環境税を活用し、

県民自らが企画立案し、実行する森林
も り

づくり

活動への支援を実施しています。令和 3

（2021）年度は、森林ボランティア組織数が

前年度に比べ 4 組織増加し、２６８組織となり、

森林ボランティア参加者数は、前年度に比べ

5，986 人増加し、32，082 人となりました。 

今後も、森林を社会全体で守り育てるとい

う気運の向上に向け、取組を推進します。 
ボランティアによる植樹活動 

  

２ 都市の緑化 

【林業振興課】 

県有施設における緑化や、都市公園の整

備において、緑地の適切な保全及び緑地空

間の創出を行うなど、地域緑化を推進します。 

令和3（2021）年度は、稲築志耕館高等学

校内の中庭の緑地整備や、夜須高原記念の

森における緑地空間の創出等を行いました。

これにより、令和３年度の県有施設における

緑化木の植栽本数は、１,４８３本となりました。 

  

３ 二酸化炭素固定化のための県産木材

の長期的利用 

(1) 公共建築物等における木材利用 

【林業振興課】 

本県では、「福岡県内の建築物等における

木材の利用の促進に関する方針」に基づき、

公共建築物等の木造化や内装の木質化に向

けた取組を進めるとともに、木材の良さを広

く県民にＰＲするなどにより、民間建築物の木

本県では、大気中の温室効果ガスを吸収・固定するため、森林の保全、都市の緑化、二酸化

炭素固定化のための県産木材の長期的利用、農地土壌炭素吸収源対策に取り組んでいます。 

 

※強度間伐：間伐率をより高く設定した間伐。 
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造・木質化を促進することとしています。 

令和３（202１）年度は、太宰府交番の木造

化に加え、香椎高校体育館の木質化などを

行いました。これにより、公共建築物等におけ

る木材利用量は、前年度から 359 ㎥増加し、

10,016ｍ3となりました。今後も、公共施設に

おける木造・木質化の取組を継続するととも

に、民間の建築物においても県産木材の利

用拡大に努めます。 
公共建築物等における木材利用量 

 

太宰府交番の木造化 

 

(2) 木材利用に対する理解促進について 

【林業振興課】 

本県では、県産木材の需要拡大を図るた

め、民間や市町村施設の木造・木質化を推進

しており、そのモデルとなる建築物を「福岡県

木造・木質化建築賞」として表彰しています。   

８回目となる令和３（202１）年度は、住宅

や保育施設など 38 点の応募があり、その中

から 10 点の建築物を表彰しました。 

今後も木造・木質化建築の良さを県民に

広く伝え、県産木材の利用を促進します。 

第 8回木造の部 大賞 
「株式会社 Kotori works事務所」 

 
第 8回木質化の部 大賞 
「幼稚園型認定こども園 

おひさま くるめようちえん」 

  

(3) 県産木材等を活用した木造住宅の普及 

【住宅計画課】 

地球環境保護と持続可能な社会の実現の

ため、限りある資源を有効活用する循環型社

会の形成に寄与し、環境に配慮した住宅の供

給促進が求められています。 

本県では、県産木材等を活用した木造住

宅の普及などにより「低炭素社会・循環型社

会に寄与し将来世代に継承できる良質な住

宅ストック形成」を目指しています。 

＜ふくおか県産材家づくり推進助成事業＞ 

再生可能な資源である木材を活用し、省エ

ネルギー性や耐久性など一定の基準を満た

した長期優良住宅を支援することで木造住

宅の供給を推進しています。 

  

４ 農地土壌炭素吸収源対策 

【食の安全・地産地消課】 

堆肥等の有機物を土壌中に投入すると、そ

れに含まれる炭素は微生物により分解され、

一部は大気中に放出されますが、一部は土
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壌中に貯留され、二酸化炭素の排出抑制に

寄与します。 

本県では、化学肥料・化学合成農薬を原則

5 割以上低減する取組と合わせて行う地球

温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い

営農活動を支援する「環境保全型農業直接

支払交付金」を活用するなど、その取組を支

援しています。 
農地・草地土壌の炭素収支モデル 

【資料：農林水産省「農業分野における気候変動・地球温暖化

対策について」（平成 30 年 3 月作成版）】 
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第５節 気候変動の影響への対応（適応策） 

 

 

 

１ 農林水産業に関する対策 

(1) 温暖化に対応した品種の開発 

【農林水産政策課、水田農業振興課】 

県農林業総合試験場では、競争力が高く、か

つ気候変動に対応した新品種の育成に取り組

んでいます。これまでに、高温に強い米の品種

として、「元気つくし」、「実りつくし」を育成しま

した。導入実績（令和 3（2021）年産）は、それ

ぞれ、6,430ha（19％※）、440ha（1％※）とな

っています。今後も、米をはじめ果樹等の品目

でも高品質で高温に強い特性を持つ品種の開

発に取り組みます。 
※ ( )内の割合は、令和3年産県内水稲作付面積34,600ha

に対する割合 

(2) 気象情報に基づく技術対策情報の提供 

【経営技術支援課】 

農業は、大雨や少雨、台風等の気象の影響

を受けやすく、被害の発生が農家所得の減少

に直結します。そこで、本県では、気象情報を

基に、必要に応じて技術対策情報を発出してい

ます。 
令和 3年度に県内に発表した情報等の状況 

伝達先：普及指導センター、JA全農ふくれん など 

※農業者には、普及指導センターを通じて情報提供 

令和３（２０２１）年度は、「長雨・日照不足に関

する技術対策」や「高温及び梅雨期の大雨に対

する農作物等への技術対策」など延べ７回の情

報提供を行いました。 

  

２ 水環境・水資源に関する対策 

【水資源対策課】 

水の貴重さや水資源開発の重要性への理解、

節水への意識を高めるための普及啓発として、

国が定める「水の日」、「水の週間」に本県にお

いても、啓発物品の配布や中学生を対象にし

た水の作文コンクール等を実施しています。 

また、雨水の利用について普及・啓発を行っ

ており、これまで情報発信力のある拠点に雨水

タンクや集水ネットを設置してきました。花壇や

農作業に雨水を利用してもらうことにより、水

資源の有効活用に対する県民の意識向上を図

っています。 

 

３ 自然生態系に関する対策 

(1) 生物多様性の現状の把握 

【自然環境課】 

生物多様性の現状や変化の状況を把握する

ことは、生物多様性の保全の基盤となります。 

このため、本県では希少種や外来種を含め

た多様な生物の分布情報の調査・収集を行っ

ています。福岡県侵略的外来種リストでは、注

目すべき外来種の生息・生育分布図を公表し

ています。 

発表月日 情報の名称 

５月１７日 長雨・日照不足に関する技術対策 

６月２５日 
高温及び梅雨期の大雨に対する農作物等へ

の技術対策 

7月２１日 高温・少雨に伴う農作物等の技術対策 

8月５日 
台風９号及び１０号接近に伴う農作物等の技

術対策 

8月１２日 
８月１６日にかけての大雨による農作物等に

対する技術対策 

９月１０日 台風１４号接近に伴う農作物等の技術対策 

12月2３日 
農作物等の寒害及び雪害の被害防止に向け

た技術対策 

本県では、気候変動の影響による被害を防止・軽減するため、高温に耐性のある農作物の

品種開発や普及、治水・治山・砂防・道路防災などの自然災害対策等に取り組んでいます。 
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「福岡県侵略的外来種リスト 2018」における 
アライグマの生息分布図 

 
  

４ 自然災害・沿岸域に関する対策 

(1) 情報伝達手段の多重化の促進 

【防災企画課、消防防災指導課】 

災害時に、市町村が住民に必要な避難情報

等を伝達するための情報基盤を整備するとと

もに、市町村が実施する伝達手段の多重化に

ついて助言等の支援を行っています。 

(2) 自然災害対策 

【農村森林整備課、道路維持課、河川管理課、

河川整備課、港湾課、砂防課】 

県民の生命と財産を守るため、治水、治山、

砂防、道路防災などの自然災害対策を推進し、

災害に強い県土づくりを進めます。 

 保安林及び治山施設（治山ダム等）の整備 

 公共インフラの防災対策 

 河道や堤防等の整備 

 洪水・高潮・土砂災害ハザードマップ等の

作成支援 

 砂防関係施設の整備 

(3) グリーンインフラ・Eco-DRR 

【自然環境課、企画課】 

グリーンインフラとは、社会資本整備や土地

利用等のハード・ソフト両面において、自然環

境が有する多様な機能を活用し、持続可能で

魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組

です。本県における社会資本整備や土地利用

等についても、生態系ネットワークの保全・再

生・活用、健全な水資源の循環など、グリーンイ

ンフラを活用した自然共生社会づくりの普及と

導入の働きかけを進めます。 

グリーンインフラの概念の中でも特に防災・

減災に注目し、生態系が有する多様な機能を

活かして災害に強い地域を作る考え方が「生態

系を活用した防災・減災（Eco-DRR）」 であり、 

その普及と導入の働きかけを進め、広く啓発

を行います。 

 

５ 健康に関する対策 

(1) 熱中症予防の普及啓発・注意喚起 

【健康増進課、私学振興課、 

体育スポーツ健康課】 

「熱中症」は、高温多湿な環境に長くいること

で、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩

れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に

熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく

室内で何もしていないときでも発症し、救急搬

送されたり、場合によっては死亡することもあ

ります。 

本県では、熱中症予防に関する留意点や新

型コロナウイルス感染症対策を行う中で取り組

む熱中症予防対策等について、県ホームペー

ジや県広報紙への掲載、SNS による発信等に

より、啓発を行っています。令和3（2021）年度

からは、熱中症の危険性が極めて高いと予想

される場合に発表される「熱中症警戒アラート」

の運用が始まり、同アラートの周知を行ってい

ます。 

また、県内学校の体育･スポーツ活動等にお

ける熱中症による事故を防止するための熱中

症予防の普及啓発を継続して行っています。 

(2) 蚊媒介感染症対策 

【がん感染症疾病対策課】 

デング熱等蚊媒介感染症は、主に、感染した

人の血を吸った蚊に刺されることによって感染

します。 

本県では、デング熱等蚊媒介感染症の発生

リスクを評価するために、訪問者が多く蚊の生
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息に適した場所で、媒介蚊の発生状況を継続

的に観測する蚊のモニタリング調査を実施して

います。 

また、県ホームページやチラシ等を活用し、

デング熱等蚊媒介感染症の予防やまん延防止

の啓発を行っています。 

(3) 光化学オキシダント等の注意喚起 

【環境保全課】 

地球温暖化との関係性が指摘されている光

化学オキシダント等の濃度上昇時においては、

基準に応じて注意報等を発令し、報道機関や

県ホームページ、市町村等を通じて速やかに

県民へ注意を呼びかけています。 

 

６ 産業・経済活動に関する対策 

【中小企業振興課】 

本県では、商工会議所、商工会が市町村と共

同で作成する事業継続力強化支援計画の策定

を促進しており、令和３年度末時点で、５５計画

（６６団体）を認定しています。 

また、策定された計画に基づき、商工会等が

実施する事業継続計画（BCP）作成支援のた

めのセミナー等の事業に対し、補助金を交付す

ることで、商工会等を通じて事業者の防災、減

災意識の向上や事前対策の取組みを支援して

いるところです。 

 

７ 県民生活・都市生活に関する対策 

【水資源対策課水道整備室】 

災害に強い水道施設を構築するため、県内

の水道事業者及び水道用水供給事業者に対し、

耐震性能を有する水道施設の整備を図るよう、

アセットマネジメントの実施や水道施設耐震化

計画の策定を要請するとともに、国庫補助を活

用した施設整備について助言等を行っていま

す。 

 

８ 分野を横断した施策 

【環境保全課】 

令和元（2019）年度に、気候変動影響や適

応策に関する情報収集・発信拠点として、県保

健環境研究所に「福岡県気候変動適応センタ

ー」を設置しました。 

県適応センターでは、本県の地域特性に応

じた気候変動の予測やその影響、適応に関す

る情報を収集・整理・分析し、ホームページ

（ https://www.lccac.pref.fukuoka.lg.j

p/）で市町村、事業者、県民に分かりやすく提

供しています。 

令和 2（2020)年度には、県適応センターで

収集・整理・分析した県内の気候変動やその影

響、適応策の事例に関する情報について、目的

に応じて、分野別・地域別・主体別に検索でき

る機能や、地域や場所を示すことが可能な情報

をホームページの地図上に表示できる機能

（GIS を活用した情報発信）を持つ「情報検索

システム」を整備しました。当システムでは、九

州・沖縄地域の地方公共団体、国の地方行政

機関、地域気候変動適応センターで構成される

「気候変動適応九州・沖縄広域協議会」におい

て収集した気候変動影響等の情報についても

発信することとしています。 

また、「気候変動適応推進協議会」を開催し、

気候変動の影響や適応策について関係者と情

報を共有するとともに、気象台や専門家からの

助言・提言を得て、効果的な気候変動適応の推

進を図っていきます。 
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第５章 循環型社会の推進

  

  

  

◆目指す姿

県民や事業者等の活動により、製品のライフサイクル全体での効果的・効率的な資源循環が進

み、限られた資源が有効に利用される社会。 

環境に負荷をかけず、かつ有用性の高い先進的なリサイクルが行われている社会。 

バイオマス等の再生可能な資源が活用され、二酸化炭素の排出量が減少するとともに、天然

資源の消費量が減少している社会。 

技術開発の進展等により、県内の資源循環関連産業が活性化している社会。 

廃棄物の不法投棄がなく、適正に処理され、県民が快適に暮らせる社会。 

◆指標

指標項目 目標 計画策定時 

一般廃棄物最終処分量 
171 千トン以下 

令和７（２０２５）年度 

176 千トン 

令和2（２０２０）年度 

産業廃棄物最終処分量 
526 千トン以下 

令和７（２０２５）年度 

510 千トン 

令和元（2019）年度 

食品ロス削減県民運動協力店 

（食べもの余らせん隊）登録店舗数 

1,500 店舗 

令和８（２０２６）年度 

1,192 店舗 

令和2（2020）年度 

第５章では、循環型社会の推進の取組について掲載しています。 

地球上の限りある資源を持続的に利用するためには、廃棄物を抑制し、資源の循環的な利用

を進めていくことが必要です。本県では、３Ｒにおける啓発事業や資源循環利用に関する産業の

育成、廃棄物の適正処理の確保などの政策を行っています。 

循
環
型

社
　
会
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第１節 資源の利用の状況 

〔循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法〕 

 

 

１ 資源の利用の状況 

【廃棄物対策課、循環型社会推進課】 

環境省が作成する環境・循環型社会・生物多

様性白書において、国内における物質フローが

示されています。 

下図は、平成１２ (2000)年度と令和元

（2019）年度の国内における物質フロー（もの

の出入り）を表したもので、図の左側は資源の

投入、図の右側は利用・消費を示しています。

また、図下部の帯は、利用・消費に伴い発生し

た廃棄物の一部が再生されて資源の投入側に

戻る循環利用を示しています。 

天然資源等投入量は、平成 12（2000）年度

の 19 億 2,100 万トンから、令和元（2019）年

度には 12 億6,300 万トンに削減されており、

資源生産性（ＧＤＰ/天然資源等投入量）は、平

成12（2000）年度の約25.3万円/トンから令

和元（2019）年度には約 43.6 万円/トンと向

上しています。 

また、循環利用量は、平成１２(2000)年度の

2 億 1,300 万トンから、令和元(2019)年度に

は 2 億 3,500 万トンに増加しており、循環利

用率（循環利用量/（循環利用量＋天然資源等

投入量））は、平成１２(2000)年度の約10％か

ら令和元（2019）年度には約 15.7％に向上し

ています。 

このことから、平成１２（2000）年度に比べ、

より効率的に資源が利用されていると言えます。 

私たちの社会は、地球上の限りある資源の恩恵を受け成り立っています。この限りある資源を

将来にわたって持続的に利用していくためには、不用物をできるだけ発生させない（Reduce：リ

デュース）、使えるものは繰り返し使う（Reuse：リユース）、再び資源として利用する（Recycle：

リサイクル）の順番で取り組む、いわゆる「３Ｒ」を推進し、資源の消費を抑制することが重要で

す。 

国内における物質フロー（資源採取・消費・廃棄等によるものの流れ） 

【出典：令和4年版環境・循環型社会・生物多様性白書】 
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【出典：令和４年版環境・循環型社会・生物多様性白書】 

 
廃棄物の分類 

 
注1） 「生活系ごみ」、「事業系ごみ」は排出元による分類で、一般家庭から排出されるごみを生活系ごみ、事業場から排出されるごみを事業系ご

みと言います。 

注2） 「特別管理一般廃棄物」、「特別管理産業廃棄物」とは、一般廃棄物又は産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は

生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものです。 

注3） 表中の「法令で定められた20種類」とは、具体的には燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず（★）、木くず

（★）、繊維くず（★）、動植物性残さ（★）、動物系固形不要物（★）、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、

がれき類、動物のふん尿（★）、動物の死体（★）、ばいじん、産業廃棄物処理物です。 

（★）印は、対象となる業種が指定されているものです。 

 

 

２ 福岡県廃棄物処理計画の推進 

【廃棄物対策課】 

循環型社会を形成していくためには、まず、

できる限り廃棄物の発生を抑制し、次に、廃棄

物となったものについては、不適正処理の防止

その他の環境への負荷の低減に配慮しつつ、

再使用、再生利用、熱回収の順にできる限り循

環的な利用を行う必要があります。 

このような発生抑制及び循環的な利用を徹

底した上で、なお利用できないものについては、

適正に処理する必要があります。 

このため、本県では、令和 3（2021）年 3 月

に策定した「福岡県廃棄物処理計画」に基づい

て、7（2025）年度を目標年度として、廃棄物

の発生抑制〔Reduce（ﾘﾃﾞｭｰｽ）〕、再使用

〔Reuse（ﾘﾕｰｽ）〕、再生利用〔Recycle（ﾘｻｲｸ

ﾙ）〕の推進などの施策に取り組んでいるところ

です。 

  

３ 全国における一般廃棄物の排出の状況 

【廃棄物対策課】 

令和２（2020）年度における全国の一般廃

資源生産性の推移 循環利用率の推移 

廃棄物

生活系ごみ(注１)

一般ごみ

（可燃ごみ、不燃ごみなど）

粗大ごみ

特別管理一般廃棄物(注2)

【市町村の処理責任】

ごみ

し尿

一般

廃棄物

産業

廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち

法令で定められた２０種類(注3)

【事業者の処理責任】

事業系ごみ(注１)

特別管理産業廃棄物(注2)

循
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型
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会
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棄物（ごみ）の総排出量は、約 4,166 万 9 千ト

ンと推計されており、前年度より減少していま

す。 
ごみ総排出量の推移(全国) 

 

 

 

 

 

 

 
【出典：日本の廃棄物処理 令和2年度版】 

※総排出量は災害廃棄物を除く値である 

  

４ 福岡県における一般廃棄物の排出と処

理の状況 

【廃棄物対策課】 

ごみやし尿等、主に人の日常生活に伴って発

生する一般廃棄物の処理は、市町村が策定す

る処理計画に従って行われています。令和３

（202１）年度（速報値）における処理状況は、次

のとおりです。 

(1) ごみ 

令和３（202１）年度における県内のごみ総排

出量は１７３万 1 千トンで、前年度から減少して

います。また、1 人 1 日当たりの排出量は 928

ｇで、前年度に比べて 18ｇの減少となっていま

す。 

市町村の清掃事業により計画的に処理され

たごみの量は 168 万トンで、処理方法別に見

ると、直接焼却が 129 万 8 千トン（77.2％）、

破砕・選別・高速堆肥化等の中間処理や直接資

源化を行ったものが37万トン（22.0％）、直接

埋立が 1万３千トン（０.８％）となっています。 

(2) し尿 

総人口 51１万人のうち令和３（202１）年度に

おける水洗化人口は、前年度よりも１万６千人

（0.5％）増加し、47５万２千人に達しています。

その内訳は、公共下水道 41２万９千人（8０.

８％）、浄化槽61 万４千人（1２.０％）、地域し尿

処理８千人（0.２％）となっています。３(202１)

年度に汲み取りを行ったし尿は、11１万４千 kl

です。このうち、市町村の清掃事業により計画

的に収集されたし尿の処理方法ごとの割合は、

し尿処理施設 8７.１％、下水道投入８.５％とな

っています。 
し尿処理人口の内訳（全国との比較） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ごみ処理状況                  し尿処理状況 

 

※ 1 人 1 日当たり排出量は災害廃棄物を除いた値である。 
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（令和3年度）
外側：全国

（令和2年度）
（参考）

全国データ （単位：万人）

公共下水道 9,720
浄化槽・地域し尿処理 2,400
非水洗化人口 554
全国出典：日本の廃棄物処理

令和2年度版
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※総排出量は災害廃棄物を除く値である 

  

４ 福岡県における一般廃棄物の排出と処

理の状況 

【廃棄物対策課】 

ごみやし尿等、主に人の日常生活に伴って発

生する一般廃棄物の処理は、市町村が策定す

る処理計画に従って行われています。令和３

（202１）年度（速報値）における処理状況は、次

のとおりです。 

(1) ごみ 

令和３（202１）年度における県内のごみ総排

出量は１７３万 1 千トンで、前年度から減少して

います。また、1 人 1 日当たりの排出量は 928

ｇで、前年度に比べて 18ｇの減少となっていま

す。 

市町村の清掃事業により計画的に処理され

たごみの量は 168 万トンで、処理方法別に見

ると、直接焼却が 129 万 8 千トン（77.2％）、

破砕・選別・高速堆肥化等の中間処理や直接資

源化を行ったものが37万トン（22.0％）、直接

埋立が 1万３千トン（０.８％）となっています。 

(2) し尿 

総人口 51１万人のうち令和３（202１）年度に

おける水洗化人口は、前年度よりも１万６千人

（0.5％）増加し、47５万２千人に達しています。

その内訳は、公共下水道 41２万９千人（8０.

８％）、浄化槽61 万４千人（1２.０％）、地域し尿

処理８千人（0.２％）となっています。３(202１)

年度に汲み取りを行ったし尿は、11１万４千 kl

です。このうち、市町村の清掃事業により計画

的に収集されたし尿の処理方法ごとの割合は、

し尿処理施設 8７.１％、下水道投入８.５％とな

っています。 
し尿処理人口の内訳（全国との比較） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ごみ処理状況                  し尿処理状況 

 

※ 1 人 1 日当たり排出量は災害廃棄物を除いた値である。 

 

 

80.8%

12.2％
7.0%

76.7%

18.9%

4.4%
公共下水道

浄化槽・地域し尿処理

非水洗化人口

内側：県

（令和3年度）
外側：全国

（令和2年度）
（参考）

全国データ （単位：万人）

公共下水道 9,720
浄化槽・地域し尿処理 2,400
非水洗化人口 554
全国出典：日本の廃棄物処理

令和2年度版

 

 

ごみ処理状況 
区    分 平成 29年度 30年度 令和元年度 2年度 3年度 

総人口  （千 人） 5,127 5,121 5,127 5,123 5,110 
１人当たり排出量   （ｇ／日） 954 946 945 946 928 

ごみ 
総排出量 
(ｔ／年) 

 
収集ごみ量 1,377,721 1,374,743 1,386,692 1,352,671 1,334,532 
直接搬入量 323,972 318,066 312,785 352,197 337,394 
集団回収量（Ａ） 83,682 75,741 72,988 63,777 59,294 

合計（Ｂ） 1,785,375 1,768,550 1,772,465 1,768,645 1,731,220 
１日当たり排出量 4,891 4,845 4,843 4,846 4,743 

ごみ 
処理量 
(ｔ／年) 

 

直接焼却 1,386,638 1,365,776 1,369,950 1,312,958 1,297,811 
 構成比（％） (78.1) (77.5) (77.1) (76.9) (77.2) 
直接埋立 14,991 19,954 14,873 16,547 12,951 
 構成比（％） (0.8) (1.1) (0.8) (1.0) (0.8) 
焼却以外の中間処理 274,284 276,576 285,817 287,888 273,265 
 構成比（％） (15.5) (15.7) (16.1) (16.9) (16.2) 
直接資源化（Ｃ）  98,433 99,690 105,514  91,057 96,327 
 構成比（％） (5.5) (5.7) (5.9) (5.3) (5.7) 

合計 1,774,346 1,761,996 1,776,154 1,708,450 1,680,355 
中間処理後再生利用量（Ｄ) 208,261 206,903 209,444 218,118 208,059 
再生利用率 

(Ａ＋Ｃ＋Ｄ)／(Ｂ)×100  （％） 
21.9 21.6 21.9 21.1 21.0 

※令和３年度は、速報値である。構成比は、端数処理により合計が一致しない場合がある。 
 

し尿処理状況 
区   分 平成 29年度 30年度 令和元年度 2年度 3年度 

処理計画区域人口  （千人） 5,127 5,121 5,127 5,123 5,110 

水洗化 
人口 
 

（千人） 

公共下水道 4,017 4,054 4,095 4,107 4,129 
構成比（％） (78.4) (79.2) (79.9) (80.2) (80.8) 

浄化槽 627 612 607 617 614 
構成比（％） (12.2) (12.0) (11.8) (12.0) (12.0) 

地域し尿処理 12 13 13 13 8 
 構成比（％） (0.2) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) 
計 4,657 4,679 4,715 4,736 4,752 
構成比（％） (90.8) (91.4) (92.0) (92.5) (93.0) 

非水洗化人口   （千人） 470 442 412 386 358 
構成比（％） (9.2) (8.6) (8.0) (7.5) (7.0) 

汲み取り 
し尿内訳 

 
(ｋｌ／
年) 

総 量     （Ａ） 1,141,386 1,125,225 1,121,766 1,099,842 1,113,501 

計
画
処
理
量 

下水道投入（Ｂ） 51,287 46,510 93,087 98,985 94,567 
構成比（％） (4.5) (4.1) (8.3) (9.0) (8.5) 

し尿処理施設（Ｃ） 1,078,612 1,055,918 978,993 951,094 968,944 
構成比（％） (94.5) (93.8) (87.3) (86.5) (87.1) 

農地還元等 10,513 21,725 48,937 49,063 49,277 
構成比（％） (0.9) (1.9) (4.4) (4.5) (4.4) 

計 1,140,412 1,124,153 1,121,017 1,099,142 1,112,788 
構成比（％） (99.9) (99.9) (99.9) (100.0) (100.0) 

自家処理量 974 1,072 749 700 713 
構成比（％） (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 

処理施設等による処理率 
(Ｂ＋Ｃ)／  Ａ  ×１００    （％) 

99.0 98.0 95.6 95.5 95.5 

※令和３年度は、速報値である。構成比は、端数処理により合計が一致しない場合がある。 
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令和 3年度 一般廃棄物（ごみ）の処理・処分状況   （単位：千トン/年） 
ごみ総排出量  計画収集量  直接焼却       焼却残さ 

R3 
1,731 
(100%) 

 
R3 

1,335 
(77%) 

 
R3 

1,298 
(75%) 

 
 

    R3 
127 
(7%) 

R2 
1,769 
(100%) 

 R2 
1,353 
（76%） 

 R2 
1,313 
（74%） 

      R2 
132 

（7%） 
                

   直接搬入量    焼却量   減量化量   

   R3 
337 
(19%) 

   R3 
1,345 
(78%) 

 
(R3)1,163 

R3 
1,213 
(70%) 

  

   R2 
352 

（20%） 
   R2 

1,364 
（77%） 

(R2)1,174 R2 1,223 
（69%） 

  

                

   集団回収量  
直接焼却以外の 

中間処理 
 

(R3)47 
(R2)51  

(R3)55 
(R2)58  

(R3)50 
(R2)50   

  
 

R3 
59 
(3%) 

 
R3 

273 
(16%) 

   
 

    

   R2 
64 

（4%） 
 R2 

288 
（16%） 

   
 
 

 (R3)153 
(R2)160 

 
  

              

      直接資源化量   総資源化量     

     
 

R3 
96 
(6%) 

  R3 
365 
(21%) 

 
(R3)24 
(R2)27  

      R2 
91 

（5%） 
  R2 

373 
（21%） 

    

                

自家処理量     直接最終処分量       最終処分量 

R3 1     R3 
13 
(1%) 

 
     R3 

163 
(9%) 

R2 1     R2 
17 

（1%） 
      R2 

176 
（10%） 

※前年度の未処理分を翌年度の処理量として計上している市町村があるため、ごみ総排出量は総資源化量、減量化量及び最終処分量 

  の合計と一致していない。 

※図中の数値については、端数処理により収支が合わない場合がある。 
 
５ 市町村における一般廃棄物の排出の状

況 

【廃棄物対策課】 

令和３（202１）年度（速報値）の県内の 1人 1

日当たりのごみの排出量は 928ｇになります

が、1人 1日当たりのごみの排出量が少ない市

町村及び令和２（２020）年度に比べ 1 人 1 日

当たりのごみ排出量の削減率が高い市町村は、

以下のとおりです。 

(1) 1人 1日当たりのごみ排出量が少ない市町村 

順位 市町村名 排出量(g/人日) 

1 東峰村 649 

2 粕屋町 695 

3 大木町 700 

(2) 1人 1日当たりのごみ排出量の削減率が高

い市町村（前年度比） 

順位 市町村名 削減率(%) 

1 岡垣町 9.2 

2 小竹町 8.3 

3 遠賀町 7.9 

 

６ 全国における産業廃棄物の排出の状況 

【廃棄物対策課】 

令和元（2019）年度における全国の産業廃

棄物の排出量は、約3.9億トンと推計されてお

り、近年、ほぼ横ばいとなっています。 

 
産業廃棄物の排出量の推移(全国) 
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令和 3年度 一般廃棄物（ごみ）の処理・処分状況   （単位：千トン/年） 
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※前年度の未処理分を翌年度の処理量として計上している市町村があるため、ごみ総排出量は総資源化量、減量化量及び最終処分量 

  の合計と一致していない。 

※図中の数値については、端数処理により収支が合わない場合がある。 
 
５ 市町村における一般廃棄物の排出の状

況 

【廃棄物対策課】 

令和３（202１）年度（速報値）の県内の 1人 1

日当たりのごみの排出量は 928ｇになります

が、1人 1日当たりのごみの排出量が少ない市

町村及び令和２（２020）年度に比べ 1 人 1 日

当たりのごみ排出量の削減率が高い市町村は、

以下のとおりです。 

(1) 1人 1日当たりのごみ排出量が少ない市町村 

順位 市町村名 排出量(g/人日) 

1 東峰村 649 

2 粕屋町 695 

3 大木町 700 

(2) 1人 1日当たりのごみ排出量の削減率が高

い市町村（前年度比） 

順位 市町村名 削減率(%) 

1 岡垣町 9.2 

2 小竹町 8.3 

3 遠賀町 7.9 

 

６ 全国における産業廃棄物の排出の状況 

【廃棄物対策課】 

令和元（2019）年度における全国の産業廃

棄物の排出量は、約3.9億トンと推計されてお

り、近年、ほぼ横ばいとなっています。 
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産業廃棄物の種類別排出量 
(令和元年度／全国) 

 

 

産業廃棄物の業種別排出量 
 (令和元年度／全国)  

  

７ 福岡県における産業廃棄物の排出と処

理の状況 

【廃棄物対策課】 

本県における産業廃棄物の発生量は、僅か

な増減があるものの、近年は、ほぼ横ばいで推

移しています。今後、より一層の排出抑制及び

適正な循環的利用の促進は、県内の生活環境

の保全と産業の健全な発展を図る上で、極め

て重要な課題です。 

そのため、本県では「福岡県廃棄物処理計画」

を策定し、県下における廃棄物の適正処理の

推進に向けた基本方針や排出抑制、減量化、リ

サイクルの推進に向けた目標を設定していま

す。 

令和２（20２０）年度の県内の事業場等での

産業廃棄物の排出量は 1,447 万5 千トンとな

っています。 

排出量を産業廃棄物の種類別に見ると、汚

泥が全体の 52.8％を占め、最も多くなってお

り、以下、がれき類２３.6％、金属くず７.０％、

ばいじん３.２％、ガラスくず等２.９％、廃プラス

チック類２．７％となっており、これら６種類で排

出量全体の約9割を占めています。 
産業廃棄物の種類別排出量 

(令和２年度推計／福岡県)  

また、産業別に見ると、電気・ガス・熱供給・

水道業から排出される産業廃棄物が全体の

36.4％を占め、最も多くなっており、続いて、

製造業 26.2％、建設業１6.7％となっており、

これら３業種で排出量全体の約８割を占めてい

ます。 
産業廃棄物の業種別排出量 

(令和２年度推計／福岡県)  

 

産業廃棄物全体の処理状況を見ると、発生

量 1,655 万 8 千トンの 78％に当たる 1,283

万 3 千トンが排出事業者又は産業廃棄物処理

業者によって脱水、焼却等の中間処理が行わ

れ、これにより 735 万 3 千トン（44％）が減量

化されています。 
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また、発生量の 5２％に当たる８６６万４千ト

ンがセメント原料や建設資材、堆肥等に資源化

されており、これに減量化量を合わせた資源

化・減量化量は 1,601 万 7 千トン(97％)とな

っています。また、発生量の3％に当たる5４万

1千トンが最終処分されています。 
 

主な産業廃棄物の種類別資源化率、減量化率、最終処分率(令和 2年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年度 産業廃棄物の処理・処分状況 
（単位：千トン/年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図中の数値については端数処理により収支が合わない場合がある。 
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第２節 限りある資源の効率的な利用 

〔循環型社会形成推進基本法、資源有効利用促進法、 

容器包装リサイクル法、食品リサイクル法、プラスチック資源循環法〕 

 

 

 

 

 

 

 

１ 持続可能な消費と生産を考えた取組 

【廃棄物対策課】 

令和 3（2021）年３月に策定した福岡県廃棄

物処理計画に基づき、市町村が一般廃棄物の

減量等に取り組むことができるよう、市町村の

一般廃棄物の処理状況や先進的な取組等に関

する情報などを収集・提供するとともに、必要な

技術的助言を行います。 

(1) ３Ｒに関する取組 

【循環型社会推進課】 

ア ごみの減量化・リサイクルに関する普及  

啓発活動 

ごみの減量化・リサイクルを推進するために、

「３Ｒの達人」派遣事業をはじめ、次のような普

及啓発の活動を行い、県民の意識の高揚を図

っています。 

(ｱ) ３Ｒの達人派遣事業 

３Ｒについての知識と経験を有する個人やＮ

ＰＯ法人を「３Ｒの達人」として登録し、地域や職

場、学校等で開催される学習会等に講師として

派遣しています。 
上毛町の小学校での３Ｒ教室の様子 

(ｲ) ３Ｒ協働推進事業 

３Ｒの効率的、効果的な推進を図るため、平

成 20（2008）年度からＮＰＯ・ボランティア団

体と協働して啓発事業を実施し、環境活動、環

境学習の場や機会の提供等を行っています。 

令和４（202２）年度はリサイクル施設の見学

や、ふりかけ作りを体験する見学会を開催しま

した。 

・ こども３Ｒ学習事業 

(こどもリサイクル探検隊) 

実施日：第１回 令和４年７月２９日（金） 

第２回 令和４年８月４日（木） 

(ｳ)「九州まちの修理屋さん」事業 

九州 7 県（沖縄を除く）共同でごみの減量化

に関する意識啓発を行っています。 

ものの修理（リペア）を推奨するため、県内の

修理店を「まちの修理屋さん」として紹介してい

ます。 

 
「九州まちの修理屋さん」登録店ステッカー 

資源を有効に利用するためには、廃棄物の発生抑制〔Reduce（リデュース）〕、再使用

〔Reuse（リユース）〕、再生利用〔Recycle（リサイクル）〕（以下「３Ｒ」という。）を進める必要

があります。特に、再生利用〔Recycle（リサイクル）〕に比べて環境負荷削減効果が大きい、

廃棄物の発生抑制〔Reduce（リデュース）〕と再使用〔Reuse（リユース）〕の２Ｒの取組を優

先的に進める必要があります。 

本県では、３Ｒを進めるために、様々な取組を行っています。 
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イ 産業廃棄物税とその使途 

産業廃棄物税は、産業廃棄物の焼却施設及

び最終処分場への搬入に対して課税するもの

で、排出事業者を産業廃棄物の排出抑制とリ

サイクルに向けた取組に誘導することを目的と

するものです。本県では、平成 17（2005)年

度から産業廃棄物税を導入し、その財源で循

環型社会の構築に向けた取組を進めるため、

次のような事業を実施しています。 

 

 

 

 
 

【
目
的
】
排
出
抑
制
・
再
生
利
用
等
の
促
進
そ
の
他
適
正
な
処
理
の
推
進

産業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進

環境を担う人材の育成と交流

市町村の環境行政支援

産業廃棄物の適正処理体制の整備

○産廃リサイクル施設整備事業費

産業廃棄物のリサイクル施設の整備に要する経費の一部を補助することにより、産業廃棄物の減量化や資源の有効利用を図るもの。
【補助の要件（抜粋）】

① 先導性を有し、リサイクル、減量化効果が高いこと
② 廃棄物の処理、処分を目的とするものでないこと
③ 施設整備完了後、速やかに事業化できるもの

【補助率】 １／３以内
【補助限度額】 ３，０００万円
【補助対象経費】 本工事費、付帯工事費、機械器具費

○リサイクル製品活用促進事業費
リサイクル製品認定制度の運用及びリサイクル製品の普及促進

○環境人材育成・ネットワーク事業費

環境研修の実施及びリサイクル関連企業や大学関係者とのネットワークの構築

○産廃処理指導強化事業費
廃棄物不法投棄等対策専門員の設置及び監視パトロール車の増強

○産廃不適正処理対策費
排出事業者等に対する監視指導の強化等

○保健所設置市産廃対策交付金
保健所設置市（北九州市、福岡市、久留米市）が実施する産業廃棄物の適正処理推進事業を支援するための

交付金を交付するもの。

○市町村産廃対策支援事業
市町村（北九州市、福岡市、久留米市を除く。）が実施する産業廃棄物最終処分場の適正処理推進対策や

不法投棄防止対策を支援することにより、産業廃棄物の適正処理の推進を図るもの。
(1) 周辺地域環境調査事業及び廃棄物確認調査事業

産業廃棄物最終処分場周辺地域の環境調査及び環境保全協定に基づく産業廃棄物最終処分場の廃棄物確認調査
【補助率】 １／２
【補助限度額】 １市町村当たり3,000千円

(2) 不法投棄防止対策事業
監視カメラシステム、不法投棄防止看板等の設置により、廃棄物の不法投棄を防止する事業
【補助率】 １／３
【補助限度額】 １市町村当たり1,000千円

主な産業廃棄物税収使途事業

・廃電池仕分自動選別システム設備の導入
・電子材料向け高純度酸化タンタル、酸化ニオブを製造する際に

発生するフッ化カルシウム汚泥の粉末化及び再生品化事業
・３R STATION(産業廃棄物選別工程へのAI選別ロボットの導入）

【令和3年度補助実績：3件】

800円／トン

1，000円／トン 1，000円／トン 1，000円／トン

800円／トン

排出事業者（納税義務者）

焼却施設

（特別徴収義務者
及び納税義務者）

その他の
中間処理施設

（納税義務者）

課税

課税

課税

課税

課税

最終処分場（特別徴収義務者）

リサイクル

産業廃棄物税の仕組み
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(2) プラスチック資源循環促進事業 

【循環型社会推進課】 

ア ふくおかプラスチック資源循環ネットワ

ーク 

ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの使用削

減等を県全体で進めるために、令和 2(2020)

年 7 月に業界団体、消費者団体、学識経験者、

行政等で構成する「ふくおかプラスチック資源

循環ネットワーク」を設置しました。ネットワーク

では、プラスチックごみ削減の取組の方向性を

定めた「ふくおかプラスチック資源循環憲章」の

策定や、取組事例の共有を行いました。 

イ ふくおかプラごみ削減協力店 

令和 2(2020)年 7 月に、プラスチックごみ

の削減に取り組む福岡県内の事業者を対象と

した登録制度「ふくおかプラごみ削減協力店」

を創設しました。 

3年度末時点登録店舗数 3,776店舗 

ウ ふくおかプラごみ削減キャンペーン 

令和 2（2020）年度から、これまで実施して

いたレジ袋削減の取組である「マイバッグキャ

ンペーン」を発展的に見直し、10 月をレジ袋も

含めたプラスチックごみ削減強化月間として

「ふくおかプラごみ削減キャンペーン」を実施し、

事業者や県民による使い捨てプラスチックの使

用削減の取組を推進しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 大規模商談展示会 

令和 3(2021)年度から、生分解性食品容器

や紙製弁当容器などのプラスチック代替品の

利用促進を目的に、小売・中食・外食業界を対

象とした大規模商談展示会において、県内企業

が製造・販売するプラスチック代替品をＰＲする

とともに、プラスチックごみ削減の重要性を訴

える啓発を実施しています。 

オ テイクアウト容器等のプラスチック代替

品切替に対する助成等 

令和４(2022)年度は、コロナ禍において増

加しているワンウェイプラスチックの使用削減

を図るため、テイクアウト容器などをプラスチッ

ク代替品へ切り替える飲食店に対する助成を

行うとともに、SNS や九州エコファミリー応援

アプリ「エコふぁみ」を活用し、消費者へ代替品

使用店舗の利用を促進しています。この取組み

をさらに進めるため、令和４（2022）年７月に、

㈱出前館と連携協定を締結し、飲食店及び消

費者への代替品の認知度・理解度向上などに

つながる広報活動を行うことで、代替品の利用

促進に取り組んでいます。 

 

 

 

カ 使用済みプラスチックのリサイクル施設

整備に対する助成 

使用済みプラスチックの減量化や有効利用

を図るため、令和 2(2020)年度から、高度で

先進性のあるリサイクル施設の導入費用の一

部を助成しています。 

令和 3（2021）年度は、1 件の事業に対して

補助金を交付しました。 

キ 自動車内装材等の再資源化スキームの構

築 

自動車のプラスチック類の再資源化の向上

を目指し、自動車の整備・解体業者、処理業者、

プラスチックの再生・利用事業者などが連携し

て、県内における自動車内装材等の効果的な

回収・マテリアルリサイクルスキームの構築に

取り組んでいます。 

令和4(2022)年度には、自動車部品プラス

プラスチックごみ削減ロゴマーク 

プラスチック代替品 
取扱店 PRステッカー 

プラスチック代替品一例 
（紙でできた弁当容器） 
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チックの取外し作業の効率化や再生プラスチッ

クの利用用途拡大による、事業化に向けた実証

実験を実施します。 

ク 使用済プラスチックの回収・再資源化に

関する実証事業支援 

令和４(2022)年４月から施行されたプラス

チック資源循環促進法に対応できるよう、クリ

ーニングの衣類用カバー及び医薬品のボトル

を対象に、使用済プラスチックに係る関係者

（排出者、収集運搬業者、リサイクル業者）のマ

ッチングを行い、新たな自主回収・再資源化ス

キームを構築する実証事業を実施します。 

令和4年7月には、クリーニングの衣類用カ

バーを店頭で回収し、プラスチック再生事業者

で再生樹脂に加工する実証を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 食品ロス削減推進事業 

【循環型社会推進課】 

我が国では、食品ロス（食べられるのに捨て

られてしまう食品）が全国で年間 522 万トン

（うち事業系 275 万トン、家庭系 247 万トン）

発生しています。 

この食品ロスの削減を国民運動として推進

するため、令和元（2019）年 10月に「食品ロス

の削減の推進に関する法律」が施行されました。 

本県では、同法に基づき、令和４（２０２２）年

３月には「福岡県食品ロス削減推進計画」を策

定しました。 

また、製造・流通、外食・販売、消費の各段階

で発生する食品ロスの削減のため、事業者・関

係団体・県民・行政で構成する「福岡県食品ロ

ス削減推進協議会」を設置し、各主体が連携し

て次のような県民運動の促進を図っています。 

ア 福岡県食品ロス削減県民運動協力店（愛

称：食べもの余らせん隊） 

食品ロス削減に取り組む活動（例：料理提供

量の調整、ばら売り・少量パック等による食料

品販売など）を実践する飲食店や小売店を「食

べもの余らせん隊」として登録し、食品ロス削

減に取り組む環境に優しい店舗として県ホーム

ページ等に掲載して紹介しています。 

令和 4(2022)年度からは、登録対象を食品

メーカー等の「食品ロス削減に取り組む事業者」

に拡大した上で、食品メーカーと小売店等の事業

者間の連携をマッチングし、その取組を情報発信

します。 

イ 食べ残しをなくそう 3 0・ 1 0
さんまる・いちまる

運動 

本県では、飲食店から排出される食品ロス

を削減するため、懇談会や懇親会時に乾杯後

30 分と終了前 10 分を離席せずに食べ残しを

減らす「食べ残しをなくそう 30・10 運動」につ

いて呼びかけています。 

 

 

ウ フードバンク活動の普及促進 

まだ食べられるにもかかわらず通常の販売

が困難になった食品を引き取り、生活困窮者や

福祉施設等に無償提供する「フードバンク」活

動が実施されています。 

本県では、福岡県リサイクル総合研究事業化

センターを通じて、食品提供企業の開拓やフー

ドバンク活動ガイドラインの策定をするとともに、

平成31（2019）年4月には、県内フードバンク

活動の推進を目的とする一般社団法人福岡県

クリーニング 
衣料用カバー 

店頭のぼり 
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フードバンク協議会の設立を支援し、活動の基

盤強化を図ってきました。 

さらに、寄贈食品のトレーサビリティを確保

するネットワークシステムとして「フードバンク

活動支援システム」を開発し、令和 2（2020）

年から同協議会により運用を開始しました。 
フードバンク活動支援システムの概要 

令和4(2022)年度からは、企業が新規に食

品を提供する際の輸送支援のほか、継続的に

食品を提供する企業へのフードバンク協力証

の贈呈等に取り組みます。 

こうした取組を通じて、フードバンク活動の普

及を促進しています。 

エ 「食品ロス削減」ポスターコンテスト 

県内の小・中学生を対象に募集し、それぞれ

金賞、銀賞、銅賞、佳作を決定しました。（令和

3（2021）年度の応募総数：494点） 
ポスターコンテスト金賞作品 

（小学校低学年の部） 

福岡市立有田小学校１年 井口 舞羽さん 

オ 食品ロス削減啓発ＣＭの製作・放映 

ファミリー層をメインターゲットとし、福岡県

の広報部長のエコトンが食品ロスの現状、およ

び家庭で実践できる取組について紹介する15

秒の食品ロス削減啓発ＣＭを制作し、これまで、

イオン九州㈱の県内7店舗や街頭ビジョンにお

いて放映しました。 

カ 食品ロス削減マイスターの養成・派遣 

食品ロスの現状や各業界における取組に加

え、家庭でできる取組の紹介やエコクッキング

などの実践的な内容を教えることができる講師

役として、県が認定した「食品ロス削減マイスタ

ー」を、令和 4(2022)年度から地域・学校・職場

で開催される学習会等に派遣します。 

キ 食品ロス削減優良取組知事表彰 

令和４(2022)年度から、食品ロス削減の気

運醸成及び取組の更なる推進を目的として、

「福岡県食品ロス削減優良取組知事表彰」を行

うこととし、受賞した食品ロス削減に資する優

れた取組を県ホームページ等で広く情報発信

します。 

(4) 農業用廃プラスチックの再生 

【食の安全・地産地消課】 

令和２（2020）年度農業用廃プラスチックの

県内の排出量及び処理量は、3,449トンで、排

出量のほとんどがビニールハウスなど園芸用

で使用されたものです。 
農業用廃プラスチックの排出量・処理量 

令和 2年度排出量（ｔ） 

※端数処理により収支が合わない場合がある。 

 
令和 2年度の処理量（ｔ） 

※端数処理により収支が合わない場合がある。 

 

一方、回収後の処理別の内訳では、火力発

電の熱エネルギーの原料などの再生処理が

2,973 トン、埋立処理が 260 トン、焼却処理

(a)+(ｂ)

園芸用 1,183 1,487 23 2,694 618 3,312

その他 39 44 8 91 47 138

1,222 1,531 32 2,785 665 3,449

排
出
量

計

種　類
(ａ)プラスチックフィルム

(ｂ)その
他のプラ
スチック

(Ｃ) 合計

塩化ビニル
フィルム

ポリオレ
フィン系
フィルム

その他プラ
スチック
フィルム

計
　利用区分

種　類

　
(a)+(ｂ)

①再生処理 1,053 1,320 27 2,400 573 2,973

②埋立処理 92 115 2 210 50 260

③焼却処理 22 27 1 50 12 62

④その他　 55 69 1 125 30 155

1,222 1,531 32 2,785 665 3,449

処
理
量

⑤（①～④）計

(ａ)プラスチックフィルム

(ｂ)その
他のプラ
スチック

(Ｃ) 合計

塩化ビニル
フィルム

ポリオレ
フィン系
フィルム

その他プラ
スチック
フィルム

計

　処理方法
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が62トン、その他が155トンとなり、再生率は

約86％となっています。 

本県と関係団体で構成する福岡県農業用廃

プラスチック適正処理推進協議会では、研修会

を実施するなど、リサイクルを基本とした農業

用廃プラスチックの適正処理を推進しています。 
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が62トン、その他が155トンとなり、再生率は

約86％となっています。 

本県と関係団体で構成する福岡県農業用廃

プラスチック適正処理推進協議会では、研修会

を実施するなど、リサイクルを基本とした農業

用廃プラスチックの適正処理を推進しています。 

 

 

第３節 資源循環利用の促進 

〔容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、小型家電リサイクル法、 

自動車リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、プラスチック資源循環法〕 

 

１ 法に基づく取組 

(1) 循環型社会形成推進基本法 

【循環型社会推進課】 

廃棄物の発生を減らし、資源の有効利用を

図り、適正な処分を行うことによって、天然資源

の消費が抑制され、環境への負荷が低減され

る「循環型社会」の形成に向けて、平成 12

（2000）年6 月「循環型社会形成推進基本法」

が制定されました。 

また、併せて容器包装をはじめ、家電、食品、

循環型社会の形成のための法体系 

資源を有効に利用するためには、廃棄物の発生抑制〔Reduce（リデュース）〕、再使用

〔Reuse（リユース）〕、再生利用〔Recycle（リサイクル）〕（以下「３Ｒ」という。）を進める必要が

あります。特に、再生利用〔Recycle（リサイクル）〕に比べて環境負荷削減効果が大きい、廃棄

物の発生抑制〔Reduce（リデュース）〕と再使用〔Reuse（リユース）〕の２Ｒの取組を優先的に

進める必要があります。 

本県では、３Ｒを進めるために、様々な取組を行っています。 

 

 
環境基本法 

環境基本計画 

H6.8完全施行 

環境 
自然環境 

社会の物質環境 

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法） H13.1完全施行 

○基本原則、○国、地方公共団体、事業者、国民の責務、○国の施策 

循環型社会形成推進基本計画 

＜廃棄物の適正処理＞ 

廃棄物処理法 

①廃棄物の排出抑制 

②廃棄物の適正処理（リサイクル含む） 

③廃棄物処理施設の設置規制 

④廃棄物処理業者に対する規制 

⑤廃棄物処理基準の設定     等 

S46.9施行 

＜リサイクルの推進＞ 

資源有効利用促進法 

①再生資源のリサイクル 

②リサイクルの容易な構造材質等の工夫 

③分別回収のための表示 

④副産物の有効利用の促進 

H13.4全面改正施行 

リサイクル → リデュース 

        リユース 

        リサイクル 

(1R)      (3R) 

〔個別物品の特性に応じた規制〕 

容器包装 

リサイクル法 
家電 

リサイクル法 

食品 

リサイクル法 
建設 

リサイクル法 

自動車 

リサイクル法 

小型家電 

リサイクル法 

H12.4完全施行 

H18.6一部改正 

H13.4完全施行 

 

H13.5完全施行 

H19.6一部改正 
H14.5完全施行 

 

H17.1完全施行 

 

H25.4完全施行 

 

ガラス製容器、 

PETボトル、 

紙製・プラスチック 

製容器包装   等 

グリーン購入法（国等が率先して再生品などの調達を推進） 

H13.4完全施行 

エアコン、 

冷蔵庫・冷凍庫、 

テレビ、 

洗濯機・衣類乾燥機 

食品残さ 

 

木材、 

コンクリート、 

アスファルト 

 

自動車 

 

携帯電話端末、 

デジタルカメラ、 

パソコン    等 

 

プラスチック資源循環法 R4.4施行 

 
素材に着目した包括的な法制度 
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建設、自動車など各種リサイクル法、食品ロス

削減推進法やプラスチック資源循環法が制定・

改正されるとともに、廃棄物処理法や再生資源

利用促進法（改正後：資源有効利用促進法）が

改正されるなど、新しい法制度に基づく３R の

取組が行われています。 

(2) 容器包装リサイクル法 

【循環型社会推進課】 

ア 現況 

容器包装廃棄物は家庭ごみに占める割合が

高く、容積比で約6割、重量比で約3割に達し

ており、その減量化が課題となっています。 
家庭ごみに占める容器包装廃棄物の割合 

（令和 3年度） 

【資料：環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」】 

イ 対策 

「容器包装リサイクル法」が平成7（1995）年

6月に制定され、9（1997）年4月から本格施行、

12（2000）年4月から完全施行されました。 

この法律は、それまで市町村だけが容器包

装廃棄物の処理責任を負っていた仕組みを改

め、消費者・市町村・事業者の適切な役割分担

の下、リサイクルを促進しようとするものです。 
容器包装リサイクル法における役割分担 

この法律に基づき、市町村は3年ごとに分別

収集計画を策定することとされており、計画策

定を通じて、市町村数、分別収集量及び再商品

化量は制度施行当初から着実に増加していま

す。なお、令和元（2019）年度には、県内の全

市町村が第 9 期分別収集計画（2（2020）～6

（2024）年度）を策定しました。 

本県においても、「福岡県第9期分別収集促

進計画」（令和 2（2020）年度～6（2024）年

度）を策定し、市町村の分別収集が円滑に実施

されるように、次のような取組を実施していま

す。 

(ｱ) パンフレットやイベント等による県民や事

業者への啓発 

(ｲ) 分別収集対象品目拡大に向けた市町村へ

の助言 

(ｳ) 市町村分別収集計画の進行管理 

(ｴ) 容器包装リサイクルに関する市町村への

情報提供等 

リサイクルの現状と課題を踏まえ、平成 18

（2006）年に改正容器包装リサイクル法が成

立しました。20（2008）年4月から完全施行さ

れた改正法には、リサイクル義務を果たさない

事業者に対する罰則の強化や、事業者が市町

村に資金を拠出する仕組みの創設などが盛り

込まれました。 
容器包装リサイクル法に基づく 
福岡県分別収集実施市町村の割合 

(3) 家電リサイクル法 

【循環型社会推進課】 

「家電リサイクル法」は家庭や事業所から排
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建設、自動車など各種リサイクル法、食品ロス

削減推進法やプラスチック資源循環法が制定・

改正されるとともに、廃棄物処理法や再生資源

利用促進法（改正後：資源有効利用促進法）が

改正されるなど、新しい法制度に基づく３R の

取組が行われています。 

(2) 容器包装リサイクル法 

【循環型社会推進課】 

ア 現況 

容器包装廃棄物は家庭ごみに占める割合が

高く、容積比で約6割、重量比で約3割に達し

ており、その減量化が課題となっています。 
家庭ごみに占める容器包装廃棄物の割合 

（令和 3年度） 

【資料：環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」】 

イ 対策 

「容器包装リサイクル法」が平成7（1995）年

6月に制定され、9（1997）年4月から本格施行、

12（2000）年4月から完全施行されました。 

この法律は、それまで市町村だけが容器包

装廃棄物の処理責任を負っていた仕組みを改

め、消費者・市町村・事業者の適切な役割分担

の下、リサイクルを促進しようとするものです。 
容器包装リサイクル法における役割分担 

この法律に基づき、市町村は3年ごとに分別

収集計画を策定することとされており、計画策

定を通じて、市町村数、分別収集量及び再商品

化量は制度施行当初から着実に増加していま

す。なお、令和元（2019）年度には、県内の全

市町村が第 9 期分別収集計画（2（2020）～6

（2024）年度）を策定しました。 

本県においても、「福岡県第9期分別収集促

進計画」（令和 2（2020）年度～6（2024）年

度）を策定し、市町村の分別収集が円滑に実施

されるように、次のような取組を実施していま

す。 

(ｱ) パンフレットやイベント等による県民や事

業者への啓発 

(ｲ) 分別収集対象品目拡大に向けた市町村へ

の助言 

(ｳ) 市町村分別収集計画の進行管理 

(ｴ) 容器包装リサイクルに関する市町村への

情報提供等 

リサイクルの現状と課題を踏まえ、平成 18

（2006）年に改正容器包装リサイクル法が成

立しました。20（2008）年4月から完全施行さ

れた改正法には、リサイクル義務を果たさない

事業者に対する罰則の強化や、事業者が市町

村に資金を拠出する仕組みの創設などが盛り

込まれました。 
容器包装リサイクル法に基づく 
福岡県分別収集実施市町村の割合 

(3) 家電リサイクル法 

【循環型社会推進課】 

「家電リサイクル法」は家庭や事業所から排

 

 

出される廃家電のリサイクルシステムを確立し、

廃棄物の減量と有用な部品・素材のリサイクル

を図り、循環型社会の実現を目指すため、平成

１３（２００１）年４月に施行されました。 

平成 21（2009）年 4 月から、対象機器は、

家庭用エアコン、テレビ（ブラウン管式）、冷蔵

庫・冷凍庫、洗濯機に加え、液晶テレビ・プラズ

マテレビ及び衣類乾燥機が追加されました。 

これらの対象家電については、小売店による

回収、メーカーによるリサイクル実施を義務付

けるとともに、消費者が対象機器の収集運搬料

金とリサイクル料金を負担するという役割分担

により、リサイクルが行われています。 

また、対象家電を持ち込む指定引取場所は、

これまでメーカーによって、Ａ・Ｂ二つのグルー

プに分かれていましたが、排出者や小売業者

の利便性を考え、平成21（2009）年10月1日

から共有化が実施されました。令和 3(2021)

年度における全国の指定引取場所における引

取台数は、廃家電4品目合計で約1,526万台

となり、前年度に比べて４.７%減少しました。 
家電リサイクル法制度の概要 

平成 27(2015)年 4 月から、製造事業者に

対して義務付けられる廃家電 4 品目の再商品

化率について見直しが行われ、家庭用エアコン

80％以上、液晶テレビ・プラズマテレビ 74％

以上、冷蔵庫・冷凍庫 70％以上、洗濯機・衣類

乾燥機 82％以上に引き上げられました。ただ

し、ブラウン管テレビについては 55％のまま変

更ありませんでした。 

令和3(2021)年度における全国の廃家電4

品目の再商品化率は、エアコン 92％、液晶テ

レビ・プラズマテレビ 85％、冷蔵庫・冷凍庫

80％、洗濯機・衣類乾燥機 92％、ブラウン管

テレビ 72％となっており、昨年度に引き続き、

法定基準を上回る再商品化率を達成していま

す。 

(4) 小型家電リサイクル法 

【循環型社会推進課】 

携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電

には、鉄、アルミ、貴金属、レアメタルといった有

用な金属が含まれています。日本において1年

間に使用済みとなる小型家電は65万トンであ

り、そのうち有用な金属は 28 万トンにもなると

推測されています。 

これらの大半は埋立処分されていたことから、

有用金属の再資源化、鉛などの有害な物質の

適正処理などを目的として、平成 25（2013）

年 4 月に「小型家電リサイクル法」が施行され

ました。 

本法は、市町村が回収した使用済小型家電

を国が認定した再資源化を行う事業者（認定事

業者）に引渡し、認定事業者が有用な金属等を

再び原材料として使用するものです。 

この使用済小型家電のリサイクル制度が円

滑に進むためには、多くの市町村が制度に参

加することが重要です。 
使用済小型家電リサイクルの流れ 
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本県では、市町村への会議・研修等の機会

や県ホームページを活用し、法施行以前に取り

組んだ広域回収モデル事業や県内市町村の取

組状況、認定事業者の情報を提供するなど、更

なる参加市町村の拡大を図っていくこととして

います。 

 

 

 

 

 

なお、小型家電のうちパソコンについては、

資源有効利用促進法に基づき、事業所から排

出されるパソコンの回収・リサイクルが平成 13

（2001）年 4 月から実施され、家庭から排出さ

れる使用済パソコンについても、15（2003）年

10 月から「ゆうパック」を利用した回収・リサイ

クルの取組が実施されています。 

また、自作のパソコンや倒産したメーカーの

パソコンなど回収するメーカーがないパソコン

については、平成16（2004）年7月から「一般

社団法人パソコン３Ｒ推進協会（旧パソコン３Ｒ

推進センター）」による回収システムが整備され

ています。 

パソコンについては、使用済小型家電リサイ

クル制度と併せて、これらの回収方法も活用し、

再資源化を進めていくこととされています。 
家庭から排出される使用済パソコンの 

回収・リサイクルの仕組み 

 

(5) 自動車リサイクル法 

【廃棄物対策課】 

ア 概要 

我が国で年間約315万台排出される使用済

自動車は、有用金属・部品を含み、資源として

価値が高いものです。自動車製造業者を中心

とした関係者に適切な役割分担を義務付け、使

用済自動車のリサイクル・適正処理を図る仕組

みとして、「自動車リサイクル法」が施行されて

います。 

この自動車リサイクル法は、エアコンの冷媒

として使用され、大気に放出されるとオゾン層

を破壊する「フロン類」、処理の難しい「エアバ

ッグ類」や使用済自動車から有用資源を回収し

た後に残るシュレッダーダストを適正にリサイ

クル・処理することを目的とし、これらリサイク

ル等に必要な費用については、自動車所有者

が負担することになっています。 

イ 使用済自動車引取業等の状況 

この法律の定めるところにより、使用済自動

車の引取り等を業として行う場合は、当該業を

行おうとする区域を管轄する都道府県知事（保

健所を設置する市にあっては、市長。本県の場

合は、北九州市、福岡市、久留米市の各市長）

の登録又は許可が必要です。 
使用済自動車の引取業者等登録及び許可状況 

（令和4年3月31日現在） 
 県 北九州市 福岡市 久留米市 計 

引取業 557 101 102 53 813 
フロン類回収業 225 51 26 19 321 

解体業 122 25 13 4 164 
破砕業 17 10 5 0 32 
計 921 187 146 76 1,330 

(6) 食品リサイクル法 

【循環型社会推進課、経営技術支援課】 

食品廃棄物は、食品の製造過程や流通過程

で生ずる売れ残り食品、消費段階での食べ残

し・調理くずなどで、食品製造業から発生する

〈小型家電再資源化マーク〉 

このマークは、小型家電リサイク

ル法に基づく認定事業者、本法に

基づき分別収集を行う市町村であ

ることを示しています。 

〈ＰＣリサイクルマーク〉 

このマークがついているパソコ

ンは、新たな回収・リサイクル料

金を負担することなく、廃棄す

ることができます。 
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産業廃棄物と、一般家庭や食品流通業及び飲

食店業から発生する一般廃棄物に区分されま

す。 

この食品廃棄物の大部分が焼却・埋立処分

されていたことから、食品廃棄物の発生抑制と

減量化により、最終的に焼却・埋立処分される

量を減少させるとともに、飼料や肥料の原材料

として再生利用するために、平成 13（2001）年

5月に食品リサイクル法が施行されました。 

食品リサイクル法では、食品廃棄物の再生利

用等の実施率を令和6（2024）年度までに、食

品製造業は 95%、食品卸売業は 75%、食品

小売業は 60%、外食産業は 50%に向上させ

ることを目標として定めています。 
食品廃棄物等の発生及び処理状況 

（農林水産省・環境省試算） 

（令和元年度実績、単位：万ｔ） 
 

発生量 

処分量 

焼却・埋 
立処分量 

再生利用量 
肥料化 飼料化 その他 計 

事業系廃棄物
及び有価物 

1,756 305  198  919 150  1,267 

うち廃棄物 780  - - - - - 
うち有価物 793 - - - - - 

家庭系廃棄物 754  699 - - - 55 
合 計 2,510 1,004 - - - 1,322 

【資料：環境省「環境・循環型社会・生物多様性白書(令和4年版)」】 

これにより、食品関連業者は食品廃棄物の

発生抑制、再生利用（飼料化、肥料化、炭化、油

脂、及び油脂製品化、エタノール化、メタン化）、

熱回収（再生利用できない場合に限る）、減量

化に取り組むことになっています。 
食品産業における食品廃棄物の 

再生利用等の実施率（令和元年度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【資料：「令和元年度食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環 

資源の再生利用等実施率（推計値）」（農林水産省）】 

(7) 建設リサイクル法 

【循環型社会推進課、企画課、建築指導課】 

建設工事に伴い排出される建設廃棄物は、

産業廃棄物全体の排出量の約 2 割を、不法投

棄量の約 5 割を占めています。さらに、昭和

40 年代の建築物が更新期を迎え、今後、令和

10（2028）年頃をピークに、建設廃棄物の排

出量の増大が予測されます。この建設廃棄物

について分別解体及び再資源化を行うため、

平成 12（2000）年 5 月に「建設リサイクル法」

が制定され、14（2002）年 5 月から施行され

ました。 

建設リサイクル法の対象となる特定建設資

材は、①コンクリート、②コンクリート及び鉄か

らなる建設資材、③木材、④アスファルト・コン

クリートであり、特定建設資材を用いた建築物

等に係る解体工事又は施工に特定建設資材を

使用する新築工事等で一定規模以上の建設工

事については、その受注者等に対し、分別解体

及び再資源化等を行うことを義務付けていま

す。 

現在、特定建設資材廃棄物は、排出者による

分別及び再資源化が促進され、国土交通省の

調査結果によると、平成 30（2018）年度にお

ける再資源化等率は全体で約97.2％になりま

す。 

特定建設資材廃棄物については、再資源化

の取組をより一層徹底し、その他の建設資材廃

棄物については、リサイクル技術の開発等を積

極的に行い、建設リサイクルを推進していく必

要があります。 

(8) プラスチック資源循環法 

【循環型社会推進課】 

プラスチックは、その有用性から、幅広い製

品に使用されている一方で、不適正な処理の

ために年間約８００万トンのプラスチックごみが

陸上から海洋に流出し、地球規模での環境汚

染が懸念されています。 

このようなプラスチックごみ問題を背景に令

和 4（2022）年 4 月に、プラスチック使用製品

の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処

理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチ

ックの資源循環の取組を促進するため「プラス

96%
64% 51%

32%

85%
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40%
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チック資源循環法」が施行されました。 

回避可能なプラスチックの使用は合理化

(Reduce・Reuse)した上で、必要不可欠な使

用については、より持続可能性が高まることを

前提に再生材や再生可能資源（紙・バイオプラ

スチック等）に適切に切り替え（Renewable)、

徹底したリサイクルを実施し(Recycle)、それ

が難しい場合には熱回収によるエネルギー利

用を図ることで、プラスチックのライフサイクル

全体を通じて資源循環を促進していくことが必

要です。 
プラスチック資源循環 

 

【環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の 

普及啓発ページ】 

 

２ リサイクル製品の利用促進 

(1) リサイクル製品認定制度 

【循環型社会推進課】 

本県では、平成17（2005）年12月に、資源

の循環利用及び廃棄物の減量の促進を図り、

循環型社会の形成に資することを目的として、

品質、安全性等について一定の基準を満たす

リサイクル製品の認定を県が行い、その利用促

進を図る「福岡県リサイクル製品認定制度」を

創設しました。 

制度の概要は次のとおりです。 

ア 認定対象品目 

再生資源を原材料として製造した建設資材 

16品目 

イ 認定要件 

①国内に所在し、生活環境保全措置が講じ

られている工場で製造されること、②認定基準

に適合していること、③関係法令を遵守して製

造等がなされること、などを要件としています。 

ウ 認定基準 

認定対象品目ごとに、①対象資材、②品質性

能、③再生資源の含有率、④環境安全性、⑤品

質管理（規格等の取得状況）、⑥環境負荷の 6

項目について定めています。 

 
福岡県リサイクル製品認定マーク 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和４年９月までに 3３回の認定を行い、「福

岡県認定リサイクル製品」として３９４製品を認

定しています。 

認定リサイクル製品は、本県が発注する公共

工事において、優先利用するほか、認定リサイ

クル製品の情報を県ホームページに掲載する

など事業者や県民等への積極的な広報を行

い、利用促進を図っています。 

(2) 県産リサイクル製品認定制度 

【循環型社会推進課】 

本県では、平成 27（2015）年 11 月に、県内
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チック資源循環法」が施行されました。 

回避可能なプラスチックの使用は合理化

(Reduce・Reuse)した上で、必要不可欠な使

用については、より持続可能性が高まることを

前提に再生材や再生可能資源（紙・バイオプラ

スチック等）に適切に切り替え（Renewable)、

徹底したリサイクルを実施し(Recycle)、それ

が難しい場合には熱回収によるエネルギー利

用を図ることで、プラスチックのライフサイクル

全体を通じて資源循環を促進していくことが必

要です。 
プラスチック資源循環 

 

【環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の 

普及啓発ページ】 

 

２ リサイクル製品の利用促進 

(1) リサイクル製品認定制度 

【循環型社会推進課】 

本県では、平成17（2005）年12月に、資源

の循環利用及び廃棄物の減量の促進を図り、

循環型社会の形成に資することを目的として、

品質、安全性等について一定の基準を満たす

リサイクル製品の認定を県が行い、その利用促

進を図る「福岡県リサイクル製品認定制度」を

創設しました。 

制度の概要は次のとおりです。 

ア 認定対象品目 

再生資源を原材料として製造した建設資材 

16品目 

イ 認定要件 

①国内に所在し、生活環境保全措置が講じ

られている工場で製造されること、②認定基準

に適合していること、③関係法令を遵守して製

造等がなされること、などを要件としています。 

ウ 認定基準 

認定対象品目ごとに、①対象資材、②品質性

能、③再生資源の含有率、④環境安全性、⑤品

質管理（規格等の取得状況）、⑥環境負荷の 6

項目について定めています。 

 
福岡県リサイクル製品認定マーク 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和４年９月までに 3３回の認定を行い、「福

岡県認定リサイクル製品」として３９４製品を認

定しています。 

認定リサイクル製品は、本県が発注する公共

工事において、優先利用するほか、認定リサイ

クル製品の情報を県ホームページに掲載する

など事業者や県民等への積極的な広報を行

い、利用促進を図っています。 

(2) 県産リサイクル製品認定制度 

【循環型社会推進課】 

本県では、平成 27（2015）年 11 月に、県内

 

 

のリサイクル産業の育成や再生資源の有効活

用の拡大を図ることを目的として、一定の基準

を満たす県内で製造されたリサイクル製品（生

活関連用品）の認定を県が行い、その利用促進

を図る「福岡県県産リサイクル製品認定制度」

を創設しました。 

制度の概要は、次のとおりです。 

ア 認定対象品目 

再生資源を原材料として製造した生活関連

用品 13 分類（認定対象は順次拡大の予定で

す。） 

イ 認定要件 

①県内にある工場や本社を県内に置く事業

者により製造等されること、②認定基準に適合

していること、③関係法令を遵守して製造等が

なされること、などを要件としています。 

ウ 認定基準 

グリーン購入法に基づき策定した本県の環

境物品等調達方針を参考に認定品目ごとに認

定基準を定めています。 

平成28（2016）年2月に初めての認定を行

って以降、令和４年 9 月までに 14 回の認定を

行い、「福岡県県産認定リサイクル製品」として

124製品を認定しています。 

エ 利用促進 

県産認定リサイクル製品は、本県において率

先利用するほか、県ホームページへの掲載や

パンフレット作成など市町村や県民等への積極

的な広報を行い、利用促進を図ります。 

また、県産認定リサイクル製品を「販売」又は

「使用」で応援いただく事業所を登録・広報する

「県産リサイクル応援事業所」の運用を平成 29

（2017）年 4 月 1 日に開始し、令和 4 年 9 月

までに 128事業所の登録を行いました。 

さらに、県民や事業者が「県産認定リサイク

ル製品」に親しみを感じるよう愛称を公募し、

平成31（2019）年2月に「ふくくる」に決定しま

した。 

福岡県県産リサイクル製品認定マーク 

 

３ 資源循環型まちづくりの推進 

【循環型社会推進課】 

エコタウン事業は、地域の産業蓄積などを活

かし、環境産業の振興を通じた地域振興を図り

つつ、地域の独自性を踏まえた廃棄物の発生

抑制・リサイクルの推進を通じた資源循環型経

済社会を構築することを目的として、国におい

て平成9（1997）年度に創設された制度です。 

また、既存の枠にとらわれない先進的な環境

調和型まちづくりを実現するために、地方公共

団体が主体となり、地域住民、地域産業と連携

して取り組むものであり、これまでに全国で

26地域が承認されています。 

本県では、平成9（1997）年7月に北九州市

が、10（1998）年7月に大牟田市がエコタウン

の承認を受けています。それぞれの地域の持

つポテンシャルを活かしながら、環境・リサイク

ル産業の集積促進が積極的に図られています。 
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４ 各種バイオマスの利用促進 

(1) バイオマスの活用状況について 

【林業振興課】 

大量生産、大量消費、大量廃棄の経済システ

ムは、地球温暖化や廃棄物の増加などの環境負

荷をもたらしています。 

このような中、循環型社会の実現と地球温暖

化防止に資するためには、再生利用が可能な資

源であるバイオマスの利用を推進する必要があ

ります。 

バイオマス(biomass)とは、バイオ(生物)と

マス(量)を合わせた言葉であり、「再生可能な

エコタウン事業概要 

項目 北九州市 大牟田市 

承認 

年月 
平成 9 月 7 月 平成 10 年 7 月 

場所 北九州市全域 健老町・新開町地区 

特
色 

 西日本有数の港湾機能や鉄道・道路網が整備されてい

ること、企業等に環境関連技術が蓄積されていることなど

から、アジアを視野に入れた広域・国際的な環境産業拠

点となることを目指しています。 

 有明海沿岸道路や三池港の活用、環有明海地域との連

携により、農業、水産業地域と石炭化学技術の融合を図

ることで、主として生活密着型のリサイクル産業を推進し

ています。 

主
な
施
設
の
概
要 

〈実証研究エリア〉 

・福岡大学資源循環・環境制御システム研究所 

・九州工業大学社会ロボット具現化センター、 

グリーンマテリアル研究センター 等 

 

〈総合環境コンビナート〉 

・ペットボトルリサイクル 

・ＯＡ機器リサイクル 

・自動車リサイクル 

・家電リサイクル 

・蛍光管リサイクル 

・建設混合廃棄物リサイクル 

・非鉄金属、小型家電、二次電池リサイクル 

 

〈響灘東部地区 他〉 

・パチンコ台リサイクル 

・廃木材、廃プラスチックリサイクル 

・汚泥・金属等リサイクル 

・超硬合金リサイクル 

・携帯電話リサイクル 

・風力発電事業 

・食品廃棄物リサイクル 

・古紙・製紙スラッジリサイクル 

・都市鉱山リサイクル 

・ＯＡ機器リユース 

・食用油リサイクル 

・使用済有機溶剤精製リサイクル 

・古紙リサイクル 

・空き缶リサイクル 

・自動車リサイクル 

・古着リサイクル 等 

〈中核施設〉 

・大牟田リサイクル発電所 

・大牟田・荒尾ＲＤＦセンター 

・大牟田市リサイクルプラザ（資源化施設） 

・大牟田市エコサンクセンター 

 

〈環境リサイクル産業団地〉 

・紙おむつリサイクル 

・小型家電等リサイクル 

・建設系廃棄物リサイクル 

・飲料容器リサイクル 

・リサイクル改良土の製造 

・溶融設備の再利用 

・水再生処理施設設計 

・環境計量証明事業 

・ＲＤＦセンター設備等補修整備 等 

 

〈企業化支援施設〉 

・ＲＰＦ（プラスチック及び紙から製造されるリサイクル燃

料）製造 

・アミューズメント機器等リサイクル 等 
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生物由来の有機性資源で、化石資源を除いた

もの」とされています。 

バイオマスはその発生状態により、①廃棄物

系バイオマス、②未利用系バイオマス、③資源

作物の3種類に分類されます。 

①廃棄物系バイオマス 

生活や産業活動から排出される生ゴミや製

材所残材など 

②未利用系バイオマス 

農林業において広く薄く発生するわらや林

地残材(伐採後に林地に置かれたままの径の

小さい間伐材や枝など) 

③資源作物 

食料などの生産を目的とせず、エネルギー

源や製品材料を目的に栽培される菜の花や

トウモロコシなど 
バイオマスの発生量と活用状況（令和3年度） 

 発生量(万 t) 活用率(％) 

家畜排泄物 69 88 

食品廃棄物 67 15 

木質系 68 56 

汚泥 32 96 

農作物非食用部 27 80 

合計 264 61 
注：表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と内訳の計が一

致しない場合がある。 

令和 3（2021）年度において 264 万トンの

バイオマスが発生し、そのうち約 6 割が活用さ

れています。家畜排泄物や汚泥、農作物非食用

部の活用は進んでいますが、今後、木質系や食

品廃棄物の活用率を高めていく必要がありま

す。 

(2) 木質バイオマスの活用について 

【林業振興課】 

本県では、林内に切り捨てられた間伐材は

30 万 6 千トンで、このうち 22％、6 万 6 千ト

ンが資源として利用されています。 

また、県内の製材所で丸太を加工する際に

発生する製材端材は 20 万 3 千トンで、うち

97％、19 万 7 千トンが資源として利用されて

います。 

(3) 下水汚泥の活用について 

【下水道課】 

下水汚泥は下水の処理過程にて発生するバ

イオマスであり、発生量は下水道の普及に伴っ

て年々増加しています。地球温暖化対策の推

進や循環型社会の構築が求められる現況にお

いて、下水汚泥の有効活用が促進されていま

す。 

こうした状況の中、本県の流域下水道におい

ても有効活用を進めており、県内の流域下水

道で最大規模となる御笠川浄化センターで下

水汚泥の減容化及び資源化を目的として、平成

12（2000）年度から「油温減圧式乾燥施設」を、

令和元（2019）年度から「下水汚泥固形燃料化

施設」を稼動しています。このほか、下水汚泥

の発生過程において有機物を細菌の働きによ

り分解し、メタン含有率約60％のガスを発生さ

せる消化槽も導入しており、発生したガスを各

施設の燃料として有効利用しています。 

「油温減圧式乾燥施設」では、下水汚泥と廃

食用油を混合し、減圧・加熱することにより、石

炭に近い発熱量を有する乾燥汚泥となります。

この処理過程にて下水汚泥の含水率が低下し、

約 1/4 程度に減容化されます。現在、この乾燥

汚泥は石炭火力発電所での石炭との混焼燃料

や肥料の原料として活用されています。 

「下水汚泥固形燃料化施設」では、下水汚泥

を 250℃～350℃で蒸し焼き（炭化処理）する

ことにより、固形燃料となります。この固形燃料

を石炭火力発電所での石炭との混焼燃料とし

て活用することで、下水汚泥の資源化を促進す

るとともに、温室効果ガスの削減による地球温

暖化防止に貢献します。 
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御笠川浄化センターでは、令和３（202１）年

度に発生した下水汚泥のうち、7７.０％を「下水

汚泥固形燃料化施設」、1３.５％を「油温減圧式

乾燥施設」で処理し、残り９.５％については場

外搬出等を行い、次表のとおり再利用を図って

います。 
令和3年度下水汚泥の処理（御笠川浄化センター） 

処理方法 受入量（t） 活用方法 

固形燃料化 28,229 77.0% 石炭混焼燃料 

油温減圧乾燥 4,970 13.5% 
石炭混焼燃料、 

肥料原料 

場外搬出等 3,472 9.5% セメント原料等 

(4) 環境保全施設等整備資金融資事業 

【循環型社会推進課】 

環境保全施設等整備資金融資制度により財

政支援を行い、県内事業者の廃棄物資源化・再

生利用施設、バイオマスプラスチックを原料と

する製品の製造施設の整備等を促進します。 

 

 

 

 

５ 福岡県リサイクル総合研究事業化セン

ター 

【循環型社会推進課】 

リサイクルをシステムとして地域に定着させる

ためには、技術だけでなく、分別回収やリサイ

クル製品の販路の確保等の課題が数多くあり

ます。 

このため、本県では、平成13（2001）年6月

に福岡県リサイクル総合研究事業化センターを

設立し、産・学・官・民の協力により、廃棄物の

特性に応じたリサイクル技術と併せて、効果的

な分別収集システム等の社会システムを開発

しています。（25（2013）年 4 月に公益財団法

人化し、名称を変更しました。） 

本センターは、課題解決のための研究機能、

研究成果の展開を図る実践支援機能、環境情

報の発信機能により、実用的なリサイクルに関

する研究を推進するとともに、北九州、大牟田

の両エコタウンと連携して、研究開発支援や研

究成果を活用した事業化を進めています。 

また、太陽光発電パネルリサイクル推進事業

（公財）福岡県リサイクル総合研究事業化センターの機能 
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や使用済プラスチックの回収・再資源化に関す

る実証事業支援等の実施機関としての役割も

担っています。 

(1) 研究成果事例 

＜柱上変圧器等の使用済絶縁油を新油相当へ

リサイクルする技術を開発＞ 

電柱の上部に設置され、送電用の高電圧を

家庭用などの低圧にする電気機器（柱上変圧

器）等に入れられる絶縁油は、国内においては

再利用されず、燃料として焼却されていました。 

本センターが㈱キューヘンと九州工業大学

の共同研究を支援した結果、柱上変圧器等の

使用済絶縁油を新油相当の品質へリサイクル

し、新品柱上変圧器等に再使用する技術を開

発しました。 
柱上変圧器使用済絶縁油のリサイクル処理 

(2) 研究開発取組状況（令和 3（2021）年度） 

ア 研究会  

 乾留技術を利用したタイヤ部材リサイク

ルの事業化研究会 

 未利用アカモクから化粧品・食品原材

料等の製品化を目指す研究会 

 木質バイオマスを母材とする成型材料

の開発研究会 

 廃プラスチックを添加したアスファルト

の舗装材料への利用研究会 

 硅砂副生成物を活用した高取焼用粘土

の開発研究会 

 使用済みサーメットチップによる光熱変

換材料研究会 

 SDGs Goal２「飢餓をゼロに」に向けて

製鐵所副産物から製造する新規農業資

材の活用技術開発研究 

 プラスチック再生材の市場・利用可能性

に関する研究会 

イ 共同研究プロジェクト 

 廃棄キノコ抽出物による植物由来ヒト型

セラミド製造プロジェクト 

 濃縮バイオ液肥製造に関する事業化プ

ロジェクト 

 バイオマス発電所焼却灰有効利用プロ

ジェクト 

 廃電池仕分け作業の自動化システムの

開発プロジェクト 

(3) レアメタルリサイクル推進事業 

レアメタルとは、元々埋蔵量が少なかったり、

量は多くても経済的・技術的に取り出すことが

困難な31種類の金属の総称です。 

自動車や電子電気機器等のハイテク産業に

は必須の素材であるため、レアメタルの安定的

な確保は、我が国の産業競争力を確保する重

要な課題の一つとなっています。 

本県には、北九州市と大牟田市に2つのエコ

タウンがあり、エコタウンを中心としてリサイク

ル産業等の集積が進んでいることや大学等に

おいてもレアメタル抽出等の研究実績があるな

ど、レアメタルリサイクルを推進する上で多くの

ポテンシャルがあるため、平成 20（2008）年

度から事業化に向けた取組を積極的に進めて

きました。 

これまで、使用済電子機器からのタンタルリ

サイクルの事業化や使用済蛍光管からのレア

アースリサイクルの事業化を実現しました。 

また、レアメタル等の有用な金属の再資源化

を目的として、平成 25（2013）年 4 月に小型

家電リサイクル制度がスタートしたところです

が、本県では、制度開始前の先行的な取組とし

て、21（2009）年から、大牟田市、筑後市及び

大木町において、ゲーム機やデジタルカメラ、

携帯電話などの使用済小型家電の回収モデル

事業を開始し、23（2011）年度からは全国で初
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めて県域を越えて九州一円 17 自治体で、さら

に、24（2012）年度には参加自治体を 30（県

内は 17 自治体）に拡大し、広域回収モデル事

業を実施しました。 

本モデル事業においては、各自治体の実情

に応じた回収方法の採用や広域的な回収など、

使用済小型家電の回収システムの構築を図る
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クル法に基づき小型家電の回収を行っていま

す。 

(4) 太陽光発電パネルリサイクル推進事業 

太陽光発電については、平成24（2012）年に

開始した再生可能エネルギーの固定価格買取制

度により導入が急速に進展したことに伴い、今後、

使用済みとなった太陽光パネルの排出量が加速

度的に増加することが想定されます。 

現在、パネルの多くが埋立処理されており、資

源の有効利用の観点から、将来のパネルの排出

量の増加に備え、リサイクルにつなげる仕組みが

必要です。 

県内には全国的にも数少ない太陽光パネルの

高度な処理技術を持つリサイクル業者があり、

効率的な回収システムがあれば、パネルのリサ

イクル推進が可能な環境にあります。 

このため、本県と（公財）福岡県リサイクル総

合研究事業化センターは、令和元（2019）年度

から 2（2020）年度にかけて各所に点在する

パネルを効率的に回収するシステムの実証試

験を実施しました。そのうえで、「廃棄太陽光パ

ネルスマート回収システム」を全国に先駆けて

開発し、3（2021）年 7 月から運用を開始しま

した。 

このシステムは、排出者（メンテナンス業者）、

収集運搬業者、リサイクル業者等が、廃棄パネ

ルに関する情報（保管量、保管場所、種類）をク

ラウド上の支援ソフトで共有し、点在する廃棄

パネルを効率的（スマート）に回収、リサイクル

するものです。 

今後、太陽光パネルリサイクルの関係者と設

置した「福岡県太陽光発電（ＰＶ）保守・リサイク

ル推進協議会」を通じて、多くの関係者にシス

テムの活用を促すことにより、点在する廃棄パ

ネルを効率的（スマート）に回収し、再資源化を

推進します。 

使用済小型家電の回収方法 
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廃棄太陽光パネルスマート回収システムの概要 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(5) 紙おむつリサイクル推進事業 

高齢化社会の進行に伴い、紙おむつの使用

量・排出量は増加することが予測され、紙おむ

つのリサイクルは大きな課題となっています。 

県内リサイクル事業者は、福岡県リサイクル

総合研究事業化センター等との共同研究によ

り、使用済紙おむつを水溶化処理してパルプな

どを分離・回収し、建築資材の原料等として再

利用する技術を確立しました。この技術は、環

境省が令和2（2020）年3月に策定した「使用

済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン」

においてもリサイクル技術のひとつとして取り

上げられています。 

また、大木町においては、この共同研究の成

果を活用して、平成23（2011）年10月に全国

で初めて家庭からの紙おむつの分別回収とリ

サイクルが開始されました。 

平成 27（2015）年度には、福岡都市圏にお

いて紙おむつのリサイクル事業化を目的とした

自治体や病院、介護施設等の関係者をメンバ

ーとする「紙おむつリサイクルシステム検討委

員会」において、排出実態調査及び広域回収実

験の結果等を基に、「紙おむつリサイクルシス

テム（案）」を取りまとめました。 

今後とも展示会への出展など情報発信に努

め、紙おむつリサイクルを推進していくこととし

ています。 

 

水溶化処理

廃パルプ・

廃ポリマー・汚泥

プラスチック類

再生パルプ

使用水は微生物処理し、

処理水の80%を循環使用

リサイクル処理施設

土壌改良剤

RPF (固形燃料)

建築資材

分別回収

一般家庭

病院・介護・福祉施設

再生パルプ販売

収集・運搬

紙おむつ処理費

80%

再資源化

使用済

紙おむつ

紙おむつリサイクルシステムの概要 
 

パネル保管情報登録 

回収ルート設定 

循
環
型

社
　
会

- 113 -



第４節 廃棄物の適正処理による環境負荷の低減 

〔廃棄物処理法〕 

１ 一般廃棄物に関する法律等の整備 

【廃棄物対策課】 

一般廃棄物の適正処理に関しては、廃棄物

処理法、同法施行令及び施行規則が施行され

ています。 

近年の改正においては、平成 27（2015）年

7 月に、災害対策を実施・強化するための法整

備がなされました。 

２ 一般廃棄物の適正処理の推進 

(1) 市町村の一般廃棄物処理計画と処理体制の

整備

【廃棄物対策課】 

市町村は、一般廃棄物の排出抑制のための

方策や分別収集体制の確立及び処理施設の整

備等について計画を策定し、その計画に従って

廃棄物の処理を行っています。 

廃棄物処理施設については、マテリアルリサ

イクル推進施設（容器包装の選別・保管や粗大

ごみの破砕・資源回収等を行う施設）や熱回収

施設（焼却施設）等を環境負荷や立地等に配慮

しつつ、効率的かつ計画的に整備していくこと

が必要です。 

(2) 広域的な視野に立った処理体制の整備（Ｒ

ＤＦ※発電事業の推進）

【循環型社会推進課】 

私たちの日常生活などから排出されたごみ

（一般廃棄物）の一部はリサイクルされていま

すが、大部分は焼却処理されています。 

そのため、ごみ焼却施設から発生するダイ

オキシン類などの適正処理対策に加え、焼却熱

の有効利用などのリサイクルにも取り組む必要

があります。 

このためには、市町村単独又は近隣の市町

村と共同でごみを処理していくだけではなく、

より高度で広域的な視点に立ったごみ処理施

設を整備していく必要があります。 

本県では、小規模市町村のごみ焼却に伴う

ダイオキシン類対策や熱回収を図るため、平成

11（1999）年 1 月、大牟田市、電源開発㈱とと

もに大牟田リサイクル発電㈱を設立しました。

14（2002）年 12 月からＲＤＦ（ごみ固形化燃

料）発電所の運転を開始し、一般廃棄物の焼却

熱を有効利用しています。現在では、熊本県内

を含む14市町村を対象とした広域的な一般廃

棄物処理を行っています。 

このＲＤＦ発電事業は、令和 4（2022）年度

末に、第 3 セクターとしての事業を終了し、5

（2023）年度から民間事業者として事業を継

続することを関係者間で決定しましたが、引き

続き関係者が協力して発電所の安定稼働に努

め、広域的なごみ処理体制をしっかり維持して

いきます。 

(3) 一般廃棄物処理施設の維持管理の指導

【廃棄物対策課】 

市町村等の処理施設の維持管理が適正に行

われるよう適宜立入検査を行うほか、施設の

排ガス、排水の検査等の定期的な報告を求め、

一般廃棄物については、市町村に処理責任がありますが、本県では市町村等の関係機関と連

携し、適正な処理のため各種施策を実施しています。また、災害廃棄物の処理体制の整備にも取

り組んでいます。 

産業廃棄物については、排出事業者がその責任において適正に処理することが原則であり、

本県では、その適正処理の徹底のため、安定型最終処分場の定期掘削調査などの各種施策を実

施しています。 

※ＲＤＦ（Refuse Derived Fuel：ごみ固形化燃料）：可燃物を破砕・選別したのち、ごみに含まれる水分を乾燥させ、添加剤として消石灰を

加え、円柱形に圧縮成形（直径10～20㎜、長さ30～50㎜のチョーク状）したもので、輸送性・貯蔵性に優れていることから、広域的な

ごみ収集の手法として有効です。
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実態把握を行い、必要に応じ改善指導を行っ

ています。 

(4) ごみ散乱防止対策 

【廃棄物対策課】 

道路や河川、観光行楽地等における空き缶

やペットボトル等のごみの散乱が後を絶ちませ

ん。 

このため、県民への啓発を主眼とし、地区衛

生組織等のボランティア団体による美化運動の

推進等に努めています。 

また、本県では、平成5（1993）年3月に「福

岡県ごみ散乱防止条例」を制定し、県、市町村、

県民、事業者及び土地の占有者が連携して、た

ばこの吸い殻、空き缶等のごみの散乱を防止

することを目的とした、「環境美化の日」の設定

や普及啓発を行っています。 

県内では、全ての市町村において、同様の

条例が制定されており、行政、住民、事業者が

一体となってごみ散乱防止対策に取り組んで

います。 

(5) 一般廃棄物処理における新型コロナウイル

ス感染症対策 

【廃棄物対策課】 

一般廃棄物処理施設における職員の感染防

止対策の徹底や事業継続の確保に関する環境

省の通知を受けて、市町村や関係団体へ周知

を行っています。 
 

新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、家庭でのごみの捨て方について、県ホ

ームページや市町村を通じ、住民や関係事業

者に注意を呼びかけています。 

 

３ 海洋ごみに関する対策 

(1) 海岸漂着物等対策 

【廃棄物対策課】 

本県の海洋ごみ（海岸漂着ごみや漂流ごみ、

海底ごみ）は、河川を経由した流れ込みやポイ

捨て等による国内由来によるものが多数含ま

れています。また、海岸漂着ごみにおけるプラ

スチック類や発泡スチロールの割合が、個数で

94％、重量で37％を占めています。 

こうした海洋ごみは、自然環境や生活環境に

悪影響を及ぼすばかりでなく、海岸における美

しい景観を損ない、漁業活動に支障を来すな

ど経済活動にも悪影響を与えています。 

そこで、平成 24（2012）年 3 月に「海岸漂

着物対策地域計画」を策定（28（2016）年改訂）

し、県内の海岸においてスポーツごみ拾い（ス

ポGOMI大会）を実施したり、海洋ごみの発生

の状況や原因に関する調査を進めるなど、海

岸環境の保全についての普及啓発に取り組ん

でいくこととしています。 

また、海洋ごみに対する理解や認識を深め、

ポイ捨てをしない、ごみの分別を行うといった

簡単な行動から少しずつ始めていくことなどを

目的として、海洋ごみ発生抑制に係る啓発動画

「どげんかしよう！海ごみ問題！」を作成して

います。 
「どげんかしよう！海ごみ問題！」 

（視聴できます） 

https://youtu.be/DS0clNQn-gA 

  

【出典：「新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対

策について取りまとめた資料」環境省HP】 
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(2) クリーンリバー・クリーンビーチ推進事業 

【河川管理課】 

【港湾課】 

 

本県では、「クリーンリバー推進対策事業」及

び「クリーンビーチ推進事業」として、県が管理

する河川や海岸において、清掃、除草などの愛

護活動に取り組むボランティア団体、ＮＰＯ法

人、地元企業、学校等を愛護団体等として登録

し、活動に対する報償、活動のための需用品の

支給等により、その活動を支援しています。（第

３章にも記載） 

 

４ 産業廃棄物の適正処理の確保 

(1) 産業廃棄物に関する法律等の整備 

【廃棄物対策課】 

産業廃棄物の適正な処理体制の整備や不適

正処理を防止するため、廃棄物処理法におい

て、国における基本方針や都道府県における

廃棄物処理計画の策定、マニフェスト制度の見

直し、野外焼却の禁止等が定められています。 

また、近年の改正においては、平成 30

（2018）年 4 月、家電リサイクル法及び小型家

電リサイクル法に指定されている 32 品目のう

ち、廃棄物ではなく、かつ再使用されないもの

が有害使用済機器として定められ、当該機器

の保管又は処分を行おうとする場合は届出が

必要となりました。 
有害使用済機器の保管等届出状況 

（令和4年3月31日現在） 

届出の種類 

届 出 件 数 

県 

北
九
州
市 

福
岡
市 

久
留
米
市 

合
計 

保管のみ 6 10 1 0 17 

保管及び処分

（再生を含む） 
0 3 2 0 5 

計 6 13 3 0 22 

 

(2) 産業廃棄物処理施設の設置許可状況 

【廃棄物対策課】 

事業者の設置する最終処分場(埋立場)及び

一定規模以上の中間処理施設については、許

可を要することとなっています。 

(3) 産業廃棄物処理業の許可状況 

【廃棄物対策課】 

産業廃棄物の処理を業として行おうとする

者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都

道府県知事（保健所を設置する市にあっては

市長。本県の場合、北九州市、福岡市、久留米

市の各市長）の許可が必要であり、通常の産業

廃棄物と特別管理産業廃棄物について、それ

ぞれ収集運搬業及び処分業の許可が必要で

す。 

ただし、収集運搬（積替え、保管を含まない。）

については、平成 23（2011）年 4 月から許可

の合理化が行われ、原則として知事の許可の

みで県内全域の収集運搬業が可能となってい

ます。 
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(2) クリーンリバー・クリーンビーチ推進事業 

【河川管理課】 

【港湾課】 

 

本県では、「クリーンリバー推進対策事業」及

び「クリーンビーチ推進事業」として、県が管理

する河川や海岸において、清掃、除草などの愛

護活動に取り組むボランティア団体、ＮＰＯ法

人、地元企業、学校等を愛護団体等として登録

し、活動に対する報償、活動のための需用品の

支給等により、その活動を支援しています。（第

３章にも記載） 

 

４ 産業廃棄物の適正処理の確保 

(1) 産業廃棄物に関する法律等の整備 

【廃棄物対策課】 

産業廃棄物の適正な処理体制の整備や不適

正処理を防止するため、廃棄物処理法におい

て、国における基本方針や都道府県における

廃棄物処理計画の策定、マニフェスト制度の見

直し、野外焼却の禁止等が定められています。 

また、近年の改正においては、平成 30

（2018）年 4 月、家電リサイクル法及び小型家

電リサイクル法に指定されている 32 品目のう

ち、廃棄物ではなく、かつ再使用されないもの

が有害使用済機器として定められ、当該機器

の保管又は処分を行おうとする場合は届出が

必要となりました。 
有害使用済機器の保管等届出状況 

（令和4年3月31日現在） 

届出の種類 

届 出 件 数 

県 

北
九
州
市 

福
岡
市 

久
留
米
市 

合
計 

保管のみ 6 10 1 0 17 

保管及び処分

（再生を含む） 
0 3 2 0 5 

計 6 13 3 0 22 

 

(2) 産業廃棄物処理施設の設置許可状況 

【廃棄物対策課】 

事業者の設置する最終処分場(埋立場)及び

一定規模以上の中間処理施設については、許

可を要することとなっています。 

(3) 産業廃棄物処理業の許可状況 

【廃棄物対策課】 

産業廃棄物の処理を業として行おうとする

者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都

道府県知事（保健所を設置する市にあっては

市長。本県の場合、北九州市、福岡市、久留米

市の各市長）の許可が必要であり、通常の産業

廃棄物と特別管理産業廃棄物について、それ

ぞれ収集運搬業及び処分業の許可が必要で

す。 

ただし、収集運搬（積替え、保管を含まない。）

については、平成 23（2011）年 4 月から許可

の合理化が行われ、原則として知事の許可の

みで県内全域の収集運搬業が可能となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物処理施設設置状況 
令和 4 年 3 月 31 日現在 

施  設  の  種  類 
許 可 件 数 

県 北九州市 福岡市 久留米市 合計 

汚    泥 

脱 水 施 設 45 30 10 13 98 

乾 燥 施 設 3 4 1 0 8 

焼 却 施 設 4 18 0 1 23 

廃    油 
油水分離施設 5 9 0 1 15 

焼 却 施 設 5 17 １ 1 24 

廃酸・廃アルカリの中和施設 0 6 0 0 6 

廃プラスチック類 
破 砕 施 設 25 58 4 4 91 

焼 却 施 設 9 21 １ 2 33 

木くず・がれき類の破砕施設 172 137 21 90 420 

有害物質を含む汚泥の 

コンクリート固型化施設 
0 1 0 0 1 

水銀等を含む汚泥のばい焼施設 0 1 0 0 1 

廃水銀等の硫化施設 0 0 0 0 0 

汚泥・廃酸・廃アルカリに含まれるシアン化合

物の分解施設 
1 9 0 0 10 

廃石綿、石綿含有産業廃棄物の 

溶融施設 
0 1 0 0 1 

その他の産業廃棄物の焼却施設 7 18 1 1 27 

Ｐ Ｃ Ｂ 

焼 却 施 設 0 0 0 0 0 

分 解 施 設 0 3 0 0 3 

洗浄・分離施設 0 1 0 0 1 

最終処分場 

遮  断  型 1 0 0 0 1 

安  定  型 22 4 3 1 30 

管  理  型 12 5 1 0 18 

計 311 343 43 114 811 

産業廃棄物処理業許可状況 
令和 4 年 3 月 31 日現在 

(4) 産業廃棄物処理の監視指導

【監視指導課、廃棄物対策課】 

産業廃棄物は、排出事業者がその責任におい

て適正に処理することが原則であり、また、循環

型社会の形成に向けて、一層の廃棄物の排出抑

制や減量化・資源化の促進が求められています。 

本県は、排出事業者及び処理業者に対して適

正処理を指導しています。 

業  の  種  類 
許  可  区  域 

県 北九州市 福岡市 久留米市 合計 

産業廃棄物 

収 集 運 搬 業 5,887 208 38 9 6,142 

処分業 
中 間 処 理 385 152 65 53 655 

最 終 処 分 13 5 4 1 23 

特別管理 

産業廃棄物 

収 集 運 搬 業 669 56 4 7 736 

処分業 
中 間 処 理 12 24 2 2 40 

最 終 処 分 1 0 0 0 1 

合   計 6,967 445 113 72 7,597 
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ア 法令の周知徹底 

【監視指導課】 

廃棄物処理法や条例の周知を図るため、本県

では次の施策を実施しています。 

産業廃棄物の適正処理に必要な知識の習得

を目的として産業廃棄物処理業者に対する講習

会を実施しています。（令和 3 年度は新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため県ホームページに資料を

掲載することにより実施） 

講習会開催状況  

区
分 

処理業者 
講習会 

排出事業者 
講習会 

年
度 

 

実 施 
回 数 

受 講 
者 数 

実 施 
回 数 

受 講 
者 数 

令和元 3 1,794 7 669 

令和2 1 -※ 4 77※  

令和3 1 -※ 3 60※  

※令和２年度及び3年度の受講者数は、県主催分（上記のうち処理

業者講習会各１回、排出事業者講習会各２回）についてはホームペ

ージ掲載により行ったため計上していません。 

 

また、排出事業者の処理責任を明確にし、産

業廃棄物の適正処理の徹底を図ることを目的と

して、排出事業者に対する講習会を実施すると

ともに、排出事業者で構成される団体の研修会

などに職員を講師として派遣しています。（令和3

年度の県主催の講習会については県ホームページに

資料を掲載することにより実施） 

さらに、県民向けの啓発活動として、例年、福

岡県廃棄物不法処理防止連絡協議会※と合同で、

福岡市天神など県内の複数か所で「不法投棄撲

滅キャンペーン」を実施しています。（令和 3 年度

は中止） 

イ 監視指導 

【監視指導課】 

不法投棄をはじめ産業廃棄物の不適正処理

が依然として発生していることから、処理業者等

に対する不信感や生活環境保全上の支障に対

する不安の声が県民から寄せられています。 

そのため、本県では、排出事業者、処理業者

に対して監視指導を行い、適正処理の徹底を図

っています。 

令和 3（2021）年度における監視指導は、次

のとおりです。 
本県における不法投棄等不適正処理の状況 

 H29 H30 R1 R2 R3 

発生量(ﾄﾝ) 250 0 0 40 2,750 

発生件数 2 0 0 2 1 

改善状況 改善中 ― ― 改善中 改善中 

(1件当たり10トン以上のもの。保健所設置市分を除く） 

(ｱ) 排出事業者に対する監視指導 

排出事業者の処理責任を明確にし、産業廃棄

物の適正処理を一層徹底するため、有害物質関

連の事業場や処理施設を有する事業場、さらに

は排出量の多い事業場等の立入検査及び処理

実績報告の徴収を行い、法令の遵守、処理体制

の整備、処理施設の適正管理を指導しました。 

(ｲ) 処理業者に対する監視指導 

産業廃棄物処理業者は、その性格上社会的な

責任が大きいこと、また、取り扱う産業廃棄物が

多量かつ多種類に及ぶことから、全ての処理業

者を対象として立入検査及び処理実績報告の徴

収を行い、許可事業範囲の徹底、処理処分に関

する基準の遵守、処理施設の適正管理を指導し

ました。 

(ｳ) 立入検査と行政処分 

産業廃棄物の適正な処理を確保するため、廃

棄物処理法等に基づき、産業廃棄物処理業者や

事業場の廃棄物処理施設等への立入検査を令

和3（2021）年度は4,671件実施しています。 

また、廃棄物処理法に違反する処理等が行わ

れた場合には、改善命令、措置命令、業の停止、

業許可の取消し等の行政処分を行います。 

(ｴ) 県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する

事前届出制度 

産業廃棄物の処理の適正化を図るため、平成

25（2013）年 11 月に「福岡県県外産業廃棄物

の県内搬入処理に関する要綱」を制定しました。 

県外から搬入される産業廃棄物の種類、数量

等を事前に把握することにより、効率的な監視・

指導の実施、不適正処理の早期発見・早期対応

に努めています。 

※福岡県廃棄物不法処理防止連絡協議会 ：県、環境省、県警、第七管区海上保安本部、北九州市、福岡市、久留米市及び（公社）福岡県産業資源

循環協会で構成する協議会（令和4年3月31日時点）。不法処理の未然防止及び不適正処理事案に対する迅速かつ適正な対応を目的として

います。 
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(ｵ) 産業廃棄物運搬車両検問 

警察と連携し、産業廃棄物運搬車両検問を実

施しています。 

実際に産業廃棄物を運搬している車両を停車

させて、積載している産業廃棄物の量や性状を

確認し、産業廃棄物管理票（マニフェスト）※との

照合を実施しています。 

令和3（2021）年度は県内12か所で実施し、

管理票の不交付や記載漏れ、許可証の写しの不

携帯などについて、排出事業者及び処理業者に

対して適正に運用するよう指導しました。 

ウ 監視指導の強化 

【監視指導課】 

産業廃棄物の不適正処理事案の未然防止、早

期解決を目的として、次のような取組により、監

視指導を強化しています。 

(ｱ)警察官等の配置 

現職の警察官2名を監視指導課に配置すると

ともに、警察官ＯＢを専門員として監視指導課及

び各保健福祉環境事務所に計20名配置するなど、

監視指導体制の強化を図っています。 

(ｲ)安定型最終処分場の掘削調査 

平成25（2013）年度から、産業廃棄物の不適

正処理の早期発見・早期対応を図るため、県内

の安定型最終処分場に対する掘削調査を実施し

ています。 

令和3（2021）年度においては、４処分場の掘

削調査を実施し、必要な指導を行うとともに、そ

の調査結果を県ホームページで公表しました。 

(ｳ)立入検査の強化 

効果的・効率的な監視指導を行うため、平成

28（2016）年度から、産業廃棄物処理業者の許

可情報、指導実績等を一元的に管理するシステ

ムを運用しています。 

平成30（2018）年度からは、立入検査の効率

化・強化を図るため、赤外線カメラ搭載ドローン

を導入し、廃棄物の量や表面温度を正確かつ迅

速に把握して、過剰保管への早期対応や火災の

未然防止に努めています。 

令和元（2019）年度からは、的確かつ速やか

な行政指導、排出事業者責任の早期追及、積極

的かつ厳正な行政処分を行うことを目的として、

産業廃棄物処分業者に対して、廃棄物対策課、

監視指導課、担当保健福祉環境事務所が合同で

立入検査を実施するとともに、監視指導担当職

員の資質向上のため、過去の事案を題材とした

研修を行うことにより、不適正処理の早期発見・

早期対応の取組をさらに強化しています。 

令和3（2021）年度においては、43業者を対

象に合同立入検査を行い、違反が認められた業

者に適正処理を指導しました。 

令和 2（2020）年度からは、監視指導業務に

ウェアラブルカメラや遠隔操作対応監視カメラを

導入し、不適正処理に対して迅速・的確に対応す

る体制を構築しています。 

エ 不適正処理現場の是正 

【監視指導課】 

廃棄物処理法に基づく措置命令、改善命令及

び行政指導を行っているものの課題の解消に長

期間を要している事案について、将来に向けた

生活環境保全上の支障がないよう、周辺環境の

モニタリングや各種調査による現状の詳細な把

握、専門家会議での対応方針の検討、地元自治

体や住民との協議・調整等、必要な対策を迅速

かつ重点的に実施し、課題解消に取り組んでい

ます。 

オ 適正な産業廃棄物処理施設確保の推進 

【廃棄物対策課、循環型社会推進課】 

産業廃棄物を処理するためには、適正な処理

施設の確保とともに、周辺（又は近隣）住民の理

解を得ることが極めて重要です。 

このため、設置者と住民との意見の調整を図

るための手続を定めた「福岡県産業廃棄物処理

施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する

条例」を制定し、その適正な運用を図り、産業廃

棄物処理施設の確保に努めています。 

令和 3（2021）年度は、この条例に基づき、6

件の事業計画が提出され、手続を進めています。 

※産業廃棄物管理票（マニフェスト）：排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、処理業者へ交付する書類。処理終了後に処理業者からそ

の旨を記載したマニフェストの写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認し、もって適正処理を確

保するためのもの。 
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しかし、産業廃棄物処理施設に対する不安感

等を背景に、周辺地域の住民と事業者との意見

調整に時間を要している事例もあります。 

また、現状では県内の最終処分場については

残余容量に余裕があり、今後は、民間による最

終処分場の整備状況や残余容量を見極めなが

ら、公共関与による整備についても引き続き検

討を行っていきます。 

カ 優良産業廃棄物処理業者認定制度の優良

基準適合認定 

【廃棄物対策課】 

廃棄物処理法において、優良産廃処理業者認

定制度が規定されています。 

優良産廃処理業者認定制度は、法人の許可情

報、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期

間インターネットを利用する方法により公表する

等、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に

産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備

することにより、産業廃棄物の処理の適正化を

図ることを目的としています。 

産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力

及び実績を有する者の基準（①遵法性、②事業

の透明性、③環境配慮の取組、④電子マニフェ

スト、⑤財務体質の健全性、⑥5年以上継続して

本県の産業廃棄物処理業者等の許可を受けて

いること）への適合性を福岡県知事が認定した

場合には、通常5年の産業廃棄物処理業の許可

の有効期間を 7 年とする等のメリットが付与さ

れます。 

 

５ 廃棄物の不適正処理の防止 

【監視指導課】 

廃棄物の不法投棄防止に関する監視と情報交

換を目的として、平成6(1994)年3月に福岡県

廃棄物不法処理防止連絡協議会を設置するとと

もに、県内9 地域に県保健福祉環境事務所を中

心として警察署及び市町村等で構成する地域連

絡協議会※を設置しています。 

この地域連絡協議会を中心として、不法投棄

監視体制の整備を進めています。また、6 保健

福祉環境事務所管内においては、4０の市町村

で不法処理防止推進員制度※が整備されていま

す。 
不適正処理現場の状況 （改善指導前） 

 
不適正処理現場の状況 （改善指導後） 

加えて、平成28（2016）年度から、カメラのＧ

ＰＳ機能を活用して、本県が把握した不法投棄場

所を不法投棄物の種類や量等の関連情報ととも

に電子地図上にマッピングするシステムを整備・

運用し、市町村等と情報を共有しているほか、不

法投棄が疑われる現場等に監視用小型カメラを

設置し、不法投棄等の早期発見、早期対応、未然

防止を図っています。 
その他の監視指導活動 

・巡回監視パトロール 

各保健福祉環境事務所職員等による不法投

棄の防止及び早期発見のための巡回監視 

・スカイパトロール 

県警所有のヘリコプター等による空からの

不適正処理等監視 

・平日夜間、休日昼間における監視パトロール 

 

 

 

 

 

※地域連絡協議会：保健福祉環境事務所環境（指導）課を中心に管内の警察署、市町村、農林・県土整備事務所等で構成し、不法投棄対策等を協

議する協議会。 

※不法処理防止推進員制度：不法投棄等の疑いがある情報を地域住民（ボランティア等）から収集する制度 
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６ 災害廃棄物の適正処理 

【廃棄物対策課】 

大規模な地震や水害等の災害時には、大量の

災害廃棄物が発生します。このため、「福岡県災

害廃棄物処理計画」に基づき、災害廃棄物の処

理について、平成29（2017）年2月に県内廃棄

物関係事業者団体と協定を締結するとともに、

同年11月には九州・山口各県との間で相互支援

協定を締結し、広域的な災害廃棄物処理に係る

連携体制を構築しました。さらに県では、市町村

における災害廃棄物処理の実効性を高めるため、

市町村災害廃棄物処理計画の策定支援や、市町

村職員等関係者に対する研修等を行っています。 

令和2年7月豪雨においては、被災自治体に

おける災害廃棄物の処理について、県内の市町

村や関係団体に対して支援要請をし、広域処理

の調整を行いました。さらに、熊本県からの要請

を受け広域処理の調整を行うなど、県外の被災

自治体の支援も行いました。 

令和3年8月の大雨では、市町村との緊密な

連携のもと、災害廃棄物や仮置場の設置などの

状況把握に努めるとともに、必要に応じ被災自

治体に対する助言を行いました。 
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第６章 自然共生社会の推進

  

  

  

◆目指す姿

県民一人一人や事業者が生物多様性の重要性を認識し、暮らしの中や事業活動において

常に生物多様性に配慮した行動がとられている社会。 

豊かな自然の保全と社会経済活動が両立し、人と生きものが環境の中で一つにつながり、

健やかにともに生きることにより成立した里地里山や里海等の地域、文化が保全される等、

生物多様性の恵みを持続的に享受できる社会。 

地域の自然や生きものに関心を持つ人々が増え、また、自然資本から得られる生物多様性

の恵みが重要な地域資源として見直され、人々の郷土愛を育んでいる社会。 

◆指標

指標項目 目標 計画策定時 

生物多様性プラットフォーム 
（ホームページ）のアクセス数 

266,100 件 

令和 8（2026）年度 

177,391 件 

令和 2（2020）年度 

平尾台自然観察センターの 
利用者数 

44,000 人 

令和 8（2026）年度 

39,980 人 

平成 30（2018）年度 

農地等の維持・保全に 
取り組む面積 

42,180 ha 

令和 8（2026）年度 

41,545 ha 

令和 2（2020）年度 

第６章では、自然共生社会の推進の取組について掲載しています。 

私たちは、自然から多くの恵みを受けて生活しています。この恵みを将来にわたって持続

的に利用するために、生物多様性の保全をはじめとした自然と共生するための様々な施策を

行っています。 
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第１節 自然環境の現況 

【自然環境課、農山漁村振興課】 

  

１ 地形 

本県は、筑前海、豊前海、有明海の三つの海

に面しています。 

主な山地としては、脊振山地（脊振山 1,055

ｍ）、英彦山地（英彦山 1,199ｍ）、釈迦岳山地

（釈迦岳 1,23０ｍ）、古処山地（古処山8６０ｍ）、

三郡山地（三郡山 936ｍ）、福智山地（福智山

901ｍ）があります。 

河川では、遠賀川、筑後川、矢部川などの大

河が平野部を形作りながら県土を縦横断して

います。遠賀川は筑豊盆地、直方平野、遠賀平

野などを形成しながら筑前海に注ぎ、また、九

重連山に源を発する筑後川と、釈迦岳山地か

ら流れ出した矢部川は、その間に県内第一の

穀倉地帯である筑後平野を形成しながら有明

海に注いでいます。 

県東部では今川をはじめとする中小河川が

豊前平野を経て豊前海に、また、県北西部では

室見川、那珂川、多々良川などが福岡平野を

経て、博多湾に注いでいます。 

玄界灘に面した海岸は、弧状の砂浜海岸と

岬が交互に出現するいわゆる隆起沈降性海岸

で、海岸防風林のクロマツと相まって、白砂青

松の景観を呈しています。 

 

２ 気候 

年間を通すと、温暖的要素が強いと言えます。

一方で日本海側に位置する福岡、北九州地方

は冬季には大陸からの寒気の影響を受け、日

本海型気候区の特徴を示しています。筑後平

野を中心とする内陸平野部は、三方を山に囲ま

れており、内陸型気候の特徴を示し、筑豊盆地

は、気温の日較差や年較差が大きく、盆地特有

の気候を示しています。 

降水量は、平均で年間 1,８00 ㎜程度ありま

す。 

 

３ 植生 

森林面積は223,640ヘクタールで、人工林

の割合が高い（約７割）のが特徴です。県内の

自然植生は標高 750～800ｍを境に、おおむ

ね上部ではブナなどの夏緑樹林帯、下部では

シイ、カシなどの照葉樹林帯となっています。 

森林以外でも平尾台に広がるネザサ・ススキ

草原などの貴重な半自然的植生があります｡ 

 

４ 動物 

英彦山地など山地の自然林や、有明海、豊

前海、博多湾の干潟等は、哺乳類、鳥類、昆虫

類、甲殻類など多くの動物にとって重要な生息

地となっています。 

また、九州の最北部に位置し、大陸にも近い

という地理的条件から、渡り鳥の中継地として

も重要な役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県は、山、川、海が相互に影響を及ぼしながら豊かな自然環境を形成し、多くの動植物に

よる様々な生態系が形作られています。これらの恵まれた自然を未来に引き継ぐことは、現代

に生きる我々に課せられた責任であると言えます。 

自
然
共
生
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第２節 福岡県生物多様性戦略 2022-2026 

【自然環境課】 

〔生物多様性基本法、生物多様性地域連携促進法、外来生物法〕 

 

自生物多様性の恵みを将来にわたって享受

できる自然と共生する社会を実現していくため

には、私たちの暮らしの中で生物多様性を育ん

でいくことが大切です。 

国内では、平成 7（1995）年の「生物多様性

国家戦略」の策定、20（2008）年の生物多様

性基本法の制定など、保全のための方針や制

度が整えられました。その後、22（2010）年に

名古屋市で開催された生物多様性条約の第

10回締約国会議（ＣＯＰ10）では「愛知目標（戦

略計画 2011－2020）」が設定され、国におい

ては、同目標を反映した「生物多様性国家戦略

2012－2020」を策定し、国別目標などの具

体的な目標によって、生物多様性保全のため

の政策を推進することとしています。 

なお、令和 3（2021）年 10 月の第 15 回締

約国会議（ＣＯＰ15）第 1 部に引き続き、4

（2022）年１２月開催予定の当該会議第2部に

おいて、次の国際的な目標（ポスト 2020 生物

多様性枠組）が採択される予定です。 

本県では、生物多様性の保全と持続可能な

利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するための基本計画として平成 25（２０１３）年

3 月に「福岡県生物多様性戦略」を策定しまし

た。その後の社会情勢の変化や各種施策の実

施状況を踏まえ、令和 4（２０２２）年 3 月、新た

な戦略として「福岡県生物多様性戦略２０２２-２

０２６」を策定しました。４（２０２２）年からの5年

間では、１５の重点プロジェクトを含む 148 の

施策を実施することとしています。 

行政だけでなく、連携・協働により、中長期の

目標として 2050 年に「生きものを支え、生き

ものに支えられる幸せを共感できる社会」の実

現を目指します。 

 

重点プロジェクト一覧 

 重点プロジェクト 

1 生物多様性情報総合プラットフォームによる 

情報発信 

2 自然公園等における自然体験活動の推進 

3 生物多様性に関する環境教育教材の充実・活用促進 

4 食品ロス削減の推進 

5 まちとむら交流促進 

6 里地里山における野生動物の生息状況等調査 

7 希少野生動植物種保護条例に基づく希少種保護の推

進 

8 福岡県レッドデータブックの改訂 

9 野生鳥獣の適正な管理と被害防止の推進 

10 野生動物におけるSFTS感染状況調査 

11 侵略的外来種防除マニュアル等を活用した外来種防

除の促進 

12 森林の有する公益的機能の発揮に向けた森林整備 

１３ 事業者における生物多様性保全の取組の促進 

１４ 県の各種計画における生物多様性保全等の視点の

導入 

1５ 生物多様性アドバイザー制度の利用促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多様な生物は生態系の中でそれぞれの役割を担って相互に影響しあい、生態系のバランス

を維持しながら、様々な恵みを人間にもたらしています。持続可能な社会を実現するには、社

会経済活動を自然環境に調和したものとすることにより、健全な生態系を維持し、自然と人間

との共生を確保することが大切です。 

自
然
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第３節 生物多様性の保全と自然再生の推進 

〔自然公園法、福岡県立自然公園条例、福岡県環境保全に関する条例、 

瀬戸内海環境保全特別措置法、福岡県自然海浜保全地区条例、環境影響評価法、 

福岡県環境影響評価条例、福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例〕 

 

１ 重要地域の保全 

(1) 自然公園 

【自然環境課】 

〔自然公園法、福岡県立自然公園条例〕 

ア 現況 

自然公園は、優れた自然の風景地を保護す

るとともに、その利用の増進を図ることを目的

として指定されます。本県では国立公園 1、国

定公園 3、県立自然公園 5 地域が指定されて

おり、その総面積は 88,101 ヘクタール、県土

面積の 17.７％を占めています。 

自然公園の適正な利用を図るため、国定公

園等においては、歩道、園地、野営場等の利用

施設を計画的に整備するとともに、整備した施

設の維持管理に努めています。 

なお、自然公園の適正な保護及び利用の増

進を図るため、公園ごとに「公園計画」を策定し

ており、自然公園を取り巻く社会状況等の変化

に対応して、順次見直しを行っています。平成

26（2014）年 9 月には、玄海国定公園の公園

区域及び公園計画を変更しました。また、29

（2017）年 9 月には生態系維持回復計画を追

加するため、耶馬日田英彦山国定公園の公園

計画を変更しました。 

イ 自然公園の保護対策 

自然公園内で工作物の設置、土地の形状変

更等を行う場合は、許可又は届出が必要であ

り、許可に当たっては修景緑化等を指導し、自

然景観の保護に努めています。また、違反行為

の防止・自然公園の適正な利用等の普及啓発

を図るため、「自然公園指導員」や「環境保全指

導員」による指導を行っています。 

特に、北九州国定公園と筑豊県立自然公園

にまたがる平尾台地区においては、オフロード

車等の違法乗入れによる自然破壊を防止する

ため、乗入れ規制地域を指定するとともに、「平

尾台地区保護管理計画」を定め、平尾台の実

情に応じた保護対策を行っています。 

ウ 九州自然歩道 

九州自然歩道は、環境省の長距離自然歩道

構想に基づき、東海自然歩道に次ぐ我が国 2

番目の長距離自然歩道として整備されました。

総延長 2,932 ㎞で、このうち県内のコースは

261㎞です。 

この自然歩道は、多くの県民が四季を通じて

手軽に安全に歩くことで、豊かな自然や歴史、

文化に触れ、自然保護に対する理解を深める

ことを目的として整備されたものです。本県で

は、計画的に歩道の再整備工事を行っており、

令和３（202１）年度は、英彦山コース（添田町）

約１.５km、経読岳コース（豊前市）約０.４km、

大坂山コース（香春町・みやこ町）約３．３ｋｍ、

本県では、人との関わりの中で豊かな自然の姿を保ってきた自然環境が多くを占めます

が、都市周辺における開発などによる環境の改変も行われつつあります。本県では、自然公

園法の適正な運用のほか、自然環境保全基本方針を定めて自然環境保全対策を推進して

います。 

自然環境保全は、「人と動物の健康と環境の健全性は一つ」というワンヘルスの理念の推

進においても重要な取組の一つです。 
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古処山コース（朝倉市）約０.4km について、標

識・歩道橋等の整備を行いました。 

また、県民の心身の健康増進や自然保護意

識醸成のため、運動靴等で気軽に歩くことがで

きる入門コースを 10箇所選定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県の自然公園等の状況

福岡県の自然公園          （令和３年度実績） 

区 分 公 園 名 
面積 

(ha) 

（内訳） 
指定年月日 

（最終変更 

年月日） 

許可、届出 

等件数 

（3 年度） 

（内訳） 

特別保護 

地区 
特別地域 普通地域 

特別保護 

地区 

（許可） 

特別地域 

（許可） 

普通地域 

（届出） 

国協議等 

（協議、 

通知） 

国 立 瀬戸内海 46 - 43 3 
S31.5.1 

(H3.7.26) 
- - - - - 

国 定 

玄  海 5,870  - 5,785 85 
S31.6.1 

(H26.9.30) 
５６ - ５２ ２ 2 

耶馬日田 

英 彦 山 
8,269 322 6,912 1,035 

S25.7.29 

(H29.9.28) 
２６ ３ １７ 1 ５ 

北 九 州 8,107 320 7,787 - 
S47.10.16 

(H8.10.2) 
２４ ９ １２ - ３ 

小  計 22,246 642 20,484 1,120  １０６ １２ ８１ ３ １０ 

県 立 

太 宰 府 16,568 - 1,656 14,912 
S25.5.13 

(S53.3.31) 
３ - ３ - - 

筑  豊 8,550 - 79 8,471 
S25.5.13 

(H8.5.17) 
２ - １ １ - 

筑 後 川 14,690 - 2,149 12,541 
S25.5.13 

(H4.5.13) 
５ - ５ - - 

矢 部 川 17,830 - 910 16,920 
S25.5.13 

(H3.5.15) 
５ - 2 ３ - 

脊振雷山 8,171 - 1,301 6,870 
S40.9.14 

(S50.2.15) 
１ - １ - - 

小  計 65,809 - 6,095 59,714  １６ - １２ ４ - 

合計 88,101 642 26,622 60,837  １２２ １２ ９3 7 １０ 
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(2) 地域指定による保全 

【自然環境課】 

〔福岡県環境保全に関する条例、 

瀬戸内海環境保全特別措置法、 

福岡県自然海浜保全地区条例〕 

自然的社会的諸条件から見て、その区域に

おける自然環境の保全が特に必要な地域 4 か

所を「福岡県自然環境保全地域」として、また、

自然海浜の保全及び適正な利用を図るため、

瀬戸内海の自然海浜 3 か所を「福岡県自然海

浜保全地区」に指定しており、令和3（2021）年

には、福岡県自然海浜保全地区条例において、

自然海浜地区の指定対象の拡充を行いました。 

地域内においては、工作物の設置、地形の

変更、土石・鉱物の採取等の行為について許可

又は事前届出制（自然海浜保全地区では届出

のみ）をとっています。 

また、本県では、自然海浜保全地区において、

漂着ごみ等の収集及び処理業務を関係市に委

託して実施し、自然豊かな環境の保全に努め

ています。 

福岡県自然環境保全地域一覧表（参照：前頁位置図） 
自然環境 

保全地域名 
位  置 面  積 特  質 指 定 

猪野 
糟屋郡久山町大字猪野 

字神路山 

15.2ha 

（特別地区 15.0ha、 

普通地区 0.2ha） 

スダジイを主体とした優れた照

葉樹林 
S49. 3.30 

大島 宗像市大島字神崎 

10.7ha 

（特別地区 2.0ha、 

普通地区 8.7ha） 

ハマヒサカキを主体とした優れ

た海岸植物群落 
S50. 3. 6 

鳥屋山 朝倉市大字佐田字鳥屋 
15.71ha 

(特別地区 15.71ha) 

スダジイ・アカガシを主体とした

優れた照葉樹林 
S53. 3.31 

沖ノ島 宗像市大島字沖ノ島 
92.5ha 

（特別地区 92.5ha） 

タブノキを主体とする優れた原

生林及び野鳥の生息地 
S58. 3.31 

  
福岡県自然海浜保全地区一覧表（参照：前頁位置図） 

自然海浜 

保全地区名 
位  置 海岸延長 特  質 指 定 

喜多久 北九州市門司区大字喜多久 1.2 km 
トベラ、マサキを優占種とした海岸林が良

好な状態で生育する自然海浜 
S57. 3. 6 

三毛門 豊前市大字沓川及び三毛門 2.0 km 

なだらかな礫混じりの砂浜が発達し、大潮

時には浅海性の周防灘沿岸有数の広大な

干潟が現れる。 

S57. 3. 6 

松江浦 豊前市大字松江 1.0 km 
なだらかな礫混じりの砂浜が発達し、大潮

時には広大な干潟が現れる。 
S62.12.24 

  

(3) 国定公園内での絶滅危惧植物保全の取組 

【自然環境課】 

耶馬日田英彦山国定公園の英彦山及び犬ヶ

岳地区には、福岡県レッドデータブックに掲載

されている絶滅危惧植物が多数生育しており、

豊かな生物多様性が形成されています。 

しかし、平成3（1991）年の台風19号をはじ

めとする自然災害に加え、本公園区域内で生

息域の拡大、生息数の増加が進んでいるニホ

ンジカの食害により、絶滅危惧植物の個体数の

減少やブナ群落をはじめとする森林の疎林化

や草原化、林床植生の貧弱化などが進み、貴

重な生態系が失われつつあります。 

このため、平成 26（2014）年度から英彦山、

28（2016）年度から犬ヶ岳の絶滅危惧植物の

生育状況及び生育環境の調査を行うとともに、

種子の採取を行いました。採取した種子は、保

健環境研究所で冷凍保存しています。また、採
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取した種子の一部は保健環境研究所で栽培し

た後、英彦山及び犬ヶ岳に移植しています。移

植先にはシカ食害防止のための防護柵を設置

し、地元ボランティア団体と連携して管理して

いきます。 

増えすぎたニホンジカの個体数の適正化に

向けては、鳥獣保護管理法改正により新たに

創設された指定管理鳥獣捕獲等事業により、

ニホンジカの捕獲を実施しています。 

このような取組により、絶滅危惧植物を含む

生態系への被害防止を図っています。 

 

(4) 開発行為の規制 

【自然環境課】 

〔福岡県環境保全に関する条例〕 

本県では、宅地の造成等の開発事業のうち

開発規模が 3 ヘクタール以上のものについて

届出制をとり、事業者に対して自然環境への配

慮を求め、必要な助言、勧告を行っています。 

また、ゴルフ場造成（3 ヘクタール以上）や住

宅団地造成（5 ヘクタール以上）等の開発行為

については許可制とし、生活環境の保全に著し

い影響を及ぼさないようにしています。 

 

福岡県環境保全に関する条例に基づく届出・許可等の状況 
（令和 4 年 3 月 31 日現在） 

  届出・通知（条例第 25 条・26 条） 許可・協議（条例第 28 条・29 条） 
  宅地の 

造成等 

土石の採取・ 水面の 

埋立 
計 

ゴルフ場 住宅団地 
工場 

水面の 

埋立 
計   鉱物の掘採 (3ha 以上） （5ha 以上） 

R3 9 2 0 11 0 1 1 0 2 

R2 10 2 0 12 0 0 1 0 1 

R1 3 1 0 4 0 1 1 0 2 

(5) 温泉の保護と利用 

【自然環境課】 

温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴

い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止

し、その適正な利用を図ることを目的として定

められています。温泉ゆう出のための土地掘

削や動力を装置する場合などは、知事の許可

を受けるよう定められています。温泉を掘削又

は増掘する場合と動力（ポンプ）を装置する場

合には、福岡県環境審議会の答申に基づく知

事の許可が必要とされています。 

また、温泉を公共の浴用又は飲用に供しよう

とする場合には、知事又は保健所設置市の市

長の許可が必要です。 

令和 4（2022）年 3 月末現在における本県

の温泉ゆう出源泉数は 444か所です。 

温泉法に基づく許可件数(保健所設置市分を含む) 

区分 令和元年度 令和2年度 令和3年度 

温泉掘削 3 3 3 

増掘 0 0 0 

動力装置 2 3 3 

可燃性 

天然ガス 

対策 

採取 

(変更含む） 
0 1 2 

濃度確認 2 3 3 

温泉利用 
浴用 19 25 １９ 

飲用 0 1 0 

  

オオヤマレンゲ (モクレン科) 
（福岡県レッドデータブック 
２０１１絶滅危惧ⅠＡ類） 

林床の植物を採食するシカ 
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県内の主な温泉地 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 可燃性天然ガス※による災害の防止 

温泉源からの温泉の採取を業として行おうと

する場合には、温泉の採取の場所ごとに、採取

の許可又は可燃性天然ガスの濃度の確認を受

けることが必要とされています。 

可燃性天然ガス分離設備等の様子 

 

(6) 文化財の保護 

【文化財保護課、文化振興課】 

〔文化財保護法、文化財保護条例、 

世界遺産条約〕 

本県は、豊かな自然に恵まれており、先人た

ちが遺した文化遺産や代々受け継がれてきた

伝統芸能など、貴重な文化財が豊富にあります。 

これらの文化財は、ひとたび壊されると元に

戻らない貴重な歴史の痕跡であることから、公

開・活用によってその大切さを広く周知し、県

民の理解と協力の下で確実に保存して後世へ

伝えるべきものです。 

そのため、文化財の保護制度等を十分に活

用し、文化財の意義を踏まえた上でその保存と

活用を図り、「文化財とともに暮らす豊かな福

岡県」を目指す必要があります。 

ア 文化財の体系 

文化財保護法に定められている文化財は、

有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、

文化的景観及び伝統的建造物群の６つの類型

に大別され、それ以外に文化財の保存技術及

び埋蔵文化財についても保護の対象とされて

います。 

イ 本県の文化財 

本県には、令和 4 年（2022）年 4 月現在で

特別天然記念物古処山ツゲ原始林、天然記念

物平尾台に代表される2,529件（国：360件、

県：692件、市町村：1,477件）が文化財として

指定され、保護が図られています。 

平成29（2017）年7月に世界遺産に登録さ

れた「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」

（宗像市・福津市）については、国指定天然記念

物「沖の島原始林」に指定される沖ノ島をはじ

めとする構成資産及び緩衝地帯を適切に未来

へ継承するため、関係自治体等と連携し、世界

遺産の保存活用に係る取組を行っています。 

(7) 有明海の再生 

【漁業管理課】 

有明海は福岡、佐賀、長崎及び熊本の４県に

囲まれており、最大 6ｍにも及ぶ干満差により

干潮時には広大な干潟が出現します。この特

徴的な干潟を利用し、全国屈指の生産を誇るノ

リ養殖やアサリ、タイラギ、サルボウ等の採貝漁

業、エビ、カニ、クラゲ等を対象とした漁船漁業

など多様な漁業が営まれています。 

しかし、近年、自然環境や社会情勢等の変化

に伴い、有明海の水質や底質環境に変化が見

られるようになり、漁業生産は減少を続けまし

た。このような現状に鑑み、平成 14（2002）年

に、国民的資産である有明海及び八代海等を

豊かな海として再生することを目的とする「有

明海及び八代海等を再生するための特別措置

※可燃性天然ガス：メタンガス（無色・無臭）をさし、有機物の腐敗・発酵等によって生成されます。 
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に関する法律」が制定され、同法に基づき、本

県は、有明海の海域環境の保全及び改善並び

に水産資源の回復等による漁業の振興を総合

的かつ計画的に推進するための県計画を策定

し、次に示す１～５の事業を国や県、市町村に

おいて実施しています。 

１ 下水道、浄化槽その他排水処理施設の整

備に関する事業 

２ 海域の環境の保全及び改善に関する事業 

３ 河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備

に関する事業 

４ 漁場の保全及び整備に関する事業 

５ 漁業関連施設の整備に関する事業 

また、県水産海洋技術センターにおいて、国、

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技

術研究所、関係県、関係漁業団体と連携した水

質や底質などの環境調査、ノリ養殖安定対策や

アサリ、タイラギ等二枚貝類の増殖対策に関す

る調査研究を実施し、水産海洋技術センターの

ホームページや研修会を活用して、調査情報

の迅速な提供や研究成果の普及を図っていま

す。 

 
福岡県海況情報提供システム「うみえる福岡」で掲載している海況情報 
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２ 野生生物の適切な保護と管理 

(1) 条例による希少野生動植物種の保護 

【自然環境課】 

〔福岡県希少野生動植物種の 

保護に関する条例〕 

県内に生息・生育する野生動植物は生態

系の重要な構成要素であるだけでなく、自然

環境の重要な一部として県民の豊かな生活

に欠かすことのできないものです。そこで、県、

市町村、事業者及び県民が一体となって希

少野生動植物種の保護を図ることにより生

物の多様性を確保し、もって人と野生動植物

種が共生する豊かな自然環境を次代に継承

することを目的に、「福岡県希少野生動植物

種の保護に関する条例」を制定し、令和

3(2021)年 5 月 1 日に施行しました。 

また、本条例第 9 条に基づき、希少野生動

植物種の中でも特に保護を図る必要がある

20種を「指定希少野生動植物種」として指定

しています。 

キビヒトリシズカ、ムラサキ、コバンムシの

3 種については、生育状況・生育環境調査、

生育地の環境改善、普及啓発の実施を定め

た保護回復事業計画を令和3（2021）年９月

に策定し、その保護を図っています。 

「指定希少野生動植物種」の捕獲、所持、

陳列・広告等には規制があり、違反した場合

には罰則が適用されることがあります。

指定希少野生動植物種（20種） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 福岡県レッドデータブック 

【自然環境課】 

レッドデータブックとは、絶滅のおそれのあ

る野生の動植物のリスト（レッドリスト）及びそ

れらの生息・生育状況を取りまとめた本のこ

とです。 

国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）により、昭和

41（1966）年に初めて作成された際、表紙に

赤い紙が使われていたため、レッドデータブ

ックと呼ばれています。 

本県でも、県内の絶滅のおそれのある生

物の現状を把握し、県民が希少野生生物へ

の理解を深め、これからの保全対策の資料と

して役立てられるよう、平成 13（2001）年 3

月、「福岡県の希少野生生物－福岡県レッド

データブック 2001－」を発刊しました。 

さらに、作成時から10年以上を経過し、希

少野生生物の生息地の減少や新たな生息地

キビヒトリシズカ         ムラサキ           コバンムシ 

植物（１０種） 鳥類（２種） 昆虫類（２種）

名称 科名 名称 科名 名称 科名

ミスミソウ キンポウゲ科 ヨシゴイ サギ科 コバンムシ コバンムシ科

キビヒトリシズカ センリョウ科 コアジサシ カモメ科 カワラハンミョウ オサムシ科

ヤシャビシャク ユキノシタ科

ミズスギナ ミソハギ科 魚類（２種） 貝類（４種）

サワトラノオ サクラソウ科 名称 科名 名称 科名

サギソウ ラン科 セボシタビラ コイ科 ミヤザキムシオイ ヤマタニシ科

トキソウ ラン科 ハカタスジシマドジョウ ドジョウ科 ヤマボタル ヤマボタル科

オキナグサ キンポウゲ科 オバエボシガイ イシガイ科

ムラサキ ムラサキ科 カタハガイ イシガイ科

ウスギワニグチソウ ユリ科
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等も確認されてきたため、平成 23（2011）年

度に植物群落、植物、哺乳類、鳥類について、

26（2014）年度には魚類、昆虫類等につい

ての改訂版を発刊しました。また、14（2002）

年 3月からは、種名や生息地などによる検索

機能を備えた「福岡県の希少野生生物」ホー

ムページを開設し、県内における希少野生生

物の種ごとの解説や子ども向けの分かりや

すいレッドデータブックの説明などを行って

います。 

このレッドデータブックは、希少野生生物

保護の必要性や生態系保全の意義について

の県民啓発及び環境教育の資料として活用

されているほか、環境保全施策の基礎資料

や開発事業を行う際の自主的な環境配慮に

当たっての資料としても利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 黄金川スイゼンジノリの保全対策 

【自然環境課、水産振興課】 

朝倉市の黄金川は、地下水の自然湧水を源

流とした河川であり、全国唯一のスイゼンジノ

リの生育地です。 

近年、黄金川では湧水の減少により、地下水

をポンプで揚水して放流しなければならない

状況となっており、生育環境の悪化によるスイ

ゼンジノリの絶滅が危惧されています。 

そこで、平成 26（2014）年度から朝倉市や

地域住民と連携し、「黄金川スイゼンジノリ保全

協議会」を立ち上げ、スイゼンジノリの保全対

策事業を支援しています。 

(4) 市町村の取組 

【自然環境課】 

平成 20（2008）年の生物多様性基本法の

制定や 22（2010）年のＣＯＰ10 の開催などに

より、県内市町村における生物多様性保全の

カテゴリー Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 
   

植物群落 13 28 32 16 89 
   

         

カテゴリー 絶滅 
絶滅危惧 

ⅠＡ類 

絶滅危惧

ⅠＢ類 

絶滅危惧 

Ⅱ類 

準 

絶滅危惧 
情報不足 

その他の 

カテゴリー 
計 

植  物 

(維管束) 
37 278 131 98 39 21 

野生絶滅 

2 
606 

植 物 

(その他) 
1 

絶滅危惧Ⅰ類 

8 
8 12 10 - 39 

哺乳類 4 1 1 6 10 2 - 24 

鳥 類 2 12 9 25 38 4 - 90 

爬虫類 - - 1 2 3 1 - 7 

両生類 - 1 1 5 4 - - 11 

魚 類 1 11 12 12 28 17 
野生絶滅 

1 
82 

昆虫類 6 37 73 119 126 56 - 417 

貝 類 2 23 48 70 90 45 - 278 

甲殻類 

その他 
- 5 7 5 18 10 - 45 

クモ形類等 - - - 1 5 6 - 12 

計 53 1,010 373 172 3 1,611 

レッドデータブック 
2011・2014 

「福岡県レッドデータブック 2011及び 2014」における種の内訳 

※植物群落、植物（維管束）、植物（その他）、哺乳類及び鳥類については、「福岡県レッドデータ
ブック 2011」の掲載種数であり、その他のカテゴリーについては、「福岡県レッドデータブック
2014」の掲載種数を掲載 
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機運は高まってきています。 

北九州市では、廃棄物処分場の跡地に、湿

地や淡水池、草原など多様な環境が生まれ、そ

の中でメダカが淡水池で誕生したりコアジサシ

が営巣したりするなど様々な生き物が生息す

る場所となりました。そこで、ネイチャーセンタ

ーや園路などの施設整備を行い、平成 24

（2012）年10月に響灘ビオトープとして開園し

ました。 

開園後は幼稚園や保育園の遠足、小学生の

環境体験授業で活用されるなど環境学習の場

となっているほか、親子連れ向けのイベント

や、市民団体や企業と協働した生物調査を実

施しており、多くの県民が関心を寄せていま

す。 

また、ホタルの里として有名なうきは市の小

塩地区では、平成 24（2012）年の豪雨災害に

よりホタルが減少したため、自治協議会等が主

体となり、ホタルの再生と地域おこしを結び付

けた活動に取り組んでいます。 

このほか、県内各地で森林環境税を活用し

た森林整備活動や、ホタルの保護活動を通じ

た河川環境等の整備等、生物多様性を保全す

るための活動が進められています。 

(5) 鳥獣の保護と管理 

【自然環境課、農山漁村振興課】 

ア 鳥獣行政の現況 

鳥獣は、人間の生存の基盤となっている自

然環境を構成する重要な要素の一つであり、

私たちの生活環境を保持・改善する上で欠くこ

とのできないものです。 

博多湾や曽根干潟など、渡り鳥の飛来地とし

て重要な干潟では、県民の方々による自然観

察会や清掃活動などの野生生物保護運動が活

発に行われるようになっています。 

一方で、イノシシやシカ、カラスなど一部の

鳥獣による農林水産物の被害や、イノシシやサ

ルの民家周辺への侵入や人身被害などの問題

も生じています。 

このため、鳥獣の個体数管理、生息環境管理

及び被害防除対策の実施による総合的な鳥獣

の保護及び管理の推進により、人と野生鳥獣と

の共生を図ることが、重要な課題となっていま

す。 

イ 鳥獣保護管理事業 

本県では、野生鳥獣の保護繁殖と狩猟の適

正化を図ることを目的として、5 か年ごとに「鳥

獣保護管理事業計画」（現在第 13 次、令和 4

（20２２）年度～8（２０２６）年度）を策定してい

ます。 

これに基づき、鳥獣保護区の指定のほか、傷

病野生鳥獣医療所の設置、キジの放鳥、探鳥

会、野生鳥獣保護モデル校の指定や被害の防

止の目的での捕獲、狩猟免許試験、狩猟者に

対する指導取締りなどの事業を実施していま

す。 

(ｱ) 鳥獣保護区 

鳥獣保護区は、多様な鳥獣の生息環境を維

持し、地域における生物多様性の保全に重要

な役割を果たすとともに、自然とのふれあいの

場、鳥獣の観察や環境教育の場として利用さ

れており、国及び県により指定されます。 

国指定鳥獣保護区は、国際的・全国的な鳥

獣保護の観点から、鳥獣の繁殖地や重要な渡

り鳥の渡来地等が対象とされ、県内では宗像

市の沖ノ島と福岡市の和白干潟・多々良川河

口が指定されています。また、県指定鳥獣保護

区として、北九州市の帆柱山等44か所を指定

しています。 
鳥獣保護区等の指定状況 

（令和4年11月15日現在） 

区   分 指定者 箇所数 面積(ha) 

鳥獣保護区 

国指定 2 388 

県指定 44 62,914 

合計 46 63,302 

特定猟具（銃器）使用禁止区域 県指定 100 28,494 

指定猟法（鉛散弾）禁止区域 県指定 2 645 

(ｲ) 傷病野生鳥獣医療所の設置 

福岡市動物園等の協力を得て、傷病野生鳥

獣医療所を県内 8 か所に設置し、傷病鳥獣の

救護により、鳥獣の野生復帰に努めています。 
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また、自然の状態での野生復帰が可能な個

体やヒナについては保護しないよう啓発を行っ

ています。 

傷病野生鳥獣医療所取扱い件数 

(ｳ) 愛鳥週間行事 

鳥獣の保護思想の普及啓発を図るため、毎

年の愛鳥週間（5 月 10 日～16 日）に、各地域

で探鳥会を開催するほか、愛鳥週間ポスター

原画募集等を行っています。 

(ｴ) 有害鳥獣捕獲と第二種特定鳥獣管理計画 

鳥獣による農林水産物の被害は、さらなる被

害対策が必要な状況であり、市街地において

は人的被害も発生しています。 

農林産物の被害が大きいイノシシとシカは、

「第二種特定鳥獣管理計画」を策定し、個体数

管理や被害防除等による総合的な対策を講じ

ています。 

また、サルについても、平成 20（2008）年

度に地域個体群に応じた被害防止対策等を示

した「福岡県ニホンザル対策基本方針」を策定

しています。 

(6) 狩猟の適正化 

【農山漁村振興課】 

狩猟による鳥獣捕獲は、趣味という側面だけ

でなく、個体数調整による鳥獣被害の未然防止

という重要な役割も果たしています。 

しかしながら、近年、狩猟者登録件数が減少

しており、狩猟者の育成・確保が課題となって

います。 

また、本県及び猟友会では、安全講習等の

取組を行っておりますが、県内で重大事故も発

生していることから、今後一層の事故発生防止

に努めなければなりません。 

ア 狩猟免許試験及び講習 

狩猟者確保対策として狩猟免許試験の複数

回実施や休日開催を行うとともに、免許更新時

に、鳥獣保護管理等に関する知識や技術の維

持向上を図るための講習会を実施しています。 

主要な鳥獣の捕獲数推移（狩猟、捕獲） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

狩猟者登録件数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 巡回指導 

狩猟事故等による人や財産への被害を防止

するため、狩猟期間中には重点的に巡回指導

を行っているほか、期間外においても、違法な

狩猟が行われないよう、注意喚起や巡回指導

を行っています。 

(7) 外来生物への対応 

【自然環境課、港湾課】 

ア 外来生物について 

外来生物とは、元々その地域にいなかった
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のに、人間の活動によって他の地域から入って

きた生物のことです。 

外来生物の中には、在来の生物を捕食し、地

域の生物多様性に悪影響を与えるなど、私たち

の暮らしを脅かすものがいます。 

環境省では、外来生物法（平成１７（2005）

年 10 月施行）に基づき、生態系、人の生命・身

体、農林水産業へ被害を及ぼす 156 種類の移

入動植物を特定外来生物として指定し、その飼

育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入などを

規制しています。 

イ 本県の取組 

(ｱ) 福岡県侵略的外来種リストの作成 

県の地域性や実情を踏まえ、影響・被害が大

きく対策が必要な外来種（侵略的外来種）を明

確化し、県民の外来種問題への関心を高め、防

除意識の向上を図ることを目的に「福岡県侵略

的外来種リスト2018」を作成しました。 

リストでは県内に定着している外来種を中心

に侵略性を評価し、植物 188 種、動物 116 種

の計304種を「①重点対策」「②要対策」「③要

注意」「④定着予防」の４つのカテゴリーに区分

しています。外来種対策を実施するための基

礎資料として利用していきます。 

(ｲ) 福岡県侵略的外来種防除マニュアルの作

成 

「福岡県侵略的外来種リスト 2018」にて整

理した侵略的外来種のうち、福岡県において特

に対策の優先度が高いと評価された重点対策

外来種20種を対象に、生態的特徴や類似種と

の識別点、防除効果が高いとされている防除

手法などをまとめた「福岡県侵略的外来種防除

マニュアル2021」を作成しました。 

作成したマニュアルは、様々な主体が自主

的に外来種防除を実施できるよう、県内市町村

と共有するほか、県ホームページや環境イベン

ト等で周知・啓発を行っています。 

(ｳ) 特定外来生物に係る取組 

本県では、特定外来生物であるアライグマや

セアカゴケグモの分布状況を取りまとめて公表

するとともに（次頁図参照）、防除方法などの普

及啓発に努めており、平成 27（2015）年に県

内で初めて確認されたツマアカスズメバチや

29（2017）年に国内及び県内で初めて確認さ

れたヒアリについては、アカカミアリと併せて

（以下「ヒアリ等」という。）県ホームページ等で

県民への周知や注意喚起、発見情報提供の呼

びかけを行っています。 

ヒアリ等については、平成 30（2018）年度

に行政職員や事業者等を対象とした防除講習

会を開催したほか、疑わしいアリを発見してか

ら防除が完了するまで、行政や県民がそれぞ

れどのようなことを行うかをまとめた「福岡県ヒ

アリ等対応マニュアル」を作成しました。 

また、本県の管理港湾において捕獲トラップ

の設置や日常点検等の防除対策を実施すると

ともに、海外からの貨物を取り扱う荷主に対し

て注意喚起と発見情報提供の呼びかけを行っ

ています。 

令和 4（2022）年度は行政職員を対象とし

たヒアリ等の防除講習会を開催しました。 

また、外来種に係る啓発として、外来種防除

リーフレットを各種イベント等で配布しています。 

ウ 市町村の取組 

外来生物の中でも、特定外来生物について

は、市町村において、様々な対策が取られてい

ます。 

福岡市では、平成 19（2007）年に県内で初

めてセアカゴケグモが発見されて以来、定期的

に駆除を実施し、25（2013）年度からは、毎年、

福岡県侵略的外来種リスト２０１８ 
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市民を対象にした講習会を開催しています。セ

アカゴケグモについては、福岡市以外の市町

村でも発見されており、各市町村ではホームペ

ージや広報紙等で注意喚起しています。 

また、福岡市や北九州市では、各市が管理

する港湾において、ヒアリに係る日常点検や殺

虫餌設置等の防除対策を実施するとともに、ホ

ームページ等で注意喚起と情報提供を行って

います。 

このほか、柳川市では平成 19（2007）年以

降、毎年、ブラジルチドメグサの駆除を実施し

ており、北九州市では、ホームページによるオ

オキンケイギクに関する注意喚起を行っていま

す。アライグマについては、18 の市町において

防除計画を策定し（令和 4（2022）年 6 月時

点）、駆除に取り組んでいます。 

 

３ 生物多様性プラットフォームを活用し

た啓発 

【自然環境課】 

生物多様性の保全等の取組を社会全体で推

進するためには、まず生物多様性の現状や重

要性について広く県民の関心を呼び理解を深

めることが重要です。 

本県レッドデータブック掲載の希少野生生物

や侵略的外来種の情報、環境保全団体の活動

状況を紹介するなど、生物多様性に関する情

報を一元的に発信・提供するホームページ「福

岡県生物多様性情報総合プラットフォーム（福

岡生きものステーション）」を構築し、生物多様

性保全のための情報を効果的に発信・啓発し

ていきます。 

https://biodiversity.pref.fukuoka.lg.jp/ 

 

 

４ 地球温暖化対策との連携 

【自然環境課】 

生物の生存基盤となる気温や降水量などの

環境条件が変化すれば、生態系もそれに応じ

て変化していくため、地球温暖化と生物多様性

は密接な関わりがあります。予想される生態系

への影響は、種の絶滅や高山植物やサンゴ礁
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などの地域固有の生態系の消失、回遊性魚介

類の漁獲量減少など様々ですが、これらのよう

な生物多様性や生態系サービスの変化は、農

林水産業や観光業などの各種産業や、私たち

の暮らしに影響を与えます。 

このため、令和4（2022）年3月に策定した

福岡県地球温暖化対策実行計画（第 2 次）と、

福岡県生物多様性戦略 2022-2026 に基づ

き、相互に連携しながら総合的な対策を実施し

ています。  

  

５ 自然環境の保全によるワンヘルスの取

組 

【自然環境課、保健医療介護総務課】 

西日本を中心に感染者報告数が年々増加傾

向にあり、本県においても死亡例が確認されて

いる人獣共通感染症の「重症熱性血小板減少

症候群（SFTS）」について、感染拡大の要因の

一つとして考えられる野生動物（シカ、イノシシ）

を対象に、SFTS ウイルスの感染状況を調査し

ています。この調査結果に基づき、市町村、医

療機関、県民等に対する情報提供や注意喚起

を行います。 

 

６ 環境影響評価制度の適切な運用 

【自然環境課】 

環境影響評価とは、事業の実施に際し、その

事業が環境に与える影響について、事業者が

事前に調査、予測及び評価を行うことにより、

事業内容を環境保全上よりよいものにしていく

制度です。事業者は、環境影響評価法や福岡

県環境影響評価条例で定める対象事業を行う

場合には、事前に環境影響評価を実施し、その

結果を踏まえて環境の保全についての適正な

配慮をすることとされています。県は、事業者

が行う環境影響評価について、住民、市町村及

び学識者等の意見を踏まえ審査等を行うこと

により、制度の適切な運用を担っています。 

(1) 法律に基づく環境影響評価 

〔環境影響評価法〕 

規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすお

それのある道路、ダム、区画整理等の事業であ

って、国が実施又は許認可等で関与するもの

について環境影響評価の手続等を定めたもの

です。 

(2) 条例に基づく環境影響評価 

〔福岡県環境影響評価条例〕 

規模が環境影響評価法の対象規模に満たな

い事業や同法が対象としない事業であって一

令和 3年度に法律又は条例に基づく環境影響評価の手続が行われた事業 

区分 事業名 事業者 事業予定地 手続の状況 

法律 

 

（仮称）DREAM Wind佐賀唐

津風力発電事業 
大和エネルギー株式会社 佐賀県唐津市 

方法書手続終 

(R３.１０) 

（仮称）佐賀県北部海域洋上風

力発電事業 

大阪ガス株式会社、佐賀洋上風力発電

株式会社 
佐賀県唐津市 

配慮書手続終了 

(R３.１１) 

（仮称）佐賀県における洋上風

力発電事業 
日本風力エネルギー株式会社 佐賀県唐津市 

配慮書手続終了 

(R３.１２) 

北九州空港滑走路延長事業 
国土交通省大阪航空局、国土交通省九

州地方整備局 

北九州市、 

苅田町 

配慮書手続終了 

(R３.４) 

方法書手続終了 

(R３.１２) 

北九州響灘洋上ウィンドファー

ム（仮称） 
ひびきウインドエナジー株式会社 北九州市 

評価書手続終了 

(R４.１) 

 
（仮称）佐賀県唐津市沖洋上風

力発電事業 
株式会社レノバ 佐賀県唐津市 

配慮書手続終了 

(R４.３) 

条例 国道２０１号 香春町～行橋市 国土交通省九州地方整備局 
みやこ町、 

行橋市 

配慮書手続終了 

(R４.３) 
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などの地域固有の生態系の消失、回遊性魚介

類の漁獲量減少など様々ですが、これらのよう

な生物多様性や生態系サービスの変化は、農

林水産業や観光業などの各種産業や、私たち

の暮らしに影響を与えます。 

このため、令和4（2022）年3月に策定した

福岡県地球温暖化対策実行計画（第 2 次）と、

福岡県生物多様性戦略 2022-2026 に基づ

き、相互に連携しながら総合的な対策を実施し

ています。  

  

５ 自然環境の保全によるワンヘルスの取

組 

【自然環境課、保健医療介護総務課】 

西日本を中心に感染者報告数が年々増加傾

向にあり、本県においても死亡例が確認されて

いる人獣共通感染症の「重症熱性血小板減少

症候群（SFTS）」について、感染拡大の要因の

一つとして考えられる野生動物（シカ、イノシシ）

を対象に、SFTS ウイルスの感染状況を調査し

ています。この調査結果に基づき、市町村、医

療機関、県民等に対する情報提供や注意喚起

を行います。 

 

６ 環境影響評価制度の適切な運用 

【自然環境課】 

環境影響評価とは、事業の実施に際し、その

事業が環境に与える影響について、事業者が

事前に調査、予測及び評価を行うことにより、

事業内容を環境保全上よりよいものにしていく

制度です。事業者は、環境影響評価法や福岡

県環境影響評価条例で定める対象事業を行う

場合には、事前に環境影響評価を実施し、その

結果を踏まえて環境の保全についての適正な

配慮をすることとされています。県は、事業者

が行う環境影響評価について、住民、市町村及

び学識者等の意見を踏まえ審査等を行うこと

により、制度の適切な運用を担っています。 

(1) 法律に基づく環境影響評価 

〔環境影響評価法〕 

規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすお

それのある道路、ダム、区画整理等の事業であ

って、国が実施又は許認可等で関与するもの

について環境影響評価の手続等を定めたもの

です。 

(2) 条例に基づく環境影響評価 

〔福岡県環境影響評価条例〕 

規模が環境影響評価法の対象規模に満たな

い事業や同法が対象としない事業であって一

令和 3年度に法律又は条例に基づく環境影響評価の手続が行われた事業 

区分 事業名 事業者 事業予定地 手続の状況 

法律 

 

（仮称）DREAM Wind佐賀唐

津風力発電事業 
大和エネルギー株式会社 佐賀県唐津市 

方法書手続終 

(R３.１０) 

（仮称）佐賀県北部海域洋上風

力発電事業 

大阪ガス株式会社、佐賀洋上風力発電

株式会社 
佐賀県唐津市 

配慮書手続終了 

(R３.１１) 

（仮称）佐賀県における洋上風

力発電事業 
日本風力エネルギー株式会社 佐賀県唐津市 

配慮書手続終了 

(R３.１２) 

北九州空港滑走路延長事業 
国土交通省大阪航空局、国土交通省九

州地方整備局 

北九州市、 

苅田町 

配慮書手続終了 

(R３.４) 

方法書手続終了 

(R３.１２) 

北九州響灘洋上ウィンドファー

ム（仮称） 
ひびきウインドエナジー株式会社 北九州市 

評価書手続終了 

(R４.１) 

 
（仮称）佐賀県唐津市沖洋上風

力発電事業 
株式会社レノバ 佐賀県唐津市 

配慮書手続終了 

(R４.３) 

条例 国道２０１号 香春町～行橋市 国土交通省九州地方整備局 
みやこ町、 

行橋市 

配慮書手続終了 

(R４.３) 

 

 

 

定規模以上のものについて、環境影響評価の

実施を義務付けています。 

(3) その他の環境影響評価 

環境影響評価法や福岡県環境影響評価条例

の対象規模に満たない小規模の事業について

も、福岡県環境保全に関する条例に基づく開

発行為等の許可や届出に係る規模要件に該当

する場合には、事業の実施において環境の保

全について適正な配慮がなされるよう、事業者

に対し環境影響評価の実施を求めています。 

また、その他の法令に基づき行われる環境

影響評価や、法令に基づくことなく事業者の任

意で行われる環境影響評価もあります。 

これらの環境影響評価は、環境影響評価法

や福岡県環境影響評価条例とは異なる手続や

ルールにより行われるものですが、本県では、

これらの環境影響評価に対しても審査を行い、

環境の保全の観点から意見を述べる等してい

ます。 

  

７ 生物多様性に配慮した公共工事の推進 

【自然環境課、公園街路課、河川管理課、 

河川整備課、港湾課、水産振興課】 

 

【計画段階】 

事業計画の立案 

事業の位置や規模、基本構造や施設の配置等の検討 

計画段階での生物多様性配慮の検討 

【設計段階】 

施設の構造等の詳細設計 
 

設計段階での生物多様性配慮の検討 

【施工段階】 

公共工事の実施 
 

施工段階での生物多様性配慮の検討 

【維持管理段階】（必要に応じて） 

実施した保全措置の確認・妥当性の評価 

公共工事の実施と生物多様性の配慮の流れ 

環境影響評価法（条例）における手続の概略 
 

評価書に対する意見を踏まえ、評価書を完成させる。

事業の実施、環境保全措置の実施、
事後調査の実施など

※1 条例にあっては国を除く。

※2 条例にあっては県を除く。

※3 条例にあっては県。

事業の位置・規模等に係る複数案の環境影響を比較・
検討し、重大な環境影響の回避・低減を図る。

事業の計画の立案

（公表）

（公表、説明会）

（公表、説明会）

（公表）

意見① 配慮書の作成

環境影響評価の実施に先立ち、評価を行う項目
並びに調査・予測・評価の方法を決定する。

環境影響評価の実施

環境影響評価の内容・結果を取りまとめ、
環境保全措置や事後調査の実施を検討する。

準備書（評価書案）に対する意見を踏まえ、
必要に応じて修正を加える。

④ 評価書の作成

⑤ 評価書の再検討・補正・完成

意見

意見

意見

事業の位置・規模等の決定

② 方法書（調査計画書）の作成

③ 準備書（評価書案）の作成

（国、県、市町村、住民）※1

（県、市町村、住民）※2

（国）※3

（国、県、市町村、住民）※1
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本県では、野生動植物の生息地である森林

や水辺の保全など、自然の回復・再生につなが

る環境に配慮した公共事業を推進しています。

具体的には、透水性舗装の採用、多様な河川

の生態系を保全・創出するための多自然工法

の採用の推進、農地の保全や環境保全型農業

の推進などを実施しています。 

また、自然公園の施設整備に当たっては、自

然景観に配慮し、木材や石材等の自然素材を

積極的に活用するなど、自然環境への配慮を

行っています。（参照：自然公園（p126））。なお、

本県では、平成 26（2014）年 5 月に「福岡県

公共工事生物多様性配慮指針」を、28（2016）

年 6 月に「福岡県緑化ガイドライン～生物多様

性に配慮した緑化を目指して～」を策定し、本

県の公共工事部局職員を対象として研修を実

施し、施設構造や工法の検討に役立つ事例集

を編纂するなど、本県が実施する公共工事が

生物多様性に配慮したものとなるよう取組を進

めています。 

(1) 都市公園  

【公園街路課】 

本県における令和 2（2020）年度末現在の

都市公園の整備状況は、総数 6,224 か所、総

面積 4,741.70 ヘクタール、都市計画区域人

口 1 人当たり 9.72 ㎡となっています。現在、

都市等において、水と緑豊かな潤いのある生

活を送ることができるよう、都市公園をはじめ

とする公園緑地を整備するとともに、既存の緑

地を保全することで、都市域における水と緑の

公的空間の確保を図っています。 

県営公園は、福岡市に東公園、西公園、大濠

公園、天神中公園及び名島運動公園、北九州

市に中央公園、春日市に春日公園、飯塚市に

筑豊緑地、筑後市・みやま市に筑後広域公園の

9公園があります。筑後広域公園については平

成17（2005）年7月に一部開園し、引き続き整

備を進めています。また、福岡市東区の国営海

の中道海浜公園の整備が国土交通省により進

められています。

福岡県における生活圏別都市公園整備状況 
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(2) 河川 

【河川管理課、河川整備課】 

本県の一級河川は筑後川をはじめ 4 水系、

二級河川は那珂川、御笠川、釣川、紫川、今川

をはじめ 52 水系の合計342 河川で、総延長

は 2,178.8km になります。そのうち本県管理

区間延長は、一・二級河川総延長の約 87.9％

で 1,915.3kmです。平成9（1997）年の河川

法改正では、治水・利水機能を確保するという

従来の河川整備の目的に加え、河川環境の整

備と保全についても、河川整備基本方針及び

河川整備計画に定めることが義務付けられ、河

川整備を行う際には、河川が本来有する多様

な生物の生息・生育・繁殖環境に配慮し、併せ

て美しい自然環境を保全するといった、多自然

川づくりを進めています。この中でも特に環境

に配慮した河川整備事業は、下表のとおりです。

また、河川の環境に関する基礎情報を系統

的に整備し、河川整備事業や河川管理を円滑

に推進するために、河川に生息する生物の生

息・生育状況の調査を行う「河川水辺の国勢調

査」を次表の河川でおおむね 5 年に 1 回の割

合で実施しています。 

「河川水辺の国勢調査」実施河川 

種別 水系名 調査河川名 

二級

河川 

紫川 紫川、東谷川 

那珂川 那珂川 

(3) 海岸 

【港湾課】 

本県の海岸は、北に日本海に面し外洋性の

強い玄界灘沿岸、東に周防灘に面する豊前豊

後沿岸、南に日本一の干満の差 6ｍを有する

有明海沿岸と、それぞれの特性を持った 3 つ

の沿岸に分かれており、海岸線延長は約 651

㎞に及びます。 

豊前豊後沿岸及び有明海沿岸は、干満の差

が大きく、干潮時には広大な干潟が出現し、野

事業・制度名 河川名 市町村 概 要 

かわまちづくり支援制度 

（社会資本整備総合交付金） 

高良川 

他 

久留米市 

他 

まちづくりと一体的に水辺空間の整備を図ることを目的としてい

ます。そのため河川本来の自然環境の整備保全や周辺の景観と

の調和を図りつつ、地域整備と一体となった整備事業を行って

います。 

マイタウン・マイリバー 

整備事業 

（社会資本整備総合交付金） 

紫川 北九州市 

大都市の中心市街地等で河川の改修が急務でかつ良好な水辺

空間の整備の必要性が高く、沿川における市街地の整備と併せ

て河川改修を進めることが効果的と考えられる河川について、

水辺環境の向上に配慮した整備を行っています。 

郷土の水辺整備事業 

（県単独事業） 

中元寺川 

他 

添田町 

他 

河川及び周辺環境の一体的整備を図ることにより、人と自然に

やさしい水辺空間を形成し、河川の積極的利用を推進するとと

もに、地域のまちづくりに寄与しています。 

ふれあいの川づくり事業 

（県単独事業） 

室見川 

他 

福岡市 

他 
魚道整備など生態系に配慮した川づくりを行っています。 

環境に配慮した河川整備事業 
 

県内河川延長 

 水系名 河川数 
河川延長 

（km） 

県管理延長 

（km） 

一

級

河

川 

山国川 7 37.8 37.8 

遠賀川 76 497.3 363.5 

筑後川 86 549.4 442.9 

矢部川 24 218.3 195.1 

4水系 193 1302.8 1039.3 

二

級

河

川 

那珂川 4 42.3 42.3 

御笠川 11 48.8 48.8 

釣 川 11 55.5 55.5 

紫 川 6 39.0 39.0 

今 川 6 55.7 55.7 

その他 111 634.7 634.7 

52水系 149 876.0 876.0 
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鳥の楽園であると同時に潮干狩りなどのレクリ

エーションの場となっています。 

玄界灘沿岸は半島・岬が多く白砂青松の海

岸線が続く良好な自然環境に恵まれ、海水浴

やマリンスポーツなどの海洋レジャーに多くの

人々が利用しており、ほぼ全域が玄海国定公

園に指定されています。 

近年、玄界灘沿岸に面する海岸線は、冬季

風浪・台風による波浪により侵食が進行してい

ることから、自然環境との調和に配慮し、砂浜

の保護や、良好な海岸環境の創出を目的とし

た海岸環境整備事業を実施しています。 

海岸環境整備事業 

海岸名 事業主体 事業概要 施工年度 

新松原 

海岸 
福岡県 

突 堤 1基 

養 浜 1式 

令和元年度～ 

令和8年度 

和白海岸 福岡県 
人工リーフ 

3基 

平成19年度～ 

令和17年度 

(4) 漁港 

【水産振興課】 

漁港機能の持続的な利用と豊かな自然環境

の創造を図るため、以下の事業を行っていま

す。 

ア 農山漁村地域整備交付金 

貴重な渡り鳥の飛来地として有名な曽根干

潟に漁港区域を有する曽根漁港の整備に当た

っては、干潟の保全に配慮した整備を実施して

います。 

イ 漁業集落環境整備事業（農山漁村地域整

備交付金） 

漁港機能の増進と漁業集落における生活環

境改善を総合的に図るため、集落排水処理施

設などの事業を実施しています。 

 

８ 生態系を利用した防災・減災 

【自然環境課】 

グリーンインフラとは、社会資本整備や土地

利用等のハード・ソフト両面において、自然環

境が有する多様な機能を活用し、持続可能で

魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組

です。本県における社会資本整備や土地利用

等についても、生態系ネットワークの保全・再

生・活用、健全な水資源の循環など、グリーンイ

ンフラを活用した自然共生社会づくりの普及と

導入の働きかけを進めます。 

グリーンインフラの概念の中でも特に防災・

減災に注目し、生態系が有する多様な機能を

活かして災害に強い地域を作る考え方が「生

態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）」 で

あり、その普及と導入の働きかけを進め、広く

啓発を行います。 
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鳥の楽園であると同時に潮干狩りなどのレクリ

エーションの場となっています。 

玄界灘沿岸は半島・岬が多く白砂青松の海

岸線が続く良好な自然環境に恵まれ、海水浴

やマリンスポーツなどの海洋レジャーに多くの

人々が利用しており、ほぼ全域が玄海国定公

園に指定されています。 

近年、玄界灘沿岸に面する海岸線は、冬季

風浪・台風による波浪により侵食が進行してい

ることから、自然環境との調和に配慮し、砂浜

の保護や、良好な海岸環境の創出を目的とし

た海岸環境整備事業を実施しています。 

海岸環境整備事業 

海岸名 事業主体 事業概要 施工年度 

新松原 

海岸 
福岡県 

突 堤 1基 

養 浜 1式 

令和元年度～ 

令和8年度 

和白海岸 福岡県 
人工リーフ 

3基 

平成19年度～ 

令和17年度 

(4) 漁港 

【水産振興課】 

漁港機能の持続的な利用と豊かな自然環境

の創造を図るため、以下の事業を行っていま

す。 

ア 農山漁村地域整備交付金 

貴重な渡り鳥の飛来地として有名な曽根干

潟に漁港区域を有する曽根漁港の整備に当た

っては、干潟の保全に配慮した整備を実施して

います。 

イ 漁業集落環境整備事業（農山漁村地域整

備交付金） 

漁港機能の増進と漁業集落における生活環

境改善を総合的に図るため、集落排水処理施

設などの事業を実施しています。 

 

８ 生態系を利用した防災・減災 

【自然環境課】 

グリーンインフラとは、社会資本整備や土地

利用等のハード・ソフト両面において、自然環

境が有する多様な機能を活用し、持続可能で

魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組

です。本県における社会資本整備や土地利用

等についても、生態系ネットワークの保全・再

生・活用、健全な水資源の循環など、グリーンイ

ンフラを活用した自然共生社会づくりの普及と

導入の働きかけを進めます。 

グリーンインフラの概念の中でも特に防災・

減災に注目し、生態系が有する多様な機能を

活かして災害に強い地域を作る考え方が「生

態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）」 で

あり、その普及と導入の働きかけを進め、広く

啓発を行います。 

 

 

第４節 生物多様性の持続可能な利用 

 
  

１ 生物多様性に配慮した農林水産業の推

進 

【農山漁村振興課、農村森林整備課、 

林業振興課】 

(1) 森林の保全 

ア 森林の現況 

本県の森林面積は、223,640 ヘクタールで

県土面積の 45％を占めています。 

森林は、木材を生産するだけでなく、水源の

かん養､県土の保全、安らぎや憩いの場の提供

など多面的な働きがあり、県民生活に密接な関

わりを持っています。 

さらに、近年においては、森林による二酸化

炭素の吸収・固定機能が地球温暖化防止に寄

与することから、その役割が大きく注目されて

います。 

しかしながら、松くい虫やシカ等による被害

や火災、気象災害等により、森林の健全な機能

が損なわれる事態も生じています。特に、潮風

や飛砂から人家や農地を守る重要な機能を有

している海岸の防風林においては、松くい虫被

害が急増し、ピークとなった平成24（2012）年

度の被害量は、20（2008）年度の 3.5 倍に上

りました。このため、25（2013）年度より松くい

虫被害対策を強化した結果、令和 3（2021）年

度の被害量はピークであった平成 24（2012）

年度と比べ約 10％まで減少しました。 

 

松くい虫被害の状況（民有林） 

イ 森林の保護対策 

台風や豪雨、降雪などの気象災害から森林

を守るためには、適切な施業による森林の管理

が重要です。しかしながら、木材価格の下落に

よる林業採算性の悪化等により、森林・林業を

取り巻く状況は依然として厳しいため、「安心し

て住み続けられる農山漁村づくりを推進」を目

標とした「福岡県農林水産振興基本計画」を策

定し、公益徹機能を発揮できる健全な森林づく

りを推進しています。 

松くい虫被害対策としては、薬剤散布等によ

る予防対策と枯損松の伐倒駆除を実施してい

ますが、平成 25（2013）年度からは福岡県森

林環境税を活用し、市町が実施する伐倒駆除

を、30(2018)年度からは予防対策の支援を

強化するなど、松くい虫被害の鎮静化に取り組

むとともに、被害跡地については保安林緊急改

良事業等（治山事業）により機能回復のための

植栽を実施しています。 

また、植栽木に対するシカの食害防止等の

森林は、清涼な水や空気の供給など私たちの生活に欠かせないものです。本県の森林は、県

土面積の約 45％を占め、木材の生産や水源のかん養、県土保全のほか、二酸化炭素の吸収・

固定機能による地球温暖化防止など多面的な働きを持っています。 

かけがえのない森林を守るため、森林病害虫獣による被害や森林災害の防止に努め、健全な

森林の維持造成及び県有施設の緑化や森林づくり活動の支援などの県土緑化の推進に努めて

います。また、平成 20（2008）年 4 月から森林環境税を導入し、「荒廃した森林の整備」や「県

民参加の森林づくりの推進」に取り組んでいます。 
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ため、侵入防止柵の設置や特定鳥獣管理計画

に基づく個体数の調整を行い、被害の軽減に

努めています。 

さらに、林野火災防止の啓発や森林保全巡

視指導員等による巡回、消火機材の配備など

各種被害予防に努めています。 

(2) 緑化の推進 

【林業振興課】 

ア 緑化の現況 

森林は、水を蓄え、土砂災害を防ぎ、レクリ

エーションの場を提供するなど、私たちの生活

に様々な恵みを与えています。 

しかしながら、都市化の進展に伴う身近な森

林の減少や林業の不振による森林の荒廃など

が懸念されています。 

このような中、かけがえのない森林を健全な

状態で次の世代に引き継ぐため、県民自らによ

る森林
も り

づくりへの参加や、森林を守り育てる気

運の向上が求められています。 

イ 緑化の推進対策 

(ｱ) 緑化推進の取組 

a 緑の教室等 

福岡県緑化センターでは、緑化の普及・啓発

及び緑化技術の指導を行うため、県内各地で

「緑の教室」や「緑化講習会」等を開催していま

す。 

令和 3（2021）年度は計 94 回開催し､延べ

約 1,600名の参加がありました。 

緑の教室 

 

b 県民参加の森林
も り

づくり 

地球温暖化の問題など環境意識の高まりを

受けて、県民参加による 森林
も り

づくりが盛んに

なっています。 

令和3（2021）年度は、県内236か所、約3

万 2 千名の参加者による植栽や間伐などの

森林
も り

づくり活動が実施されました。 

(ｲ) 県有施設の緑化 

身近な緑の造成を図るため県有施設を率先

して緑化し、地域緑化の推進に寄与しています。 

令和 3（2021）年度は、県内 4 か所、約

1,500 本の多様な樹木による緑化を行いまし

た。 

(ｳ) 緑化木の生産 

本県は、県南部を中心に緑化木の生産が盛

んであり、全国有数の生産地となっています。 

しかし、近年は緑化木の需要が減少しており、

今後は、植樹以外の新たな用途の開拓に取り

組み、県産緑化木の需要拡大を図ります。 

(ｴ) 緑の募金 

〔緑の募金法〕 

緑の役割と大切さを県民に啓発し、緑化の推

進などの取組を行うため、公益財団法人福岡

県水源の森基金が実施主体となり「緑の募金」

運動に取り組んでいます。 

令和 3（2021）年度は、約 5,921 万円の募

金が集まり、地域の緑づくりや緑の少年団の育

成などに活用されています。 

(3) 福岡県森林環境税を活用した取組 

【林業振興課】 

本県では、森林を健全な状態で次世代に引

き継ぐため、平成 20（2008）年 4 月に福岡県

森林環境税を導入し、荒廃した森林の再生や

県民参加の森林
も り

づくりに取り組んできました。 

これまでに整備された森林では、水源かん

養など森林の有する公益的機能が回復しつつ

ある一方で、森林・林業を取り巻く情勢は厳し

さを増しており、森林を森林所有者の林業活動

だけでは支えられない状態が続いていること

から、今後新たに森林の荒廃が進むことが懸
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念されています。 

このため、平成30（2018）年度以降も「福岡

県森林環境税」を継続し、森林の有する公益的

機能の発揮に向けた施策や、森林を守り育てる

気運の向上に向けた施策を実施しています。 

＜平成 30年度から取り組んでいる施策＞ 

〇森林の有する公益的機能の発揮に向けた施

策 

・強度間伐※等の実施 

・間伐を繰り返す体制の構築 

・海岸防風林の松くい虫駆除・予防対策 
公益的機能を長期的に発揮する 

スギ・ヒノキ等の針葉樹と広葉樹が 
混在する森林（イメージ） 

 

〇森林を守り育てる気運の向上に向けた施策 

・森林
も り

づくり活動の公募 

・展示効果の高い森林整備  

・森林の重要性の情報発信 

県民参加の森林
も り

づくり（イメージ） 

 

２ 里地里山里海の適切な利用と管理 

(1) 体験プログラム 

【政策支援課】 

朝倉地域では、里地里山の豊かな自然を活

用し、農産物の収穫体験などの体験プログラム

を整備することで、県内外からの体験型教育旅

行の受入れに取り組んでいます。 

また、受入家庭を対象にした研修会の開催

や先進地の視察を実施するなど、受入体制の

整備を実施しています。 

(2) ふくおか農林漁業応援団づくり 

【食の安全・地産地消課】 

農林水産業や農山漁村地域の役割と重要性

に対する県民の理解を深め、地産地消を推進

するため、「農林漁業応援団」づくりを進めてい

ます。（詳細は第３章に記載） 

(3）歴史・文化と生物多様性とを結びつけた環

境学習の支援、推進 

【自然環境課】 

里地里山里海地域を構成するものの一つと

して、歴史的・文化的な建造物や遺構等があり、

その周辺の自然と合わせて、多様な生物を育

む場となっています。 

協賛企業から、売上の一部を本県の自然環

境保全活動に寄附していただいており、この寄

附金の一部を活用して、歴史・文化と生物多様

性とを結び付けた環境学習を実施し、その保

存・活用に対する意識の高揚・啓発を行ってい

ます。 

ア 三沢ビオトーププロジェクト（平成 27

（2015）年度～29（2017）年度） 

小郡市三沢にある九州歴史資料館、三沢遺

跡の森周辺の里山には、様々な生物がすんで

おり、この場所を「三沢ビオトープ」として、自然

観察会等を開催しました。また、この自然を県

民の皆さんに知ってもらうため、平成 30

（2018）年2月に「自然観察マップ」を作成しま

した。 

※強度間伐：間伐率をより高く設定した間伐。 
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イ 童男山古墳周辺（八女市山内）の整備（平

成 25（2013）年度～） 

地域の生物多様性保全活動を促進するた

め、八女市山内にある童男山古墳・犬尾城址周

辺をフィールドとして、自然観察会を開催する

とともに、地元の童男山・犬尾城址保存会と協

働し、古墳周辺の草刈り・落ち葉の処理等の維

持管理作業を行っています。 
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イ 童男山古墳周辺（八女市山内）の整備（平

成 25（2013）年度～） 

地域の生物多様性保全活動を促進するた

め、八女市山内にある童男山古墳・犬尾城址周

辺をフィールドとして、自然観察会を開催する

とともに、地元の童男山・犬尾城址保存会と協

働し、古墳周辺の草刈り・落ち葉の処理等の維

持管理作業を行っています。 

 

第７章 健康で快適に暮らせる生活環境の形成

◆目指す姿

きれいな空気・清らかな水・安全な土壌・静かな居住環境等が守られた、県民が健康で心地よ

く暮らせる社会。 

個性豊かで、美しいまち並みと景観の保全形成に取り組み、誇りを持って次の世代に継承する

ことができる社会。 

◆指標

指標項目 目標 計画策定時 

環境基準の達成率 環境基準達成率の 
向上・達成維持を 

図る 

令和8（2026）年度 

大気 
SPM 
NO₂ 

水質 
BOD 
COD 

DXN類 
大気 
公共用水域水質 
公共用水域底質 
地下水 
土壌 

騒音 
航空機 97.6%、 
新幹線 70.5%、 
自動車 96.2% 

令和2（2020）年度 

河川及び海岸 

愛護団体登録数 

700団体 

令和8（2026）年度 

511団体 

令和2（2020）年度 

第 7 章では、健康で快適に暮らせる生活環境の形成に向けた取組について掲載しています。大

気や水、土壌環境などを常に監視し、様々な施策を行っています。 

100％ 

76.1％ 

100％ 

快
適
環
境
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第１節 総合的な対策 

〔環境基本法、公害紛争処理法、福岡県公害紛争処理条例、 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律〕 

１ 公害対策 

(1) 公害紛争処理・公害苦情処理

〔公害紛争処理法、 

福岡県公害紛争処理条例〕 

ア 公害紛争処理

【自然環境課】 

本県では、公害に係る紛争について、司法

的な解決とは別に迅速かつ適正な解決を図

る附属機関として福岡県公害審査会を設置

しています。 

審査会は、15 名の委員で構成され、審査

会会長の指名によって選任された委員が、あ

っせん、調停及び仲裁の手続により公害紛争

の解決を図るものであり、令和 4（2022）年

3 月までに本審査会で取り扱った事件は、あ

っせん 1 件、調停 27 件及び仲裁 1 件となっ

ています。

本県では、公害防止計画の策定、環境保全協定の締結等を行い、環境保全・公害防止対策を

講じるとともに、公害に係る紛争については、福岡県公害審査会を設置し、紛争の解決を図って

います。 

公害で困った場合 

公害苦情 公害紛争 

市区町村、都
道府県の公害
担当課等の窓
口 

公害等 
調整委員会 

都道府県 
公害審査会等 裁判所 

●因果関係の存
否

●損害賠償責任
の有無

●重大事件
●広域処理事件
●県際事件

●左を除く事件

公害苦情相談
員による苦情
処理 

裁 定 
調 停 
あっせん 
仲 裁 

調 停 
あっせん 
仲 裁 

判 決 

調 停 

公害紛争処理制度による解決 

（訴えの 
提起等） （申請） （申請） （相談） 

（
争
い
に
な
っ
た
場
合
）

司法的解決 
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第１節 総合的な対策 

〔環境基本法、公害紛争処理法、福岡県公害紛争処理条例、 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律〕 

１ 公害対策 

(1) 公害紛争処理・公害苦情処理

〔公害紛争処理法、 

福岡県公害紛争処理条例〕 

ア 公害紛争処理

【自然環境課】 

本県では、公害に係る紛争について、司法

的な解決とは別に迅速かつ適正な解決を図

る附属機関として福岡県公害審査会を設置

しています。 

審査会は、15 名の委員で構成され、審査

会会長の指名によって選任された委員が、あ

っせん、調停及び仲裁の手続により公害紛争

の解決を図るものであり、令和 4（2022）年

3 月までに本審査会で取り扱った事件は、あ

っせん 1 件、調停 27 件及び仲裁 1 件となっ

ています。

本県では、公害防止計画の策定、環境保全協定の締結等を行い、環境保全・公害防止対策を

講じるとともに、公害に係る紛争については、福岡県公害審査会を設置し、紛争の解決を図って

います。 

公害で困った場合 

公害苦情 公害紛争 

市区町村、都
道府県の公害
担当課等の窓
口 

公害等 
調整委員会 

都道府県 
公害審査会等 裁判所 

●因果関係の存
否

●損害賠償責任
の有無

●重大事件
●広域処理事件
●県際事件

●左を除く事件

公害苦情相談
員による苦情
処理 

裁 定 
調 停 
あっせん 
仲 裁 

調 停 
あっせん 
仲 裁 

判 決 

調 停 

公害紛争処理制度による解決 

（訴えの 
提起等） （申請） （申請） （相談） 

（
争
い
に
な
っ
た
場
合
）

司法的解決 

 

 

イ 公害苦情処理 

【環境保全課】 

本県では、県内における公害苦情を統計的

に把握するため、公害苦情件数等の調査を実

施しています｡ 

令和 2（2020）年度に県内市町村及び県保

健福祉環境事務所の公害苦情相談窓口で受け

付けた苦情総件数は 3,994 件で、前年度と比

べ905件増加し、約29.3％の増加となってい

ます｡ 

公害に対する苦情は、典型7公害（大気汚染、

水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及

び悪臭）に係るものと、典型 7 公害以外の日照、

電波障害、廃棄物の不法投棄等に係るものに

分けられます。 

(ｱ) 種類別苦情件数 

典型7公害の苦情は、大気汚染が最も多く、

典型7公害以外の苦情では廃棄物投棄に関す

る苦情が最も多くなっています。 

(ｲ) 苦情処理状況 

令和 2（2020）年度において処理することと

なった苦情件数は、新規受付（警察・国等の機

関から移送されたものを含む）3,994 件及び

前年度からの繰越82件の合計4,076件から
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ています。 

(3) 融資制度  

【循環型社会推進課】 

融資制度により財政支援を行い、県内事業

者の公害防止施設、環境保全施設の整備、次

世代自動車の購入等を促進します。 

 

２ 都市計画 

【都市計画課】 

都市計画とは、都市内の限られた土地資源

を有効に配分し、建築敷地、基盤施設用地及び

緑地・自然環境を適正に配置することにより、

農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文

化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保

しようとするものです。  

(1) 計画的な土地利用 

都市計画区域内においては、用途地域など

地域地区を適切に定めて、建築物の用途、容積、

高さ等を制限することにより、土地の計画的利

用を図り、効率的・集中的な公共投資により、合

理的かつ機能的な都市空間の形成を図ってい

ます。 

さらに、県内の 14 都市計画区域のうち 4 都

市計画区域（22 市町）においては、計画的な市

街化を図るために、都市計画区域を市街化区

域（既に市街地を形成している区域及びおおむ

ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を

図るべき区域）と市街化調整区域（市街化を抑

制すべき区域）とに区分（一般的に「線引き」と

いう。）しています。 

また、都市計画区域外においても、土地利用

の整序又は環境保全のために、県内の 23 市

町において、準都市計画区域を指定しています。 

これらの実効性は、開発許可制度等によって

担保されています。 

(2) 都市施設の適切な配置 

道路、公園、下水道などの都市施設は、都市

の生活や都市機能の維持にとって必要な施設

であり、都市の骨格をなすものです。計画に当

たっては、土地利用計画や都市施設相互の有

機的な関連を勘案しつつ、適切な規模・構造と

位置を定めています。また、ごみ焼却場、汚物

処理場などの位置についても、生活環境を悪

化させないように配慮し、決定しています。 

(3) 市街地の面的整備 

健全な市街地の形成を図る手法として、公共

施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るた

め土地区画整理事業が活用されています。ま

た、市街地内の老朽木造建築物が密集してい

る地区等において、土地の合理的かつ健全な

高度利用と都市機能の更新を図るため、市街

地再開発事業等が活用されています。 

住宅地の造成などに対しては、開発許可制

度により公共施設の整備に一定の水準を確保

しています。さらに、きめ細かなまちづくりの手

段として、良好な居住環境を形成し、保全する

ために、地区の特性に合った地区計画制度の

導入を促進しています。 

(4) 美しいまちづくりの推進 

平成17（2005）年の「景観法」の全面施行を

受け、本県では「福岡県美しいまちづくり条例」

を改定し、市町村における景観計画策定による

規制誘導を図る取組みを推進するとともに、県

民の発意と参加による地域の個性を反映した

美しいまちづくりを推進するための各種施策を

行っています。 

具体的には、複数の市町村にわたる広域的

な景観形成を本県の重要な施策と位置付け、

良好な景観の保全・形成を図るべく、現在、豊

かな自然環境に恵まれた筑後地域及び京築地

域を対象に、3つの広域的な景観計画を運用し

ているところです。 

また、美しいまちづくりについて県民とともに

語り合い、考える「景観大会」を毎年開催し、地

域住民団体や市町村によるまちづくり活動を支

援するために「まちづくり専門家」の派遣事業

等も行っています。 
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第２節 大気環境の保全 

【環境保全課】 

〔大気汚染防止法、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例〕 

  

１ 大気汚染の現況 

高度経済成長期には特に石油系燃料消費量

が増大したため大気汚染が急速に進行しまし

たが、昭和 40 年代に｢公害対策基本法｣や｢大

気汚染防止法｣が成立し、工場や事業場におけ

る大気汚染防止対策が着実に進展しました。ま

た、自動車排出ガス対策として大気汚染防止

法に基づく単体規制（いわゆる排ガス規制）の

強化が行われたことから、県内の大気汚染の

状況は大きく改善されました。一方で、光化学

オキシダントについては、移流等の影響により

環境基準を達成できない状況が続いています。 

(1) 常時監視体制 

県内の大気汚染の状況を把握するため、県

内の常時監視測定局において自動連続測定機

による常時監視を行っています（18市町55か

所）。また、令和元（2019）年度から 2（2020）

年度にかけて、大規模災害や機器障害の発生

時も監視及びデータ公開を継続できるよう、シ

ステムサーバの二重化、老朽化した局舎の建

替え、監視カメラの整備を実施し、観測体制を

強化しました。 

常時監視データは、テレメータシステム（遠

隔監視装置）により、県保健環境研究所（中央

監視局）及び県庁（環境保全課）に送信されて

おり、毎時の常時監視データを県ホームページ

で公開しています。 

また、常時監視データなどから、大気汚染状

況が悪化し人の健康や生活環境に被害が生じ

るおそれがあると判断される場合には、関係機

関に対して情報を提供し、緊急時の措置を講じ

ることとしています。 

これらの取組に加え、保健環境研究所が開

発した大気汚染予測システムを用いて、県内

（４地域別）における光化学オキシダントや

PM2.5 の独自予測を毎日実施しており、高濃度

の光化学オキシダントや PM2.5 の発生が予測

される場合には、県公式ＬＩＮＥアカウントにより

県民に対し高濃度予測情報を配信しています。

（令和４年２月１５日から開始） 

なお、常時監視を実施していない地域につ

いては、大気環境測定車（さわやか号）により

必要に応じて調査を実施しています。

テレメータシステムによる測定データの流れ 
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工場や事業場に起因する大気汚染は大きく改善されたため、都市化の進展や自動車保有台

数の増加などを背景とした、都市生活型の環境問題への取組を推進してきました。 

また、近年では、国境を越える広域的な大気汚染への取組が重要となっています。 

大気汚染防止対策を進める上で、大気汚染の状況を把握する必要があるため、常時監視測定

局を整備して測定を行っています。また、自動車排出ガス対策や工場・事業場の監視指導を行っ

ています。 
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第２節 大気環境の保全 
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局を整備して測定を行っています。また、自動車排出ガス対策や工場・事業場の監視指導を行っ

ています。 

 

 

 

 

大気汚染常時監視測定局配置図 

       
大気汚染常時監視測定局一覧表 

（令和 4 年 3 月 31 日現在） 

 

 

設置主体 一般環境大気測定局(一般局） 自動車排出ガス測定局（自排局） 

福岡県 

（    印） 

1 苅田 6 柳川 11 八女 14 古賀 

  

2 豊前 7 糸島 12 朝倉 

 
3 田川 8 宗像 13 篠栗 

4 直方 9 太宰府 
 

5 筑後小郡 10 飯塚 

北九州市 

（ □ 印） 

1 門司 6 企救丘 11 黒崎 14 門司港自排 

  

2 松ヶ江 7 若松 12 塔野 15 三萩野自排 

3 小倉 8 若松ひびき 13 戸畑 16 西本町自排 

4 北九州 9 江川  17 黒崎自排 

5 曽根 10 八幡   

福岡市 

（ ◇ 印） 

1 市役所 4 南 7 香椎 9 天神 12 別府橋 15 今宿 

2 祖原 5 東 8 元岡 10 千鳥橋 13 比恵 16 石丸 

3 吉塚 6 長尾  11 西新 14 大橋  

大牟田市 

（ ○ 印） 

1 国設大牟田 3 七浦     
  

2 新地 4 橘   

久留米市 

（ △ 印） 

1 えーるピア久留米 3 城南中学校   
 

2 三潴中学校 4 田主丸中学校   
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大気汚染常時監視測定局別測定項目一覧 

 

ア　一般環境大気測定局 イ　自動車排出ガス測定局

SO２ NO2 CO SPM Ox PM2.5
NMHC T-HC

風向
風速

温度 湿度 その他 SO２ NO２ CO SPM Ox PM2.5
NMHC T-HC

風向
風速

門 司 ○ ○ ○ ○ 門司港自排 ○ ○ ○ ○ ○ ○

松 ヶ 江 ○ ○ ○ ○ ○ 三 萩 野 自 排 ○ ○ ○ ○

小 倉 ○ ○ ○ 西 本 町 自 排 ○ ○ ○

北 九 州 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 黒 崎 自 排 ○ ○ ○

曽 根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○

企 救 丘 ○ ○ ○ ○ ○ 千 鳥 橋 ○ ○ ○ ○ ○

若 松 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 西 新 ○ ○ ○

若 松 ひ び き ○ ○ ○ ○ ○ ○ 別 府 橋 ○ ○

江 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 比 恵 ○ ○

八 幡 ○ ○ ○ ○ 大 橋 ○ ○ ○

黒 崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 今 宿 ○ ○

塔 野 ○ ○ ○ ○ ○ 石 丸 ○ ○ ○ ○ ○

戸 畑 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 古賀 古 賀 ○ ○ ○ ○ ○

市 役 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 13 4 13 2 7 3 3 3

祖 原 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (令和4年3月31日現在)

吉 塚 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般環境大気測定局

南 ○ ○ ○ ○ 17市町 42局

東 ○ ○ ○ ○ 自動車排出ガス測定局

長 尾 ○ ○ ○ ○ ○  3市 13局

香 椎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 計 18市町 （2市重複） 55局

元 岡 ○ ○ ○ ○ ○

国 設 大 牟 田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 地 ○ ○ ○ ○ ○

七 浦 ○ ○ ○ ○ ○ ○

橘 ○ ○ ○ ○ ○ ※　測定項目

えーるピア久留米 ○ ○ ○ ○ ○ SO２　：二酸化硫黄

三 潴 中 学 校 ○ ○ ○ ○ NO２　：二酸化窒素

城 南 中 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ CO 　：一酸化炭素

田主丸中学校 ○ ○ ○ ○ SPM  ：浮遊粒子状物質

苅田 苅 田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ox　 ：光化学オキシダント

豊前 豊 前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ PM2.5　：微小粒子状物質

田川 田 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ NMHC ：非メタン炭化水素

直方 直 方 ○ ○ ○ ○ ○ ○ T-HC ：全炭化水素(メタン及び非メタン炭化水素）

小郡 筑 後 小 郡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

柳川 柳 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○

糸島 糸 島 ○ ○ ○ ○ ○ ○

宗像 宗 像 ○ ○ ○ ○ ○ ○

太宰府 太 宰 府 ○ ○ ○ ○ ○ ○

飯塚 飯 塚 ○ ○ ○ ○ ○ ○

八女 八 女 ○ ○ ○ ○ ○ ○

朝倉 朝 倉 ○ ○ ○ ○ ○ ○

篠栗 篠 栗 ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 39 2 39 41 33 7 7 42 4 4 3

(令和4年3月31日現在)
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大気汚染常時監視測定局別測定項目一覧 

 

ア　一般環境大気測定局 イ　自動車排出ガス測定局

SO２ NO2 CO SPM Ox PM2.5
NMHC T-HC

風向
風速

温度 湿度 その他 SO２ NO２ CO SPM Ox PM2.5
NMHC T-HC

風向
風速

門 司 ○ ○ ○ ○ 門司港自排 ○ ○ ○ ○ ○ ○

松 ヶ 江 ○ ○ ○ ○ ○ 三 萩 野 自 排 ○ ○ ○ ○

小 倉 ○ ○ ○ 西 本 町 自 排 ○ ○ ○

北 九 州 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 黒 崎 自 排 ○ ○ ○

曽 根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○

企 救 丘 ○ ○ ○ ○ ○ 千 鳥 橋 ○ ○ ○ ○ ○

若 松 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 西 新 ○ ○ ○

若 松 ひ び き ○ ○ ○ ○ ○ ○ 別 府 橋 ○ ○

江 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 比 恵 ○ ○

八 幡 ○ ○ ○ ○ 大 橋 ○ ○ ○

黒 崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 今 宿 ○ ○

塔 野 ○ ○ ○ ○ ○ 石 丸 ○ ○ ○ ○ ○

戸 畑 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 古賀 古 賀 ○ ○ ○ ○ ○

市 役 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 13 4 13 2 7 3 3 3

祖 原 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (令和4年3月31日現在)

吉 塚 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般環境大気測定局

南 ○ ○ ○ ○ 17市町 42局

東 ○ ○ ○ ○ 自動車排出ガス測定局

長 尾 ○ ○ ○ ○ ○  3市 13局

香 椎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 計 18市町 （2市重複） 55局

元 岡 ○ ○ ○ ○ ○

国 設 大 牟 田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 地 ○ ○ ○ ○ ○

七 浦 ○ ○ ○ ○ ○ ○

橘 ○ ○ ○ ○ ○ ※　測定項目

えーるピア久留米 ○ ○ ○ ○ ○ SO２　：二酸化硫黄

三 潴 中 学 校 ○ ○ ○ ○ NO２　：二酸化窒素

城 南 中 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ CO 　：一酸化炭素

田主丸中学校 ○ ○ ○ ○ SPM  ：浮遊粒子状物質

苅田 苅 田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ox　 ：光化学オキシダント

豊前 豊 前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ PM2.5　：微小粒子状物質

田川 田 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ NMHC ：非メタン炭化水素

直方 直 方 ○ ○ ○ ○ ○ ○ T-HC ：全炭化水素(メタン及び非メタン炭化水素）

小郡 筑 後 小 郡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

柳川 柳 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○

糸島 糸 島 ○ ○ ○ ○ ○ ○

宗像 宗 像 ○ ○ ○ ○ ○ ○

太宰府 太 宰 府 ○ ○ ○ ○ ○ ○

飯塚 飯 塚 ○ ○ ○ ○ ○ ○

八女 八 女 ○ ○ ○ ○ ○ ○

朝倉 朝 倉 ○ ○ ○ ○ ○ ○

篠栗 篠 栗 ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 39 2 39 41 33 7 7 42 4 4 3

(令和4年3月31日現在)
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(2) 環境基準※達成状況 

二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素及び

浮遊粒子状物質は全測定局で環境基準を達成

しています。 

このうち、浮遊粒子状物質は、気象現象等の

影響を受けるため、毎年環境基準達成率が変

化します。 

また、光化学オキシダントは全国的に環境基

準達成率が非常に低く、本県においても全測

定局で環境基準を達成できていません。一方、

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準達成率は

顕著に改善しており、令和 3（2021）年度は全

測定局で環境基準を達成しました。

大気汚染常時監視測定局の環境基準達成状況（達成局数／測定局数、令和 3年度） 

局区分 項目 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 その他 全般 達成率 

一般環境 

大気測定局 

二酸化硫黄 8/8 3/3 4/4 2/2 12/12 29/29 100% 

二酸化窒素 13/13 8/8 3/3 2/2 13/13 39/39 100% 

一酸化炭素 1/1 － 1/1 － － 2/2 100% 

浮遊粒子状物質 10/10 8/8 4/4 4/4 13/13 39/39 100% 

光化学オキシダント 0/13 0/8 0/3 0/4 0/13 0/41 0% 

微小粒子状物質 10/10 5/5 2/2 3/3 13/13 33/33 100% 

自動車排出 

ガス測定局 

二酸化硫黄 － 1/1 － － － 1/1 100% 

二酸化窒素 4/4 8/8 － － 1/1 13/13 100% 

一酸化炭素 2/2 1/1 － － 1/1 4/4 100% 

浮遊粒子状物質 4/4 8/8 － － 1/1 13/13 100% 

光化学オキシダント 0/1 0/1 － － － 0/2 0% 

微小粒子状物質 2/2 4/4 － － 1/1 7/7 100% 
備考 1：有効測定項目（二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質は年間測定時間数が6,000時間以上、

微小粒子状物質は年間測定日数が 250 日以上の測定項目） について集計しています。ただし、光化学オキシ
ダントの項目は除きます｡ 

備考 2：環境基準の評価方法は、光化学オキシダントについては短期的評価（1 時間値が 0.06ppm 以下）により評価し
ています。二酸化窒素及び微小粒子状物質については、1日平均値の年間98％値（年間における 1日平均値の
うち、低い方から 98％に相当する値が、二酸化窒素は 0.06ppm、微小粒子状物質は 35μg/m３を超えない
値）により評価しています。また、微小粒子状物質については、1 年平均値（1 年平均値が 15μg/m３以下）につ
いても評価を行います。二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質については、1 日平均値の高い方から
2％の範囲にあるものを除外して評価します（年間における 1 日平均値のうち、高い方から数えて 2％の範囲に
ある測定値を除外した後の最高値が、二酸化硫黄は 0.04ppm、一酸化炭素は 10ppm、浮遊粒子状物質は
0.1mg/m３以下)。ただし、2％の範囲にあって、1 日平均値につき環境基準を 2 日以上連続して超えた場合は
除外しないこととなっています。 

（注）柳川局の二酸化硫黄は機器故障により、年間測定時間が 6,000 時間未満のため欠測になっています。 

ア 二酸化硫黄（ＳＯ2） 

二酸化硫黄は、石油や石炭などの燃料中に

含まれる硫黄分の燃焼により発生します。石油

の消費拡大に伴い排出量が増加しましたが、

環境基準の設定や排出規制の強化により、低

硫黄燃料への転換や脱硫装置の設置が進み、

現在は排出量が大幅に低減されています。 

令和 3（2021）年度は、県内 1６市町 30 測

定局（一般局 29、自排局 1）で常時監視を行っ

ており、全測定局で環境基準（長期的評価）を

達成しています。 

また、過去 10 年間、継続測定している局の

地域別年平均値は改善傾向が見られます。 

 

二酸化硫黄濃度経年変化（一般局） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

※環境基準：環境基本法に基づき政府が設定するもので、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準値。

大気、水質、騒音、土壌、ダイオキシン類について定められています。 
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北九州市（7局）
福岡市 （3局）
大牟田市（4局）
久留米市（2局）
一般局全県平均（24局）

＜環境基準 0.04ppm以下＞
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イ 二酸化窒素（ＮＯ2） 

二酸化窒素は、主に石油や石炭などの燃料

の燃焼に伴い発生し、工場や事業場のばい煙

発生施設及び自動車等から排出されます。 

令和 3（2021）年度は、県内 17 市町 52 測

定局（一般局 39、自排局 13）で常時監視を行

っており、全測定局で環境基準（長期的評価）

を達成しています｡ 

なお、過去 10 年間、継続測定している局の

地域別年平均値は、緩やかな改善傾向が見ら

れます。 
二酸化窒素濃度経年変化（一般局） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

二酸化窒素濃度経年変化（自排局） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

ウ 一酸化炭素（ＣＯ） 

一酸化炭素は、主に自動車から排出される

ため、自動車交通量の多い沿道で測定してい

ます｡ 

令和 3（2021）年度は、県内 4 市町 6 測定

局（一般局2、自排局4）で常時監視を行ってお

り、全測定局で環境基準を達成しています。 

また、過去 10 年間、継続測定している自排

局における地域別年平均値は各地域とも低い

濃度で推移しています｡ 
一酸化炭素濃度経年変化（自排局） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

エ 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

大気中の粒子状物質は、工場や事業場のば

い煙発生施設や粉じん発生施設から排出され

るばいじん及び粉じん、自動車から排出される

黒煙、自動車の走行による道路上の粉じん飛

散粒子、黄砂や火山活動等の自然現象による

ものなど多種多様であり、浮遊粒子状物質と降

下ばいじんに大別されます。 

浮遊粒子状物質は、浮遊している粉じんのう

ち粒径が 10 マイクロメートル以下の細かい粒

子で大気中に比較的長時間滞留しています。 

令和 3（2021）年度は、県内 18 市町 52 測

定局（一般局 39、自排局 13）で常時監視を行

っており、全測定局で環境基準（長期的評価）

を達成しています｡ 

なお、環境基準達成状況は黄砂等の気象現

象の影響を受け、大きく変動します。環境省は、

黄砂の実態解明のための調査を自治体と協力

して平成 14（2002）年度から全国で開始し、

本県もその調査に 24（2012）年度まで参加し

ました。25（2013）年度以降は、引き続き越境

大気汚染に関する調査研究の中で黄砂の問題

についても取り組んでいます。 
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イ 二酸化窒素（ＮＯ2） 

二酸化窒素は、主に石油や石炭などの燃料

の燃焼に伴い発生し、工場や事業場のばい煙

発生施設及び自動車等から排出されます。 

令和 3（2021）年度は、県内 17 市町 52 測

定局（一般局 39、自排局 13）で常時監視を行

っており、全測定局で環境基準（長期的評価）

を達成しています｡ 

なお、過去 10 年間、継続測定している局の

地域別年平均値は、緩やかな改善傾向が見ら

れます。 
二酸化窒素濃度経年変化（一般局） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

二酸化窒素濃度経年変化（自排局） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

ウ 一酸化炭素（ＣＯ） 

一酸化炭素は、主に自動車から排出される

ため、自動車交通量の多い沿道で測定してい

ます｡ 

令和 3（2021）年度は、県内 4 市町 6 測定

局（一般局2、自排局4）で常時監視を行ってお

り、全測定局で環境基準を達成しています。 

また、過去 10 年間、継続測定している自排

局における地域別年平均値は各地域とも低い

濃度で推移しています｡ 
一酸化炭素濃度経年変化（自排局） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

エ 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

大気中の粒子状物質は、工場や事業場のば

い煙発生施設や粉じん発生施設から排出され

るばいじん及び粉じん、自動車から排出される

黒煙、自動車の走行による道路上の粉じん飛

散粒子、黄砂や火山活動等の自然現象による

ものなど多種多様であり、浮遊粒子状物質と降

下ばいじんに大別されます。 

浮遊粒子状物質は、浮遊している粉じんのう

ち粒径が 10 マイクロメートル以下の細かい粒

子で大気中に比較的長時間滞留しています。 

令和 3（2021）年度は、県内 18 市町 52 測

定局（一般局 39、自排局 13）で常時監視を行

っており、全測定局で環境基準（長期的評価）

を達成しています｡ 

なお、環境基準達成状況は黄砂等の気象現

象の影響を受け、大きく変動します。環境省は、

黄砂の実態解明のための調査を自治体と協力

して平成 14（2002）年度から全国で開始し、

本県もその調査に 24（2012）年度まで参加し

ました。25（2013）年度以降は、引き続き越境

大気汚染に関する調査研究の中で黄砂の問題

についても取り組んでいます。 
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浮遊粒子状物質濃度経年変化（一般局） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

 

浮遊粒子状物質濃度経年変化（自排局） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

オ 光化学オキシダント(Ｏｘ) 

光化学オキシダントは、窒素酸化物や炭化水

素が大気中で太陽の紫外線により光化学反応

を起こすことにより、二次的に生成されるオゾ

ンを主体とした酸化性物質の総称です。 

濃度が高くなると、目がチカチカする、のど

が痛くなるなどの影響が出ることがあるため、

本県（北九州市の区域においては市）では一定

濃度以上になると「光化学オキシダント注意報」

を発令し、注意を呼びかけています。 

過去5 年間の注意報の発令状況は表のとお

りで、直近では令和元（2019）年5 月に 2 回、

県内の広域に注意報を発令しました。 

光化学オキシダントの経年変化 
（昼間 0.06ppmを超えた時間数割合） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

 
過去 5年間の光化学オキシダント注意報発令状況 

年度 日付 注意報発令区域 

H29 

4.30 久留米市 

5.29 久留米市 

5.30 久留米市 

H30 発令なし 

R1 

5.23 

北九州市 

福岡市 

宗像市、福津市、芦屋町、 

水巻町、岡垣町、遠賀町 

5.24 

北九州市 

福岡市 

直方市、宮若市、小竹町、 

鞍手町、中間市 

飯塚市、嘉麻市、桂川町 

古賀市、宇美町、篠栗町、 

志免町、須恵町、新宮町、 

久山町、粕屋町 

糸島市 

宗像市、福津市、芦屋町、 

水巻町、岡垣町、遠賀町 

行橋市、苅田町、みやこ町 

R2 発令なし 

R3 発令なし 

光化学オキシダントは全国のほとんどの測

定局で環境基準を達成できない状態が続いて

おり（令和2（2020）年度全国達成率は一般局

0.2%、自排局 0％）、本県においても県内 17

市町43 測定局（一般局41、自排局2）のすべ

てで環境基準を達成していません。（光化学オ
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キシダントの環境基準は、昼間の 1 時間ごとの

濃度（1 時間値）で評価するため、1 年のうち 1

時間でも超えると環境基準未達成となります。

なお、昼間の時間の約 93％は基準を達成して

います。） 

光化学オキシダントの増減は気象要因の影

響が大きいため、環境省から近年の傾向を評

価する新しい指標が提案されています。（新指

標「Ox濃度8時間値の日最高値の年間99パ

ーセンタイル値の3年移動平均値」） 

新しい指標による評価では、本県の光化学

オキシダントは、平成 27（2015）年度以降悪

化傾向を示していましたが、30（2018）年度以

降は横ばいまたは改善傾向で推移しています。 
光化学オキシダントの経年変化 

（指標：8時間平均日最高値の 3年移動平均） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

カ 微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒

子状物質であって、粒径が 2.5 マイクロメート

ル以下の粒子で、平成 21（2009）年に環境基

準が設定されました。 

平成 23（2011）年度から測定体制の整備を

行い、令和 3（2021）年度末現在、県内 18 市

町 40 測定局（一般局 33、自排局 7）でＰＭ2.5

の常時監視を行っています。ＰＭ2.5の環境基準

は年平均値（長期基準）及び日平均値の年平均

値（短期基準）で評価を行っています。 

以前は、全国的にも環境基準の達成率が低

く、本県においても平成 26（2014）年度まで

環境基準を達成できておりませんでしたが、

徐々に改善し、令和 3（2021）年度は全測定局

で環境基準を達成しました。 
微小粒子状物質濃度の年平均値の経年変化 

（注）過去6年間、継続測定している局の年平均値 

微小粒子状物質濃度の日平均値の年平均経年変化 

（注）過去6年間、継続測定している局の年平均値 

本県では、平成 24（2012）年度からＰＭ2.5

の濃度が暫定的な指針値である日平均値 70

μg/m3 を超えると予想される場合に、「ＰＭ

2.5 に関する注意喚起」を実施し、注意を呼び

かけています。注意喚起実施状況は下表のと

おりで、直近では令和 3（2021）年 3 月に、北

九州地域で注意喚起を実施しました。（参照：

第3 部２４０頁）また、ＰＭ2.5成分分析を県内6

地点で実施しました。 
ＰＭ2.5に関する注意喚起実施状況 

年度 日付 注意喚起実施地域 

H26 

H26.6.1 福岡地域 

H27.3.22 
北九州地域 

福岡地域 

H29 H29.7.27 福岡地域 

R2 R3.3.30 北九州地域 

キ 炭化水素 

炭化水素は、自動車や有機溶剤使用工場、

ガソリンスタンド等多種多様な発生源から排出

＜環境基準 15μg/m3 以

下＞ ＜環境基準 15μg/m
3
以
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キシダントの環境基準は、昼間の 1 時間ごとの

濃度（1 時間値）で評価するため、1 年のうち 1

時間でも超えると環境基準未達成となります。

なお、昼間の時間の約 93％は基準を達成して

います。） 

光化学オキシダントの増減は気象要因の影

響が大きいため、環境省から近年の傾向を評

価する新しい指標が提案されています。（新指

標「Ox濃度8時間値の日最高値の年間99パ

ーセンタイル値の3年移動平均値」） 

新しい指標による評価では、本県の光化学

オキシダントは、平成 27（2015）年度以降悪

化傾向を示していましたが、30（2018）年度以

降は横ばいまたは改善傾向で推移しています。 
光化学オキシダントの経年変化 

（指標：8時間平均日最高値の 3年移動平均） 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

カ 微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒

子状物質であって、粒径が 2.5 マイクロメート

ル以下の粒子で、平成 21（2009）年に環境基

準が設定されました。 

平成 23（2011）年度から測定体制の整備を

行い、令和 3（2021）年度末現在、県内 18 市

町 40 測定局（一般局 33、自排局 7）でＰＭ2.5

の常時監視を行っています。ＰＭ2.5の環境基準

は年平均値（長期基準）及び日平均値の年平均

値（短期基準）で評価を行っています。 

以前は、全国的にも環境基準の達成率が低

く、本県においても平成 26（2014）年度まで

環境基準を達成できておりませんでしたが、

徐々に改善し、令和 3（2021）年度は全測定局

で環境基準を達成しました。 
微小粒子状物質濃度の年平均値の経年変化 

（注）過去6年間、継続測定している局の年平均値 

微小粒子状物質濃度の日平均値の年平均経年変化 

（注）過去6年間、継続測定している局の年平均値 

本県では、平成 24（2012）年度からＰＭ2.5

の濃度が暫定的な指針値である日平均値 70

μg/m3 を超えると予想される場合に、「ＰＭ

2.5 に関する注意喚起」を実施し、注意を呼び

かけています。注意喚起実施状況は下表のと

おりで、直近では令和 3（2021）年 3 月に、北

九州地域で注意喚起を実施しました。（参照：

第3 部２４０頁）また、ＰＭ2.5成分分析を県内6

地点で実施しました。 
ＰＭ2.5に関する注意喚起実施状況 

年度 日付 注意喚起実施地域 

H26 

H26.6.1 福岡地域 

H27.3.22 
北九州地域 

福岡地域 

H29 H29.7.27 福岡地域 

R2 R3.3.30 北九州地域 

キ 炭化水素 

炭化水素は、自動車や有機溶剤使用工場、

ガソリンスタンド等多種多様な発生源から排出

＜環境基準 15μg/m3 以

下＞ ＜環境基準 15μg/m
3
以
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され、主に地球温暖化に関与するメタンと光化

学オキシダント生成に関与する非メタン炭化水

素とに大別されます。 

令和3（2021）年度は、県内4市10測定局

（一般局 7、自排局 3）でメタンと非メタン炭化

水素について常時監視を行いました。 

過去 10年間、継続測定している局の全炭化

水素濃度の地域別年平均値の経年変化は、ほ

ぼ横ばい状況で推移しています。 
全炭化水素濃度経年変化 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

また、非メタン炭化水素については、光化学

オキシダント生成防止濃度レベルとして国の中

央環境審議会で答申された指針値（6時から9

時までの3時間平均値が0.20～0.31ppmＣ

以下が適当）を超過した日数はおおむね改善

傾向が見られます。なお、平成 18（2006）年

度から炭化水素を含む揮発性有機化合物 (Ｖ

ＯＣ）の排出規制を行っています。 

非メタン炭化水素の 6～9時の 3時間平均値が 
0.31ppmCを超えた日数割合経年変化 

（注）過去10年間、継続測定している局の年平均値 

ク 有害大気汚染物質 

大気中の濃度が低濃度であっても、人が長

期的に暴露した場合に健康影響が懸念される

有害大気汚染物質について、平成9（1997）年

度からモニタリング調査を実施しています。 

このうち、環境基準が設定されているベンゼ

ン等 4 物質の測定結果は、全測定地点におい

て環境基準を達成しています。 

また、環境中の有害大気汚染物質による健

康リスクの低減を図るための指標となる数値

（指針値）が設定されているアクリロニトリル等

11 物質の測定結果は、全地点において指針値

以下でした。 

ベンゼン等 4物質の環境基準達成状況（達成局数／測定局数、令和 3年度） 

項  目 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 
その他の 

地域 
全 般 

ベンゼン 4/4 4/4 4/4 1/1 3/3 16/16 

トリクロロエチレン 4/4 4/4 0/0 1/1 3/3 12/12 

テトラクロロエチレン 4/4 4/4 0/0 1/1 3/3 12/12 

ジクロロメタン 4/4 4/4 1/1 1/1 3/3 13/13 
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アクリロニトリル等 11物質の指針値達成状況（達成局数／測定局数、令和 3年度） 

項  目 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 
その他の 

地域 
全 般 

アクリロニトリル 4/4 4/4 1/1 1/1 3/3 13/13 

アセトアルデヒド 4/4 4/4 0/0 1/1 3/3 12/12 

塩化ビニルモノマー 4/4 4/4 0/0 1/1 3/3 12/12 

塩化メチル 4/4 4/4 0/0 1/1 3/3 12/12 

水銀 4/4 4/4 3/3 1/1 3/3 15/15 

ニッケル化合物 4/4 4/4 0/0 1/1 3/3 12/12 

クロロホルム 4/4 4/4 1/1 1/1 3/3 13/13 

1,2－ジクロロエタン 4/4 4/4 1/1 1/1 3/3 13/13 

1,3－ブタジエン 4/4 4/4 0/0 1/1 3/3 12/12 

ヒ素及び無機ヒ素化合物 4/4 4/4 0/0 1/1 3/3 12/12 

マンガン及び無機マンガン化合物 4/4 4/4 0/0 1/1 3/3 12/12 

２ 大気汚染防止対策 

大気汚染防止法や福岡県公害防止等生活環

境の保全に関する条例等に基づき、ばい煙等

の発生源である工場・事業場の監視指導を行

っているほか、自動車排出ガス対策を進めて

います。 

また、オゾン層保護や地球温暖化防止のた

め、フロン排出抑制法に基づきフロン類の適正

な排出抑制を推進するとともに、酸性雨の実態

把握や植物など生態系への影響について調査

しています。 

石綿（アスベスト）については、建築物の解体

現場等からの飛散防止対策に加え、健康被害

者からの認定申請及び給付請求等の受付や相

談業務を行っています。 

(1) 工場・事業場対策 

大気汚染防止法の規定により、ばい煙発生

施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施

設、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出施設、水銀

排出施設を新設、構造変更等する場合には、都

道府県知事等への事前届出が必要です。 

ばい煙発生施設には、ボイラー、廃棄物焼却

炉などが該当し、ばい煙の排出基準の遵守義

務があります。 

一般粉じん発生施設には、堆積場、ベルトコ

ンベアなどが該当し、粉じんの飛散防止のため、

施設の構造等に関する基準が定められていま

す。 

特定粉じん発生施設には、石綿（アスベスト）

を含有する製品の製造に係る解綿用機械など

が該当し、規制基準の遵守義務があります。 

ＶＯＣ排出施設は、浮遊粒子状物質及び光化

学オキシダントによる大気汚染を防止するため

に平成 18（2006）年度から規制対象とされま

した。塗装用の乾燥施設などが該当し、排出基

準の遵守義務があります。 

水銀排出施設は、水銀に関する水俣条約の

的確かつ円滑な実施を確保するため平成

30(2018)年度から規制対象とされました。石

炭を燃焼するボイラーや廃棄物焼却炉などが

該当し、排出基準の遵守義務があります。 

工場・事業場から届け出られた施設について

は、届出提出時に書面審査を行うとともに、立

入検査により施設の実態把握や排出基準遵守

状況等を確認し、必要に応じ行政指導等を行

います。 

令和２（２０２０）年の大気汚染防止法の改正

により、3(2021)年 4 月からすべての石綿含

有建材が規制対象とされ、建築物等の解体や

除去等の作業を行う場合には、作業前に石綿

使用の有無を確認する事前調査を実施し、一

定規模以上の工事については事前調査の結果

を都道府県知事等へ報告することが義務付け

られました。 

また、石綿が使用された建築物等の解体等

工事を行う場合は、法に定められた作業基準を
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遵守する必要があります。加えて、吹付け石綿

等が使用された建築物等については、作業実

施前に都道府県知事等への届出が必要です。 

なお、令和 5（2023）年 10 月からは、事前

調査を有資格者など一定の知識を有する者に

実施させることも義務付けられます。 

ア 施設の設置状況 

ばい煙発生施設は、前年度と比較すると、工

場・事業場数は約 0.04％増加し、施設数は約

1％増加しています。 

一般粉じん発生施設は、前年度と比較すると、

工場・事業場数は約 0.9％増加し、施設数は約

0.4％減少しています。 

特定粉じん発生施設は、県内には設置され

ていません。 

ＶＯＣ排出施設は、前年度と比較すると、工

場・事業場数は約 2.9％減少し、施設数は約

0.9％増加しています。 

水銀排出施設は、前年度と比較すると、工

場・事業場数は約 4.6％減少し、施設数は約

1.3％減少しています。 

イ 立入検査等の実施 

ばい煙発生施設等を設置している工場・事

業場に対して立入検査を行い、ばい煙等の自

主測定結果の確認、排出ガスの分析検査の実

施などにより、排出基準等の遵守状況を把握し

ています。 

水銀排出施設については、自主測定検査の

確認の結果、令和3(2021)年度に 1事業場で

排出基準の超過が見られましたが、再測定によ

り基準を満たしていることを確認しています。 

また、吹付け石綿等が使用された建築物の

解体等の作業について、届出が提出された現

場へ立入検査を実施し、石綿飛散防止の作業

基準の遵守状況を確認しました。 
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ばい煙発生施設等設置状況 
（令和4年3月31日現在） 

 
施行令 

別表第1の 
項番号 

施 設 名 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 
その他の 
地域 

合 計 

大 

気 

汚 

染 

防 

止 

法 

該 

当 

施 

設 

1 ボ イ ラ ー 7２６ 615 70 271 1,782 3,464 

2 ガ ス 発 生 炉 ・ 加 熱 炉 3 3 0 0 2 8 

3 焙 焼 炉 ・ 焼 結 炉 ・ 煆 焼 炉 10 0 1 0 2 13 

4 溶 鉱 炉 ・ 転 炉 1１ 0 0 0 1 12 

5 溶 解 炉 6１ 0 10 7 62 140 

6 金 属 加 熱 炉 210 0 3 0 63 276 

7 石 油 加 熱 炉 11 0 0 0 0 11 

8 触 媒 再 生 炉 0 0 0 0 0 0 

8-2 い お う 燃 焼 炉 0 0 0 0 0 0 

9 焼 成 炉 ・ 溶 融 炉 38 0 5 1 29 73 

10 反 応 炉 ・ 直 火 炉 44 0 8 0 7 59 

11 乾 燥 炉 94 11 14 7 171 297 

12 電 気 炉 6 0 0 0 1 7 

13 廃 棄 物 焼 却 炉 31 13 6 8 63 121 

14 銅 ・ 鉛 ・ 亜 鉛 の 焙 焼 炉 等 0 0 9 0 0 9 

15 カ ド ミ ウ ム 乾 燥 施 設 0 0 0 0 0 0 

16 塩 素 急 速 冷 却 施 設 0 0 0 0 0 0 

17 塩 化 第 二 鉄 溶 解 槽 0 0 0 0 3 3 

18 活 性 炭 の 製 造 反 応 炉 0 0 0 0 0 0 

19 塩 素 反 応 施 設 等 21 0 12 0 2 35 

20 ア ル ミ ニ ウ ム 電 解 炉 0 0 0 0 0 0 

21 燐 鉱 石 の 反 応 施 設 等 1 0 0 0 0 1 

22 弗 酸 の 製 造 用 凝 縮 施 設 等 2 0 0 0 0 2 

23 ﾄ ﾘ ﾎ ﾟ ﾘ 燐酸 ﾅ ﾄ ﾘ ｳ ﾑ 製造用反応施設 0 0 0 0 0 0 

24 鉛 精 錬 用 等 溶 解 炉 0 0 0 0 0 0 

25 鉛 蓄 電 池 の 溶 解 炉 0 0 0 0 0 0 

26 鉛 系 顔 料 の 溶 解 炉 等 0 0 0 0 0 0 

27 硝 酸 製 造 施 設 8 0 0 0 0 8 

28 コ ー ク ス 炉 6 0 0 0 0 6 

29 ガ ス タ ー ビ ン 0 35 0 12 11 58 

30 デ ィ ー ゼ ル 機 関 97 55 22 14 54 242 

31 ガ ス 機 関 0 0 0 0 0 0 

32 ガ ソ リ ン 機 関 0 0 0 0 0 0 

施 設 数 1,380 732 160 320 2,253 4,845 

工 場 ・ 事 業 場 数 362 341 49 142 927 1,821 

電

気

事

業

法

・ 
ガ

ス

事

業

法

・ 

鉱

山

保

安

法

該

当

施

設 

ボ イ ラ ー 18 0 9 0 13 40 

ガ ス 発 生 炉 ・ 加 熱 炉 0 0 0 0 0 0 

ガ ス タ ー ビ ン 82 190 5 27 69 373 

デ ィ ー ゼ ル 機 関 296 524 31 97 511 1,459 

ガ ス 機 関 21 19 3 11 21 75 

ガ ソ リ ン 機 関 0 0 0 0 0 0 

そ の 他 0 0 0 0 1 1 

施 設 数 417 733 48 135 615 1,948 

工 場 ・ 事 業 場 数 236 551 33 82 398 1,300 

施 設 数 合 計 1,797 1,465 208 455 2,868 6,793 

施 設 数 割 合 （ ％ ） 26.4 21.6 3.1 6.7 42.2 100 

工 場 ・ 事 業 場 数 合 計 495 752 68 224 1,197 2,736 

 

一般粉じん発生施設等設置状況 
（令和4年3月31日現在） 

施行令別表 
第2の項番号 

施 設 名 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 
その他の 
地域 

合計 

1 コ ー ク ス 炉 4(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 4(0) 
2 堆 積 場 207(15) 34(0) 27(0) 7(0) 184(12) 459(27) 
3 コ ン ベ ア 886(56) 91(0) 31(0) 19(0) 1,201(35) 2,228(91) 
4 破 砕 機 ・ 摩 砕 機 108(12) 15(0) 11(0) 4(0) 178(5) 316(17) 
5 ふ る い 88(9) 16(0) 3(0) 2(0) 111(11) 220(20) 

施 設 数 1,293(92) 156(0) 72(0) 32(0) 1,674(63) 3,227(155) 

工 場 ・ 事 業 場 数 100(8)  38(0) 12(0)  14(0) 162(7) 326(15) 

施 設 数 合 計 1,385 156 72 32 1,737 3,382 

施 設 数 割 合 （ ％ ） 41.0 4.6 2.1 0.9 51.4 100 

工 場 ・ 事 業 場 数 合 計 108 38 12 14 165 337 

（注）（ ）内の数字は電気事業法、ガス事業法及び鉱山保安法該当施設  
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ばい煙発生施設等設置状況 
（令和4年3月31日現在） 

 
施行令 

別表第1の 
項番号 

施 設 名 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 
その他の 
地域 

合 計 

大 

気 

汚 

染 

防 

止 

法 

該 

当 

施 

設 

1 ボ イ ラ ー 7２６ 615 70 271 1,782 3,464 

2 ガ ス 発 生 炉 ・ 加 熱 炉 3 3 0 0 2 8 

3 焙 焼 炉 ・ 焼 結 炉 ・ 煆 焼 炉 10 0 1 0 2 13 

4 溶 鉱 炉 ・ 転 炉 1１ 0 0 0 1 12 

5 溶 解 炉 6１ 0 10 7 62 140 

6 金 属 加 熱 炉 210 0 3 0 63 276 

7 石 油 加 熱 炉 11 0 0 0 0 11 

8 触 媒 再 生 炉 0 0 0 0 0 0 

8-2 い お う 燃 焼 炉 0 0 0 0 0 0 

9 焼 成 炉 ・ 溶 融 炉 38 0 5 1 29 73 

10 反 応 炉 ・ 直 火 炉 44 0 8 0 7 59 

11 乾 燥 炉 94 11 14 7 171 297 

12 電 気 炉 6 0 0 0 1 7 

13 廃 棄 物 焼 却 炉 31 13 6 8 63 121 

14 銅 ・ 鉛 ・ 亜 鉛 の 焙 焼 炉 等 0 0 9 0 0 9 

15 カ ド ミ ウ ム 乾 燥 施 設 0 0 0 0 0 0 

16 塩 素 急 速 冷 却 施 設 0 0 0 0 0 0 

17 塩 化 第 二 鉄 溶 解 槽 0 0 0 0 3 3 

18 活 性 炭 の 製 造 反 応 炉 0 0 0 0 0 0 

19 塩 素 反 応 施 設 等 21 0 12 0 2 35 

20 ア ル ミ ニ ウ ム 電 解 炉 0 0 0 0 0 0 

21 燐 鉱 石 の 反 応 施 設 等 1 0 0 0 0 1 

22 弗 酸 の 製 造 用 凝 縮 施 設 等 2 0 0 0 0 2 

23 ﾄ ﾘ ﾎ ﾟ ﾘ 燐酸 ﾅ ﾄ ﾘ ｳ ﾑ 製造用反応施設 0 0 0 0 0 0 

24 鉛 精 錬 用 等 溶 解 炉 0 0 0 0 0 0 

25 鉛 蓄 電 池 の 溶 解 炉 0 0 0 0 0 0 

26 鉛 系 顔 料 の 溶 解 炉 等 0 0 0 0 0 0 

27 硝 酸 製 造 施 設 8 0 0 0 0 8 

28 コ ー ク ス 炉 6 0 0 0 0 6 

29 ガ ス タ ー ビ ン 0 35 0 12 11 58 

30 デ ィ ー ゼ ル 機 関 97 55 22 14 54 242 

31 ガ ス 機 関 0 0 0 0 0 0 

32 ガ ソ リ ン 機 関 0 0 0 0 0 0 

施 設 数 1,380 732 160 320 2,253 4,845 

工 場 ・ 事 業 場 数 362 341 49 142 927 1,821 

電

気

事

業

法

・ 

ガ

ス

事

業

法

・ 

鉱

山

保

安

法

該

当

施

設 

ボ イ ラ ー 18 0 9 0 13 40 

ガ ス 発 生 炉 ・ 加 熱 炉 0 0 0 0 0 0 

ガ ス タ ー ビ ン 82 190 5 27 69 373 

デ ィ ー ゼ ル 機 関 296 524 31 97 511 1,459 

ガ ス 機 関 21 19 3 11 21 75 

ガ ソ リ ン 機 関 0 0 0 0 0 0 

そ の 他 0 0 0 0 1 1 

施 設 数 417 733 48 135 615 1,948 

工 場 ・ 事 業 場 数 236 551 33 82 398 1,300 

施 設 数 合 計 1,797 1,465 208 455 2,868 6,793 

施 設 数 割 合 （ ％ ） 26.4 21.6 3.1 6.7 42.2 100 

工 場 ・ 事 業 場 数 合 計 495 752 68 224 1,197 2,736 

 

一般粉じん発生施設等設置状況 
（令和4年3月31日現在） 

施行令別表 
第2の項番号 

施 設 名 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 
その他の 
地域 

合計 

1 コ ー ク ス 炉 4(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 4(0) 
2 堆 積 場 207(15) 34(0) 27(0) 7(0) 184(12) 459(27) 
3 コ ン ベ ア 886(56) 91(0) 31(0) 19(0) 1,201(35) 2,228(91) 
4 破 砕 機 ・ 摩 砕 機 108(12) 15(0) 11(0) 4(0) 178(5) 316(17) 
5 ふ る い 88(9) 16(0) 3(0) 2(0) 111(11) 220(20) 

施 設 数 1,293(92) 156(0) 72(0) 32(0) 1,674(63) 3,227(155) 

工 場 ・ 事 業 場 数 100(8)  38(0) 12(0)  14(0) 162(7) 326(15) 

施 設 数 合 計 1,385 156 72 32 1,737 3,382 

施 設 数 割 合 （ ％ ） 41.0 4.6 2.1 0.9 51.4 100 

工 場 ・ 事 業 場 数 合 計 108 38 12 14 165 337 

（注）（ ）内の数字は電気事業法、ガス事業法及び鉱山保安法該当施設  

 

 

 

ＶＯＣ排出施設設置状況 
（令和4年3月31日現在） 

施行令別表第1

の2の項番号 
施 設 名 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 

その他の 

地域 
合 計 

1 化学製品製 造の用に 供する乾 燥 施設 0 0 0 0 0 0 

2 塗 装 施 設 （ 吹 付 塗 装 に 限 る 。 ） 4 0 0 0 31 35 

3 塗 装 の 用 に 供 す る 乾 燥 施 設 5 0 1 0 1 7 

4 粘着テープ等の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 8 0 0 0 24 32 

5 接着の用に供する乾燥施設（上記等以外） 3 0 0 5 4 12 

6 オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設 1 0 0 0 0 1 

7 グラビア印 刷の用に 供する乾 燥 施設 3 0 0 0 9 12 

8 工 業 の 用 に 供 す る 洗 浄 施 設 1 0 0 0 0 1 

9 貯 蔵 タ ン ク 12 0 0 0 0 12 

施 設 数 合 計 37 0 1 5 69 112 

施 設 数 割 合 （ ％ ） 33.0 0.0 0.9 4.5 61.6 100 

工 場 ・ 事 業 場 数 合 計 11 0 1 2 20 34 

 

水銀排出施設設置状況 
（令和4年3月31日現在） 

施行令別表第3の3の 

項番号 
施    設    名 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 

その他の

地域 
合 計 

1 小 型 石 炭 混 焼 ボ イ ラ ー 0(6) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(8) 

2 石 炭 燃 焼 ボ イ ラ ー （ 上 記 以 外 ） 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(3) 0(4) 

3 非鉄金属製造一次施設（銅、工業金） 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

4 非鉄金属製造一次施設（鉛、亜鉛） 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

5 非鉄金属製造二次施設（鉛、銅、亜鉛） 0(0) 0(0) 9(0) 0(0) 1(0) 10(0) 

6 非鉄金属製造二次施設（工業金） 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

7 セメントの製造の用に供する焼成炉 2(0) 0(0) 1(0) 0(0) 8(0) 11(0) 

8 廃 棄 物 焼 却 施 設 35(0) 13(0) 6(0) 8(0) 61(0) 123(0) 

9 水 銀 回 収 施 設 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

施 設 数 37(6) 13(0) 16(3) 8(0) 70(3) 144(12) 

工 場 ・ 事 業 場 数 18(4) 6(0) 7(3) 5(0) 40(2) 76(9) 

施      設      数      合      計 43 13 19 8 73 156 

施 設 数 割 合 （ ％ ） 27.6 8.3 12.2 5.1 46.8 100 

工      場      数      合      計 22 6 9 5 41 83 

（注）（ ）内の数字は電気事業法、ガス事業法及び鉱山保安法該当施設 

 

立入検査実施状況 
（令和4年3月31日現在） 

  地  域 
北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 

その他の 

地域 
合計 

区  分   

工場・事業場 
工場・事業場数 480  796 91 245  1,423 3,035 

立入件数 179 6  10 2 234 431 

施設 
施設数 2,568 1,634 300 500 4,747 9,749 

立入件数 1,526 25 10 3  3,726 5,290 

備考：ばい煙発生施設、水銀排出施設、ＶＯＣ排出施設及び粉じん発生施設（大気汚染防止法、電気・ガス事業法、 

鉱山保安法）を対象とした立入調査状況。 
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ウ 排出規制の状況 

(ｱ) 硫黄酸化物 

a Ｋ値規制 

Ｋ値は、一つのばい煙発生施設から排出さ

れた硫黄酸化物が、排出口（煙突）から大気中

に拡散されながら地上に到達した時の最大着

地濃度（煙源から排出された汚染物質が拡散し、

地表面に到達してもたらす濃度の最大値）地点

の濃度を定数化したもので、国が地域ごとに定

めます。Ｋ値規制は、ばい煙発生施設ごとに排

出口（煙突）の高さとＫ値から硫黄酸化物の許

容排出量を求め（＝排出基準）、排出基準以下

になるよう硫黄酸化物の排出量を規制すると

いうものです。 

県内を 6 地域（北九州市、福岡市、大牟田市、

久留米市、苅田町、その他の地域）に区分して

Ｋ値が定められ、各Ｋ値に基づく排出基準（一

般排出基準）で規制するほか、北九州市、大牟

田市、苅田町についてはより厳しいＫ値も定め

られ、これら 3 地域に昭和 49（1974）年 4 月

1 日以降に設置されたばい煙発生施設はより

厳しいＫ値に基づく排出基準（特別排出基準）

で規制します。 

b 総量規制 

工場等が密集しており施設ごとの排出基準

（Ｋ値規制）のみでは二酸化硫黄の環境基準を

維持することが困難な地域を国が総量規制地

域として指定（指定地域）し、指定地域について

知事が策定した総量削減計画に基づき総量規

制基準を定め、一定規模以上の工場（特定工場

等）から排出される硫黄酸化物の合計量を総

量規制基準以下になるよう規制するというもの

です。 

本県では、北九州市、大牟田市、苅田町を総

量規制地域として指定しています。 

c 燃料使用規制 

総量規制地域内の小規模工場等（特定工場

等以外の工場）には総量規制基準は適用され

ませんが、硫黄酸化物による大気汚染に寄与し

ているため、燃料使用基準を定め、基準に適合

する燃料を使用することにより大気環境の改善

を図るというものです。 

また、都市中心部においては、冬季にビル暖

房等による燃料使用量の増加等により一時的

に大気環境が悪化することから、地域ごとに燃

料使用基準を定め、都市中心部の大気環境の

改善を図っています。 

本県では、福岡市の中央区（昭和 47（1972）

年 11 月 30 日当時の区）と博多区の一部地域

を適用区域とし、燃料使用基準を定め、冬季の

一定期間、規制を行っています。 

(ｲ) 窒素酸化物 

窒素酸化物の排出基準は、ばい煙発生施設

の種類及び規模ごとに、排出口の濃度（許容限

度）として全国一律に国が定めています。 

また、本県では、北九州市及び苅田町におけ

る窒素酸化物による大気汚染を防止するため、

昭和 60（1985）年に「北九州市等地域におけ

る窒素酸化物対策基本方針」を策定し、大規模

工場等に対して窒素酸化物の排出総量抑制を

指導するなど、窒素酸化物対策を推進していま

す｡ 

エ 光化学オキシダント対策 

本県では、環境基準超過が続く光化学オキ

シダントに係る緊急時対策基本要綱を制定して

います。要綱では、オキシダント濃度が上昇し、

人の健康または生活環境に被害が生じるおそ

れがある場合には、その事態を広く一般に知ら

せるとともに、状況に応じて、ばい煙を多量に

排出する事業者及び揮発性有機化合物（ＶＯＣ）

排出者に対し、ばい煙及びＶＯＣ排出量の削減

を要請することとしています。 

なお、光化学オキシダント注意報の発令時に

は、注意報発令を県民の皆さんにより広くお知

らせするため、発令区域の市町村と協力すると

ともに、テレビやラジオのほか、県ホームページ

や県公式LINE、「防災メール・まもるくん」等を

活用して周知を図っています。さらに、平成 20

（2008）年度からは、毎時の光化学オキシダン

ト濃度を県ホームページで常時公開していま
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ウ 排出規制の状況 

(ｱ) 硫黄酸化物 

a Ｋ値規制 

Ｋ値は、一つのばい煙発生施設から排出さ

れた硫黄酸化物が、排出口（煙突）から大気中

に拡散されながら地上に到達した時の最大着

地濃度（煙源から排出された汚染物質が拡散し、

地表面に到達してもたらす濃度の最大値）地点

の濃度を定数化したもので、国が地域ごとに定

めます。Ｋ値規制は、ばい煙発生施設ごとに排

出口（煙突）の高さとＫ値から硫黄酸化物の許

容排出量を求め（＝排出基準）、排出基準以下

になるよう硫黄酸化物の排出量を規制すると

いうものです。 

県内を 6 地域（北九州市、福岡市、大牟田市、

久留米市、苅田町、その他の地域）に区分して

Ｋ値が定められ、各Ｋ値に基づく排出基準（一

般排出基準）で規制するほか、北九州市、大牟

田市、苅田町についてはより厳しいＫ値も定め

られ、これら 3 地域に昭和 49（1974）年 4 月

1 日以降に設置されたばい煙発生施設はより

厳しいＫ値に基づく排出基準（特別排出基準）

で規制します。 

b 総量規制 

工場等が密集しており施設ごとの排出基準

（Ｋ値規制）のみでは二酸化硫黄の環境基準を

維持することが困難な地域を国が総量規制地

域として指定（指定地域）し、指定地域について

知事が策定した総量削減計画に基づき総量規

制基準を定め、一定規模以上の工場（特定工場

等）から排出される硫黄酸化物の合計量を総

量規制基準以下になるよう規制するというもの

です。 

本県では、北九州市、大牟田市、苅田町を総

量規制地域として指定しています。 

c 燃料使用規制 

総量規制地域内の小規模工場等（特定工場

等以外の工場）には総量規制基準は適用され

ませんが、硫黄酸化物による大気汚染に寄与し

ているため、燃料使用基準を定め、基準に適合

する燃料を使用することにより大気環境の改善

を図るというものです。 

また、都市中心部においては、冬季にビル暖

房等による燃料使用量の増加等により一時的

に大気環境が悪化することから、地域ごとに燃

料使用基準を定め、都市中心部の大気環境の

改善を図っています。 

本県では、福岡市の中央区（昭和 47（1972）

年 11 月 30 日当時の区）と博多区の一部地域

を適用区域とし、燃料使用基準を定め、冬季の

一定期間、規制を行っています。 

(ｲ) 窒素酸化物 

窒素酸化物の排出基準は、ばい煙発生施設

の種類及び規模ごとに、排出口の濃度（許容限

度）として全国一律に国が定めています。 

また、本県では、北九州市及び苅田町におけ

る窒素酸化物による大気汚染を防止するため、

昭和 60（1985）年に「北九州市等地域におけ

る窒素酸化物対策基本方針」を策定し、大規模

工場等に対して窒素酸化物の排出総量抑制を

指導するなど、窒素酸化物対策を推進していま

す｡ 

エ 光化学オキシダント対策 

本県では、環境基準超過が続く光化学オキ

シダントに係る緊急時対策基本要綱を制定して

います。要綱では、オキシダント濃度が上昇し、

人の健康または生活環境に被害が生じるおそ

れがある場合には、その事態を広く一般に知ら

せるとともに、状況に応じて、ばい煙を多量に

排出する事業者及び揮発性有機化合物（ＶＯＣ）

排出者に対し、ばい煙及びＶＯＣ排出量の削減

を要請することとしています。 

なお、光化学オキシダント注意報の発令時に

は、注意報発令を県民の皆さんにより広くお知

らせするため、発令区域の市町村と協力すると

ともに、テレビやラジオのほか、県ホームページ

や県公式LINE、「防災メール・まもるくん」等を

活用して周知を図っています。さらに、平成 20

（2008）年度からは、毎時の光化学オキシダン

ト濃度を県ホームページで常時公開していま

 

 

す。(参照：第3部２４０頁) 

光化学オキシダント対策においては、国内発

生源対策に加えて、国境を越えた環境汚染へ

の対策が喫緊の課題となっています。このため、

本県では平成20（2008）年度から 22（2010）

年度にかけて東アジアにおける国際環境協力

の重要性をテーマにしたフォーラムやシンポジ

ウムを開催し、国際環境協力の枠組み作りの必

要性について情報発信するなど、越境大気汚

染対策を推進しました。 

オ 微小粒子状物質（ＰＭ2.5）対策 

本県では、環境省の「ＰＭ2.5 に関する専門家

会合」報告に従い、平成 25（2013）年 3 月 9

日から、ＰＭ2.5の濃度が暫定的な指針値である

日平均値 70μg/m3 を超えると予想される場

合に注意喚起を行うこととし、同年 12 月から 1

日 2 回、注意喚起の判断を行うことに変更しま

した。 

また、平成26（2014）年12月から注意喚起

の解除判断を行うとともに、注意喚起の判断基

準を一部見直しました。（参照：第3部２４０頁) 

なお、ＰＭ2.5 に関する注意喚起実施時には、

注意喚起情報を県民の皆さんにより広くお知ら

せするため、発令区域の市町村と協力するとと

もに、テレビやラジオのほか、県ホームページ

や県公式LINE、「防災メール・まもるくん」等を

活用して周知を図っています。 

ＰＭ2.5 においては、国内発生源に加えて、広

域的な越境汚染への対策が重要な課題となっ

ています。このため、平成22（2010）年度以降、

国と各県が共同でＰＭ2.5 の汚染機構の解明の

研究を行っています。 

カ 福岡県公害防止等生活環境の保全に関す

る条例等による規制 

大気汚染防止法が適用されない伝熱面積が

5m２以上 10m２未満の小型ボイラーについて、

設置前の届出義務を規定し、硫黄酸化物及び

ばいじんについて排出基準を定め、規制して

います。 

なお、北九州市は本条例の適用を受けず、市

の条例において、ボイラーなど 10 種類の施設

を規制しています。 
条例対象施設設置状況 

（令和4年3月31日現在） 

番号 施  設  名 
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 北九州市 

公害防止条例 福岡市 大牟田市 久留米市 その他 

1 ボイラー 416 40 115 837 594 

2 焙焼炉・焼結炉・煆焼炉     41 

3 溶解炉     6 

4 金属加熱炉     32 

5 石油製品等加熱炉     0 

6 焼成炉・溶融炉     5 

7 反応炉・直火炉     3 

8 乾燥炉     23 

9 電気炉     0 

10 廃棄物焼却炉     10 

施設数合計 416 40 115 837 714 

工場・事業場数 311 28 79 559 385 

備考：県条例対象施設はボイラーのみです。 

 

(2) 自動車排出ガス対策 

自動車は、人や物資の輸送手段として、社会

経済活動や国民生活に欠かせない重要な役割

を果たしており、県内の自動車保有台数も、こ

こ 10 年で約６％増加しています。自動車から

排出される窒素酸化物や粒子状物質等につい

ては、大気汚染への影響が大きいことから、国

において、自動車排出ガス規制を車種及び物
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質ごとに、段階的に強化するなど各種の対策が

進められており進められており、最新の規制対

応車輌の排出ガスは大幅に改善されています。

これらの取組みの効果を確認するため、自動

車排出ガス測定局における常時監視等を今後

も継続していきます｡ 

また、本県では福岡県環境物品等調達方針

を定め、低公害車等（低燃費かつ低排出ガス認

定車を含む）を優先して導入することにより、県

民や事業者へも広く普及していくよう啓発に努

めています。 

(3) 酸性雨に関する調査研究 

昭和 63（1988）年度以降、環境省からの委

託による酸性雨の調査を実施していますが、平

成2（1990）年度からは、環境省の委託事業に

加え、本県独自に平野部（太宰府市）において

雨水の成分分析調査と山間部のブナなどの森

林植生への影響を調べています。本県では、今

後ともこれらの調査を継続することとしていま

す。 
雨水の pH及び降水量の経年変化（太宰府市）

 
森林植生影響調査の概要 

※衰退度：目視により樹木の衰退度を、0（良好）～4（枯死）の5段階で評価

(4) オゾン層保護対策 

冷蔵庫やカーエアコンなどの冷媒として使用

されるフロン類は、大気中に放出されると地球

を取り巻くオゾン層を破壊し、その結果、過度

の紫外線が地上に到達して、皮膚ガンや白内

障の増加など人の健康や自然の生態系に影響

を及ぼすおそれがあります。また、オゾン層は

破壊しないが極めて温室効果の高いフロン類

（ＨＦＣ）への転換が進展するのに伴い、地球温

暖化防止の観点からもフロン類の排出を抑制

することが必要となっています。 

フロン類の排出抑制等に関連する法律は、

「家電リサイクル法」、「フロン排出抑制法」及び

「自動車リサイクル法」があります。家電リサイ

クル法は家庭用の冷蔵庫及びルームエアコン

の冷媒フロンの回収について、フロン排出抑制

法は業務用冷凍空調機器の冷媒フロンの排出

抑制について、自動車リサイクル法は使用済自

動車のカーエアコンのフロン冷媒回収につい

て、それぞれ規定しています。 

フロン排出抑制法では、冷媒フロンの大気中

への放出の禁止規定や業務用冷凍空調機器の

管理者やフロン類充塡回収業者の責務などが

定められているため、本県では、充塡回収業者

や解体現場等への立入検査や指導及び必要な

情報の提供を行うなどフロン類の適正な排出

抑制に努めています。

調査年度 調査地点 平均衰退度 調査対象樹木 

H29 釈迦岳（八女市） 0.4～0.6 ブナ 

H30 古処山～屏山（朝倉市・嘉麻市） 0.1～0.3 ブナ・アカガシ 

R1 宝満山～三郡山（太宰府市・筑紫野市・宇美町） 0.4～2.0 ブナ・モミ 

R2 脊振山（福岡市） 0.1～0.2 ブナ・アカガシ 

R3 英彦山（添田町） 1.0～1.6 ブナ・モミ・スギ 
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質ごとに、段階的に強化するなど各種の対策が

進められており進められており、最新の規制対

応車輌の排出ガスは大幅に改善されています。

これらの取組みの効果を確認するため、自動

車排出ガス測定局における常時監視等を今後

も継続していきます｡ 

また、本県では福岡県環境物品等調達方針

を定め、低公害車等（低燃費かつ低排出ガス認

定車を含む）を優先して導入することにより、県

民や事業者へも広く普及していくよう啓発に努

めています。 

(3) 酸性雨に関する調査研究 

昭和 63（1988）年度以降、環境省からの委

託による酸性雨の調査を実施していますが、平

成2（1990）年度からは、環境省の委託事業に

加え、本県独自に平野部（太宰府市）において

雨水の成分分析調査と山間部のブナなどの森

林植生への影響を調べています。本県では、今

後ともこれらの調査を継続することとしていま

す。 
雨水の pH及び降水量の経年変化（太宰府市）

 
森林植生影響調査の概要 

※衰退度：目視により樹木の衰退度を、0（良好）～4（枯死）の5段階で評価

(4) オゾン層保護対策 

冷蔵庫やカーエアコンなどの冷媒として使用

されるフロン類は、大気中に放出されると地球

を取り巻くオゾン層を破壊し、その結果、過度

の紫外線が地上に到達して、皮膚ガンや白内

障の増加など人の健康や自然の生態系に影響

を及ぼすおそれがあります。また、オゾン層は

破壊しないが極めて温室効果の高いフロン類

（ＨＦＣ）への転換が進展するのに伴い、地球温

暖化防止の観点からもフロン類の排出を抑制

することが必要となっています。 

フロン類の排出抑制等に関連する法律は、

「家電リサイクル法」、「フロン排出抑制法」及び

「自動車リサイクル法」があります。家電リサイ

クル法は家庭用の冷蔵庫及びルームエアコン

の冷媒フロンの回収について、フロン排出抑制

法は業務用冷凍空調機器の冷媒フロンの排出

抑制について、自動車リサイクル法は使用済自

動車のカーエアコンのフロン冷媒回収につい

て、それぞれ規定しています。 

フロン排出抑制法では、冷媒フロンの大気中

への放出の禁止規定や業務用冷凍空調機器の

管理者やフロン類充塡回収業者の責務などが

定められているため、本県では、充塡回収業者

や解体現場等への立入検査や指導及び必要な

情報の提供を行うなどフロン類の適正な排出

抑制に努めています。

調査年度 調査地点 平均衰退度 調査対象樹木 

H29 釈迦岳（八女市） 0.4～0.6 ブナ 

H30 古処山～屏山（朝倉市・嘉麻市） 0.1～0.3 ブナ・アカガシ 

R1 宝満山～三郡山（太宰府市・筑紫野市・宇美町） 0.4～2.0 ブナ・モミ 

R2 脊振山（福岡市） 0.1～0.2 ブナ・アカガシ 

R3 英彦山（添田町） 1.0～1.6 ブナ・モミ・スギ 
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第３節 水環境の保全 

〔水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、 

福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例〕 

 

１ 水環境の現況 

【環境保全課】 

〔水質汚濁防止法〕 

県内の公共用水域の水質については、水質

測定計画に基づき、国（国土交通省九州地方整

備局）、独立行政法人水資源機構、北九州市、

福岡市、久留米市とともに 185 の環境基準点

（河川 146、海域34、湖沼5）で環境基準の達

成状況を監視しています。 

汚濁状況は、水質汚濁防止法、水質汚濁防

止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を

定める条例、瀬戸内海環境保全特別措置法等

による排水規制及び事業場における排水処理

施設の整備並びに生活排水対策の推進等によ

り改善が図られています。 

環境基準項目のうち、健康項目（人の健康の

保護に関する環境基準）については、カドミウ

ムなど 27 項目が定められています。また、生

活環境項目（生活環境の保全に関する環境基

準）は、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）※、化学

的酸素要求量（ＣＯＤ）※等の 13 項目が定めら

れています。 

水質汚濁の代表的指標であるＢＯＤ（河川）

又はＣＯＤ（海域、湖沼）の環境基準達成率を

公共用水域全体で見ると、令和 3（2021）年度

は71.7％となっています。 

閉鎖性水域※の富栄養化※の指標である全

窒素及び全リンの環境基準達成率は、海域で

は全窒素、全リンとも高い割合で推移しており、

令和3（2021）年度は全窒素が 100％、全リン

が77.8％となっています。 

また、湖沼においては、全リンの環境基準達

成率が低い状況が続いており、令和 3（2021）

年度は25.0％となっています。 

健康項目については、海水の影響によりふっ

素又はほう素が超過した地点を除く河川、海域、

湖沼において環境基準を達成しています。 

(1) 河川の現況 

県内には、遠賀川、筑後川、矢部川などの大

規模河川が貫流し、また、多くの中小河川が流

れています。 

河川の水質の状況については、国、県、北九

州市、福岡市及び久留米市で分担して 146 の

環境基準点において水質測定を実施していま

す。近年の水質の状況は、降雨状況等により変

動はあるものの、改善傾向にあります。 

令和 3（2021）年度においては、ＢＯＤにつ

いて142の環境基準点のうち101地点で環境

基準を達成しています。 

 

 

  
※生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）：水中の有機物などを微生物が分解するときに消費する酸素量のことで、河川や工場排水の汚濁の程度

を表す指標として用いられ、その値が大きいほど、水質汚濁が進行しています。 
※化学的酸素要求量（ＣＯＤ）：水中の有機物などを酸化剤で酸化するときに消費する酸素量のことで、海域や湖沼などの汚濁の程度を表
す指標として用いられ、その値が大きいほど、水質汚濁が進行しています。 

※閉鎖性水域：ダム湖等の湖沼や湾・灘など陸岸に囲まれ水が滞留しやすい水域をいい、これらの水域は富栄養化による各種利水障害が
生じやすいという特徴があります。 

※富栄養化：閉鎖性水域に窒素・リン等の栄養塩類が多い状態になることです。藻類の異常繁殖により赤潮等の原因となります。 

本県では、国（国土交通省九州地方整備局）や政令市などとともに、水質測定計画に基づき、公

共用水域や地下水における水質の汚濁状況を常時監視しています。 

また、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、計画的かつ効率的な汚水処理施

設の整備を目的とする汚水処理構想を策定し、県、市町村、そして県民が一体となって、下水道、

集落排水、浄化槽等の整備を進めています。 
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県内主要水域水質汚濁概況図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※75%値：測定データを、値が小さいものから順に並べ、データ数の75%目に当たる値であり、データが 12個あれば、値の小さいものから

9 番目のデータが 75%値となります。河川のＢＯＤ、海域及び湖沼のＣＯＤは、この 75%値が環境基準値以下の場合に、環境基準を達成

していると判断されます。 
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県内主要水域水質汚濁概況図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※75%値：測定データを、値が小さいものから順に並べ、データ数の75%目に当たる値であり、データが 12個あれば、値の小さいものから

9 番目のデータが 75%値となります。河川のＢＯＤ、海域及び湖沼のＣＯＤは、この 75%値が環境基準値以下の場合に、環境基準を達成

していると判断されます。 

 

 

(2) 海域の現況 

本県は、瀬戸内海（豊前地先海域及び北九

州地先海域）、筑前海（博多湾及び唐津湾を含

む）、有明海と、三方を個性ある海に囲まれて

います。また、そのうち瀬戸内海、有明海、博多

湾及び唐津湾は、閉鎖性の高い海域となって

います。 

県、北九州市及び福岡市では、豊前地先海

域 4 地点、北九州地先海域 6 地点、筑前海 2

地点、博多湾 8 地点、有明海 11 地点、唐津湾

3 地点の計 34 の環境基準点において水質測

定を実施しています。令和3（2021）年度は、Ｃ

ＯＤについて 33 の環境基準点のうち 25 の地

点で環境基準を達成しています。 

また、全窒素及び全リンについては、平成 8

（1996）年度に博多湾が、9（1997）年度には

洞海湾、響灘及び周防灘が、11（1999）年度に

は有明海が、13（2001）年度には唐津湾が類

型指定されています。これら 9 水域で令和 3

（2021）年度に実施した全窒素及び全リンの測

定結果では、全窒素が9水域、全リンが7水域

で環境基準を達成しています。 

(3) 湖沼の現況 

県内で類型指定が行われている湖沼は、遠

賀川水系八木山川の力丸ダム、筑後川水系佐

田川の寺内ダム、矢部川の日向神ダム、今川の

油木ダム、紫川のます渕ダムの人工湖（ダム湖）

5か所で、天然の大規模湖沼はありません。 

力丸ダム、日向神ダム及び油木ダムは県、寺

内ダムは独立行政法人水資源機構、ます渕ダ

ムは北九州市により、環境基準点において水質

を測定しています。 

令和 3（2021）年度は、ＣＯＤについて 5 つ

の環境基準点のうち 3 地点で環境基準を達成

しています。また、全リンについては 4 水域で

類型指定されており、3（2021）年度は 1 水域

で環境基準を達成しています。 

(4) 地下水の現況 

県内における地下水の水質汚濁の状況を監

視するため、水質汚濁防止法に基づき、地下水

調査を実施しています。 

ア 概況調査 

地域の地下水質の概況を把握するために実

施している調査です。県では、平成 9（1997）

年度から県域を10㎞メッシュに区画し、これを

更に 5 ㎞で 4 区画に分割して、環境基準項目

を中心に概況調査を実施しています。 

令和3(2021)年度は環境基準項目28項目

及び要監視項目5 項目について 43 井戸で概

況調査を実施し、1 井戸で砒素が、2 井戸で硝

酸性窒素及び亜硝酸性窒素が、1 井戸でふっ

素が、1 井戸で鉛が環境基準値を超えて検出さ

れました。 

なお、概況調査は国土交通省や市町村にお

いても実施しており、令和 3(2021)年度は県

全体で 105井戸の調査を実施しています。 

イ 汚染井戸周辺地区調査 

概況調査等において井戸の汚染が判明した

地域で、汚染の範囲を確認するためなどに実

施する調査です。 

県では、令和 3(2021)年度は 13 井戸で調

査を実施しました。 

ウ 継続監視調査 

過去に環境基準超過が判明した地区につい

て、汚染井戸及び非汚染井戸を選定し、汚染の

継続的な監視を行う調査です。 

県では、令和 3(2021)年度は 2 市 2 町の

14 井戸で、テトラクロロエチレン等について、

モニタリングを実施しました。市町村では 3 市

2 町が実施しており、3(2021)年度は県全体

で64井戸について調査しました。 

(5) 海水浴場等 

県内の主要な海水浴場等については、毎年

度、県及び政令市が遊泳期間前と遊泳期間中

に水質調査を実施しています。 

令和 3(2021)年度は、19 の海水浴場で調

査した結果、遊泳不適の海水浴場はありません

でした。 
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生活環境項目（ＢＯＤ、ＣＯＤ）に関する水域別環境基準達成状況 

区
分 

水域名 測定地点数 
達成率（％）及び達成地点数 

29 年度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 

河 
 
 
 
 

川 

豊前海流入河川 21 
28.6 

（6） 

38.1 

(8) 

76.2 

(16) 

19.0 

(4) 

38.1 

(8) 

北九州市内河川 26 
100 

（26） 

100 

（26） 

100 

(26) 

100 

(26) 

100 

（26） 

遠賀川 16 
87.5 

（14） 

93.8 

(15) 

87.5 

(14) 

81.3 

(13) 

62.5 

(10) 

筑前海流入河川 15 
53.3 

（8） 

80.0 

(12) 

53.3 

(8) 

86.7 

(13) 

66.7 

（10） 

博多湾流入河川 23 
91.3 

(21) 

91.3 

(21) 

95.7 

(22) 

100 

(23) 

100 

(23) 

筑後川 20 
90.0 

（18） 

70.0 

(14) 

70.0 

(14) 

75.0 

(15) 

65.0 

(13) 

矢部川 12 
91.7 

(11) 

41.7 

(5) 

41.7 

(5) 

50 

(6) 

50 

（6） 

大牟田市内河川 9 
55.6 

(5) 

66.7 

(6) 

55.6 

(5) 

77.8 

(7) 

55.6 

（5） 

小計 142 
76.8 

(109) 

75.4 

(107) 

77.5 

(110) 

75.4 

(107) 

71.1 

(101) 

海 
 
 
 
 

域 

豊前地先海域 4 
50.0 

(2) 

75.0 

(3) 

25.0 

(1) 

50.0 

(2) 

25.0 

(1) 

北九州地先海域 6 
100 

(6) 

100 

(6) 

100 

(6) 

100 

(6) 

100 

（6） 

筑前海 2 
100 

(2) 

100 

(2) 

100 

(2) 

100 

(2) 

100 

（2） 

博多湾 8 
50.0 

(4) 

37.5 

(3) 

25.0 

(2) 

50.0 

(4) 

37.5 

(3) 

有明海 10 
100 

(10) 

100 

(10) 

100 

(10) 

100 

(10) 

100 

（10） 

唐津湾 3 
100 

(3) 

100 

(3) 

100 

(3) 

100 

(3) 

100 

（3） 

小計 33 
81.8 

（27） 

81.8 

（27） 

72.7 

（24） 

81.8 

(27) 

75.8 

(25) 

湖 
 
 
 
 

沼 

力丸ダム 1 
0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

日向神ダム 1 
100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

寺内ダム 1 
100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

油木ダム 1 
0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

ます渕ダム 1 
100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

小計 5 
60.0 

(3) 

60.0 

(3) 

60.0 

(3) 

60.0 

(3) 

60.0 

(3) 

総計 180 
77.2 

（139） 

76.1 

（137） 

76.1 

（137） 

76.1 

(137) 

71.7 

(129) 

（注）1 （ ）内数値は、環境基準達成測定地点数を示す。 

2 河川はＢＯＤ（75％値）、海域・湖沼はＣＯＤ（75％値）の達成状況を示す。 
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生活環境項目（ＢＯＤ、ＣＯＤ）に関する水域別環境基準達成状況 

区
分 

水域名 測定地点数 
達成率（％）及び達成地点数 

29 年度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 

河 
 
 
 
 

川 

豊前海流入河川 21 
28.6 

（6） 

38.1 

(8) 

76.2 

(16) 

19.0 

(4) 

38.1 

(8) 

北九州市内河川 26 
100 

（26） 

100 

（26） 

100 

(26) 

100 

(26) 

100 

（26） 

遠賀川 16 
87.5 

（14） 

93.8 

(15) 

87.5 

(14) 

81.3 

(13) 

62.5 

(10) 

筑前海流入河川 15 
53.3 

（8） 

80.0 

(12) 

53.3 

(8) 

86.7 

(13) 

66.7 

（10） 

博多湾流入河川 23 
91.3 

(21) 

91.3 

(21) 

95.7 

(22) 

100 

(23) 

100 

(23) 

筑後川 20 
90.0 

（18） 

70.0 

(14) 

70.0 

(14) 

75.0 

(15) 

65.0 

(13) 

矢部川 12 
91.7 

(11) 

41.7 

(5) 

41.7 

(5) 

50 

(6) 

50 

（6） 

大牟田市内河川 9 
55.6 

(5) 

66.7 

(6) 

55.6 

(5) 

77.8 

(7) 

55.6 

（5） 

小計 142 
76.8 

(109) 

75.4 

(107) 

77.5 

(110) 

75.4 

(107) 

71.1 

(101) 

海 
 
 
 
 

域 

豊前地先海域 4 
50.0 

(2) 

75.0 

(3) 

25.0 

(1) 

50.0 

(2) 

25.0 

(1) 

北九州地先海域 6 
100 

(6) 

100 

(6) 

100 

(6) 

100 

(6) 

100 

（6） 

筑前海 2 
100 

(2) 

100 

(2) 

100 

(2) 

100 

(2) 

100 

（2） 

博多湾 8 
50.0 

(4) 

37.5 

(3) 

25.0 

(2) 

50.0 

(4) 

37.5 

(3) 

有明海 10 
100 

(10) 

100 

(10) 

100 

(10) 

100 

(10) 

100 

（10） 

唐津湾 3 
100 

(3) 

100 

(3) 

100 

(3) 

100 

(3) 

100 

（3） 

小計 33 
81.8 

（27） 

81.8 

（27） 

72.7 

（24） 

81.8 

(27) 

75.8 

(25) 

湖 
 
 
 
 

沼 

力丸ダム 1 
0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

日向神ダム 1 
100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

寺内ダム 1 
100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

油木ダム 1 
0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

ます渕ダム 1 
100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

小計 5 
60.0 

(3) 

60.0 

(3) 

60.0 

(3) 

60.0 

(3) 

60.0 

(3) 

総計 180 
77.2 

（139） 

76.1 

（137） 

76.1 

（137） 

76.1 

(137) 

71.7 

(129) 

（注）1 （ ）内数値は、環境基準達成測定地点数を示す。 

2 河川はＢＯＤ（75％値）、海域・湖沼はＣＯＤ（75％値）の達成状況を示す。 

 

  

 

 

生活環境項目（全窒素、全リン）に関する水域別環境基準達成状況 

区
分 

水域名 水域数 項目名 
達成率（％）及び達成水域数 

29 年度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 

海 
 
 

域 

豊前地先海域 1 

全窒素 
100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

(1) 

100 

(1) 

全リン 
100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

(1) 

100 

(1) 

北九州地先海域 2 

全窒素 
100 

（2） 

100 

（2） 

100 

（2） 

100 

(2) 

100 

(2) 

全リン 
100 

（2） 

100 

（2） 

100 

（2） 

100 

(2) 

100 

(2) 

博多湾 3 

全窒素 
100 

（3） 

100 

（3） 

100 

（3） 

100 

(3) 

100 

(3) 

全リン 
100 

（3） 

100 

（3） 

100 

（3） 

100 

(3) 

100 

(3) 

有明海 2 

全窒素 
100 

（2） 

50 

（1） 

100 

（2） 

100 

(2) 

100 

(2) 

全リン 
0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

(0) 

0 

(0) 

唐津湾 1 

全窒素 
100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

(1) 

100 

(1) 

全リン 
100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

(1) 

100 

(1) 

計 9 

全窒素 
100 

（9） 

88.9 

（8） 

100 

（9） 

100 

(9) 

100 

(9) 

全リン 
77.8 

（7） 

77.8 

（7） 

77.8 

（7） 

77.8 

(7) 

77.8 

(7) 

湖 
 
 

沼 

力丸ダム 1 全リン 
0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

寺内ダム 1 全リン 
0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

油木ダム 1 全リン 
0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

ます渕ダム 1 全リン 
100 

（1） 

100 

（1） 

100 

（1） 

100 

(1) 

100 

(1) 

計 4 全リン 
25.0 

（1） 

25.0 

（1） 

25.0 

（1） 

25.0 

（1） 

25.0 

（1） 

（注）（ ）内数値は、環境基準達成水域数を示す。 

 

地下水調査結果(令和 3年度) 

実施主体 

調査区分 

県 国土交通省 政令市・中核市 その他の市町村 調査井戸 

延数 市町村数 井戸数 市町村数 井戸数 市町村数 井戸数 市町村数 井戸数 

概況 
32 43 6 6 3 29 3 27 105 

 (4)  (1)  (0)  (9) (14) 

汚染井戸 

周辺地区 

3 22 0 0 1 2 0 0 24 
 (0)  (0)  (0)  (0) (0) 

継続監視 
6 41 0 0 3 46 2 4 91 

 (4)  (0)  (25)  (0) (29) 

（注） （ ）内の数値は、環境基準超過のあった井戸の数を示す。 

（注） 県の汚染井戸周辺地区調査、継続監視調査については、土壌汚染対策関連調査を含む。 
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２ 水質監視体制 

【環境保全課】 

県内の公共用水域の水質の実態を明らかに

するため、本県では毎年度水質測定計画を定

め、国、政令市及びその他の市町村と分担協力

して、水質調査を実施しています。 

環境基準項目のほか、要監視項目も調査し

ており、令和2（2020）年5月に要監視項目に

設定されたＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※を調査対象に

追加しています。 

 

令和 4年度水質測定計画（公共用水域調査）の概要 

調査 

区分 

県 
国 

（国土交通省・水資源機構） 
政令市・中核市 その他の市町村 合計 

地点数 延回数 地点数 延回数 地点数 延回数 地点数 延回数 地点数 延回数 

河川 82 888 28 304 104 834 107 546 321 2,572 

海域 19 348 - - 29 616 - - 48 964 

湖沼 9 132 7 108 1 36 - - 17 276 

合計 110 1,368 35 412 134 1,486 107 546 386 3,812 

  
令和 4年度水質測定計画（地下水調査）の概要 

調査 

区分 

県 国 （国土交通省） 政令市・中核市 その他の市町村 合計 

市町村 
数 

井戸 
数 

井戸 
延数 

市町村 
数 

井戸 
数 

井戸 
延数 

市町村 
数 

井戸 
数 

井戸 
延数 

市町村 
数 

井戸 
数 

井戸 
延数 

井戸 
延数 

概況 37 43 43 10 25 100 3 29 29 3 27 27 199 

継続監視 6 41 41 - - - 3 44 67 2 4 4 112 

 

３ 水質保全対策 

(1) 環境基準類型指定 

【環境保全課】 

環境基準のうち生活環境の保全に関する項

目については、現況の水質や利水状況等を勘

案して、水域ごとに環境基準の目標レベル（類

型）を設けることになっており、これを類型指定

といいます。 

公共用水域の類型指定については、昭和40

年代から 50 年代にかけ国及び都道府県が行

っており、本県においても、40 年代後半から

50 年代前半にかけ水域ごとに類型指定を行

いました｡ 

その後、相当の期間が経過し、水域の利用の

態様に変化が見られることから、本県では、水

域類型の見直しを順次行っており、平成 26

（2014）年度には大牟田市内河川に係る類型

見直しについて告示をしました。 

また、平成 15（2003）年度には、水生生物

保全の観点から「水生生物の保全に係る水質

環境基準」が新たに設けられ、22（2010）年 9

月 24 日付けで国により県内の 3 水域が類型

指定されました。本県では、26（2014）年度か

ら、類型指定に向けた水質及び生物の調査を

開始し、令和3（2021）年3 月までに県内全て

の水域において水生生物保全環境基準の類型

指定が完了しました。 

※有機フッ素化合物の一種（ＰＦＯＳ：ペルフルオロオクタンスルホン酸、ＰＦＯＡ：ペルフルオロオクタン酸） 
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２ 水質監視体制 

【環境保全課】 

県内の公共用水域の水質の実態を明らかに

するため、本県では毎年度水質測定計画を定

め、国、政令市及びその他の市町村と分担協力

して、水質調査を実施しています。 

環境基準項目のほか、要監視項目も調査し

ており、令和2（2020）年5月に要監視項目に

設定されたＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ※を調査対象に

追加しています。 

 

令和 4年度水質測定計画（公共用水域調査）の概要 

調査 

区分 

県 
国 

（国土交通省・水資源機構） 
政令市・中核市 その他の市町村 合計 

地点数 延回数 地点数 延回数 地点数 延回数 地点数 延回数 地点数 延回数 

河川 82 888 28 304 104 834 107 546 321 2,572 

海域 19 348 - - 29 616 - - 48 964 

湖沼 9 132 7 108 1 36 - - 17 276 

合計 110 1,368 35 412 134 1,486 107 546 386 3,812 

  
令和 4年度水質測定計画（地下水調査）の概要 

調査 

区分 

県 国 （国土交通省） 政令市・中核市 その他の市町村 合計 

市町村 
数 

井戸 
数 

井戸 
延数 

市町村 
数 

井戸 
数 

井戸 
延数 

市町村 
数 

井戸 
数 

井戸 
延数 

市町村 
数 

井戸 
数 

井戸 
延数 

井戸 
延数 

概況 37 43 43 10 25 100 3 29 29 3 27 27 199 

継続監視 6 41 41 - - - 3 44 67 2 4 4 112 

 

３ 水質保全対策 

(1) 環境基準類型指定 

【環境保全課】 

環境基準のうち生活環境の保全に関する項

目については、現況の水質や利水状況等を勘

案して、水域ごとに環境基準の目標レベル（類

型）を設けることになっており、これを類型指定

といいます。 

公共用水域の類型指定については、昭和40

年代から 50 年代にかけ国及び都道府県が行

っており、本県においても、40 年代後半から

50 年代前半にかけ水域ごとに類型指定を行

いました｡ 

その後、相当の期間が経過し、水域の利用の

態様に変化が見られることから、本県では、水

域類型の見直しを順次行っており、平成 26

（2014）年度には大牟田市内河川に係る類型

見直しについて告示をしました。 

また、平成 15（2003）年度には、水生生物

保全の観点から「水生生物の保全に係る水質

環境基準」が新たに設けられ、22（2010）年 9

月 24 日付けで国により県内の 3 水域が類型

指定されました。本県では、26（2014）年度か

ら、類型指定に向けた水質及び生物の調査を

開始し、令和3（2021）年3 月までに県内全て

の水域において水生生物保全環境基準の類型

指定が完了しました。 

※有機フッ素化合物の一種（ＰＦＯＳ：ペルフルオロオクタンスルホン酸、ＰＦＯＡ：ペルフルオロオクタン酸） 

 

 

水域類型指定見直し状況 

 

(2) 発生源対策 

【環境保全課】 

ア 工場・事業場対策 

水質汚濁防止法では、特定施設の設置又は

構造の変更等についての届出及び排水基準の

遵守等を規定しています。 

本県では、同法に基づいて工場・事業場から

届出のあった内容を審査するとともに、特定事

業場の立入検査を実施しています。 

また、「水質汚濁防止法第三条第三項の規定

に基づく排水基準を定める条例」により、国の

定めた基準よりも厳しい上乗せ排水基準を設

定し、汚濁物質の規制強化を実施しています。 

さらに、閉鎖性の高い海域における富栄養

化の防止を目的として、富栄養化の要因物質

である窒素及びリンに係る排水規制を法に基

づき実施しています。 

(ｱ) 特定施設の届出状況 

令和 3（2021）年度末における特定事業場

（瀬戸内海環境保全特別措置法の許可を含む）

の総数は 4,796 事業場であり、そのうち排水

基準が適用される有害物質関係及び日平均排

水量50 m3以上の特定事業場は856事業場

で全体の 17.8％を占めています。 

水質汚濁防止法による届出特定事業場数 
（瀬戸内海環境保全特別措置法による許可を含む） 

（令和4年3月31日現在） 

区  分 

特定事業場数 

計 
県 

北
九
州
市 

福
岡
市 

久
留
米
市 

 

排水量 

50 m3/日以上 
642 52 26 39 759  

有害物質関係 

（排水量50 m3/日未満） 
72 15 3 7 97 

小  計 714 67 29 46 856 

上記以外 3,079 233 323 305 3,940 

合  計 3,793 300 352 351 4,796 

(ｲ) 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特

定施設の設置等の許可制度 

一定規模以上の特定事業場における特定施

設の設置又は構造等の変更については、瀬戸

内海環境保全特別措置法に基づき許可制が採

用されています。 

本県及び北九州市では、特定施設の設置等

の許可に際して、水質事前評価を基に周辺公

共用水域の水質悪化のおそれがないか等につ

いて、審査を行っています。 

 

年月日 水域 区分 

平成 8年 6月14日 博多湾及び博多湾流入河川 環境基準類型指定及び見直し 

平成10年 4月 1日 北九州市内河川 環境基準類型指定及び見直し 

平成11年 3月31日 豊前海流入河川(北部） 環境基準類型指定及び見直し 

平成13年 3月30日 遠賀川水系 環境基準類型指定及び見直し 

平成13年10月31日 唐津湾水域 環境基準類型指定及び見直し 

平成15年 3月31日 ます渕ダム、油木ダム 環境基準類型指定 

平成16年 3月31日 豊前海流入河川(南部） 環境基準類型指定及び見直し 

平成18年 3月31日 矢部川水系 環境基準類型指定及び見直し 

平成23年 5月 6日 筑後川水系 環境基準類型指定及び見直し 

平成26年 7月 1日 大牟田市内河川 環境基準類型指定及び見直し 

平成29年 4月 7日 博多湾流入河川、大牟田市内河川 水生生物の保全に係る環境基準類型指定 

平成30年 3月23日 豊前海流入河川、遠賀川水系 水生生物の保全に係る環境基準類型指定 

平成31年 3月29日 筑前海流入河川、矢部川水系、日向神ダム 水生生物の保全に係る環境基準類型指定 

令和 2年 3月17日 北九州市内河川、ます渕ダム 水生生物の保全に係る環境基準類型指定 

令和 3年 3月26日 筑後川水系、寺内ダム、海域 水生生物の保全に係る環境基準類型指定 
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(ｳ) 立入調査（排水基準監視調査等） 

本県では、排水基準が適用される特定事業

場に対して立入検査等を行い、基準違反に対

しては改善命令等の行政措置を講じることによ

り、排水水質の改善を図っています。 

また、排水基準が適用されない小規模な特

定事業場に対しては、｢福岡県小規模事業場排

水水質改善指導要領｣に基づいて排水水質の

改善指導を行っています。 

(ｴ) 水質事故時の措置 

水質汚濁防止法では、特定事業場の設置者

等に油等の流出による被害拡大を防止するた

めの応急措置や、事故の状況等に関する知事

への届出を義務付けています。 
水質汚濁防止法等に基づく 

立入検査、改善命令、罰則の適用等の状況 
（令和3年度） 

県・政令 

市の別  

内容 

県 

北
九
州
市 

福
岡
市 

久
留
米
市 

計 

第22条 

水
質
立
入
検
査 

昼間 232 78 22 33 365 

夜間 0 2 0 0 2 
計 232 80 22 33 367 

構
造
立
入
検
査 

昼間 1 62 8 6 77 

夜間 0 0 0 0 0 
計 1 62 8 6 77 

第13条 

改
善
命
令
等 

改善命令 0 0 0 0 0 

一時停止 

命令 
0 0 0 0 0 

第13条 

の2 

改
善
命
令
等 

改善命令 0 0 0 0 0 

一時停止 

命令 
0 0 0 0 0 

第13条 

の3 

改
善
命
令
等 

改善命令 0 0 0 0 0 

一時停止 

命令 
0 0 0 0 0 

第23条 措置要請 0 0 0 0 0 

行政指導 19 3 0 2 24 

第14条 

の2 

事故時の 

措置命令 
0 0 0 0 0 

第18条 
緊急時の 

措置命令 
0 0 0 0 0 

第31条 罰
則
の
適
用 

直罰 0 0 0 0 0 

その他 

の条項 
その他 0 0 0 0 0 

また、本県では、福岡県公害防止等生活環

境の保全に関する条例（平成 15（2003）年 7

月施行）により、同法の対象とならない水質事

故の場合の応急措置や届出を義務付けている

ほか、油回収等の措置命令に係る規定を設け

ています。 

なお、水質事故が発生した場合には、河川管

理者、水道事業者等の関係機関と連絡を取り

合い、適切な措置を図っており、原因者が判明

した場合には、原因物質の除去等の対策を指

導するとともに、必要に応じて水質検査を実施

しています。 

特に、油流出事故に関しては発生件数が多

いことから、関係事業者等に対する事故の発生

防止に関する注意喚起や通報の徹底及び関係

機関との連携強化を図っています。 

イ  生活排水対策 

生活排水の処理施設の整備が遅れている水

域においては、河川の水質改善が進まない状

況が続いており、水質保全行政の重要課題の

一つとなっています｡このため、平成 2（1990）

年の法改正では、生活排水対策の推進に関す

る規定が設けられました｡ 

これまでに、水質環境基準達成率の低い水

域などの 13 地域（12 市 7 町）を、生活排水対

策重点地域として指定しています。 

生活排水対策重点地域に指定された市町に

ついては、「生活排水対策推進計画」を策定し、

下水道、合併処理浄化槽等の整備のほか、水

質浄化に関する啓発活動を行っていますが、ま

だ十分な成果が表れていない地域があり、今

後も当該市町に対し水質改善に向けた対策を

講ずるよう働きかけを行っていきます。 

ウ ゴルフ場農薬に係る調査等 

本県では、ゴルフ場農薬に係る自主管理体

制を徹底させるために、ゴルフ場に対する調

査・指導等を実施しています｡ 

令和 3(2021)年度において、県では、2 ゴ

ルフ場に対し調査を実施しました。県内市町村

では、3市1町が実施しており、県全体で11ゴ

ルフ場に対し調査を実施しました。 

この結果を踏まえ、各ゴルフ場に対し自主検
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(ｳ) 立入調査（排水基準監視調査等） 

本県では、排水基準が適用される特定事業

場に対して立入検査等を行い、基準違反に対

しては改善命令等の行政措置を講じることによ

り、排水水質の改善を図っています。 

また、排水基準が適用されない小規模な特

定事業場に対しては、｢福岡県小規模事業場排

水水質改善指導要領｣に基づいて排水水質の

改善指導を行っています。 

(ｴ) 水質事故時の措置 

水質汚濁防止法では、特定事業場の設置者

等に油等の流出による被害拡大を防止するた

めの応急措置や、事故の状況等に関する知事

への届出を義務付けています。 
水質汚濁防止法等に基づく 

立入検査、改善命令、罰則の適用等の状況 
（令和3年度） 

県・政令 

市の別  

内容 

県 

北
九
州
市 

福
岡
市 

久
留
米
市 

計 

第22条 

水
質
立
入
検
査 

昼間 232 78 22 33 365 

夜間 0 2 0 0 2 
計 232 80 22 33 367 

構
造
立
入
検
査 

昼間 1 62 8 6 77 

夜間 0 0 0 0 0 
計 1 62 8 6 77 

第13条 

改
善
命
令
等 

改善命令 0 0 0 0 0 

一時停止 

命令 
0 0 0 0 0 

第13条 

の2 

改
善
命
令
等 

改善命令 0 0 0 0 0 

一時停止 

命令 
0 0 0 0 0 

第13条 

の3 

改
善
命
令
等 

改善命令 0 0 0 0 0 

一時停止 

命令 
0 0 0 0 0 

第23条 措置要請 0 0 0 0 0 

行政指導 19 3 0 2 24 

第14条 

の2 

事故時の 

措置命令 
0 0 0 0 0 

第18条 
緊急時の 

措置命令 
0 0 0 0 0 

第31条 罰
則
の
適
用 

直罰 0 0 0 0 0 

その他 

の条項 
その他 0 0 0 0 0 

また、本県では、福岡県公害防止等生活環
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ウ ゴルフ場農薬に係る調査等 

本県では、ゴルフ場農薬に係る自主管理体

制を徹底させるために、ゴルフ場に対する調

査・指導等を実施しています｡ 

令和 3(2021)年度において、県では、2 ゴ

ルフ場に対し調査を実施しました。県内市町村

では、3市1町が実施しており、県全体で11ゴ

ルフ場に対し調査を実施しました。 
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査の徹底等の指導を行いました。 

(3) 閉鎖性水域  

【環境保全課】 

内湾、内海、湖沼等の閉鎖性の高い水域は、

流入する汚濁物質が蓄積しやすい上、窒素及

びリン等の栄養塩類の蓄積によって富栄養化

することにより、湖沼においては浄水場のろ過

障害や異臭味などの水道の利水障害が、海域

においては赤潮等による漁業被害が生じるお

それがあることから、従来の水質保全対策に加

え、次のような対策を実施しています。 

ア 瀬戸内海の水質汚濁防止対策 

ＣＯＤ、窒素及びリンに係る総量削減制度の

実施により、関係自治体と協力して総合的な対

策を講じ、一層の水質保全を図っています。 

なお、対象となる本県の瀬戸内海に係る指定

地域は、北九州市（遠賀川流域を除く）、行橋市、

豊前市、京都郡、築上郡、田川郡添田町及び赤

村（遠賀川流域を除く）の計3市6町１村です。 

(ｱ) 総量削減計画 

国は、令和 4（2022）年 1 月 24 日に令和

6(2024)年度を目標とする第9次総量削減基

本方針（瀬戸内海）を策定しました。この総量削

減基本方針に基づき、本県は「化学的酸素要求

量、窒素含有量及びリン含有量に係る総量削

減計画（以下「第9 次総量削減計画」という。）」

を策定し、4（2022）年１０月２８日に告示しまし

た。 

(ｲ) 総量規制基準 

1 日の平均排水量が 50m3以上の指定地域

内事業場の排出水に適用される規制基準です。 

本県では、これまでの総量削減計画による

取組の結果、大幅な負荷量削減が図られてい

ます。第9次総量削減計画においても引き続き

現行の総量規制基準を適用し、削減目標の達

成を目指しています。 

イ 有明海の水質汚濁防止対策 

有明海では、平成 12（2000）年度に大規模

なのり不作問題が発生しました。これを契機に、

14（2002）年 11 月、有明海などの環境を保全

するため、「有明海及び八代海等を再生するた

めの特別措置に関する法律」が施行されました。 

これに伴い、本県では、平成15（2003）年3

月に、再生に向けた施策を計画的に推進する

ため、「有明海の再生に関する県計画」を策定

しました。 

水質は、平成 13（2001）年度以降改善が見

られますが、一部の項目については環境基準

をわずかに上回っており、関係機関と連携し、

汚水処理施設の整備等に努めています。 

ウ 閉鎖性海域の富栄養化防止対策 

本県における閉鎖性の高い海域は、瀬戸内

海、博多湾、唐津湾及び有明海であり、これら

の流域内の事業場のうち、日平均排水量が

50m3 以上の特定事業場について、窒素及び

リンの排水規制が、平成 5（1993）年 10 月か

ら実施されています。 

本県では、これらの事業場の排水に対する

監視・指導を実施しています。 

(4) 地下水保全対策 

【環境保全課】 

本県では、昭和59（1984）年からトリクロロ

エチレン等3物質に係る地下水調査を開始し、

飲用井戸等衛生対策指導実施要領の制定（63

（1988）年 4 月）等により、飲用水の衛生確保

等の対策を講じてきました。 

平成 9（1997）年度からは地下水の環境基

準項目を中心に調査を実施し、基準超過の場

合には、汚染範囲の確認や原因究明等に取り

組んでいます。 

また、水質汚濁防止法の改正（24（2012）年

6月施行）により、有害物質を使用、貯蔵する施

設の設置者に対し、地下浸透防止のための構

造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、

定期点検及びその結果の記録、保存を義務付

ける規定が設けられたことから、同法に基づく

特定事業場等の立入検査の際には、有害物質

の地下浸透防止策及び使用や排出の状況の確

認を行っています。 

さらに、同法では、地下水の保全に関する規

快
適
環
境

- 175 -



 

 

定の対象が特定事業場又は有害物質貯蔵指

定事業場に限られていることから、福岡県公害

防止等生活環境の保全に関する条例において、

法の対象とならない地下水汚染事例に対応す

るための規定を設け、有害物質による地下水

汚染の防止等に努めています。 

(5) 汚水処理構想 

ア 汚水処理構想 

【下水道課】 

汚水処理構想とは、計画的かつ効率的に汚

水処理施設を整備するため、都道府県が市町

村の意見を反映させた上で策定するものです。 

本構想では、各種汚水処理施設（下水道、集

落排水施設、浄化槽等）の有する特性等を踏ま

え、建設費と維持管理費を合わせた経済比較

を基本としつつ、地域特性を考慮し、最適な整

備手法を選定しています。 

汚水処理構想の策定により、各種汚水処理

施設が計画的かつ効率的に整備されることで、

より一層の整備期間の短縮と整備費用の縮減

が図られ、未普及地区における汚水処理施設

の早期普及が可能となります。 

また、既整備地区における改築更新の最適

化を図ることで改築費用の抑制、維持管理費

の縮減を図り、持続可能な汚水処理の運営を

可能とするものです。 
役割分担のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県では、平成 6（1994）年度に「福岡県汚

水処理構想」を策定し、その後、14（2002）年

度及び 20（2008）年度に見直しを行ったとこ

ろです。 

平成 26（2014）年 1 月に農林水産省、国土

交通省、環境省の3省から「持続的な汚水処理

システム構築に向けた都道府県構想の見直し

の推進について」が発出され、社会情勢等を踏

まえた都道府県構想の見直しが求められてお

り、本県においても 29(2017)年 3 月、『福岡

県汚水処理構想～ふくおか水環境ビジョン～』

を策定しました。 

本汚水処理構想では、中期の目標年度をお

おむね 10 年後の令和 7（2025）年度とし、県

全体での汚水処理施設の概成を目標とします。 

具体的には、県内自治体の汚水処理人口普

及率の現状や過去の整備実績、今後の取り組

む施策を踏まえ、中期「令和7（2025）年度」に

おける本県の汚水処理人口普及率「95％」を

目標とします。 

また、長期的（令和 17（2035）年度）の見通

しとしては持続可能な汚水処理の運営管理を

図ることを目的に、各自治体の計画に基づき汚

水処理施設立地の適正化を目指します。 

 

汚水処理人口普及率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚水処理人口普及率の見通し 
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本県では、平成 6（1994）年度に「福岡県汚

水処理構想」を策定し、その後、14（2002）年

度及び 20（2008）年度に見直しを行ったとこ
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交通省、環境省の3省から「持続的な汚水処理

システム構築に向けた都道府県構想の見直し
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を策定しました。 

本汚水処理構想では、中期の目標年度をお

おむね 10 年後の令和 7（2025）年度とし、県

全体での汚水処理施設の概成を目標とします。 

具体的には、県内自治体の汚水処理人口普
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む施策を踏まえ、中期「令和7（2025）年度」に

おける本県の汚水処理人口普及率「95％」を

目標とします。 

また、長期的（令和 17（2035）年度）の見通

しとしては持続可能な汚水処理の運営管理を

図ることを目的に、各自治体の計画に基づき汚

水処理施設立地の適正化を目指します。 
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汚水処理人口普及率の見通し 

 

 

イ 下水道の整備 

【下水道課】 

(ｱ) 流域下水道の整備 

流域下水道とは、特に水質保全が必要であ

る水域を対象として、2 以上の市町村の区域か

ら発生する下水を排除し、終末処理場を有する

もの又は雨水のみを排除し流量を調整する施

設を有するものです。幹線管渠、ポンプ場、処

理場及び雨水調整池などの建設及び管理は原

則として県が行います。処理区域内の下水は、

それぞれの市町村が整備する公共下水道（流

域関連公共下水道）によって集められ、流域下

水道の幹線管渠に接続し処理場で浄化します。 

本県で実施している流域下水道は、御笠川

那珂川、多々良川、宝満川、宝満川上流、筑後

川中流右岸、遠賀川下流、矢部川及び遠賀川

中流の 8 か所です。平成 18（2006）年度まで

に全 8 か所の流域下水道が供用を開始してい

ます。（次頁上段表参照） 

(ｲ) 公共下水道の整備 

快適な生活環境を確保し、公共用水域の水

質を保全するためには、公共下水道をはじめと

した汚水処理施設の整備は必要不可欠であり、

特に公共下水道については中小市町村の普及

促進が今後の大きな課題です。 

本県においては、「福岡県汚水処理構想」を

策定し、汚水処理施設の整備を進めています。 

現在、公共下水道に着手しているのは次頁

の中段の表のとおり27市20町です。 

令和 3（2021）年度末における公共下水道

の処理人口普及率は 83.7％と、全国平均

80.6％を上回っていますが、北九州市、福岡

市を除くと 68.2％と低い現状にあります。今

後も、汚水処理構想に基づき、計画的かつ効率

的に整備していきます。（次頁表参照） 
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福岡県流域下水道の事業概要（令和 4年 3月現在） 

箇 所 名 御笠川那珂川 多 々 良 川 宝 満 川 宝満川上流 筑後川中流右岸 遠賀川下流 矢 部 川 遠賀川中流 

処 理 区 名 御 笠 川 多 々 良 川 宝 満 川 宝満川上流 筑後川中流右岸 遠賀川下流 矢 部 川 遠賀川中流 

着手(当初事業認可)年度 S.46 S.60 S.59 H.5 H.6 H.7 H.9 H.11 

処 理 開 始 年 度 S.50 H.6 S.63 (H.10) (H.15) H.15 H.18 H18 

全

体

計

画 

計画面積( h a ) 9,582 4,667 1,613 1,405 2,652 3,441 2,458 2,900 

計 画 人 口 

( 千 人 ) 
703.8 198.5 64.3 36.8 62.1 83.2 61.5 65.5 

計画処理能力(m3/日) 274,200 67,500 28,280 13,200 27,000 35,000 28,800 28,700 

管渠延長( k m ) 29.3 31.7 18.89 29.91 30.8 19.1 28.8 33.1 

3

年

度

末 

計画面積( h a ) 8,979 3,605 1,073 975 1,795 2,048 1,466 768 

計 画 人 口 

( 千 人 ) 
699.8 190.6 60.0 36.6 68.3 85.8 45.7 25.0 

処 理 水 量(m3/日) 202,403 46,881 24,654 - 16,853 19,464 11,823 4,382 

管渠延長( k m ) 29.3 31.7 8.4 23.7 30.8 19.1 28.8 32.3 

関 連 市 町 名 

( 6 市 ) 
福 岡 市 
筑 紫 野 市 
春 日 市 
大 野 城 市 
太 宰 府 市 
那 珂 川 市 

( 6 町 ) 
宇 美 町 
篠 栗 町 
志 免 町 
須 恵 町 
久 山 町 
粕 屋 町 

(2 市 1 町) 
小 郡 市 
筑 紫 野 市 
基 山 町 
( 佐 賀 県 ) 

(2 市 1 町) 
筑 紫 野 市 
太 宰 府 市 
筑 前 町 

 

(2 市 1 町) 
小 郡 市 
朝 倉 市 
大 刀 洗 町 

(1 市 3 町) 
中 間 市 
水 巻 町 
遠 賀 町 
鞍 手 町 

(3 市 1 町) 
八 女 市 
筑 後 市 
み や ま 市 
広 川 町 

(2 市 1 町) 
直 方 市 
宮 若 市 
小 竹 町 

※ 全体計画の計画処理能力は日最大汚水量、令和 3 年度末処理水量については日平均流入水量である。 
※ 宝満川上流流域下水道については、平成 10 年 4 月 1 日から宝満川浄化センターで処理している。 
※ 宝満川流域下水道の処理水量には、宝満川上流流域下水道の処理水を含んでいる。 
 
 

公共下水道事業実施市町村（令和 4年 3月現在） 

北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、

小郡市、筑紫野市、春日市、 大野城市、宗像市、太宰府市、糸島市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、朝倉市、みやま

市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍

手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町（27 市 20 町） 
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福岡県の下水道普及率 
（令和 4 年 3 月現在） 

注）行政人口は、令和 4 年 3 月末現在の住民基本台帳人口。 

  処理場名において、( )は流域処理場、〈 〉は他市町の処理場。 

 

 

市 町 村 名 処 理 場 名 行政人口 処理人口 整備面積 水洗化 下水道 水洗化率 備考

（人） （人） 人口 整備率 （％） 

（ 流 域 処 理 場 ） A B （ha） （人）  C （％） B/A C/B

北 九 州 市 931,426 930,114 16,565 925,981 99.9% 99.6% 単 特

福 岡 市 1,568,689 1,564,160 17,195 1,559,723 99.7% 99.7% 単 流 特 ［御笠］

小 計 （２市） 2,500,115 2,494,274 33,760 2,485,704 99.8% 99.7% 2 1 2

大 牟 田 市 北部・南部 109,405 77,634 1,909 55,539 71.0% 71.5% 単

久 留 米 市 中央・南部・田主丸 302,122 262,379 5,450 230,407 86.8% 87.8% 単

直 方 市 （遠賀川中流） 55,857 19,344 551 14,383 34.6% 74.4% 流 ［遠中］

飯 塚 市 飯塚 125,945 58,951 1,569 53,050 46.8% 90.0% 単

柳 川 市 柳川 63,566 12,008 414 9,229 18.9% 76.9% 単

八 女 市 （矢部川） 61,288 14,568 535 11,170 23.8% 76.7% 流 ［矢部］

筑 後 市 （矢部川） 49,150 19,015 525 14,201 38.7% 74.7% 流 ［矢部］

大 川 市 大川市 32,541 8,868 234 6,337 27.3% 71.5% 単

行 橋 市 行橋 72,454 15,756 337 14,077 21.7% 89.3% 単

豊 前 市 豊前市 24,306 9,787 448 7,679 40.3% 78.5% 単

中 間 市 （遠賀川下流） 40,145 35,514 781 31,837 88.5% 89.6% 流 ［遠下］

小 郡 市 （宝満川）(福童) 59,259 56,251 1,300 51,761 94.9% 92.0% 流 ［宝満］［筑中］

筑 紫 野 市 105,782 100,653 1,619 99,163 95.2% 98.5% 流 特 ［御笠］［宝満］［宝満上流］

春 日 市 (御笠川) 112,737 112,737 1,380 112,123 100.0% 99.5% 流 ［御笠］

大 野 城 市 (御笠川) 102,002 101,965 1,467 101,740 100.0% 99.8% 流 ［御笠］

宗 像 市 宗像 96,931 94,166 2,626 93,232 97.1% 99.0% 単

太 宰 府 市 (御笠川)（宝満川上流） 71,613 71,358 1,425 69,727 99.6% 97.7% 流 特 ［御笠］［宝満上流］

古 賀 市 古賀 59,450 50,902 991 47,544 85.6% 93.4% 単

福 津 市 68,085 67,676 1,291 61,836 99.4% 91.4% 単 特

う き は 市 屋部・吉井・浮羽 28,359 25,996 1,033 21,828 91.7% 84.0% 特

宮 若 市 （遠賀川中流） 26,881 4,628 193 2,579 17.2% 55.7% 流 特 ［遠中］

朝 倉 市 (福童) 51,133 29,609 854 22,511 57.9% 76.0% 流 特 ［筑中］

み や ま 市 上長田・（矢部川） 35,788 4,045 144.5 2,422 11.3% 59.9% 単 流 ［矢部］

糸 島 市 前原・黒磯 102,936 70,710 1,147 68,256 68.7% 96.5% 単 特

那 珂 川 市 (御笠川) 50,078 49,395 708.5 48,805 98.6% 98.8% 流 特 ［御笠］

小 計 （２５市） 1,907,813 1,373,915 28,929 1,251,436 72.0% 91.1% 12 13 8

宇 美 町 (多々良川) 37,184 34,025 696 32,358 91.5% 95.1% 流 ［多々良］

篠 栗 町 (多々良川) 31,162 30,048 536.1 29,158 96.4% 97.0% 流 ［多々良］

志 免 町 (多々良川) 46,638 46,638 807 45,086 100.0% 96.7% 流 ［多々良］

須 恵 町 (多々良川) 29,104 23,482 469 22,278 80.7% 94.9% 流 ［多々良］

新 宮 町 新宮中央 33,518 28,813 442 27,750 86.0% 96.3% 単 <福岡市和白>

久 山 町 (多々良川) 9,244 8,971 328 8,440 97.0% 94.1% 流 特 ［多々良］<福岡市東部>

粕 屋 町 (多々良川) 48,592 47,749 769 46,119 98.3% 96.6% 流 ［多々良］

芦 屋 町 芦屋町 13,183 13,178 524 13,096 99.9% 99.4% 単 特

水 巻 町 （遠賀川下流） 27,824 26,406 564 23,973 94.9% 90.8% 流 ［遠下］

岡 垣 町 岡垣町 31,623 30,424 796 29,072 96.2% 95.6% 単

遠 賀 町 （遠賀川下流） 19,115 16,181 395 14,875 84.7% 91.9% 流 ［遠下］

小 竹 町 （遠賀川中流） 7,206 1,042 54 467 14.5% 44.8% 流 ［遠中］

鞍 手 町 （遠賀川下流） 15,255 7,963 308 5,879 52.2% 73.8% 流 ［遠下］

筑 前 町 30,054 27,124 780 23,368 90.3% 86.2% 単 流 ［宝満上流］

大 刀 洗 町 (福童) 15,860 14,406 526 13,359 90.8% 92.7% 流 ［筑中］

広 川 町 （矢部川） 19,329 8,901 310 6,101 46.0% 68.5% 流 ［矢部］

苅 田 町 苅田町 37,354 19,846 398 15,778 53.1% 79.5% 単

み や こ 町 豊津 18,625 1,456 34 1,243 7.8% 85.4% 単

吉 富 町 吉富 6,674 4,190 159 2,300 62.8% 54.9% 単

築 上 町 椎田・築城 17,299 5,487 152 4,389 31.7% 80.0% 単 特

小 計 （２０町） 494,843 396,330 9,047 365,089 80.1% 92.1% 8 13 3

４　　その他市町村　（下水道事業未実施）

小 計 （２市９町２村） 192,022

県総計 （２９市２９町２村） 5,094,793 4,264,519 71,736 4,102,229 83.7% 96.2% 22 27 13

　【政令市除く】 2,594,678 1,770,245 37,976 1,616,525 68.2% 91.3% 20 26 11

種別

単
公

流
関

特
環

3　　町　（下水道事業実施）　

１　　政令市

皇后崎・新町・日明・北湊・曽根

中部・東部・和白・西部・西戸崎・新西部

２　　一般市　（下水道事業実施）

福間・津屋崎

三輪中央・（宝満川上流）

(御笠川)（宝満川）（宝満川上流）
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ウ 農業集落排水汚水処理施設の整備 

【農村森林整備課】 

農業集落排水汚水処理施設（以下「農業集落

排水施設」という。）の整備は、農業集落からの

し尿、生活雑排水などの汚水や雨水を処理す

るための汚水処理施設・管路施設、発生汚泥の

循環利用に資する施設の整備を通じて、農業

用水の水質や農村生活環境の改善が図られる

ほか、河川や湖沼などの公共用水域の水質保

全に貢献しています。 

(ｱ) 施設の長寿命化に向けた取組 

農業集落排水施設は、昭和 59（1984）年か

ら整備が始まり、これまで 71 地区で供用開始

され、整備人口は47,136人と、農村地域の生

活環境の改善に大きく寄与しています。 

近年では農業集落排水施設の整備が進み、

県内の新規処理場建設数は減ってきています。

しかしながら、既存施設の老朽化が進んでい

ることから、長寿命化を図るため、施設の性能

の低下や劣化等の状況を把握する機能診断を

行い、ポンプ施設の部分更新など機能強化対

策に取り組んでいます。 

本県では、平成 18（2006）年度から令和 3

（2021）年度までに 38 地区の機能診断を実

施し、また、平成 20（2008）年度から令和 3

（2021）年度に機能強化対策を12地区で実施

しました。 

(ｲ) 今後の課題 

今後は、施設の設置後 20 年を超える地区

が急速に増加することを踏まえ、計画的に機能

診断等を行い、老朽化対策を講じることが必要

です。 

エ 漁業集落排水施設の整備 

【水産振興課】 

漁業集落排水施設の整備により、漁業集落

からのし尿、生活雑排水などの汚水や雨水を

処理するための処理施設や管路施設などの整

備を通じて、漁港及び漁場の水域環境と漁業

集落の生活環境の改善が図られます。 

漁業集落排水施設は、昭和 54（1979）年か

ら整備が始まり、これまで 13 地区で供用開始

され、整備人口は 4,405 人と、漁業集落の生

活環境の改善に大きく寄与しています。 

漁業集落排水施設の整備が進み、県内の新

規処理場建設数は減ってきています。 

しかしながら、供用開始から長期間経過した

施設が増加し、塩害など厳しい状況におかれ

ている既存施設の老朽化が進んでいることか

ら、長寿命化を図るため、施設の性能の低下や

劣化等の状況を把握する機能診断を行い、ポ

ンプ施設の部分更新など改築工事に取り組ん

でいます。 

令和元（2019）年度までに対象となる 12 地

区全てで機能診断を実施し、また、改築工事を

11地区で実施しました。 

今後は、計画的に機能診断等を行い、老朽

化対策を講じることが必要です。 

オ 浄化槽※等の整備 

【廃棄物対策課】 

〔浄化槽法〕 

 (ｱ) 浄化槽の現況 

本県の浄化槽の設置基数は、令和３（202１）

年度末で約 18 万基に達しています。このうち

約 13 万 9 千基はし尿と生活雑排水を併せて

処理する合併処理浄化槽ですが、残りの約 4

万基は生活雑排水を処理しないままに流す単

独処理浄化槽です。単独処理浄化槽は、平成

13（2001）年 4 月の浄化槽法等の改正により

新設できなくなっており、既存の単独処理浄化

槽は、合併処理浄化槽への速やかな転換が求

められています。 

浄化槽の設置や維持管理等については浄化

槽法に定められています。浄化槽法は令和元

(2019)年 6 月に大きく改正され、特定既存単

独処理浄化槽※への指導権限の強化や浄化槽

台帳の整備等浄化槽維持管理の向上のための

※浄化槽：平成13年4月の改正により、浄化槽法では、合併処理浄化槽のみが「浄化槽」として定義されていますが、本書においては、便宜上、
合併処理浄化槽と単独処理浄化槽を合わせた総称を「浄化槽」と表記しています。 

※特定既存単独処理浄化槽：既存の単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境保全上及び公衆衛生上重大な支障がでるおそれ

があるもの 
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ウ 農業集落排水汚水処理施設の整備 

【農村森林整備課】 

農業集落排水汚水処理施設（以下「農業集落

排水施設」という。）の整備は、農業集落からの

し尿、生活雑排水などの汚水や雨水を処理す

るための汚水処理施設・管路施設、発生汚泥の

循環利用に資する施設の整備を通じて、農業

用水の水質や農村生活環境の改善が図られる

ほか、河川や湖沼などの公共用水域の水質保

全に貢献しています。 

(ｱ) 施設の長寿命化に向けた取組 

農業集落排水施設は、昭和 59（1984）年か

ら整備が始まり、これまで 71 地区で供用開始

され、整備人口は47,136人と、農村地域の生

活環境の改善に大きく寄与しています。 

近年では農業集落排水施設の整備が進み、

県内の新規処理場建設数は減ってきています。

しかしながら、既存施設の老朽化が進んでい

ることから、長寿命化を図るため、施設の性能

の低下や劣化等の状況を把握する機能診断を

行い、ポンプ施設の部分更新など機能強化対

策に取り組んでいます。 

本県では、平成 18（2006）年度から令和 3

（2021）年度までに 38 地区の機能診断を実

施し、また、平成 20（2008）年度から令和 3

（2021）年度に機能強化対策を12地区で実施

しました。 

(ｲ) 今後の課題 

今後は、施設の設置後 20 年を超える地区

が急速に増加することを踏まえ、計画的に機能

診断等を行い、老朽化対策を講じることが必要

です。 

エ 漁業集落排水施設の整備 

【水産振興課】 

漁業集落排水施設の整備により、漁業集落

からのし尿、生活雑排水などの汚水や雨水を

処理するための処理施設や管路施設などの整

備を通じて、漁港及び漁場の水域環境と漁業

集落の生活環境の改善が図られます。 

漁業集落排水施設は、昭和 54（1979）年か

ら整備が始まり、これまで 13 地区で供用開始

され、整備人口は 4,405 人と、漁業集落の生

活環境の改善に大きく寄与しています。 

漁業集落排水施設の整備が進み、県内の新

規処理場建設数は減ってきています。 

しかしながら、供用開始から長期間経過した

施設が増加し、塩害など厳しい状況におかれ

ている既存施設の老朽化が進んでいることか

ら、長寿命化を図るため、施設の性能の低下や

劣化等の状況を把握する機能診断を行い、ポ

ンプ施設の部分更新など改築工事に取り組ん

でいます。 

令和元（2019）年度までに対象となる 12 地

区全てで機能診断を実施し、また、改築工事を

11地区で実施しました。 

今後は、計画的に機能診断等を行い、老朽

化対策を講じることが必要です。 

オ 浄化槽※等の整備 

【廃棄物対策課】 

〔浄化槽法〕 

 (ｱ) 浄化槽の現況 

本県の浄化槽の設置基数は、令和３（202１）

年度末で約 18 万基に達しています。このうち

約 13 万 9 千基はし尿と生活雑排水を併せて

処理する合併処理浄化槽ですが、残りの約 4

万基は生活雑排水を処理しないままに流す単

独処理浄化槽です。単独処理浄化槽は、平成

13（2001）年 4 月の浄化槽法等の改正により

新設できなくなっており、既存の単独処理浄化

槽は、合併処理浄化槽への速やかな転換が求

められています。 

浄化槽の設置や維持管理等については浄化

槽法に定められています。浄化槽法は令和元

(2019)年 6 月に大きく改正され、特定既存単

独処理浄化槽※への指導権限の強化や浄化槽

台帳の整備等浄化槽維持管理の向上のための

※浄化槽：平成13年4月の改正により、浄化槽法では、合併処理浄化槽のみが「浄化槽」として定義されていますが、本書においては、便宜上、
合併処理浄化槽と単独処理浄化槽を合わせた総称を「浄化槽」と表記しています。 

※特定既存単独処理浄化槽：既存の単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境保全上及び公衆衛生上重大な支障がでるおそれ

があるもの 

 

 

 

措置が講じられています。 

(ｲ) 浄化槽の整備の促進 

公共用水域の水質汚濁の主な原因は、生活

排水です。合併処理浄化槽は、下水道が未整

備又は整備が困難な地域における生活排水対

策に有効であり、これを推進するため、昭和

62（1987）年度に市町村の整備事業に対する

国庫補助制度が、平成元(1989)年度からは、

県費補助制度も創設されました。 

また、平成 9(1997)年度からは、合併処理

浄化槽の面的かつ計画的な整備を図るため、

市町村が設置及び維持管理主体となって合併

処理浄化槽を整備する浄化槽市町村整備推進

事業等に対する県費補助制度も創設し、より安

定した管理体制の下で合併処理浄化槽の整備

を促進しています。 

更に、平成 29（2017）年度からは、合併処

理浄化槽への転換に伴う単独処理浄化槽、汲

み取り便槽の撤去費及び配管費に対する県費

補助を行い、合併処理浄化槽の普及に努めて

います。 

令和 3（2021）年度は、46 市町村において

県費による補助事業を実施しており、3（2021）

年度までに約 11万基の浄化槽が整備されまし

た。 

(ｳ) 浄化槽の適正管理の促進 

10 月 1 日は浄化槽の日であり、本県でも

様々な機会を捉え、浄化槽の普及促進や維持

管理適正化に向けて取組を行っています。 

令和 2(2020)年度には、新型コロナウイル

ス感染症が懸念される中でもインターネットを

通じた配信等による新しい生活様式に対応し

た広報手段として、合併処理浄化槽への転換

や適正な維持管理、浄化槽そのものについて

知ることが出来る動画を制作しました。 
福岡県浄化槽動画一覧（視聴できます） 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/ 
contents/johkaso-douga.html 
 

浄化槽が十分な性能を発揮するためには、

維持管理（保守点検及び清掃）が適正に行われ

ていることが必要です。このため、浄化槽管理

者は、年に1回、都道府県知事の指定する検査

機関による浄化槽の検査（11 条検査）を受ける

ことが義務付けられており、その結果に基づき、

維持管理や施設の改善等を行うこととされて

います。本県の11条検査受検率は約7割であ

り、全国平均と比べると高い状況にありますが、

さらなる受検率向上のため、令和元(2019)年

度からは、未受検の浄化槽管理者に対して一

斉に文書を送付し、立入検査等とあわせて受

検を促進する取組を行っています。 

(ｴ) コミュニティ・プラント 

上記のほか、市町村の定める一般廃棄物処

理計画に基づき設置されている地域し尿処理

施設（コミュニティ・プラント）があります（令和４

人槽 平成30年3月 平成31年3月 令和2年3月 令和3年3月 令和4年3月 

～20 156,089 157,870 158,694 159,902 159,327 

21～100 17,974 18,018 17,866 17,769 16,475 

101～300 3,212 3,211 3,182 3,147 2,908 

301～500 618 616 611 604 590 

501～1,000 213 211 209 207 201 

1,001～2,000 109 110 108 108 112 

2,001～5,000 46 45 46 46 45 

5,001～ 6 6 6 6 5 

合計 

（うち合併処理浄化槽） 

178,267 

(131,566) 

180,087 

(134,153) 

180,722 

(135,887) 

181,789 

(137,773) 

179,663 

(139,445) 

浄化槽設置基数 
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（202２）年9月1日現在1２施設）。 

 (6) 水辺環境保全活動の促進 

【環境保全課】 

 

身近な川や池などの水辺環境を保全してい

くためには、行政、地域、学校、ＮＰＯなどの各

活動主体が協力しながら、水辺での環境教育

や水辺環境の保全につながる取組を県内各地

に広げていく必要があります。 

県では、市町村と協力しながら、小・中学校

の児童・生徒等を対象とした水辺教室を実施し

ています。また、そのような水辺環境保全活動

を推進する指導者の養成を目的として水生生

物講座を開催するとともに、環境保全啓発用資

材「水辺に学ぶ－ふくおか水辺の保全活動プ

ログラム」、「水辺で生きる－ふくおかの水辺の

生きものガイドブック」、「川の生き物観察ガイ

ドブック」等を作成し、これらを活用しながら事

業を実施しています。 
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（202２）年9月1日現在1２施設）。 

 (6) 水辺環境保全活動の促進 

【環境保全課】 

 

身近な川や池などの水辺環境を保全してい

くためには、行政、地域、学校、ＮＰＯなどの各

活動主体が協力しながら、水辺での環境教育

や水辺環境の保全につながる取組を県内各地

に広げていく必要があります。 

県では、市町村と協力しながら、小・中学校

の児童・生徒等を対象とした水辺教室を実施し

ています。また、そのような水辺環境保全活動

を推進する指導者の養成を目的として水生生

物講座を開催するとともに、環境保全啓発用資

材「水辺に学ぶ－ふくおか水辺の保全活動プ

ログラム」、「水辺で生きる－ふくおかの水辺の

生きものガイドブック」、「川の生き物観察ガイ

ドブック」等を作成し、これらを活用しながら事

業を実施しています。 

第４節 土壌環境の保全 

〔土壌汚染対策法、農用地土壌汚染防止法〕 

１ 土壌汚染対策法に基づく適切な管理 

【環境保全課】 

(1) 土壌汚染対策の現況

近年、土地取引時等の自主的な土壌調査に

より土壌汚染が判明する事例が増加しており、

汚染土壌の適切な管理への不安が懸念されて

います。 

本県は、水道未普及人口が約 25 万 8 千人

であり、土壌汚染周辺地区での井戸水飲用に

よる県民リスクを低減することが重要です。 

本県では、土壌汚染を起因とした県民の健

康被害を防止するため、土壌汚染が判明した

場合には、周辺地下水の汚染状況の把握や周

知に努め、土壌汚染対策法に基づき、土地所有

者等に対し適切な対策を指導しているところで

す。 

(2) 県内の土壌汚染事例と措置の状況

県内では令和 3（2021）年度末現在、土壌

汚染対策法に基づく「要措置区域」が本県で 3

件、福岡市で 2 件、久留米市で 2 件、｢形質変

更時要届出区域｣が本県で32件、北九州市で

74 件、福岡市で 12件、久留米市で 12件、指

定されています。 

また、指定区域及び自主的な土壌調査によ

って土壌汚染が判明した事例において、汚染

土壌の除去や浄化などの措置が進められてい

ます。 

本県では、周辺の飲用井戸の地下水調査を

実施し、周辺住民等にその結果を周知するとと

もに、措置を継続中の土地所有者等に対し土

壌の汚染状態に応じた措置を指導しました。 
土壌汚染対策法の施行状況（令和3年度） 

福
岡
県

北
九
州
市

福
岡
市

久
留
米
市

3条調査の結果報告件数 13 2 4 0 

3条ただし書の確認件数 14 9 4 2 

4条届出件数 496 95 165 47 

4条3項調査命令件数 0 0 4 0 

5条調査命令件数 0 0 0 0 

6条要措置区域指定件数＊ 3 0 2 2 

11条形質変更時要届出区域 

指定件数＊ 
32 74 12 12 

14条申請件数 4 9 4 2 

22条汚染土壌処理業 

許可件数＊ 
4 4 0 0 

注）福岡県の件数には北九州市、福岡市、久留米市の件数は含ま

れません。＊印の項目は、令和4年3月末現在の件数です。 

(3) 今後の取組

本県では、水質汚濁防止法や廃棄物処理法

等に基づき、新たに土壌汚染が生じないよう事

業者を指導します。 

一方、過去に生じた土壌汚染については、法

に基づく土壌調査や自主的な土壌調査等を通

じて把握していくことになります。 

汚染が確認された場合には、汚染の状況や

周辺の地下水の利用状況を踏まえ、本県にお

いて周辺地区での地下水調査を実施するとと

もに、土地所有者等に対し土壌の除去等の措

置を指導します。また、土壌汚染の状況や周辺

土壌汚染対策法に基づき、土地所有者等に対し調査・対策の指導を行うとともに、土壌汚染が

判明した土地の周辺地下水の汚染状況の把握や周知に努めています。 

また、大牟田市における鉱業活動（亜鉛製錬）に由来する農用地のカドミウム汚染について、

本県では、昭和 48（1973）年 8 月、平成 5（1993）年 6 月、16（2004）年 11 月、26（2014）

年 4 月に大牟田市の一部を農用地土壌汚染防止法に基づく農用地土壌汚染対策地域に指定

し、汚染防止対策を実施しています。 
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地下水の調査結果等について、周辺住民等に

速やかに情報提供を行います。 

 

２ 農用地土壌汚染の現状と対策 

【食の安全・地産地消課】 

(1) 現状 

農用地土壌汚染防止法では、カドミウム、銅、

ヒ素といった特定有害物質による農用地の土

壌の汚染の防止及び除去並びにその汚染に係

る農用地の利用の合理化を図るために必要な

措置を講じることとしています。 

県内には、大牟田市に鉱業活動（亜鉛製錬）

に由来するカドミウム汚染地域があり、本県は

基準値を超える米が生産される地域を農用地

土壌汚染対策地域に指定し、玄米中のカドミウ

ム濃度調査や汚染防止対策等を実施していま

す。 

令和 3（2021）年度は下表のとおり、7 地点

で玄米中のカドミウム濃度調査を実施しました。 
令和3年度玄米中のカドミウム濃度調査結果 

（農用地土壌汚染対策地域内） 

地点名 
分析値

(ppm) 

No.1 0.37 

No.2 0.18 

No.3 0.35 

No.4 0.15 

No.5 0.05 

No.6 0.23 

No.7 0.11 

(注)食品衛生法に基づく米のカドミウムの基準値は 

0.4ppm以下（玄米・精米） 

(2) 対策  

大牟田市における農用地土壌汚染対策は、

6 つの対策地域（昭和開、昭和開西部、昭和開

北部、昭和開北部第二、北部、南部）を中心に

客土や農作物技術対策指導等を実施していま

す。 

昭和開地区では平成 7（1995）～11（1999）

年度に 38.19 ヘクタールの客土工事を実施し、

10（1998）～13（2001）年度のカドミウム調

査で問題ないとの結果となったため、17

（2005）年 2 月に対策地域の指定を解除しま

した。 

昭和開西部地区では平成 17（2005）～21

（2009）年度に44.53ヘクタールの客土工事

を実施し、19（2007）～21（2009）年度のカ

ドミウム調査で問題ないとの結果となったため、

23（2011）年 6 月に対策地域の指定を解除し

ました。 

昭和開北部地区では平成 21（2009）～25

（2013）年度まで 55.42 ヘクタールの客土工

事を実施し、24（2012）～26（2014）年度の

カドミウム調査で問題ないとの結果となったた

め、27（2015）年 4 月に対策地域の指定を解

除しました。 

昭和開北部第二地区では平成 29（2017）

～令和2（2020）年度まで32.09ヘクタール

の客土工事を実施し、平成３０（2018）～令和

２（2020）年度のカドミウム調査で問題ないと

の結果となったため、令和４年（２０２２）年５月

に対策地域の指定を解除しました。 

客土工事が完了していない地域等において

は、カドミウムの吸収抑制対策として、農作物

技術対策の指導や土壌改良資材の購入費に対

する補助等を実施しています。 

ア 客土 

汚染土の上に非汚染土を 30cm 盛る「上乗

客土」を実施しています。その効果を確認する

ため、客土完了後に玄米中のカドミウム濃度調

査を実施しています。 

イ 農作物技術対策指導 

水田におけるカドミウム吸収抑制のため、水

稲の湛水管理などの技術指導を関係機関が一

体となって行っています。 

ウ 土壌改良資材の購入費に対する補助 

農作物のカドミウム吸収抑制を図るため、客

土が完了していない対策地域等の関係農家を

対象に、カドミウムの吸収抑制に有効な土壌改

良資材の購入費について補助を行っています。 
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地下水の調査結果等について、周辺住民等に

速やかに情報提供を行います。 
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【食の安全・地産地消課】 

(1) 現状 

農用地土壌汚染防止法では、カドミウム、銅、

ヒ素といった特定有害物質による農用地の土

壌の汚染の防止及び除去並びにその汚染に係

る農用地の利用の合理化を図るために必要な

措置を講じることとしています。 

県内には、大牟田市に鉱業活動（亜鉛製錬）

に由来するカドミウム汚染地域があり、本県は

基準値を超える米が生産される地域を農用地

土壌汚染対策地域に指定し、玄米中のカドミウ

ム濃度調査や汚染防止対策等を実施していま

す。 

令和 3（2021）年度は下表のとおり、7 地点

で玄米中のカドミウム濃度調査を実施しました。 
令和3年度玄米中のカドミウム濃度調査結果 

（農用地土壌汚染対策地域内） 

地点名 
分析値

(ppm) 

No.1 0.37 

No.2 0.18 

No.3 0.35 

No.4 0.15 

No.5 0.05 

No.6 0.23 

No.7 0.11 

(注)食品衛生法に基づく米のカドミウムの基準値は 

0.4ppm以下（玄米・精米） 

(2) 対策  

大牟田市における農用地土壌汚染対策は、

6 つの対策地域（昭和開、昭和開西部、昭和開

北部、昭和開北部第二、北部、南部）を中心に

客土や農作物技術対策指導等を実施していま

す。 

昭和開地区では平成 7（1995）～11（1999）

年度に 38.19 ヘクタールの客土工事を実施し、

10（1998）～13（2001）年度のカドミウム調

査で問題ないとの結果となったため、17

（2005）年 2 月に対策地域の指定を解除しま

した。 

昭和開西部地区では平成 17（2005）～21

（2009）年度に44.53ヘクタールの客土工事

を実施し、19（2007）～21（2009）年度のカ

ドミウム調査で問題ないとの結果となったため、

23（2011）年 6 月に対策地域の指定を解除し

ました。 

昭和開北部地区では平成 21（2009）～25

（2013）年度まで 55.42 ヘクタールの客土工

事を実施し、24（2012）～26（2014）年度の

カドミウム調査で問題ないとの結果となったた

め、27（2015）年 4 月に対策地域の指定を解

除しました。 

昭和開北部第二地区では平成 29（2017）

～令和2（2020）年度まで32.09ヘクタール

の客土工事を実施し、平成３０（2018）～令和

２（2020）年度のカドミウム調査で問題ないと

の結果となったため、令和４年（２０２２）年５月

に対策地域の指定を解除しました。 

客土工事が完了していない地域等において

は、カドミウムの吸収抑制対策として、農作物

技術対策の指導や土壌改良資材の購入費に対

する補助等を実施しています。 

ア 客土 

汚染土の上に非汚染土を 30cm 盛る「上乗

客土」を実施しています。その効果を確認する

ため、客土完了後に玄米中のカドミウム濃度調

査を実施しています。 

イ 農作物技術対策指導 

水田におけるカドミウム吸収抑制のため、水

稲の湛水管理などの技術指導を関係機関が一

体となって行っています。 

ウ 土壌改良資材の購入費に対する補助 

農作物のカドミウム吸収抑制を図るため、客

土が完了していない対策地域等の関係農家を

対象に、カドミウムの吸収抑制に有効な土壌改

良資材の購入費について補助を行っています。 

  

 

 

第５節 化学物質等による環境・健康影響対策 

〔化学物質排出把握管理促進法、ダイオキシン類対策特別措置法〕 

 
１ 化学物質の適正管理 

【環境保全課】 

これまで、私たちは様々な化学物質を大量に

利用することで快適な生活を実現してきました。

化学物質は、工業用原料として用いられる基礎

的な化学製品から、合成洗剤、化粧品、農薬、医

薬品といった身近な製品に至るまで広く利用さ

れています。便利で豊かな現代社会は、このよう

な化学物質に支えられているといっても過言で

はありません。 

一方で、化学物質の中には、ダイオキシン類の

ように、製造や使用、廃棄の過程で人の健康や生

態系に悪影響を及ぼすなど、環境汚染をもたら

すものがあります。 

現在、国内で流通している化学物質は数万種

とも言われ、更に毎年膨大な数の化学物質が生

成されており、問題が明らかになるたび、物質ご

とに規制を行う対応だけでは難しい面がありま

す。 

従来の規制的手法に加え、包括的、計画的対

応が求められている中で、化学物質の新たな管

理の仕組みとして、ＰＲＴＲ制度が平成 13（2001）

年度から導入されています。  

(1) ＰＲＴＲ制度 

〔化学物質排出把握管理促進法〕 

ア ＰＲＴＲとは 

ＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer 

Register）とは、事業所から環境中への化学物

質の排出量及び廃棄物としての移動量を事業者

が届出し、国がその結果を集計・公表する制度で

す。 

この制度は、有害な化学物質を一つ一つ規制

していく方法とは異なり、情報公開によって事業

者自身による管理を促し削減を図るもので、事業

者からの排出量等の届出は、平成 14（2002）年

度（13（2001）年度排出分）から開始されました。 

イ 集計結果の概要 

令和 3（2021）年度は、2（2020）年度中の排

出量・移動量の届出がありました。 

(ｱ) 県内の届出排出量・移動量等の概況 

本県の届出排出量は、前年度と比べ約10.9％

減少し、届出移動量は約 22.4％減少しました。

（なお、有価売却される化学物質は、ＰＲＴＲにお

ける「移動量」の対象とはなりません。） 
排出量・移動量の概況 

以下、この項では、特に記載がない限り、県内の 

令和２年度排出分の数値を記載しています。 

区分 数値 全国順位 対全国比 

届出事業所数 1,117 9位 3.4% 

届出排出量 4,877 ﾄﾝ 7位 3.9% 

届出移動量 11,206 ﾄﾝ 6位 4.9% 

届出外排出量 6,382 ﾄﾝ 9位 3.5% 
※「届出外排出量」とは、従業員数や取扱量の要件を充たさない事

業者、対象業種外の事業者、家庭及び移動体（自動車、航空機等）な

ど、届出を要しないものからの排出量を国が推計したものです。 

届出排出量・移動量の経年変化 

 

現代社会においては、多様な化学物質が利用されており、環境中には多くの種類の化学物質が存

在します。 

本県では、ダイオキシン類などの有害化学物質による環境汚染防止対策の促進や、ＰＲＴＲ制度に

基づく化学物質の適正管理の促進を図っています。 
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(ｲ) 県内の届出量の排出・移動先 

届出排出量の排出先を見ると、大気と公共用

水域でほぼ全てを占めています。届出移動量に

ついては、ほとんどが廃棄物としての移動となっ

ています。 
 届出排出量の排出先割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
届出移動量の移動先割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 県内の届出における業種別内訳 

届出状況を業種別に見ると、届出事業所数で

は、燃料小売業がほぼ半数を占めています。 
届出事業所数の業種別内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

届出排出量では、輸送用機械器具製造業が約

2 割を占めるほかは、業種により分散しています。 
 届出排出量の業種別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出移動量では、鉄鋼業が約 6 割を占め、化

学工業を合わせた上位 2 業種で全体の約 9 割

を占めています。 
届出移動量の業種別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 県内の届出における市町村別内訳 

届出状況を市町村別に見ると、大気への排出

量では、北九州市、苅田町、大牟田市など製造業

が盛んな市町が上位を占めています。 
大気への排出量の市町村別内訳 
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(ｲ) 県内の届出量の排出・移動先 

届出排出量の排出先を見ると、大気と公共用

水域でほぼ全てを占めています。届出移動量に

ついては、ほとんどが廃棄物としての移動となっ

ています。 
 届出排出量の排出先割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
届出移動量の移動先割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 県内の届出における業種別内訳 

届出状況を業種別に見ると、届出事業所数で

は、燃料小売業がほぼ半数を占めています。 
届出事業所数の業種別内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

届出排出量では、輸送用機械器具製造業が約

2 割を占めるほかは、業種により分散しています。 
 届出排出量の業種別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出移動量では、鉄鋼業が約 6 割を占め、化

学工業を合わせた上位 2 業種で全体の約 9 割

を占めています。 
届出移動量の業種別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 県内の届出における市町村別内訳 

届出状況を市町村別に見ると、大気への排出

量では、北九州市、苅田町、大牟田市など製造業

が盛んな市町が上位を占めています。 
大気への排出量の市町村別内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

公共用水域への排出量では、化学工業、下水

道業や特別管理産業廃棄物処分業などが立地す

る北九州市、福岡市及び大牟田市及び久留米市

の上位4市で全体の8割以上を占めています。 
公共用水域への排出量の市町村別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物としての移動量では、鉄鋼業や化学工

業などが盛んな北九州市及び大牟田市の上位 2

市で全体の約9割を占めています。 
廃棄物としての移動量の市町村別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) 県内で環境中への排出量の多い物質 

届出排出量（集計値）と届出外排出量（推計値）

を加えた排出量全体は、11,259トンです。 

このうち、排出量が多い上位10物質の合計は、

8,929トンで排出量全体の約8割を占めていま

す。 

 

排出量の物質別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
凡例：※・・・揮発性有機化合物（VOC） 
（注）「その他」にもVOCが一部含まれます。 
 

ウ ＰＲＴＲ制度の活用による今後の化学物

質対策 

ＰＲＴＲ制度により、事業者は、様々な箇所から

の環境への排出量を把握し、行政に届け出ること

になります。 

この制度を単なる届出制度で終わらせるので

はなく、事業者が化学物質の自主的な管理の改

善を進め、化学物質のリスクに対しての危機管

理意識を持ち、環境への無駄な排出を抑制でき

るよう、更なる啓発に努めていきます。 

(2) 有害物質使用・貯蔵事業場情報の集約と共有 

災害や事故に備え、有害物質等を使用・貯蔵

する事業場等に関する情報の把握や、関係機関

との情報の共有を行います。 
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２ ダイオキシン類の現況と対策 

【環境保全課、廃棄物対策課】 

〔ダイオキシン類対策特別措置法〕 

ダイオキシン類は、ごみの焼却による燃焼過程

の他、金属の精錬過程や紙などの塩素漂白過程

など、様々なところで発生します。そのため、環境

中には広く存在していますが、量は非常にわず

かです。 

ダイオキシン類は、「人工物質として最も強い

毒性を持つ物質である」と言われていますが、こ

れは日常の生活の中で摂取する量の数十万倍

の量を摂取した場合の急性毒性のことで、私たち

が日常生活の中で摂取する量により急性毒性が

生じるようなことは考えられません。 

ダイオキシン類については、平成 12（２０００）

年に施行された「ダイオキシン類対策特別措置法」

に基づく措置等により、我が国におけるダイオキ

シン類の排出量は大幅に減少しています。 

 
ダイオキシン類とは 

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）及びコプラナ

ーポリ塩化ビフェニル（コプラナーＰＣＢ）を総称してダイオキシン類といいます。 

ダイオキシン類は、無色無臭の固体でほとんど水に溶けませんが、脂肪などには溶けやすい

性質を持っています。 

また、ダイオキシン類は、酸、アルカリをはじめとする他の化学物質とは容易に反応しない安

定した性質を持っていますが、太陽からの紫外線で徐々に分解されると言われています。 

なお、ダイオキシン類の毒性の強さは、最も毒性が強い「2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキ

シン」を 1 としてそれぞれの異性体ごとの係数（毒性等価係数：TEF）により換算した毒性を合計し

た値（毒性等量：TEQ）で表します。 

 
日本におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量 

単位：g-TEQ／年 

事業分野 削減目標量 
（参考）推計排出量 

平成 9 年 令和 2 年 

1 廃棄物処理分野 106 7,205～7,658 58 

 

(1)一般廃棄物焼却施設 33 5,000 22 

(2)産業廃棄物焼却施設 35 1,505 17 

(3)小型廃棄物焼却炉等（法規制対象） 22 
700～1,153 

10 

(4)小型廃棄物焼却炉（法規制対象外） 16 8.7 

2 産業分野 70 470 37 

 

(1)製鋼用電気炉 31.1 229 15.7 

(2)鉄鋼業焼結施設 15.2 135 5.4 

(3)亜鉛回収施設 3.2 47.4 1.2 

(4)アルミニウム合金製造施設 10.9 31.0 7.9 

(5)その他の施設 9.8 27.3 6.3 

3 その他 0.2 1.2 0.6 

合 計 176 7,676～8,129 96 
【資料：「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」(平成 24 年 8 月、環境省) 

及び「ダイオキシン類の排出量の目録（排出インベントリー）について」（令和４年３月、環境省）】 
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２ ダイオキシン類の現況と対策

【環境保全課、廃棄物対策課】

〔ダイオキシン類対策特別措置法〕

ダイオキシン類は、ごみの焼却による燃焼過程

の他、金属の精錬過程や紙などの塩素漂白過程

など、様々なところで発生します。そのため、環境

中には広く存在していますが、量は非常にわず

かです。

ダイオキシン類は、「人工物質として最も強い

毒性を持つ物質である」と言われていますが、こ

れは日常の生活の中で摂取する量の数十万倍

の量を摂取した場合の急性毒性のことで、私たち

が日常生活の中で摂取する量により急性毒性が

生じるようなことは考えられません。

ダイオキシン類については、平成 12（２０００）

年に施行された「ダイオキシン類対策特別措置法」

に基づく措置等により、我が国におけるダイオキ

シン類の排出量は大幅に減少しています。

ダイオキシン類とは

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）及びコプラナ

ーポリ塩化ビフェニル（コプラナーＰＣＢ）を総称してダイオキシン類といいます。

ダイオキシン類は、無色無臭の固体でほとんど水に溶けませんが、脂肪などには溶けやすい

性質を持っています。

また、ダイオキシン類は、酸、アルカリをはじめとする他の化学物質とは容易に反応しない安

定した性質を持っていますが、太陽からの紫外線で徐々に分解されると言われています。

なお、ダイオキシン類の毒性の強さは、最も毒性が強い「2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキ

シン」を 1 としてそれぞれの異性体ごとの係数（毒性等価係数：TEF）により換算した毒性を合計し

た値（毒性等量：TEQ）で表します。

日本におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量
単位：g-TEQ／年

事業分野 削減目標量
（参考）推計排出量

平成 9 年 令和 2 年

1 廃棄物処理分野 106 7,205～7,658 58

(1)一般廃棄物焼却施設 33 5,000 22

(2)産業廃棄物焼却施設 35 1,505 17

(3)小型廃棄物焼却炉等（法規制対象） 22
700～1,153

10

(4)小型廃棄物焼却炉（法規制対象外） 16 8.7

2 産業分野 70 470 37

(1)製鋼用電気炉 31.1 229 15.7

(2)鉄鋼業焼結施設 15.2 135 5.4

(3)亜鉛回収施設 3.2 47.4 1.2

(4)アルミニウム合金製造施設 10.9 31.0 7.9

(5)その他の施設 9.8 27.3 6.3

3 その他 0.2 1.2 0.6

合 計 176 7,676～8,129 96
【資料：「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」(平成 24 年 8 月、環境省) 

及び「ダイオキシン類の排出量の目録（排出インベントリー）について」（令和４年３月、環境省）】

(1) ダイオキシン類に係る環境調査

環境中におけるダイオキシン類濃度の実態

を把握するため、国、県、北九州市、福岡市な

どが、大気、水質、底質、土壌などの概況調査

を実施しています。
令和 3年度ダイオキシン類概況調査実施状況 

（地点数） 
媒体名 

実施機関 
大気 公共用水域 

地下水 土壌 
水質 底質 

国等 環境省 1 0 0 0 0 

国土交通省 0 6 6 0 0 

県 4 13 13 4 8 

中
核
市

政
令
市

北九州市 4 21 5 1 5 

福岡市 7 14 14 1 1 

久留米市 2 3 3 14 2 

その他市町村 6 6 0 7 10 

計 24 63 41 27 26 

ア 大気環境

10市 1町の24 地点において調査を実施し

た結果、全ての調査地点で環境基準に適合し

ていました。 
大気環境調査結果（令和 3年度） 

単位：pg-TEQ/ｍ３ 

調査区分 
調 査 

地点数 
測定範囲 

環境 

基準 

一般環境 15 0.0047～0.064 
0.6 

発生源周辺 9 0.0062～0.024 

イ 公共用水域の水質

海域15地点、河川44地点及び湖沼4地点に

おいて調査を実施した結果、全ての調査地点

で環境基準に適合していました。
公共用水域の水質調査結果（令和 3年度） 

単位：pg-TEQ/L 

調査区分 
調 査 
地点数 

測定範囲 
環境 
基準 

海  域 15 0.036～0.23 

1 河  川 44 0.017～1 

湖  沼 4 0.034～0.071 

ウ 公共用水域の底質

海域10地点、河川28地点及び湖沼3地点に

おいて調査を実施した結果、全ての調査地点

で環境基準に適合していました。

公共用水域の底質調査結果（令和 3年度） 
単位：pg-TEQ/g 

調査区分 
調 査 
地点数 

測定範囲 
環境 
基準 

海 域 10 0.2～23 

150 河 川 28 0.22～10 

湖 沼 3 2.4～6.9 

エ 地下水環境

6市3町の27地点において調査を実施した

結果、2つの調査地点で環境基準を超過してい

ました。 

久留米市の超過した2地点については、周辺

の追加調査を行い、汚染状況の把握をしたう

えで対策について検討がなされています。
地下水環境調査結果（令和 3年度） 

単位：pg-TEQ/L 

調査地点数 測定範囲 環境基準 
27 0.0021～6.1 1 

オ 土壌環境

8市4町の26地点において調査を実施した

結果、全ての調査地点で環境基準に適合して

いました。 
土壌環境調査結果（令和 3年度） 

単位：pg-TEQ/ｇ 

調査区分 
調 査 
地点数 

測定範囲 
環境 
基準 

一般環境 18 0.0049～110 
1000 

発生源周辺 8 0.004～21 

注：土壌については、環境基準のほか、必要な調査を実施する目安とし

て調査指標が設定されている。（調査指標：250pg-TEQ/ｇ） 

(2) 発生源対策

ア 特定施設設置者による測定状況

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大

気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設

置者は、排出ガス・排出水についてダイオキシ

ン類による汚染状況の測定を実施しています。 

また、廃棄物焼却炉である特定施設の排出

ガス・排出水の測定を行う場合は、併せてばい

じん及び焼却灰その他燃え殻についても測定

を実施して報告を行っています。 

令和 3（2021）年度中に本県に報告された

排出ガス測定結果は、全ての施設で排出基準
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に適合していました。なお、2(2020)年度に報

告された結果について、排出基準を超過した施

設がありましたが、本県が改善対策の実施指

導を行った結果、現在は排出基準に適合して

います。 
事業者による測定結果【排出ガス】（令和 3年度） 

特定施設の種類 
対 象 

施設数 

報 告 

施設数 

排出基準 

超過 

施設数 

廃棄物 

焼却炉 

176 82 0 

35 33 0 

16 16 0 

14 13 0 

その他 

28 25 0 

9 7 0 

0 0 0 

5 5 0 

計 283 181 0 

事業者による測定結果【排出水】（令和 3年度） 
対象 

事業場数 

報  告 

事業場数 

排出基準超過 

事業場数 

福岡県 7 5 0 

北九州市 17 4 0 

福岡市 3 3 0 

久留米市 0 0 0 

計 27 12 0 

事業者による測定結果【燃え殻等】（令和 3年度） 

区 分 
対 象 
施設数 

報 告 
施設数 

処分基準 
該当施設数 

燃
え
殻

福岡県 176 69 0 

30 28 0 

福岡市 13 13 0 

14 13 0 

計 233 123 0 

ば
い
じ
ん

福岡県 176 59 0 

26 24 0 

福岡市 13 13 0 

14 13 0 

計 229 109 0 

燃え殻等の処分を行う場合には、当該燃え

殻等に含まれるダイオキシン類の量が 3ng-

TEQ/g 以内となるように処理することが義務

付けられています。そのため、各事業者に対し、

燃え殻等の適正な処分の徹底を指導していま

す。 

なお、未測定事業者に対しては、自主測定の

実施を強く指導しています。 

イ 行政による立入測定状況

ダイオキシン類対策特別措置法の適正な施

行を確保するため、県、政令市及び中核市にお

いて特定施設設置事業者に対して立入測定を

実施しています。 

令和3（2021）年度中に、県内の大気基準適

用の８施設及び水質基準適用の 1 施設に立入

測定を行いましたが、すべて排出基準に適合し

ていました。 
行政による立入測定結果（令和 3年度） 

区 分 検査数 
排出基準 
超過施設数 

大気基準 

適用施設 

福岡県 ３ 0 

北九州市 4 0 

福岡市 0 0 

久留米市 1 0 

水質基準 

適用施設 

福岡県 0 0 

北九州市 1 0 

福岡市 0 0 

久留米市 0 0 

計 ９ 0 

(3) ごみ焼却施設からの削減対策の推進

ごみ焼却施設から発生するダイオキシン類

の削減は重要な課題です。 

このため、排ガスのダイオキシン類濃度に関

する維持管理基準が設定され、既存施設に対

する基準値が大幅に強化されました。県内の各

市町村等が設置する焼却施設については、施

設の新設・改造等を行ったことにより、全ての

施設において基準を達成しています。 

３ 農薬流通の動向と安全対策 

【食の安全・地産地消課】 

(1) 農薬流通の動向

令和2農薬年度（元年 10月～2年9月）の

県内の農薬流通量は、7,470 トンで前年度に

比べ242トン増加しています。 

毒性別内訳では、普通物全体は約 3.6％増

加し、毒物及び劇物指定農薬は約 2.8％減少

しています。 
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事業場数 
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計 27 12 0 

 

事業者による測定結果【燃え殻等】（令和 3年度） 
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施設数 
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施設数 
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燃え殻等の処分を行う場合には、当該燃え

殻等に含まれるダイオキシン類の量が 3ng-

TEQ/g 以内となるように処理することが義務

付けられています。そのため、各事業者に対し、

燃え殻等の適正な処分の徹底を指導していま

す。 

なお、未測定事業者に対しては、自主測定の

実施を強く指導しています。 

イ 行政による立入測定状況 

ダイオキシン類対策特別措置法の適正な施

行を確保するため、県、政令市及び中核市にお

いて特定施設設置事業者に対して立入測定を

実施しています。 

令和3（2021）年度中に、県内の大気基準適

用の８施設及び水質基準適用の 1 施設に立入

測定を行いましたが、すべて排出基準に適合し

ていました。 
行政による立入測定結果（令和 3年度） 
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超過施設数 
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北九州市 4 0 

福岡市 0 0 

久留米市 1 0 
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適用施設 

福岡県 0 0 

北九州市 1 0 

福岡市 0 0 

久留米市 0 0 
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(3) ごみ焼却施設からの削減対策の推進 

ごみ焼却施設から発生するダイオキシン類

の削減は重要な課題です。 

このため、排ガスのダイオキシン類濃度に関

する維持管理基準が設定され、既存施設に対

する基準値が大幅に強化されました。県内の各

市町村等が設置する焼却施設については、施

設の新設・改造等を行ったことにより、全ての

施設において基準を達成しています。 

 

３ 農薬流通の動向と安全対策 

【食の安全・地産地消課】 

(1) 農薬流通の動向 

令和2農薬年度（元年 10月～2年9月）の

県内の農薬流通量は、7,470 トンで前年度に

比べ242トン増加しています。 

毒性別内訳では、普通物全体は約 3.6％増

加し、毒物及び劇物指定農薬は約 2.8％減少

しています。 
 

 

 

農薬の流通量 

(注) 普通物：毒物・劇物に該当しない農薬を指す通称 

(資料：日本植物防疫協会「JPP-NET」より) 

(2) 農薬の安全使用対策 

ア 農薬の登録制度と使用規制 

農薬は、環境や人畜への安全性を確保する

ため、農薬取締法に基づいた登録が義務付け

られています。さらに、水環境を汚染するおそ

れがあるものについては、水質汚濁性農薬に

指定され、その使用が特に厳しく規制されてい

ます。 

農薬使用者においても、同法の規定により農

薬ごとに定められている使用基準を遵守し、適

正に使用することが責務となっています。 

イ 農薬安全使用の推進 

農薬による環境及び人畜魚介類への危害防

止を図るため、県や市町村では農薬安全使用

の周知徹底に努めています。 

本県では、農薬使用者や農薬販売者等を対

象に、立入検査や農薬安全使用講習会などを

実施し、農薬の安全使用の啓発活動に取り組

んでいます。 

また、農薬の使用量が多いゴルフ場におい

て、農薬使用状況の調査、現地指導を実施し、

農薬による被害の防止、周辺環境の保全に取

り組んでいます。 

市町村、農業協同組合等で構成する地域農

薬安全使用対策協議会は、地域ごとに農薬の

安全使用の啓発活動に取り組んでいます。さら

に、必要に応じて、各協議会から養蜂家へ農薬

散布の情報を提供し、みつばちに対する農薬

被害を低減させるよう取り組んでいます。 

また、本県では、効率的な農薬使用による環

境負荷の低減を進めるため、農作物の病害虫

の発生状況を的確に把握し、防除適期などの

情報を関係機関等に提供するとともに、農薬だ

けに頼らない防除技術の開発・普及に取り組ん

でいます。 
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第６節 その他の生活環境の保全 

〔騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、公害防止等生活環境の保全に関する条例〕 

１ 騒音・振動・悪臭対策 

【環境保全課】 

〔騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法〕 

公害防止等生活環境の保全に関する条例〕 

騒音や振動は私たちの生活に大変身近なも

のであるため、騒音規制法及び振動規制法で

は、工場等への特定施設の設置や建設現場で

の特定作業の実施について市町村長へ届け出

るよう定めており、地方自治体が担う役割は大

きなものとなっています。 

特に近年では、都市化の進展やリモートワー

クなどライフスタイルの変化もあり、規制の対

象とならない家庭生活から発生する騒音に対

する苦情も増えてきています。 

(1) 騒音・振動の現況

騒音規制法及び振動規制法では、特定の施

設を設置している工場や事業場（特定工場等）、

特定の作業を行う建設工事（特定建設作業）、

自動車交通から発生する騒音及び振動を主な

規制対象としています。 

また、騒音規制法の規制対象外施設ではあ

るものの規制することが望ましい施設について

は、福岡県公害防止等生活環境の保全に関す

る条例及び北九州市公害防止条例により規制

しています。 

ア 特定工場等の騒音・振動

騒音規制法に基づく届出数については、前

年度と比較すると、特定施設数は約 1.７％増加、

特定工場等数は約１.１％増加となっています。 

振動規制法に基づく届出数については、前

年度と比較すると、特定施設数は約2.6％増加、

特定工場等数は約1.7％増加となっています。 

また、福岡県公害防止等生活環境の保全に

関する条例及び北九州市公害防止条例に基づ

く届出数については、前年度と比較すると、特

定施設数は約 0.6％減少、特定工場等数は約

1.5％増加しています。 
騒音規制法及び公害防止等生活環境の保全に 
関する条例に基づく特定施設の設置状況 

（令和４年3月31日現在） 

施 設 の 種 類 

特 定 施 設 数 

法による 
届出 

条例による届出 
計（前年度） 

県条例 
市条例 

(北九州市) 
 1 金属加工機械 6,729 273 15 7,017  ( 6,889 ) 

 2 空気圧縮機等 30,271 1,440 31,711  ( 31,205 ) 

 3 土石用破砕機等 1,616 15 1,631  ( 1,616 ) 

 4 織機 3,171 0 3,171  ( 3,166 ) 

 5 建設用資材製造機械 205 0 205  ( 201 ) 

 6 穀物用製粉機 236 0 236  ( 236 ) 

 7 木材加工機械 2,180 201 2,381  ( 2,392 ) 

 8 抄紙機 17 0 17  ( 17 ) 

 9 印刷機械 1,885 0 1,885  ( 1,879 ) 

10 合成樹脂用射出成形機 1,322 0 1,322  ( 1,167 ) 

11 鋳型造型機 139 0 139  ( 138 ) 

12 クーリングタワー 200 69 269  ( 281 ) 

13  ドラム缶洗浄機 0 0 ( 0 ) 

14 ロータリーキルン 10 0 10 ( 10 ) 

15 重油バーナー 258 0 258  ( 270 ) 

16 電気炉 2 0 2 ( 1 ) 

計 47,771 743 1,740 50,254  ( 49,468 ) 

工場・事業場数 6,668 404 753 7,825 ( 7,736 ) 

振動規制法に基づく特定施設の設置状況 
（令和４年3月31日現在） 

施  設  の  種  類 施設数 (前年度)

1 金 属 加 工 機 械 4,092 ( 4,042 ) 
2 圧 縮 機 5,686 ( 5,477 ) 
3 破 砕 機 等 993 ( 985 ) 
4 織 機 2,680 ( 2,675 ) 
5 コンクリートブロックマシン等 118 ( 118 ) 
6 木 材 加 工 機 械 202 ( 202 ) 
7 印 刷 機 械 956 ( 951 ) 
8 ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機 294 ( 294 ) 
9 合 成 樹 脂 用 射 出 成 形 機 1,156 ( 1,019 ) 
10 鋳 型 造 型 機 142 ( 142 ) 

計 16,319 ( 15,905 ) 

工 場 ・事 業 場 数 3,066 ( 3,014 ) 

イ 特定建設作業に伴う騒音・振動

騒音規制法に基づく届出数については、前

年度と比較すると約6.2％増加しています。 

騒音・振動・悪臭といった私たちの生活に大変身近な環境問題については、地方自治体が担う役

割は大きなものとなっています。また、放射線・放射能については、県内各地の放射線量を常時測

定するとともに、定期的に水道水等の放射能を測定しています。学校に及ぼす公害については、国

の補助により、校舎の改築などによる対策を行っています。 

- 192 -



 

 

また、振動規制法に基づく届出数についても、

前年度と比較すると約9.2％増加しています。 
騒音規制法に基づく特定建設作業の届出状況 

（令和3年度） 

作  業  の  種  類 届出件数 (前年度) 

1 くい打 機 等 を使 用 する作 業 286  ( 278 ) 

2 びょう打 機 等 を使 用 する作 業 7  ( 5 ) 

3 さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 1,981  ( 1,825 ) 

4 空 気 圧 縮 機 を使 用 する作 業 154  ( 188 ) 

5 コンクリートプラント等を設けて行う作業 4  ( 3 ) 

6 バッ ク ホ ウ を使 用 す る作 業  101  ( 88 ) 

7 トラクターショベルを使用する作業 4 ( 3 ) 

8 ブルドーザーを使 用 する作 業  9  ( 7 ) 

計 2,546 ( 2,397 ) 

 
振動規制法に基づく特定建設作業の届出状況 

（令和3年度） 

作  業  の  種  類 届出件数 (前年度) 

1 くい打機等を使用する作業 304  ( 286 ) 

2 鋼球を使用して破壊する作業 2  ( 0 ) 

3 舗装盤破砕機を使用する作業 16  ( 8 ) 

4 ブレーカーを使用する作業 1,071  ( 982 ) 

計 1,393 ( 1,276 ) 
 

ウ 自動車騒音・道路交通振動 

本県における自動車保有台数は、令和

3(2021）年度末で約 328 万台であり、ここ

10年間で約6％増加しています。 

交通量の増加等により、特に交通量の多い

幹線道路周辺地域において、自動車交通に起

因する騒音・振動等の問題が生じています。 

自動車騒音については、「道路に面する地域」

の騒音実態を把握するため、県及び市が調査

を行っています。 

令和 3（2021）年度に県及び市が実施した

県内 47 市町 1,４００路線の調査の結果、昼間

（6 時～22 時）、夜間（22 時～6 時）の各時間

帯すべての環境基準の達成率は、次表のとお

りとなっています。 

環境基準達成状況（自動車騒音） 

達成率（％）の区分 路線数 

90以上 ～ 100 1,17０  

80以上 ～ 90未満 94  

70以上 ～ 80未満 55  

60以上 ～ 70未満 32  

50以上 ～ 60未満 18  

40以上 ～ 50未満 6  

30以上 ～ 40未満 2 

20以上 ～ 30未満 3  

10以上 ～ 20未満 3 

0以上 ～ 10未満 ７ 

近隣に住居なし 10  

計 1,４００ 

 

エ 新幹線鉄道騒音・振動 

山陽新幹線は、本県では北九州市から福岡

市まで 4 市 2 町を通過し、その延長は約 80

㎞で、小倉・博多間では季節列車等を含めて 1

日平均約 180 本の列車が運行され、1 日平均

約2万9500人が利用しています。 

令和3（2021）年度に県、北九州市及び福岡

市が実施した山陽新幹線 14 測線 36 地点の

騒音測定結果で環境基準を達成しているのは

22 地点でした。この調査は平成 8（1996）年

度から 26 年間継続して実施していますが、騒

音レベルの全体（算術）平均は、図に表すとおり

70デシベル前後で推移しています。 

また、騒音測定と併せて行った山陽新幹線

14 測線20 地点の振動測定結果は、いずれの

地点においても環境庁長官が運輸大臣に勧告

（昭和 51（1976）年 3 月 12 日）した指針値で

ある70デシベルの範囲内でした｡ 

九州新幹線は、本県では博多駅から大牟田

市まで 6 市を通過し、その延長は約60 ㎞で、

博多・熊本間を 1 日平均約 104 本の列車が運

行され、1 日平均約 1 万 4400 人が利用して

います｡ 

令和 3（2021）年度に県及び福岡市が実施

した 26 測線 38 地点の騒音測定の結果、34

地点で環境基準を達成していました。 

また、26 測線 35 地点の振動測定結果は、
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いずれの地点においても指針値の範囲内でし

た｡ 
継続測定地点における新幹線鉄道騒音経年変化 

オ 航空機騒音 

県内には、公共用飛行場として福岡空港及

び北九州空港が、また、航空自衛隊飛行場とし

て芦屋飛行場及び築城飛行場があります。 

本県では、航空機騒音の年次推移及び航空

機の運用状況を把握するため、県内 4 か所に

航空機騒音測定装置を設置して、常時測定を

行っていますが、この4測定局については大き

な悪化傾向は見られません。 
航空機騒音測定装置設置場所 

対象飛行場 設 置 場 所 

福岡空港 
福岡市下水道局筥松第2ポンプ場(福岡市) 

福岡県保健環境研究所(太宰府市) 

芦屋飛行場 島津公民館(遠賀町) 

築城飛行場 築上町役場築城支所(築上町) 

 
常時測定局における航空機騒音の推移 

注1 測定局移設に伴い平成29年度について築城 

測定局は、年間を通じて欠測となっています。 

令和 3（2021）年度に県、北九州市、福岡市

及び春日市が実施した航空機騒音調査（短期

測定）の結果は下表のとおりとなっています。 
短期測定局における環境基準達成状況 

対象飛行場 測定地点(前年度) 基準達成(前年度) 

福岡空港 17 (17) 17 (17) 

芦屋飛行場 12 (12) 11 (12) 

築城飛行場 8 ( 8) 6 ( 8) 

なお、環境基準未達成である場合は航空機

騒音対策区域であるため、県では環境基準未

達成飛行場の施設管理者に対して測定結果を

通知するとともに、騒音低減対策の強化を要望

しています。 

カ 近隣騒音 

近隣騒音と呼ばれるものには、カラオケ等の

深夜営業騒音の他、家庭用機器設備（クーラー

室外機等）や音響機器（ピアノ、ステレオ等）の

音、ペットの鳴き声等のいわゆる生活騒音があ

ります。 

近年、都市化の進展やリモートワークなどラ

イフスタイルの変化に伴い、生活騒音が問題と

なってきています。 

この問題は、個人の日常的な生活行動に伴

って発生するものであり、お互いに被害者にも

加害者にもなり得るという特徴を持ち、近隣関

係が大きく影響します。 

このため、基本的には当事者間で話し合うな

ど自主的に解決することが望まれます。 

(2) 騒音・振動防止対策 

ア 騒音に係る環境基準の類型指定 

環境基本法第16条の規定に基づき、人の健

康を保護し生活環境を保全する上で維持され

ることが望ましい基準として｢騒音に係る環境

基準｣が定められています｡ 

環境基準に係る騒音評価は、等価騒音レベ

ル※により行い、環境基準の類型の当てはめは

知事（市の区域内の地域については、市長）が

行うこととされており、県内の全市町村につい

て類型指定を行っています｡ 

 

※等価騒音レベル：変動騒音の表し方の一種で、ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの。単位
はデシベル[dB]。 
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いずれの地点においても指針値の範囲内でし

た｡ 
継続測定地点における新幹線鉄道騒音経年変化 

オ 航空機騒音 

県内には、公共用飛行場として福岡空港及

び北九州空港が、また、航空自衛隊飛行場とし

て芦屋飛行場及び築城飛行場があります。 

本県では、航空機騒音の年次推移及び航空

機の運用状況を把握するため、県内 4 か所に

航空機騒音測定装置を設置して、常時測定を

行っていますが、この4測定局については大き

な悪化傾向は見られません。 
航空機騒音測定装置設置場所 

対象飛行場 設 置 場 所 

福岡空港 
福岡市下水道局筥松第2ポンプ場(福岡市) 

福岡県保健環境研究所(太宰府市) 

芦屋飛行場 島津公民館(遠賀町) 

築城飛行場 築上町役場築城支所(築上町) 

 
常時測定局における航空機騒音の推移 

注1 測定局移設に伴い平成29年度について築城 

測定局は、年間を通じて欠測となっています。 

令和 3（2021）年度に県、北九州市、福岡市

及び春日市が実施した航空機騒音調査（短期

測定）の結果は下表のとおりとなっています。 
短期測定局における環境基準達成状況 

対象飛行場 測定地点(前年度) 基準達成(前年度) 

福岡空港 17 (17) 17 (17) 

芦屋飛行場 12 (12) 11 (12) 

築城飛行場 8 ( 8) 6 ( 8) 

なお、環境基準未達成である場合は航空機

騒音対策区域であるため、県では環境基準未

達成飛行場の施設管理者に対して測定結果を

通知するとともに、騒音低減対策の強化を要望

しています。 

カ 近隣騒音 

近隣騒音と呼ばれるものには、カラオケ等の

深夜営業騒音の他、家庭用機器設備（クーラー

室外機等）や音響機器（ピアノ、ステレオ等）の

音、ペットの鳴き声等のいわゆる生活騒音があ

ります。 

近年、都市化の進展やリモートワークなどラ

イフスタイルの変化に伴い、生活騒音が問題と

なってきています。 

この問題は、個人の日常的な生活行動に伴

って発生するものであり、お互いに被害者にも

加害者にもなり得るという特徴を持ち、近隣関

係が大きく影響します。 

このため、基本的には当事者間で話し合うな

ど自主的に解決することが望まれます。 

(2) 騒音・振動防止対策 

ア 騒音に係る環境基準の類型指定 

環境基本法第16条の規定に基づき、人の健

康を保護し生活環境を保全する上で維持され

ることが望ましい基準として｢騒音に係る環境

基準｣が定められています｡ 

環境基準に係る騒音評価は、等価騒音レベ

ル※により行い、環境基準の類型の当てはめは

知事（市の区域内の地域については、市長）が

行うこととされており、県内の全市町村につい

て類型指定を行っています｡ 

 

※等価騒音レベル：変動騒音の表し方の一種で、ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの。単位
はデシベル[dB]。 
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イ 法律等に基づく対策 

騒音規制法及び振動規制法では、「知事（市

の区域内の地域については、市長）は、騒音・

振動を防止することにより生活環境を保全す

べき地域を指定し、この指定地域内の特定工

場等及び特定建設作業について、騒音・振動の

規制基準を定め規制する」とされており、県内

の全市町村について地域指定を行っています。

指定後も地域の実情の変化に応じ、適切な変

更を行っています。 

また、自動車交通騒音・振動については、国

が定めた一定限度を超える騒音・振動により道

路周辺の生活環境が著しく損なわれる場合は、

「市町村長は、公安委員会等に対して対策を要

請できる」とされています。 

このほか、騒音については、福岡県公害防止

等生活環境の保全に関する条例により規制を

行っています。 

ウ 特定工場等の騒音・振動対策 

騒音規制法では圧延機械等 27 施設、福岡

県公害防止等生活環境の保全に関する条例で

は高速切断機等 11 施設を、また、振動規制法

では液圧プレス等 15 施設を特定施設として定

め、これらの施設を設置する特定工場等を規

制対象としています。 

市町村長は、特定施設設置届等があった段

階から、特定工場等から発生する騒音・振動が

規制基準に適合するよう行政指導を行い、規

制基準に適合せず周辺の生活環境が損なわれ

る場合には、計画変更勧告や改善勧告、更に改

善命令の措置を行うことができます。 

工場の騒音・振動防止には、低騒音・低振動

型の機器を採用する等の発生源対策や防音・

防振対策を進めていくことが重要であり、住宅

と工場の混在が著しい地域においては工場団

地を整備する等、土地利用面からの解決も望

まれます。 

エ 建設作業に伴う騒音・振動対策 

騒音規制法ではくい打ち機等を使用する作

業等の 8 作業を、また、振動規制法ではくい打

ち機等を使用する作業等の 4 作業を特定建設

作業として定め、規制対象としています。 

市町村長は、特定建設作業に伴い発生する

騒音・振動が規制基準に適合せず周辺の生活

環境が著しく損なわれる場合には、改善勧告及

び改善命令の措置を行うことができます。 

建設作業の騒音・振動防止には、作業方法

の改良、低騒音・低振動型の建設機械の使用

が有効です。 

オ 自動車騒音・振動対策 

自動車騒音は、自動車本体から発生する騒

音に、交通量、速度、道路構造等の各種要因が

複雑に絡み合っており、交通量の多い幹線道

路沿いで問題になっています。 

また、道路周辺の振動は、自動車重量、走行

条件、路面の平坦性、舗装状態、路床条件等の

道路構造等が発生要因となっています。 

したがって、抜本的な問題解決のためには、

自動車本体から発生する騒音の規制、構造の

改善、走行状態の改善、交通量の抑制、道路構

造の改善及び沿道対策等の諸施策を総合的に

推進していく必要があります。 

県及び市の調査結果において、環境基準の

達成率が低い路線の道路管理者に対しては、

騒音対策の強化を要請しています。 

カ 新幹線鉄道騒音・振動対策 

新幹線鉄道の騒音については「新幹線鉄道

騒音に係る環境基準」（昭和50（1975）年環境

庁告示）及び「新幹線鉄道騒音対策要綱」（51

（1976）年閣議了解）に基づき、振動について

は「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動

対策について」（51（1976）年運輸大臣宛環境

庁長官通知）に基づき、環境基準の達成に向け、

種々対策を講じています。 

特に、山陽新幹線沿線においては、関係行政

機関及び関係事業者が連携して、騒音レベル

を 75 デシベル以下とするための「75 デシベ

ル対策」を推進し、これまで、沿線における居住

等の密集状況に応じた75デシベル対策を第1

次から第5次まで順次実施しています。 
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また、九州新幹線については、平成１３

(2001)年度に船小屋・新八代間の本県に係る

区間において、18（2006）年度に博多（那珂

川）・船小屋間において、環境基準の地域類型

を当てはめる地域指定を行いました。23

（2011）年 3 月 12 日の博多・新八代間開業を

受けて実施した騒音・振動調査の結果、環境基

準を超過していた地点について鉄道管理者に

対策を要望しました。 

キ 航空機騒音対策 

【環境保全課、空港事業課、防災企画課】 

航空機騒音については「航空機騒音に係る

環境基準」（昭和 48（1973）年環境庁告示）に

基づき、県において58（1983）年に福岡空港、

60（1985）年に築城飛行場及び芦屋飛行場に

ついて、環境基準の地域類型の当てはめを行

いました｡ 

北九州空港は、周防灘沖合3kmに位置する

24 時間利用可能な海上空港であり、航空機騒

音による生活環境への影響は低く抑えられて

いますが、運用状況等を見ながら、関係機関と

の連携を図り、実態把握に努めていくこととし

ています。 

福岡空港では、離着陸時の騒音を軽減させ

るため、急上昇方式※、ディレイド・フラップ進入

方式※及び低フラップ角着陸方式※という運航

方式が実施されており、また、低騒音型機が導

入されています｡ 

空港周辺対策については、「公共用飛行場周

辺における航空機騒音による障害の防止等に

関する法律」に基づき実施されています｡ 

福岡空港は、同法に基づく特定飛行場及び

周辺整備空港に指定されており、空港周辺整

備機構（昭和 60（1985）年設立）が国の委託

を受けて、住宅防音工事の助成、建物の移転

補償及び緩衝緑地帯の整備等を行い、固有事

業として再開発事業及び代替地造成事業等を

行っています｡このほか国において、学校、病

院等の防音工事や共同利用施設整備の助成等

が行われています｡福岡空港におけるこれらの

環境対策事業は、滑走路増設事業の完了から

4 年後に空港運営の民間委託先である福岡国

際空港株式会社に引き継がれる予定とされて

います。 

築城飛行場及び芦屋飛行場については、「防

衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」

に基づき、国において、学校、病院、住宅等の

防音工事の助成、建物等の移転補償、土地の

買い入れ、緑地帯の整備、テレビ受信料に対す

る助成等の各種施策が実施されています｡なお、

住宅防音工事の助成区域は Lden62 デシベル

以上の区域（第 1 種区域）であり、築城飛行場

については平成 4(1992)年に区域が拡大さ

れ、また、芦屋飛行場については配備機種の変

更に伴い、16(2004)年に北九州市の一部が

追加指定されました。 

(3) 悪臭の現況 

悪臭防止法は、工場・事業場から発生する不

快な臭いによって、生活環境が損なわれること

を防ぐためのもので、従来は、悪臭の原因とな

る特定物質の濃度を規制することで対応して

きました。 

近年は、身近な飲食店等のサービス業に対

する苦情が増加傾向にあり、従来の物質濃度

規制による対応が難しくなってきているため、

「臭気指数」という人の嗅覚によって臭いの強

さを測定する方法を取り入れることを推進して

います。 

悪臭防止法では、特定施設の届出義務を規

定せず、規制地域内において事業活動に伴い

悪臭を発生する全ての事業場等を規制対象と

されており、小規模の飲食店や農用地も事業

※急上昇方式：離陸時に住宅からの距離の増大を図るため、高度1,500m前後まで急上昇を続ける方式。 
※ディレイド・フラップ進入方式：フラップ下げ操作をなるべく遅くすることにより、機体の抵抗を減少させ、エンジンの必要推力を小さくす
ることで騒音を軽減する進入方式。 

※低フラップ角着陸方式：浅いフラップのまま着陸することにより、機体の空気抵抗の減少に見合うエンジン出力が減少される方式。 
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また、九州新幹線については、平成１３

(2001)年度に船小屋・新八代間の本県に係る

区間において、18（2006）年度に博多（那珂

川）・船小屋間において、環境基準の地域類型

を当てはめる地域指定を行いました。23

（2011）年 3 月 12 日の博多・新八代間開業を

受けて実施した騒音・振動調査の結果、環境基

準を超過していた地点について鉄道管理者に

対策を要望しました。 

キ 航空機騒音対策 

【環境保全課、空港事業課、防災企画課】 

航空機騒音については「航空機騒音に係る

環境基準」（昭和 48（1973）年環境庁告示）に

基づき、県において58（1983）年に福岡空港、

60（1985）年に築城飛行場及び芦屋飛行場に

ついて、環境基準の地域類型の当てはめを行

いました｡ 

北九州空港は、周防灘沖合3kmに位置する

24 時間利用可能な海上空港であり、航空機騒

音による生活環境への影響は低く抑えられて

いますが、運用状況等を見ながら、関係機関と

の連携を図り、実態把握に努めていくこととし

ています。 

福岡空港では、離着陸時の騒音を軽減させ

るため、急上昇方式※、ディレイド・フラップ進入

方式※及び低フラップ角着陸方式※という運航

方式が実施されており、また、低騒音型機が導

入されています｡ 

空港周辺対策については、「公共用飛行場周

辺における航空機騒音による障害の防止等に

関する法律」に基づき実施されています｡ 

福岡空港は、同法に基づく特定飛行場及び

周辺整備空港に指定されており、空港周辺整

備機構（昭和 60（1985）年設立）が国の委託

を受けて、住宅防音工事の助成、建物の移転

補償及び緩衝緑地帯の整備等を行い、固有事

業として再開発事業及び代替地造成事業等を
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院等の防音工事や共同利用施設整備の助成等
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する苦情が増加傾向にあり、従来の物質濃度

規制による対応が難しくなってきているため、

「臭気指数」という人の嗅覚によって臭いの強

さを測定する方法を取り入れることを推進して

います。 

悪臭防止法では、特定施設の届出義務を規

定せず、規制地域内において事業活動に伴い
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※急上昇方式：離陸時に住宅からの距離の増大を図るため、高度1,500m前後まで急上昇を続ける方式。 
※ディレイド・フラップ進入方式：フラップ下げ操作をなるべく遅くすることにより、機体の抵抗を減少させ、エンジンの必要推力を小さくす
ることで騒音を軽減する進入方式。 

※低フラップ角着陸方式：浅いフラップのまま着陸することにより、機体の空気抵抗の減少に見合うエンジン出力が減少される方式。 

 

 

 

形態がある以上、規制対象となります。 

一般には芳香といわれるコーヒーの焙煎臭

やパン焼きの臭い等も、周辺状況や臭いの強

さによっては悪臭となり得るため、すべての事

業者が悪臭発生源になり得るということを自覚

し、臭気対策に配慮することが大切です。 

(4) 悪臭防止対策 

悪臭防止法に基づき、知事は県内全町村に

ついて、市長は市の区域内の地域について、規

制地域を指定し、規制基準を設定しています。 

従来は、アンモニアや硫化水素など、不快な

臭いの原因となる 22 種類の特定悪臭物質に

ついて、物質ごとに濃度基準を定め規制する

物質濃度規制が行われてきました。 

しかし、規制地域の中に自然的、社会的条件

から判断して、物質濃度規制では生活環境を

保全することが十分でないと認められる区域

があるときは、当該区域について物質濃度規

制に代えて臭気指数規制（人が感じる臭いの

強さを基準とする規制）により規制することが

できます。 

臭気指数は、人の嗅覚によって臭気を測定

するため、複数の臭いが入り混じった複合臭や

未規制物質への対応が可能であること、特定

悪臭物質濃度測定方法より分析費が安価であ

ること等の長所があります。 

現在、14 市 16 町が臭気指数規制を導入し

ており、その他の市町村についても、臭気指数

規制の導入を推進していきます。 

悪臭は、他法令の規制対象施設から発生す

ることも多く、自治体間及び関係機関との連携

が重要であるため、本県では、工場・事業場等

に指導を行う市町村に対し、研修会を毎年開催

するとともに、助言等を行っています。 
悪臭防止法に基づく規制地域及び規制内容 

(令和4年10月1日現在) 

規制方法 市町村名 規制内容 

臭気指数規制※1 

飯塚市、筑後市、行橋市、豊前市、中間

市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰

府市、古賀市、福津市、うきは市、宇美

町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久

山町、粕屋町、芦屋町、岡垣町、遠賀町、

小竹町、鞍手町、桂川町、大刀洗町、大

任町 

全域臭気指数12※2で規制 

朝倉市、苅田町 
Ａ区域及びＢ区域に分けて規制 

（Ａ区域は臭気指数12、Ｂ区域は臭気指数15※3） 

臭気指数規制及び 

物質濃度規制 
八女市 

旧八女市（旧上陽町を含む）、旧立花町の区域は、全

域臭気指数12で規制 

旧黒木町、旧星野村、旧矢部村は全域Ａ区域として物

質ごとに規制 

物質濃度規制 
直方市、水巻町 Ａ区域とＢ区域に分けて物質ごとに規制 

上記以外28市町村 全域Ａ区域として物質ごとに規制 
※1 臭気指数規制は、人の嗅覚により「におい」の強さを測定し評価する方法により規制を行うものです。   

この測定方法は「嗅覚測定法」と呼ばれ、測定したい「におい」を希釈していき、においを感じなくなった時点の希釈倍数（臭気濃度）の対
数を 10倍した数値（臭気指数）で、においの強さを表します。 臭気指数＝10×log[臭気濃度] 

※2 臭気指数12は、「何のにおいであるかが分かる弱いにおい」を表します。 
※3 臭気指数15は、「楽に感知できるにおい」を表します。 
(注) 市の区域については、各市において独自に規制が定められています。 

 

２ 環境放射線 

【環境保全課】 

県内の各地域における放射線量を測定する

ため、地域ごとに固定型の放射線測定器（モニ

タリングポスト）を設置し、県内9か所で常時測

定を行っています。また、県保健環境研究所

（太宰府市）において、ゲルマニウム半導体検

出器と呼ばれる放射能の検出装置を使用し、

水道水や大気中から降下してくる雨やちり等に

含まれる放射能を測定しています。これらの測

快
適
環
境
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定データは、平成 24（2012）年 9 月に開設し

た「ふくおか放射線・放射能情報サイト」

(URL:https://houshasen.pref.fukuoka

.lg.jp)で公表しています。 
ふくおか放射線・放射能情報サイト 

(URL:https://houshasen.pref.fukuoka.lg.jp)  

前述の放射能測定に加えて、万が一の事態

に備え、本県では国の原子力災害対策指針等

に基づき、平成28（2016）年2月に「緊急時モ

ニタリング計画」及び実施要領を策定しました。

この計画に基づき、緊急時には県内23地点に

配備している可搬型の放射線測定器（サーベイ

メータ）を用い直ちに県内全域の放射線量を測

定する体制を整備しました。またUPZ内（緊急

時防護措置を準備する区域：原子力発電施設

からおおむね 30km）の 7 か所に固定式電子

線量計を設置するとともに、移動しながら放射

線量を測定することができる環境放射線モニ

タリングカーを導入する等、監視強化に努めて

います。 

 

３ 花粉症対策 

【林業振興課】 

スギ花粉症は国民の 4 割が罹患していると

も言われており、社会問題となっています。 

花粉症対策の一環として、県内では平成 21

（2009）年度から少花粉スギ苗木の生産が開

始され、令和 3（2021）年度には約 68 万本が

生産されました。 

さらに、平成 28（2016）年度から少花粉ス

ギ苗木の植栽に対する支援強化を実施してい

ます。 

 

４ 地盤沈下 

【農村森林整備課、環境保全課、 

水資源対策課】 

(1) 地盤沈下の現況 

本県及び佐賀県にまたがる筑後・佐賀平野

には、有明粘土層と呼ばれる 沖積
ちゅうせき

層（沖積粘

土層）※が分布していますが、含水比が高く極

めて軟弱であるため、地下水位の低下による

地盤沈下が生じやすいと言われています｡ 

筑後平野の地盤沈下は、昭和 45（1970）年

に実施された国土地理院の 1 級水準測量で沈

下の兆候が認められ、さらに、48（1973）年～

49（1974）年の測量で年間最大約5㎝の沈下

が認められました。 

地盤沈下は、筑後平野南部の柳川市、みや

ま市等の地域で、主として農用地において発生

し、地元農家に被害が生じていました。このた

め、昭和50年代後半から九州農政局などによ

り原因究明調査が実施されましたが、地盤沈下

の原因が特定されるまでには至っていません。 

地盤沈下の実態を把握するためには、広範

囲にわたる地盤沈下量の観測を実施する必要

があるため、本県では、5市1町（大牟田市、柳

川市、筑後市、大川市、みやま市、大木町）に水

準測量観測点を設置し、昭和 60（1985）年か

ら地盤沈下の観測を行っています。 

本県で観測された沈下量は、過去最大値で

11.8cm/年（昭和62（1987）年2月）、累計沈

下量は､最大値で87.9cm（60（1985）年3月

～令和 4（2022）年 2 月）に達していますが、

近年は一部で隆起傾向が見られる地域もあり

※沖積
ちゅうせき

層：最後の氷期の最低温期（約 2 万年前）以後に台地を刻む谷を埋めて堆積した、軟らかで水を含んだ粘土・泥炭などです。

（出典：広辞苑第6版） 
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ます｡ 

令和3（2021）年度は、119点の観測を実施

しました。3(2021）年2月～4（2022）年2月

の単年度の最大沈下量は約 1.3cm、最大隆起

量は0.4cmでした。 
地盤変動観測結果 

(2) 地盤沈下対策 

筑後平野における地盤沈下の防止と地下水

の適正な保全を図り、同地区の実情に応じた

総合的な対策を推進するため、国や県などによ

り、地盤沈下の観測､地下水位や地下水採取量

の調査のほか、地盤沈下対策に関連した事業

として、地盤沈下に起因して排水不良となった

農地等では湛
たん

水
すい

防除事業※が実施されていま

す｡ 

また、国は平成 3（1991）年 3 月、「筑後・佐

賀平野地盤沈下防止等対策要綱推進協議会」

（事務局：国土交通省水管理・国土保全局）を設

置し、地盤沈下防止等のための情報交換を実

施しています｡ 

本県では、平成 13（2001）年 3 月に、「福岡

県筑後平野南部地区地盤沈下対策構想」を策

定するとともに、庁内に「福岡県筑後平野南部

地区地盤沈下・海底陥没対策連絡会」（事務局：

農林水産部農村森林整備課）を設置し、対策に

ついて協議しています。 

 

 

５ 学校に及ぼす公害の状況と対策 

【教育庁教育総務部施設課】 

(1) 被害の概況 

公害（騒音、大気汚染)の被害・影響を受けて

いる学校は、騒音 138 校（県下公立学校の

11.6％）、大気汚染0校（同0％）です。 
学校における公害の被害の状況 

(令和4年5月1日現在) 

騒   音 

発生源 学校数 

航空機    111(7)  

自動車等  25    

電（列）車等   2    

計 138(7)  
  
大 気 汚 染 

発生源 学校数 

工場・事業所のばい煙  0 

計  0 
 ( )内は内数で、県立学校数 

(2) 対策 

ア 騒音 

航空機騒音対策は、国土交通省及び防衛省

の騒音防止対策事業として、国の補助により、

校舎の改築、騒音防止装置等の整備を行って

います。 
航空基地等周辺における学校防音改築工事実施状況 

（令和4年 5月 1日現在） 

区   分 

令和3年度 

までに実施

済の学校 

今後必要と

思われる 

学校 

計 

福岡 

空港 

県立   1 0   1 

市町村立  35 0  35 

芦屋 

基地 

県立   2 0   2 

市町村立  28 6  34 

築城 

基地 

県立   4 0   4 

市町村立  35 0  35 

計 
県立   7 0   7 

市町村立 98 6 104 

イ 大気汚染 

大気汚染地域における学校の校舎改築及び

公害防止工事を国の補助により行っています。 

 

※湛水
たんすい

防除事業：立地条件の変化によって排水不良となった地域にポンプ等の排水施設を設置し、田畑などの冠水被害を未然に防ぐものです。 
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６ 畜産経営環境保全の現状と対策 

【畜産課】 

(1) 畜産経営における環境問題の現況 

畜産経営においては、飼養規模の拡大や地

域における混住化の進行を背景として、家畜排

せつ物による悪臭や水質汚濁といった環境問

題への関心が高まっていることから、周辺地域

と調和した畜産経営の確立が図られています。 

本県における令和 3（2021）年度の畜産経

営に起因する環境問題(苦情)の発生件数は、

前年より増加し、26件です。  

畜種別では、乳用牛 8 件(30.8％)、採卵鶏

8件(30.8％)、肉用牛6件（23.1％）、豚4件

(15.3％)、となっています。戸数に対する畜種

別の苦情発生割合は、採卵鶏が最も高く

10.4％、次いで豚が9.1％となっています。 

発生原因別では、悪臭関連が 50.0％で最

も多く、悪臭と害虫が 11.６％、害虫が 7.7%と

なっています。 
畜産環境問題発生件数の推移 

 
 

畜産環境問題の発生原因 

(2) 畜産経営における環境保全対策 

平成 11（1999）年11月、家畜排せつ物の野

積み、素掘りといった不適切な処理に起因して

発生する環境問題に対処するため、「家畜排せ

つ物の管理の適正化及び利用の促進に関する

法律」が施行され、関係者が一体となって畜産

環境対策に係る施策を推進してきた結果、法律

に基づく管理基準は全ての適用対象農家にお

いて遵守される状況となっています。 

その一方で、畜産経営の大規模化、地域的

偏在に起因して、生産したたい肥を自らの経営

内で、あるいは地域内や広域流通により有効

利用することが新たな課題となっています。 

また、平成 17（2005）年 3 月に公表された

「環境と調和のとれた農業生産活動規範」にお

いて、環境と調和した農業生産活動を実行する

ための基本的ポイントが示され、家畜排せつ物

の利活用の推進に努めることとなっています。 

このような状況の中で、本県では「福岡県資

源循環型畜産確立基本方針」及び「家畜排せつ

物の利用の促進を図るための計画」（以下「県

計画」という。）を策定し、家畜排せつ物の適切

な処理と利用を促進し、畜産経営による環境問

題発生の防止、地域社会と調和した畜産経営

の確立及びたい肥の流通促進と有効利用を図

るため、次のような対策を講じています。 

ア 指導体制の整備 

県及び畜産関係団体による畜産経営技術指

導推進委員会（畜産経営環境保全部会）を県及

び農林事務所段階において開催するとともに、

巡回指導、実態調査を行い、環境保全に関する

啓発、畜産経営に起因する環境問題の発生防

止及び地域からの苦情等への適切な対応を実

施しています。 

イ 家畜排せつ物処理施設の整備 

悪臭・害虫等の環境問題の発生を防止する

とともに、家畜排せつ物を農作物の生産に欠か

せない良質たい肥として利用する地域資源の

循環利用体制を構築するため、県計画に基づ

き家畜排せつ物処理施設機械の整備を推進し
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び農林事務所段階において開催するとともに、

巡回指導、実態調査を行い、環境保全に関する

啓発、畜産経営に起因する環境問題の発生防

止及び地域からの苦情等への適切な対応を実

施しています。 

イ 家畜排せつ物処理施設の整備 

悪臭・害虫等の環境問題の発生を防止する

とともに、家畜排せつ物を農作物の生産に欠か

せない良質たい肥として利用する地域資源の

循環利用体制を構築するため、県計画に基づ

き家畜排せつ物処理施設機械の整備を推進し

 

 

ており、これに必要な利用施設機械については、

国や県の補助事業や制度資金等を活用した整

備を推進しています。 

ウ 環境問題防止対策の推進 

畜産環境問題の発生防止のため、適正な飼

養管理及び家畜排せつ物処理に関する技術指

導を行うとともに、適正な飼養規模の遵守等推

進を図っています。 
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第８章 国際環境協力の推進

  

  

◆目指す姿

アジア諸地域と構築した人的ネットワークや、県内に蓄積された環境技術・ノウハウ等を活用し、

アジアの環境問題の改善、持続可能な社会の構築を促進する社会。 

ＮＰＯや事業者等の民間における国際環境協力が活性化している社会。 

◆指標

指標項目 目標 計画策定時 

本県が行う国際環境協力の案件数 
累計 27 件 

令和8（2026）年度 

累計 14 件 

令和2（2020）年度 

本県が行う国際環境協力に係る 

研修への参加者数 

累計 315 人 

令和8（2026）年度 

累計 231 人 

令和2（2020）年度 

第8章では、国際環境協力の推進のための取組について記載しています。 

本県に蓄積された環境技術やノウハウを活用し、アジア諸地域の環境問題を解決し、環境と調

和した持続可能な発展に貢献することを目指し、様々な施策を行っています。 
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本県に蓄積された環境技術やノウハウを活用し、アジア諸地域の環境課題を解決し、環境と調和

した持続可能な発展に貢献することを目指しています。 

第１節 環境技術・ノウハウを活用した国際環境協力の推進 

 

 

 

１ アジア諸地域との環境協力 

【環境政策課】 

アジア諸地域の環境問題の解決に貢献する

ため、本県に蓄積された環境技術やノウハウな

どを活用し、アジア諸地域への環境協力を推進

しています。 

環境協力を円滑に推進するため、平成 23 

（2011）年度に外部有識者から構成された「ア

ジア自治体間環境協力会議」を設置し、同会議

による助言・協力の下、次の事業を実施してい

ます。 

(1) 国際環境人材育成事業 

アジア諸地域から環境施策の中核を担う行

政官を本県に招き、環境技術や政策等に関す

る研修を、平成 18（2006）年度から実施して

います。本研修の実施により、アジア諸地域に

おける環境問題の解決に貢献するとともに、環

境分野における人的ネットワークの構築を目指

しています。 

令和元（2019）年度までに 231 人の研修員

を受け入れました。２（２０２０）年度・３（２０２１）

年度は新型コロナウイルス感染症の影響により

オンラインで研修を実施し、77 人の研修員が

参加しました。 

研修では、例年、大気汚染や廃棄物など現地

の環境課題をテーマとする「個別テーマコース」

と、個別の協力事業の課題に対応する「個別プ

ロジェクト推進コース」を実施しています。令和

2（2020）・３（２０２１）年度の個別プロジェクト

推進コースでは、ベトナム・フエ省の行政官を

対象に、福岡方式廃棄物処分場の施工・維持管

理に関するオンライン研修を実施しました。 

個別プロジェクト推進コース研修の様子 

 

 (2) 国際環境協力事業 

ベトナム・ハノイ市及び中央政府、中国・江蘇

省、タイ・中央政府及びバンコク都、インド・デリ

ー準州における環境改善に貢献するため、国

際環境人材育成事業等を通して構築した人的

ネットワークを活用して、環境協力を実施して

います。 

ア ベトナム・ハノイ市 

ベトナム・ハノイ市とは、ＪＩＣＡ草の根事業を

活用し、環境に配慮した廃棄物埋立場である福

岡方式廃棄物処分場をハノイ市で初めて導入

するため、本県専門家を派遣し、処分場の整備

に係る技術支援を行ってきました。 

平成 27（2015）年 6 月に、福岡方式による

スァンソン廃棄物処分場が竣工し、令和 2

（2020）年 7 月、埋立後の技術指導の終了に

伴い、処分場における支援事業を終了しました。 

令和 3（2021）年度からは、環境省の「脱炭

素社会実現のための都市間連携事業」を活用

して、ハノイ市の環境改善と脱炭素化を促進す

るため、脱炭素・低炭素社会形成への取組や、

環境技術の導入を支援するための調査を実施

しています。 

国
際
環
境

協
　
　
力
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イ ベトナム・中央政府 

ベトナム・中央政府とは、ハノイ市以外のベト

ナム国内における福岡方式廃棄物処分場の普

及展開支援を実施しています。 

現在は、ベトナム・フエ省での福岡方式廃棄

物処分場の整備に係る技術支援を行っていま

す。 

今後は、ＪＩＣＡ草の根事業を活用し、処分場

の導入及び３Ｒ啓発支援を実施することとして

います。 

ウ 中国・江蘇省 

中国・江蘇省とは、平成 26（2014）年度から

環境省の「中国大気環境改善のための都市間

連携事業」を活用して、招へい研修やモデル事

業等、江蘇省の大気環境の改善に向けた取り

組みを実施してきました。 

また、中国・南京市で例年開催される「国際

生態環境新技術大会」において、県内環境関連

企業の出展を支援しています。（令和 3（2021）

年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止） 

エ タイ・中央政府 

タイ・中央政府とは、福岡方式廃棄物処分場

のタイ国内への導入を目指し、ＪＩＣＡ草の根事

業を活用して専門家を派遣し、処分場の整備に

係る技術支援を行ってきました。 

平成27（2015）年9月に、ナコンラチャシマ

県シーキウ市に福岡方式による廃棄物処分場

が竣工しました。 

平成28（2016）年8月には環境分野での協

力関係の強化を図るため、タイ国天然資源環境

省公害対策局と環境協力協定を締結しました。 

平成29（2017）年4 月から令和2（2020）

年度まで、ＪＩＣＡ草の根事業を再度活用し、福

岡方式廃棄物処分場の普及展開への支援や、

住民向けの３Ｒ啓発支援を実施しました。 

現在は、処分場の維持管理に関する技術協

力や、現地セミナーへの参加を通じた福岡方式

廃棄物処分場の普及展開支援等を実施してい

ます。 

タイ・シーキウ市処分場の埋立状況 

オ タイ・バンコク都 

タイ・バンコク都とは、バンコク都が重要課題

としていた環境教育を支援してきました。 

本県の環境教育副読本を参考にした、バンコ

ク都版環境教育副読本の作成に協力し、平成

28（2016）年5月から都内の3つの小学校に

おいて、この副読本を使用した環境教育授業が

開始されました。 

平成29（2017）年5 月、環境教育の実施校

は 12 校に拡大、8 月には、新たに環境教育を

開始した小学校の教員を対象に招へい研修を

実施しました。 

また、平成 30（2018）年 3 月には現地で専

門家による教員向け研修会を実施し、令和元

（2019）年11月には、環境教育の実施校が80

校に拡大したことを確認しました。 

現在は、3Ｒ分野での住民への環境意識啓発

支援を行っています。 

カ インド・デリー準州 

インド・デリー準州とは、平成19（2007）年3

月に友好協定を締結しました。 

平成30（2018）年1月、福岡県・デリー準州

友好提携 10 周年記念事業として、大気環境セ

ミナーを開催しました。また、協定の協力内容に

大気汚染が明記されたことを受けて、30

（2018）年度は国際環境人材育成研修に大気

担当の行政官を招へいしました。 

令和元（2019）年度は、引き続き国際環境人

材育成研修に、行政官を招へいするとともに、

新たに大気汚染改善に係る協力事業構築に向
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けた基礎調査を実施しました。 

(3) 日韓海峡沿岸県市道環境技術交流事業 

平成 4（1992）年度に開催された「日韓海峡

沿岸県市道知事交流会議」（日韓知事サミット）

の合意に基づき、九州北部３県（福岡県、佐賀

県、長崎県）及び山口県（12（2000）年度から

参加）の日本側4県と韓国南岸1市3道（釜山

広域市、全羅南道、慶尚南道、済州特別自治道）

で環境技術交流事業を行っています。 

令和 3（2021）年度からは、「環境政策・研究

事例発表会」を実施しています。 
会議の様子 

(4) 福岡方式廃棄物最終処分場の紹介・解説動

画の作成 

令和 4(2022)年度、福岡方式廃棄物最終

処分場の構造や処分場内での水・空気の動き

などを英語・タイ語・ベトナム語で分かりやすく

解説する動画を作成し、海外での同方式の導

入を支援していきます。 
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第２節 民間及び国連機関と連携した国際環境協力の促進 

  

１ 県内環境関連企業の海外展開に対する

支援 

(1) 福岡県環境技術ビジネス WEBセミナー 

【環境政策課】 

令和2（2020）年度に「福岡県環境関連企業

技術ガイドブック」を作成し、本県に拠点を構え

る企業が有する環境技術について、国内外へ

の情報発信を行ってきました。 

本県で培われてきた環境技術を海外に発信

し、県内環境関連企業の円滑な海外展開・ビジ

ネスマッチングに繋げることを目的に、令和 4

（2022）年度は、「環境技術ビジネスＷＥＢセミ

ナー」を実施します。 

セミナー開催後は、本県商工部によるオンラ

イン商談会への参加の機会を提供することによ

り、県内企業の更なる海外展開を支援します。 

(2) グリーンアジア国際戦略総合特区 

【商工政策課産業特区推進室】 

〔総合特別区域法〕 

本県の先進的な環境技術を活かして、環境

を軸とした産業の国際競争力を強化するため、

グリーンイノベーションの新たな創造をさらに

推し進め、アジアの活力を取り込み、アジアか

ら世界に向けて展開する「グリーンアジア国際

戦略総合特区」を推進します。（詳細は第２章に

記載） 

(3) 環境関連産業の海外展開［福岡アジアビジ

ネスセンター（福岡ＡＢＣ）］について 

【新事業支援課】 

ア 設置目的 

急速に発展するアジアにおいては、今後も市

場の更なる拡大が見込まれています。県内中

小企業の今後の発展のためには、アジア市場

の拡大をチャンスと捉え、グローバルにビジネ

スを展開していくことが重要です。 

このため、本県では、「福岡アジアビジネスセ

ンター」を設置して、県内中小企業が積極的に

海外展開できるよう、情報提供から現地サポー

トに至るまでワンストップで支援を行います。 

イ 支援内容 

(ｱ) 個別コンサルティング 

海外でのビジネス経験豊かなセンター常勤

スタッフが随時相談に応じるとともに必要な情

報を提供します。また、国別・分野別の登録アド

バイザーが具体的案件に応じて、国内及び現

地において個別にサポートを行います。 

(ｲ) 学習・交流 

アジアに展開している企業や外国政府機関

等から講師を招き、海外展開に役立つ情報等

を提供するセミナーを実施しています。 

また、海外ビジネススキルの学習に加え、学

習したスキルを活かすための商談実践の場を

提供することにより、県内中小企業の海外販路

拡大を支援します。 
オンラインによる学習の様子 

(ｳ) 情報ハブ 

海外の現地情報を収集し、提供します。また、

県の施策はもとより、ＪＥＴＲＯ、商工会議所、銀

行等関係機関が実施するセミナー、商談会、海

外見本市出展等の情報を集約し、活用します。 

 

本県には、蓄積された環境技術やノウハウがあり、環境に関わる先端技術や産業の集積がありま

す。本県では、これらの環境関連産業のアジアへのビジネス展開を支援し、アジアにおける環境問

題の解決に貢献することを目指しています。 

- 206 -



 

 

(ｴ) ビジネスサポート 

商談会や個別のビジネスマッチング等を通じ

て、販路開拓等を支援します。 

また、留学生サポートセンターと連携し人材

面での支援を行います。 

 

２ 国連ハビタット福岡本部運営支援事業 

【国際局】 

国連ハビタットは、開発途上国における住居

や道路などの整備の支援、安全な水の供給や

廃棄物の処理など、人々の居住環境に関わる

様々な分野で活動を行っています。 

国連ハビタット福岡本部は、平成 9（1997）

年に設立され、九州唯一の国連機関としてアク

ロス福岡（所在地：福岡市）に事務所を設置し、

イランから太平洋諸国に至る 42 か国を管轄し

ています。本県は、福岡市、地元経済界とともに、

国連ハビタット福岡本部の活動を支援していま

す。 

国連ハビタット福岡本部は、アジア太平洋地

域において、アフガニスタンにおける住民参加

型の都市開発支援計画をはじめ、令和 3

（2021）年 12 月時点で 59 の事業を実施して

います。プロジェクト総予算は、約 261 億円で

す。国連ハビタット福岡本部の下、アジア太平

洋地域に約400名の職員が働いています。 

国連ハビタット福岡本部は、県内の自治体や

環境関連企業が有する優れた環境技術やノウ

ハウを、アジアの都市に紹介し、普及する活動

も行っています。本県は、国連ハビタット福岡本

部の活動支援を通じて、アジア太平洋地域の居

住環境改善に貢献しています。 
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第９章 第四次福岡県環境総合基本計画の指標達成状況 

 

平成３０年３月に策定した第四次福岡県環境総合基本計画の進捗状況については、毎年度、進

行管理を行い、その評価を行ってきました。 

この章では、令和３（2021）年度時点の指標達成状況を取りまとめています。 

 

令和３（2021）年度時点の指標達成状況は表に示すとおりで、20 項目の指標のうち１２項目で

目標を達成※しました。 

 

分野 指標項目 計画策定時 最終年度目標値 
指標達成状況 

（達成：○） 

低炭素社

会の推進 

家庭（世帯当たり）

におけるエネルギー

消費量 

30.8 GJ／世帯 

（推計に用いる統計データの 

変更により数値見直し） 

28.7 GJ／世帯 

（推計に用いる統計データの 

変更により数値見直し） 

○ 24.5 GJ/世帯 

 

(平成 26(2014)年度) (令和 4(2022)年度) （令和元(2019)年度） 

事業所（床面積当

たり）におけるエネ

ルギー消費量 

1.20 GJ／㎡ 

（推計に用いる統計データの 

変更により数値見直し） 

1.13 GJ／㎡ 

（推計に用いる統計データの 

変更により数値見直し） 

○ 1.10 GJ／㎡ 

 

(平成 26(2014)年度) (令和 4(2022)年度) （令和元(2019)年度） 

再生可能エネルギ

ー導入容量 

192 万 kW 275 万 kW 

（R2 に目標値を上方修正） 

○ 299 万 kW 

(平成 28(2016)年度) (令和 3(2021)年度) （令和 3(2021)年度） 

公共建築物等にお

ける木材利用量 

7,603 ㎥ 10,000 ㎥ ○ 10,016 ㎥ 

(平成 28(2016)年度) (令和 3(2021)年度) （令和３(2021)年度） 

循環型社

会の推進 

リサイクル技術の実

用化件数 

累計 29 件 累計 41 件 累計 40 件 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

一般廃棄物最終処

分量 

189 千トン 191 千トン以下 ○ 176 千トン 

(平成 28(2016)年度) (令和 2(2020)年度) （令和 2(2020)年度） 

産業廃棄物最終処

分量 

619 千トン 648 千トン以下 ○ 541 千トン 

(平成 27(2015)年度) (令和 2(2020)年度) （令和 2(2020)年度） 

 

 

  ※当初、第四次福岡県環境総合基本計画の計画期間は平成３０年度から令和４年度までの 5 年間としていましたが、令和４年３月に

現在の第五次福岡県環境総合基本計画を計画期間 1 年前倒しして策定したことから、一部指標については最終年度が到達して

いませんが、最新の指標値をもって達成状況を評価しています。 
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平成３０年３月に策定した第四次福岡県環境総合基本計画の進捗状況については、毎年度、進

行管理を行い、その評価を行ってきました。 

この章では、令和３（2021）年度時点の指標達成状況を取りまとめています。 

 

令和３（2021）年度時点の指標達成状況は表に示すとおりで、20 項目の指標のうち１２項目で

目標を達成※しました。 

 

分野 指標項目 計画策定時 最終年度目標値 
指標達成状況 

（達成：○） 

低炭素社

会の推進 

家庭（世帯当たり）

におけるエネルギー

消費量 

30.8 GJ／世帯 

（推計に用いる統計データの 

変更により数値見直し） 

28.7 GJ／世帯 

（推計に用いる統計データの 

変更により数値見直し） 

○ 24.5 GJ/世帯 

 

(平成 26(2014)年度) (令和 4(2022)年度) （令和元(2019)年度） 

事業所（床面積当

たり）におけるエネ

ルギー消費量 

1.20 GJ／㎡ 

（推計に用いる統計データの 

変更により数値見直し） 

1.13 GJ／㎡ 

（推計に用いる統計データの 

変更により数値見直し） 

○ 1.10 GJ／㎡ 

 

(平成 26(2014)年度) (令和 4(2022)年度) （令和元(2019)年度） 

再生可能エネルギ

ー導入容量 

192 万 kW 275 万 kW 

（R2 に目標値を上方修正） 

○ 299 万 kW 

(平成 28(2016)年度) (令和 3(2021)年度) （令和 3(2021)年度） 

公共建築物等にお

ける木材利用量 

7,603 ㎥ 10,000 ㎥ ○ 10,016 ㎥ 

(平成 28(2016)年度) (令和 3(2021)年度) （令和３(2021)年度） 

循環型社

会の推進 

リサイクル技術の実

用化件数 

累計 29 件 累計 41 件 累計 40 件 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

一般廃棄物最終処

分量 

189 千トン 191 千トン以下 ○ 176 千トン 

(平成 28(2016)年度) (令和 2(2020)年度) （令和 2(2020)年度） 

産業廃棄物最終処

分量 

619 千トン 648 千トン以下 ○ 541 千トン 

(平成 27(2015)年度) (令和 2(2020)年度) （令和 2(2020)年度） 

 

 

  ※当初、第四次福岡県環境総合基本計画の計画期間は平成３０年度から令和４年度までの 5 年間としていましたが、令和４年３月に

現在の第五次福岡県環境総合基本計画を計画期間 1 年前倒しして策定したことから、一部指標については最終年度が到達して

いませんが、最新の指標値をもって達成状況を評価しています。 

 

 

 

分野 指標項目 計画策定時 最終年度目標値 
指標達成状況 

（達成：○） 

自然共生

社会の推

進 

生物多様性地域戦

略策定市町村数 

4 市町村 6 市町村 ○ 7 市 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

希少野生生物ホー

ムページへのアクセ

ス件数 

120,020 件 155,000 件 

（R2 に目標値を上方修正） 
○ 256,704 件 

(平成 28(2016)年度) (令和 3(2021)年度) （令和 3(2021)年度） 

農地等の保全に 

取り組む面積 

39,056 ha 40,000 ha ○ 40,325 ha 

(平成 27(2015)年度) (令和 3(2021)年度) （令和 3(2021)年度） 

健康で快

適に暮ら

せる生活

環境の形

成 

景観計画による 

規制・誘導が行わ

れている市町村数 

23 市町村 30 市町村 26 市町 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

環境基準の達成率 

  大気 

  水質 

  DXN 類 

  (ダイオキシン) 

  騒音 

大気 

(SPM,NO2：100％) 

環境基準の達成率向上・

達成維持を図る。 

大気 

（SPM,NO2:100%） 

水質 

(BOD,COD：85.6％) 

水質 

（BOD、COD：71.7%） 

DXN 類 

(大気、公共用水域水質、 

公共用水域底質、 

地下水、土壌：100％) 

DXN 類 

(大気、公共用水域水質、 

公共用水域底質、 

地下水、土壌：100％) 

騒音 

(航空機：80.0%、 

 新幹線：68.9%、 

 自動車：95.8%) 

騒音 

（航空機 90.5%、 

 新幹線 77.3%、 

 自動車 95.9%） 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

国際環境

協力の推

進 

国際環境協力の案

件数 

累計 7 件 累計 19 件 累計 17 件 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

国際環境協力に係

る研修参加者数 

累計 179 人 累計 263 人 ○ 累計 308 人 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 
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分野 指標項目 計画策定時 最終年度目標値 
指標達成状況 

（達成：○） 

経済・社会

のグリーン

化とグリー

ンイノベー

ションの 

推進 

特区制度を活用し

て設備投資を行っ

た企業数 

累計 105 社 累計 200 社 累計 176 社 

(平成 28(2016)年度) (令和 3(2021)年度) （令和 3(2021)年度） 

エコタウン（北九州

市及び大牟田市）

事業に関わる事業

数 

42 事業 42 事業 ○ 46 事業 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

福岡県の試験研究

機関における環境

関連技術の開発件

数 

累計 54 件 累計 97 件 累計 87 件 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

持続可能

な社会を

実現する

ための地

域づくり 

・人づくり 

福岡県環境ウェブ

サイトアクセス数 

816,093 件 900,000 件 ○ １,１２９,896 件 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

こどもエコクラブ市

町村事務局登録数 

13 市 30 市町村 22 市町 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

環境講座・環境イベ

ント等の開催数 

2,013 件 2,013 件以上 1,387 件 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 
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分野 指標項目 計画策定時 最終年度目標値 
指標達成状況 

（達成：○） 

経済・社会
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(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

福岡県の試験研究

機関における環境

関連技術の開発件

数 

累計 54 件 累計 97 件 累計 87 件 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

持続可能

な社会を

実現する

ための地

域づくり 

・人づくり

福岡県環境ウェブ

サイトアクセス数 

816,093 件 900,000 件 ○ １,１２９,896 件

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

こどもエコクラブ市

町村事務局登録数 

13 市 30 市町村 23 市町 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

環境講座・環境イベ

ント等の開催数 

2,013 件 2,013 件以上 1,387 件 

(平成 28(2016)年度) (令和 4(2022)年度) （令和 3(2021)年度） 

第３部 

資 料 





　１　環境に係る県民・事業者への支援制度　

 　　(1)　省エネ施設設備等導入支援

制度名 支援対象 支援内容 申込窓口 備考
所管課
(室)名

所管課(室)
電話番号

中小企業
等省エネ設
備導入支
援補助事
業

県内に事業所を
有する中小企業
者、小規模企業
者、個人事業主
等

省エネ効果が期待できる、既
存設備の更新や機器の導入
経費の一部を補助。

アーストーン
コンサルティ
ング・省エネ
ルギーセン
ター補助事
業共同企業
体

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.eccj.or.jp/lo
cal-info/kyu/fukuoka/
（第2部第4章第3節6(2)に関
連記事）

環境保
全課

092(643)
3356

環境保全
施設等整
備資金融
資

中小企業者又は
中小企業団体

公害防止施設及び環境保全
施設等の整備に要する資金の
融資。

循環型社会
推進課

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/kankyou
-yushi.html

循環型
社会推
進課

092(643)
3372

リサイクル
施設整備
費補助事
業

県内に事業所を
置く事業者又は
県内に事業所を
設置しようとする
事業者

産業廃棄物の減量化や資源
の有効利用を図るため循環型
社会の形成に寄与する効果が
大きいと認められる産業廃棄
物のリサイクル施設の整備に
要する経費の一部を補助。

循環型社会
推進課

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/shisetu.h
tml
（第2部第5章第2節1(1)に関連
記事）

循環型
社会推
進課

同上

使用済みプ
ラスチック
リサイクル
施設整備
費補助事
業

県内に事業所を
置く事業者又は
県内に事業所を
設置しようとする
事業者

県内に高度なプラスチックリサ
イクル事業の定着を誘導させ
ることを目的として、施設の中
核的技術やリサイクルシステ
ム等において先導性を有し、
他のモデルとなる使用済みプ
ラスチックリサイクル施設の整
備に要する経費の一部を補
助。

循環型社会
推進課

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/pla-
shisetu.html
（第2部第5章第2節1(2)に関連
記事）

循環型
社会推
進課

同上

エネルギー
対策特別
融資

県内に事業所を
有する中小企業
者

省エネルギー対策、再生可能
エネルギー設備・コージェネ
レーションの導入、水素ステー
ションの整備等を促進するた
めの低利融資。

総合政策課
エネルギー政
策室

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/yuushi01
.html
（第2部第4章第3節1(3)に関連
記事）

総合政
策課
エネル
ギー政策
室

092(643)
3148

福岡県再
生可能エネ
ルギー導入
支援アドバ
イザー派遣
事業

県内に事業所を
有する民間事業
者、自治会、ＮＰ
Ｏ法人等

県内の民間事業者等に対し、
専門的な知識や豊富な経験を
有する「再生可能エネルギー
導入支援アドバイザー」を派遣
し、課題解決を図ることにより
再生可能エネルギーの導入等
を支援。

総合政策課
エネルギー政
策室

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.f-energy.jp/
adviser/
（第2部第４章第３節１（２）に関
連記事）

総合政
策課
エネル
ギー政策
室

092(643)
3228

地球温暖
化対策施
設整備事
業

病院、診療所の
開設者

温室効果ガス総排出量の削
減が見込まれる設備整備を実
施する病院及び診療所に対す
る補助。

医療指導課
医療指
導課

092(643)
3273

活力ある高
収益型園
芸産地育
成事業

営農集団、認定
農業者等

省力栽培温室の内張りカーテ
ン、循環扇などの省エネ設備
の整備に対する補助。

各市町村
園芸振
興課

092(643)
3488

資
　
料
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制度名 支援対象 支援内容 申込窓口 備考
所管課
(室)名

所管課(室)
電話番号

環境保全
型農業直
接支払交
付金

農業者の組織す
る団体等

化学肥料・化学合成農薬の5
割低減の取組と合わせて行う
地球温暖化防止や生物多様
性保全等に効果の高い営農
活動を支援。

各市町村
食の安
全・地産
地消課

092(643)
3571

ふくおか県
産材家づく
り推進助成
事業

自ら居住するた
めに、今後、福岡
県内で県の定め
る建設基準に適
合する住宅を新
築又は購入する
人

県産木材や県内加工材を使
用し、長寿命化に対する配慮
を行った住宅に対する補助。

住宅計画課

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/kensanz
aiiedukuri.html
（第2部第4章第4節3に関連記
事）

住宅計
画課

092(643)
3731

ふくおか型
長期優良
住宅推進プ
ロジェクト

ふくおか型長期
優良住宅を建設
又は購入する人

長期優良住宅の普及促進の
ため、県と提携した各金融機
関により住宅ローンを優遇。

各金融機関

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/smile-
scrumh24.html
（第2部第4章第3節9(2)に関
連記事）

住宅計
画課

092(643)
3732

福岡県木
造戸建て住
宅性能向
上改修促
進事業補
助金

県内市町村

耐震性のない木造戸建て住宅
を対象に、住宅性能向上改修
工事に要する費用の一部を助
成する市町村に対する補助。

県内市町村

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/sumai-
taisin.html
（第１部第２章第２節５に関連記
事）

住宅計
画課

092(643)
3732

福岡県既
存戸建て住
宅断熱改
修費補助
金

下記いずれかに
該当する個人
①県内に自ら常
時居住する戸建
て住宅を所有す
るもの
②自ら常時居住
するために県内
の戸建て住宅を
改修し、取得しよ
うとするもの

耐震性のある既存戸建て住宅

の断熱性能を一定レベル※以
上に改修する際に要する費用
の一部を補助。

※基準一次エネルギー消費量
からの消費量削減率（冷暖房
エネルギーに限る）が15%以
上

住宅計画課

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/dannetu-
hojo.html
（第１部第２章第２節５に関連記
事）

住宅計
画課

092(643)
3732

福岡県燃
料電池ト
ラック導入
促進事業
補助金

福岡県内に本
社・事業所のある
一般貨物自動車
運送事業者等

燃料電池トラックの導入費用
の一部を助成。

福岡県水素
グリーン成長
戦略会議

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://f-suiso.jp
（第2部第2章第1節3(8)に関連
記事）

自動車・
水素産
業振興
課

092(643)
3448
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　  (2)　環境関連産業への研究助成等支援

制度名 支援対象 支援内容 申込窓口 備考
所管課
(室)名

所管課(室)
電話番号

福岡県リサ
イクル総合
研究事業
化センター
研究開発
事業

「産」「学」「官」
「民」のうち異な
る2者以上又は
「産」の2者以上
で構成された共
同研究メンバー

リサイクル技術・システムの開
発・事業化に向けた産学官民
の共同研究に対する支援。

（公財）福岡
県リサイクル
総合研究事
業化センター

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.recycle-
ken.or.jp/
（第2部第5章第3節5に関連記
事）

循環型
社会推
進課

092(643)
3381

エネルギー
先端技術
展

エネルギー分野
の取引拡大や新
規参入を目指す
企業及び企業等
との連携を望む
研究機関

エネルギー分野における技術・
製品をアピールする場を提供
し、ビジネスチャンスの拡大や
産学連携の活性化等を支援
することを目的とした展示会を
開催。

（公財）北九
州観光コンベ
ンション協会

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://eco-t.solution-
expo.jp/

総合政
策課
エネル
ギー政策
室

092(643)
3148

風力発電
産業育成・
参入促進
事業

県内の離職者
風車メンテナンスに特化した、
公共職業訓練を実施。

総合政策課
エネルギー政
策室

第2部第２章第１節３（２）に関連
記事

総合政
策課
エネル
ギー政策
室

092(643)
3228

風力発電
産業育成・
参入促進
事業

県内の高等専門
学校の学生

風車メンテナンス業務を体験
できるインターンシップを実
施。

総合政策課
エネルギー政
策室

第2部第２章第１節３（２）に関連
記事

総合政
策課
エネル
ギー政策
室

同上

製品開発
支援事業

県内企業を含む
｢産｣｢学｣「官」、
｢産｣「学」、｢産｣「官」又
は｢産｣｢産｣で構成さ
れる共同開発チーム

地域産業･経済の活性化に貢
献する、新規性・創造性に富ん
だ水素エネルギー関連製品開
発支援。

福岡県水素
グリーン成長
戦略会議

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://f-suiso.jp
（第2部第2章第1節3(8)に関連
記事）

自動車・
水素産
業振興
課

092(643)
3448

実用化支
援事業

県内企業

地域産業･経済の活性化に貢
献する、新規性・創造性に富ん
だ水素エネルギー関連製品の
実用化支援。

福岡県水素
グリーン成長
戦略会議

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://f-suiso.jp
（第2部第2章第1節3(8)に関連
記事）

自動車・
水素産
業振興
課

092(643)
3448

参入検討
支援事業

県内企業

地域産業･経済の活性化に貢
献する、新規性・創造性に富ん
だ水素エネルギー関連製品開
発に向けた参入検討支援。

福岡県水素
グリーン成長
戦略会議

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://f-suiso.jp
（第2部第2章第1節3(8)に関連
記事）

自動車・
水素産
業振興
課

092(643)
3448

「水素ファク
トリー」開発
モデル事業

県内企業

工場のＣＯ２削減に貢献する、
再生可能エネルギー設備との
連携を想定した水素関連シス
テム及び製品の開発を支援。

福岡県水素
グリーン成長
戦略会議

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://f-suiso.jp
（第2部第2章第1節3(8)に関連
記事）

自動車・
水素産
業振興
課

092(643)
3448

資
　
料
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　　(3)　省エネ相談・セミナー等

制度名 支援対象 支援内容 申込窓口 備考
所管課
(室)名

所管課(室)
電話番号

環境教育
教材の貸出

県民、事業者、自
治体職員

環境教育教材について、環境
教育ガイド（データベース）とし
てホームページ上で公開し、
要望のあった教材を貸出。

各問合せ先

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/env-
kyozai.html
第2部第3章第1節2(3)に関連
記事

環境政
策課

092(643)
3355

ホームペー
ジ「ふくお
かエコライ
フ応援サイ
ト」

県民、事業者、自
治体職員

事業者が各自のエネルギー使
用量や光熱水費を管理できる
環境家計簿機能を設けている
他、県の施策・事業や家庭・事
業所での取組の参考となる各
種情報、イベント情報などを掲
載。

環境保全課

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.ecofukuoka.
jp/
第2部第4章第3節5(4)に関連
記事

環境保
全課

092(643)
3356

省エネル
ギー相談事
業

県内企業等

中小企業等を対象とした省エ
ネに関する無料相談窓口を開
設するとともに、必要に応じて
専門家派遣による現地相談を
実施。

環境保全課

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/syouene
sodan.html
第2部第4章第3節6(2)に関連
記事

環境保
全課

同上

脱炭素化
人材育成
事業

県内企業等

環境経営に取り組むメリット等
を経営層向けに紹介する講座
や、設備の運用改善手法等に
関する技術者向け講座、省エ
ネ補助金の申請に向けたポイ
ントについて説明する講座を
実施。

環境保全課

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/eco-
seminar.html
第2部第4章第3節6(2)に関連
記事

環境保
全課

同上

脱炭素化
情報発信
事業

県内企業等
環境保全に資する優良な技術
や製品を紹介する展示会を開
催。

環境保全課
第2部第4章第3節6(2)に関連
記事

環境保
全課

同上

分散型エネ
ルギー発電
事業等に向
けた総合相
談窓口

分散型エネル
ギーの導入検討
を行う事業者等

分散型エネルギーの導入を行
う事業者等からの各種法規制
や融資制度、系統連系、発電
設備等に関する各種相談に対
応。

総合政策課
エネルギー政
策室

第2部第4章第3節１(2)に関連
記事

総合政
策課
エネル
ギー政策
室

092(643)
3148

ホームペー
ジ「ふくお
かのエネル
ギー」

県民、事業者、自
治体職員

県のエネルギー総合情報ポー
タルサイトとして、再生可能エ
ネルギーの県内での導入事
例・導入状況の他、再生可能
エネルギー発電設備の設置に
関連する法令等の窓口や公
募・助成情報等を提供。

総合政策課
エネルギー政
策室

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.f-energy.jp/
（第2部第4章第3節1(2)に関連
記事）

総合政
策課
エネル
ギー政策
室

同上
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制度名 支援対象 支援内容 申込窓口 備考
所管課
(室)名

所管課(室)
電話番号

再生可能エ
ネルギー導
入支援シス
テム

県民、事業者、自
治体職員

県民・事業者及び市町村によ
る再生可能エネルギー導入の
取組を支援するシステムとし
て、平成24年7月24日からイ
ンターネット上で公開。当シス
テムの機能は、以下のとおり。
①日照時間、風況、バイオマス
の賦存量などを、250mメッ
シュ単位で情報提供
②分かりやすいマップで簡単
に検索可能
③希望条件から適地を簡単に
検索可能
④太陽光発電による年間発電
量の簡易計算が可能

当システムの利用により、必要
な情報をワンストップで確認で
きることから、再生可能エネル
ギー導入検討に要する労力・
時間が大幅に削減され、導入
検討作業が飛躍的に効率化。

総合政策課
エネルギー政
策室

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.f-
energy.jp/search/
（第2部第4章第3節1(2)に関連
記事）

総合政
策課
エネル
ギー政策
室

092(643)
3148

コージェネ
レーション
導入セミ
ナー

コージェネレー
ションの導入を検
討する民間事業
者等

コージェネレーションの特長
や、最新の技術・導入事例、国
や県の導入支援制度を紹介す
るセミナーを開催。

総合政策課
エネルギー政
策室

詳しくは、下記アドレスを参照
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/cgssemi
nar.html
（第2部第4章第3節1(2)に関連
記事）

総合政
策課
エネル
ギー政策
室

同上

既存住宅
省エネ改修
事業者技
術講習会

県内中小工務店
等

省エネ改修の手法や省エネ計
算の方法等に関する講習会を
実施。

（一財）福岡
県建築住宅
センター

詳しくは、下記アドレスを参照
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/shouene
-koushukai.html
（第１部第２章第２節５に関連記
事）

住宅計
画課

092(643)
3732

　　(４)　環境配慮の取組に関する支援

制度名 支援対象 支援内容 申込窓口 備考
所管課
(室)名

所管課(室)
電話番号

テイクアウト
容器等に係
るプラス
チック代替
品切替支
援補助事
業

県内事業者
飲食店のテイクアウト容器やス
プーンなどのプラスチック代替
品への切替を支援。

循環型社会
推進課

詳しくは、下記アドレスを参照。
https://www.pref.fukuok
a.lg.jp/contents/plastic-
payment.html
第2部第5章第2節1(2)に関連
記事

循環型
社会推
進課

092(643)
3371

資
　
料
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制度名 分野 概要 問い合わせ先

環境カウン
セラー

環境全般

○市民･事業活動において環境保全に関する豊富な経験や専門的知
識を有し、その経験や知見に基づき、市民･NGO･事業者などの行う環
境保全活動に対し助言など(＝環境カウンセリング)を行うもの。
【申込方法】
　右記ホームページより、要望にあった環境カウンセラーを検索し、電
話、FAX又はメールにより、直接相談してください（ホームページを御
覧になれない方は、右記問い合わせ先まで問い合わせください。）。
【費用】
　活動の種類・内容により異なるため、あらかじめ環境カウンセラーと
相談が必要です。

環境省九州地方環境事務所
【TEL】
096-322-2411
【メール】
REO-KYUSHU@env.go.jp
【HP】
https://edu.env.go.jp/counsel/

ふくおか県
政出前講
座

環境全般

○県職員が本県の取組などを説明するもの。
【対象】
　おおむね20人以上の県民が参加する集会
【申込方法】
　郵送、FAX、電子申請又はメールにより、申込書を提出してください
（実施希望日の１か月前までにお申し込みください。）。
【費用】
　講師派遣は無料。その他必要な経費は申込者の負担です。
※一部講座について、オンライン対応が可能です。

総務部県民情報広報課広聴係
【TEL】
092-643-3103
【FAX】
092-643-3107
【メール】
kocho@pref.fukuoka.lg.jp
【ＨＰ】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp
/contents/demaekouza.html

福岡県地
球温暖化
防止活動
推進セン
ター事業
（講師派遣
制度）

環境全般

○福岡県地球温暖化防止活動推進センターに登録されたふくおか環
境マイスターやエコアドバイザーが地球温暖化に関する出前講座を行
うもの。
【対象】
　県民、県内の事業所、幼稚園、保育園、学校、学校教職員、市町村担
当者等
【申込方法】
　郵送、FAX又はメールにより、申込書を提出してください（実施希望
日の１か月前までにお申し込みください。）。
【費用】
　講師派遣は無料、その他必要な経費（会場費等）は申込者の負担で
す。

福岡県地球温暖化防止活動推進セン
ター
【TEL】
092-674-2360
【FAX】
092-674-2361
【メール】
fccca@keea.or.jp
【HP】
https://www.ecofukuoka.jp/cen
ter/5932.html

３Ｒの達人
循環型社
会

○県内で率先して３Ｒに取り組む個人やＮＰＯ法人に所属している方
が、３Ｒに関する県民の意識の高揚、３Ｒ活動の活性化を図るため、地
域コミュニティーや職場、学校等において実施される３Ｒの学習会、講
演会、実践教室等などを行うもの。
【対象】
　15人以上の県民が参加する地域学習会やセミナーなど
【申込方法】
　郵送、FAX又はメールにより、申請書を提出してください（実施希望
日の１か月前までにお申し込みください。）。
【費用】
　講師派遣は無料・その他必要な経費は申込者の負担です。

環境部循環型社会推進課企画係
【TEL】
092-643-3371
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp
/contents/tatsujin.html

食品ロス削
減マイス
ター

循環型社
会

○食品ロス削減に関して専門的・実践的な内容を教えることができる
方が、食品ロス削減に関する県民の意識の醸成と、県内で行われる食
品ロス削減の活動の活性化を図るため、地域コミュニティーや職場、学
校等において学習会、講演会、実践教室等を行うもの。
【対象】
　概ね1０人以上の県民が参加する学習会等
【申込方法】
　メール、郵送又はFAXにより、申請書を提出してください（実施希望
日の１か月前までにお申し込みください。）。
【費用】
　講師派遣は無料・その他必要な経費は申込者の負担です。

環境部循環型社会推進課事業化推進
係
【TEL】
092-643-3381
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp
/contents/meister-haken.html

　２　環境教育に関する人材派遣制度

※不明な点等ありましたら、問い合わせ先へ御連絡ください。
※各制度の目的に合致しない場合は、派遣をお断りさせていただくことがあります。
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事業名
（分野）

概要 問い合わせ先

こどもエコクラブ

（環境全般）

○幼児（３歳）から高校生まで誰でも参加できる身近な環境活動に取
り組むクラブ
【対象】
　幼児（３歳）から高校生まで
【申込方法】
　右記問い合わせ先にお問い合わせください。また、右記ホームペー
ジから直接登録可能です。
【特典】
（１）全国事務局が加入している「賠償責任保険」による活動中の事故
に伴う賠償のサポート
（２）環境学習プログラムなどを掲載したニュースレターの配布
（３）協賛企業から県事務局に寄贈される環境啓発物品などの活動に
役立つグッズの配布
（４）全国事務局や県事務局が開催する交流会や環境学習会における
他のクラブとの交流

こどもエコクラブ全国事務局（公益財団法
人日本環境協会）
【TEL】
03-5829-6359
【FAX】
03-5829-6190
【HP】
http://www.j-ecoclub.jp/
こどもエコクラブ福岡県事務局（環境部環
境政策課企画調整班）
【TEL】
092-643-3355
【FAX】
092-643-3357
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c
ontents/jec.html

エコファミリー

（脱炭素社会）

○省エネルギー・省資源など地球環境にやさしい活動に取り組んでい
ただく県民
【対象】
　県内に居住している方
【申込方法】
　スマートフォンに「九州エコファミリー応援アプリ（エコふぁみ）」をダ
ウンロードしてください。スマートフォンをお持ちでない場合は、お近く
の市区町村環境担当窓口又は県の環境保全課及び各保健福祉環境
事務所で配布している「ふくおかエコライフ応援book（福岡県環境家
計簿）」を活用してください。
【特典】
（１）【エコふぁみ】協賛店で割引等が受けられる応援パスポートの取得
（２）【エコふぁみ】ポイントを貯めてくじを引くと、抽選でプレゼントを進
呈
（３）【福岡県環境家計簿　エコふぁみ】電気、ガス、水道等の使用量を
報告した世帯の中から抽選で、協賛企業賞の進呈

環境部環境保全課地球温暖化対策係
【TEL】
092-643-3356
【FAX】
092-643-3357
【メール】
chikyu@pref.fukuoka.lg.jp
【ＨＰ】
https://www.ecofukuoka.jp/admi
nistrator/4126.html

エコ事業所

（脱炭素社会）

○「電気使用量削減」、「自動車燃料使用量削減」、「その他地球にやさ
しい活動（３Ｒ、グリーン購入等）」に取り組む事業所
【対象】
　県内に所在する事業所
【申込方法】
　右記問い合わせ先に申込書を提出してください。また、右記ホーム
ページから直接申込み可能です。
【特典】
（１）県の建設工事、物品・サービス関係の競争入札参加資格審査にお
いて加点
（２）エコアクション２１認証に向けた無料コンサルティングの優先受講
（３）県ホームページなどウェブサイト等でのＰＲ、先進的な取組みを
行っている事業所を知事表彰
（４）低金利融資の対象

環境部環境保全課地球温暖化対策係
【TEL】
092-643-3356
【FAX】
092-643-3357
【メール】
chikyu@pref.fukuoka.lg.jp
【ＨＰ】
https://www.ecofukuoka.jp/admi
nistrator/4125.html

食べもの
余らせん隊

（循環型社会）

○食べ残しや期限切れなどの食品ロスを減らすため、「福岡県食品ロ
ス削減県民運動」の一環として、食品ロス削減に取り組む事業所
【対象】
　福岡県内で営業する事業所
 （飲食店、小売店、食品メーカー等含め全ての業種が対象）
【申込方法】
　右記問い合わせ先にお問い合わせください。
【特典】
（１）登録事業所を県ホームページ等で公表

環境部循環型社会推進課事業化推進係
【TEL】
092-643-3381
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/co
ntents/amarasentai.html

　３　　年間を通じて募集している県民参加型事業

資
　
料
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事業名
（分野）

概要 問い合わせ先

県産リサイクル
応援事業所

（循環型社会）

○生活関連用品のリサイクル製品で一定の基準を満たして県が認定
した「県産認定リサイクル製品」の積極的な販売、使用に取り組む事業
所
【対象】
　事業を営む個人又は法人（県内・県外は問わない）
【申請方法】
　持参、郵送、ＦＡＸ又はメールにより、右記問い合わせ先に申込書を
提出してください。
【特典】
（１）登録事業所を県ホームページで公表
（２）「県産認定リサイクル製品」を一定額以上購入した事業所「優良事
業所」は、県の建設工事、物品・サービス関係の入札参加資格審査に
おいて加点

環境部循環型社会推進課リサイクル係
【TEL】
092-643-3372
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c
ontents/kensan-ohen.html

九州まちの
修理屋さん

（循環型社会）

○ものを長く使う工夫や修理店を県民に広く紹介するため、県内の修
理店を「九州まちの修理屋さん」として登録。
【対象】
　県内の修理店
【申込方法】
　右記問い合わせ先にお問い合わせください。
【特典】
（１）登録店舗を県ホームページで公表

環境部循環型社会推進課企画係
【TEL】
092-643-3371
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c
ontents/shuriyasan-shoukai.html

ふくおかプラごみ削
減協力店

（循環型社会）

○プラスチックごみの削減の取組みを促進するため、ワンウェイ(使い
捨て)プラスチックの使用削減等に取り組む事業所を登録。
【対象】
　県内に所在する事業所
【申込方法】
　右記問い合わせ先にお問い合わせください。
【特典】
（１）登録店舗を県ホームページで公表
（２）県の建設工事、物品・サービス関係の競争入札参加資格審査にお
いて加点
（３）「ふくおか県政推進サポート資金」利用可能

環境部循環型社会推進課企画係
【TEL】
092-643-3371
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c
ontents/puragomi.html
【登録申請URL】
https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp
/SksJuminWeb/EntryForm?id=uE
Ks88hi

- 218 -



４　環境関連法律・条例一覧
※ 各法律・条例については､福岡県の環境ホームページ「ふくおか環境ひろば」
(URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hiroba1.html) で検索することができます｡

【環境一般】

環境基本法

　環境の保全について基本理念を定め､並びに国､地方公共団体､事業者及び国民の
責務を明らかにするとともに､環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るため､環境基準や原因者負担の原則など環境施策の基準となる枠組みを定めてい
る｡

環境影響評価法
　規模が大きく､環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業を実施するに当たって
事業者が環境の保全について適正な配慮を行うことを確保するため､環境影響評価が
適切かつ円滑に行われるための手続等について定めている｡

特定工場における公害防止組織の
整備に関する法律

　ばい煙､汚水､騒音､粉じん､振動及びダイオキシン類の発生施設が設置されている
工場(特定工場) における公害の防止を目的とした組織(公害防止管理者の配置等)
の整備を図るための手続等について定めている｡

国等による環境物品等の調達の推
進等に関する法律
〔グリーン購入法〕

　国､独立行政法人等及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進､環境物品等
に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事
項を定め､併せて事業者の環境保全に向けた事業活動を促進すること等について定め
ている｡

国等における温室効果ガス等の排
出の削減に配慮した契約の推進に
関する法律
〔環境配慮契約法〕

　国全体の温室効果ガスの排出量削減に向けて、政府が率先的に目標を達成するた
め、庁舎で使用する電気の購入や庁舎の改修事業等について、環境負荷の配慮等を
適切に評価した上で契約先を選定すること等について定めている。

環境教育等による環境保全の取組
の促進に関する法律
〔環境教育等促進法〕

　持続可能な社会の構築のため、環境保全活動及び環境教育の実施に当たり重視す
べき基本的な考え方、学校・地域・職場等の様々な場における環境教育の推進方策や
人材育成、拠点整備のための施策等について定めている。

環境情報の提供の促進等による特
定事業者等の環境に配慮した事業
活動の促進に関する法律
〔環境配慮促進法〕

　事業活動等に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し､国等
の責務を明らかにするとともに､特定事業者による環境報告書の作成及び公表につい
て定めている｡

福岡県環境影響評価条例

　環境影響評価法の対象規模に満たない事業や同法が対象としない事業種であって､
一定規模以上のものについて､事業者が環境の保全について適正な配慮を行うことを
確保するため､環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続等について定め
ている｡

福岡県公害防止等生活環境の保全
に関する条例

　公害対策に加え､県民の生活環境の保全を図る観点から｢福岡県公害防止条例｣の
全部を改正し､特定施設に係る各種規制に加え､地下水保全に係る措置､水質事故時
の措置のほか､日常生活等に起因する生活環境保全上の配慮事項等を定めている｡

【地球環境】

地球温暖化対策の推進に関する法
律

　我が国の地球温暖化対策の推進を図るため､国､地方公共団体､事業者及び国民の
責務を明らかにし､地球温暖化対策に関する基本方針を定めること等､取組を促進す
る法的な枠組みを定めている｡国及び地方公共団体には､実行計画の策定と実施状況
の公表を義務付けている｡

特定物質等の規制等によるオゾン
層の保護に関する法律

　国際的な協力の下、オゾン層を確保するため､オゾン層を破壊する物質(特定物質)
の製造・排出の規制及び使用の合理化(抑制及び代替物質の利用の促進) に関する
措置について定めている｡

フロン類の使用の合理化及び管理
の適正化に関する法律
〔フロン排出抑制法〕

　オゾン層の保護及び地球温暖化防止の重要性に鑑み、オゾン層を破壊し地球温暖化
に多大な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、フロン類の管理
の適正化に関する指針やフロン類を使用した機器の管理者等の責務等を定めている。

気候変動適応法
　気候変動適応を推進するため、国、地方公共団体、事業者及び国民が担うべき役割
を明らかにするとともに、気候変動適応に関する計画の策定、情報基盤の整備等につ
いて定めている。

【大気汚染】

大気汚染防止法
　大気の汚染による国民の健康や生活環境の被害を防止するため､工場等から発生す
るばい煙､揮発性有機化合物(VOC) 、粉じん及び水銀等の排出規制や､建物等の解
体等の作業に伴うアスベストの飛散防止対策実施の義務について定めている｡

特定特殊自動車排出ガスの規制等
に関する法律
〔オフロード法〕

　特定特殊自動車からの排出ガスを抑制するため、技術上の基準や使用の方法を定
めている。

【アスベスト】
石綿による健康被害の救済に関す
る法律

　石綿による健康被害の特殊性に鑑み､石綿による健康被害等の救済について定めて
いる｡

その他：○人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律　等

その他：○都市の低炭素化の促進に関する法律〔エコまち法〕　等

その他：○自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法　等

その他：○大気汚染防止法　○廃棄物処理法 　○建築基準法　○労働安全衛生法　等
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【水質汚濁】

水質汚濁防止法
　公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため､工場等から公共用水域に排
出される排水や同排水の地下浸透について規制するとともに､生活排水対策を推進す
るための枠組みについて定めている｡

瀬戸内海環境保全特別措置法
　瀬戸内海の環境の保全を図るため､環境保全上有効な施策を推進するための計画
の策定や特定施設の設置の規制､富栄養化による被害の発生の防止､自然海浜の保
全等について定めている｡

有明海及び八代海等を再生するた
めの特別措置に関する法律

　有明海などの再生を図るため､海域の特性に応じた環境保全並びに漁業の振興に関
し､実施すべき施策に関する計画の策定やその実施を促進する特別の措置等について
定めている｡

水質汚濁防止法第三条第三項の規
定に基づく排水基準を定める条例

　水質汚濁防止法に基づき､同法排水基準について､県独自の上乗せ基準を定めてい
る｡

【土壌汚染】

土壌汚染対策法
　土壌汚染対策を実施するため､土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染に
よる人の健康被害の防止に関する措置等について定めている｡

農用地の土壌の汚染防止等に関す
る法律

　農用地の土壌の汚染の防止及び除去並びにその汚染に係る農用地の利用の合理化
を図るため､カドミウム､銅及びヒ素等の特定有害物質としての指定､汚染対策地域の
指定､都道府県知事による汚染対策計画の策定及び常時監視等､農用地土壌汚染対
策の措置を講じるための枠組みについて定めている｡

【化学物質】
特定化学物質の環境への排出量の
把握等及び管理の改善の促進に関
する法律
〔化学物質排出把握管理促進法〕

　事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し､化学物質による環境保全上
の支障を未然に防止するため､事業者による特定の化学物質の排出量等の把握及び
国への届出並びに同化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供等の仕組みにつ
いて定めている｡

化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律

　難分解性の性状を有し､かつ､人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の
汚染を防止するため､新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質の
性状を審査する制度を設けるとともに､その化学物質の有する性状等に応じ､製造､輸
入､使用等に必要な規制を行うことについて定めている｡

ダイオキシン類対策特別措置法

　ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等を行うため､ダイオキシン類
発生施設の届出や自主測定の義務付け､排出基準の設定､汚染状況の調査､対策地
域の指定､汚染土壌に係る措置等､ダイオキシン類対策を総合的に推進するための仕
組みについて定めている｡

【騒音・振動】

騒音規制法
　工場等における事業活動及び建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音に
ついて必要な規制を定めている｡

振動規制法
　工場等における事業活動及び建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動に
ついて必要な規制を定めている｡

騒音防止条例
　カラオケ､拡声器等の営業騒音を規制し社会生活の静穏を保つため､各ケースに応じ
た音量基準の設定や商業宣伝を行う者及び飲食店営業者等の遵守事項等について
定めている｡

【悪臭】

悪臭防止法
　工場等における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うとともに､
規制地域を指定するなど悪臭防止対策の枠組みについて定めている｡

【地盤沈下】
○建築物用地下水の採取の規制に関する法律　○工業用水法　等

その他：○特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
　　　　　○水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律　○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
　　　　　○下水道法　○河川法　○湖沼水質保全特別措置法　等
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【廃棄物・リサイクル】

循環型社会形成推進基本法
〔循環型社会基本法〕

　循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため､環境基本法
の基本理念にのっとり循環型社会の形成について基本原則を定めるとともに､基本計
画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めている｡

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律
〔廃棄物処理法〕

　廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別､保管､収集､運搬､再生､処分等の処
理､並びに生活環境の保全を目的とし､事業者等に対する規制を中心に､廃棄物の処
理に関する施策を総合的に推進するための仕組みについて定めている｡

資源の有効な利用の促進に関する
法律
〔資源有効利用促進法〕

　使用済物品や副産物の発生の抑制並びに再生資源等の利用の促進を図るため､再
生可能資源を扱う特定資源事業者の計画作成の義務付け及び国による指導・勧告等
施策の推進に必要な事項について定めている｡

容器包装に係る分別収集及び再商
品化の促進等に関する法律
〔容器包装リサイクル法〕

　容器包装廃棄物のリサイクルを促進するための仕組みについて定めたもので､消費
者には分別排出やリサイクル商品の使用を､市町村には分別排出された廃棄物の分別
収集の実施を､事業者には分別収集された廃棄物のリサイクルを各々の役割として定
めている｡

特定家庭用機器再商品化法
〔家電リサイクル法〕

　特定家電製品(テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機) の適正な処
理と資源の有効な利用を確保するため､同廃棄物について小売業者による収集及び運
搬､製造業者等による再商品化の義務付け等､施策を推進するための仕組みについて
定めている｡

建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律
〔建設リサイクル法〕

　建設資材廃棄物の発生抑制及び同廃棄物の再資源化による資源の有効利用を促進
するため､対象建設工事の届出の義務付けや解体工事業者の登録制度の導入等､建
設資材の分別解体等及び再資源化等を促進するための施策について定めている｡

食品循環資源の再生利用等の促進
に関する法律
〔食品リサイクル法〕

　食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を促進す
るため､食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制に関し基本的な
事項を定めるとともに､再生利用事業者の登録制度を設ける等､食品関連事業者によ
る食品循環資源の再生利用を促進するための措置について定めている｡

使用済自動車の再資源化等に関す
る法律
〔自動車リサイクル法〕

　使用済自動車に係る廃棄物の減量及び再生資源並びに再生部品の利用を通じ､同
廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図るため､自動車製造業者等
による使用済自動車の引き取り及び引き渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実
施するために必要な事項を定めている｡

使用済小型電子機器等の再資源化
の促進に関する法律
〔小型家電リサイクル法〕

　廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保の観点から、使用済小型電子機
器等の再資源化を行おうとする者が再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を
受けることで、廃棄物処理業の許可を不要とすること等を通じ、広域的かつ効率的な
使用済小型電子機器等の再資源化を促進する。

食品ロスの削減の推進に関する法
律
〔食品ロス削減推進法〕

　食品ロスの削減を推進するため、国、地方公共団体、事業者及び消費者の責務を明
らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本とな
る事項を定めている。

プラスチックに係る資源循環の促進
等に関する法律
〔プラスチック資源循環法〕

プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチッ
クのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促
進するための措置について定めている｡

浄化槽法
　浄化槽の製造､施工､保守点検､清掃などについて､技術上の基準や浄化槽関係の事
業に従事する関係業者の責任の明確化・資格制度を定めたほか､浄化槽の正しい使用
や､水質検査業務についても規定されている｡

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理の推進に関する特別措置法
〔ＰＣＢ特別措置法〕

　長期にわたり処分されていない状況にあるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適
正な処分を推進するため､国及び都道府県等に処理計画の策定を義務付けるととも
に､事業者に対し保管及び処分の状況の届出と一定期間内の処分を義務付けるなど､
施策の推進に必要な事項について定めている｡

特定産業廃棄物に起因する支障の
除去等に関する特別措置法

　過去(廃棄物処理法の平成9年改正法施行前) に不適正に処理された産業廃棄物に
起因する支障の除去等を計画的にかつ着実に推進するために一定の期間､都道府県
等が自ら支障の除去等の事業を行う場合に必要な経費について､国庫補助及び地方
債の起債特例の特別な措置を講ずることを定めている｡

美しく豊かな自然を保護するための
海岸における良好な景観及び環境
並びに海洋環境の保全に係る海岸
漂着物等の処理等の推進に関する
法律〔海岸漂着物処理推進法〕

　海岸漂着物等対策を総合的かつ効果的に推進するため、基本理念を定め、国、地方
公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、政府による基本方針の策
定その他の海岸漂着物等対策を推進するために必要な事項を定めている。

福岡県産業廃棄物処理施設の設置
に係る紛争の予防及び調整に関す
る条例
〔紛争予防条例〕

　産業廃棄物処理施設の設置に係る設置者と地域住民との間の紛争を予防し､同施設
の適正な設置計画の決定に資するため､紛争の予防に関する手続や紛争のあっせんな
どについて定めている｡

福岡県使用済自動車等の適正な保
管の確保に関する条例

　使用済みの自動車及びタイヤ等の適正な保管を確保し､良好な生活環境を保全する
ため､多量保管の届出の義務付けや保管基準等､使用済自動車等の適正な保管を確
保するために必要な事項を定めている｡

福岡県ごみ散乱防止条例
　街の美観の保持及び快適な県民生活を確保するため､たばこの吸い殻や空き缶等の
ごみの散乱防止に向けた啓発､環境美化の日の設定及びごみ散乱防止協力協定の締
結等について定めている｡

福岡県浄化槽の保守点検業者の登
録に関する条例

　浄化槽の保守点検を業とする者について登録制度を設けることにより､浄化槽の適
正な管理を図っている｡

福岡県産業廃棄物の不適正処理の
防止に関する条例

　環境への負担の低減及び生活環境の保全に資することを目的として､産業廃棄物の
不適正処埋の防止に関する措置その他必要な事項を定めている｡
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福岡県産業廃棄物税条例
　市場メカニズムにより産業廃棄物の排出抑制､再生利用等を促進すること及び税収
による循環型社会実現に向けた施策を行うことを目的とする｡

福岡県産業廃棄物税基金条例 　産業廃棄物税収の使途を明確にするための基金を設置する｡

【自然環境】

生物多様性基本法
　生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を推進することにより、自然と共
生する社会を実現することを目的としている。基本原則及び国、地方公共団体、事業
者、国民等の責務を定めている。

地域における多様な主体の連携に
よる生物の多様性の保全のための
活動の促進等に関する法律
〔生物多様性地域連携促進法〕

　市町村、地域住民、ＮＰＯ等の多様な主体が連携して行う生物多様性保全活動を促
進するための枠組みを定めている。

遺伝子組換え生物等の使用等の規
制による生物の多様性の確保に関
する法律
〔カルタヘナ法〕

　国際的に協力して生物の多様性の保全及び持続的な利用を図るため､遺伝子組換え
技術を用いた生物の使用等の規制に関して必要な措置について定めている｡

絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律
〔種の保存法〕

　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るため､野生動植物に係る捕獲､譲
渡､輸入等の制限や禁止など､保護施策を推進するための仕組みについて定めてい
る｡

特定外来生物による生態系等に係
る被害の防止に関する法律
〔外来生物法〕

　特定外来生物による生態系､人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害を防
止するため､特定外来生物の飼養､輸入等に係る規制や野外等に存する特定外来生物
の防除等の措置について定めている｡

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

　鳥獣の保護及び鳥獣による農林水産業や生態系に係る被害の防止を図るため､鳥獣
保護管理事業計画の策定や狩猟免許制度など､鳥獣の保護、管理、狩猟の適正化を
推進するための施策について定めている｡

自然環境保全法
　自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に
推進するため､自然環境保全地域等の指定や当該地での行為の制限など必要な措置
について定めている｡

自然公園法
　すぐれた自然の風景地を保護するとともにその利用の増進を図るため､国立及び国
定公園の指定や当該地での行為の制限など必要な措置について定めている｡

自然再生推進法
　自然再生に関する施策を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生す
る社会の実現を図るため、自然再生の基本理念、実施者の責務、その他推進上必要な
事項を定めている。

エコツーリズム推進法
　エコツーリズムを通じて、自然環境を保全し、後世に伝えていくことをはじめとして、
国民の健やかで文化的な生活を実現していくことを目的として、地域で取り組むエコ
ツーリズムに関する総合的な枠組みを定めている。

温泉法
　温泉に係る土地掘削や利用等に係る許可制度や温泉源保護のための都道府県知事
の採取制限命令等､温泉の保護やその利用の適正を図るための仕組み等について定
めている｡

福岡県環境保全に関する条例
　環境の保全について基本となる事項や自然環境保全基本方針の策定の義務付け等
を定めるとともに､自然環境を保全することが特に必要な地域の指定及び一般地域に
おける一定規模以上の開発行為の規制について規定している｡

福岡県自然海浜保全地区条例
　自然海浜の保全及び適正な利用を図るため､自然海浜保全地区の指定及び同地区
内の各種行為の届出等に関し必要な事項を定めている｡

福岡県立自然公園条例
　県内のすぐれた自然の風景地を保護するとともにその利用の増進を図るため､福岡
県立自然公園の指定､保護､利用等について定めている｡

福岡県希少野生動植物種の保護に
関する条例

　県内に生息・生育する希少野生動植物種を保護するために、指定希少野生動植物種
に係る捕獲の禁止などの規制や罰則、保護施策の実施について定めている。

【立地規制】

工場立地法
　工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため､工場敷地面積に
対し一定比率の緑地等の配置を義務付けるなど､工場の立地に係る公害の防止を図る
ための措置について定めている｡

【費用負担・助成】

公害防止事業費事業者負担法
　事業者が事業活動による公害を防止するために実施する公害防止事業について､そ
の費用を事業者が負担する旨規定するとともに､公害防止事業の範囲､負担する費用
の範囲や額など､制度運用に必要な事項について定めている｡

【紛争処理・被害救済】

公害紛争処理法
　公害に係る紛争を円滑に処理するため､あっせん､調停､仲裁及び裁定の制度等､紛
争処理を進めるための手続について定めている｡

福岡県公害紛争処理条例
　公害紛争処理法に基づき､審査会の設置､紛争処理に係る費用負担の在り方等､公
害に係る紛争の処理に関し必要な事項を定めている｡

その他：○公害健康被害の補償等に関する法律　○鉱業法　等

その他：○家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律　等

その他：○国土利用計画法　○都市計画法　○建築基準法　等

その他：○公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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福岡県産業廃棄物税条例
　市場メカニズムにより産業廃棄物の排出抑制､再生利用等を促進すること及び税収
による循環型社会実現に向けた施策を行うことを目的とする｡

福岡県産業廃棄物税基金条例 　産業廃棄物税収の使途を明確にするための基金を設置する｡

【自然環境】

生物多様性基本法
　生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を推進することにより、自然と共
生する社会を実現することを目的としている。基本原則及び国、地方公共団体、事業
者、国民等の責務を定めている。

地域における多様な主体の連携に
よる生物の多様性の保全のための
活動の促進等に関する法律
〔生物多様性地域連携促進法〕

　市町村、地域住民、ＮＰＯ等の多様な主体が連携して行う生物多様性保全活動を促
進するための枠組みを定めている。

遺伝子組換え生物等の使用等の規
制による生物の多様性の確保に関
する法律
〔カルタヘナ法〕

　国際的に協力して生物の多様性の保全及び持続的な利用を図るため､遺伝子組換え
技術を用いた生物の使用等の規制に関して必要な措置について定めている｡

絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律
〔種の保存法〕

　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るため､野生動植物に係る捕獲､譲
渡､輸入等の制限や禁止など､保護施策を推進するための仕組みについて定めてい
る｡

特定外来生物による生態系等に係
る被害の防止に関する法律
〔外来生物法〕

　特定外来生物による生態系､人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害を防
止するため､特定外来生物の飼養､輸入等に係る規制や野外等に存する特定外来生物
の防除等の措置について定めている｡

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

　鳥獣の保護及び鳥獣による農林水産業や生態系に係る被害の防止を図るため､鳥獣
保護管理事業計画の策定や狩猟免許制度など､鳥獣の保護、管理、狩猟の適正化を
推進するための施策について定めている｡

自然環境保全法
　自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に
推進するため､自然環境保全地域等の指定や当該地での行為の制限など必要な措置
について定めている｡

自然公園法
　すぐれた自然の風景地を保護するとともにその利用の増進を図るため､国立及び国
定公園の指定や当該地での行為の制限など必要な措置について定めている｡

自然再生推進法
　自然再生に関する施策を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生す
る社会の実現を図るため、自然再生の基本理念、実施者の責務、その他推進上必要な
事項を定めている。

エコツーリズム推進法
　エコツーリズムを通じて、自然環境を保全し、後世に伝えていくことをはじめとして、
国民の健やかで文化的な生活を実現していくことを目的として、地域で取り組むエコ
ツーリズムに関する総合的な枠組みを定めている。

温泉法
　温泉に係る土地掘削や利用等に係る許可制度や温泉源保護のための都道府県知事
の採取制限命令等､温泉の保護やその利用の適正を図るための仕組み等について定
めている｡

福岡県環境保全に関する条例
　環境の保全について基本となる事項や自然環境保全基本方針の策定の義務付け等
を定めるとともに､自然環境を保全することが特に必要な地域の指定及び一般地域に
おける一定規模以上の開発行為の規制について規定している｡

福岡県自然海浜保全地区条例
　自然海浜の保全及び適正な利用を図るため､自然海浜保全地区の指定及び同地区
内の各種行為の届出等に関し必要な事項を定めている｡

福岡県立自然公園条例
　県内のすぐれた自然の風景地を保護するとともにその利用の増進を図るため､福岡
県立自然公園の指定､保護､利用等について定めている｡

福岡県希少野生動植物種の保護に
関する条例

　県内に生息・生育する希少野生動植物種を保護するために、指定希少野生動植物種
に係る捕獲の禁止などの規制や罰則、保護施策の実施について定めている。

【立地規制】

工場立地法
　工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため､工場敷地面積に
対し一定比率の緑地等の配置を義務付けるなど､工場の立地に係る公害の防止を図る
ための措置について定めている｡

【費用負担・助成】

公害防止事業費事業者負担法
　事業者が事業活動による公害を防止するために実施する公害防止事業について､そ
の費用を事業者が負担する旨規定するとともに､公害防止事業の範囲､負担する費用
の範囲や額など､制度運用に必要な事項について定めている｡

【紛争処理・被害救済】

公害紛争処理法
　公害に係る紛争を円滑に処理するため､あっせん､調停､仲裁及び裁定の制度等､紛
争処理を進めるための手続について定めている｡

福岡県公害紛争処理条例
　公害紛争処理法に基づき､審査会の設置､紛争処理に係る費用負担の在り方等､公
害に係る紛争の処理に関し必要な事項を定めている｡

その他：○公害健康被害の補償等に関する法律　○鉱業法　等

その他：○家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律　等

その他：○国土利用計画法　○都市計画法　○建築基準法　等

その他：○公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

(1) 環境行政組織の変遷
＜本庁＞ ＜出先機関等＞

昭和38年4月

（公害係設置)

昭和43年9月

（公害課設置)

昭和46年8月

（環境整備局設置)

昭和48年4月

（自然保護課設置)

昭和48年9月

（衛生公害センター開設)

昭和55年4月

（環境保全課設置)

平成元年4月

（環境保全施設計画室設置)

平成2年4月

（保健環境部に改称)

平成4年1月

（(財)福岡県環境保全公社設立)

平成4年4月

（保健環境研究所開設)

平成8年4月

（廃棄物対策課・水道整備室設置)

平成9年4月

（21保健所を13保健所3支所に
　統廃合、保健所内に環境課設置）　

平成10年4月

（環境生活部設置)

平成12年4月

（環境部設置)

平成13年6月

（ﾘｻｲｸﾙ総合研究ｾﾝﾀｰ設立)

平成14年9月

（保健福祉環境事務所設置）

平成16年4月

（循環型社会推進課設置）

平成20年4月

（本庁組織再編）

平成21年10月

（13保健福祉環境事務所を6事
　務所に統合、環境課を再編）　

（廃棄物適正処理推進室設置、
　(公財)福岡県リサイクル総合
　研究事業化センター開設)

（廃棄物適正処理推進室廃止）

令和3年4月
環境

政策課
環境

保全課
循環型
社会

推進課

廃棄物
対策課

環境保
全施設
計画室

(財)福岡県
環境保全公社

環境
保全課

監視
指導課

自然
環境課

環境
政策課

環境
政策課

公害課

公害課

公害課

公害課

公害課

衛生部環境衛生課
公害係

 (衛生公害ｾﾝﾀｰから改組)

水道
整備室

水道
整備室

ﾘｻｲｸﾙ総合研究ｾﾝﾀｰ

環境
政策課

保健所環境課

環境保
全施設
計画室

自然
環境課

ﾘｻｲｸﾙ
推進室

環境保
全施設
計画室

衛生部公害課

衛生公害センター

（衛生研究所から改組）

保健環境研究所

自然
保護課

環境
保全課

<環境整備局>

(環境生活部)

企画課

環境
保全課

環境
保全課

整備課

整備課

整備課

整備課

循環型
社会

推進課

廃棄物
対策課

循環型
社会

推進課

廃棄物
対策課

廃棄物
対策課

廃棄物
対策課

廃棄物
対策課

監視
指導課

ﾘｻｲｸﾙ
推進室

県土整備部へ 

自然
環境課

水道
整備室

監視
指導課

(公財)福岡県ﾘｻｲｸﾙ
総合研究事業化ｾﾝﾀｰ

（（財）福岡県環境保全公社
を公益財団法人化し、名称

等変更）

環境保
全施設
計画室

水道
整備室

自然
環境課

（保健所と福祉事務所を統合）

保健福祉環境事務所

（(財)福岡県環境保全公社内）

保健福祉環境事務所
　地域環境課（係）
　環境指導課（係）

自然
環境課

監視
指導課

自然
環境課

廃棄物
対策課

監視
指導課

廃棄物
適正処理
推進室

５　環境行政の推進体制

平成25年4月
環境

政策課
循環型
社会

推進課

環境
保全課

環境
保全課

環境
保全課

（環境部）

環境
保全課

（衛生部）

（衛生部）

<環境整備局>

(保健環境部)

企画課

環境
政策課

資
　
料
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(2) 環境行政組織図

筑紫 （筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市）
宗像・遠賀 （中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡、遠賀郡）
嘉穂・鞍手 （直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡）
北筑後 （小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡）
南筑後 （大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡、八女郡）
京築 （行橋市、豊前市、京都郡、築上郡）

大気課（大気汚染、悪臭等に係る分析測定及び調査研究）
水質課（工場排水・公共用水域等各種水質、土壌に係る分析測定及び調査研究）
廃棄物課（廃棄物に係る分析測定及び調査研究）
環境生物課（衛生動物に係る調査研究、動物学的・植物学的調査研究）

（公財）福岡県リサイクル総合研究事業化センター

リサイクル技術・システムの開発・普及

監 視 指 導 課

廃 棄 物 対 策 課

自 然 環 境 課

廃棄物対策、浄化槽、廃棄物処理施設対策

知
事

副
知
事

保健環境研究所

産業廃棄物監視・指導

環境影響評価、温泉、公害紛争処理、生物多様性の保全、鳥獣保護、
自然公園

保健福祉環境事務所（地域環境課（係））・環境指導課（係））　　（県内6か所）

環 境 部

循 環 型 社 会 推 進 課

環 境 保 全 課

環 境 政 策 課 総合企画調整、環境総合基本計画、環境教育、国際環境協力

公害苦情、ＰＲＴＲ、ダイオキシン類対策、地球温暖化対策、大気保全、騒
音、振動、悪臭、水質保全、土壌環境保全、地盤沈下、フロン回収、環境
放射線監視

廃棄物の発生抑制、再使用の促進、リサイクルの推進、ＲＤＦ発電、
公共関与による産業廃棄物処理の推進、容器包装、
リサイクルシステムの開発

建 築 都 市 部

教 育 庁

警 察 本 部 環境関係事犯の取締り（生活経済課）　自動車交通公害対策（交通規制課）

環境教育の推進（高校教育課、義務教育課、特別支援教育課、社会教育課）

都市計画、良好な景観の整備（都市計画課）
建築資材リサイクル（建築指導課）　都市公園の整備（公園街路課）
下水道の整備（下水道課）　建築物・住宅の省エネルギー化の促進（建築指導課、住宅計画課）

保健医療介護部

人 づ く り ・
県 民 生 活 部

商 工 部

県 土 整 備 部
公共工事に伴う廃棄物リサイクルの推進（企画課技術調査室）　道路緑化（道路維持課）
交通環境対策（道路維持課、道路建設課）
河川環境整備（河川管理課、河川整備課）　海岸環境整備（港湾課）　渓流の保全（砂防課）

健康に関する対策（健康増進課、がん感染症疾病対策課）
ワンへルスの推進（ワンヘルス総合推進室）

農薬安全対策、農用地土壌汚染対策（食の安全・地産地消課）
畜産経営環境保全対策（畜産課）
狩猟・鳥獣被害対策（農山漁村振興課）
農業集落生活排水対策、農用地地盤沈下対策（農村森林整備課）
森林の保全（農山漁村振興課、農村森林整備課、林業振興課）
緑化の推進、森林環境税（林業振興課）
漁場環境の保全（漁業管理課）
漁場・漁港の環境整備、漁業集落生活排水対策（水産振興課）
環境保全に関する調査研究（農林業総合試験場、水産海洋技術センター）

グリーンアジア国際戦略総合特区の推進（商工政策課産業特区推進室）
環境関連産業の海外展開（新事業支援課）
水素エネルギーの普及推進（自動車・水素産業振興課）
環境に関する観光ブランドの推進（観光振興課）
環境保全に関する調査研究（工業技術センター）

農 林 水 産 部

福 祉 労 働 部 子どもの貧困対策の推進（保護・援護課）

総 務 部

企画･地域振興部
エネルギー施策の総合企画、調査及び調整、再生可能エネルギー・コージェネレーションの導入促進、
エネルギー対策特別融資制度（総合政策課エネルギー政策室）　航空機騒音対策（空港事業課）
国連ハビタット福岡本部を通じた国際貢献（国際局）

環境税制の推進(税務課)　庁舎の省エネルギーの推進（財産活用課）
グリーン購入（総務事務厚生課）

NPO・ボランティア団体との協働推進（社会活動推進課）　消費者教育の推進（生活安全課）
消費者からの苦情の処理、消費者啓発（消費生活センター）
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(3)　庁内横断環境行政組織

ア　福岡県環境対策協議会

＜各部会＞

部 環境政策部会
環境保全実行
計画推進部会

水環境部会 廃棄物部会 リサイクル部会 自然環境部会 環境教育部会

○ ○
○
○ ○

○ ○ ○
○ ○

○
○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○

○
○ ○ ○ ○

○
○
○
○

福 祉 労 働 部 ○ ○
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

◎ ◎ ○ ○ ○ ○
○ ◎ ○

○ ◎ ○ ○ ○
○ ○
○ ○ ◎ ○

○ ○ ○
○

○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○

○
○ ○

○ ○
○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○

○
○ ○

○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○
○
○

○ ○ ○ ○
○ ○

○
○
○ ○ ○

○ ○
会 計 管 理 局 ○
企 業 局 ○ ○
議 会 事 務 局 ○

○ ○ ○
○

○
○
○
○

○ ○
人事委員会事務局 ○
監査委員事務局 ○
警 察 本 部 ○ ○
労働委員会事務局 ○

12 21 26 22 21 14 25
◎は部会の庶務を処理する課又は室

イ　地球温暖化対策施策連絡調整会議

県土整備部企画課長

議　長 環境部次長

構成員

建築都市部建築都市総務課長 警察本部総務部総務課長企業局管理課長

企画・地域振興部エネルギー政策室長

環境部環境政策課長
農林水産部農山漁村振興課長
教育庁教育総務部財務課長

総務部行政経営企画課長 企画・地域振興部総合政策課長 人づくり・県民生活部社会活動推進課長

保健医療介護部保健医療介護総務課長 福祉労働部福祉総務課長 環境部環境保全課長
商工部商工政策課長 農林水産部農林水産政策課長

（令和4年11月1日現在）

管理課長
総務課長
教育総務部財務課長

県営住宅課長
営繕設備課長
会計課長

建築指導課長

商工政策課長
中小企業技術振興課

公園街路課長

建築都市総務課長

総合政策課長
市町村振興局政策支援課長

社会活動推進課長

財産活用課長

空港対策局空港事業課長

生活衛生課長
薬務課長

監視指導課長
自然環境課長

河川整備課長

構成する幹事数

教育総務部文化財保護課長
教育振興部高校教育課長教 育 庁

調整課長
総務部総務課長
総務課長
任用課長

教育総務部施設課長

教育振興部義務教育課長

教育振興部社会教育課長
教育振興部特別支援教育課長

会　長

総務部長

副知事（環境部担当）

行政経営企画課長

企画・地域振興部長
保健医療介護部長
商工部長
建築都市部長

福祉労働部長

幹　事

総 務 部

建 築 都 市 部

道路維持課長
河川管理課長

港湾課長

福祉総務課長
環境政策課長

下水道課長

食の安全・地産地消課長
水田農業振興課長
経営技術支援課長

農村森林整備課長
林業振興課長
水産局漁業管理課長
水産局水産振興課長

農山漁村振興課長

県 土 整 備 部

県土整備総務課長

企画課技術調査室長
企画課長

水資源対策課長
水資源対策課水道整備室長

循環型社会推進課長
廃棄物対策課長

保健医療介護部

環 境 部

農 林 水 産 部

保健医療介護総務課長

商 工 部

農林水産政策課長
工業保安課長

畜産課長

環境部長
県土整備部長

委　員

人づくり・県民生活部長

教育長
農林水産部長

総務事務厚生課長

生活安全課長

環境保全課長

企画・地域振興部
市町村振興局行財政支援課長

私学振興・青少年育成局青少年育成課長

人 づ く り ・
県 民 生 活 部

保健環境研究所長

健康増進課長

資
　
料
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(4) 各種施策に係る照会先一覧

連絡先 連絡先

環境総合基本計画全般 環境部環境政策課 092-643-3355

環境部環境保全課 092-643-3356
商工部自動車・水素産業振興課 092-643-3448
商工部自動車・水素産業振興課 092-643-3448
農林水産部食の安全・地産地消課 092-643-3571

漁場整備、資源管理型漁業 農林水産部水産局水産振興課 092-643-3562

漁場の保全 農林水産部水産局漁業管理課 092-643-3555
保健環境研究所 092-921-9941
工業技術センター 092-925-5977
農林業総合試験場 092-924-2971
水産海洋技術センター 092-806-0854
環境部環境政策課 092-643-3355
環境部環境政策課 092-643-3355

義務教育での取組 教育庁教育振興部義務教育課 092-643-3910
教育庁教育振興部高校教育課 092-643-3905
教育庁教育振興部社会教育課 092-643-3887
環境部環境保全課 092-643-3356

都市計画 建築都市部都市計画課 092-643-3711

建築物 建築都市部建築指導課 092-643-3722

住宅 建築都市部住宅計画課 092-643-3732
企画・地域振興部交通政策課 092-643-3166
県土整備部道路維持課 092-643-3655
県土整備部道路建設課 092-643-3660
県土整備部港湾課 092-643-3674
建築都市部公園街路課 092-643-3725
警察本部交通部交通規制課 092-641-4141

日常生活、事業活動 環境部環境保全課 092-643-3356

県の取組 環境部環境保全課 092-643-3359

融資制度
企画・地域振興部
総合政策課エネルギー政策室 092-643-3148

企画・地域振興部
総合政策課エネルギー政策室 092-643-3228

環境部廃棄物対策課 092-643-3363

容器包装 環境部循環型社会推進課 092-643-3372

家電 環境部循環型社会推進課 092-643-3372

小型家電 環境部循環型社会推進課 092-643-3372

自動車 環境部廃棄物対策課 092-643-3364
環境部循環型社会推進課 092-643-3372
農林水産部経営技術支援課 092-643-3572
環境部循環型社会推進課 092-643-3372
県土整備部企画課技術調査室 092-643-3644
建築都市部建築指導課 092-643-3720

啓発 環境部循環型社会推進課 092-643-3371

産業廃棄物税 環境部循環型社会推進課 092-643-3372

建設資材 環境部循環型社会推進課 092-643-3372

生活関連用品 環境部循環型社会推進課 092-643-3372
バイオマス活用基本方針 農林水産部林業振興課 092-643-3549

木質系 農林水産部林業振興課 092-643-3549

下水汚泥 建築都市部下水道課 092-643-3727

（公財）福岡県リサイクル
総合研究事業化センター

093-695-3065

環境部循環型社会推進課 092-643-3381

環境部循環型社会推進課 092-643-3381
環境部自然環境課 092-643-3367
環境部自然環境課 092-643-3367
環境部自然環境課 092-643-3367
農林水産部農山漁村振興課 092-643-3560
環境部自然環境課 092-643-3367
環境部自然環境課 092-643-3367

低炭素型エネル
ギー社会の構築

廃棄物の発生抑
制、リサイクルの推
進

産業の育成

生物多様性

高等学校での取組
社会教育施設での取組

環境教育

バイオマスの
活用

各種リサイク
ル法 食品

建設

リデュース、リユー
ス、リサイクル

リサイクル製品
認定制度

リサイクル技術・システムの開発、普及

（公財）福岡県リサイクル総合
研究事業化センターの推進

エコタウン

外来生物

循環型社会の推進

自然共生社会の
推進

廃棄物処理計画

生物多様性戦略
啓発

鳥獣の保護と管理

希少野生生物

脱炭素社会への
移行

経済・社会のグリー
ン化

持続可能な社会を
実現するための

地域づくり・人づくり

農林水産業

環境総合
基本計画の柱

施策

地球温暖化対策

省エネルギー
交通

分散型エネルギー

環境保全型農業

水産業

グリーン購入
福岡県水素グリー
ン成長戦略

水素エネルギー新産業の育成
ＦＣモビリティ及び水素ステーション

－

試験研究機関

保健環境研究所
工業技術センター
農林業総合試験場
水産海洋技術センター

環境啓発
環境教育ツール
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連絡先 連絡先

環境部自然環境課 092-643-3369
環境部自然環境課 092-643-3369
環境部自然環境課 092-643-3368

生物多様性配慮指針 環境部自然環境課 092-643-3368

都市公園 建築都市部公園街路課 092-643-3757

河川
県土整備部河川管理課
　　　　　河川整備課

092-643-3666
092-643-3691

海岸 県土整備部港湾課 092-643-3674

漁港 農林水産部水産局水産振興課 092-643-3566
環境部自然環境課 092-643-3368
農林水産部農山漁村振興課 092-643-3505
農林水産部農村森林整備課 092-643-3502
農林水産部林業振興課 092-643-3548
農林水産部林業振興課 092-643-3536
農林水産部林業振興課 092-643-3540

公害苦情 環境部環境保全課 092-643-3359

公害紛争 環境部自然環境課 092-643-3368

公害防止管理者 環境部環境保全課 092-643-3359
建築都市部都市計画課 092-643-3711
環境部環境保全課 092-643-3360
環境部環境保全課 092-643-3359
建築都市部下水道課 092-643-3727

下水道 建築都市部下水道課 092-643-3727
農業集落排水施設 農林水産部農村森林整備課 092-643-3502
漁業集落排水施設 農林水産部水産局水産振興課 092-643-3566

浄化槽 環境部廃棄物対策課 092-643-3398
環境部環境保全課 092-643-3359
環境部環境保全課 092-643-3361
農林水産部食の安全・地産地消課 092-643-3571
環境部廃棄物対策課 092-643-3363
環境部循環型社会推進課 092-643-3371
環境部廃棄物対策課 092-643-3364
環境部監視指導課 092-643-3395
環境部環境保全課 092-643-3359
環境部環境保全課 092-643-3359

092-643-3364
092-643-3398

農林水産部食の安全・地産地消課 092-643-3571
環境部環境保全課 092-643-3360
農林水産部農村森林整備課 092-643-3510
環境部環境保全課 092-643-3359
環境部環境保全課 092-643-3360
教育庁教育総務部施設課 092-643-3900
農林水産部畜産課 092-643-3496
環境部環境政策課 092-643-3352
商工部商工政策課産業特区推進室 092-643-3416
商工部新事業支援課 092-643-3430
企画・地域振興部国際局 092-643-3201

【参考】環境部関係出先機関（保健福祉環境事務所）
連絡先

092-513-5611
092-513-5612
0940-36-2475
0940-36-6322
0948-21-4975
0948-21-4812
0948-21-4813
0948-21-4814
0942-30-1052
0942-30-1058
0943-22-6963
0943-22-6964
0930-23-9050
0930-23-2380

環境部廃棄物対策課

自然と調和した基
盤整備、まちづくり

森林の保全・再生

水辺環境の保全
土壌汚染対策
農用地土壌汚染対策
一般廃棄物
ＲＤＦ発電
産業廃棄物処理施設等許可
産業廃棄物不適正処理に係る監視・指導

ダイオキシン類

ＰＲＴＲ制度

農薬安全対策
騒音・振動・悪臭

地盤沈下

放射線

水質汚濁

汚水処理

総合

水質

自然公園
自然環境保全
環境影響評価

公共工事

その他

森林の保全

環境課地域環境係

アジア自治体間環境協力

国連ハビタット福岡本部運営支援事業

グリーンアジア国際戦略総合特区

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務
所

京築保健福祉環境事務所

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
糸島市、那珂川市
中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋
郡、遠賀郡

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻
市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡

小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井
郡
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川
市、みやま市、三潴郡、八女郡

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡

環境指導課
地域環境課

環境指導課

筑紫保健福祉環境事務所

宗像・遠賀保健福祉環境事務
所

北筑後保健福祉環境事務所
（久留米分庁舎）
南筑後保健福祉環境事務所
（八女分庁舎）

環境課地域環境係
環境課環境指導係

地域環境課
環境指導課

環境課環境指導係

所管区域名称
地域環境課
環境指導課
地域環境課

環境総合
基本計画の柱

施策

公害

都市計画
大気汚染

健康で快適に暮ら
せる生活環境の形

成

国際環境協力の
推進

自然共生社会の
推進

学校施設への対策
畜産経営環境保全対策

福岡アジアビジネスセンター（福岡ＡＢＣ）

土壌汚染

廃棄物の適正処理

化学物質

緑化の推進
森林環境税

温泉

資
　
料
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(5)　附属機関等

名　　　称 設置年月 内　　　容 構　成　等

福 岡 県 環 境 審 議 会 平成 6. 8
環境に関する基本的事項及び自然環境の
保全に関する重要事項の調査審議

学識経験者、関係行政機関職員等
36名

福 岡 県 公 害 審 査 会 昭和46. 1
公害に関する紛争解決のため、あっせん、
調停及び仲裁を行う

委員は、議会の同意を得て知事が任
命。15名

福岡県公害専門委員 昭和44. 4
地方自治法第174条の規定に基づく公害
の技術的事項に関する助言、指導

学識経験者に委嘱10名

福岡県環境影響評価
専 門 委 員

平成 4.11
環境影響評価に関して専門的な見地から
意見を述べる地方自治法第174条の規定
に基づく専門委員

学識経験者15名

福 岡 県 産 業 廃 棄 物
審 議 会

平成 3. 1
産業廃棄物の処理に関する重要な事項等
について調査審議する

学識経験者5名

福 岡 県 環 境 対 策
協 議 会

昭和48. 4
庁内協議機関として、環境対策の重要事
項に関する連絡、審議及び調整を行う

225ページの表参照。環境政策部会等
7部会を設置

福 岡 県 産 業 廃 棄 物
広域処理推進協議会

平成元. 11
福岡県廃棄物処理計画に基づき、産業廃
棄物の広域的処理体系を早期に確立する

県知事が会長、市長会及び町村会の
各会長が副会長。各市町村長で組織。
県内4地区推進協議会を設置

福岡県廃棄物不法処
理 防 止 連 絡 協 議 会

平成 6. 3
廃棄物の不法処理防止に関する情報交
換、監視及び環境保全活動を行う

県、県警、市町村、業界団体等9名
県内9地域連絡協議会を設置

福岡県環境県民会議 平成 8. 2

県民、事業者及び行政が一体となって、福
岡県の望ましい環境を創出し、地域におけ
る環境への取組を通じて地球環境の保全
に貢献するため、取り組むべき方策を検討
し、その対策の推進を図ることを目的とす
る

県民団体、事業者団体、行政機関
36名

福岡県省エネルギー
推 進 会 議

平成22. 7
事業所における省エネルギーの取組を推
進し地球温暖化防止と企業振興に貢献す
ることを目的とする

民間企業、事業者団体、行政機関等
26団体

福岡県食品ロス削減
推 進 協 議 会

平成28. 6

製造・流通・小売・消費の各段階で発生す
る食品ロスの削減を推進するため、県民・
事業者・関係団体及び行政が一体となっ
て、県民運動に取り組む

学識経験者、食品関係事業者団体、消
費者団体、行政機関等
45名

福 岡 県 気 候 変 動
適 応 推 進 協 議 会

令和元. 9

気候変動の影響や適応策について情報を
共有するとともに、気象台や専門家からの
助言を得て、県内における気候変動の推進
を図るための協議会を開催する。

専門家、国立環境研究所、福岡管区気
象台、県研究機関、県関係部局、政令
指定都市、中核市
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(6)　附属機関等委員名簿

　ア　福岡県環境審議会（環境基本法第43条、平成6年8月設置）

令和4年11月1日現在　

氏　　名 職　　　　　名 任 命 期 間

浅　野　　直　人 福岡大学名誉教授 3.1.24～5.1.23

穴　井　　　謙　 福岡大学工学部建築学科教授 3.1.24～5.1.23

池　山　　喜美子 (公社)全国消費生活相談員協会元九州支部長 3.1.24～5.1.23

伊　澤　　雅　子 北九州市立自然史・歴史博物館館長 3.1.24～5.1.23

糸　井　　龍　一 九州大学名誉教授 3.1.24～5.1.23

伊　藤　　　洋　 北九州市立大学名誉教授 3.1.24～5.1.23

井　上　　博　隆 福岡県議会議員 3.7.16～5.1.23

井　上　　正　文 福岡県議会議員 3.7.16～5.1.23

井　上　　眞　理 九州大学名誉教授 3.1.24～5.1.23

井　上　　善　博 原鶴温泉旅館協同組合組合長 3.1.24～5.1.23

岩　熊　　志　保 まほろば自然学校代表 3.1.24～5.1.23

江　頭　　祥　一 福岡県議会議員 3.1.24～5.1.23

門　上　　希和夫 北九州市立大学環境技術研究所客員研究員・名誉教授 3.1.24～5.1.23

川　﨑　　　実　 日本野鳥の会北九州支部長 3.1.24～5.1.23

河　邊　　政　恵 福岡経済同友会会員 3.1.24～5.1.23

木　下　　幸　子 福岡県地域婦人会連絡協議会会長 3.1.24～5.1.23

後　藤　　富　和 弁護士 3.1.24～5.1.23

酒　井　　美和子 小郡市三井郡教育研究所事務局長 3.1.24～5.1.23

阪　口　　由　美 西日本新聞社社会部長 3.1.24～5.1.23

佐　藤　　しのぶ 九州工業大学大学院工学研究院准教授 3.1.24～5.1.23

春　藤　　　光　 第七管区海上保安本部警備救難部長 3.6.22～5.1.23

　白　　　光一郎 (一社)福岡県猟友会会計理事 3.1.24～5.1.23

高　取　　千　佳 九州大学大学院芸術工学研究院准教授 3.1.24～5.1.23

田　中　　昭　代 九州大学大学院医学研究院講師 3.1.24～5.1.23

田　中　　大　士 福岡県議会議員 3.7.16～5.1.23

　辻　　　真　弓 産業医科大学医学部衛生学教授 3.1.24～5.1.23

縄　田　　　緑　 ＪＡ福岡県女性協議会副会長 3.6.22～5.1.23

  野　村　　竜  司　 九州農政局生産部長 3.1.24～5.1.23

原　竹　　岩　海 福岡県議会議員 3.7.16～5.1.23

毛　利　　智　徳 九州経済産業局資源エネルギー環境部長 4.8. 8～5.1.23

森　下　　博　之 九州地方整備局企画部長 3.6.22～5.1.23

森　本　　美　鈴 ＮＰＯ法人ふくおか環境カウンセラー協会理事 3.1.24～5.1.23

柳　瀬　　龍　二 福岡大学環境保全センター教授 3.1.24～5.1.23

𠮷𠮷　田　　健一朗 福岡県議会議員 3.7.16～5.1.23

渡　邊　　公一郎 九州大学名誉教授 3.1.24～5.1.23

渡　辺　　亮　一 福岡大学工学部教授 3.1.24～5.1.23

資
　
料
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　イ　福岡県公害審査会（公害紛争処理法第13条、昭和46年1月設置）

令和4年11月1日現在

氏 名 職 名 任 命 期 間

青　栁　　明　彦 公益社団法人福岡県医師会理事 4. 1.14 ～ 7. 1.13

伊　藤　　　洋 北九州市立大学名誉教授 〃

久　場　　隆　広 九州大学大学院工学研究院教授 〃

佐　藤　　　薫 公益社団法人福岡県医師会理事 〃

下　田　　大　介 福岡大学法学部教授 〃

杉　原　　裕　司 九州大学大学院総合理工学研究院教授 〃

高　田　　正　幸 九州大学大学院芸術工学研究院准教授 〃

田　中　　昭　代 九州大学大学院医学研究院講師 〃

　處　　　愛　美 公益社団法人福岡県獣医師会理事 〃

原　口　　恵　子 公益社団法人福岡県薬剤師会常務理事 〃

平　岩　　みゆき 弁護士 〃

馬　渡　　桜　子 弁護士 〃

柳　橋　　泰　生 福岡大学工学部教授 〃

山　内　　勝　也 九州大学大学院芸術工学研究院准教授 〃

吉　田　　奈津子 弁護士 〃

　ウ　福岡県産業廃棄物審議会（福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調

　 整に関する条例第24条、平成3年1月設置）

令和4年4月1日現在

氏 名 職 名 任 命 期 間

藍　川　　昌　秀 北九州市立大学国際環境工学部教授 3．3．22～5．3．21

大　石　　京　子 元佐賀大学客員研究員 〃

田　口　　幸　洋 福岡大学名誉教授 〃

田　中　　綾　子 福岡大学大学院工学研究科教授 〃

樋　口　　壯太郎 福岡大学名誉教授 〃
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　エ　福岡県公害専門委員

令和4年11月1日現在

職 名 任 命 期 間

　嵐　谷　　奎　一 産業医科大学名誉教授 3. 5.22 ～ 5. 5.21

　池　田　　浩　人 福岡大学薬学部教授 〃

　井　上　　尚　英 九州大学名誉教授 〃

　今　井　　　亮　 九州大学大学院工学研究院教授 〃

　岩　本　　眞　二
(一財)日本環境衛生センター西日本支局
技術調査役

〃

　鵜　野　　伊津志 九州大学応用力学研究所特任教授 〃

　楠　田　　哲　也 広島大学人間社会科学研究科客員教授 〃

　笹　木　　圭　子 九州大学大学院工学研究院教授 〃

　広　城　　吉　成 九州大学大学院工学研究院准教授 〃

　松　藤　　康　司 福岡大学名誉教授 〃

　オ　福岡県環境影響評価専門委員

令和4年11月1日現在

職　　　　名 委 嘱 期 間

　浅　野　　直　人 福岡大学名誉教授 3. 6. 1 ～ 5. 5.31

　　乾　　　隆　帝 福岡工業大学社会環境学部教授 〃

　内　田　　孝　紀 九州大学応用力学研究所准教授 〃

　大　嶋　　雄　治 九州大学大学院農学研究院教授 〃

　 尾　本　　　章　　九州大学大学院芸術工学研究院教授 〃

　 柴　田　　　久　　福岡大学工学部教授 〃

　鈴　木　　慎　也 福岡大学工学部准教授 〃

　清　野　　聡　子 九州大学大学院工学研究院准教授 〃

　武　石　　全　慈 北九州市立自然史・歴史博物館名誉館員 〃

　 馬　場　　　稔　　北九州市立自然史・歴史博物館名誉館員 〃

　廣　渡　　俊　哉 九州大学大学院農学研究院教授 〃

　真　鍋　　　徹　 北九州市立自然史・歴史博物館学芸担当部長 〃

　三　谷　　泰　浩 九州大学大学院工学研究院教授 〃

　皆　川　　朋　子 熊本大学大学院先端科学研究部准教授 〃

　 山　城　　　賢　　九州大学大学院工学研究院教授 〃

氏 名

氏　　　名

資
　
料
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職　名 氏　名

福岡県子ども会育成連合会 会長 原　田　正　文

福岡県青少年団体連絡協議会 委員長 秋　吉　幸　二

(公社)福岡県青少年育成県民会議 会長 長　井　政　典

福岡県地域婦人会連絡協議会 会長 木　下　幸　子

(公社)福岡県老人クラブ連合会 女性委員会 委員 武　富　泰　子

(公社)福岡県保育協会 専務理事兼事務局長 鶴　　弘　之

福岡県私学協会 会長 八　尋　太　郎

日本労働組合総連合会福岡県連合会 副事務局長 花　田　雅祐生

福岡県生活協同組合連合会 グリーンコープ生協ふくおか
理事長 坂　本　寛　子

(社福)福岡県社会福祉協議会 常務理事 塩　川　正　一

(公財)福岡県地区衛生連合会 理事長 三　浦　　  德

(公財)日本野鳥の会福岡支部 幹事 山　本　　　勝

(特活)はかた夢松原の会 理事長 礒　谷　慶　子

(特活)ふくおか環境カウンセラー協会 理事長 依　田　浩　敏

福岡県商工会議所連合会 事務局長 猪　野　　　猛

福岡県中小企業団体中央会 専務理事 吉　岡　秀　樹

福岡県商工会連合会 専務理事 小　島　良　俊

(一社)九州経済連合会 産業振興部長 筬　島　修　三

福岡経済同友会 事務局長 縄　田　真　澄

九州百貨店協会 事務局長 菅　原　良　三

九州地区スーパーマーケット協会連合会 事務局長 村　山　　  覚

(一社)福岡県バス協会 専務理事 中川原　達　也

(公社)福岡県トラック協会 常務理事 丸　山　　  隆

(一社)福岡県自動車整備振興会 専務理事 栗　山　繁　敏

  (一社)福岡県建設業協会 理事長 黒　木　　　篤

(公社)福岡県産業資源循環協会 専務理事 迎　田　惠　之

福岡県農業協同組合中央会 専務理事 松　下　克　弘

福岡県森林組合連合会 代表理事専務 梶　原　秀　康

福岡県漁業協同組合連合会 代表理事会長 佐　藤　政　俊

(公社)福岡県造園協会 事務局長 高　田　光　邦

福岡県市長会 事務局長 石　橋　　　徹

福岡県町村会 事務局長 星　井　寿　俊

北九州市 総務政策部長 中　島　　　尚

福岡市 環境政策部長 八　尋　　　隆

福岡県教育委員会 教育振興部長 松　永　一　雄

福岡県 環境部長 小　磯　真　一

県民団体

事業者団体

行政機関

　カ　福岡県環境県民会議

構　　成　　団　　体
委　　　員

区　分

令和4年11月1日現在
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　キ　自然公園指導員

令和4年11月1日現在

氏 名 所 属 団 体 氏 名 所 属 団 体

加 藤　博 史 筑豊山の会 有 吉　政 利 豊前市史跡ガイドボランティアの会

三 根　豊 彦 霊山会 大友　あやか

音 成　道 彦 福岡県キャンプ協会 太 田　幹 人 久留米山岳会

是 石　知 昭 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 佐々木 弘 紹

小 泉　武 夫 福岡山の会 佐々木 公 隆
日本自然保護協会
日本鱗翅学会、日本蛾類学会

西井田　光広 下 川　淳 一 糸島植物友の会

佐々木　公裕 西日本の山に登る会 二 上　秀 昭 日本山岳ガイド協会

佐 藤　庸 一 宮 原　克 久
日本野鳥の会北九州、日本自然保護協会
山階鳥類研究所鳥類標識調査協力員

杉 本　譲 二 ハートランド平尾台(株) 牧 野　   均 北九州植物友の会

王 丸  才恵子
福岡県山岳連盟
しんつくし山岳会

山 中　秀 正 企救自然歩道を守る会

築 島　基 樹 久留米昆蟲研究會 日 野　充 章 福大山岳部、久留米山岳会

中 垣　義 秀
福岡県山岳連盟、しんつくし山岳
会、NPOサステナビリティ福岡 山 中　秀 之

中 野　成 隆 吉 田　一 隆

中 原　憲 幸 伊 藤　　均 

西      　久

　～自然公園指導員～
　　国立公園及び国定公園の風景地を保護し、その利用の適正化を図るため、動植物の保護、自然環
　境の美化清掃及び事故の予防等について、利用者等への指導業務を行う。

資
　
料
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　ク　環境保全指導員

令和4年11月1日現在

氏 名 所 属 団 体 氏 名 所 属 団 体

井　上　　哲　也
筑豊博物研究会、
日本植物分類学会

丹　下　　　　洽 日本山岳会

築　島　　基　樹 久留米昆蟲研究會 松　琴　　常　道 企救自然歩道をまもる会

加　藤　　博　史 筑豊山の会 松富士　　将　和
日本野鳥の会筑後支部、
久留米の自然を守る会、
矢部川をつなぐ会

大　塚　　三紀夫 福岡県勤労者山岳連盟 森　　　　三　保
九州両性は虫類研究会、
北九州自然史博物館友の会、
全国巨樹巨木林の会

唐　川　　宜　久
飯塚登山愛好会、
日本自然保護協会、
北九州市立自然史博物館友の会

山　井　　朝　徳
日本山岳会、
ナイス福岡

來　島　仁左ェ門 筑豊博物研究会 生　田　　哲　朗
日本野鳥の会福岡支部、
日本シェアリングネイチャー協会

広　塚　　忠　夫
日本自然保護協会、
日本野鳥の会

山　田　　武　史 日本山岳会北九州支部

国　分　　謙　一
久留米の自然を守る会、
久留米昆蟲研究会

重　松　　尚　紀

日本野鳥の会福岡支部、
MACS-J自然観察指導員、
日本鳥学会、WWF-J、
那珂川市自然環境調査員、
和白干潟を守る会、
那珂川市環境を考える会

小　林　　　　繁

北九州植物友の会、
日本ｼﾀﾞの会、
北九州市立自然史博物館友の会、
日本自然保護協会

堀　川　　真　二

下　田　　信　廣
日本自然保護協会、
日本野鳥の会

岩　本　　浩　二
日本自然保護協会、
香春道草の会

久保山　　雄　二 筑豊博物研究会 多田隈　　　　優
北九州ケイビングクラブ、
北九州市自然史博物館友の会

田　村　　耕　作

日本自然保護協会、
日本野鳥の会福岡支部、
福岡県自然観察指導員連絡協議会、
日本シェアリングネイチャー協会

　～環境保全指導員～
　　自然環境及び生活環境の適正な保全を図るため、動植物の保護、自然環境の美化清掃及び事故の
　予防等について、利用者等への指導業務を行う。

- 234 -



６　環境部門関係予算

令和３年度
予算額

令和４年度
予算額

増減額
対前年度比
（％）

環境総務費 1,830,816 1,833,546 2,730 100%

職員費 867,853 848,970 △ 18,883 98%

保健環境研究所費 79,351 76,436 △ 2,915 96%

放射能測定調査費 161,646 141,650 △ 19,996 88%

環境総務管理費 7,372 7,305 △ 67 99%

保健福祉環境事務所費 2,823 2,825 2 100%

リサイクル推進費 345,983 377,513 31,530 109%

環境保全施設融資費 158,315 157,261 △ 1,054 99%

環境行政推進費 58,970 57,751 △ 1,219 98%

産業廃棄物税基金積立金 148,503 163,835 15,332 110%

環境保全基金積立金 0 0 0 -

環境保全費 214,177 342,373 128,196 160%

公害防止条例施行事務費 2,849 2,544 △ 305 89%

公害防止基本対策費 129 129 0 100%

大気汚染防止費 65,119 61,827 △ 3,292 95%

水質保全費 55,344 71,157 15,813 129%

騒音規制費 11,176 11,206 30 100%

悪臭防止対策費 326 338 12 104%

閉鎖性海域環境保全対策費 357 348 △ 9 97%

公害測定備品整備費 8,562 8,869 307 104%

振動規制費 1,939 1,939 0 100%

公害関係委託事業費 15,917 17,476 1,559 110%

環境保全費 52,459 166,540 114,081 317%

廃棄物対策費 835,118 866,931 31,813 104%

清掃事業連絡調整費 726 726 0 100%

環境衛生改善費 538,393 562,428 24,035 104%

産業廃棄物対策費 295,999 303,777 7,778 103%

自然環境費 305,484 416,400 110,916 136%

環境影響評価審査費 935 935 0 100%

温泉保護管理費 80 80 0 100%

自然公園費 175,608 300,722 125,114 171%

九州自然歩道管理費 10,191 10,191 0 100%

休暇村維持管理費 30,941 30,941 0 100%

自然環境費 66,100 51,904 △ 14,196 79%

鳥獣保護対策費 21,629 21,627 △ 2 100%

3,185,595 3,459,250 273,655 109%

（単位：千円)

区　　　　　分

計

資
　
料
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７　環境関連各種計画概要

7つの柱 テーマ 課 係

第五次福岡県環
境総合基本計画
（福岡県環境総
合ビジョン）

県における環境に関する施策の
基本的な方向性を示し、環境の
面から総合的計画的に県行政を
推進するための施策大綱であ
り、県民、事業者、行政など、
すべての主体が環境に関し考え
行動する際の指針となるもの。

R4.3 R4～R8 R8 環境基本法の趣旨 － － 環境政策課 企画調整班

福岡県環境保全
行動計画
（環境いきいき
共創プラン）

平成4年の国連環境開発会議
（UNCED）地球サミットにおい
て、持続可能な開発の実現のた
め、21世紀に向けた具体的な行
動計画として採択された「ア
ジェンダ21」の理念を引き継い
だ、福岡県版のローカルアジェ
ンダ21として具体的な環境保全
行動のインデックス機能を持つ
もの。

H9.3 H9.3～ 未定 アジェンダ21 － － 環境政策課 企画調整班

福岡県地球温暖
化対策実行計画
（第2次）

本県における地球温暖化に関す
る施策の基本的な方向性を示
し、総合的・計画的に県行政を
推進するための施策大綱であ
り、県民、事業者、行政といっ
た全ての主体が地球温暖化に関
して行動する際の指針となるも
の。

R4.3 H29～R12 未定

地球温暖化対策の推
進に関する法律第21
条
気候変動適応法第12
条

3　脱炭素社会
への移行

○温室効果ガス
の排出削減・吸
収源対策（緩和
策）
○気候変動の影
響への適応（適
応策）

環境保全課
地球温暖化
対 策 係

福岡県環境保全
実行計画
（第5期）

県が率先して地球温暖化対策等
の取組を進めることにより、自
ら排出する温室効果ガスの削減
等の環境負荷の低減を図るとと
もに、県民、事業者及び市町村
による地球温暖化対策等の取組
を促進すること。

R2.3 R2～R12 未定
地球温暖化対策の推
進に関する法律第21
条

3　脱炭素社会
への移行

○温室効果ガス
の排出削減（緩
和策）

環境保全課 調査指導係

福岡県第9期分
別収集促進計画

市町村が容器包装リサイクル法
に基づき分別収集に取り組む品
目と収集量見込みを取りまとめ
るとともに、県民への普及啓発
や市町村に対する技術的援助や
助言を通じ、本県における容器
包装廃棄物の分別収集を促進す
るもの。

R1.8 R2～R6 R4

容器包装に係る分別
収集及び再商品化の
促進等に関する法律
第9条

4　循環型社会
の推進

○限りある資源
の効率的な利用
○資源循環利用
の推進

循環型社会
推 進 課

リサイクル
係

福岡県廃棄物処
理計画

廃棄物処理法第5条の5に基づ
き、廃棄物の処理の現状や課題
を明らかにした上で廃棄物の排
出抑制、適正な循環的利用及び
適正処理に関する諸課題への対
応を行い、循環型社会の形成に
つなげるもの。

R3.3 R3～R7 R7
廃棄物の処理及び清
掃に関する法律
第5条の5

4　循環型社会
の推進

○限りある資源
の効率的な利用
○資源循環利用
の推進
○廃棄物の適正
処理による環境
負荷の低減

廃 棄 物
対 策 課

計画指導係

福岡県災害廃棄
物処理計画

大規模災害時に被災地の復旧・
復興を図るため、災害廃棄物の
迅速かつ適切な処理について定
めたもの。

H28.3 H28～ 未定 －
4　循環型社会
の推進

○廃棄物の適正
処理による環境
負荷の低減

廃 棄 物
対 策 課

計画指導係

福岡県生物多様
性戦略2022-
2026

生物多様性の保全と持続可能な
利用に関する施策の総合的かつ
計画的な推進を図るための自然
環境分野の総合計画

R4.3 R4～R8 R8
生物多様性基本法第
13条

5　自然共生社
会の推進

○生物多様性の
保全と自然再生
の推進
○生物多様性の
持続可能な利用

自然環境課 野生生物係

化学的酸素要求
量、窒素含有量
及びりん含有量
に係る総量削減
計画（福岡県）

瀬戸内海の水質保全のため、本
県から瀬戸内海に流入する汚濁
物質の削減目標を定め、目標を
達成するために必要な施策を定
めたもの。(当初計画昭和54年）

H29.6 H29～ R4

水質汚濁防止法第4
条の3
化学的酸素要求量、
窒素含有量及びりん
含有量に係る総量削
減基本方針（瀬戸内
海）

6　健康で快適
に暮らせる生
活環境の形成

○水環境の保全 環境保全課 水 質 係

有明海の再生に
関する福岡県計
画

有明海の海域の特性に応じた環
境の保全及び改善並びに水産資
源の回復等による漁業の振興に
関し、実施すべき施策について
定めたもの。

H15.3 H15～ R4

有明海及び八代海等
を再生するための特
別措置に関する法律
第5条

6　健康で快適
に暮らせる生
活環境の形成

○水環境の保全 環境保全課 水 質 係

策定根拠法令等
基本計画との関係性 担　　当

計　画　名 策定年月
計画期間
（年度）

改訂予定
年度

目的及び概要
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7つの柱 テーマ 課 係
策定根拠法令等

基本計画との関係性 担　　当
計　画　名 策定年月

計画期間
（年度）

改訂予定
年度

目的及び概要

瀬戸内海の環境
保全に関する福
岡県計画

瀬戸内海の環境保全に関し実施
すべき施策を明らかにし、実施
する施策をより効果的なものと
するため、中長期的にわたる総
合的な計画として策定したも
の。

H28.11 H28～ R5
瀬戸内海環境保全特
別措置法第4条

6　健康で快適
に暮らせる生
活環境の形成

○水環境の保全 環境保全課 調査指導係

福岡県ポリ塩化
ビフェニル廃棄
物処理計画

ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な
処理の推進に関し必要な事項を
定め、ＰＣＢ廃棄物の早期かつ
計画的な処理を促進し、もっ
て、ＰＣＢ廃棄物による環境汚
染の未然防止、県民の健康保
護、生活環境の保全を図ること
等を目的とする。

H17.12 H17～R8 未定

ポリ塩化ビフェニル
廃棄物の適正な処理
の推進に関する特別
措置法第7条

4 循環型社会
の推進

○廃棄物の適正
処理による環境
負荷の低減

廃 棄 物
対 策 課

計画指導係

福岡県汚水処理
構想

生活環境の改善と公共用水域の
水質保全を図るため、下水道や
浄化槽などの汚水処理施設の計
画的かつ効率的な整備を行うも
の。

H29.3 H29～R7 未定 －
6　健康で快適
に暮らせる生
活環境の形成

○水環境の保全

(浄化槽に
関 す る こ
と )
廃 棄 物
対 策 課

(浄化槽に
関するこ
と)
施設第一係

福岡県海岸漂着
物対策地域計画

海岸漂着物処理推進法及び国の
基本方針に基づき、海岸漂着物
対策を総合的かつ効果的に推進
するために策定したもの。

H24.3 H24～ 未定

美しく豊かな自然を
保護するための海岸
における良好な景観
及び環境の保全に係
る海岸漂着物等の処
理等の推進に関する
法律第14条

4 循環型社会
の推進

○廃棄物の適正
処理による環境
負荷の低減

廃 棄 物
対 策 課

計画指導係

令和4年度福岡
県環境物品等調
達方針

県の全機関を挙げて、環境に配
慮した物品等の調達に取り組む
とともに、県民、事業者及び市
町村の取組を促進することを目
的とする。調達推進品目と調達
に当たっての判断基準及び調達
目標を定めたもの。

R4.3 R4 R4

1　国等による環境
物品等の調達の推進
等に関する法律第10
条

1　経済・社会
のグリーン化

○経済・社会の
グリーン化の推
進

環境保全課
地球温暖化
対 策 係

福岡県食品ロス
削減推進計画

県では、平成28年度から食品ロ
ス削減の推進に取り組んでお
り、これまで培ってきた食品ロ
ス削減の気運を高め、更なる取
組の推進を図ることを目的に策
定。

R4.3 R4～R8 R7
食品ロスの削減の推
進に関する法律第12
条

4 循環型社会
の推進

○限りある資源
の効率的な利用

循環型社会
推 進 課

事業化推進
係

資
　
料
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８　環境関連福岡県知事表彰一覧

【環境保全功労者知事表彰】

目的 ４年度表彰実績 所管課及び電話番号

環境保全のための活動を自主的、積極的に推進し、その成果
が特に顕著である個人又は団体を表彰するもの。

２団体
環境政策課
092(643)3355

【エコファミリー表彰】

目的 ３年度表彰実績 所管課及び電話番号

エコファミリーの取組を奨励するため、他の模範となる優秀
な取組が実践されたと認められる世帯及びグループを表彰す
るもの。

１０世帯、３グループ
環境保全課
092(643)3356

【エコ事業所表彰】

目的 ３年度表彰実績 所管課及び電話番号

エコ事業所が実施する環境に配慮した事業活動について、特
に優れた取組を行っている事業所を顕彰することにより、県
内の多くの事業所が積極的に二酸化炭素排出量の削減やその
他の環境に配慮した事業活動に取り組み、地球温暖化防止を
はじめとした環境改善に貢献することを目的とする。

８事業所
環境保全課
092(643)3356

【循環型社会形成推進功労者知事表彰】

目的 ４年度表彰実績 所管課及び電話番号

総物質投入量・資源採取量・廃棄物等発生量・エネルギー消
費量の抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用
（リサイクル）、熱回収（エネルギーリカバリー）の適切な
推進に顕著な功績があった個人、団体又は企業を表彰するも
の。

１個人、１団体、１企業
循環型社会推進課
092(643)3371

【鳥獣保護功績者表彰】

目的 ４年度表彰実績 所管課及び電話番号

鳥獣の保護活動に功績のあった個人又は団体を表彰するも
の。

個人４名
自然環境課
092(643)3367

【環境美化推進功労者等知事表彰】

目的 ３年度表彰実績 所管課及び電話番号

環境の美化、生活環境の改善及び廃棄物関係の事業等に顕著
な功績があった個人、企業、団体又は地区を表彰するもの。

個人４４名、１団体、
５地区

廃棄物対策課
092(643)3363

【食品ロス削減優良取組知事表彰】

目的 表彰実績 所管課及び電話番号

食品ロス削減の気運醸成及び取組の更なる推進を目的とし
て、食品ロス削減に資する優れた取組を表彰するもの。 令和4年度新規

循環型社会推進課
092(643)3381

　※表彰対象、被表彰者等詳細については、福岡県の環境ホームページ「ふくおか環境ひろば」
（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hiroba1.html）で検索することができます。

- 238 -



９　県の環境関連施設

〔場　　所〕 朝倉郡筑前町大字櫛木3－6

〔場　　所〕 北九州市小倉南区平尾台1-4-40 〔電　　話〕 0946-42-0590

〔電　　話〕 093-453-3737 〔開館時間〕

〔開館時間〕 9:00～17:00

〔休館日等〕 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
夏休み期間は無休

〔休館日等〕 ゴールデンウィーク、夏休み期間を除く毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、12月29日～1月3日

〔入 場 料〕 無料 〔入 場 料〕 無料

〔場　　所〕 久留米市田主丸町益生田1125

〔場　　所〕 糟屋郡宇美町大字四王寺207 〔電　　話〕 0943-72-1193

〔電　　話〕 092-932-7373 〔開館時間〕

〔開館時間〕 4月～9月　9:00～18:00、10月～3月　9:00～17:00

〔休館日等〕 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12月29日～1月3
日

〔休館日等〕 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12月29日～1月3
日

〔入 場 料〕 無料 〔入 場 料〕 無料

〔場　　所〕

〔場　　所〕 朝倉市矢野竹831

〔電　　話〕 092-805-3311 〔電　　話〕 0946-25-0323

〔開館時間〕 9:30～17:00 〔開館時間〕

〔休館日等〕

〔休館日等〕

〔入 場 料〕 無料

〔場　　所〕 糟屋郡篠栗町大字金出3350-2 〔場　　所〕 田川郡添田町大字英彦山32-18

〔電　　話〕 092-947-3511 〔電　　話〕 0947-85-0101

〔休館日等〕 第2月曜日、第4日曜日、12月28日～1月4日 〔休館日等〕 第1月曜日、第3日曜日、12月28日～1月4日

〔利用料金〕 〔利用料金〕 食費及びシーツの洗濯代等を除き、無料

〔場　　所〕 宗像市神湊1276

〔電　　話〕 0940-62-2511

〔休館日等〕 毎週月曜日（祝日は除く）、12月28日～1月4日

〔利用料金〕 食費及びシーツの洗濯代等を除き、無料

月曜日（祝日の場合は翌日）、ゴールデンウィー
ク・年末年始については事前に問い合わせ

4月～10月　10:00～18:00（入園は17:30まで）
11月～3月　10:00～17:00（入園は16:30まで）

福岡市西区今津1141-1
福岡県水産海洋技術センター内

毎週月曜日及び毎月第3火曜日（祝日の場合は翌
日）、12月28日～1月4日

【福岡県平尾台自然観察センター】

　我が国有数のカルスト台地平尾台に位置し、自然保護の拠点施設
として、自然の仕組みや自然公園利用のマナーを学ぶための展示や
シアターなどを設置しているほか、各種自然観察会などを実施して
いる。

【福岡県立夜須高原記念の森】

　広さ23ヘクタールの森林公園。主な施設としては、レクチャー
ルーム等のある管理センター、大型遊具、広大な芝生公園、遊歩道
があり、子どもから大人まで自然との一体感が味わえる。

【福岡県立四王寺県民の森】

4月～10月　9:00～18:00
ゴールデンウィーク、夏休み期間　8:30～18:30
11月～3月　9:00～17:00

　大野城市、太宰府市、宇美町にまたがる四王寺山一帯の約342ヘク
タールの森林公園。春の花、初夏の緑、秋の紅葉など、森の四季を体験
でき、身近な自然や野鳥と親しめる。公園内には、特別史跡の大野城跡
など史跡環境があり歴史も学ぶことができる。

【福岡県緑化センター】

　緑化樹木の展示や病害虫の防除など緑化全般についての相談、緑化
施術の向上、緑化知識の普及を図るための研修会、講習会等を行って
いる。

【福岡県水産資料館】

　福岡県の海や漁業について映像を中心に解説。
　団体による見学の場合、職員による解説を希望される方は事前申込み
が必要。

【あまぎ水の文化村】

　遊びながら水の大切さを学ぶことができる施設。
  館内には、水に関する図書や資料が置いてあるライブラリーコーナー 、
寺内ダムのダム湖の景観を楽しみながらゆっくりできる休憩室などがあ
る。

8:30～17:00（駐車場9:00～16:30）
夏休み期間　8:30～18:00（駐車場9:00～17:30）

　青々と広がる玄界灘と美しく連なるさつき松原の大自然の中で、海浜
を中心とした自然体験活動や環境教育等の体験学習を通して、豊かな
人間性を持ち、たくましく生きる子どもの成長を支援する宿泊型社会教
育施設である。

福岡県立社会教育総合センターの利用料金に関する
条例による施設利用料金のほか、食費等が必要で
す。

【福岡県立社会教育総合センター】

　敷地面積201,750㎡の施設・設備、また、周辺の豊かな自然を利用し
て登山、ハイキング、自然観察などの活動や研修ができる宿泊型社会教
育施設である。

【福岡県立英彦山青年の家】

　耶馬日田英彦山国定公園内、標高800mに位置していることから、多
くの自然にも恵まれ、100種類を超える野鳥や1,000種類を超える植物
を観察することができる。これらの自然を生かした体験活動等ができる
宿泊型社会教育施設である。

【福岡県立少年自然の家「玄海の家」】

資
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１０ 大気関係資料 

(1) 微小粒子状物質（ＰＭ2.5）に関する注意喚起 
環境省の「微小粒子状物質（ＰＭ2.5）に関する専門家会合」が示した、ＰＭ2.5に関する注意喚起のための暫定的な

指針（日平均値 70μg/ｍ3）に基づき、本県では平成 25 年 3 月 9 日から、ＰＭ2.5に関する注意喚起を行うこととし

ており、同年 12月 6日からは早朝の判断に加え、午後の早い時間にも注意喚起の判断を行うこととした。 

 また、環境省において「微小粒子状物質（ＰＭ2.5）に関する『注意喚起のための暫定的な指針』に係る判断方法の

改善について（第 2次）」が取りまとめられ、本県では平成 26年 12月 18日から、注意喚起の解除判断を行うととも

に、従来の早朝の判断方法を見直した。 

ア 注意喚起を行う地域 

県内を 4 地域に分け、地域ごとに注意喚起を実施する。 

地 域 市 町 村 

北九州地域 
北九州市、行橋市、豊前市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、苅田町、 
みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 

福岡地域 
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、 
糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 

筑後地域 
大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、 
朝倉市、みやま市、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町 

筑豊地域 
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、 
添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 

イ 注意喚起の判断方法 

○同一地域内の 2か所以上の測定局において、午前 5時、6時、7時の 1時間値の平均値が 85μg/ｍ３を超過した

場合、暫定指針値を超えると予測し、午前 8時を目途に、地域毎に注意喚起を実施する。 

○同一地域内の 1測定局でも、午前 5時から 12時の 1時間値の平均値が 80μg/ｍ３を超過した場合、暫定指針値

を超えると予測し、午後 1時を目途に、地域毎に注意喚起を実施する。 

ウ 注意喚起解除の判断方法 

 ○注意喚起を実施した地域内にある判断基準値を超過した全ての測定局において、ＰＭ2.5濃度の 1時間値が 2時

間連続して 50μg/ｍ３以下に改善した場合、当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮して、注意喚起を解除す

る。（ＰＭ2.5濃度が解除条件まで改善しない場合、午前 0時をもって自動解除する。） 

エ 注意喚起の方法 

○県ホームページに注意喚起情報を掲載 

○「防災メール・まもるくん」による県民等への注意喚起を実施 

○県公式 LINEによる県民等への注意喚起を実施 

○報道機関（テレビ、ラジオ）に対する注意喚起情報の提供 

○市町村、関係機関等への通知 

オ 注意喚起の内容（行動の目安） 

○不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。 

○換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。 

○高感受性者（呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等）は、より慎重な行動が望まれる。 

 
(2) 光化学オキシダント緊急時対策 
大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）第 23条の規定に基づき、本県では、光化学オキシダントに係る緊急時

にとるべき必要な措置を定め、大気汚染の状況に応じた注意報等の発令や事業者への排出量削減要請等を行ってい

る。 

ア 注意報等を発令する地域 

北九州市以外の地域については福岡県知事が、北九州市域については北九州市長が光化学オキシダントに係る

注意報等を発令する。 

イ 発令の基準 

光化学オキシダントに係る緊急時対策基本要綱に基づき、光化学オキシダントに係る大気の汚染が著しくなり、

気象条件から見て当該大気汚染の状態が継続し、人の健康に被害が生ずるおそれがあると認められるときには、

県は注意報等を発令する。 

○注意報 

基準測定点において測定値（オキシダントの含有率の 1時間値）が 0.12 ppm 以上となり、かつ、気象条件か

ら見て当該大気汚染の状態が継続すると認められるとき。 

○警報 

基準測定点において測定値が 0.24 ppm 以上となり、かつ、気象条件からみて当該大気汚染の状態が継続する
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と認められるとき。 

○重大警報 

基準測定点において測定値が 0.40 ppm 以上となり、かつ、気象条件から見て当該大気汚染の状態が継続する

と認められるとき。 

ウ 緊急時対策実施の方法 

○県ホームページに注意報等発令情報を掲載 

○「防災メール・まもるくん」による県民等への注意報等発令を周知 

○県公式 LINEによる県民等への注意報等発令を周知 

○報道機関（テレビ、ラジオ）に対する注意報等発令情報の提供 

○市町村、関係機関等への通知 

○主要ばい煙排出事業者、揮発性有機化合物排出事業者への情報提供及び排出削減要請等 

エ 注意報等発令時の注意事項（行動の目安） 

○外出は控え、屋外での激しい運動等をやめる。 

○不要不急の自動車の使用を控える。 

○目や喉に刺激を感じたときは洗眼やうがいを行い、症状に応じて医療機関の診断を受ける。 

○ばい煙排出事業者、揮発性有機化合物排出事業者は排出ガス量削減等に協力する。 

 

(3) 大気汚染に係る環境基準 

備考 
1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。 

2．環境基準は、表の物質の欄に掲げる物質ごとに、当該物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認めら

れる場所において、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。 
3．浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μm以下のものをいう。 

4．二酸化窒素について、1時間値の 1日平均値が 0.04ppmから 0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則として、こ

のゾーン内において、現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 
5．光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中

性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

6．ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンによる大気の汚染に係る環境基準は、継続的に

物   質 環 境 上 の 条 件 測  定  方  法 

二酸化硫黄 
（S48.5.16告示） 

1時間値の 1日平均値が 0.04ppm以下であ
り、かつ、1時間値が 0.1ppm以下であるこ
と。 

溶液導電率法又は紫外線蛍光法 

一酸化炭素 
（S48.5.8告示） 

1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であ
り、かつ、1時間値の 8時間平均値が 20ppm
以下であること。 

非分散型赤外分析計を用いる方法 

浮遊粒子状物質 
（S48.5.8告示） 

1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3以下で
あり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3 以下で
あること。 

濾過捕集による重量濃度測定方法又は
この方法によって測定された重量濃度
と直線的な関係を有する量が得られる
光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ
線吸収法 

光化学オキシダント 
（S48.5.8告示） 

1時間値が 0.06ppm以下であること。 
中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光
光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又
はエチレンを用いる化学発光法 

二酸化窒素 
（S53.7.11告示） 

1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から
0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であ
ること。 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又
はオゾンを用いる化学発光法 

ベンゼン 
（H9.2.4告示） 

1年平均値が 0.003mg/m3以下であること。 

キャニスター若しくは捕集管により採
取した試料をガスクロマトグラフ質量
分析計により測定する方法又はこれと
同等以上の性能を有すると認められる
方法 

トリクロロエチレン 
（H9.2.4告示、 
H30.11.19改正） 

1年平均値が 0.13mg/m3以下であること。 

テトラクロロエチレン 
（H9.2.4告示） 

1年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

ジクロロメタン 
（H13.4.20告示） 

1年平均値が 0.15mg/m3以下であること。 

微小粒子状物質 
（H21.9.9告示） 

1年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、
1日平均値が 35μg/m3以下であること。 

濾過捕集による質量濃度測定方法又は
この方法によって測定された質量濃度
と等価な値が得られると認められる自
動測定機による方法 
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摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることに鑑み、将来にわたって人の健康に係る被害

が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 

7. 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μmの粒子を 50%の割合で分離できる分粒装置を用
いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

 

(4) 環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値 

物   質 環 境 上 の 条 件 

アクリロニトリル 
 (H15.9.30通知) 

      年平均値 2μg/m３ 以下 

アセトアルデヒド 
(R2.8.20通知) 

年平均値 120μg/m３ 以下 

塩化ビニルモノマー 
(H15.9.30通知) 

      年平均値 10μg/m３ 以下 

塩化メチル 
(R2.8.20通知) 

年平均値 94μg/m３ 以下 

水銀 
 (H15.9.30通知) 

      年平均値 0.04μg-Hg/m３ 以下 

ニッケル化合物 
(H15.9.30通知) 

      年平均値 0.025μg-Ni/m３ 以下 

クロロホルム 
(H18.12.20通知) 

      年平均値 18μg/m３ 以下 

1,2－ジクロロエタン 
(H18.12.20通知) 

      年平均値 1.6μg/m３ 以下 

1,3－ブタジエン 
(H18.12.20通知) 

      年平均値 2.5μg/m３ 以下 

ヒ素及び無機ヒ素化合物 
(H22.10.15通知) 

      年平均値 6ng-As/m３ 以下 

マンガン及び無機マンガン化合物 
(H26.5.1通知) 

      年平均値 0.14μg-Mn/m３ 以下 

備考 

1．この指針値は、有害性評価に係るデータの科学的信頼性に制約がある場合も含めて、環境中の有害大気汚染物質による健

康リスクの低減を図るために設定されたものであるため、環境基準とは性格及び位置付けが異なり、現に行われている大
気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待される。 

2．ニッケル化合物については、個別の物質によって健康リスクが異なるが、現時点では、個別の物質ごとに選択して測定す

ることが困難であるため、ニッケル及びその化合物の全量を測定することとされている。 
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１１ 水質関係資料 
(1) 水質汚濁に係る環境基準等 
 ※ 公共用水域及び地下水の水質測定結果については、「公害関係測定結果」（福岡県行政資料）又は下記アドレス参照。 

   https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-mizu-ippan-env.html 

 

別表 1 人の健康の保護に関する環境基準（昭和 46年 12月 28日環境庁告示第 59号） 

 項        目 基   準   値 

1 カドミウム 0.003mg/L 以下 

2 全シアン 検出されないこと。 

3 鉛 0.01mg/L 以下 

4 六価クロム 0.02mg/L 以下 

5 砒
ひ

素 0.01mg/L 以下 

6 総水銀 0.0005mg/L 以下 

7 アルキル水銀 検出されないこと。 

8 ＰＣＢ 検出されないこと。 

9 ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

10 四塩化炭素 0.002mg/L以下 

11 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

12 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

13 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

14 1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

15 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

16 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 

17 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 

18 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 

19 チウラム 0.006mg/L 以下 

20 シマジン 0.003mg/L 以下 

21 チオベンカルブ 0.02mg/L以下 

22 ベンゼン 0.01mg/L 以下 

23 セレン 0.01mg/L以下 

24 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下 

25 ふっ素 0.8mg/L以下 

26 ほう素 1mg/L 以下 

27 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 
  備考 

  1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

  2 ｢検出されないこと。｣とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 
  3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 資

　
料

- 243 -



別表 2 生活環境の保全に関する環境基準（昭和 46年 12月 28日環境庁告示第 59号） 

 １ 河川 

(1) 河川（湖沼を除く｡） 

   ア 

項 
目 
 

類 
型 

利用目的の適応性 

基       準       値 

水素イオン 
濃  度 
（ｐＨ） 

生物化学的 
酸素要求量 
（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 
（ＳＳ） 

溶存酸素量 
（ＤＯ） 

大腸菌数 

ＡＡ 
水道 1 級、自然環境保全及
びＡ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

1mg/L 
以下 

25mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

20ＣＦＵ 
/100ml 
以下 

Ａ 
水道 2 級、水産 1 級、水浴
及びＢ以下の欄に掲げるも
の 

6.5以上 
8.5以下 

2mg/L 
以下 

25mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

300ＣＦＵ
/100ml 
以下 

Ｂ 
水道 3 級、水産 2 級及びＣ
以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

3mg/L 
以下 

25mg/L 
以下 

5mg/L 
以上 

1,000ＣＦＵ
/100ml 
以下 

Ｃ 
水産 3 級、工業用水 1 級及
びＤ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

5mg/L 
以下 

50mg/L 
以下 

5mg/L 
以上 

－ 

Ｄ 
工業用水 2 級、農業用水及
びＥの欄に掲げるもの 

6.0以上 
8.5以下 

8mg/L 
以下 

100mg/L 
以下 

2mg/L 
以上 

－ 

Ｅ 工業用水 3級、環境保全 
6.0以上 
8.5以下 

10mg/L 
以下 

ごみ等の浮遊
が認められな
い こ と 。 

2mg/L 
以上 

－ 

備考 

1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小
さいものから順に並べた際の 0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた

整数番目の値をとる。））とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 

2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0以上 7.5以下、溶存酸素量 5mg/L以上とする（湖沼もこれに準ずる）｡ 
3 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 100ＣＦＵ／100ml 

以下とする。 

4 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 
5 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロ

ニー数を数えることで算出する。 

  (注)  1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
      2 水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

        水道 2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

        水道 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
      3 水産 1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2級及び水産 3級の水産生物用 

        水産 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3級の水産生物用 

        水産 3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 
      4 工業用水 1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

        工業用水 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

        工業用水 3級：特殊な浄水操作を行うもの 
      5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 
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    イ 

  項目 
 
類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基   準   値 

全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 
ｽﾙﾎﾝ酸及びその塩 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及
びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 
以下 

0.001mg/L 
以下 

0.03mg/L 
以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域 

0.03mg/L 
以下 

0.0006mg/L 
以下 

0.02mg/L 
以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれ
らの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 
以下 

0.002mg/L 
以下 

0.05mg/L 以下 

生物特Ｂ 
生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げ
る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場
として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 
以下 

0.002mg/L 
以下 

0.04mg/L 以下 

 備考 
  1 基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる） 

 
 

(2) 湖沼(天然湖沼及び貯水量が 1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が 4日間以上である人工湖) 

    ア 

   項目 
 
類型 

利用目的の適応性 

基       準       値 

水素イオン 
濃   度 
（ｐＨ） 

化学的酸素 
要求量 

（ＣＯＤ） 

浮遊物質量 
（ＳＳ） 

溶存酸素量 
（ＤＯ） 

大腸菌数 

ＡＡ 
水道 1級、水産 1級、自
然環境保全及びＡ以下の
欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

1 mg/L 
以下 

1 mg/L 
以下 

7.5 mg/L 
以上 

20ＣＦＵ 
/100ml 
以下 

Ａ 
水道 2、3級、水産 2級、
水浴及びＢ以下の欄に掲
げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

3 mg/L 
以下 

5 mg/L 
以下 

7.5 mg/L 
以上 

300ＣＦＵ 
/100ml 
以下 

Ｂ 
水産 3級、工業用水 1級、
農業用水及びＣの欄に掲
げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

5 mg/L 
以下 

15 mg/L 
以下 

5 mg/L 
以上 

－ 

Ｃ 工業用水 2級、環境保全 
6.0以上 
8.5以下 

8 mg/L 
以下 

ごみ等の浮遊
が認められな
いこと。 

2 mg/L 
以上 

－ 

 備考 
 1 水産 1級、水産 2級及び水産 3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 

2 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 100 ＣＦＵ／100ml 

以下とする。 
3 水道３級を利用目的としている地点（水浴又は水道２級を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 1,000 ＣＦＵ

／100ml 以下とする。 

4 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコ
ロニー数を数えることで算出する。 

  （注） 1 自然環境保全：自然探勝等の環境の保全 

      2 水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
        水道 2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

      3 水産 1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 2級及び水産 3級の水産生物用 

        水産 2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 3級の水産生物用 
        水産 3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

      4 工業用水 1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

        工業用水 2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 
      5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 

 

  

資
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    イ 

  項目 
 
類型 

利用目的の適応性 
基   準   値 

全 窒 素 全 リ ン 

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1 mg/L 以下 0.005 mg/L 以下 

Ⅱ 
水道 1、2、3級（特殊なものを除く。）、水産 1種、水浴及び
Ⅲ以下の欄に掲げるもの 

0.2 mg/L 以下 0.01 mg/L 以下 

Ⅲ 水道 3級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの 0.4 mg/L 以下  0.03 mg/L 以下 

Ⅳ 水産 2種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6 mg/L 以下  0.05 mg/L 以下 

Ⅴ 水産 3種、工業用水、農業用水、環境保全  1 mg/L 以下   0.1 mg/L 以下 

 備考 
  1 基準値は、年間平均値とする。 

  2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値

は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 
  3 農業用水については、全リンの項目の基準値は適用しない。 

  （注） 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

      2 水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
        水道 2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

        水道 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

               （「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう） 
      3 水産 1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産 2種及び水産 3種の水産生物用 

        水産 2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産 3種の水産生物用 

        水産 3種：コイ、フナ等の水産生物用 
      4 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 
    ウ  

   項目 
 
類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基   準   値 

全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸

及びその塩 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及
びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 
以下 

0.001mg/L 
以下 

0.03mg/L 
以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域 

0.03mg/L 
以下 

0.0006mg/L 
以下 

0.02mg/L 
以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれ
らの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 
以下 

0.002mg/L 
以下 

0.05mg/L 
以下 

生物特Ｂ 
生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げ
る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場
として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 
以下 

0.002mg/L 
以下 

0.04mg/L 
以下 

 

     エ  

   項目 
 
類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基  準  値 

底層溶存酸素量 

生物１ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域
又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生
する水域 

4.0mg/L 以上 

生物２ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保
全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生
生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/L 以上 

生物３ 
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域
又は再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生
する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/L 以上 

 備考 
  1 基準値は、日間平均値とする。 

  2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 

 

- 246 -



 ２ 海域 

  ア 

 項
目 
 

類 
型 

利用目的の適応性 

基       準       値 

水素イオン 
濃度 

（ｐＨ） 

化学的酸素 
要求量 

（ＣＯＤ） 

溶存酸素量 
（ＤＯ） 

大腸菌数 
ｎ-ヘキサン 
抽出物質 
（油分等） 

Ａ 
水産 1級、水浴、自然環
境保全及びＢ以下の欄
に掲げるもの 

7.8以上 
8.3以下 

2 mg/L 以下 7.5 mg/L 以上 
300ＣＦＵ
/100ml 
以下 

検出 
されないこと。 

Ｂ 
水産 2級、工業用水及び
Ｃの欄に掲げるもの 

7.8以上 
8.3以下 

3 mg/L 以下 5 mg/L 以上 － 
検出 

されないこと。 

Ｃ 環境保全 
7.0以上 
8.3以下 

8 mg/L 以下 2 mg/L 以上 － － 

 備考 

 1 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 20ＣＦＵ／100ml 以下とする。 
2 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコ 

ロニー数を数えることで算出する。 

  （注） 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
      2 水産 1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2級の水産生物用 

        水産 2級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

      3 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 
 

 イ 

   項目 
 
類型 

利用目的の適応性 
基     準     値 

全 窒 素 全 リ ン 

Ⅰ 
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産 2 種及
び 3種を除く） 

0.2 mg/L 以下 0.02 mg/L 以下 

Ⅱ 
水産 1 種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産 2 種
及び 3種を除く） 

0.3 mg/L 以下 0.03 mg/L 以下 

Ⅲ 水産 2種及びⅣの欄に掲げるもの（水産 3種を除く） 0.6 mg/L 以下 0.05 mg/L 以下 

Ⅳ 水産 3種、工業用水、生物生息環境保全 1 mg/L 以下 0.09 mg/L 以下 

 備考 

  1 基準値は、年間平均値とする。 

  2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 
  （注） 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

      2 水産 1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

        水産 2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 
        水産 3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

      3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

 

 ウ 

    項目 
 
類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基   準   値 

全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 
ｽﾙﾎﾝ酸及びその塩 

生物Ａ 水生生物の生息する水域 
0.02mg/L 
以下 

0.001mg/L 
以下 

0.01mg/L 
以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁
殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全
が必要な水域 

0.01mg/L 
以下 

0.0007mg/L 
以下 

0.006mg/L 
以下 
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  エ  

   項目 
 
類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 
基  準  値 

底層溶存酸素量 

生物１ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水
域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・
再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物２ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を
保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、
水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/L 以上 

生物３ 
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水
域又は再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・
再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/L 以上 

 備考 
  1 基準値は、日間平均値とする。 

  2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 
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別表 3 地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成 9年 3月 13日環境庁告示第 10号） 

 項        目 基  準  値 備   考 

1 カドミウム 0.003mg/L 以下  

2 全シアン 検出されないこと。  

3 鉛 0.01mg/L以下  

4 六価クロム 0.02mg/L以下  

5 砒
ひ

素 0.01mg/L以下  

6 総水銀 0.0005mg/L以下  

7 アルキル水銀 検出されないこと。  

8 ＰＣＢ 検出されないこと。  

9 ジクロロメタン 0.02mg/L 以下  

10 四塩化炭素 0.002mg/L以下  

11 
クロロエチレン 
(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 

0.002mg/L 以下 H29.4.1付 変更（項目名） 

12 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下  

13 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下  

14 1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下  

15 1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下  

16 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下  

17 トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下  

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下  

19 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下  

20 チウラム 0.006mg/L 以下  

21 シマジン 0.003mg/L 以下  

22 チオベンカルブ 0.02mg/L 以下  

23 ベンゼン 0.01mg/L 以下  

24 セレン 0.01mg/L 以下  

25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下  

26 ふっ素 0.8mg/L 以下  

27 ほう素 1mg/L 以下  

28 1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下  

   備考 

    1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
    2 「検出されないこと。」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

資
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別表 4 公共用水域及び地下水の要監視項目及び指針値（令和2年 5月 28日環水大水発 2005281号及び環水大土発 2005282

号水・大気環境局長通知） 

 項        目 指   針   値 備   考 

1 クロロホルム 0.06mg/L 以下  

2 トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 ※1 

3 1,2-ジクロロプロパン 0.06mg/L 以下  

4 ｐ-ジクロロベンゼン 0.2mg/L 以下  

5 イソキサチオン 0.008mg/L以下  

6 ダイアジノン 0.005mg/L 以下  

7 フェニトロチオン 0.003mg/L以下  

8 イソプロチオラン 0.04mg/L以下  

9 オキシン銅 0.04mg/L以下  

10 クロロタロニル 0.05mg/L以下  

11 プロピザミド 0.008mg/L 以下  

12 ＥＰＮ 0.006mg/L 以下  

13 ジクロルボス 0.008mg/L 以下  

14 フェノブカルブ 0.03mg/L以下  

15 イプロベンホス 0.008mg/L以下  

16 クロルニトロフェン －  

17 トルエン 0.6mg/L 以下  

18 キシレン 0.4mg/L以下  

19 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06mg/L以下  

20 ニッケル －  

21 モリブデン 0.07mg/L以下  

22 アンチモン 0.02mg/L以下  

23 塩化ビニルモノマー 0.002mg/L以下 ※1 

24 エピクロロヒドリン 0.0004mg/L以下  

25 全マンガン 0.2mg/L以下  

26 ウラン 0.002mg/L以下  

27 
ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦ
ＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦ
ＯＡ） 

0.00005mg/L以下（暫定） ※2 

   ※1公共用水域のみ適用（地下水には適用されない） 

      ※2ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの指針値（暫定）については、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの合計値とする。 
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別表 5 水生生物保全に係る要監視項目の水域類型及び指針値 

項  目 水 域 類 型 指 針 値 

クロロホルム 

河川及び湖沼 

生物Ａ 0.7mg/L以下 

生物特Ａ 0.006mg/L以下 

生物Ｂ 3mg/L以下 

生物特Ｂ 3mg/L以下 

海域 
生物Ａ 0.8mg/L以下 

生物特Ａ 0.8mg/L以下 

フェノール 

河川及び湖沼 

生物Ａ 0.05mg/L以下 

生物特Ａ 0.01mg/L以下 

生物Ｂ 0.08mg/L以下 

生物特Ｂ 0.01mg/L以下 

海域 
生物Ａ 2mg/L以下 

生物特Ａ 0.2mg/L以下 

ホルムアルデヒド 

河川及び湖沼 

生物Ａ 1mg/L以下 

生物特Ａ 1mg/L以下 

生物Ｂ 1mg/L以下 

生物特Ｂ 1mg/L以下 

海域 
生物Ａ 0.3mg/L以下 

生物特Ａ 0.03mg/L以下 

4-t-オクチルフェ
ノール 

河川及び湖沼 

生物Ａ 0.001mg/L以下 

生物特Ａ 0.0007mg/L以下 

生物Ｂ 0.004mg/L以下 

生物特Ｂ 0.003mg/L以下 

海域 
生物Ａ 0.0009mg/L以下 

生物特Ａ 0.0004mg/L以下 

アニリン 

河川及び湖沼 

生物Ａ 0.02mg/L以下 

生物特Ａ 0.02mg/L以下 

生物Ｂ 0.02mg/L以下 

生物特Ｂ 0.02mg/L以下 

海域 
生物Ａ 0.1mg/L以下 

生物特Ａ 0.1mg/L以下 

2,4-ジクロロフェ
ノール 

河川及び湖沼 

生物Ａ 0.03mg/L以下 

生物特Ａ 0.003mg/L以下 

生物Ｂ 0.03mg/L以下 

生物特Ｂ 0.02mg/L以下 

海域 
生物Ａ 0.02mg/L以下 

生物特Ａ 0.01mg/L以下 資
　
料
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(2) 排水基準
ア 有害物質に係る排水基準

有 害 物 質 の 種 類 許容限度 

カドミウム及びその化合物（Ｃｄ） 0.03 mg/L 

シアン化合物（ＣＮ） 1 mg/L 

有機リン化合物（パラチオン､メチルパラチオン､メチルジメトン及びＥＰＮに限る）（Ｒ－Ｐ） 1 mg/L 

鉛及びその化合物（Ｐｂ） 0.1 mg/L 

六価クロム化合物（Ｃｒ6+） 0.5 mg/L 

砒
ひ

素及びその化合物（Ａｓ） 0.1 mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物（Ｔ－Ｈｇ） 0.005 mg/L 

アルキル水銀化合物（Ｒ－Ｈｇ） 検出されないこと｡ 

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 0.003 mg/L 

トリクロロエチレン（ＴＣＥ） 0.1 mg/L 

テトラクロロエチレン（ＰＣＥ） 0.1 mg/L 

ジクロロメタン 0.2 mg/L 

四塩化炭素 0.02 mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L 

1,3-ジクロロプロぺン 0.02 mg/L 

チウラム 0.06 mg/L 

シマジン 0.03 mg/L 

チオべンカルブ 0.2 mg/L 

べンゼン 0.1 mg/L 

セレン及びその化合物（Ｓｅ） 0.1 mg/L 

ほう素及びその
化合物(B) 

海域以外の公共用水域に排出されるもの 10 mg/L 

海域に排出されるもの 230 mg/L 

ふっ素及びその
化合物(F) 

海域以外の公共用水域に排出されるもの 8 mg/L 

海域に排出されるもの 15 mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100 mg/L 

1,4-ジオキサン 0.5 ㎎/L 

   備考 

1 「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法

の定量限界を下回ることをいう。 
2 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正す

る政令の施行（昭和49 年12 月1 日）の際現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分

の間、適用しない。 

3 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る許容限度は、アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの及び亜

硝酸性窒素並びに硝酸性窒素の和で表記したものとする。 

4 ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物について
は、暫定基準が適用される業種等がある。 

- 252 -



イ 生活環境項目 

備考 
1 「日間平均」による許容限度は、1 日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

2  この表に掲げる排水基準は、1 日当たりの平均的な排出水の量が 50m3以上である工場又は事業場に係る排 

出水について適用する。 
3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採す 

る鉱業を含む）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 

4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量につ 
いての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の―部を改正する 

政令の施行の際、現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の 

間、適用しない。 
5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限っ 

て適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 

6 窒素含有量及びリン含有量についての排水基準は、環境大臣の定める湖沼及び海域並びにこれらに流入する 
公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

 
 なお、県内の海域の中では、瀬戸内海、博多湾、有明海及び唐津湾が環境大臣の定める海域となっているほか、

次表の湖沼が、環境大臣が定める湖沼に指定されている。 

 

環境大臣が定める湖沼（福岡県内のもの） 

北九州市 

河内ダム貯水池 黒ヶ畑池 
小森江貯水池 菖蒲谷貯水池 
昭和池 白木貯水池 道原貯水池 
畑貯水池 ます渕ダム貯水池 
松ヶ江ダム貯水池  

頓田第一貯水池 

頓田第二貯水池 

太宰府市 
大佐野ダム貯水池 北谷ダム貯水池 
松川ダム貯水池 

古賀市 河内ダム貯水池（古賀ダム貯水池） 

福津市 久末ダム貯水池 

うきは市 合所ダム貯水池 

宮若市 力丸ダム貯水池 犬鳴ダム貯水池 

福岡市 
曲渕ダム貯水池 
長谷ダム貯水池 

朝倉市 
江川ダム貯水池 
寺内ダム貯水池 

福岡市･那珂川市 脊振ダム貯水池 糸島市 瑞梅寺ダム貯水池 雷山大溜池 

直方市 尾崎貯水池 福智山ダム貯水池 那珂川市 南畑ダム貯水池 

飯塚市・桂川町 久保白ダム貯水池 宇美町 草ヶ谷ダム貯水池 安光池 

八女市 花宗ため池 日向神ダム貯水池 宇美町･須恵町 須恵ダム貯水池 

行橋市 矢留貯水池 篠栗町 鳴淵ダム貯水池 

中間市･鞍手町 浮州池 須恵町 中柱田貯水池 

筑紫野市 

水呑ダム貯水池 

山神ダム貯水池 

山口調整池（天拝湖） 

久山町 
猪野ダム貯水池 
久原ダム貯水池 

粕屋町 古大間池 

春日市 
大牟田貯水池 春日貯水池  

白水池 
添田町 

油木ダム貯水池 

陣屋ダム貯水池 

項                    目 許   容   限   度 

水素イオン濃度（ｐＨ） 
 

(海域以外の公共用水域) 5.8～8.6 

(海域) 5.0～9.0 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 160（日間平均120）mg/L 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 160（日間平均120）mg/L 

浮遊物質量（ＳＳ） 200（日間平均150）mg/L 

ノルマルへキサン抽出物質
含有量（ｎ－Ｈｅｘ） 

（鉱油類含有量） 5 mg/L 

（動植物油脂類含有量） 30 mg/L 

フェノール類含有量 5 mg/L 

銅含有量（Ｃｕ） 3 mg/L 

亜鉛含有量（Ｚｎ） 2 mg/L 

溶解性鉄含有量（Ｓ－Ｆｅ） 10 mg/L 

溶解性マンガン含有量（Ｓ－Ｍｎ） 10 mg/L 

クロム含有量（Ｔ－Ｃｒ） 2 mg/L 

大腸菌群数 日間平均3,000 個/cm3 

窒素含有量（Ｔ－Ｎ） 120（日間平均60）mg/L 

リン含有量（Ｔ－Ｐ）  16（日間平均 8）mg/L 

資
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大野城市 牛頸ダム貯水池 

苅田町 
井の口貯水池 
殿川ダム貯水池 
山口ダム貯水池 宗像市 

大井ダム貯水池 

多礼ダム貯水池 

吉田ダム貯水池 

  ※    は窒素及びリンについて、それ以外はリンについてのみ排出規制が適用される。 

 
ウ 生活環境項目に係る暫定排水基準 

 (ｱ) 亜鉛含有量（令和 6 年 12 月 10 日まで）                        (単位 mg/L) 

 

(ｲ) 窒素含有量及びリン含有量（令和 5 年 9 月 30 日まで）                   (単位 mg/L)       

項 目 業           種 
許容限度 

最大 日間平均 

窒素含有量 

天然ガス鉱業 160 150 

畜産農業（豚房施設を有するものに限る。面積が50m2以上のもの） 130 110 

酸化コバルト製造業 300 100 

バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業（バナジウム化合物又

はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る) 
4,100 3,100 

リン含有量 畜産農業（豚房施設を有するものに限る。面積が50m2以上のもの） 22 18 

※ この表は、環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用される。 

 

エ 有害物質に係る暫定排水基準 

(ｱ) ほう素及びその化合物（令和 7 年 6 月 30 日まで（旅館業又は下水道業にあっては、当分の間））(単位 mg/L) 
業種その他の区分 許容限度 

海域以外の公共用水域に
排出されるもの 

電気めっき業 30 

ほうろう鉄器製造業 40 

下水道業（旅館業（温泉を利用するものに限る）に属する下水道法
上の特定事業場から排出される水を受け入れており、一定の条件に
該当するものに限る） 

40 

金属鉱業 100

旅館業（温泉を利用する
ものに限る） 

１リットルにつきほう素 500mg 以下の温泉を利用するもの 300 

１リットルにつきほう素 500mg を超える温泉を利用するもの 500 

備考 下水道業の一定の条件とは、次の算式により計算された値が 10 を超えることをいう。 
 Σ(Ｃｉ･Ｑｉ)／Ｑ 

この式において､Ｃｉ、Ｑｉ及びＱは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ｃｉ 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物
による汚染状態の通常の値(単位 ほう素の量に関して、mg/L) 

Ｑｉ 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量 

  （単位 m3/日） 
Ｑ 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 m3/日) 

  

業種その他の区分 許容限度 

電気めっき業 4 
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 (ｲ) ふっ素及びその化合物（令和 7 年 6 月 30 日まで（旅館業にあっては、当分の間））     (単位 mg/L) 

業種その他の区分 許容限度 

海域以
外の公
共用水
域に排
出され
るもの 

ほうろう鉄器製造業 12 

電気めっき業（1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上のものに限る)、旅館
業(1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上であり、水質汚濁防止法施行令及
び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（以下「改正
政令」という）の施行（S49.12.1)の際現に湧出していなかった温泉を利用する
ものに限る) 

15 

旅館業（温泉（自然に湧出しているものを除く)を利用するものであって、1日当たりの平
均的な排出水の量が50m3未満であるもの又は改正政令の施行（S49.12.1)の際現に湧出し
ていた温泉を利用するものに限る） 

30 

電気めっき業（1日当たりの平均的な排出水の量が50m3未満であるものに限る) 40 

旅館業（温泉（自然に湧出しているものに限る)を利用するものであって1日当たりの平均
的な排出水の量が50m3未満であるもの又は改正政令の施行（S49.12.1)の際現に湧出して
いた温泉を利用するものに限る） 

50 

 

(ｳ) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物（令和7年6月30日まで) 

     （単位：アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、㎎/L） 

 

オ 水域別上乗せ排水基準 

 水質汚濁防止法第３条第３項では、法で定める排水基準に代えて、都道府県知事がより厳しい許容限度を定

める排水基準を条例で定めることができるとされている。本県では「水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基

づく排水基準を定める条例(昭和 48 年 3 月 31 日福岡県条例第 8 号)」により、県の全域を別表 1 のように区分

して排水基準を定めている。 

 

別表 1 上乗せ排水基準の適用範囲 

区域の名称 範囲 排水基準 

瀬戸内海水域 
山国川及び山国川河口左岸から北九州市若松区妙見崎灯台に至る陸岸の地先海域並びに
これらに流入する公共用水域 

別表2 

大牟田水域 
隈川及び隈川河口左岸から福岡県と熊本県の境界線に至る陸岸の地先海域並びにこれら
に流入する公共用水域 

別表3 

博多湾水域 
福岡市東区大字勝馬2115番地先北端と同市西区大字西浦2467番地西浦崎北端とを結ぶ直
線及び海岸線に囲まれた海域並びにこれに流入する公共用水域 

別表4 

遠賀川・筑後川
・矢部川水域 

遠賀川､筑後川及び筑後川左岸から隈川右岸に至る陸岸の地先海域並びにこれらに流入す
る公共用水域 

別表5 

筑前海水域 
北九州市若松区妙見崎灯台から福岡県と佐賀県の境界線に至る陸岸の地先海域及びこれ
に流入する公共用水域（博多湾水域並びに遠賀川及びこれに流入する公共用水域を除く) 

別表6 

備考 この表に掲げる区域は､昭和 63 年 12 月 1 日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。 

業種その他の区分 許容限度 

畜産農業 
水質汚濁防止法施行令別表第１第１号の２イに掲げる施設を有するもの 400 

水質汚濁防止法施行令別表第１第１号の２ロに掲げる施設を有するもの 300 

ジルコニウム化合物製造業 350 

モリブデン化合物製造業 1,300 

バナジウム化合物製造業 1,650 

貴金属製造・再生業 2,800 
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別表 2 瀬戸内海水域に係る上乗せ排水基準 

1 洞海湾･響灘（北九州市若松区妙見崎灯台から日明下水処理場（同市小倉北区西港町 96 番地の 2)に至る陸岸の地

先海域）及びこれに流入する公共用水域 

業  種  (施  設) 

項目及び物質並びにその許容限度(単位 mg/L) 

適用の日 
ＢＯＤ 
又は 

ＣＯＤ 
ＳＳ 

ｎ－Ｈｅｘ 
ﾌｪﾉｰﾙ
類 

ｼｱﾝ 
化合物 動植物油脂類 鉱油類 

① 下水道整備地域に所在する特定事業場 

全業種 30(20) 100(70)     H2.4.1～ 

② 下水道整備地域以外の地域に所在する既設特定事業場（S45.11.20において特定施設に相当する施設を設置し､
又は設置の工事に着手していた事業場) 

食料品 
製造業 

通常の排水量が2,000m3/日以上のもの 40(30) 40(30) 10 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通常の排水量が2,000m3/日未満のもの 120(100) 80(70) 10 2   

化
学
工
業
製
品
製
造
業 

有機化学
工業製品
製造業 

合成染料製造業（反応型染料
及び分散型染料を製造する工
程に係るもの。以下同じ) 

45(40) 40(30) 10 2 1 0.5 

その他の有機化学工業製品製
造業 

45(40) 40(30) 10 2 1 0.5 

その他の
化学工業
製品製造
業 

通常の排水量が2,000m3/日以
上のもの 

15(10) 60(50) 10 2 1  

通常の排水量が2,000m3/日未
満のもの 

50(40) 80(70) 10 2 1 
 
 

コークス製造業 60(50) 60(50)  2 1  

ガラス又はガラス製品製造業 15(10) 150(120)     

窯業原料（うわ薬原料を含む)の精製業 20(15) 80(60)     

鉄 鋼 
業 

通常の排水量が2,000m3/日以上のもの 20(15) 50(40) 10 2 1 0.5 

通常の排水量が2,000m3/日未満のもの 80(60) 80(70)     

非鉄金属製造業 15(10) 25(20)  2   

金属製品製造業 20(15) 60(50)     

し尿処理施設（処理対象人員が500人以下のし
尿浄化槽を除く｡以下同じ) 

45(30)      

下水道終末処理施設 30(20) (70)     

その他の業種（施設) 60(50) 80(70)     

③ 下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業場（S45.11.21以後に特定施設（これに相当する施設を含む｡)
を設置し､又は特定事業場に該当することとなった事業場） 

化学工業製品製造業､鉄鋼業､非鉄金属製造業
及び金属製品製造業 

15(10) 25(20) 2 2 1 0.5 
 
 
 し尿処理施設 45(30)      

指定地域 
特定施設 

H3.7.31以前に設置
されたもの 

合併処理 80(60)      
H4.8.1～ 

単独処理 120(90)      

H3.8.1以後に設置されたもの 45(30)       
追加指定施設 60(50) 80(70)     H2.4.1～ 

その他の業種
(施設) 

通常の排水量が2,000m3/日以上
のもの 

15(10) 25(20) 2 2 1 0.5  
 
 

通常の排水量が2,000m3/日未満
のもの 

30(20) 30(25) 2 2 1  
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2 1 を除く瀬戸内海水域 

業  種  (施  設) 

項目及び物質並びにその許容限度(単位 mg/L) 

適用の日 
ＢＯＤ 
又は 

ＣＯＤ 
ＳＳ 

ｎ－Ｈｅｘ 
ﾌｪﾉｰﾙ類 

動植物油脂類 鉱油類 

① 下水道整備地域に所在する特定事業場 

全業種 30(20) 100(70)     

② 下水道整備地域以外の地域に所在する既設特定事業場（S49.8.1において特定施設に相当する施設を設置し､又
は設置の工事に着手していた事業場) 

食料
品製
造業 

通常の排水量が2,000m3/日以上のもの 40(30) 40(30) 10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通常の排水量が500m3/日以上2,000m3/日未満の
もの 

80(60) 100(70) 15   

通常の排水量が500m3/日未満のもの 120(90) 150(120) 20   

化
学
工
業
製
品
製
造
業 

有機化学
工業製品
製造業 

エチルアルコール製造業（醗酵工業
に属するものに限る) 

120(90) 100(70) 10   

その他の有機化学工業製品製造業 45(40) 40(30) 10 2 1 

その他の
化学工業
製品製造
業 

通常の排水量が2,000m3/日以上の
もの 

15(10) 60(50) 10 2 1 

通常の排水量が2,000m3/日未満の
もの 

50(40) 80(70) 10 2 1 

鉄鋼業 20(15) 50(40) 10 2  

非鉄金属製造業 15(10) 25(20)  2  

金属製品製造業及び機械器具製造業（武器製造業を含
む) 

20(15) 60(50)    

セメント製品製造業 20(15) 70(50)    

紙製造業 100(80) 70(50)    

と畜業 80(60) 100(70)    

し尿処理施設 45(30) 100(70)    

下水道終末処理施設 30(20) 100(70)    

その他の業種（施設) 60(50) 80(70) 10 2 1 

③ 下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業場（S49.8.2以後に特定施設（これに相当する施設を含む。)
を設置し、又は特定事業場に該当することとなった事業場） 

化学工業製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属
製品製造業､機械器具製造業（武器製造業を含む)及び
セメント製品製造業 

15(10) 25(20) 2 2 1 
 
 
 
 し尿処理施設 45(30) 100(70)    

指定地域
特定施設 

H3.7.31以前に設置されたもの 
合併処理 80(60)     

H4.8.1～ 
単独処理 120(90)     

H3.8.1以後に設置されたもの 45(30)     

H2.4.1～ 下水道終末処理施設 30(20) 100(70)    

追加指定施設 60(50) 80(70) 10 2 1 

その他
の業種
(施設) 

通常の排水量が2,000m3/日以上のもの 15(10) 25(20) 2 2 1  

通常の排水量が500m3/日以上2,000m3/日未満
のもの 

30(20) 30(25) 2 2 1  

通常の排水量が500m3/日未満のもの 50(40) 70(50) 10 2 1  

備考 
1 「指定地域特定施設」とは、水質汚濁防止法第 2 条第 3 項に定める施設をいう。 

2 ｢特定施設｣とは水質汚濁防止法第 2 条第 2 項に規定する特定施設又は指定地域特定施設をいい､｢特定事業場｣とは特定施設を

設置する工場又は事業場をいう｡ 
3 1 の項において「既設事業場」とは、水質汚濁防止法施行令（昭和 46 年政令第 188 号。以下「施行令」という）別表第 1 に掲

げる施設（備考 4 に掲げるものを除く）を設置している特定事業場であって、昭和 45 年 11 月 20 日以前に当該施設に相当する

施設を設置し、又は設置の工事に着手していたものをいい、同項において「新規事業場」とは、これら以外の特定事業場をい
う。 

4  1 の項の「追加指定施設」とは、次に掲げる特定施設ごとに、それぞれ基準日以前に設置し、又は設置の工事に着手していた

ものをいう。 

 施行令別表第1の番号 基準日  施行令別表第1の番号 基準日  施行令別表第1の番号 基準日 

(1) 1-2 S47.10.1 (5) 

 

 

18-2, 18-3, 21-2, 21-

3, 21-4, 23-2, 51-2, 

51-3, 63-2, 70-2, 71-

4 

S57.1.1 

(7) 

 

66-4, 66-5, 66-6, 66-

7, 66-8 
S63.10.1 

(2) 66-3, 71-2 S49.12.1 

(3) 64-2, 69-2 S51.6.1 
(8) 

71-5, 71-6 H3.10.1 

(4) 68-2, 71-3 S54.5.10 (6) 69-3 S57.7.1 (9) 63-3 H13.7.1 

5  2 の項において「既設事業場」とは、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する
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政令（昭和 49 年政令第 363 号）による改正前の水質汚濁防止法施行令（以下「昭和 49 年改正政令による改正前の施行令」と

いう）別表第 1 に掲げる施設を設置している特定事業場であって、昭和 49 年 8 月 1 日以前に当該施設を設置し、又は設置の工
事に着手していたものをいい、同項において「新規事業場」とは、これら以外の特定事業場をいう。 

6  2 の項において｢追加指定施設｣とは、備考 4(2)から(9)までに掲げる特定施設をいう｡ 

7  ｢食料品製造業｣とは、施行令別表第 1 第 2 号から第 18 号までに掲げる特定施設に係るものをいう｡ 
8  ｢有機化学工業製品製造業｣とは、施行令別表第 1 第 28 号から第 37 号まで、第 40 号、第 46 号及び第 47 号に掲げる特定施設

に係るものをいう｡ 

9  ｢その他の化学工業製品製造業｣とは、施行令別表第 1 第 21 号、第 22 号、第 23 号、第 24 号から第 27 号まで、第 38 号、第 39
号、第 41 号から第 45 号まで及び第 48 号から第 50 号までに掲げる特定施設に係るものをいう｡ 

10 ｢合併処理｣及び｢単独処理｣は、建築基準法施行令第 32 条の規定に基づき、し尿浄化槽の構造を指定する件（昭和 55 年建設省

告示第 1292 号。以下「昭和 55 年建設省告示」という）に定めるところによる。 
11 ( )内の数値は日間平均値による許容限度で 1 日の排出水の平均的な汚水状態について定めたものである。 

12 この表に掲げる上乗せ排水基準は、通常の排水量が 50m3/日以上である特定事業場に係る排出水について適用する。 

13 ＢＯＤに係る上乗せ排水基準は、海域以外の公共用水域に排出される排出水及びし尿処理施設､指定地域特定施設又は下水道
終末処理施設を設置する特定事業場から排出される排出水に限って適用し、ＣＯＤに係る上乗せ排水基準は、海域に排出され

る排出水（し尿処理施設又は下水道終末処理施設を設置する特定事業場から排出される排出水を除く）に限って適用する｡ 

14 ｢下水道整備地域｣とは、下水道法（昭和 33 年法律第 79 号)第 2 条第 8 号に規定する処理区域をいう｡ 
15 下水道整備地域に所在するものの上乗せ排水基準の適用については、次のとおりとする｡ 

(1) 下水道整備地域に所在するものの上乗せ排水基準は、一の特定事業場がそれ以外の地域に所在するとした場合における上乗

せ排水基準に比べ、厳しい場合に限って適用する｡ 
(2) 下水道整備地域に所在していなかった特定事業場が下水道整備地域に所在することとなった場合においては、当該地域につ

き終末処理場による下水の処理が開始された後 1 年を経過した日から適用する｡ 

16 食料品製造業のうちみかん缶詰製造業に係るＢＯＤ又はＣＯＤについての上乗せ排水基準は、その排出水の量のいかんにかか
わらず、食料品製造業につき定められたＢＯＤ又はＣＯＤについての上乗せ排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用す

る｡ 

17 施行令別表第 1 第 72 号のし尿処理施設のみを設置する特定事業場にあっては、既設事業場及び新規事業場の区分にかかわら
ず、当該し尿処理施設につき定められた上乗せ排水基準を適用する｡ 

18 指定地域特定施設に係る上乗せ排水基準のうち、平成 3 年 7 月 31 日以前に設置されたものにあっては、一の特定事業場が指

定地域特定施設のみを特定施設として設置する場合に限って適用する｡ 
19 一の特定事業場が二以上の業種（施設)に該当する場合における上乗せ排水基準の適用は、次のとおりとする｡ 

(1) 施行令別表第 1 第 66 号の 3、第 66 号の 6 から第 66 号の 8 まで、第 68 号の 2 又は第 71 号の 2 に掲げる施設を設置する特定

事業場（製造業に係る特定事業場を除く)が施行令別表第 1 第 72 号に掲げるし尿処理施設を設置する場合又は平成 3 年 8 月
1 日以後に指定地域特定施設を設置する場合にあっては、既設事業場及び新規事業場の区分にかかわらず、当該し尿処理施設

につき定められた上乗せ排水基準を適用する｡ 

(2) (1)以外の特定事業場にあっては、当該事業場の主たる業種（製造業に係る特定事業場にあっては工業出荷額の数値が最大の
ものをいう）に係る特定施設につき定められた上乗せ排水基準を適用する。ただし、既設事業場において、既設事業場に係る

施設以外の施設が特定施設として設置され、又は追加指定施設となった場合においては、既設事業場に係る上乗せ排水基準

を適用する。 
20 備考 19 の規定にかかわらず、一の特定事業場の二以上の業種の一に合成染料製造業が該当するときは、当該合成染料製造業

に係る上乗せ排水基準に限り、当該合成染料製造業につき定められた上乗せ排水基準を適用する。 

21 別表 1 の備考の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する｡ 
 

別表 3 大牟田水域に係る上乗せ排水基準 

1 大牟田川（大牟田川港湾区域を除く｡以下この表において同じ）及びこれに流入する公共用水域 

業種（施設） 

項目及び物質並びにその許容限度（単位 mg/L） 

適用の日 
ＢＯＤ ＳＳ 

ｎ－Ｈｅｘ 
(鉱油類) 

ﾌｪﾉｰﾙ類 
ｼｱﾝ 

化合物 
有機ﾘﾝ 
化合物 

Ｃｄ･
Ｃｄ
化合物 

Ｐｂ･
Ｐｂ
化合物 

Ｃｒ6+

化合物 

Ａｓ･
Ａｓ
化合物 

し尿処理施設 45(30) 120(90)     
 その他の施設 15(10) 100(70) 1 1 検出されないこと｡ 0.01 0.1 0.05 0.05

 

2 大牟田川河口の中央を中心とする半径 500m の円弧及び陸岸に囲まれた海域（大牟田川港湾区域を含む）並びに

これに流入する公共用水域（大牟田川及びこれに流入する公共用水域を除く） 

 
業  種  （施  設） 

 

項目及び物質並びにその許容限度（単位 mg/L） 

適用の日 
ＢＯＤ ＣＯＤ ＳＳ 

ｎ－Ｈｅｘ 
（鉱油類） 

ﾌｪﾉｰﾙ類 
Ｃｄ･ 
Ｃｄ
化合物 

特定事業場から排出される水(公共用水域に
排出されるものを除く)の処理施設（し尿処
理施設及び下水道終末処理施設を除く) 

 
 
 
120(100) 100(70) 3 1 0.01 

 
 
 
 その他の施設 40(30) 40(30) 100(70) 1 1 0.01 
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3 1 及び 2 を除く大牟田水域 

業  種  (施  設) 
項目及び物質並びにその許容限度(単位 mg/L) 

適用の日 
ＢＯＤ ＣＯＤ ＳＳ 

ｎ－Ｈｅｘ 
(鉱油類) 

ﾌｪﾉｰﾙ類 

①  下水道整備地域に所在する特定事業場 

全業種 30(20) 30(20) 100(70)    

② 下水道整備地域以外の地域に所在する既設特定事業場（S48.4.1において特定施設に相当する施設を設置し､又
は設置の工事に着手していた事業場) 

非鉄金属製造業  40(30) 100(70)    
 
 
 
 
 

鉱業及び水洗炭業 70(50) 70(50)    

と畜業 120(90)     

し尿処理施設（合併処理に限る) 45(30)  120(90)   

動物系飼料製造業 120(90)  100(70)   

下水道終末処理施設 30(20)  100(70)   

その他の施設 120(90) 120(90) 150(120)   H2.4.1～ 

②  下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業場（S48.4.2以後に特定施設（これに相当する施設を含む。）
を設置し､又は特定事業場に該当することとなった事業場） 

し尿処理施設 45(30)  120(90)    

追加指定施設 120(90) 120(90) 150(120)   H2.4.1～ 

その他の施設 30(20) 30(20) 100(70) 1 1  

備考 

1  別表 1 の備考並びに別表 2 の備考 2、11 から 15 まで、17 及び 19 の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用す

る｡ 
2 「既設事業場」とは、昭和 49 年改正政令による改正前の施行令別表第 1 に掲げる施設を設置している特定事業場であって昭

和 48 年 4 月 1 日以前に当該施設を設置し、又は設置の工事に着手していたものをいい、「新規事業場」とは、これら以外の特

定事業場をいう。 
3 ｢追加指定施設｣とは、別表 2 の備考 4(2)から(9)までに掲げる特定施設をいう｡ 

4 2 の項においてその他の施設に係るカドミウム及びその化合物の許容限度は、非鉄金属製造業に係る特定事業場から排出され

る排出水に限って適用する。 
5 「合併処理」は、昭和 55 年建設省告示による廃止前の建築基準法施行令の規定に基づきし尿浄化槽の構造を指定する件（昭和

44 年建設省告示第 1726 号。以下「廃止前の建設省告示」という。）に定めるところによる。 

6 この表において「有機リン化合物」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る。 
7 「検出されないこと。」とは、水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例第 4 条の規定に基づき環境大

臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

 

別表 4 博多湾水域に係る上乗せ排水基準 

1 那珂川､御笠川及び河口海域（福岡市博多区沖浜町中央埠頭西端､同市中央区那の津 5 丁目須崎埠頭北端及び同市

博多区築港本町博多埠頭西端を上記の順に結んだ直線並びに同市博多区築港本町博多埠頭西端から同市博多区

沖浜町中央埠頭西端に至る海岸線によって囲まれた海域に限る）並びにこれらに流入する公共用水域 

業  種  (施  設) 

項目及び物質並びにその許容限度(単位 mg/L) 

適用の日 
ＢＯＤ ＣＯＤ ＳＳ 

ｎ－Ｈｅｘ ﾌｪﾉｰﾙ
類 動植物油脂類 鉱油類 

①  下水道整備地域に所在する特定事業場 

全業種 30(20) 30(20) 100(70)        

② 下水道整備地域以外の地域に所在する既設特定事業場（S48.4.1において特定施設に相当する施設を設置し、又
は設置の工事に着手していた事業場） 

畜産食料品製造業、水産食料品製造業、小麦粉製
造業、パン製造業、菓子製造業、飲料製造業、ぶ
どう糖製造業、水あめ製造業、繊維製品製造業及
びと畜業 

80(60) 

 
 
 
 

100(80) 15 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

砂糖製造業 80(60) 80(60) 100(80)       

パルプ製造業及び紙製造業 80(60)   100(70)       

写真現像業 80(60) 80(60)         

し尿処理施設 
 

合併処理 45(30)   120(90)       

単独処理 120(90)   150(120)       

下水道終末処理施設 30(20)   100(70)       

合成樹脂製造業           1 

その他の施設 120(90)   150(120)       H2.4.1～ 

③ 下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業場（S48.4.2以後に特定施設（これに相当する施設を含む｡)
を設置し、又は特定事業場に該当することとなった事業場） 

し尿処理施設 45(30)   120(90)        

追加指定施設 120(90)   150(120)       H2.4.1～ 

その他の施設 30(20) 30(20) 100(70) 20   1  
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 2 1 を除く博多湾水域 

業  種  (施  設) 

項目及び物質並びにその許容限度(単位 mg/L) 

適用の日 
ＢＯＤ ＣＯＤ ＳＳ 

ｎ－Ｈｅｘ ﾌｪﾉｰﾙ
類 動植物油脂類 鉱油類 

① 下水道整備地域に所在する特定事業場 

全業種 30(20) 30(20) 100(70)        

② 下水道整備地域以外の地域に所在する既設特定事業場（S49.8.1において特定施設に相当する施設を設置し、又
は設置の工事に着手していた事業場) 

畜産食料品製造業、水産食料品製造業及び飲料
製造業 

120(90) 120(90) 150(120) 20 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

セメント製品製造業     70(50)       

と畜業 80(60) 80(60) 100(70)       

し尿 
処理 
施設 

し尿 
浄化槽 

処理対象人員が2,001人以上 45(30)   100(70)       

処理対象人員が2,000人以下 80(60)   120(90)       

その他のし尿処理施設 45(30)   100(70)       

下水道終末処理施設 30(20)   100(70)       

その他の施設 120(90) 120(90) 150(120)       H2.4.1～ 

③ 下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業場（S49.8.2以後に特定施設（これに相当する施設を含む｡)
を設置し、又は特定事業場に該当することとなった事業場） 

し尿処理施設 45(30)   100(70)        
 下水道終末処理施設 30(20)   100(70)       

追加指定施設 120(90) 120(90) 150(120)       H2.4.1～ 

その 
他の 
施設 

通常の排水量が2,000m3/日以上のもの 30(20) 30(20) 30(25) 2 2 1  
 
 
 

通常の排水量が500m3/日以上2,000m3/日
未満のもの 

50(40) 50(40) 70(50) 10 2 1 

通常の排水量が500m3/日未満のもの 80(60) 80(60) 100(70) 15 2 1 

備考 

1 別表 1 の備考並びに別表 2 の備考 2、11 から 15 まで、17 及び 19 の規定（1 の項に係る上乗せ排水基準については、同表の備
考 13 の規定を除く）は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する｡ 

2 1 の項において｢既設事業場｣とは、昭和 49 年改正政令による改正前の施行令別表第 1 に掲げる施設を設置している特定事業場

であって、昭和 48 年 4 月 1 日以前に当該施設を設置し、又は設置の工事に着手していたものをいい、同項において｢新規事業
場｣とは、これら以外の特定事業場をいう。 

3 2 の項において｢既設事業場」とは、昭和 49 年改正政令による改正前の施行令別表第 1 に掲げる施設を設置している特定事業

場であって、昭和 49 年 8 月 1 日以前に当該施設を設置し、又は設置の工事に着手していたものをいい、同項において｢新規事
業場｣とは、これら以外の特定事業場をいう。 

4 ｢追加指定施設｣とは、別表 2 の備考 4(2)から(9)までに掲げる特定施設をいう｡ 

5 ｢合併処理｣及び｢単独処理｣は、廃止前の建設省告示に定めるところによる。 
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別表 5 遠賀川･筑後川･矢部川水域に係る上乗せ排水基準 

業  種  (施  設) 

項目及び物質並びにその許容限度(単位mg/L) 

適用の日 
ＢＯＤ 
又は 

ＣＯＤ 
ＳＳ 

ｎ－Ｈｅｘ 
ﾌｪﾉｰﾙ
類 動植物油脂類 鉱油類 

①  下水道整備地域に所在する特定事業場 

全業種 30(20) 100(70)        

② 下水道整備地域以外の地域に所在する既設特定事業場（S49.8.1において特定施設に相当する施設を設置し、又
は設置の工事に着手していた事業場) 

食料品
製造業 

蒸りゅう酒･混成酒製造業 120(90) 100(70)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ の 他 の 食
料品製造業 

通常の排水量が500m3/日以上のもの 80(60) 100(70) 15     

通常の排水量が500m3/日未満のもの 120(90) 150(120) 20     

染色整理業及び繊維製品製造業 120(90) 150(120)       

紙製造業、セメント製品製造業､生コンクリート製造業及
び砕石業 

 70(50)    

と畜業 80(60) 100(70)       

し尿処理
施設 
 

し尿 
浄化槽 

処理対象人員が2,001人以上 45(30) 100(70)       

処理対象人員が2,000人以下 80(60) 100(90)       

その他のし尿処理施設 45(30) 100(70)       

下水道終末処理施設 30(20) 100(70)       

その他の施設 120(90) 150(120)       H2.4.1～ 

③ 下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業場（S49.8.2以後に特定施設（これに相当する施設を含む｡)
を設置し、又は特定事業場に該当することとなった事業場） 

し尿処理施設 45(30) 100(70)        
 下水道終末処理施設 30(20) 100(70)       

追加指定施設 120(90) 150(120)       H2.4.1～ 

その
他の
施設 

通常の排水量が2,000m3/日以上のもの 30(20) 30(25) 2 2 1  
 
 

通常の排水量が500m3/日以上2,000m3/日未満のもの 50(40) 70(50) 10 2 1 

通常の排水量が500m3/日未満のもの 80(60) 100(70) 15 2 1 

備考 
1 別表 2 の備考 2、7、11 から 17 まで及び 19 の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する｡この場合において、

同表の備考 15 中｢下水道整備地域に所在するもの｣とあるのは｢下水道整備地域に所在する特定事業場｣と読み替えるものとす

る｡ 
2 ｢既設事業場｣とは、昭和 49 年改正政令による改正前の施行令別表第 1 に掲げる施設を設置している特定事業場であって、昭和

49 年 8 月 1 日以前に当該施設を設置し、又は設置の工事に着手していたものをいい、｢新規事業場｣とは、これら以外の特定事

業場をいう。 
3 ｢追加指定施設｣とは、別表 2 の備考 4(2)から(9)までに掲げる特定施設をいう｡ 
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別表 6 筑前海水域に係る上乗せ排水基準 

業  種  (施  設) 

項目及び物質並びにその許容限度(単位 mg/L) 

適用の日 
ＢＯＤ 
又は 

ＣＯＤ 
ＳＳ 

ｎ－Ｈｅｘ 
ﾌｪﾉｰﾙ類 

動植物油脂類 鉱油類 

①  下水道整備地域に所在する特定事業場 

全業種 30(20) 100(70)        

② 下水道整備地域以外の地域に所在する既設特定事業場（S53.1.1において特定施設に相当する施設を設置し、又
は設置の工事に着手していた事業場) 

食料品製造業 
通常の排水量が500m3/日以上のもの 80(60) 100(70)        

 
 
 
 
 

通常の排水量が500m3/日未満のもの 120(90) 150(120)       

金属製品製造業、酸又はアルカリによる表面処理施設
及び畜房施設 

80(60) 100(70)    

し尿処理施設 45(30) 100(70)       

下水道終末処理施設 30(20) 100(70)       

その他の施設 120(90) 150(120)       H2.4.1～ 

③ 下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業場（S53.1.2以後に特定施設（これに相当する施設を含む。)
を設置し、又は特定事業場に該当することとなった事業場） 

し尿処理施設 45(30) 100(70)        
 下水道終末処理施設 30(20) 100(70)       

追加指定施設 120(90) 150(120)       H2.4.1～ 

その他
の施設 

通常の排水量が2,000m3/日以上のもの 30(20) 30(25) 2 2 1  
 
 
 

通常の排水量が500m3/日以上2,000m3/日未満
のもの 

50(40) 70(50) 10 2 1 

通常の排水量が500m3/日未満のもの 80(60) 100(70) 15 2 1 

備考 

1 別表 2 の備考 2、7、11 から 17 まで及び 19 の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する｡この場合において、

同表の備考 15 中｢下水道整備地域に所在するもの｣とあるのは｢下水道整備地域に所在する特定事業場｣と読み替えるものとす

る｡ 

2 ｢既設事業場｣とは、瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（昭和 54 年政令第

132 号）による改正前の水質汚濁防止法施行令別表第 1 に掲げる施設を設置している特定事業場であって、昭和 53 年 1 月 1 日

以前に当該施設を設置し、又は設置の工事に着手していたものをいい、｢新規事業場｣とは、これら以外の特定事業場をいう。 

3 ｢追加指定施設｣とは、別表 2 の備考 4(2)から(9)までに掲げる特定施設をいう｡ 

4 ｢畜房施設｣とは、施行令別表第 1 第 1 号の 2 に掲げる特定施設に係るものをいう｡ 
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福岡県小規模事業場排水水質改善指導要領 

 

第 1 （目的） 

 この要領は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）の規定に基づく特定事業場のうち、1日当たりの平均排水量

50立方メートル未満の特定事業場（以下「小規模事業場」という｡）について、排水の水質改善につき適正な指導を行

うために必要な事項を定めるもので、もって公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。 

 

第 2 （指導対象事業場） 

 環境部及び保健福祉環境事務所（以下「保健福祉環境事務所等」という｡）において、重点的に指導する小規模事業

場は、1 日当たりの平均排水量 30 立方メートル以上 50 立方メートル未満の事業場及び 1 日当たりの平均排水量 30 立

方メートル未満の事業場であっても特に負荷量が多いと認められる事業場（以下「指導対象事業場」という｡）とする。 

 

第 3 （事業者への啓発） 

 保健福祉環境事務所等は、指導対象事業場の届出者に対して、この要領の円滑な推進を図るため、当該事業場が第5

に定める指導基準を遵守することはもとより、進んで公共用水域の水質保全に努めるよう啓発するものとする。 

 

第 4 （指導） 

1  保健福祉環境事務所等は、他の県関係機関と緊密な連携をとり、必要に応じ関係市町村長の協力を得て、指導対象事

業場の届出者に対し、水質改善対策の実施について適切な指導及び助言を行うものとする。 

2 前項の具体的な指導及び助言は、次の各号に掲げる事項によるものとする。 

1）作業工程の合理化等による汚濁負荷量の削減に係る技術的助言 

2）汚水等の処理の方法に係る技術的助言 

3）汚水等処理施設の適正管理に係る技術的指導 

4）排出水等の水質測定に係る技術的指導 

5）汚水等処理施設の設置等公害防止施設整備に関する各種制度資金のあっ旋等に係る助言 

6）その他保健福祉環境事務所等が必要と認める事項に係る指導及び助言 

 

第 5 （指導基準） 

1 第 4に定める指導及び助言の目標とする排出水の水質の基準（以下「指導基準」という｡）は、別表に定めるとおりと

する。 

2 保健福祉環境事務所等は、排出先公共用水域の水質に与える影響、汚水等処理技術の開発状況その他の社会的条件及び

自然的条件等を勘案し、前項の指導基準による指導が適切でないと判断される場合には、必要に応じて前項の指導基準

にかえて適用する特別の指導基準を定め得るものとする。 

 

第 6 （立入調査等） 

1 保健福祉環境事務所等は、指導対象事業場に立ち入り、排出水の性状等について調査を行うものとする。 

2 前項の具体的調査事項は、次の各号に掲げる事項によるものとする。 

1）特定施設の使用状況 

2）汚水等処理施設の管理及び運転状況 

3）用排水の系統に関する状況 

4）排出水等の汚染状態及び量 

5）排水口付近の公共用水域の状況 

6）その他保健福祉環境事務所等が必要と認める事項 

 

第 7 （行政措置） 

 保健福祉環境事務所等は、指導対象事業場の届出者が、当該事業場の排水口において、指導基準に適合しない排出水

を継続して排出する場合、若しくは排出するおそれがあると認められる場合には、その者に対して、汚水等の処理の方

法の改善等の水質改善対策を講ずるよう指導、勧告を行うものとする。 
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別表 （第5関係） 

指導基準 

項      目 基  準  値 適     用 

水素イオン濃度 
（ｐＨ） 

5.8 以上 8.6 以下 
海域に排出されるものについては5.0
以上9.0以下 

生物化学的酸素要求量 
（ＢＯＤ） 

160 mg/L 以下 
（日間平均120 mg/L 以下） 

海域及び湖沼以外に排出されるものに
適用 

化学的酸素要求量 
（ＣＯＤ） 

160 mg/L 以下 
（日間平均120 mg/L 以下） 

海域及び湖沼並びに瀬戸内海水域に排
出されるものに適用 

浮遊物質量 
（ＳＳ） 

200 mg/L 以下 
（日間平均150 mg/L 以下） 

 
 

ノルマルヘキサン 
抽出物質含有量 
（ｎ－Ｈｅｘ） 

動植物油脂類 
含有量 

30mg/L 以下 
 
 

鉱油類含有量 5mg/L 以下  

大腸菌群数 日間平均3,000個/cm3 以下  
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　　　　（瀬戸内海環境保全特別措置法による許可を含む） （令和３年度末現在）

1 鉱業又は水洗炭業 8 8

1の2 畜産農業又はサービス業 337 (1) 2 17 31 387 (1)

2 畜産食料品製造業 73 (1) 3 2 7 85 (1)

3 水産食料品製造業 67 7 6 10 90

4 野菜、果実保存食料品製造業 95 2 6 103

5 みそ、しょう油等調味料製造業 132 2 5 10 149

6 小麦粉製造業 1 1

7 砂糖製造業 1 1 2

8 パン、菓子、あんの製造業 12 4 16

9 米菓、こうじ製造業 5 5

10 飲料製造業 69 (1) 3 2 24 98 (1)

11 動物系飼料又は有機質肥料製造業 8 2 10

12 動植物油脂製造業 11 2 13

13 イースト製造業 0

14 でん粉又は化工でん粉製造業 2 2

15 ぶどう糖、水あめ製造業 0

16 麺類製造業 48 3 5 56

17 豆腐、煮豆製造業 147 3 5 16 171

18 インスタントコーヒー製造業 1 1

18の2 冷凍調理食品製造業 18 2 1 21

18の3 たばこ製造業 0

19 紡績業、繊維製品製造業 32 1 4 37

20 洗毛業 0

21 化学繊維製造業 0

21の2 一般製材業又は木材チップ製造業 3 1 4

21の3 合板製造業 32 2 34

21の4 パーティクルボード製造業 0

22 木材薬品処理業 4 1 5

23 パルプ、紙、紙加工品製造業 13 1 14

23の2 新聞業、出版業、印刷又は製版業 18 (3) 2 4 (1) 5 29 (4)

24 化学肥料製造業 1 2 (2) 3 (2)

25 削除

26 無機顔料製造業 1 1

27 無機化学工業製品製造業（25、26号を除く） 13 (9) 9 (3) 1 23 (12)

28 カーバイト法アセチレン誘導品製造業 1 1

29 コールタール製品製造業 2 (2) 2 (2)

30 発酵工業 0

31 メタン誘導品製造業 0

32 有機顔料又は合成染料の製造業  0

33 合成樹脂製造業 2 (1) 2 1 5 (1)

34 合成ゴム製造業 0

35 有機ゴム薬品製造業 0

36 合成洗剤製造業 0

37 石油化学工業（31～36、51号を除く） 0

38 石けん製造業 2 1 3

38の2 界面活性剤製造業 0

39 硬化油製造業 0

40 脂肪酸製造業 1 1

41 香料製造業 0

42 ゼラチン又はにかわの製造業 0

43 写真感光材料製造業 0

44 天然樹脂製品製造業 1 1

45 木材化学工業 0

46 有機化学工業製品製造業（28～45号を除く） 6 (4) 1 (1) 7 (5)

県 北九州市 福岡市 久留米市 合　　計

(3)　水質汚濁防止法による届出特定事業場数

号・番号 業　種　　　（施　設）
事業場数（うち、有害物質使用特定事業場）
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県 北九州市 福岡市 久留米市 合　　計
号・番号 業　種　　　（施　設）

事業場数（うち、有害物質使用特定事業場）

47 医薬品製造業 1 (1) 1 (1)

48 火薬製造業 0

49 農薬製造業 1 1

50 試薬の製造業 0

51 石油精製業 2 2

51の2 ゴム製品製造業 1 (1) 2 1 4 (1)

51の3 医療用若しくは衛生用ゴム製品製造業 0

52 皮革製造業 0

53 ガラス又はガラス製品の製造業 9 (2) 1 (1) 10 (3)

54 セメント製品製造業 71 6 6 5 88

55 生コンクリート製造業 70 10 18 8 106

56 有機質砂かべ材製造業 2 (1) 2 (1)

57 人造黒鉛電極製造業 0

58 窯業原料の精製業 1 1

59 砕石業 10 2 12

60 砂利採取業 8 1 3 12

61 鉄鋼業 3 5 (3) 8 (3)

62 非鉄金属製造業 5 (3) 2 (1) 7 (4)

63 金属製品又は機械器具製造業 43 (16) 4 (1) 3 (3) 3 53 (20)

63の2 空きびん卸売業 1 1

63の3 石炭を燃料とする火力発電施設 2 3 5

64 ガス供給業又はコークス製造業 2 (2) 2 (2)

64の2 水道施設 25 1 2 28

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 61 (31) 12 (4) 2 3 (1) 78 (36)

66 電気めっき施設 3 (2) 4 (4) 1 (1) 4 (4) 12 (11)

66の2 エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設 14 14

66の3 旅館業 629 31 37 697

66の4 共同調理場 16 16

66の5 弁当仕出屋又は弁当製造業 21 4 25

66の6 飲食店（66の7及び66の8を除く） 31 2 6 1 40

66の7 そば店、うどん店、すし店、喫茶店等 1 1

66の8 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等 1 1

67 洗濯業 320 (12) 2 33 42 397 (12)

68 写真現像業 68 (7) 1 6 75 (7)

68の2 病院 25 (5) 5 (1) 4 2 (1) 36 (7)

69 と畜業又は死亡獣畜取扱業 1 1

69の2 卸売市場 2 2

70 廃油処理施設 1 1

70の2 自動車特定整備事業 21 6 5 1 33

71 自動式車両洗浄施設 609 33 55 65 762

71の2 試験研究機関 43 (13) 6 (6) 1 (1) 5 (3) 55 (23)

71の3 ごみ処理施設 12 12

71の4 産業廃棄物処理施設 5 4 (3) 2 11 (3)

71の5 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝによる洗浄施設 6 (5) 1 7 (5)

71の6 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝの蒸留施設 1 (1) 1 (1) 2 (2)

72 し尿処理施設 308 (1) 1 6 18 333 (1)

73 下水道終末処理施設 32 5 8 3 48

74 特定事業場から排出される水の処理施設 5 (1) 2 1 8 (1)

106 9 115

56 (56) 98 (98) 116 (116) 13 (13) 283 (283)

3,793 (176) 300 (134) 352 (122) 351 (23) 4,796 (455)

排水量50 m3/日以上のもの

排水量50 m3/日未満で有害物質に係るもの

計

（注1）「号・番号」は、水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる業種又は施設ごとの号、番号を示す。
（注2）複数の特定施設を有する事業場については、主要な1業種又は1施設の号・番号に計上している。

46          856          

7            97            

　 （うち特定施設を設置していない工場又は事業場）

　 有害物質貯蔵指定施設を設置している工場又は事業場 54            58          

26          

67          29          

13          2            127           

(5) (7) (5) (2) (19)

上記のうち排
水基準適用特
定事業場

　 指定地域特定施設

計

　 有害物質使用特定施設（公共用水域等への排水なし）

642          52          

72            15           3            

714           

39          759          
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１２ 土壌関係資料 

(1) 土壌の汚染に係る環境基準 

（平成 3 年 8 月 23 日環境庁告示第 46 号） 

項目 環境上の条件 

カ ド ミ ウ ム  
検液 1L につき 0.003mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1kg に

つき 0.4mg 以下であること。 

全 シ ア ン 検液中に検出されないこと。 

有 機 燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六 価 ク ロ ム  検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒 素 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る。）において

は、土壌 1kg につき 15mg 未満であること。 

総 水 銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

ア ル キ ル 水 銀  検液中に検出されないこと。 

Ｐ Ｃ Ｂ 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る。）において、土壌 1kg につき 125mg 未満であること。 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四 塩 化 炭 素  検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

ク ロ ロ エ チ レ ン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン  検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン  検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1 , 1 , 2 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン  検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン  検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン  検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チ ウ ラ ム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シ マ ジ ン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チ オ ベ ン カ ル ブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベ ン ゼ ン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セ レ ン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふ っ 素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほ う 素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

令和 3 年 4 月 1 日改正 

（備考） 

1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表（略）に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行う
ものとする。 

2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあ

っては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1L に
つき 0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えていない場合には、それぞれ検液 1L につ

き 0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。 

3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限
界を下回ることをいう。 

4 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

5 １,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度と日本産業規格
K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
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(2)　土壌汚染に係る指定基準

　ア 土壌含有量基準

基　　　　準　　　　値

 カドミウム及びその化合物  土壌1kgにつきカドミウム45㎎以下であること

 六価クロム化合物  土壌1kgにつき六価クロム250mg以下であること

 シアン化合物  土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下であること

 水銀及びその化合物  土壌1kgにつき水銀15mg以下であること

 セレン及びその化合物  土壌1kgにつきセレン150mg以下であること

 鉛及びその化合物  土壌1kgにつき鉛150mg以下であること

 砒素及びその化合物  土壌1kgにつき砒素150mg以下であること

 ふっ素及びその化合物  土壌1kgにつきふっ素4000mg以下であること

 ほう素及びその化合物  土壌1kgにつきほう素4000mg以下であること

　イ 土壌溶出量基準

基　　　　　準　　　　　値

クロロエチレン 検液1Lにつき0.002mg以下であること

四塩化炭素 検液1Lにつき0.002mg以下であること

1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき0.004mg以下であること

1,1-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.1mg以下であること

1,2-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.04mg以下であること

1,3-ジクロロプロペン 検液1Lにつき0.002mg以下であること

ジクロロメタン 検液1Lにつき0.02mg以下であること

テトラクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること

1,1,1-トリクロロエタン 検液1Lにつき1mg以下であること

1,1,2-トリクロロエタン 検液1Lにつき0.006mg以下であること

トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること

ベンゼン 検液1Lにつき0.01mg以下であること

カドミウム及びその化合物 検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること

六価クロム化合物 検液1Lにつき六価クロム0.05mg以下であること

シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと

水銀及びその化合物
検液1Lにつき水銀0.0005mg以下であり、かつ、検液中にアル
キル水銀が検出されないこと

セレン及びその化合物 検液1Lにつきセレン0.01mg以下であること

鉛及びその化合物 検液1Lにつき鉛0.01mg以下であること

砒素及びその化合物 検液1Lにつき砒素0.01mg以下であること

ふっ素及びその化合物 検液1Lにつきふっ素0.8mg以下であること

ほう素及びその化合物 検液1Lにつきほう素1mg以下であること

シマジン 検液1Lにつき0.003mg以下であること

チウラム 検液1Lにつき0.006mg以下であること

チオベンカルブ 検液1Lにつき0.02mg以下であること

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと

有機りん化合物 検液中に検出されないこと

備考：法に基づく土壌汚染状況調査の結果が上記基準を満たしていない場合、
　　「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定されることになります。

(
重
金
属
類
)

第
2
種
特
定
有
害
物
質

(
農
薬
類
)

　
有
害
物
質

第
3
種
特
定

特 定 有 害 物 質 の 種 類

(
重
金
属
類
)

第
2
種
特
定
有
害
物
質

特 定 有 害 物 質 の 種 類

(
揮
発
性
有
機
化
合
物
)

第
1
種
特
定
有
害
物
質

- 268 -



１３ 一般廃棄物関係資料

　(1) 可燃ごみ処理施設

市町
村圏 設　　置　　者 構　成　市　町　村 施　　　設　　　名 竣工年月 型式

西部工場 平成4年3月 ス・全連 250 × 3炉 

臨海工場 平成13年3月 ス・全連 300 × 3炉 

(株)福岡クリーンエナジー 福岡市 株式会社福岡クリーンエナジー東部工場 平成17年8月 ス・全連 300 × 3炉 

須恵町外二ヶ町清掃施設組合 篠栗町・須恵町・粕屋町 クリーンパークわかすぎごみ燃料化施設 平成14年12月 ＲＤＦ 59 × 3炉 

糸島市 ― クリーンセンターごみ溶融処理施設 平成12年3月 ガ溶・全連 100 × 2炉 

古賀清掃工場焼却施設 平成15年3月 ガ溶・全連 130 × 2炉 

宗像清掃工場ガス化溶融施設 平成15年6月 ガ溶・全連 80 × 2炉 

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 小郡市・筑紫野市・基山町 クリーンヒル宝満熱回収施設 平成20年3月 ガ溶・全連 125 × 2炉 

福岡都市圏南部環境事業組合
福岡市・春日市・大野城市・
太宰府市・那珂川市

福岡都市圏南部工場 平成28年3月 ス・全連 170 × 3炉

朝倉 甘木・朝倉・三井環境施設組合
久留米市・朝倉市・筑前町・大刀洗
町・東峰村

サン･ポート溶融施設 平成14年12月 ガ溶・全連 60 × 2炉 

上津クリーンセンター 平成5年3月 ス・全連 100 × 3炉 

宮ノ陣クリーンセンター 平成28年6月 ス・全連 81.5 × 2炉 

大川市 ― 大川市清掃センター 平成4年8月 流・准連 45 × 2炉 

うきは久留米環境施設組合 久留米市・うきは市 耳納クリーンステーション 平成16年8月 ＲＤＦ 61 × 1炉 

八女・
筑後

八女西部広域事務組合
八女市・筑後市・大川市・大木町・広
川町

八女西部クリーンセンター 平成12年3月 ガ溶・全連 110 × 2炉 

有明生活環境施設組合 柳川市・みやま市 有明生活環境施設組合クリーンセンター 令和4年2月 ス・准連 46 × 2炉 

大牟田・荒尾清掃施設組合 大牟田市・荒尾市 大牟田・荒尾ＲＤＦセンター 平成14年11月 ＲＤＦ 75 × 3炉 

大牟田リサイクル発電(株) 大牟田市 大牟田リサイクル発電所 平成14年12月 流・全連 315 × 1炉 

飯塚市クリーンセンター 平成10年4月 ガ溶・全連 90 × 2炉 

嘉麻市嘉麻クリーンセンター 昭和62年3月 ス・准連・＋溶 20 × 2炉 

ごみ燃料化センター 平成14年8月 ＲＤＦ 54 × 1炉 

桂苑 平成6年3月 流・准連 37 × 2炉 

田川地区清掃施設組合 田川市・川崎町 田川市川崎町清掃センター 昭和62年3月 ス・全連 45 × 2炉 

下田川清掃施設組合 糸田町・福智町 下田川塵芥清掃センター 昭和50年3月 ス・バ 20 × 2炉 

田川郡東部環境衛生施設組合 香春町・添田町・大任町・赤村 田川郡東部じん芥処理センター 平成7年12月 ス・バ 22 × 2炉 

直方市 ― 直方市可燃物中継所 平成13年3月 中継

宮若市外二町じん芥処理施設組合 宮若市・小竹町・鞍手町 くらじクリーンセンター 平成14年9月 ＲＤＦ 66 × 1炉 

日明工場 平成3年3月 ス・全連 200 × 3炉 

新門司工場 平成19年3月 ガ溶・全連 240 × 3炉 

皇后崎工場 平成10年7月 ス・全連 270 × 3炉 

遠賀・中間地域広域行政事務組合
中間市・水巻町・芦屋町・岡垣町・
遠賀町

遠賀・中間リレーセンター 平成19年3月 中継

苅田エコプラント(株) 苅田町 苅田エコプラント 平成10年11月 ＲＤＦ 42 × 1炉 

築上町 ― ごみ固形燃料化施設 平成12年3月 ＲＤＦ 25 × 1炉 

豊前市外二町清掃施設組合 豊前市・吉富町・上毛町 豊前市外二町清掃センター 平成14年2月 ス・准連・＋溶 35 × 2炉 

行橋市みやこ町清掃施設組合 行橋市・みやこ町 みやこ処理場 平成17年3月 中継

35施設

田
　
　
　
川

福
　
　
　
岡

福岡市

有
　
　
明

直方・
鞍手

113

京
　
　
築

143

玄界環境組合 宗像市・古賀市・福津市・新宮町

久
留
米

―

飯
　
　
塚

計

久留米市

北
九
州

北九州市

199

―

ふくおか県央環境広域施設組合 飯塚市・嘉麻市・桂川町

―

（令和4年9月1日現在）

能力
(トン／日)

資
　
料
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(2) 粗大ごみ処理施設等

市町
村圏 設　　置　　者 構　成　市　町　村 施　　　設　　　名 竣工年月 型式

西部工場粗大ごみ処理施設 平成4年3月 破砕

東部資源化センター 昭和61年9月 併用

西部資源化センター 平成6年7月 併用

臨海工場粗大ごみ処理施設 平成13年3月 破砕

太宰府市 ― 環境美化センター 平成3年3月 併用

那珂川市 ― エコピア・なかがわ 平成17年10月 選別

糸島市 ― 糸島市クリーンセンターリサイクルプラザ 平成12年3月
選別

圧縮梱包

古賀清掃工場 平成15年3月
選別、破砕
圧縮梱包

宗像清掃工場 平成15年6月
選別、破砕
圧縮梱包

須恵町外二ヶ町清掃施設組合 篠栗町・須恵町・粕屋町 クリーンパークわかすぎリサイクルプラザ 平成15年2月 併用

宇美町・志免町衛生施設組合 宇美町・志免町 宇美志免リサイクルセンター 平成21年7月
選別、破砕
圧縮梱包

春日大野城衛生施設組合 春日市・大野城市 春日大野城リサイクルプラザ 平成7年3月
選別、破砕

圧縮

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 小郡市・筑紫野市・基山町 クリーンヒル宝満リサイクルセンタ－ 平成20年3月
破砕
選別

朝倉 甘木・朝倉・三井環境施設組合
久留米市・朝倉市・筑前町・大刀洗
町・東峰村

サン・ポートリサイクルプラザ 平成14年12月
選別、破砕
圧縮梱包

うきは久留米環境施設組合 久留米市・うきは市 耳納クリーンステーション 平成16年8月　
選別
その他

久留米市破砕施設 平成12年3月 破砕

宮ノ陣クリーンセンター 平成28年2月 選別圧縮

八女西部クリーンセンター 平成12年3月
選別
その他

八女西部リサイクルプラザ 平成12年4月 選別圧縮

有明 大牟田市 ― 大牟田市リサイクルプラザ 平成15年3月 併用

飯塚市リサイクルプラザ 平成10年３月 併用

桂苑 平成6年3月 併用

リサイクルプラザ 平成11年3月 併用

田川郡東部環境衛生施設組合 香春町・添田町・大任町・赤村 田川郡東部じん芥処理センター 平成7年12月 併用

田川地区清掃施設組合 田川市・川崎町 田川市川﨑町清掃センター資源回収施設 昭和62年3月 破砕

直方・
鞍手

宮若市外二町じん芥処理施設組合 宮若市・小竹町・鞍手町 泉水最終処分場 昭和62年1月 併用

日明かんびん資源化センター 令和3年3月
選別
圧縮

新門司工場 平成19年3月 破砕

皇后崎工場 平成10年6月 破砕

本城かんびん資源化センター 平成9年10月　
選別
圧縮

日本資源流通(株) 北九州市 北九州市プラスチック資源化センター 平成19年2月
選別
圧縮

中間・遠賀リサイクルプラザ 平成13年3月
選別

圧縮梱包

遠賀・中間リレーセンター 平成19年3月 選別圧縮

苅田エコプラント(株) 苅田町 苅田エコプラント 平成10年11月 併用

苅田町 ― リサイクルセンター 平成20年6月
選別
圧縮

築上町 ― リサイクル施設 平成16年7月　
選別
破砕

豊前市外二町清掃施設組合 豊前市・吉富町・上毛町 豊前市外二町清掃センターリサイクルセンター 平成19年7月
選別
破砕

37施設計

八女市・筑後市・大川市・大木町・広
川町

1,436.6

10.0

7.0

20.0

4.9

12.0

30.0

飯
　
塚

京
　
　
築

田
川

八女・
筑後

八女西部広域事務組合

12.0

飯塚市・嘉麻市・桂川町

32.6

ふくおか県央環境広域施設組合

22.5

40.0

50.0

22.0

35.0

20.0

40.0

175.0

21.0

30.0

久
留
米 久留米市 ―

遠賀・中間地域広域行政事務組合

福
　
　
　
岡

福岡市

玄界環境組合

50.0
―

宗像市・古賀市・福津市・新宮町

50.0

―

44.0

64.0

18.0

30.0

66.0

50.0

100.0

中間市・水巻町・芦屋町・岡垣町・
遠賀町

63.0

（令和4年9月1日現在）

60.0

能力
(トン／日)

24.0

27.6

45.0

12.0

16.0

35.0

48.0

50.0

北
九
州

北九州市
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(3) 最終処分場

市町
村圏 設　　置　　者 構　成　市　町　村 最終処分場名 埋立開始年

埋立地面積
（㎡）

全体容量
（㎥）

令和3年度
埋立実績（㎥）

残余容量
（㎥）

伏谷埋立場 昭和63年 225,000 5,027,000 78,641 1,999,773

中田埋立場 平成8年 180,000 2,345,000 24,480 1,269,966

宗像市 ― 最終処分場 平成10年 1,400 3,560 4 2,915

太宰府市 ―
環境美化センター最終
処分場

平成3年 7,000 42,550 331 13,650

古賀市 ― 不燃物埋立地 昭和62年 7,412 25,381 260 14,268

福津市 ― 不燃物処理場 昭和58年 8,657 33,983 369 9,652

宇美町 ― 最終処分場 平成5年 19,359 154,742 1,037 82,912

春日大野城衛生施設組合 春日市・大野城市 最終処分場 平成6年 7,900 38,900 604 21,048

糸島市 ― 糸島市クリーンセンター 平成11年 4,800 25,600 0 2,371

古賀清掃工場 平成15年 1,770 11,505 0 11,393

宗像清掃工場埋立処
分地施設

平成15年 1,330 9,340 0 9,340

福岡都市圏南部環境事業組
合

福岡市・春日市・大野城市・
太宰府市・那珂川市

福岡都市圏南部最終
処分場

平成28年 25,000 516,000 10,257 452,189

久留米 久留米市 ― 最終処分場 平成17年 12,300 204,000 2,576 121,643

八女・
筑後

八女西部広域事務組合
八女市・筑後市・大川市・大
木町・広川町

立花最終処分場 平成23年 3,260 25,000 462 12,810

大牟田市 ― 第三大浦谷埋立地 平成7年 25,300 288,277 1,803 94,576

みやま市 ― 埋立処分地施設 平成9年 17,170 60,488 1,303 23,378

柳川市 ― 大和干拓最終処分場 平成27年 14,200 9,600 289 7,148

飯塚市埋立処分場 平成10年 5,000 26,800 0 2,276

嘉麻市嘉麻クリーンセ
ンター最終処分場

平成13年 12,000 55,000 940 31,595

最終処分場 平成11年 8,180 40,690 239 20,793

田川郡東部環境衛生施設組
合

香春町・添田町・大任町・赤
村

最終処分場 平成8年 11,100 66,752 899 11,501

田川地区清掃施設組合
田川市・川崎町・糸田町・福
智町

最終処分場 昭和62年 15,800 146,450 2,241 7,154

直方・
鞍手

宮若市外二町じん芥処理施
設組合

宮若市・小竹町・鞍手町 泉水最終処分場 平成8年 10,565 64,223 1,315 27,771

北九州市 ― （西地区）廃棄物処分場 平成10年 574,000 7,150,000 127,490 856,806

遠賀・中間広域行政事務組
合

中間市・水巻町・芦屋町・岡
垣町・遠賀町

最終処分場 平成元年 29,058 209,020 2,078 27,121

築上町 ― 最終処分場 平成12年 2,571 9,820 73 2,087

豊前市外二町清掃施設組合 豊前市・吉富町・上毛町
清掃センター埋立処分
地

昭和60年 10,100 46,000 1,419 963

1,233,132 16,614,081 259,110 5,137,099

（令和4年3月31日現在）

北九
州

福
　
　
　
岡

福岡市

玄界環境組合
宗像市・古賀市・福津市・新
宮町

―

27施設

京
築

計

有
明

飯
　
　
塚

田
川

ふくおか県央環境広域施設
組合

飯塚市・嘉麻市・桂川町

資
　
料
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(4)　し尿処理施設

市町
村圏 設　　置　　者 構　成　市　町　村 施　　　設　　　名 竣工年月 型式

福岡市 ― 中部汚泥再生処理センター 平成27年11月 固液分離

古賀市 ― 古賀市海津木苑 昭和58年5月 標脱

宇美町・志免町衛生施設組合 宇美町・志免町 宇美志免浄化センター 平成13年3月 高負荷

糸島市 ― 糸島市し尿処理センター 平成7年3月 高負荷

宗像地区事務組合 宗像市・福津市 宗像浄化センター 昭和54年11月 標脱

須恵町外二ヶ町清掃施設組合 篠栗町・須恵町・粕屋町 酒水園 昭和57年10月 標脱

朝倉 朝倉市 ― 環境センター 平成19年4月
高負荷
膜分離

両筑衛生施設組合
久留米市・小郡市・筑紫野市・太宰
府市・筑前町・大刀洗町

両筑苑 昭和57年10月 標脱

うきは久留米環境施設組合 久留米市・うきは市 耳納衛生センター 平成6年3月 標脱

八女市 ― 八女市星野自給肥料供給施設 昭和56年3月 液肥堆肥化

筑後市 ― 筑後市衛生センター 昭和58年11月 標脱

大木町 ― おおき循環センター 平成18年10月
高負荷

嫌気消化

八女中部衛生施設事務組合 八女市・広川町 汚泥再生処理センター 令和3年3月 高負荷

大牟田市 ― 大牟田市東部環境センター 平成15年3月 高負荷

大川柳川衛生組合 柳川市・大川市 筑水園 平成6年6月 高負荷

みやま市 ― バイオマスセンター 平成30年12月
高負荷
膜分離

環境センター 平成8年3月 高負荷

汚泥再生処理センター 平成18年6月
高負荷
膜分離

嘉麻市嘉麻浄化センター 平成9年3月 高負荷

穂波苑 平成15年2月
高負荷
膜分離

田川 田川地区広域環境衛生施設組合
田川市・香春町・添田町・川崎町・
糸田町・大任町・福智町・赤村

田川地区クリーンセンター 令和2年12月 標脱

直方市 ― 直方市汚泥再生処理センター 令和3年7月 高負荷

鞍手町 ― 鞍手町衛生センター 昭和55年4月 好気消化

宮若市 ― 緑水園 平成9年2月
高負荷
膜分離

北九
州

遠賀・中間地域広域行政事務組合
中間市・水巻町・芦屋町・岡垣町・
遠賀町

曲水苑 平成8年3月 標脱

行橋市 ― 音無苑 昭和60年12月 標脱

苅田町 ― 苅田町清掃事務所第二工場 昭和55年3月 標脱

築上町有機液肥製造施設 平成6年3月 液肥堆肥化

築上町第2有機液肥製造施設 平成29年10月 液肥堆肥化

吉富町外1町環境衛生事務組合 吉富町・上毛町 周防苑 昭和49年3月 好気消化

30施設

（令和4年9月1日現在）

能力
(kL／日)
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171.0

195.0
有
明

130.0

152.0

390.0

146.0

築上町
19.5

―

ふくおか県央環境広域施設組合 飯塚市・嘉麻市・桂川町・小竹町

220.0

計 3,657.6

直方・
鞍手
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京
　
　
築
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(5)　コミュニティ・プラント

市町
村圏 設　　置　　者 構　成　市　町　村 施　　　設　　　名 竣工年月 方式

木城団地汚水処理施設 昭和59年2月 長時間ばっ気

鶴谷団地汚水処理施設 平成3年3月 長時間ばっ気

望ヶ丘団地汚水処理施設 平成14年3月 長時間ばっ気

飯塚市 中央東団地地域し尿処理施設 昭和62年1月 接触ばっ気

桂川町泉ヶ丘団地汚水処理施設 昭和58年3月 長時間ばっ気

桂川町桂ヶ丘団地汚水処理施設 昭和63年3月 長時間ばっ気

田川市 星美台汚水処理施設 平成10年3月
膜分離活性

汚泥

糸田町 糸田町大熊団地コミュニティプラント 平成8年 長時間ばっ気

福智町赤池二反ヶ浦地区汚水処理施設（1号
施設）

昭和58年4月 接触ばっ気

福智町赤池二反ヶ浦地区汚水処理施設（2号
施設）

昭和62年3月 長時間ばっ気

福智町伊方東ヶ丘地区汚水処理施設 昭和59年4月 接触ばっ気

直方・
鞍手

直方市 直方市頓野住宅団地汚水処理場 昭和52年3月 標準活性汚泥

12施設計 3,954

福智町

103

410

120
桂川町

74

田
川

68

嘉麻市

85

395

1,820

（令和4年9月1日現在）

能力
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１４ 騒音・振動関係資料 

(1) 騒音に係る環境基準（平成 10年 9月 30日環境庁告示第 64号） 

 ア 道路に面する地域以外の地域                                                    

地 域 の 類 型 
基    準    値 

昼  間 
（午前 6時～午後 10時） 

夜  間 
（午後 10時～午前6時） 

ＡＡ 50 デシベル以下 40デシベル以下 
Ａ及びＢ 55デシベル以下 45デシベル以下 

Ｃ 60 デシベル以下 50デシベル以下 

（備 考） 

1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。 
2 ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。 

3 Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

4 Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 
5 Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。  

※ 騒音に係る環境基準の類型当てはめ（平成11年3月31日福岡県告示第633号） 

地 域 の 類 型 当 て は め る 地 域 
参考:法に基づく規制基準 

昼 朝・夕 夜 

Ａ 騒音規制法に基づく第 1種区域  50デシベル 45デシベル 45デシベル 

Ｂ 騒音規制法に基づく第 2種区域 60デシベル 50デシベル 50デシベル 

Ｃ 
騒音規制法に基づく第 3 種区域及び第 4 種
区域 

65デシベル 65デシベル 55デシベル 

70デシベル 70デシベル 65デシベル 

（備 考）この表は、都市計画法に規定する工業専用地域及び臨港地区、港湾法に規定する臨港地区並びに航空法に規定
する飛行場については適用しない。  

イ 道路に面する地域 

地  域  の  区  分 
基    準    値 

昼  間 夜  間 

Ａ地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下 

Ｂ地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 

65デシベル以下 60デシベル以下 

（備 考）車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 

ウ 幹線交通を担う道路に近接する空間における特例 

基     準     値 

昼   間 夜  間 

70 デシベル以下 65デシベル以下 

（備 考）個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認
められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあ
っては 40デシベル以下）によることができる。 

※ 平成 10年 9月 30日環境庁大気保全局長通知 
ア 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。 
(ｱ) 道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道（市町村道にあっては 4車

線以上の区間に限る。） 
(ｲ) 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第 1項第 1号に定

める自動車専用道路。 
イ  「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその

範囲を特定するものとする。 
(ｱ) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路   15 メートル 
(ｲ) 2車線を超える車線を有する幹線道路を担う道路  20 メートル  

エ 達成期間 

道路に面する地域以外の地域 直ちに 

既設の道路に面する地域（幹線交通を担う道路に面する地域以
外） 

10年以内を目途 

幹線交通を担う道路に面する地域 10年を越える期間で可及的速やかに 

道路に面する地域以外の地域が、新たに道路に面することとなっ
た場合 

当該道路供用後直ちに 
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(2) 航空機騒音に係る環境基準（昭和 48年 12月 27日環境庁告示第154号） 

  ア 環境基準 

地 域 の 類 型 基準値（Lden※） 

Ⅰ 57 デシベル以下 

Ⅱ 62 デシベル以下 

※平成25年4月1日から適用 
イ 達成期間 

飛 行 場 の 区 分 達 成 期 間 改 善 目 標 

 新  設  飛  行  場 
直ちに   

既
設
飛
行
場 

第三種空港及びこれに準ずるもの 

第二種空港 
(福岡空港を除く。) 

ジェット機以外の機種のみ就航 5年以内   

ジェット機就航 
10年以内 ① 

新 東 京 国 際 空 港 

第一種空港（新東京国際空港を除く。）及び福岡空港 
10年をこえる期間内 
に可及的速やかに 

①及び② 

（備 考） 
1 自衛隊等が利用する飛行場の周辺地域においては、平均的な離着陸回数及び機種並びに人家の密集度を
勘案し、当該飛行場と類似の条件にある前項の表の飛行場の区分に準じて環境基準が達成され、又維持さ
れるように努めるものとする。芦屋飛行場及び築城飛行場については第一種空港に準ずる。 

2 航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、達成期間内で環境基準を達成することが困難と考
えられる地域においては、当該地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことによ
り環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするとともに、極力環境基準の速やか
な達成を期するものとする。 

3 改善目標は次のとおり 
①は 5年以内に、70デシベル未満とすること又は 70デシベル以上の地域において屋内で 50デシベル以下
とすること。 
②は 10 年以内に、62 デシベル未満とすること又は 62 デシベル以上の地域において屋内で 47 デシベル以
下とすること。 

※ 航空機騒音に係る環境基準の類型当てはめ（平成4年4月6日福岡県告示第672号） 

地 域 の 類 型 当 て は め る 地 域 

Ⅰ 
別表に掲げる地域のうち、都市計画法に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低
層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住
居地域 

Ⅱ 

別表に掲げる地域のうち、類型Ⅰを当てはめた地域以外の地域。 
ただし、都市計画法に規定する工業専用地域、国土利用計画法に規定する森林地域で
あって、かつ、都市計画法に規定する市街化区域以外の地域並びに河川法に規定する
河川区域、海上、湖沼及び空港敷地又は飛行場敷地である地域は除く。 

別 表 

1 福岡空港関係 
   福岡市（東区、博多区、中央区、南区）、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、 
   那珂川市、宇美町、志免町、須恵町、粕屋町 
 2 芦屋飛行場関係 
   北九州市（八幡西区、若松区）、芦屋町、遠賀町、水巻町、岡垣町 
 3 築城飛行場関係 
   行橋市、豊前市、みやこ町のうち旧犀川町及び旧豊津町の区域、築上町 
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(3) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準（昭和50年7月29日環境庁告示第46号） 

ア 環境基準 

地 域 の 類 型 基   準   値 

Ⅰ 70 デシベル以下 

Ⅱ 75 デシベル以下 

イ 達成目標期間 

新幹線鉄道の沿線区域の部分 

 達成目標期間 

既設新幹線鉄 
道に係る期間 

工事中新幹線鉄 
道に係る期間 

新設新幹線鉄 
道に係る期間 

a 80 デシベル以上の区域 3年以内 開業時直ちに 

開業時直ちに 
b 

75 デシベルを超え、80デシベル未満の区
域 

イ 7年以内 開業時から 
3年以内 ロ 10 年以内 

c 70 デシベルを超え、75デシベル以下の区域 10年以内 
開業時から 
5年以内 

（備 考） 
1 bの区域中イとは地域の類型Ⅰに該当する地域が連続する沿線地域内の区域をいい、ロとはイを除く区域
をいう。 

2 達成目標期間中既設新幹線鉄道とは東京・博多間の区間の新幹線鉄道をいう。 

※ 新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型当てはめ（平成14年 3月 29日福岡県告示第538号） 

地 域 の 類 型 基   準   値 

Ⅰ 

地域類型を当てはめる地域のうち 
(1) 都市計画法に基づく用途地域が定められている地域にあっては、第 1種低層住居

専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第 2種中高層住
居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域。 

(2)  都市計画法に基づく用途地域が定められていない地域にあっては、騒音規制法に
基づく指定地域のうち、第1種区域及び第2種区域。 

Ⅱ 

地域類型を当てはめる地域のうち 
(1) 都市計画法に基づく用途地域が定められている地域にあっては、近隣商業地

域、商業地域、準工業地域及び工業地域。 
(2) 都市計画法に基づく用途地域が定められていない地域にあっては、騒音規制法

に基づく指定地域のうち、第3種区域及び第4種区域。 

（備 考） 

「地域類型を当てはめる地域」とは、新幹線鉄道の軌道中心線より左右両側それぞれ300m（遠賀川鉄橋及び筑後川橋り

ょう取付け付近は、400m）以内で図面に表示する地域。（図面は福岡県環境部環境保全課及び関係市役所及び関係町村
役場に備え置いて一般の縦覧に供する） 

 

(4) 自動車騒音の要請限度（平成12年 3月 2日総理府令第15号） 

要請限度の限度値 

地  域  の  区  分 

基    準    値 

昼  間 
(6:00～22:00) 

夜  間 
(22:00～6:00) 

a 区域及びb区域のうち 1車線を有する道路に面する区域 65デシベル 55デシベル 

a区域のうち 2車線以上の車線を有する道路に面する区域 70デシベル 65デシベル 

b 区域のうち 2車線以上の車線を有する道路に面する区域及び
c区域のうち車線を有する道路に面する区域 

75デシベル 70デシベル 

（備 考） 
幹線交通を担う道路に近接する区域（2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 15m、

2 車線を越える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 20m の範囲をいう）に係る限度は、上表
にかかわらず、昼間 75デシベル、夜間 70デシベルとする。 

※ 自動車騒音の要請限度の区域の指定（平成 12年 3月 31日福岡県告示第 586号の 4） 

地 域 の 区 分 指 定 す る 地 域 

a  騒音規制法に基づく第 1種区域 

b  騒音規制法に基づく第 2種区域 

c  騒音規制法に基づく第 3種区域及び第 4種区域  

（備 考） 

  この表は、都市計画法に規定する工業専用地域及び臨港地区、港湾法に規定する臨港地区並びに航空法に規定する飛行

場については適用しない。 
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(5) 自動車交通振動の要請限度（振動規制法施行規則 別表第 2） 

           時間の区分 
区域の区分 

昼  間 夜  間 

第 1 種 区 域 65 デシベル 60デシベル 

第 2 種 区 域 70 デシベル 65デシベル 

（備 考） 
昼間及び夜間とは、それぞれ次に掲げる時間の範囲内において都道府県知事が定めた時間をいう。 

1 昼間 午前 5時、6時、7時又は 8時から午後7時、8時、9時又は 10時まで 
2 夜間 午後 7時、8時、9時又は 10時から翌日の午前5時、6時、7時又は 8時まで 

※ 自動車交通振動の要請限度の区域及び時間の区分（昭和 61年 11月 15日福岡県告示第 1719 号） 

区域及び時間の区分は、知事が定めており、振動規制法に基づく特定工場等の規制基準の区分と同じであ

る。 

1 昼間 午前 8時から午後 7時まで 

2 夜間 午後 7時から翌日の午前8時まで 

地 域 の 区 分 指 定 す る 地 域 
参考：法に基づく規制基準 

昼 夜 

第 1 種 区 域  振動規制法に基づく第 1種区域 60デシベル 55デシベル 

第 2 種 区 域  振動規制法に基づく第 2種区域 65デシベル 60デシベル 
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１５ ダイオキシン類関係資料 
(1) ダイオキシン類に係る環境基準（平成11年12月27日環境庁告示第68号） 

媒  体 基  準  値 

大     気  年間平均値   0.6  pg－TEQ/m3以下 

水質(水底の底質を除く。)  年間平均値   1  pg－TEQ/L以下 

土    壌         1,000  pg－TEQ/g以下 

水底の底質         150  pg－TEQ/g以下 

 
(2) 大気基準適用施設及び大気排出基準（ＤＸＮ特措法施行令 別表第1）      （単位：ng-TEQ/m3N） 

号番号 特定施設の種類 施 設 規 模 
新設施設 既存施設(※) 換算する 
排出基準 排出基準 酸素濃度 

1 銑鉄製造の用に供する焼結炉 (原料処理能力 1t/h以上) 0.1 1 15％ 

2 製鋼の用に供する電気炉 (変圧器定格容量1000KVA以上) 0.5 5 - 
3 亜鉛回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及 

1 10 - 
 び乾燥炉  (原料処理能力0.5t/h以上) 

4 アルミニウム合金製造の用に供する焙焼炉･乾燥炉(原料処 
1 5 - 

 理能力0.5t/h以上)、溶解炉(容量1ｔ以上) 

 廃棄物焼却炉  4t/h以上 0.1 1  
5 (火床面積0.5m2以上又  2t/h以上4t/h未満 1 5 12％ 
 は焼却能力50kg/h以上)  2t/h未満 5 10  

 ※ ダイオキシン類対策特別措置法施行日(H12.1.15)前に設置された施設 
 
(3) 水質基準対象施設及び水質排出基準(ＤＸＮ特措法施行令 別表第2)               （単位：pg-TEQ/L） 

号番号 特定施設の種類 排出基準 

1  硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供す 
 る塩素又は塩素化合物による漂白施設  

2  カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設  
3  硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設  
4  アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設  
5  担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉か  
  ら発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設  

6  塩化ビニルモノマー製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設  
7  カプロラクタムの製造の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、  
  廃ガス洗浄施設  

8  クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス  
  洗浄施設  

9  4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃  
  ガス洗浄施設  

10  2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設  

11  ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び  10 
  還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバ  

  イオレット洗浄施設、熱風乾燥施設  

12  アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガ  
  スを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設  

13  亜鉛の回収の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設  

14  担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で  
  処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）による  

  ものを除く。）の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設  

15  火床面積0.5m2以上又は焼却能力50kg/h以上の廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する  
  施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及びその廃棄物焼却炉において生ずる灰の  

 貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの  

16  廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設  
  ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄施設又は分離施設  

17  フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成6年政令第  
  308号）別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて  

  破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、  

  プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設  

18  上記の施設(1～17、19)に係る汚水又は廃液を含む下水を処理する下水道終末処理施設  

19  上記の施設(1～17)を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設   
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１６　市町村の環境行政 (令和4年11月1日現在)

所管環境関連条例

環境に関する各種計画等

北九州市 （環境局） 北九州市環境基本条例
総務政策部総務課 093-582-2173 北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
　　〃　　環境学習課 093-582-2784 北九州市空き缶等の散乱の防止に関する条例
グリーン成長推進部グリーン成長推進課 093-582-2286 北九州市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
　　〃　　再生可能エネルギー導入推進課 093-582-2238 北九州市公害防止条例
　　〃　　環境イノベーション支援課 093-582-2630 北九州市環境影響評価条例
環境国際部環境国際戦略課 093-662-4020 北九州市環境ミュージアム条例
環境監視部環境監視課 093-582-2290 北九州市響灘ビオトープ条例
　　〃　　産業廃棄物対策課 093-582-2177 北九州市エコタウンセンター条例
循環社会推進部循環社会推進課 093-582-2187 北九州市環境保全基金条例
　　　〃　　　業務課 093-582-2180 あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例
　　　〃　　　施設課 093-582-2184 北九州市環境基本計画
　　　〃　　　新門司工場 093-481-4727 北九州市地球温暖化対策実行計画
　　　〃　　　日明工場 093-581-7976 第２期北九州市循環型社会形成推進基本計画（食品ロス
　　　〃　　　皇后崎工場 093-642-6731 削減推進計画を含む）
新門司環境センター 093-481-7053 第２次北九州市生物多様性戦略(2015年度-2024年度）
日明環境センター 093-571-4481 北九州市環境配慮指針
皇后崎環境センター 093-631-5337 北九州市ＰＣＢ廃棄物処理計画

響灘・鳥がさえずる緑の回廊創成基本構想
福岡市 （環境局） 福岡市環境基本条例

環境政策部総務課 092-711-4293 福岡市環境影響評価条例
　　〃　　環境政策課 092-733-5381 福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
脱炭素社会推進部脱炭素社会推進課 092-711-4282 福岡市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例

　　　　〃　　　脱炭素事業推進課 092-711-4204 福岡市環境審議会条例
環境監理部環境調整課 092-733-5389 福岡市環境市民ファンド条例
　　〃　　環境保全課 092-733-5386 福岡市事業系ごみ資源化推進ファンド条例
　　〃    廃棄物試験研究センター 092-642-4570 福岡市リサイクルプラザ条例
　　〃　　産業廃棄物指導課 092-711-4303 福岡市環境基本計画（第3次）
循環型社会推進部計画課 092-711-4308 福岡市新世代環境都市ビジョン
　　　　〃　　　ごみ減量推進課 092-711-4039 福岡市環境配慮指針（改定版）
　　　　〃　　　収集管理課 092-711-4346 博多湾環境保全計画（第2次）
施設部管理課 092-711-4316 福岡市環境教育・学習計画（第3次）
　〃　工場整備課 092-711-4318 循環のまちふくおか推進プラン（第5次福岡市一般
　〃　課長（西部工場再整備担当） 092-711-4764 廃棄物処理基本計画）
　〃　施設課 092-711-4312 福岡市地球温暖化対策実行計画
　〃　西部工場 092-891-3433 福岡市役所地球温暖化対策率先実行計画
　〃　臨海工場 092-642-4577 アイランドシティ環境配慮指針（改定版）
　〃　クリーンパーク・東部 092-691-0831 生物多様性ふくおか戦略

大牟田市 環境部環境総務課 0944-41-2725 大牟田市環境基本条例
　〃　環境保全課 0944-41-2721 大牟田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
　〃　環境業務課 0944-41-2720 大牟田市空き地及び空家等の適正管理に関する条例
　　　　〃　　　　 0944-41-2723 大牟田市ごみ散乱防止条例
　〃　環境施設課 リサイクルプラザ 0944-59-1220 大牟田市環境審議会条例
　　　　〃　　　 東部環境センター 0944-59-3500 大牟田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活

環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
大牟田市第3次環境基本計画（策定中）
大牟田市第2次地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（策定中）

大牟田市第2次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（策定中）

大牟田市ごみ処理基本計画
大牟田市生活排水処理基本計画
大牟田市生活排水対策推進計画
大牟田市災害廃棄物処理計画

久留米市 環境部総務 0942-30-9142 久留米市廃棄物の処理施設設置条例
　〃　環境政策課 0942-30-9146 久留米市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環
　〃　廃棄物指導課 0942-30-9148 境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 
　〃　環境保全課 0942-30-9043 久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
　〃　斎場 0942-21-4433 久留米市産業廃棄物の不適正処理の防止に関する条例
　〃　資源循環推進課 0942-37-3342 久留米市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防
　〃　建設課 0942-65-3229 及び調整に関する条例
　〃　施設課 0942-27-5371 久留米市斎場条例
田主丸総合支所環境建設課 0943-72-2156 久留米市環境基本条例
北野総合支所環境建設課 0942-78-3696 久留米市環境美化促進条例
城島総合支所環境建設課 0942-62-2114 久留米市環境交流プラザ条例
三潴総合支所環境建設課 0942-64-2314 久留米市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

久留米市環境整備基金条例
久留米市空家等の適切な管理に関する条例
久留米市環境基本計画
久留米市環境基本計画に基づく行動計画
久留米市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
久留米市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
久留米市一般廃棄物(ごみ)処理計画(基本計画)
久留米市生活排水処理基本構想
くるめ生きものプラン（久留米市生物多様性地域戦略）

環
境
審
議
会
の
有
無

環
境
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書
の
有
無

市町村名 環境担当部課名 電話番号
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直方市 上下水道・環境部　環境政策課 0949-25-2120 直方市環境審議会設置条例
　　　　〃　　　　循環社会推進課 0949-26-4992 直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

直方市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境
影響調査結果縦覧等の手続に関する条例
直方市ごみ散乱防止に関する条例
直方市空き地等における雑草等の除去に関する条例
直方市太陽光発電設備設置事業に関する条例
第2次直方市環境基本計画
第2次直方市環境保全行動計画
直方市地域新エネルギービジョン
直方市ごみ処理基本計画
直方市生活排水処理基本計画
第9期直方市分別収集計画
直方市地域省エネルギービジョン
直方市災害廃棄物処理計画

飯塚市 市民環境部環境整備課 0948-22-5500 飯塚市環境基本条例
　　〃　　環境対策課 0948-22-7272 飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例

飯塚市環境保全推進基金条例
飯塚市自然環境保全条例
飯塚市生活環境の保全に関する条例
第3次飯塚市環境基本計画（地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）含む）
第3次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
容器包装リサイクル第10期飯塚市分別収集計画
飯塚市一般廃棄物処理基本計画
飯塚市災害廃棄物処理計画

田川市 市民生活部環境政策課 0947-85-7142 田川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
田川市環境基本条例
田川市人に優しくうつくしいまちづくり条例
田川市地域新エネルギービジョン
第2次田川市環境基本計画（地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）を含む）
田川市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
田川市一般廃棄物処理基本計画
第９期田川市分別収集計画

柳川市 市民部生活環境課 0944-77-8485 柳川市クリーン条例
柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

第２次柳川市環境基本計画（地球温暖化対策実行計画（区
域施策編）を含む）

柳川市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
柳川市一般廃棄物処理基本計画
柳川市災害廃棄物処理計画
柳川市第９期分別収集計画

八女市 市民部環境課 0943-23-1462 八女市環境保護条例
八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
八女市環境基本計画
八女市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
八女市バイオマス活用推進計画
八女市一般廃棄物処理計画

筑後市 市民生活部かんきょう課 0942-53-4120 筑後市美しい環境をつくる条例
筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
筑後市衛生処理場条例
筑後市環境基本条例
筑後市地域新エネルギービジョン
筑後市一般廃棄物処理基本計画
筑後市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
筑後市災害廃棄物処理計画
筑後市環境基本計画

大川市 環境課 0944-87-6789 大川市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に
関する条例
大川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
大川市地球温暖化対策実行計画
大川市一般廃棄物処理基本計画

行橋市 環境水道部環境課 0930-25-1111 行橋市環境基本条例
空き地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例
行橋市環境美化に関する条例
行橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
行橋市空き家等の適正管理に関する条例
行橋市環境基本計画
行橋市ごみ処理基本計画
行橋市生活排水処理基本計画
行橋市災害廃棄物処理計画
行橋市地域省エネルギービジョン

豊前市 生活環境課 0979-82-8018 豊前市地下水の保全に関する条例
豊前市環境美化に関する条例
豊前市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
豊前市空き地及び空き家等管理の適正化に関する条例
豊前市土砂等のたい積の規制に関する条例

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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市町村名 環境担当部課名 電話番号

中間市 環境上下水道部環境保全課 093-246-6265 中間市都市環境美化条例

中間市環境基本条例

空き地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例

中間市放置自動車の処理に関する条例

中間市飼犬条例

中間市第2次環境基本計画

中間市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

小郡市 環境経済部生活環境課 0942-72-2111 小郡市環境保全条例

小郡市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

小郡市空き缶等散乱防止及びその再資源化の促進に関

する条例

小郡市空き地等の適正な管理に関する条例

小郡市飼い犬管理条例

小郡市役所の環境保全に向けた率先行動計画

小郡市一般廃棄物処理基本計画

小郡市地域温暖化対策ビジョン

筑紫野市 環境経済部環境課 092-923-1111 筑紫野市環境基本条例

筑紫野市環境審議会設置条例

筑紫野市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進

に関する条例

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

筑紫野市畜犬管理条例

筑紫野市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

第三次筑紫野市環境基本計画（筑紫野市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）及び筑紫野市気候変動適応計画を含む）

筑紫野市役所環境にやさしい行動計画パートⅤ（筑紫野市
地球温暖化対策実行計画（事務事業編））
筑紫野市循環型社会形成アクションプログラム

筑紫野市一般廃棄物処理基本計画

筑紫野市第9期分別収集計画

春日市 地域生活部環境課 092-584-1111 春日市環境基本条例

春日市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に

関する条例

春日市愛犬条例

春日市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

あき地の除草等に関する条例

第3次春日市環境基本計画

第3期春日市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
第5期エコオフィスプランかすが（春日市環境配慮率先実
行計画）
春日市一般廃棄物処理基本計画

春日市分別収集計画第9期

春日市災害廃棄物処理計画

大野城市 環境経済部循環型社会推進課 092-580-1886 大野城市環境基本条例

092-580-1887 大野城市自然環境保護条例

092-580-1889 大野城市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に

092-580-1890 関する条例

大野城市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関す

環境経済部生活安全課 092-580-1897 る条例

おおのじょう緑のトラスト基金条例

大野城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

大野城市あき地の環境保全に関する条例

大野城市環境基本計画
第2次大野城市地球温暖化対策実行計画～まどかエコ・オフィスプラン～

大野城市一般廃棄物処理基本計画

大野城市第8期分別収集計画

大野城市迷惑行為防止基本計画

宗像市 市民協働環境部環境課 0940-36-1421 宗像市環境基本条例

宗像市釣川水系水質保全条例

宗像市地下水の採取に関する条例

宗像市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に

関する条例

宗像市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

宗像市産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防に関す

る条例

宗像市市街化調整区域等の開発行為に関する条例

第2次宗像市環境基本計画

宗像市地球温暖化対策実行計画

釣川グリーンネット基本構想・計画

宗像市一般廃棄物処理基本計画（生活排水）

宗像市一般廃棄物処理基本計画（ごみ）

宗像市第9期分別収集計画

○

○

○

○

○

○
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太宰府市 市民生活部環境課 092-921-2121 太宰府市環境基本条例

太宰府市空き缶等散乱防止及びその再資源化の促進に

関する条例

太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例

太宰府市環境美化センター条例

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

第四次太宰府市環境基本計画

太宰府市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

太宰府市一般廃棄物処理基本計画

太宰府市第9期分別収集計画

古賀市 市民部環境課 092-942-1111 古賀市公害防止等生活環境の保全に関する条例

古賀市環境基本条例

古賀市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に

関する条例

古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

第2次古賀市環境基本計画

古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

古賀市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

第2次古賀市ごみ処理基本計画

古賀市分別収集計画

古賀市災害廃棄物処理計画

生物多様性古賀戦略

福津市 地域振興部うみがめ課 0940-62-5019 福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

福津市環境基本条例

福津市環境創造条例

福津市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に

関する条例

福津市あき地等管理の適正化に関する条例

福津市ウミガメ保護条例

福津市人と犬・ねこの共生に関する条例

第2次福津市環境基本計画

第2次一般廃棄物処理基本計画

福津市災害廃棄物処理計画

うきは市 市民生活課 0943-75-4972 うきは市環境基本条例

うきは市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

うきは市環境美化促進条例

うきは市環境基本計画

宮若市 環境保全課 0949-32-0516 宮若市環境基本条例

宮若市公害防止条例

宮若市空き缶等の散乱防止条例

宮若市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

宮若市環境基本計画

宮若市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画

宮若市災害廃棄物処理計画

嘉麻市 環境課 0948-42-7428 嘉麻市環境基本条例

嘉麻市地下水採取規制条例

嘉麻市自然環境保全条例

嘉麻市浄化槽の普及に関する条例

嘉麻市環境美化条例

第2次嘉麻市環境基本計画（地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）含む）

嘉麻市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

嘉麻市一般廃棄物処理基本計画

第10期嘉麻市分別収集計画

嘉麻市災害廃棄物処理計画

朝倉市 市民環境部環境課 0946-22-1111 朝倉市環境美化推進条例

朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

朝倉市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境

○ 影響調査結果縦覧等の手続に関する条例

朝倉市浄化槽条例

朝倉市環境審議会条例

朝倉市環境基本計画

朝倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

朝倉市災害廃棄物処理計画

○

○ ○

○

○

○○

○

○
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所管環境関連条例

環境に関する各種計画等

環
境
審
議
会
の
有
無

環
境
白
書
の
有
無

市町村名 環境担当部課名 電話番号

みやま市 環境経済部環境衛生課 0944-64-1521 みやま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

みやま市環境審議会条例

みやま市環境を美しくする条例

みやま市環境基本計画

みやま市廃棄物不法投棄防止推進員設置要綱

糸島市 生活環境部環境政策課 092-332-2068 糸島市環境基本条例

糸島市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

糸島市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に

関する条例

糸島市あき地等の管理及び環境保全に関する条例

糸島市環境基本計画

第２次糸島市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・

事務事業編）

那珂川市 市民生活部環境課 092-953-2211 那珂川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

那珂川市環境基本条例

那珂川市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続きに関する条例

那珂川市あき地の環境保全に関する条例

那珂川市空き缶等の散乱防止及び再資源化の促進に関

する条例

那珂川市第2次環境基本計画

なかがわ地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

宇美町 環境農林課 092-934-2226 宇美町環境基本条例
宇美町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例

宇美町合併処理浄化槽の普及に関する条例

宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

宇美町が設置する一般廃棄物処理施設に係る

生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

宇美町飼い犬等のふん害防止に関する条例

篠栗町 都市整備課 092-947-1111 篠栗町空き缶等散乱防止及びその再資源化の促進に関

する条例

篠栗町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

志免町 生活安全課 092-935-1001 志免町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

志免町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の

促進に関する条例

志免町空き地の環境保全に関する条例

志免町飼い犬等のふん害の防止に関する条例

志免町一般廃棄物処理基本計画

志免町災害廃棄物処理計画

志免町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

志免町分別収集計画

須恵町 地域振興課 092-932-1438 須恵町水道水源保護条例

須恵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

須恵町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の

促進に関する条例

須恵町空き地等の環境保全に関する条例

須恵町飼い犬・猫のふん害等の防止に関する条例

新宮町 環境課 092-963-1732 新宮町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に

関する条例

新宮町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

新宮町環境基本条例

新宮町環境基本計画

新宮町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

久山町 町民生活課 092-976-1111 久山町環境保全条例

久山町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に

関する条例

久山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

久山町一般廃棄物処理基本計画

久山町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

粕屋町 道路環境整備課 092-938-2311 粕屋町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に

関する条例

粕屋町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

粕屋町あき地の雑草等の除去に関する条例

粕屋町飼い犬等のふん害等防止に関する条例

粕屋町一般廃棄物処理基本計画

粕屋町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

芦屋町 環境住宅課 093-223-3538 芦屋町環境美化条例

芦屋町環境審議会設置条例

芦屋町環境基本条例

芦屋町環境基本計画

芦屋町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○
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所管環境関連条例

環境に関する各種計画等

環
境
審
議
会
の
有
無

環
境
白
書
の
有
無

市町村名 環境担当部課名 電話番号

水巻町 産業環境課 093-201-4321 水巻町空き缶等散乱防止条例

水巻町環境審議会条例

水巻町飼い犬・猫のふん害等の防止に関する条例

水巻町環境基本計画

水巻町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

岡垣町 住民環境課 093-282-1211 岡垣町生活環境の保全に関する条例

岡垣町環境基本条例

岡垣町環境美化に関する条例

岡垣町第3次環境ビジョン

岡垣町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

遠賀町 住民課 093-293-1241 遠賀町環境基本条例

遠賀町環境美化に関する条例

遠賀町環境基本計画

遠賀町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

小竹町 農政環境課 0949-62-1946 小竹町の環境をよくする条例

小竹町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

小竹町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

鞍手町 農政環境課 0949-42-2111 鞍手町公害防止条例

鞍手町環境美化に関する条例

鞍手町空き地等管理条例

鞍手町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画

鞍手町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

桂川町 保険環境課 0948-65-1097 桂川町公害防止条例

桂川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

桂川町環境美化推進条例

桂川町環境基本計画

筑前町 環境防災課 0946-42-6613 筑前町環境基本条例

筑前町環境美化推進条例

筑前町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

第二次筑前町環境基本計画

第三次筑前町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

東峰村 住民福祉課 0946-74-2311 東峰村自然環境保全条例

東峰村河川をきれいにする条例

東峰村ごみ散乱防止条例

東峰村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

東峰村地域新エネルギービジョン

大刀洗町 住民課 0942-77-2141 大刀洗町環境美化に関する条例

大刀洗町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関

する条例

大刀洗町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

大刀洗町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

大木町 まちづくり課 0944-32-1120 大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

大木町美しく住みよい環境を創る条例

大木町バイオマスタウン構想

大木町2050年温室効果ガス排出量実質ゼロロードマップ

大木町公共施設地球温暖化対策実行計画

広川町 環境衛生課 0943-32-1138 広川町空缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例

広川町環境保全条例

広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

広川町環境審議会条例

香春町 税務住民課 0947-32-8400 香春町環境基本条例

香春町ごみ散乱防止条例

香春町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

香春町飼い犬等のふん害の防止に関する条例

香春町空家等対策協議会設置条例

環境基本計画

香春町役場エコオフィス推進プラン（香春町地球温暖化対
策実行計画事務事業編）

添田町 保健福祉環境課 0947-82-1232 添田町ごみ散乱防止条例

添田町畜犬取締条例

添田町一般廃棄物処理基本計画

添田町生活排水処理基本計画

糸田町 税務町民課 0947-26-1235 糸田町環境美化に関する条例

糸田町生活排水処理基本計画

第９期糸田町分別収集計画

○

○

○

○

○

○

○

○
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○
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所管環境関連条例

環境に関する各種計画等

環
境
審
議
会
の
有
無

環
境
白
書
の
有
無

市町村名 環境担当部課名 電話番号

川崎町 住宅環境課 0947-72-3000 自然にやさしい地域づくりのための川崎町環境基本条例

川崎町ごみ散乱防止条例

川崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

川崎町水環境保全条例

川崎町環境基本計画

川崎町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

大任町 住民課 0947-63-3003 大任町しじみ育成保護条例

大任町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

大任町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

大任町飼い主等のふん害の防止に関する条例

大任町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

大任町ごみ散乱防止条例

赤村 産業建設課 0947-62-3000 赤村ホタル保護条例

住民課 赤村ごみ散乱防止条例

赤村環境保全条例

赤村地下水保全条例

一般廃棄物処理基本計画

赤村地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

福智町 税務住民課 0947-22-7761 福智町自然環境保護条例

福智町ごみ散乱防止条例

福智町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

福智町飼い犬取締条例

福智町生活排水処理基本計画

第９期福智町分別収集計画

苅田町 環境課 093-434-1834 苅田町環境美化に関する条例

第2次かんだ環境未来図（苅田町環境基本計画）

みやこ町 住民課 0930-32-2510 みやこ町環境保全条例

都市整備課 0930-32-6007 みやこ町公害防止条例

みやこ町空き家及び空き地等の適正管理に関する条例
みやこ町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例

みやこ町環境基本計画

吉富町 住民課 0979-24-1124 吉富町環境美化に関する条例

吉富町ポイ捨て等防止条例

吉富町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関す

る条例

吉富町土砂等のたい積の規制に関する条例

吉富町環境審議会条例

吉富町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

吉富町地球温暖化対策実行計画

上毛町 住民課 0979-72-3116 上毛町環境保全条例

上毛町環境審議会条例

上毛町土砂等のたい積の規制に関する条例

上毛町環境美化推進及び生活環境保全に関する条例

上毛町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

上毛町地球温暖化対策実行計画

築上町 住民生活課 0930-56-0300 築上町環境美化推進及び生活環境保全に関する条例

築上町環境美化推進基金事業交付金交付要綱

築上町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の

規制に関する条例

築上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

築上町空き家等の適正管理に関する条例

一般廃棄物処理計画

築上町地球温暖化対策実行計画
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